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Ⅰ　

は
し
が
き

「
最
高
裁
の
判
例
に
加
え
、
特
に
通
説
的
地
位
を
築
い
て
い
る
学
説
を
中
心
に
記
述
を
進
め
る
」
と
い
う
「
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
（
1
）

」

教
科
書
に
お
い
て
、「
個
人
の
自
由
と
し
て
の
結
社
の
自
由
」
と
の
関
係
で
、「
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
税
理
士
な
ど
の
一
定
の
職
業
が
、

法
律
に
よ
っ
て
結
社
の
設
立
を
強
制
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
当
該
職
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
結
社
へ
の
強
制
加
入
制
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
る
」
と
こ
ろ
、「
学
説
で
は
、
そ
れ
ら
の
職
業
が
高
度
の
専
門
技
術
性
・
公
共
性
を
有
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
団
体
の
目
的
お
よ
び
活
動
範
囲
が
そ
れ
ら
の
確
保
・
維
持
の
た
め
の
も
の
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
違
憲
と
は
い
え
な
い
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
」
が
、「
判
例
で
は
、
一
定
の
職
業
に
関
す
る
結
社
強
制
・
強
制
加
入
制
を
憲
法
二
二
条
一
項
の
職
業
の
自
由
と

し
て
把
握
し
た
う
え
で
、
簡
単
に
合
憲
と
し
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
こ
の
説
明
に
従
え
ば
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲

法
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
結
社
の
自
由
」
の
制
約
と
捉
え
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
職
業
の
自
由
」
の
制
約
と
捉
え
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
合
憲
性

判
断
の
出
発
点
に
お
い
て
、
通
説
と
判
例
の
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
3
）

。
さ
ら
に
、
こ
の
教
科

書
で
は
説
明
が
省
か
れ
て
い
る
「
少
数
説
や
込
み
入
っ
た
理
論
的
対
立
（
4
）

」
を
見
る
と
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ

い
て
は
、
一
方
に
お
い
て
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
結
社
の
自
由
」
の
制
約
で
も
あ
り
、
か
つ
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
職
業
の
自
由
」
の

制
約
で
も
あ
る
と
捉
え
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
と
の
立
場
も
あ
り
得
る
（
5
）

し
、
他
方
に
お
い
て
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
結
社
の
自

由
」
の
制
約
で
も
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
職
業
の
自
由
」
の
制
約
で
も
な
い
と
捉
え
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
り
、
実
際
、
こ
の

立
場
を
前
提
と
し
て
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
憲
法
一
三
条
の
「
幸
福
追
求
権
」
の
問
題
と
捉
え
る
見
解
も
主
張
さ

一
〇
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れ
て
お
り
（
6
）

、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
の
問
題
と
し
て
構
成
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
現

在
の
学
説
は
極
め
て
錯
綜
し
、
か
な
り
混
沌
と
し
た
状
況
に
あ
る
と
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
強
制
加
入
制
を
定
め
る
法

律
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
憲
法
上
の
権
利
が
制
約
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
当
該
制
約
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
ど
の
よ
う
な
判

断
枠
組
み
に
よ
っ
て
判
定
す
る
の
か
と
い
う
「
合
憲
性
審
査
の
手
法
（
7
）

」
に
つ
い
て
も
、
な
お
多
く
の
部
分
が
未
解
明
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
南
九
州
税
理
士
会
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
三
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五
〇
巻
三
号
六
一
五
頁
）
に
お

い
て
は
「
強
制
加
入
そ
れ
自
体
が
争
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
8
）

」
と
の
理
解
に
疑
問
の
余
地
は
な
く
、
こ
の
判
例
か
ら
合
憲
性
審
査
の

手
法
を
構
築
す
る
手
掛
か
り
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
最
一
判
平
成
四
年
七
月
九
日
判
例
時
報
一
四
四
一
号
五
六
頁
は
、
弁
護
士
会
の
強

制
加
入
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、「
所
論
の
弁
護
士
に
関
す
る
規
制
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ

て
、
憲
法
二
二
条
に
違
反
し
な
い
こ
と
は
、
最
高
裁
昭
和
三
三
年
（
あ
）
第
四
一
一
号
同
三
四
年
七
月
八
日
大
法
廷
判
決
（
刑
集
一
三
巻
七

号
一
一
三
二
頁
）
の
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
所
論
の
そ
の
余
の
違
憲
主
張
は
、
独
自
の
見
解
に
基
づ
き
抽
象
的
に
原
判
決
の
不

当
を
い
う
も
の
に
す
ぎ
ず
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
述
べ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
判
決
は
、「
こ
れ
は
極
め
て
簡
略
な
も
の
で
あ

る
し
、
論
旨
が
少
々
お
か
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
学
界
の
関
心
を
引
か
な
か
っ
た
（
9
）

」
と
評
さ
れ
て
い
る
。「
合
憲
性
審
査
の
手

法
」
を
構
築
す
る
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
水
稲
等
の
耕
作
の
業
務
を
営
む
者
に
つ
い
て
農
業
共
済
組
合
へ
の
当
然
加
入
制
を

定
め
る
農
業
災
害
補
償
法
一
九
条
の
規
定
が
憲
法
二
二
条
一
項
に
違
反
し
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
最
三
判
平
成
一
七
年
四
月
二
六
日
判

例
時
報
一
八
九
八
号
五
四
頁
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
（
10
）

。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
の
問
題

は
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
が
ど
の
よ
う
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
か
（
11
）

と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、「
合
憲
性
審
査
の
手
法
」
に

つ
い
て
も
、
な
お
未
解
明
の
部
分
が
少
な
く
な
く
、
今
後
も
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け

一
一



れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
筆
者
は
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
大
い
に
関
心
を
抱
い
て
お
り
（
12
）

、
近
い
将
来

に
お
い
て
自
ら
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
現
在
、
筆
者
は
、
強
制
加
入
制
の
憲
法

適
合
性
に
つ
い
て
判
例
及
び
学
説
の
豊
富
な
蓄
積
を
す
で
に
有
し
て
い
る
ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
内
在
的
に
分
析
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
（
13
）

。
本
稿
に
お
い
て
は
、
上
記
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
主
要
な
判
例
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
14
）

。
こ
れ
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

さ
て
、
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
一
九
五
九
年
七
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
（
15
）

（
エ
ル
フ
ト

組
合
。
以
下
、「
五
九
年
判
決
」
と
い
う
。）
が
著
名
で
あ
る
（
16
）

が
、
最
近
の
教
科
書
で
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一

法
廷
第
二
部
会
決
定
（
17
）

（
以
下
、「
〇
一
年
部
会
決
定
」
と
い
う
。）
が
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
引
用
さ
れ
て
お
り
（
18
）

、
強
制
加
入
制
の
憲
法

適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
五
九
年
判
決
と
と
も
に
〇
一
年
部
会
決
定
を

詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
ま
ず
、
五
九
年
判
決
な
ど
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
ま
で
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
・
検
討
し
た
（
Ⅱ
）
上
で
、
〇
一
年
部
会
決
定
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
を
行
う
こ

と
に
し
た
い
（
Ⅲ
）。
そ
の
後
、
判
例
を
整
理
し
、
判
例
理
論
の
到
達
点
を
示
す
（
Ⅳ
）。
そ
し
て
、
最
後
に
、
結
語
（
Ⅴ
）
に
お
い
て
、

筆
者
に
残
さ
れ
た
今
後
の
課
題
を
確
認
す
る
。

一
二



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

Ⅱ　

判
例
の
展
開

一　

一
九
五
九
年
七
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
示
し
た
の
は
、
一
九
五
九
年
七
月
二
九
日
の
判
決

に
お
い
て
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
判
決
に
お
い
て
、「
基
本
法
九
条
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
」
が
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
は
、「
基
本
法
二
条
一
項
の
憲
法
的
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
」（
判
決
要
旨

三
）
と
判
示
し
た
。
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た

一
九
五
八
年
六
月
三
日
の
「
大
エ
ル
フ
ト
組
合
の
設
立
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
エ
ル
フ
ト
法
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
、「
大
エ
ル
フ
ト

組
合
」
と
い
う
名
称
の
公
法
上
の
団
体
が
設
立
さ
れ
た
（
一
条
）。
そ
の
任
務
は
、
組
合
地
域
に
お
け
る
水
利
の
規
制
で
あ
る
（
二
条
一
項
）。

組
合
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
役
立
つ
施
設
を
承
継
し
、
組
合
の
施
設
と
し
て
運
営
す
る
（
四
条
三
項
）。
こ
の
事

業
を
実
施
す
る
た
め
に
、
組
合
は
、
組
合
構
成
員
の
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
条
）。
組
合
は
、
土
地
所
有
権
、
土
地
に
対

す
る
物
権
、
及
び
、
土
地
の
所
有
及
び
利
用
の
権
限
を
与
え
る
そ
の
他
の
権
利
に
つ
い
て
、
組
合
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
で
あ
る
範
囲
に

お
い
て
、
収
用
に
よ
っ
て
剝
奪
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
一
条
一
文
）。
組
合
は
、
水
法
上
の
貸
与
が
な
く
て
も
、
事
業
上
の

目
的
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
組
合
地
域
に
お
け
る
地
下
水
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
組
合
地
域
の
鉱
業
企
業
に
よ
っ
て
汲

み
出
さ
れ
た
水
を
、
そ
れ
が
事
業
上
の
目
的
に
必
要
と
さ
れ
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
条
、
八
条
）。
組
合
の

構
成
員
は
、
組
合
地
域
に
所
在
し
て
い
る
褐
炭
鉱
の
所
有
者
、
一
定
量
以
上
の
発
電
量
を
有
す
る
発
電
所
の
所
有
者
、
給
水
施
設
及
び
公

共
排
水
施
設
、
大
規
模
な
水
需
要
及
び
比
較
的
大
き
な
水
力
発
電
施
設
を
有
す
る
工
業
施
設
の
所
有
者
、
九
つ
の
ラ
ン
ト
ク
ラ
イ
ス

一
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（
郡
）、
ケ
ル
ン
等
の
三
市
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
農
業
組
合
の
支
所
、
エ
ル
フ
ト
漁
業
組
合
で
あ
る
（
六
条
一
項
）。
組
合
は
、
自
治
権
と
自
律

的
な
規
則
制
定
権
を
有
し
て
い
る
（
一
四
条
一
項
、
一
五
条
一
項
）。
組
合
は
、
国
の
監
督
を
受
け
る
（
一
四
条
三
項
、
五
九
条
）。
組
合
の
機

関
と
し
て
、
一
〇
〇
人
の
構
成
員
か
ら
成
る
代
表
者
会
議
（
一
六
条
）、
三
二
人
の
構
成
員
か
ら
成
る
組
合
委
員
会
（
一
七
条
）、
七
人
の
構

成
員
か
ら
成
る
役
員
会
（
二
八
条
）、
及
び
、
組
合
委
員
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
組
合
長
（
三
一
条
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
任
務
及
び

債
務
を
履
行
す
る
た
め
の
財
源
は
、
金
銭
給
付
（
会
費
）
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
（
三
七
条
）。
組
合
の
一
定
の
措
置
、
と
く
に
会
費
決
定

に
対
す
る
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
の
た
め
に
、
裁
決
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
裁
決
委
員
会
は
、
一
人
の
常
勤
裁
判
官
、
三
人
の
州

の
高
級
官
吏
、
及
び
一
人
の
学
識
経
験
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
四
五
条
、
四
六
条
）。

異
議
申
立
人
は
、
当
該
組
合
の
地
域
に
お
い
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
褐
炭
鉱
の
所
有
者
と
し
て
法
律
に
よ
っ
て
当
該
組
合
の
構
成
員
に

な
っ
た
が
、
一
九
五
八
年
六
月
三
〇
日
に
法
律
に
対
す
る
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
異
議
申
立
人
は
、
当
該
法
律
が
基
本
法
二
条

一
項
、
三
条
一
項
、
九
条
、
一
四
条
、
一
九
条
一
項
及
び
四
項
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
異
議
申
立
人
の

「
中
心
的
攻
撃
」
は
法
律
に
基
づ
く
エ
ル
フ
ト
組
合
へ
の
強
制
加
入
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
て
（
19
）

、
強
制
加
入
制
を
定
め
る
エ
ル
フ
ト

法
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
の
か
を

見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
強
制
加
入
制
を
定
め
る
エ
ル
フ
ト
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
基
準
を
構
築
し
て
い
る
。
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

「
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
上
の
限
界
の
問
題
」
は
、「
基
本
法
九
条
に
基
づ
い
て
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
こ
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
私
法
上
の
団
体
を
設
立
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
を
保
障
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら

一
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
基
本
法
二
条
一
項
は
、
こ
の
よ
う
な
強
制
加
入
は
憲
法
的
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
公
法
上
の
団
体
は
、
正
当
な

0

0

0

〔
注
：
原
文
は
イ
タ
リ
ッ
ク
〕
公
的
任
務
を
行
使
さ
せ
る
た
め
に
の
み
、
設
立
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
こ
の
任
務
の
ど
の
部
分
を
国
家
が
自
己
の
官
庁
を
通
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
と
く
に
設
立
し
た
公
法
上

の
営
造
物
又
は
団
体
を
通
し
て
遂
行
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
立
法
者
の
裁
量
の
事
項
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
、

立
法
者
が
そ
の
裁
量
の
限
界
を
遵
守
し
た
か
ど
う
か
の
み
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
組
織
形
態
の

選
択
が
目
的
適
合
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
又
は
必
要
で
あ
っ
た
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

立
法
者
は
、
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
組
織
及
び
そ
の
構
成
員
の
法
的
地
位
を
、
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生

活
関
係
及
び
経
済
関
係
の
特
殊
性
に
加
え
て
、
立
法
者
が
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
共
に
と
っ
て
の
危
険
の
特
殊
性
に
応
じ
て
規
律

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
鉱
業
関
係
及
び
水
利
関
係
の
特
殊
性
は
、
た
と
え
そ
れ
が
限
定
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
と
し
て

も
、
水
利
及
び
鉱
業
の
利
益
の
た
め
に
一
般
的
な
水
法
及
び
鉱
山
法
と
異
な
る
定
め
を
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

特
殊
性
は
、
様
々
な
利
害
を
有
す
る
構
成
員
が
統
合
さ
れ
る
結
合
体
で
さ
え
も
、
利
益
の
現
実
の
調
整
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
限
り
、
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
団
体
構
成
員
の
保
護
に
値

す
る
利
益
が
恣
意
的
に
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
団
体
機
関
の
裁
量
が
十
分
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
行
使
が
裁
判
官
の
事
後
審
査
の
対
象
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
20
）

。」

五
九
年
判
決
は
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
は
基
本
法
九
条
一
項
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
す

る
と
い
う
、
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
見
解
を
示
し
た
点
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
理
由
付
け
は
極
め
て
簡
潔
で

あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
判
例
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ぎ
に
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制

一
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約
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
の
要
件
を
見
る
と
、
こ
の
点
は
五
九
年
判
決
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

上
記
の
説
示
を
筆
者
な
り
に
再
構
成
す
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
が
憲
法
に
適
合
す
る
た
め
に
は
、

①
公
法
上
の
団
体
が
正
当
な
公
的
任
務
を
行
使
さ
せ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
、
②
立
法
者
が
組
織
選
択
に
際
し
て
そ
の
裁
量
を
逸
脱

し
て
い
な
い
こ
と
、
③
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
に
際
し
て
、
団
体
構
成
員
の
保
護
に
値
す
る
利
益
が
恣
意
的
に
無
視
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
及
び
④
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
に
際
し
て
、
団
体
機
関
の
裁
量
が
十
分
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
行
使
が
裁
判
官
の
事
後
審
査
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
四
つ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
基
準
を
示
し
た
と
解
さ
れ
る
。

（
三
）　

そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
基
準
に
よ
っ
て
強
制
加
入
制
を
定
め
る
エ
ル
フ
ト
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
要
件
①
及
び
要
件
②
を
検
討
し
、「
エ
ル
フ
ト
地
域
に
お
け
る
水
利
規
制
が
正
当
な
公
的
任
務
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
立
法
者
が
こ
の
任
務
を
解
決
す
る
方
法
に
お
い
て
も
恣
意
は
な
い
（
21
）

。」
と
の
結
論
を
示
し
た
。

（
ａ
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
要
件
①
及
び
要
件
②
の
充
足
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、
法
律
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
必
要
性
に
当
て
は
ま
る
。
褐
炭
鉱
に
よ
る
地
下
水
の
低
下
に
起

因
し
て
エ
ル
フ
ト
地
域
の
水
管
理
に
差
し
迫
っ
て
い
る
危
険
の
程
度
に
つ
い
て
専
門
家
に
よ
っ
て
異
な
る
判
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

異
議
申
立
人
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
態
が
悪
い
方
向
に
展
開
し
た
と
し
て
も
鉱
業
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る

こ
の
地
域
の
水
供
給
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
国
家
機
関
の
任
務
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
考
慮
が
す
で
に

ず
っ
と
以
前
か
ら
管
轄
官
庁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
な
お
完
全
に
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
予

定
さ
れ
た
措
置
の
一
定
の
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
法
治
国
家
の
諸
原
則
に
よ
る
と
、
目
的
と
手
段
は
相
互

に
合
理
的
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
が
そ
も
そ
も
活
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と

一
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

い
う
問
題
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
州
議
会
と
政
府
が
、
そ
の
国
政
上
の
責
任
に
基
づ
い
て
、
こ
の
状

況
に
お
い
て
法
律
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
と
す
る
と
、
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
上
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
22
）

。」

「
異
議
申
立
人
は
、
団
体
形
式
を
選
択
し
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
的
任
務
の
組
織
的
克
服
の
種
類
と
方
法
は
、
立
法
者
の
裁
量
事
項
で
あ
る
。
自
治
の
思
想
を
肯
定
し
、
そ

の
立
法
に
お
い
て
広
範
囲
に
実
現
し
て
い
る
国
家
に
お
い
て
、
団
体
と
い
う
組
織
形
態
を
選
択
す
る
こ
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て
直
ち
に
違

憲
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
さ
ら
に
、
ま
さ
に
公
法
上
の
団
体
に
よ
っ
て
水
利
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
実
績
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
関
係
者
に
と
っ
て
も
、
特
に
影
響
を
受
け
る
公
的
任
務
の
遂
行
に
直
接
に
形
成
的
に
関

与
し
、
そ
の
影
響
力
を
す
で
に
団
体
の
意
思
形
成
の
段
階
に
お
い
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
す
で
に
な
さ
れ
た

決
定
を
裁
判
に
よ
っ
て
審
査
さ
せ
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
利
点
を
有
し
て
い
る
（
23
）

。」

（
ｂ
）　

つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
要
件
③
を
検
討
し
、「
異
議
申
立
人
の
保
護
に
値
す
る
利
益
は
、
団
体
の
組
織
に
よ
っ
て
も

恣
意
的
に
無
視
さ
れ
て
い
な
い
（
24
）

」
と
の
結
論
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
こ
の
団
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
上
、
利
益
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
異
議
申
立
人
の
危
惧
に
は
、
根
拠
が
な
い
。

様
々
な
利
害
を
有
す
る
代
表
者
が
一
つ
の
団
体
に
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
異
例
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
団
体
構
成
員
は
、

部
分
的
に
は
対
立
す
る
利
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ル
フ
ト
地
域
に
お
け
る
水
供
給
が
確
保
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
共
通
し
て
関
心
が
あ
る

こ
と
、
そ
れ
は
、
様
々
な
水
消
費
者
と
水
供
給
事
業
体
の
所
有
者
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
が
水
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
鉱
業
者

に
と
っ
て
は
、
規
制
さ
れ
た
水
供
給
が
、
鉱
業
者
が
よ
り
深
い
地
層
に
お
け
る
石
炭
の
採
掘
が
で
き
る
た
め
の
前
提
条
件
だ
か
ら
で
あ
る

こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
採
掘
が
経
済
的
な
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
団
体
の
他
の
構
成
員
も
関
心
を

一
七



有
し
て
い
る
。
決
し
て
す
べ
て
の
他
の
構
成
員
グ
ル
ー
プ
が
始
め
か
ら
褐
炭
鉱
と
の
原
理
的
利
益
対
立
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
25
）

。」

（
ｃ
）　

最
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
要
件
④
を
検
討
し
、
異
議
申
立
人
が
組
合
機
関
の
統
制
さ
れ
な
い
裁
量
に
服
す
る
、
と
い
う

異
議
申
立
人
の
異
議
に
は
理
由
が
な
く
（
26
）

、
組
合
の
個
別
行
為
に
対
し
て
十
分
な
統
制
が
存
在
し
て
い
る
（
27
）

と
の
結
論
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
組
合
の
任
務
は
、
法
治
国
家
と
し
て
十
分
に
範
囲
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
組
合
の
権
限
の
種
類
と
程
度
が
明
確
に
画
定
さ
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
組
合
が
そ
の
任
務
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
組
合
に
広
範
囲
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
国
家
が
エ
ル
フ
ト
地
域
の
水
管
理
規
制
を
国
の
行
政
又
は
公
法
上
の
営
造
物
に
委
ね
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
原
理
的

に
は
異
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
国
の
行
政
及
び
公
法
上
の
営
造
物
も
、
│
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
事
後
的
に
審
査
さ
れ
る
が
│
判
断
余
地
を

必
要
と
す
る
。
判
断
余
地
な
し
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
28
）

。」

「
組
合
が
公
共
の
福
祉
を
維
持
す
る
た
め
に
褐
炭
鉱
か
ら
生
じ
る
又
は
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
影
響
を
対
し
て
実
施
す
る
事
業
に
つ
い

て
、
組
合
は
、
事
前
に
、
実
施
の
た
め
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
（
三
条
二
項
一
文
）
褐
炭
鉱
の
グ
ル
ー
プ
の
会
員
と
討
論
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
合
が
、
異
議
申
立
人
の
合
理
的
な
論
証
に
耳
を
傾
け
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
国
の
監

督
機
関
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
異
議
申
立
人
は
、
国
の
監
督
機
関
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
、
異
議
申
立
人
は
、
異
議
申
立
人
に
負
担
を
課
す
組
合
の
決
定
を
、
裁
決
委
員
会
に
対
す
る
不
服
申
立
て
が
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
（
…
…
）、
国
の
官
庁
又
は
公
法
上
の
営
造
物
の
行
政
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
と
同
じ
仕
方
で
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
取

消
を
求
め
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
（
…
…
（
29
））。」

こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
エ
ル
フ
ト
法
の
定
め
る
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
つ
い
て
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し

一
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

て
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

二　

一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
の
決
定
（
30
）

に
お
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
で
活
動

す
る
医
師
の
強
制
加
入
は
基
本
法
に
合
致
す
る
と
判
断
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
年
金
法
四
六
条
に
よ
る
と
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
は
そ
の

加
入
者
及
び
そ
の
遺
族
に
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
は
強
制
加
入
の
原
理
に
基
づ
い
て
お
り
、

バ
イ
エ
ル
ン
で
開
業
し
て
い
る
医
師
は
、
加
入
の
意
思
表
示
も
形
式
な
受
け
入
れ
も
な
く
、
当
然
に
年
金
組
合
に
加
入
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
（
四
七
条
一
項
）。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
業
し
て
い
る
医
師
の
一
人
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
年
金
法
四
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
年
金
組
合
の

加
入
者
に
な
っ
た
が
、
強
制
加
入
制
が
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
て
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

（
二
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
強
制
加
入
制
は
異
議
申
立
人
の
基
本
権
を
侵
害
す

る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
九
条
一
項
の
基
本
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

「
基
本
法
九
条
一
項
の
基
本
権
は
、
私
法
上
の
団
体
を
結
成
す
る
自
由
を
市
民
に
保
障
し
て
い
る
（
…
…
）。
こ
の
基
本
権
は
、
公
法
上

の
組
織
へ
の
帰
属
を
法
律
上
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
保
護
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
は
、
…
…
公
法
上
の
営
造
物
で
あ
っ
て
、
財
産
の
形
成
、
つ
ま
り
、
年
金
給
付
を
与
え
る
た
め
の
財
源
の
集
積

が
、
そ
の
唯
一
の
目
的
で
あ
る
。
医
師
が
『
加
入
者
で
あ
る
こ
と
』
は
、
医
師
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
分
担
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
尽
き
る
。
真
正
な
人
的
団
体
は
、
構
成
員
の
恒
常
的
共
同
活
動
に
お
い
て
、
こ
れ
以
外
の
、
事
案
ご
と
に
組
合
機
関
の
決
議

に
よ
っ
て
具
体
的
に
決
定
さ
れ
る
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
医
師
は
、
こ
の
よ
う
な
真
正
な
人
的
団
体
を
結
成
し
て
い

一
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る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
人
的
な
結
合
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
基
本
法
九
条
の
適
用
範
囲
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
（
31
）

。」

こ
の
説
示
は
、
五
九
年
判
決
が
示
し
た
解
釈
論
を
踏
襲
し
て
お
り
、
と
く
に
新
し
い
点
は
な
い
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
判
決
が
基
本
法
一
二
条
一
項
に
関
し
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

「
こ
の
条
項
は
、
医
師
の
職
業
行
使
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
医
療
行
為
の
遂
行
の
種
類
及
び
方
法
に
つ
い
て
は
何
も
含
ん
で
い
な
い
。

こ
の
条
項
は
、
不
適
切
な
職
業
行
使
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
危
険
か
ら
一
般
の
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
│
基
本
法
一
二
条
一
項
に
基
づ
く

規
制
に
お
い
て
は
、
大
部
分
が
こ
れ
に
当
た
る
の
で
あ
る
が
│
に
直
接
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
条
項
は
、
む
し
ろ
、

医
師
に
職
業
を
行
使
し
て
い
る
間
に
継
続
的
に
分
担
金
の
支
払
い
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
の
行
使
が
終
わ
っ
た
後
の
医
師

及
び
そ
の
家
族
の
経
済
状
況
を
保
障
し
、
こ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
は
、
本
来
的
に
職
業
政

策
的
な
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
よ
り
包
括
的
な
社
会
政
策
的
連
関
性
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本
条
項
と
医
師
の
職
業
行

使
と
の
結
び
付
き
は
、
緩
や
か
で
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
基
本
法
一
二
条
一
項
の
特
別
の
自
由
保
障
、
こ
の
基
本
権
が
確
保
し
よ

う
と
し
て
い
る
特
別
の
自
由
領
域
は
、
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
規
制
を
基
本
法
一
二
条
一
項
に
包
摂
す
る
こ
と
は
、
こ
の
規
定
の

適
用
範
囲
を
不
適
切
に
広
く
拡
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
32
）

。」

基
本
権
保
護
範
囲
↓
制
約
↓
正
当
化
と
い
う
基
本
権
の
三
段
階
審
査
の
枠
組
み
か
ら
上
記
の
説
示
を
理
解
す
る
と
、「
医
師
」
が
基
本

法
一
二
条
一
項
の
「
職
業
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
が
な
い
以
上
、
上
記
の
説
示
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
強
制

加
入
は
基
本
法
一
二
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
「
制
約
」
し
て
い
な
い
と
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
五
九
年
判
決
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強

制
加
入
と
職
業
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
本
判
決
の
先
例
と
し
て
の
価
値
は
、
強
制
加
入
制
に
お
い
て
は
職

二
〇



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

業
の
自
由
の
「
制
約
」
は
存
在
し
な
い
と
し
た
こ
の
部
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
説
示
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
こ
の
条

項
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
一
般
的
自
由
保
障
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
33
）

」
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
部
分
は
五
九
年
判
決
が
示
し
た
解
釈
論
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
、
と
く
に
新
し
い
点
は
な
い
。
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な

い
。三　

一
九
六
二
年
三
月
一
三
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

つ
ぎ
に
、
一
九
六
二
年
三
月
一
三
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
（
34
）

を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
判
決
は
、
基
本
法
九
条
一
項
に
基
づ
く
消
極

的
結
社
の
自
由
の
保
護
が
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
は
及
ば
な
い
理
由
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
本
稿

が
こ
の
判
決
を
取
り
上
げ
る
理
由
も
こ
の
点
に
あ
る
。
さ
て
、
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
原
告
は
薬
局
の
所
有
者
で
あ
る
。

被
告
は
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
七
日
の
「
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
、
薬

剤
師
及
び
歯
科
療
士
の
公
共
的
職
業
別
代
表
者
に
関
す
る
法
律
」（
会
議
所
法
（K

am
m
ergesetz

））
に
基
づ
い
て
、
公
共
的
職
業
別
代
表
者

し
て
設
置
さ
れ
た
。
被
告
は
、
一
九
五
五
年
六
月
六
日
に
、
会
議
所
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
会
費
規
則
を
制
定
し
、
同
規
則
に
基
づ
い
て

原
告
の
会
費
の
金
額
を
決
定
し
た
。
原
告
は
、
異
議
申
立
て
を
し
た
が
、
被
告
は
こ
れ
を
斥
け
た
。
原
告
は
、
会
議
所
法
の
規
定
に
基
づ

い
て
不
服
申
立
て
を
し
た
が
、
こ
れ
も
被
告
の
総
会
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
た
。
原
告
は
、
取
消
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の
中
で
、
州
薬
剤
師

会
議
所
へ
の
薬
剤
師
の
強
制
加
入
を
定
め
る
会
議
所
法
が
消
極
的
結
社
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
等
を
主
張
し
た
が
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
ま
た
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
敗
訴
の
結
果
に
終
わ
っ
た
。
連

二
一



邦
行
政
裁
判
所
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
が
、
判
決
理
由
に
お
い
て
、
公
法
上
の
職
業
団
体
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
た
。

「
基
本
法
九
条
の
成
立
史
は
、
立
法
者
が
公
法
上
の
団
体
の
加
入
強
制
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
結
論
を
認
め
な
い
。
ヘ
レ

ン
・
キ
ー
ム
ゼ
ー
草
案
の
中
で
は
、
基
本
法
九
条
に
お
い
て
団
結
の
自
由
は
一
般
的
結
社
の
自
由
の
一
部
と
理
解
さ
れ
た
。
解
説
の
部
分

に
お
い
て
、
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
た
。
何
人
も
、
結
社
に
加
入
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
、
と
い
う
提
案
は
、

否
決
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
、
将
来
に
お
い
て
も
一
定
の
職
業
に
所
属
し
て
い
る
者
を
公
法
上
の
団
体
に
義
務
的
に
統
合
す
る
必
要
性
が
存

在
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
労
働
組
合
へ
の
加
入
強
制
を
認
め
よ
う
と
し
た
わ
け

で
は
な
い
（
…
…
）。
要
す
る
に
、
加
入
強
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
の
特
別
の
地
位
が
す
で
に
当
時
に
お
い
て
も
予
定
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
第
一
読
会
に
お
け
る
議
会
評
議
会
全
般
編
纂
委
員
会
の
提
案
（
一
九
四
八
年
一
一
月
一
四
日
時
点
の
状
況
）
に
お
い
て
は
、
特
別
の

一
二
ａ
条
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
国
憲
法
一
五
九
条
に
相
当
す
る
も
の
で
、
消
極
的
団
結
の
自
由
を
承
認
し
て
い

た
。
一
九
四
九
年
一
月
一
一
日
の
基
本
原
則
委
員
会
第
三
二
回
会
議
に
お
い
て
、
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ゴ
ル
ト
と
ホ
イ
ス
博
士
の
両
議
員
は
、

加
入
強
制
の
禁
止
に
つ
い
て
、
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
弁
護
士
会
及
び
手
工
業
の
強
制
同
業
組
合
の
場
合
に
例
外
を
認
め
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
故
、
基
本
原
則
委
員
会
は
、
九
条
三
項
の
当
時
の
文
言
に
、『
加
入
の
強
制
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。』
と

の
文
の
後
に
、『
公
法
上
の
職
業
団
体
に
つ
い
て
、
法
律
に
よ
り
、
こ
の
禁
止
の
例
外
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。』
と
い
う
文
を
付
け
加
え

た
（
…
…
）。

一
九
四
九
年
一
月
一
九
日
の
中
央
委
員
会
第
四
四
回
会
議
に
お
い
て
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
（
博
士
）
議
員
が
上
記
の
二
つ
の
文
の
削
除

を
提
案
し
た
と
き
、
再
度
、
加
入
強
制
の
禁
止
に
関
す
る
討
議
が
展
開
さ
れ
た
。
討
議
に
お
い
て
、
マ
ン
ゴ
ル
ト
は
、
こ
れ
ら
の
文
が
労

二
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働
条
件
及
び
経
済
条
件
の
促
進
に
役
立
つ
結
社
へ
の
加
入
強
制
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
法
律
が
公
法
上
の
職
業
団
体
に
つ
い
て

加
入
強
制
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
、
現
在
、
こ
れ
に
対
し
て
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
の
際
、
マ

ン
ゴ
ル
ト
は
、
と
く
に
弁
護
士
会
、
医
師
会
、
薬
剤
師
会
及
び
類
似
の
団
体
に
言
及
し
て
い
た
。
消
極
的
団
結
の
自
由
に
関
す
る
諸
規
定

は
、
そ
の
後
、
結
局
の
と
こ
ろ
法
案
か
ら
除
去
さ
れ
た
。
た
し
か
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
禁
止
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
消
極
的
団
結
の
自
由
は
、
社
会
的
労
働
争
議
に
お
い
て
、
争
議
を
し
て
い
る
当
事
者
の
一
方
の
利
益
代
表
で
あ
る
組
織
に
つ
い

て
は
維
持
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
越
え
て
、
公
法
上
の
団
体
と
し
て
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国

の
監
督
に
服
す
る
職
能
身
分
上
の
代
表
に
つ
い
て
も
加
入
強
制
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
九
条
に
関
す
る
史
料
か
ら
導
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
（
…
…
）。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
職
能
身
分
上
の
強
制
結
合
が
す
で
に
以
前
に
か
つ
基
本
法
の
制
定
時
に
お
い
て
も
存
在

し
て
い
た
こ
と
も
付
け
加
わ
る
。
か
り
に
立
法
者
が
こ
の
古
い
伝
統
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
り
、
廃
止
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
立
法

者
は
こ
の
こ
と
を
と
く
に
表
現
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
35
）

。」

五
九
年
判
決
は
、「
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
上
の
限
界
の
問
題
」
は
、「
基
本
法
九
条
に
基
づ
い
て
答
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
私
法
上
の
団
体
を
設
立
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
を
保
障
す
る

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
付
け
は
極
め
て
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。

本
判
決
は
、
基
本
法
九
条
が
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
基
準
と
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈
の
論
拠
と
し
て
九
条

の
「
成
立
史
」
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

二
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四　

一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
の
決
定
（
36
）

に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合
性
の
問
題

に
取
り
組
ん
だ
。
一
九
五
六
年
一
二
月
一
八
日
の
「
商
工
会
議
所
の
暫
定
的
規
制
法
」（
以
下
、「
商
工
会
議
所
法
」
と
い
う
。）
に
よ
る
と
、

商
工
会
議
所
は
公
法
上
の
団
体
で
あ
る
（
三
条
一
項
）。
会
議
所
の
任
務
は
、「
会
議
所
に
所
属
す
る
会
議
所
地
区
の
営
業
者
の
全
体
利
益

を
代
表
し
、
商
工
業
経
済
の
振
興
に
協
力
し
、
そ
の
際
に
個
別
の
商
工
業
部
門
又
は
事
業
体
の
経
済
的
利
益
を
、
均
衡
を
保
ち
つ
つ
調
整

的
に
考
慮
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（
一
条
一
項
）。
会
議
所
の
費
用
は
、
会
議
所
会
員
の
分
担
金
（
会
費
）
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
が
、
商
工

会
議
所
法
は
基
本
会
費
と
営
業
税
の
納
入
額
を
基
礎
と
し
た
割
当
会
費
を
定
め
て
い
る
（
三
条
二
項
以
下
）。
商
工
会
議
所
は
、
自
治
権
を

有
し
て
お
り
、
規
約
、
選
挙
規
則
及
び
会
費
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
の
法
的
監
督
の
み
に
服
す
る
（
四
条
、
七
条
、
一
一
条
）。

商
工
会
議
所
法
二
条
一
項
は
、
自
然
人
、
商
事
会
社
、
他
の
権
利
能
力
な
き
社
団
、
私
法
上
及
び
公
法
上
の
団
体
で
あ
っ
て
、
商
工
会
議

所
の
地
区
に
営
業
上
の
所
在
地
、
事
業
所
又
は
販
売
所
を
有
す
る
も
の
は
商
工
会
議
所
に
属
す
る
と
定
め
て
、
強
制
加
入
制
を
導
入
し
て

い
る
。
あ
る
合
資
会
社
が
、
商
工
会
議
所
法
一
条
、
二
条
等
を
直
接
攻
撃
す
る
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
、
商
工
会
議
所
に
与
え
ら
れ

た
任
務
は
、
主
と
し
て
「
純
粋
な
利
益
主
張
」
で
あ
り
、
任
意
加
入
の
団
体
に
よ
っ
て
も
十
分
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
関
係

者
の
自
由
が
法
律
に
よ
っ
て
過
度
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
商
工
会
議
所
法
の
諸
規
定
は
基
本
法
二
条
一
項
、
九
条
一
項
及
び
三
項
、
一
二

条
一
項
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え
を
、
訴
訟
要
件
は
充
足
し
て
い
る

が
、
理
由
が
な
い
と
し
て
斥
け
た
。
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
判
断

の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
二
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
は
基
本
法
九
条
及
び
一
二
条
一
項
を
基

二
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準
と
し
て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
と
述
べ
る
。

（
ａ
）　
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
九
条
は
、
公
法
上
の
団
体
又
は
営
造
物
へ
の
加
入
を
法
律
上
命
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
個
人
を

保
護
し
て
い
な
い
と
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
…
…
）。
こ
の
こ
と
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
ｂ
）　
「
基
本
法
一
二
条
も
、
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
商
工
会
議
所
へ
の
所
属
は
、
一
定
の
職
業
の
行
使
の
単
純
な
効
果
で
あ
る
。

こ
の
命
令
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
、
職
業
の
行
使
の
種
類
及
び
方
法
を
規
制
し
て
い
な
い
し
、
職
業
政
策
的
傾
向
も
追
求
し
て
い
な
い

（
…
…
）。」

（
ｃ
）　
「
攻
撃
さ
れ
て
い
る
法
律
は
、
憲
法
秩
序
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
異
議
申
立
人
の
経
済
的
な
行
為
の
自
由
を
制
約
し
て
い

る
…
…
（
37
）

。」

以
上
の
説
示
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
判
例
（
五
九
年
判
決
及
び
一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
）
に
お
い
て
示
さ

れ
た
解
釈
論
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
点
は
な
い
。
本
判
決
の
意
義
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合

性
と
い
う
学
説
に
お
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
点
に
あ
る
。
以
下
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
内
容

を
や
や
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
三
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
法
律
が
基
本
法
二
条
一
項
に
違
反
し
て
い
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
骨

子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
「
た
し
か
に
、
商
工
会
議
所
の
任
務
に
つ
い
て
は
、『
国
家
に
対
す
る
商
工
業
経
済
の
代
表
』
と
『
経
済
領
域
に
お
け
る
行
政
任

務
の
行
使
』
と
い
う
二
つ
の
問
題
群
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
場
合
が
正
当
な
公
的
任
務

（
…
…
）
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
と
く
に
、
最
初
に
挙
げ
た
任
務
も
、
異
議
申
立
人
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
純
粋
な
利
益
主

二
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張
』
で
は
な
い
。
異
議
申
立
人
は
、
業
界
別
団
体
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
が
、
業
界
別
団
体
は
、
第
一
次
的
に
そ
の
経
済
部
門
の
利
益

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
対
立
す
る
利
益
及
び
一
般
の
利
益
を
包
括
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
業
界
別
団
体
に
容
易
に
期
待

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
工
会
議
所
は
、
商
工
業
経
済
の
全
体
利
益
を
つ
ね
に

注
視
し
、
個
別
の
商
工
業
部
門
又
は
事
業
体
の
経
済
的
利
益
を
も
っ
ぱ
ら
『
均
衡
を
保
ち
つ
つ
調
整
的
に
考
慮
す
る
』
こ
と
が
法
律
上
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
商
工
会
議
所
は
、
商
工
業
経
済
を
全
体
と
し
て
振
興
す
る
と
い
う
そ
の
任
務
の
枠
内
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
高

度
の
客
観
性
を
働
か
せ
る
と
い
う
法
律
上
の
責
任
が
課
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。」

（
ｂ
）　
「
商
工
業
経
済
の
全
体
利
益
の
主
張
を
、
国
家
機
関
に
助
言
し
、
鑑
定
書
を
作
成
し
、
提
案
を
す
る
と
い
う
実
際
上
前
面
に
出

て
い
る
任
務
と
と
も
に
経
済
の
自
治
機
関
に
委
ね
た
こ
と
が
最
も
目
的
適
合
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
機
関
に
、

別
の
行
政
固
有
の
任
務
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
部
分
的
に
は
高
権
的
任
務
を
委
ね
、
さ
ら
に
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
国
家
の
官
庁
に
よ
っ
て
行

使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
任
務
を
委
ね
る
こ
と
に
対
し
て
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
考
慮
の
対
象
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
、

取
引
所
の
監
視
、
競
売
人
の
公
的
選
任
、
専
門
家
の
選
任
と
宣
誓
、
国
家
の
命
じ
た
一
定
の
試
験
の
実
施
等
々
で
あ
る
。
公
的
任
務
を
国

家
の
官
庁
に
よ
っ
て
直
接
的
に
遂
行
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
公
法
上
の
団
体
を
通
し
て
間
接
的
に
遂
行
さ
せ
る
、
つ
ま
り
、
国
の
任
務
を

自
治
団
体
に
委
譲
す
る
か
は
、
原
則
的
に
立
法
者
の
自
由
で
あ
る
（
…
…
）。
本
件
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
、
経
済
領
域
に
お
け
る
行

政
任
務
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
商
工
会
議
所
の
全
体
任
務
の
枠
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
商
工
会
議
所
が
代
表
す
る
経
済
サ
ー
ク
ル

の
利
益
に
奉
仕
し
、
商
工
会
議
所
の
機
関
の
特
別
の
専
門
知
識
及
び
人
的
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る
。
国
の
官
庁
は
、
こ
の
種
の
決
定
を
、

た
ん
に
専
門
家
の
助
言
を
求
め
た
後
に
下
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
故
、
会
議
所
に
よ
る
直
接
的
な
処
理
は
、
事
務
進
行
を
容
易
に
し
、

費
用
を
節
約
す
る
（
39
）

。」
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（
ｃ
）　
「
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
同
時
に
、
商
工
会
議
所
の
組
織
を
強
制
加
入
の
原
理
に
基
づ
い
て
編
成
す
る
こ
と
は
、
商
工
会
議
所

に
委
ね
ら
れ
た
任
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
有
意
義
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。

会
議
所
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
提
案
及
び
鑑
定
書
の
価
値
は
、
一
つ
に
は
、
そ
の
判
断
の
独
立
性
に
、
一
つ
に
は
、
会
議
所
が
審
査
す

べ
き
で
あ
る
事
実
関
係
の
領
域
に
お
い
て
有
し
て
い
る
全
体
的
洞
察
力
の
程
度
に
基
づ
く
。
鑑
定
書
は
、
個
別
の
部
門
及
び
企
業
の
専
門

知
識
及
び
職
業
経
験
を
越
え
て
商
工
業
経
済
全
体
の
見
解
や
判
断
基
準
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
鑑
定
書
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
そ

の
実
質
的
権
威
を
獲
得
す
る
。
会
議
所
は
、
専
門
知
識
を
有
す
る
広
い
範
囲
の
専
門
家
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
専
門
家
の
内
部
に
お

い
て
、
ま
さ
に
様
々
な
見
解
や
観
察
方
法
に
発
言
の
機
会
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
が
内
部
的
に
調
整
さ
れ
得
る
。
商
業
に
従
事
す

る
す
べ
て
の
人
の
見
解
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
比
較
検
討
す
る
恒
常
的
機
会
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

…
…か

り
に
商
工
会
議
所
へ
の
加
入
が
任
意
で
あ
る
と
す
る
と
、
会
員
の
構
成
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
会
議
所
は
、
会
員
の

獲
得
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
資
金
力
の
あ
る
会
員
が
前
面
に
出
て
き
て
、
脱
退
の
脅
し
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
利
益
及
び
特

殊
な
見
解
の
考
慮
を
強
制
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
経
営
者
及
び
営
業
者
の
全
体
集
団
の
不
加
入
又
は
脱
退
に
よ
っ
て
、
会
議

所
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
関
係
の
認
識
を
阻
害
さ
れ
、
又
は
認
識
の
機
会
を
奪
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
同
じ
程
度
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
な
会
議
所
の
信
頼
性
、
そ
の
包
括
的
な
専
門
知
識
及
び
客
観
性
は
も
は
や
制
度
的
に
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
40
）

。」

（
ｄ
）　
「
公
益
に
存
す
る
、
組
織
強
制
の
こ
の
よ
う
な
実
質
的
必
要
性
と
対
比
し
て
、
組
織
強
制
か
ら
生
じ
る
会
員
の
自
由
制
限
は
取

る
に
足
ら
な
い
。
会
議
所
に
所
属
す
る
こ
と
に
基
づ
く
義
務
は
、
た
ん
に
会
費
の
納
入
に
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る
。
…
…
（
41
）

」

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
（
ａ
）
か
ら
（
ｄ
）
ま
で
の
事
項
を
指
摘
し
、「
立
法
者
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
導
入
に

二
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よ
っ
て
関
係
者
の
自
由
を
適
切
な
程
度
を
超
え
た
仕
方
で
制
約
し
て
い
な
い
（
42
）

」
と
の
結
論
を
示
し
た
。
本
決
定
は
、
商
工
会
議
所
法
の
定

め
る
強
制
加
入
制
が
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
に
つ
い

て
立
ち
入
っ
た
具
体
的
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
枠
組
み

に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第

一
法
廷
決
定
（
43
）

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
、
上
記
の
部
分
に
限
定
し
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

五　

一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
の
決
定
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
被
雇
用
者
が
強
制
的
に
構
成
員

に
な
る
被
雇
用
者
会
（A

rbeitnehm
erkam

m
er

）
を
公
法
上
の
団
体
と
し
て
設
置
し
た
ブ
レ
ー
メ
ン
及
び
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
の
法
律
が
基
本

法
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
の
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。

（
二
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
公
法
上
の
団
体
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
上
の
限
界
は
基
本
法
九
条
か
ら
で
は
な
く
、
基
本
法
二

条
一
項
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
五
九
年
判
決
を
確
認
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

（
ａ
）　
「
基
本
法
九
条
一
項
に
お
い
て
は
、
個
人
に
対
し
て
、
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
い
て
他
人
と
何
ら
か
の
種
類
の
団
体

に
集
ま
り
、
そ
れ
を
設
立
す
る
自
由
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
加
入
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
脱
退
す
る
自
由
│
こ
の
自
由
は
二
項
に
基
づ
い
て
の
み

制
限
で
き
る
│
を
保
障
し
て
い
る
。
国
家
が
、
公
共
の
福
祉
を
根
拠
と
し
て
、
法
律
に
よ
っ
て
公
法
上
の
団
体
を
、
そ
の
任
務
を
実
情
に

即
し
て
遂
行
す
る
た
め
に
一
定
の
範
囲
の
市
民
が
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
的
団
体
と
し
て
設
置
す
る
と
決
め
た
場
合
は
、
別
の
問

二
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題
で
あ
る
。
国
家
が
こ
の
こ
と
を
無
限
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
国
の
法
律
は
、『
憲
法
的
秩
序
』
の
一
部
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
の
法
律
は
、
形
式
的
及
び
実
質
的
観
点
か
ら
基
本
法
に
完
全
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
…
）。
法
治
国
家
性
の
要
請
を
充
た
す
こ
と
も
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
要
請
は
、
国
に
よ
る
制
約
の
比
例
性
の
原
則
を
含
ん
で

い
る
。
本
件
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
原
則
的
自
由
推
定
及
び
基
本
法
九
条
一
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
自

由
な
団
体
形
成
の
優
位
に
か
ん
が
み
て
、
立
法
者
は
こ
の
よ
う
な
公
法
上
の
団
体
の
設
置
の
必
要
性
を
綿
密
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
、
個
人
に
対
し
て
、『
不
必
要
な
』
団
体
の
強
制
加
入
制
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
な
い
権
利

が
生
じ
る
（
44
）

。」

（
ｂ
）　
「
強
制
加
入
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
の
設
立
の
た
め
の
第
一
の
要
件
は
、
当
該
団
体
が
『
正
当
な
公
的
任
務
』
を
遂
行
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
（
…
…
）。
こ
れ
は
、
そ
の
遂
行
に
共
同
体
の
高
度
の
利
益
が
存
す
る
任
務
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
私
的
な
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
効
果
的
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
又
は
、
国
家
が
自
ら
自
己
の
官
庁
を
通
し
て
実
現
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
狭
義
に
お
い
て
国
家
的
な
任
務
に
属
し
て
い
な
い
性
質
の
も
の
を
意
味
す
る
。
国
家
が
、
こ
の
よ
う
な
任
務
を
、
こ
の
目
的
の

た
め
に
と
く
に
形
成
さ
れ
た
公
法
上
の
団
体
に
委
譲
し
た
場
合
に
は
、
国
家
は
、
原
則
的
に
、
国
家
に
こ
こ
で
与
え
ら
れ
る
広
い
裁
量
の

枠
内
で
行
動
し
て
い
る
（
45
）

。」

（
ｃ
）　
「
し
か
し
な
が
ら
、
会
議
所
が
正
当
な
公
的
任
務
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
存
在
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
立

法
者
は
、
会
の
組
織
を
、
す
べ
て
の
被
雇
用
者
の
強
制
加
入
の
原
理
に
基
づ
い
て
組
み
立
て
た
。
こ
の
点
に
、
原
則
的
に
、
経
済
及
び
労

働
生
活
に
お
け
る
行
動
の
個
人
的
自
由
の
基
本
権
の
甚
大
な
制
約
が
あ
る
。
こ
の
制
約
を
行
う
法
律
は
、
当
該
制
約
が
比
例
的
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、『
憲
法
的
秩
序
』
の
構
成
要
素
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
制
約
が
立
法
者
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目

二
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的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
合
的
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、
必
要
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
目
的
が
、

個
人
に
よ
り
少
な
い
負
担
を
課
す
に
す
ぎ
な
い
他
の
仕
方
で
同
じ
程
度
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
個
人

に
対
し
て
強
制
加
入
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
負
担
の
程
度
が
、
当
該
個
人
及
び
公
共
に
生
じ
る
利
益
と
な
お
合
理
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
（
…
…
（
46
））。」

（
三
）　

五
九
年
判
決
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
が
基
本
法
二
条
一
項
（
一
般
的
行
為
の
自
由
）
の
保
護
範
囲
を
制
約
し
て
お
り
、

公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
は
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
が
、
同
判

決
に
お
い
て
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
べ
き
か
に
つ
い
て

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
も
同
様
で
あ
る
。
本
決
定
は
、
基
本
法

二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
要
件
と
し
て
、
①
当
該
団
体
に
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
及

び
②
比
例
原
則
（
適
合
性
、
必
要
性
及
び
相
当
性
）
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
を
明
確
に
示
し
た
。
本
決
定
の
意
義
は
こ
の
点
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ　

二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
決
定

一　

一
九
九
八
年
七
月
二
一
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
判
決

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
の
決
定
に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
合

憲
性
に
つ
い
て
詳
細
な
判
断
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
す
で
に
紹
介

三
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し
た
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
の
決
定
に
お
い
て
合
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
が
、
〇
一
年
部
会
決
定
は
、

一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
決
定
以
後
の
判
例
及
び
学
説
の
展
開
を
踏
ま
え
た
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
一
つ
の
理
論
的

到
達
点
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
以
下
、
〇
一
年
部
会
決
定
の
内
容
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し

た
い
が
、
そ
の
前
に
、
一
九
九
八
年
七
月
二
一
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
判
決
（
47
）

（
以
下
、「
九
八
年
判
決
」
と
い
う
。）
も
紹
介
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
〇
一
年
決
定
は
、
九
八
年
判
決
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
憲
法
異
議
の
訴
え
に
お
い
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
決
定
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
九
八
年
判
決
の
内
容
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
原
告
は
、
被
告
で
あ
る
商
工
会
議
所
の
地
区
に
お
い
て
、
保
険
仲
買
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
有
限
会
社
で
あ
る
。
原
告
は
、

被
告
の
し
た
会
費
決
定
を
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
は
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
は
行

政
裁
判
所
に
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
訴
え
は
斥
け
ら
れ
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
は
、
九
八
年
判
決
に
お
い
て
、「
商
工
会
議

所
へ
の
強
制
加
入
は
依
然
と
し
て
基
本
法
に
適
合
し
て
い
る
」（
判
決
要
旨
）
と
の
判
断
を
示
し
た
。
九
八
年
判
決
の
骨
子
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

（
二
）　

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
基
本
法
九
条
一
項
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
。

「
基
本
法
九
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
結
社
及
び
団
体
を
結
成
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
規
範
は
、
私

的
自
治
に
よ
る
集
団
形
成
の
み
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
公
法
上
の
団
体
の
創
設
に
は
関
係
し
て
い
な
い
。
基
本
法
九
条
一
項
は
、

（
積
極
的
に
）
結
社
及
び
団
体
の
形
成
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
権
利
が
根
拠
付
け
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
権
利
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
団
体
の
法
形
式
と
は
関
係
の
な
い
自
由
な
社
会
的
集
団
形
成
の
原
理
は
、
基
本
法
九

条
一
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
公
法
上
の
組
織
形
態
の
自
由
な
形
成
は
、
個
々
の
市
民
に
開
か
れ
て
い
な
い
。
個
々
の
市
民
に

三
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は
、
基
本
法
九
条
一
項
に
お
い
て
、
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
い
て
他
人
と
団
体
を
形
成
し
、
そ
れ
を
設
立
し
、
さ
ら
に
団
体
に

加
入
せ
ず
、
こ
の
団
体
か
ら
脱
退
す
る
原
理
的
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
（
…
…
）。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
基
本
権
は
、『
消
極

的
』
結
社
の
自
由
も
含
む
。

た
し
か
に
、『
消
極
的
』
結
社
の
自
由
は
、『
積
極
的
』
結
社
の
自
由
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
す
で
に
そ
の
理
由
だ
け
で
私
的
団
体

に
加
入
し
な
い
自
由
に
限
定
さ
れ
る
、
と
の
論
拠
は
、
論
理
的
意
味
に
お
い
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当

部
が
、
一
九
六
二
年
三
月
一
三
日
の
判
決
（
…
…
）
に
お
い
て
立
ち
入
っ
て
説
示
し
た
よ
う
に
、
私
法
上
の
団
体
を
形
成
し
、
こ
れ
に
加

入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
に
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
九
条
一
項
の
成
立
史
に
よ
っ
て
も
裏
付

け
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
保
護
範
囲
の
み
に
照
準
を
当
て
、
公
法
上
の
団
体
に
対
す
る
消
極
的
結
社
の
自
由
に
対

応
す
る
留
保
を
有
し
て
い
な
い
制
限
を
含
ん
で
い
る
基
本
法
九
条
二
項
の
体
系
的
関
連
性
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
り
に
…
…
公

法
上
の
団
体
に
対
す
る
消
極
的
結
社
の
自
由
が
存
在
す
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
団
体
に
お
け
る
強
制
加
入
制
に
よ
っ

て
利
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
自
由
に
つ
い
て
も
限
界
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
強
制
加
入
制
を

伴
う
公
法
上
の
団
体
は
、
憲
法
上
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
憲
法
内
在
的
制
限
に
遡
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

極
め
て
狭
い
限
界
に
お
い
て
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
が
、
こ
の
伝
統
的
か
つ
定
評
の

あ
る
制
度
を
原
則
的
に
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
認
識
で
き
な
い
（
48
）

。」

す
で
に
五
九
年
判
決
は
、「
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
上
の
限
界
の
問
題
」
は
、「
基
本
法
九
条
に
基
づ
い
て
答
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
私
法
上
の
団
体
を
設
立
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
を
保

障
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
付
け
は
極
め
て
簡
素
な
も
の
で
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

あ
っ
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
私
法
上
の
団
体
を
形
成
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
に
基
本
法

九
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
限
定
す
る
解
釈
の
論
拠
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
と
く
に
、
論
拠
と
し
て
、「
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
と

の
表
裏
一
体
」
の
理
論
に
加
え
て
、「
成
立
史
」
と
「
基
本
法
九
条
二
項
の
体
系
的
関
連
性
」
を
補
強
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
説
示
の
後
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、「
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
は
、
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
を
付
与
し
て
い
る
。

こ
の
基
本
権
は
、『
不
必
要
な
』
団
体
の
強
制
加
入
制
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
保
護
し
て
い
る
（
…
…
）。」
と
指
摘
し
て
、

審
査
の
基
準
が
基
本
法
二
条
一
項
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
る
（
49
）

が
、
こ
の
点
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
本
判
決
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
「
制
約
」
が
正
当
化
さ
れ
る
要
件
に
関
す
る
説
示
で
あ
る
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
こ
の
基
本
権
を
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
対
応
す
る
法
律
が
憲
法
的
秩
序
の
一

部
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
形
式
的
及
び
実
質
的
観
点
に
お
い
て
基
本
法
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
（
…
…
）。
こ
の
こ
と

は
、
公
法
上
の
団
体
の
設
置
及
び
強
制
加
入
制
の
使
用
が
、
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
行
わ
れ
、
こ
の
た
め
に
適
合
的
で
か

つ
必
要
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
期
待
可
能
性
の
限
界
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
か
り
に
、

│
こ
の
こ
と
は
未
解
決
の

ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
が

│
強
制
加
入
制
が
職
業
行
使
の
自
由
の
制
約
で
あ
り
、
従
っ
て
、
基
本
法
一
二
条
一
項
が
基
準
と

な
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
…
…
（
50
））。」

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
よ
る
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に

は
、
公
法
上
の
団
体
の
設
置
及
び
強
制
加
入
制
の
使
用
が
、
①
「
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
」
な
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、

②
こ
の
た
め
に
適
合
的
で
か
つ
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
期
待
可
能
性
の
限
界
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
比
例
原
則
を
遵
守
し
な

三
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け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
上
記
の
説
示
は
注
目
に
値
す
る
。

（
三
）　

そ
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
は
上
記
の
二
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

（
ａ
）　
「
商
工
会
議
所
は
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
」。
商
工
会
議
所
の
「
任
務
は
、
共
同
体
の
関
心
事
が
追
求
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
公
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
が
国
家
の
機
関
及
び
官
庁
を
経
済
問
題
に

関
す
る
報
告
書
の
提
出
及
び
諮
問
に
よ
っ
て
支
援
し
、
国
家
の
機
関
及
び
官
庁
に
こ
の
領
域
に
お
け
る
決
定
に
と
っ
て
不
可
欠
の
基
礎
を

提
供
で
き
る
こ
と
を
、
商
工
会
議
所
の
正
当
な
公
的
任
務
で
あ
る
と
判
断
し
た
（
…
…
）」。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
詳
細
に

論
述
し
た
が
、
当
時
の
考
慮
は
依
然
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
（
51
）

。

（
ｂ
）　

立
法
者
が
、
経
済
を
適
切
な
任
務
遂
行
の
利
益
の
た
め
に
「
束
ね
る
」
と
い
う
関
心
事
を
実
現
す
る
た
め
に
、
強
制
加
入
制
を

伴
う
公
法
上
の
団
体
の
創
設
を
通
し
て
適
格
な
手
段
を
選
択
し
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
（
52
）

。

（
ｃ
）　

強
制
加
入
制
は
必
要
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
。「
強
制
加
入
制
を
採
ら
な
い
団
体
は
、
商
工
業
経
済
に
属
す
る
者
の
全
体
利

益
を
国
又
は
地
方
の
決
定
主
体
に
対
し
て
主
張
す
る
た
め
に
同
等
に
適
合
的
な
手
段
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
強
制
加
入
の
み
が
、

…
…
決
定
的
な
利
益
に
つ
い
て
の
、
会
員
構
成
の
偶
然
性
や
圧
力
に
束
縛
さ
れ
な
い
包
括
的
な
調
査
、
比
較
検
討
及
び
集
約
を
確
保
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
全
体
利
益
の
客
観
的
か
つ
信
頼
に
足
る
認
識
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
53
）

。」

（
ｄ
）　
「
最
後
に
、
強
制
加
入
は
、
狭
義
の
比
例
原
則
に
反
し
て
い
な
い
。
強
制
加
入
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
会
員
の
企
業
活
動
の

自
由
の
著
し
い
、
期
待
可
能
な
も
の
の
限
界
を
逸
脱
し
た
侵
害
で
は
な
い
。
反
対
に
、
強
制
加
入
は
、
会
員
に
対
し
て
、
会
議
所
に
お
け

る
関
与
の
機
会
と
会
議
所
の
成
果
を
利
用
す
る
機
会
を
与
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
使
わ
な
い
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
（
54
）

。」 三
四



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
は
憲
法
に
適
合
す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
①
五
九
年
判
決
が
示
し
た
基
本
法
九
条
一
項
の
解
釈
の
論
拠
を
補
強
し
た
こ
と
と
、
②
公
法
上
の
団
体
へ
の

強
制
加
入
に
よ
る
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
比
例
原
則
の
遵
守
を
挙
げ
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

二　

結
社
の
自
由

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
〇
一
年
部
会
決
定
を
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
（
55
）

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
従
来
の
判
例
を
踏

襲
し
て
「
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
は
影
響
を
受
け
て
い
な
い
」（R

n. 27

）
と
述
べ
る
が
、
〇
一
年
部
会
は
、
五
九
年
決
定
と
比
べ

て
基
本
法
九
条
の
解
釈
論
を
丁
寧
に
展
開
し
て
い
る
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

（
ａ
）　
「
基
本
法
九
条
一
項
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
加
入
を
法
律
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
保
護
を
与
え
な
い
。」（R

n. 28

）

「
結
社
の
自
由
の
保
護
が
及
ぶ
の
は
、
継
続
性
を
有
し
、
任
意
性
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
、
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
構
成
さ

れ
、
か
つ
組
織
化
さ
れ
た
意
思
形
成
を
含
ん
で
い
る
自
然
人
又
は
法
人
の
私
法
上
の
結
合
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
（
…
…
）。

そ
の
た
め
、
任
意
性
の
要
素
は
、
基
本
法
九
条
一
項
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
結
社
の
概
念
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ

の
成
立
と
存
続
が
基
本
権
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
任
意
性
に
基
づ
い
て
い
な
い
団
体
│
本
件
に
お
け
る
商
工
会
議
所
の
よ
う
に
│
は
、
始

め
か
ら
基
本
法
九
条
一
項
の
結
社
の
概
念
に
含
ま
れ
な
い
。」（R

n. 29
）

（
ｂ
）　
「
成
立
史
か
ら
も
、
基
本
法
九
条
一
項
を
公
法
上
の
団
体
へ
の
包
括
的
な
不
加
入
権
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。」（R

n. 30

）

三
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「
す
で
に
ヘ
レ
ン
・
キ
ー
ム
ゼ
ー
憲
法
会
議
に
お
い
て
、
何
人
も
団
体
に
加
入
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と

い
う
規
定
を
結
社
の
自
由
に
補
充
す
る
提
案
が
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
拒
否
は
、
将
来
に
お
い
て
も
一
定
の
職
業
に
属
す
る
者
を
公
法
上
の

組
織
に
強
制
的
に
統
合
す
る
必
要
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
（
…
…
）。」（R

n. 31

）

「
議
会
評
議
会
の
審
議
は
、
こ
の
一
義
的
な
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
。
議
会
評
議
会
は
、
一
般
的
な
結
社
の
自
由
か
ら
労
働
法
制
上
の

問
題
を
分
離
し
つ
つ
も
、
結
社
の
自
由
の
二
つ
の
局
面
を
一
つ
の
条
文
に
お
い
て
文
章
化
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
団
結
の
自
由
に
つ
い
て

の
み
明
示
的
な
不
加
入
権
が
議
論
さ
れ
た
（
…
…
）。」（R
n. 32

）

「
議
会
評
議
会
の
議
員
は
、
討
論
に
お
い
て
、
職
能
身
分
上
の
強
制
加
入
団
体
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
。
議
員
は
、
こ
の
古
い
伝
統

と
の
結
び
つ
き
を
中
断
し
た
り
、
断
絶
し
た
り
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
表
現
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。」（R

n. 33
）

「
そ
れ
故
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
が
、
確
立
し
た
判
例
に
お
い
て
、
団
体
に
加
入
し
な
い
権

利
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
（
…
…
）、
消
極
的
結
社
の
自
由
の
こ
の
保
護
は
、
積
極
的
保
障
の
保
護
範
囲
を
超
え
る
こ
と
は

な
い
。
女
性
市
民
及
び
男
性
市
民
は
、
自
発
性
を
基
礎
と
し
て
団
体
を
結
成
す
る
権
利
を
保
障
さ
れ
、
国
家
が
、
こ
の
自
発
的
な
結
合
に

加
入
す
る
こ
と
を
他
の
市
民
に
強
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。」（R

n. 34

）

〇
一
年
部
会
決
定
の
展
開
し
た
基
本
法
九
条
一
項
の
解
釈
論
は
、
五
九
年
判
決
の
示
し
た
解
釈
論
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
私
法
上
の
団
体
を
形
成
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
に
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
限
定
す

る
解
釈
の
論
拠
と
し
て
、「
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
と
の
表
裏
一
体
」
の
理
論
に
加
え
て
、「
成
立
史
」
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る

点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

三　

一
般
的
行
為
の
自
由

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
五
九
年
判
決
を
踏
襲
し
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
に
つ
い
て
基
本
法
二
条
一
項
を
基

準
と
し
て
判
断
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
強
制
加
入
団
体
の
構
成
員
と
し
て
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
保
護
の
た
め
の
審
査
基
準
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判

例
に
従
え
ば
、
基
本
法
二
条
一
項
で
あ
る
（
…
…
）。」（R

n. 35

）

「
こ
の
規
定
は
、
不
必
要
な
義
務
的
結
社
の
防
御
の
た
め
の
十
分
な
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
…
…
）

に
よ
る
と
基
本
法
九
条
一
項
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
自
由
な
社
会
的
集
団
形
成
の
原
理
も
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か

し
同
時
に
、
こ
の
審
査
基
準
は
、
国
家
が
そ
の
任
務
を
適
切
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
家
に
十
分
な
形
成
の
自
由
を
残
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
強
制
加
入
団
体
は
、
そ
れ
が
公
的
任
務
に
役
立
つ
も
の
で
、
そ
の
設
置
が
、
そ
の
任
務
と
対
比
し
て
判
断
し

て
、
比
例
的
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
許
さ
れ
る
。」（R

n. 36

）

五
九
年
判
決
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
が
基
本
法
二
条
一
項
（
一
般
的
行
為
の
自
由
）
の
保
護
範
囲
を
制
約
し
て
お
り
、
公
法

上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
は
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
が
、
同
判
決
に

お
い
て
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
べ
き
か
に
つ
い
て
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
〇
一
年
部
会
決
定
は
、「
強
制
加
入
団
体
は
、
そ
れ
が
公
的
任
務
に
役
立
つ
も
の
で
、
そ
の
設
置
が
、
そ
の

任
務
と
対
比
し
て
判
断
し
て
、
比
例
的
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
許
さ
れ
る
。」
と
指
摘
し
、
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
要

件
は
①
正
当
な
公
的
任
務
と
②
比
例
原
則
の
遵
守
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
〇
一
年
部
会
決
定
の
何
よ
り
の
意
義
は
、
こ
の
点
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
二
）　

そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
判
断
枠
組
み
に
よ
っ
て
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
を
検
討
す

る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、「
正
当
な
目
的
」（
正
当
な
公
的
任
務
の
遂
行
）
の
要
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
強
制
加
入
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
を
設
置
す
る
た
め
の
要
件
は
、
当
該
団
体
が
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る

（
…
…
）。
正
当
な
公
的
任
務
と
は
、
そ
の
遂
行
に
共
同
体
の
重
大
な
利
益
が
存
す
る
任
務
を
言
う
が
、
こ
の
任
務
は
、
私
的
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
の
方
法
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
が
自
ら
そ
の
官
庁
を
通
し
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
狭
義
の
国
家
的
任
務
に
属
す
る
も
の
で
も
な
い
（
…
…
）。
こ
の
要
件
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
評
価
に
際
し
て
、
国
家
に

広
い
裁
量
が
与
え
ら
れ
る
。」（R

n. 37

）

「
た
だ
し
、
経
済
的
及
び
社
会
的
諸
条
件
の
変
化
、
例
え
ば
、
会
議
所
に
統
合
さ
れ
て
い
る
企
業
の
構
造
の
変
化
及
び
対
応
す
る
領
域

に
お
け
る
団
体
制
度
の
展
開
は
、
公
法
上
の
強
制
加
入
団
体
の
た
め
の
要
件
が
な
お
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
恒
常
的
に
点
検
す
る
こ

と
を
立
法
者
に
求
め
て
い
る
。
立
法
者
は
、
一
九
九
八
年
の
直
近
の
法
改
正
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
点
検
し
、
…
…
こ
れ
を
肯
定
し
た
。

…
…
」（R

n. 38

）

「
商
工
会
議
所
法
一
条
は
、
会
議
所
に
経
済
振
興
に
お
け
る
任
務
を
付
与
し
て
い
る
。
国
家
が
、
…
…
経
済
振
興
と
い
う
公
的
任
務
に

お
い
て
自
治
制
度
の
手
助
け
を
利
用
し
た
場
合
、
こ
の
こ
と
に
憲
法
上
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
つ
の
異
な
る
任

務
群
と
し
て
『
商
工
業
経
済
の
代
表
』
と
『
経
済
領
域
に
お
け
る
行
政
任
務
の
行
使
』
を
挙
げ
、
両
者
を
正
当
な
任
務
で
あ
る
と
評
価
し

た
（
…
…
）。
会
議
所
の
任
務
に
お
い
て
、
二
つ
の
任
務
群
は
切
り
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
…
…
立
法
者
の
視
点
か
ら
は
、
自
治

制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
経
済
主
体
に
と
っ
て
特
殊
な
方
法
で
結
び
付
い
て
い
る
。
経
済
主
体
を
自
治
制
度
に
組
織
化
す
る
こ
と
は
、
専

門
知
識
と
利
益
を
束
ね
、
そ
れ
ら
を
構
造
化
し
、
均
衡
を
保
ち
つ
つ
経
済
政
策
上
の
意
思
形
成
過
程
に
組
み
込
み
、
同
時
に
経
済
行
政
に
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

お
け
る
国
家
の
負
担
を
減
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
公
的
任
務
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
任
務
の
う
ち
の
個
々
の
任
務
が
他
の
形
式
に
お
い
て
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

と
く
に
、
業
界
別
団
体
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
純
粋
な
利
益
主
張
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
家
機
関
に
助
言
を

す
る
と
い
う
実
際
上
前
面
に
出
て
い
る
任
務
と
と
も
に
、
商
工
業
経
済
の
全
体
利
益
の
主
張
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
」（R

n. 39

）

（
三
）　

つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
と
い
う
強
制
加
入
団
体
の
設
置
が
比
例
原
則
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

「
強
制
加
入
制
を
伴
う
自
治
団
体
に
お
い
て
こ
の
公
的
任
務
を
組
織
化
す
る
こ
と
は
、
事
情
の
変
化
に
照
ら
し
て
も
、
な
お
比
例
的
で
あ

る
、
つ
ま
り
、
適
合
的
で
、
必
要
で
か
つ
狭
義
の
比
例
的
で
あ
る
」（R

n. 40

）
と
の
結
論
を
示
し
た
。
以
下
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
行
っ

た
比
例
性
審
査
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
56
）

。

（
ａ
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
適
合
性
の
要
件
の
充
足
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

「
あ
る
手
段
は
、
こ
の
手
段
を
使
っ
て
望
ま
し
い
成
果
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
す
で
に
憲
法
上
の
意
味
に
お
い
て
適
合

的
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
目
的
到
達
の
可
能
性
で
十
分
で
あ
る
（
…
…
）。
労
働
市
場
秩
序
、
社
会
秩
序
及
び
経
済
秩
序
の
領
域
に
お
い

て
、
立
法
者
に
と
く
に
広
範
囲
な
評
価
及
び
予
測
の
優
先
権
が
与
え
ら
れ
る
（
…
…
）。
立
法
者
が
公
共
の
利
益
の
た
め
に
い
か
な
る
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
経
済
的
及
び
社
会
政
策
的
観
念
及
び
目
的
を
基
礎
と
し
、
さ
ら
に
関
係
す
る
事
物
領
域
の
固

有
法
則
性
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
、
立
法
者
の
事
項
で
あ
る
。」（R

n. 41

）

「
自
治
制
度
を
使
っ
て
経
済
振
興
及
び
経
済
行
政
を
組
織
化
す
る
と
の
立
法
者
の
決
定
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ

る
。
そ
れ
故
、
│
分
離
し
て
考
察
し
て
│
私
的
団
体
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
国
の
官
庁
に
よ
っ
て
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
任
務
を
全
体

的
関
連
性
か
ら
選
び
出
す
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
立
法
者
の
視
点
か
ら
は
、
会
議
所
に
よ
っ
て
経
済
行
政
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
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国
の
官
庁
に
よ
っ
て
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
よ
り
も
よ
り
実
情
に
即
し
て
お
り
、
自
ら
選
出
し
た
機
関
を
通
し
て
関
係
者
が
関
与
す
る
た

め
に
よ
り
自
由
を
確
保
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
私
的
団
体
に
よ
る
利
益
主
張
は
、
こ
の
視
点
か
ら
は
、
同
じ
程
度
に
全
体
利
益
に
準
拠
し

て
い
な
い
し
、
ま
た
、
公
共
の
福
祉
に
も
準
拠
し
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
任
務
を
私
的
団
体
と
官
庁
に
配
分
す
る
こ
と
は
、
ま

さ
に
立
法
者
が
自
治
組
織
に
よ
っ
て
適
法
に
追
求
し
て
い
る
目
標
を
達
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
等
し
く
適
合
的
で
は
な
い
。」

（R
n. 42

）

（
ｂ
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
つ
ぎ
に
、
必
要
性
の
要
件
を
検
討
し
、「
強
制
加
入
制
を
伴
う
団
体
の
設
置
は
、
立
法
者
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
で
も
あ
る
」（R

n. 43

）
と
の
結
論
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
国
の
措
置
の
目
的
が
同
等
に
効
果
的
な
他
の
手
段
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
関
係
す
る
基
本
権
が
制
限
さ
れ

て
い
な
い
か
、
よ
り
少
な
く
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
、
必
要
性
の
要
請
に
反
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
立
法
者
の
選
択
し

た
手
段
と
比
較
し
て
他
の
手
段
が
個
別
に
長
所
を
有
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
の
長
所
か
ら
直
ち
に
違
憲
性
が
帰
結
さ

れ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
少
な
い
制
約
が
選
択
肢
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
場
合
、
目
的
達
成
の
た
め
の
実
質
的
同
等
性
が
あ

ら
ゆ
る
観
点
に
お
い
て
一
義
的
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
…
…
）。」（R

n. 44

）

「
こ
の
審
査
に
お
い
て
も
、
任
務
の
う
ち
の
個
別
の
も
の
が
一
定
の
観
点
で
異
議
申
立
人
に
と
っ
て
よ
り
負
担
の
少
な
い
仕
方
で
遂
行

さ
れ
得
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
と
な
ら
な
い
。」（R

n. 45

）

「
純
粋
な
私
的
団
体
は
、
公
共
の
福
祉
へ
の
拘
束
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
、
商
工
会
議
所
が
強
制
加
入
義
務
を
使
っ
て
遂
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
任
務
を
行
使
で
き
る
状
況
に
は
な
い
。
立
法
者
が
経
済
領
域
に
お
け
る
行
政
任
務
を
、
公
的
任
務
を
間
接
的
な
国
家
行
政
に

お
い
て
も
行
使
さ
せ
る
と
い
う
立
法
者
に
原
則
的
に
開
か
れ
て
い
る
選
択
の
自
由
の
枠
内
に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
に
委
譲
す
る
こ
と
に

四
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対
し
て
、
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
、
商
工
会
議
所
の
全
体
任
務
の
枠
内
に
組
み
込
ま
れ
、
会
議
所
の

特
別
の
事
情
精
通
性
と
専
門
能
力
を
利
用
す
る
行
政
任
務
に
当
て
は
ま
る
（
…
…
）。
国
家
は
、
経
済
的
利
益
の
一
次
的
な
担
い
手
の
専

門
能
力
を
、
国
民
経
済
上
有
意
義
な
諸
条
件
を
展
開
す
る
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
家
に
よ
る
こ
の
任
務
の
行

使
は
、
経
済
的
利
益
の
一
次
的
な
担
い
手
へ
の
移
動
と
い
う
許
さ
れ
る
法
政
策
上
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」

（R
n. 46

）

「
従
っ
て
、
す
べ
て
の
営
業
者
を
商
工
会
議
所
の
会
員
に
す
る
こ
と
も
、
そ
の
任
務
の
適
切
な
遂
行
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
商
工
会

議
所
の
有
す
る
公
共
の
福
祉
の
任
務
、
及
び
そ
の
多
様
な
経
済
行
政
任
務
の
故
に
、
会
員
の
構
成
は
、
す
べ
て
の
部
門
及
び
事
業
規
模
を

包
含
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
経
済
的
自
治
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
中
小
企
業
を
含
む
す
べ
て
の
企
業
の
関
与
が
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
会
議
所
は
そ
の
任
務
を
包
括
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
会
議
所
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
提
案
及
び
鑑
定

書
の
価
値
は
、
そ
の
判
断
の
独
立
性
に
加
え
て
、
会
議
所
が
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
の
領
域
に
お
い
て
有
し
て
い
る
全
体
的
洞

察
力
の
完
全
性
に
あ
る
（
…
…
）。」（R

n. 47

）

「
必
要
性
の
観
点
か
ら
、
強
制
加
入
義
務
と
商
工
会
議
所
法
三
条
二
項
一
文
に
根
拠
の
あ
る
会
費
負
担
義
務
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に

対
し
て
も
、
憲
法
上
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
経
済
的
自
治
に
典
型
的
な
、
商
工
会
議
所
法
一
条
に
基

づ
く
任
務
設
定
で
あ
る
利
益
主
張
、
振
興
及
び
行
政
任
務
の
結
合
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
工
会
議
所
の
活
動
は
、
公
的

任
務
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
会
員
の
利
益
の
主
張
及
び
そ
の
経
済
的
活
動
の
振
興
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
、
会
員
を
会
議
所
の
費
用
負
担
に
適
切
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
。」（R

n. 48

）

（
ｃ
）　

最
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
狭
義
の
比
例
原
則
の
要
件
を
検
討
し
、「
強
制
加
入
を
命
じ
る
こ
と
は
、
追
求
さ
れ
て
い
る
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正
当
な
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
狭
義
の
比
例
性
を
保
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
期
待
可
能
で
あ
る
」（R

n. 49

）
と
の
結
論
を
示
す
。

「
強
制
加
入
に
よ
る
個
別
の
営
業
者
の
侵
害
は
、
企
業
の
活
動
の
自
由
の
著
し
い
制
限
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
際
に
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
と
り
わ
け
、
強
制
加
入
は
、
会
議
所
に
所
属
す
る
者
に
、
一
方
に
お
い
て
、
国
の
決
定
過
程
へ
の
関
与
及
び
協
力
の
機

会
を
与
え
る
が
、
そ
の
際
に
、
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
積
極
的
に
活
動
し
な
い
可
能
性
も
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
強
制

加
入
は
、
自
由
保
障
的
及
び
正
当
化
機
能
を
有
す
る
。
何
故
な
ら
、
強
制
加
入
は
、
一
般
の
利
益
が
法
律
上
の
強
制
を
求
め
る
と
こ
ろ
で

も
、
直
接
的
な
国
家
行
政
を
回
避
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
関
係
者
の
関
与
に
信
頼
を
寄
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（R

n. 50

）

「
強
制
加
入
団
体
及
び
そ
の
機
関
に
よ
る
任
務
の
逸
脱
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
が
、
個
々
の
会
員
は
、
…
…
必
要
な
場
合
に
は
訴

訟
の
手
段
で
防
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（R
n. 51

）

こ
の
よ
う
に
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
と
い
う
強
制
加
入
団
体
の
設
置
が
比
例
原
則
に
合
致
す
る
と
判
断
し
た
。

Ⅳ　

判
例
の
整
理

以
上
に
お
い
て
紹
介
し
て
き
た
判
例
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ａ
）　

基
本
法
九
条
一
項
の
「
結
社
の
自
由
」
の
保
護
は
、
継
続
性
を
有
し
、
任
意
性
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
、
共
通
の
目
的
を
追
求

す
る
た
め
に
構
成
さ
れ
、
か
つ
組
織
化
さ
れ
た
意
思
形
成
を
含
ん
で
い
る
自
然
人
又
は
法
人
の
私
法
上
の
結
合
に
及
ぶ
。
任
意
性
は
、
基

本
法
九
条
一
項
の
「
結
社
」
の
概
念
の
決
定
的
要
素
で
あ
る
。
強
制
加
入
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
は
、
任
意
性
の
要
素
を
欠
く
た
め
、

基
本
法
九
条
一
項
の
「
結
社
」
に
当
た
ら
な
い
。
消
極
的
結
社
の
自
由
の
保
護
範
囲
は
、
積
極
的
結
社
の
自
由
の
保
護
範
囲
を
超
え
る
こ

四
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と
は
な
い
。
基
本
法
九
条
一
項
か
ら
、
公
法
上
の
団
体
を
設
立
す
る
権
利
が
導
出
さ
れ
な
い
以
上
、
基
本
法
九
条
一
項
か
ら
、
公
法
上
の

団
体
に
加
入
し
な
い
権
利
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（「
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
の
表
裏
一
体
」
の
論
拠
）。
従
っ
て
、
基
本
法
九
条

一
項
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
加
入
を
法
律
上
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
個
人
を
保
護
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
九
条

一
項
の
「
成
立
史
」
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
（
こ
の
部
分
は
、
五
九
年
判
決
及
び
〇
一
年
部
会
決
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。）。

（
ｂ
）　

一
定
の
職
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
公
法
上
の
団
体
へ
の
加
入
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
、
職
業
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
一

項
）
の
「
制
約
」
に
当
た
ら
な
い
（
こ
の
部
分
は
、
一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
（
57
）

。）。

（
ｃ
）　

強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
基
準
は
基
本
法
二
条
一
項
で
あ
る
。
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上

正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
強
制
加
入
団
体
に
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
さ
せ
る
こ
と
と
、
そ
の
設
置
が
、
そ
の
任
務
と
の
関
係
に
お
い

て
比
例
的
で
あ
る
こ
と
（
①
正
当
な
公
的
任
務
の
遂
行
と
②
比
例
原
則
の
遵
守
）
が
必
要
で
あ
る
（
こ
の
部
分
は
、
一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
連

邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
及
び
〇
一
年
部
会
決
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。）。

Ⅴ　

結
語

本
稿
の
目
的
は
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
58
）

。
こ

の
目
的
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
判
例
法
理
の
最
大
の
特
徴
は
、
す
で
に
示
し
た
よ

う
に
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
九
条
一
項
（
結
社
の
自
由
）
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
基
本
法
一
二
条
一
項
（
職
業
の
自
由
）
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
の
で
も
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
（
一
般
的
行
為
の
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自
由
）
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
説
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

て
い
る
（
59
）

が
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
す
る
学
説
も
少
な
く
な
い
（
60
）

。
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
学
説
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
別
途
論
文
を
早
急
に
作
成
し
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
学
説
の

状
況
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
学
説
を
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
を
終
え
た
後
に
は
、

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
学
説
を
踏
ま
え
て
日
本
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
自

ら
の
見
解
を
示
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
に
つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
示
す
こ
と

も
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
） 

新
井
誠
・
曽
我
部
真
裕
・
佐
々
木
く
み
・
横
大
道
聡
『
憲
法
Ⅱ　

人
権
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
ⅱ
頁
。

（
2
） 

新
井
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）一
六
二
頁
以
下
﹇
横
大
道
聡
執
筆
﹈。

（
3
） 

強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
結
社
の
自
由
の
問
題
と
し
て
構
成
す
る
学
説
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
青
柳
幸
一
『
憲
法
』（
尚
学
社
、

二
〇
一
五
年
）
二
〇
二
頁
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
（
一
）〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
三
三
頁
以
下
、
同
『
憲
法
第
六

版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
二
一
九
頁
以
下
、
伊
藤
正
巳
『
憲
法
﹇
第
三
版
﹈』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
三
〇
三
頁
、
岩
間
昭
道
『
憲
法

綱
要
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
七
頁
、
大
沢
秀
介
『
憲
法
入
門
﹇
第
三
版
﹈』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
五
頁
以
下
、
近
藤
敦
『
人

権
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
一
三
頁
、
佐
藤
幸
治
「
集
会
・
結
社
の
自
由
」
芦
部
信
喜
編
『
憲
法
Ⅱ
人
権
（
一
）』（
有
斐
閣
、

一
九
七
八
年
）
六
〇
四
頁
、
同
『
憲
法
﹇
第
三
版
﹈』（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
五
五
〇
頁
以
下
、
同
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
一
年
）
二
九
三
頁
、
渋
谷
秀
樹
・
赤
坂
正
浩
『
憲
法
Ⅰ
人
権
﹇
第
六
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
四
五
頁
﹇
渋
谷
秀
樹
執
筆
﹈

二
四
五
頁
、
芹
沢
斉
・
市
川
正
人
・
阪
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
五
頁
﹇
市
川
正

人
執
筆
﹈、
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
﹇
第
五
版
﹈』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
二
七
頁
、
戸
波
江
二
『
憲
法
（
新
版
）』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
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一
九
九
八
年
）
二
六
六
頁
、
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅰ
（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
七
四
頁
﹇
中

村
睦
男
執
筆
﹈、
長
尾
一
紘
『
日
本
国
憲
法
﹇
第
三
版
﹈』（
世
界
思
想
社
、
一
九
七
七
年
）
二
四
〇
頁
、
同
『
日
本
国
憲
法
﹇
全
訂
第
四
版
﹈』（
世

界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
八
頁
、
長
岡
徹
「
弁
護
士
会
へ
の
強
制
加
入
制
度
が
憲
法
二
二
条
一
項
の
職
業
選
択
の
自
由
に
違
反
し
な
い
と
さ

れ
た
事
例
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
三
号
（
一
九
九
三
年
）
三
四
頁
、
橋
本
公
亘
『
日
本
国
憲
法
﹇
改
訂
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
二
五
八
頁
、

橋
本
基
弘
『
近
代
憲
法
に
お
け
る
団
体
と
個
人
』（
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
二
八
六
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
編
『
注
釈
日
本
国
憲
法
（
二
）』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
四
五
二
頁
以
下
〔
阪
口
正
二
郎
執
筆
〕、
松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法＜

第
三
版＞

』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
四
九
一

頁
（
松
井
は
、「
二
一
条
の
固
有
の
結
社
の
自
由
は
、
広
い
意
味
で
の
表
現
目
的
の
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、「
営
利

的
な
会
社
を
設
立
し
営
業
す
る
こ
と
な
ど
は
、
二
一
条
の
結
社
の
自
由
の
問
題
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
二
二
条
一
項
の
職
業
選
択
の
自
由
の
問
題
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
主
張
す
る
（
四
八
八
頁
）
と
と
も
に
、「
消
極
的
結
社
の
自
由
に
関
連
し
て
は
、
結
社
の
強
制
設
立
・
強
制
加

入
が
問
題
と
な
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し
て
弁
護
士
会
へ
の
強
制
加
入
を
挙
げ
て
い
る
（
同
書
四
九
一
頁
）。）、
毛
利
透
・
小
泉
良
幸
・
浅
野

博
宣
・
松
本
哲
治
『
憲
法
Ⅱ　

人
権
﹇
第
二
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
六
三
頁
以
下
﹇
毛
利
透
執
筆
﹈、
渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本

和
彦
・
工
藤
達
朗
著
『
憲
法
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
七
六
頁
﹇
工
藤
達
朗
執
筆
﹈。
他
方
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
職
業
の

自
由
の
問
題
と
し
て
構
成
す
る
学
説
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〔
新
版
（
改
訂
）〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
三
九
三
頁

は
、「
司
法
書
士
法
、
土
地
家
屋
調
査
士
法
お
よ
び
税
理
士
法
に
よ
れ
ば
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
お
よ
び
税
理
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
書
士
会
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
ま
た
は
税
理
士
会
に
加
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
こ
ろ
、「
か
よ
う
な
強
制
加

入
は
、
職
業
選
択
の
自
由
の
制
限
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
公
益
の
見
地
か
ら
定
め
ら
れ
た
就
業
の
資
格
の
性
質
を
有
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
違

憲
と
す
べ
き
で
は
な
い
」
し
、「
弁
護
士
と
弁
護
士
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
戸
松
秀

典
『
憲
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
二
三
頁
は
、「
結
社
の
自
由
は
、
団
体
・
組
織
へ
の
加
入
を
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
と
、
弁
護
士
会
、
司
法
書
士
会
、
税
理
士
会
等
へ
の
加
入
を
法
律
に
よ
り
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
結
社
の
自
由

の
消
極
的
な
面
の
侵
害
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
職
業
選
択
の
自
由
へ
の
侵
害
と
み
れ
ば
よ
く
、
最
高
裁
判
所
も
、
そ
の
よ

う
に
判
断
し
て
い
る
。」
と
説
い
て
い
る
。
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
九
四
頁
以
下
は
、「
同
じ
職
種
の
職
業
団

四
五



体
に
登
録
し
な
い
と
、
た
と
え
そ
の
職
種
を
行
う
資
格
が
あ
っ
て
も
当
該
職
業
を
遂
行
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
職
能
団
体
へ
の
強

制
加
入
」
を
「
職
業
の
規
制
」
に
位
置
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
石
眞
『
権
利
保
障
の
諸
相
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
四
年
）
二
六
〇
頁
以
下
（
初

出
、
同
「
結
社
の
自
由
」
高
橋
和
之
・
大
石
眞
編
『
憲
法
の
争
点
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
一
二
二
頁
以
下
）
も
参
照
。
な
お
、
井

上
武
史
『
結
社
の
自
由
の
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
結
社
の
自
由
に
関
す
る
最
近
の
代
表
的
研
究
書
で
あ
る
が
、
強
制
加
入
制
の
憲

法
適
合
性
に
つ
い
て
は
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
4
） 

新
井
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）ⅱ
頁
。

（
5
） 

阪
本
昌
成
は
、
結
社
の
強
制
設
立
・
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
を
結
社
の
自
由
と
の
関
係
で
検
討
す
る
（
阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
Ⅲ
』（
成
文
堂
、

一
九
九
五
年
）
一
五
一
頁
以
下
）
と
と
も
に
、
職
業
選
択
の
自
由
と
の
関
係
で
も
検
討
し
て
い
る
（
同
書
二
四
一
頁
）。
ま
た
、
安
本
典
夫
「
強
制

加
入
制
団
体
の
内
部
民
主
主
義
お
よ
び
対
外
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
あ
り
方
」
立
命
館
法
学
二
八
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
頁
以
下
（
五
頁
以

下
）
も
、
強
制
加
入
制
を
結
社
の
自
由
の
制
約
で
あ
り
、
か
つ
職
業
の
自
由
の
制
約
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
司
法
試
験
予
備
試
験
論
文
式
試
験
﹇
憲
法
﹈
の
試
験
問
題
（
以
下
、「
一
四
年
予
備
試
験
問
題
」
と

い
う
。）
は
、
い
わ
ゆ
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
文
に
よ
る
と
、
事
案
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
Ａ
市
は
、
大
型
店
や
チ
ェ
ー
ン
店
を
含
む
全
て
の
Ａ
市
内
の
店
舗
に
対
し
、
最
寄
り
の
商
店
会
へ
の
加
入
を
義
務
付
け
る
「
Ａ
市
商
店
街

活
性
化
条
例
」
を
制
定
し
た
（
以
下
「
本
条
例
」
と
い
う
。）。
大
型
店
Ｂ
を
営
む
Ｃ
社
は
、
こ
の
よ
う
な
加
入
義
務
は
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
考

え
、
当
該
商
店
会
に
加
入
し
な
か
っ
た
。
Ｃ
社
は
、
Ａ
市
長
は
、
加
入
義
務
に
違
反
す
る
者
が
営
む
店
舗
に
対
し
て
、
最
長
で
七
日
間
の
営
業
停
止

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
定
め
る
本
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
Ａ
市
長
か
ら
七
日
間
の
営
業
停
止
処
分
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
大
型
店
Ｂ
の

収
益
が
大
幅
に
減
少
し
た
た
め
、
Ａ
市
を
被
告
と
し
て
、
本
条
例
が
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
一
四
年
予
備

試
験
問
題
は
、
上
記
の
事
案
に
つ
い
て
、
ま
ず
、〔
設
問
1
〕
に
お
い
て
、「
あ
な
た
が
Ｃ
社
の
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
憲
法

上
の
主
張
を
行
う
か
」
を
論
じ
る
こ
と
を
求
め
、
つ
ぎ
に
、〔
設
問
2
〕
に
お
い
て
、「
想
定
さ
れ
る
被
告
側
の
反
論
を
簡
潔
に
述
べ
た
上
で
、
あ
な

た
自
身
の
見
解
を
述
べ
」
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
一
四
年
予
備
試
験
問
題
の
「
出
題
趣
旨
」
は
、「
本
問
は
、
職
業
の
自
由
に
対
す
る
制
約
、
そ

し
て
結
社
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
合
憲
性
に
関
す
る
出
題
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、「
職
業
の
自
由
の
制
約
」
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、

四
六



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

「
結
社
の
自
由
へ
の
制
約
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
本
件
条
例
に
よ
っ
て
B

社
の
職
業
の
自
由
と
結
社
の
自
由
が
同
時
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
の
主
張
を
想
定
し
て
い
る
（
少
な
く
と
も
排
除
し
て
い
な
い
）
よ
う
に
読
め
る

（
も
と
よ
り
、
当
該
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
は
別
問
題
で
あ
る
。）。

（
6
） 
小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法　

第
三
版
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
六
年
）
四
五
頁
以
下
。
な
お
、
工
藤
達
朗
「
弁
護
士
会
の
合
憲
性
？
」

白
門
（
中
央
大
学
）
五
三
巻
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
頁
以
下
は
、
ま
ず
、「
弁
護
士
法
に
お
け
る
強
制
加
入
制
は
、
弁
護
士
会
・
日
本
弁
護
士
連

合
会
に
加
入
し
な
け
れ
ば
弁
護
士
と
い
う
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
が
職
業
選
択
の
自
由
（
憲
法
第
二
二
条
第
一

項
）
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
弁
護
士
会
へ
の
強
制
加
入
は
職
業
選
択
の
自
由
の
制
約
で
あ
る
と
捉
え
る

（
二
頁
以
下
）。
つ
ぎ
に
、「
弁
護
士
会
は
構
成
員
の
任
意
の
意
思
に
基
づ
く
『
私
的
な
結
社
』
で
は
な
い
」
の
で
、
憲
法
二
一
条
の
「
結
社
」
に
当

た
ら
ず
、「
消
極
的
結
社
の
自
由
も
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、「
憲
法
一
三
条
か
ら
『
公
的
な
団
体
に
加
入
し
な
い
自
由
』
を
導

き
だ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
六
頁
）。
工
藤
は
、
上
記
の
論
文
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
は
結
社
の
自
由

を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
職
業
選
択
の
自
由
と
幸
福
追
求
権
を
同
時
に
制
約
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
7
） 

こ
こ
で
は
一
四
年
予
備
試
験
問
題
の
「
出
題
趣
旨
」
が
使
っ
て
い
る
表
現
に
よ
る
。

（
8
） 

宍
戸
常
寿
『
憲
法　

解
釈
論
の
応
用
と
展
開　

第
二
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
六
七
頁
。

（
9
） 

甲
斐
素
直
『
憲
法
演
習
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
読
本
（
下
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
三
六
頁
。

（
10
） 

こ
の
判
決
は
、「
当
然
加
入
制
は
、
も
と
よ
り
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
職
業
活
動
に
付
随
し
て
、
そ
の
規
模
等

に
応
じ
て
一
定
の
負
担
を
課
す
る
と
い
う
態
様
の
規
制
で
あ
る
」
と
指
摘
し
つ
つ
、「
当
然
加
入
制
の
採
用
は
、
公
共
の
福
祉
に
合
致
す
る
目
的
の

た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
措
置
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
立
法
府
の
政
策
的
、
技
術
的
な
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
著
し

く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
は
認
め
難
い
」
と
述
べ
た
。
小
山
剛
「
農
作
物
共
済
当
然
加
入
制
と
職
業
の
自
由
」
受
験
新
報
六
六
二
号

（
二
〇
〇
六
年
四
月
号
）
一
六
頁
以
下
（
一
七
頁
）
は
、「
職
業
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
限
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
」、「
当
然
加

入
制
は
、
も
と
よ
り
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
職
業
活
動
に
付
随
し
て
、
そ
の
規
模
等
に
応
じ
て
一
定
の
負
担
を
課
す

る
と
い
う
態
様
の
規
制
で
あ
る
」
と
の
判
旨
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
厳
格
な
合
理
性
の
審
査
の
候
補
と
な
る
た
め
の
要
件
を
そ
も
そ
も
満
た
し

四
七



て
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
な
お
、
小
山
の
見
解
は
、「
当
然
加
入
制
を
め
ぐ
る
本
筋
の
議
論
は
、
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。）。
ま
た
、
村
山
健
太
郎
「
農
業
災
害
補
償
法
の
当
然
加
入
制
と
職
業
の
自
由
」
法
学
教
室
別
冊
『
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
五
』（
二
〇
〇
六
年
）

一
一
頁
は
、「
本
件
事
案
の
解
決
に
あ
た
っ
て
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
職
業
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
態
様
の
軽
微
性
で
あ
」
り
、「
本
判
決
の
規
制

（「
当
然
加
入
制
」）
は
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
規
制
に
よ
る
負
担
（
共
済
掛
金
額
等
）
も
適
正
な
も
の
で
あ
る
」
か

ら
、「
本
件
で
は
、
規
制
目
的
の
積
極
性
に
よ
っ
て
統
制
密
度
を
ゆ
る
め
ず
と
も
、
権
利
侵
害
態
様
の
軽
微
性
か
ら
規
制
の
合
憲
性
が
導
け
た
」
と

指
摘
す
る
。
か
り
に
強
制
加
入
制
を
職
業
の
自
由
の
問
題
と
捉
え
る
と
、
強
制
加
入
制
は
、「
も
と
よ
り
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の

で
は
な
く
、
職
業
活
動
に
付
随
し
て
、
そ
の
規
模
等
に
応
じ
て
一
定
の
負
担
を
課
す
る
と
い
う
態
様
の
規
制
で
あ
る
」
か
ら
、「
職
業
の
自
由
に
対

す
る
侵
害
態
様
の
軽
微
性
」
か
ら
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
緩
や
か
な
違
憲
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
榎
透
「
農
業
共
済
組
合
へ
の
当
然
加
入
を
定
め
る
農
業
災
害
補
償
法
の
合
憲
性
」
自
治
研
究
八
三
巻
八
号

（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
内
田
義
厚
「
水
稲
等
の
耕
作
の
業
務
を
営
む
者
の
農
業
共
済
組
合
へ
の
当
然
加
入
制
と
憲
法
二
二
条
一
項
」
判

例
タ
イ
ム
ス
一
二
一
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
七
二
頁
以
下
が
あ
る
。

（
11
） 

「
平
成
二
二
年
新
司
法
試
験
の
採
点
実
感
等
に
関
す
る
意
見
（
憲
法
）」
に
よ
る
と
、「
法
令
や
処
分
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

ま
ず
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
法
令
や
処
分
が
、
ど
の
よ
う
な
権
利
を
、
ど
の
よ
う
に
制
約
し
て
い
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
」、「
次
に
、
制
約
さ
れ

て
い
る
権
利
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
を
、
確
定
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
確
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
当
該
制
約
の

合
憲
性
の
検
討
が
始
ま
る
」。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
論
じ
る
手
順
と
し
て
は
、
強
制
加
入
制
（
を
定
め
る
法
律
等
）

に
よ
っ
て
誰
の
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
が
ど
の
よ
う
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
12
） 

強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
に
対
す
る
筆
者
の
興
味
は
学
問
的
興
味
か
ら
自
発
的
・
内
発
的
に
湧
き
出
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
筆

者
が
日
本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
担
当
し
て
い
る
演
習
の
授
業
の
素
材
と
し
て
一
四
年
予
備
試
験
問
題
を
使
用
し
よ
う
と
（
学
部
の
学
生
諸
君
は
司

法
試
験
予
備
試
験
論
文
式
試
験
問
題
に
興
味
を
も
っ
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
単
純
な
思
い
込
み
か
ら
）
決
め
て
、
一
四
年
予
備
試
験
問
題
を

授
業
の
予
習
の
た
め
に
検
討
し
て
み
た
と
い
う
偶
然
的
な
事
情
に
よ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
四
年
予
備
試
験
問
題
は
、
強
制
加
入
制
の
憲

法
適
合
性
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
、
授
業
の
予
習
の
た
め
に
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
日
本
の
判
例
及
び
学
説
を
検
討
し

四
八



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

た
と
こ
ろ
、
様
々
な
疑
問
が
湧
い
て
き
て
、
図
ら
ず
も
純
粋
に
学
問
的
な
見
地
か
ら
し
て
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
論
点
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（「
純
粋
に
学
問
的
な
見
地
か
ら
興
味
深
い
」
論
点
と
い
う
の
は
、
司
法
試
験
予
備
試
験
の
合
否
に
は
影
響
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
司
法
試
験

予
備
試
験
の
受
験
生
の
立
場
か
ら
は
必
ず
し
も
検
討
す
る
必
要
は
な
い
論
点
と
い
う
意
味
で
あ
る
。）。
そ
し
て
、
同
じ
論
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
判

例
及
び
学
説
で
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
り
た
く
な
る
と
い
う
筆
者
特
有
の
癖
に
よ
り
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関

す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
学
説
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
調
査
の
結
果
の
一
部
が
本
稿
で
あ
る
。

（
13
） 

な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
明
子
「
強
制
加
入
団
体
と
個
人
の
自
由
」
本
郷
法
政
紀
要
八
号
（
一
九
九
九
年
）
一
頁

以
下
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

（
14
） 

先
行
業
績
と
し
て
、
鎭
目
妙
子
『
強
制
加
入
制
と
消
極
的
結
社
の
自
由
』（
慶
應
義
塾
大
学
修
士
論
文
（
法
学
）
二
〇
〇
八
年
）
が
存
在
す
る

よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
小
山
剛
「
農
作
物
共
済
当
然
加
入
制
と
職
業
の
自
由
」
平
成
一
七
年
度
重

要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）
二
一
頁
以
下
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
詳
し
く
紹
介
す
る

二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
決
定
（
商
工
会
議
所
決
定
）
に
つ
い
て
は
、
小
山
剛
「『
憲
法
上
の
権
利
』
各
論
11　

集
会
・
結
社
の
自
由
（
二
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
七
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
六
頁
以
下
（
六
八
頁
以
下
）
に
お
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
小
山
に
よ
る
判
例
紹
介
は
極
め
て
圧
縮
さ
れ
た
簡
潔
な
記
述
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
て
、
小
山
に
よ
る
判
例
紹
介
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
こ
れ

ら
の
判
例
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
内
容
を
も
う

少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
筆
者
が
本
稿
を
作
成
し
た
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

（
15
） B

V
erfG

E
 10, 89.

（
16
） 

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
國
分
典
子
「
公
法
上
の
組
合
へ
の
加
入
強
制
と
結
社
の
自
由
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江

二
・
根
森
健
編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
五
六
頁
以
下
に
よ
る
紹
介
と
解
説
が
あ
る
。

（
17
） B
V
erfG

-K
, N
V
w
Z
 2002, S

. 335 ff .; B
V
erfG

, N
ichtannahm

ebeschluss vom
 07. D

ezem
ber 2001 ‒ 1 B

vR
 1806/98 ‒, juris.

（
18
） 

C
h

ristian
 B

u
m

ke/
A

n
d

reas V
oßku

h
le, C

asebook V
erfassungsrecht, 7. A

ufl. 2015, S
. 238/R

n. 906; V
olker E

ppin
g, 

G
rundrechte, 6. A

ufl . 2015, S
. 425/R

n. 888.

四
九



（
19
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（102

）.
（
20
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（102 f.

）.
（
21
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（103

）.

（
22
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（103 f.

）.

（
23
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（104

）.

（
24
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（105

）.

（
25
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（106

）.

（
26
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（108
）.

（
27
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（109
）.

（
28
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（108

）.

（
29
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（109

）.

（
30
） B

V
erfG

E
 10, 354.

（
31
） B

V
erfG

E
 10, 354 

（361 f.

）.

（
32
） B

V
erfG

E
 10, 354 

（362 f.

）.

（
33
） B

V
erfG

E
 10, 354 

（363

）.

（
34
） D

V
B
l. 1962, 532 ff .; N

JW
 1962, 1311 ff .

（
35
） D

V
B
l. 1962, 532 

（533

）; N
JW
 1962, 1311 

（1312

）.

（
36
） B
V
erfG

E
 15, 235.

（
37
） B
V
erfG

E
 15, 235 

（239

）.

（
38
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（241

）.

（
39
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（242

）.

五
〇



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

（
40
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（242 f.

）.
（
41
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（243

）.
（
42
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（244

）.

（
43
） B

V
erfG

E
 38, 281.

（
44
） B

V
erfG

E
 38, 281 

（298

）.

（
45
） B

V
erfG

E
 38, 281 

（299

）.

（
46
） B

V
erfG

E
 38, 281 

（301 f.

）.

（
47
） B

V
erw
G
E
 107, 169.

（
48
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（172 f.

）.

（
49
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（173
）.

（
50
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（173

）.

（
51
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（174

）.

（
52
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（176

）.

（
53
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（176

）.

（
54
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（176 f.

）.

（
55
） B

V
erfG

-K
, N
V
w
Z
 2002, S

. 335 ff . 

以
下
に
お
い
て
、
〇
一
年
部
会
決
定
の
引
用
は
、
割
注
の
形
式
でB

V
erfG

, N
ichtannahm

ebeschluss 

vom
 07. D

ezem
ber 2001 ‒ 1 B

vR
 1806/98 ‒, juris

の
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
56
） 

〇
一
年
部
会
決
定
が
行
っ
た
比
例
原
則
審
査
を
詳
し
く
紹
介
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
教
科
書
等
に
お
い
て
、
比
例
原
則
審
査
の
模
範
演
技
を
示

し
た
判
例
と
し
て
〇
一
年
部
会
決
定
を
一
読
す
る
こ
と
が
学
生
に
推
奨
さ
れ
て
お
り
（H

en
d

rik R
effken

/
A

lexan
d

er T
h

iele, S
tandardfälle 

S
taatsrecht Ⅱ

, 8. A
ufl . 2015, S

. 143

を
参
照
。）、
〇
一
年
部
会
決
定
が
行
っ
た
比
例
原
則
審
査
は
、
ド
イ
ツ
の
法
学
教
育
に
関
す
る
研
究
と

い
う
見
地
か
ら
も
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、
〇
一
年
部
会
決
定
が
比
例
原
則
審
査
の
中
で
し
た
事
実

五
一



評
価
は
一
四
年
予
備
試
験
問
題
の
答
案
を
作
成
す
る
に
際
し
て
も
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

解
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
57
） 
〇
一
年
部
会
決
定
は
、
職
業
の
自
由
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
判
例
で
は
す
で
に
決
着
済
み
で
言
及
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。（
ｂ
）
の
部
分
は
、
一
定
の
職
業
に
関
す
る
結
社
強
制
・
強
制
加
入
制
を
憲
法
二
二
条
一
項
の
職
業
の
自
由
の
制
約
と
捉
え
る
日

本
の
最
高
裁
判
例
と
ま
さ
に
対
照
的
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
は
比
較
法
の
見
地
か
ら
は
極
め
て
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説

を
見
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
批
判
的
で
、
強
制
加
入
制
を
職
業
の
自
由
の
制
約
と
捉
え
る
学
説
も
あ
り
（G

errit M
an

ssen, 

S
taatsrecht Ⅱ

 G
rundrechte, 14. A

ufl . 2017, S
. 185 f./R

n. 621 f.

）、
強
制
加
入
制
と
職
業
の
自
由
と
の
関
係
は
学
説
で
は
必
ず
し
も
決
着

済
み
の
論
点
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
途
論
文
を
作
成
し
て
、
詳
し
く
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。

（
58
） 

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
」
の
「
主
要
な
」
判
例
の
紹
介
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
紹
介
と
し
て
も
不

十
分
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
行
政
裁
判
所
等
の
他
の
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
も
不
十
分
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
網
羅
的
な
紹
介
・
検
討
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
本
稿
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
判
例
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
弁
護
士
会
の
強
制

加
入
制
の
合
憲
性
に
関
す
る
も
の
等
、
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
判
例
で
は
、
狩
猟
組
合
の
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
に
つ
い

て
判
断
し
た
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
決
定
（B

V
erfG

K
 10, 66

）
が
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
で
紹
介
で

き
な
か
っ
た
判
例
に
つ
い
て
は
、
別
途
論
文
を
作
成
し
、
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
機
会
を
も
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
は
、
本
稿
に
よ
る

判
例
紹
介
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
」
の
「
主
要
な
」
判
例
に
つ
い
て
だ
け
で
も
ま
ず
は
多
少
と
も
詳
し
く

紹
介
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
、
本
稿
を
作
成
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
59
） 

教
科
書
及
び
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
定
す
る
と
、
判
例
を
支
持
す
る
学
説
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。J

örg Ipesn, S
taatsrecht Ⅱ

, 20. 

A
ufl . 2017, R

n. 594; H
an

s D
. Jarass, in: H

ans D
. Jarass/B

ode P
ieroth, G

rundgesetz für die B
undesrepublik D

eutchland, 14. 

A
ufl . 2016, A

rt. 9 R
n. 7; M

ich
ael K

loepfer, V
erfassungsrecht Ⅱ

, 2010, §
64 R

n. 19 ff .;W
olfgan

g L
öw

er, in: Ingo von M
ünch/

P
hilip K

unig 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz-K

om
m
entar, B

d. 1, 6. A
ufl . 2012, A

rt. 9 R
n. 28; S

teph
an

 R
ixen, in: K

laus S
tern/F

lorian 

五
二



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

B
ecker 

（H
rsg.

）, G
rundrechte-K

om
m
entar, A

rt. 9 R
n. 21 ff .; H

elge S
od

an, in: H
elge S

odan 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz, 2009, A

rt. 9 

R
n. 7.; R

ein
h

old
 Z

ippeliu
s/

T
h

om
as W

ü
rten

berger, D
eutsches S

taatsrecht, 31. A
ufl . 2005, S

. 256.
ま
た
、
以
下
の
文
献
も
判
例
を
支
持
す
る
。D

etlef M
erten, V

ereinsfreiheit, in: Josef Isensee/P
aul K

irchhof, H
andbuch des 

S
taatsrechts der B

undesrepublik D
eutschland B

d. Ⅶ
, 3. A

ufl . 2009, §
165 R

n. 62 ff . ; Jan
 Z

iekow
, V
ereinigungsfreiheit, in: 

D
etlef M

erten/H
ans-Jürgen P

apier, H
andbuch der G

rundrechte in D
eutschland und E

uropa, B
d. Ⅳ

, 2011,§
107 R

n. 32 ff .

（
60
） 

教
科
書
及
び
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
定
し
て
判
例
に
批
判
的
な
学
説
を
例
示
的
に
挙
げ
る
と
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。H

arm
u

t B
au

er, in: 

H
orst D

reier 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz K

om
m
entar, B

d. Ⅰ
, 3. A

ufl . 2013, A
rt. 9 R

n. 47; C
h

ristian
 von

 C
oelln, in: C

hristopf 

G
röpl/K

ay W
indthorst/C

hristian von C
oelln, G

rundgesetz S
tudienkom

m
entar, 2. A

ufl. 2015, A
rt. 9 R

n. 13 ff.; M
atth

ias 

C
orn

ils, in: V
olker E

pping/C
hristian H

illgruber 

（H
rsg.

）, G
rundgsetz K

om
m
entar, 2009, A

rt. 9 R
n. 10.1; W

olfram
 H

öfl in
g, in: 

M
ichael S

achs 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz, 7. A

ufl . 2014, A
rt. 9 R

n. 24 f.; K
on

rad
 H

esse, G
rundzüge des V

erfassungsrechts der 

B
undesrepublik D

euschland, 20. A
ufl ., R

n. 413 f.

〔
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
（
初
宿
正
典
・
赤
坂
幸
一
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
』

（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
四
頁
〕; F

ried
h

elm
 H

u
fen, S

taatsrecht Ⅱ
 G
rundrechte, 5. A

ufl . 2016, S
. 503 f./R

n.7; L
oth

ar 

M
ich

ael/
M

artin
 M

orlok, G
rundrechte, 6. A

ufl . 2017, S
. 174 f./R

n. 298 f.; A
lfred

 R
in

ken, in: E
rhard D

enninger/W
olfgang 

H
offm

ann-R
iem
/H
ans-P

eter S
chneider/E

kkehart S
tein, 

（H
rsg.

）, K
om
m
entar zum

 G
rundgesetz für die B

undesrepublik 

D
eutschland 

（R
eihe A

lternativkom
m
entare

）, 3. A
ufl ., A

rt. 9 A
bs. 1 

（G
W
 2001

） R
n. 57 f.; M

ich
ael S

ach
s, V
erfassungsrecht Ⅱ

 

G
rundrechte, 3. A

ufl. 2017, S
. 491 ff./R

n. 8 ff.; R
u

p
ert S

ch
olz, in: T

heodor M
aunz/G

ünter D
ürig, K

om
m
entar zum

 

G
rundgesetz, A

rt. 9 

（L
fg. 35 F

ebruar 1999

） R
n. 90; T
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 K
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/
R

alf P
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er, G
rundrechte S
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2016, S
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n. 812 f.
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任

│
コ
ス
ト
コ
事
件
を
手
が
か
り
に

│

船　
　

山　
　

泰　
　

範

一　

本
稿
の
ね
ら
い

二　

裁
判
例
の
検
討

三　

刑
事
責
任
の
所
在
を
探
る

四　

埋
も
れ
て
い
た
課
題

五
五



一　

本
稿
の
ね
ら
い

人
間
は
「
過
失
の
動
物
」
で
あ
る
と
喝
破
し
た
の
は
寺
田
寅
彦
（
1
）

で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
寅
彦
は
、「
こ
の
過
失
は
、
適
当
な
る
統
制

方
法
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
軽
減
し
得
ら
れ
る
（
2
）

」
と
も
述
べ
て
い
る
。「
統
制
方
法
」
の
一
つ
が
法
律
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
法
律
は
、
人
間
が
不
完
全
な
動
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
補
完
あ
る
い
は
予
防
策
を
工
夫
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
な

の
で
あ
る
。

本
稿
の
ね
ら
い
は
、
コ
ス
ト
コ
事
件
の
判
例
評
釈
で
は
な
く
、
過
失
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
事
件
に
つ
い
て
、
本
来
の
法
的
責
任

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
実
際
の
刑
事
裁
判
が
建
築
設
計
・
施
工
の
注
意
義
務
を
焦
点

と
し
て
検
討
さ
れ
、
結
果
と
し
て
全
員
が
無
罪
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
検
証
は
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、

過
失
犯
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
刑
事
司
法
が
こ
の
ま
ま
終
息
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
意
識
の
発
端
が
あ
る
。

こ
こ
で
再
び
、
寅
彦
を
引
用
す
る
と
、「
世
間
で
は
ど
う
か
す
る
と
誤
っ
た
責
任
観
念
か
ら
色
々
の
災
難
事
故
の
真
因
が
抹
殺
さ
れ
、
そ

の
お
か
げ
で
表
面
上
の
責
任
者
は
出
な
い
代
り
に
、
同
じ
原
因
に
よ
る
事
故
の
犠
牲
者
が
跡
を
絶
た
な
い
（
3
）

」
と
、
さ
な
が
ら
本
件
の
処
理

を
見
越
し
た
よ
う
な
表
現
が
残
さ
れ
て
い
る
。

コ
ス
ト
コ
事
件
で
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
っ
て
、
二
人
の
消
費
者
が
死
亡
し
た
が
、
大
型
商

業
施
設
が
人
の
生
命
を
奪
っ
た
と
い
え
る
だ
け
に
、
偏
り
の
な
い
目
で
法
的
評
価
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
六



建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

二　

裁
判
例
の
検
討

㈠　

本
件
に
関
わ
る
建
築
設
計
用
語

コ
ス
ト
コ
事
件
の
具
体
的
事
実
の
説
明
に
先
立
ち
、
本
件
に
関
わ
る
用
語
の
意
味
を
予
め
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

番
号
は
、
以
下
の
「
概
要
」
中
に
出
て
い
る
箇
所
に
示
し
て
あ
る
。

本
件
に
関
す
る
一
審
判
決
・
控
訴
審
判
決
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
建
築
設
計
用
語
の
解
説
を
は
め
込
む
と
い
う
方
式
が
用
い
ら
れ
て

い
て
、
し
か
も
体
系
的
で
は
な
い
た
め
、
相
当
読
み
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
一
般
国
民
に
対
す
る
配
慮
を
欠
く
も
の
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
か
ね
て
か
ら
「
悪
文
」
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
（
4
）

と
し
て
揶
揄
さ
れ
て
い
る
「
判
決
文
」
で
は
あ
る
が
、
専
門
用
語
が
入
っ
て
き
た

と
き
に
ど
の
よ
う
な
体
裁
を
と
る
べ
き
か
も
、
判
決
文
改
善
の
要
検
討
事
項
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
建
築
紛
争
な

ど
に
関
し
て
裁
判
所
と
の
協
力
関
係
を
保
ち
、
か
つ
、
社
会
公
共
に
寄
与
す
る
目
的
で
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
か
ら
司
法
支
援
建
築
会

議
（
5
）

が
活
動
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
刑
事
裁
判
に
関
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
機
構
の
支
援
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
以
下
に
掲
げ
る
建
築
設
計
用
語
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
判
決
文
を
参
照
し
つ
つ
、
さ
ら
に
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
（
6
）

か
ら
教
え

を
受
け
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
い
る
。

①
構
造
設
計
…
…
建
築
物
の
構
造
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
、
構
造
計
算
を
し
て
、
構
造
図
を
作
成
す
る
。
構
造
計

算
で
は
、
建
築
物
に
対
し
て
発
生
す
る
建
物
の
自
重
・
地
震
・
風
な
ど
の
力
に
よ
る
応
力
や
、
部
材
の
変
形
を
計
算
し
、
建
造
物
の

構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
る
。

五
七



②
意
匠
設
計
…
…
発
注
者
の
意
向
や
建
物
の
用
途
・
仕
様
に
沿
っ
て
、
意
匠
図
（
デ
ザ
イ
ン
）
を
作
成
す
る
。
建
築
の
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
的
業
務
と
し
て
、
構
造
設
計
、
設
備
設
計
を
取
り
ま
と
め
る
。

③
ブ
レ
ー
ス
…
…
筋
交
い
（
す
じ
か
い
）、
斜
め
部
材
の
こ
と
。
建
物
に
ブ
レ
ー
ス
が
な
け
れ
ば
、
ロ
ボ
ッ
ト
で
溶
接
が
で
き
、
熟
練

工
を
手
配
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、
工
期
短
縮
に
つ
な
が
る
（
コ
ス
ト
コ
の
担
当
者
の
言
い
分
）。

④
ラ
ー
メ
ン
構
造
…
…
柱
と
梁
（
は
り
）
で
構
成
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
か
ら
な
る
構
造
の

こ
と
。
ラ
ー
メ
ン
の
語
源
は
ド
イ
ツ
語
のR

ahm
en

。

⑤
ス
ラ
ブ
…
…
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
板
状
の
板
。
床
ス
ラ
ブ
は
、
床
の
荷
重
を

支
え
、
一
体
化
し
て
造
ら
れ
た
梁
や
柱
に
力
を
伝
え
る
役
割
を
持
つ
。

⑥
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
…
…
鉄
骨
工
事
に
お
い
て
、
部
材
と
部
材
を
接
合
す
る
場
合

に
用
い
る
鋼
板
。
薄
い
板
状
の
た
め
、
水
平
の
力
に
対
し
て
の
強
度
が
小
さ
い
。

⑦
施
工
業
者
…
…
建
設
現
場
の
総
合
管
理
を
行
い
、
実
際
に
現
場
で
働
く
職
人
を
管

理
す
る
。

⑧
矩
計
図
（
か
な
ば
か
り
ず
）
…
…
建
物
の
骨
格
、
基
礎
の
断
面
な
ど
が
分
か
る
断
面
図
。
地
盤
の
位
置
・
床
高
・
天
井
高
な
ど
が

示
さ
れ
る
。

ブレース付きラーメン構造

梁

柱

ブレース

五
八



建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

㈡　

コ
ス
ト
コ
事
件
の
概
要

1　

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
）
三
月
一
一
日
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
が
発
生
し
、
コ
ス
ト
コ
多
摩
境
店
の
車
路
ス
ロ
ー
プ
が
崩
落

し
、
二
名
が
死
亡
し
、
六
名
が
重
傷
を
負
っ
た
。

こ
の
事
故
に
関
し
、
コ
ス
ト
コ
多
摩
境
店
の
構
造
設
計
（
①
）
に
途
中
か
ら
構
造
変
更
業
務
と
し
て
関
わ
っ
た
一
級
建
築
士
の
高
木
直

喜
が
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
（
刑
法
二
一
一
条
一
項
前
段
）
で
起
訴
さ
れ
た
。

コ
ス
ト
コ
多
摩
境
店
の
設
計
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
は
、
米
国
の
コ
ス
ト
コ
本
社
が
、
米
国
の
設
計
会
社
に
多
摩
境
店
の
建
築
設

計
・
監
理
業
務
を
委
託
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
米
国
の
会
社
は
、
日
本
の
ケ
イ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
社
（
以
下
、

ケ
イ
社
）
に
意
匠
設
計
（
②
）
を
依
頼
し
た
。
そ
し
て
、
ケ
イ
社
は
、
構
造
設
計
の
部
分
を
都
市
構
造
計
画
社
（
以
下
、
都
市
構
造
）
に
依

頼
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
の
倉
庫
店
開
発
部
長
（
道
前
）
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
三
日
、
東
京
都
町
田
市

に
建
築
確
認
申
請
を
す
る
頃
か
ら
、
経
費
削
減
と
工
期
短
縮
の
た
め
、
構
造
変
更
を
企
画
し
（
7
）

、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
五
日
、
高
木
に
構

造
変
更
業
務
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
（
8
）

。
高
木
は
、
そ
れ
か
ら
約
一
か
月
の
間
に
、
構
造
設
計
変
更
の
作
業
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
社

は
、
二
〇
〇
二
年
一
月
二
五
日
に
構
造
変
更
に
関
す
る
計
画
変
更
申
請
を
行
い
、
町
田
市
の
確
認
済
み
証
は
、
二
月
七
日
に
交
付
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
間
、
二
月
五
日
に
コ
ス
ト
コ
社
は
地
鎮
祭
を
行
い
、
工
事
を
開
始
し
、
二
〇
〇
二
年
八
月
九
日
に
コ
ス
ト
コ
多
摩
境
店
は
竣

工
し
て
い
る
。

2　

高
木
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
に
起
訴
さ
れ
た
。
一
審
途
中
の
訴
因
変
更
後
の
公
訴
事
実
を
、
控
訴
審
判
決
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事

実
の
要
旨
」
か
ら
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

五
九



一
級
建
築
士
で
あ
る
被
告
人
は
、
平
成
一
三
年
一
二
月
頃
、
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
社
か
ら
、
東
京
都
町
田
市
に
新
築
す

る
多
摩
境
店
に
関
し
、
本
体
建
物
と
、
そ
の
西
側
に
接
合
し
独
立
建
物
と
は
な
っ
て
い
な
い
車
路
ス
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
、
構
造
設
計
業
務

の
依
頼
を
受
け
た
。
そ
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
ブ
レ
ー
ス
（
③
）
付
き
ラ
ー
メ
ン
構
造
（
④
）
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
た
構
造
を
、
い
ず

れ
も
単
な
る
ラ
ー
メ
ン
構
造
に
変
更
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

被
告
人
は
、
平
成
一
四
年
一
月
頃
ま
で
の
間
、
構
造
変
更
業
務
に
従
事
し
、
建
物
を
ラ
ー
メ
ン
構
造
、
車
路
ス
ロ
ー
プ
を
ブ
レ
ー
ス
付

き
ラ
ー
メ
ン
構
造
と
し
、
建
物
と
車
路
ス
ロ
ー
プ
の
接
合
部
を
床
ス
ラ
ブ
（
⑤
）
に
よ
り
接
合
す
る
設
計
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
被
告
人

が
引
き
継
ぐ
前
の
設
計
担
当
者
間
で
は
、
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
（
⑥
）
の
み
で
接
合
す
る
設
計
構
想
が
共
有
さ
れ
て
い
た
た
め
、
被
告
人

の
接
合
方
法
は
採
用
さ
れ
ず
、
施
工
業
者
（
⑦
）
は
建
物
と
車
路
ス
ロ
ー
プ
を
床
ス
ラ
ブ
で
接
合
さ
せ
ず
、
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
の
み
で

接
合
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

3　

そ
の
結
果
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
、
建
物
と
車
路
ス
ロ
ー
プ
が
震
度
五
弱
か
ら
五
強
程
度

の
揺
れ
を
受
け
た
際
、
そ
の
構
造
の
違
い
か
ら
両
者
に
異
な
る
挙
動
を
さ
せ
、
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
に
そ
の
耐
力
を
上
回
る
地
震
力
を
負

担
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
破
断
さ
せ
て
車
路
ス
ロ
ー
プ
を
崩
落
さ
せ
、
折
か
ら
下
段
ス
ロ
ー
プ
上
を
走
行
し
て
い
た
自
動
車
を
押

し
つ
ぶ
す
な
ど
し
た
こ
と
に
よ
り
、
二
名
を
死
亡
さ
せ
、
六
名
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
。

4　

被
告
人
の
当
初
の
公
訴
事
実
は
、
被
告
人
の
設
計
内
容
自
体
の
誤
り
が
過
失
の
内
容
と
さ
れ
て
い
た
が
、
原
審
（
第
一
審
）
に
お
い

て
、
期
日
間
整
理
手
続
で
証
拠
の
内
容
に
基
づ
き
主
張
整
理
を
進
め
た
結
果
、
訴
因
変
更
に
よ
り
、
過
失
の
内
容
が
次
の
よ
う
に
改
め
ら

れ
た
。

被
告
人
は
、
本
件
の
矩
計
図
（
⑧
）
の
作
成
者
で
あ
り
、
設
計
の
総
括
責
任
者
で
も
あ
っ
た
意
匠
設
計
担
当
者
に
対
し
て
本
件
接
合
部

六
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

を
床
ス
ラ
ブ
に
よ
り
接
合
す
る
前
提
で
構
造
設
計
し
た
こ
と
を
確
実
に
伝
え
、
そ
の
内
容
が
正
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
適
切
に
配
慮
す

べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
っ
た
が
、
被
告
人
は
こ
れ
を
怠
り
、
適
切
な
配
慮
を
し
な
か
っ
た
過
失
を
犯
し
た
。

㈢　

一
審
判
決
と
控
訴
審
判
決
の
違
い

ア　

こ
こ
で
は
、
本
稿
の
ね
ら
い
の
基
盤
作
業
と
し
て
、
一
審
判
決
と
控
訴
審
判
決
を
簡
略
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

一
審
判
決
（
9
）

で
は
、
争
点
を
、
途
中
よ
り
関
わ
っ
た
構
造
設
計
担
当
者
の
配
慮
義
務
は
何
か
と
い
う
点
か
ら
捉
え
、
本
件
に
お
い
て
、
そ

れ
は
、
建
物
と
ス
ロ
ー
プ
の
接
合
部
を
床
ス
ラ
ブ
で
つ
な
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
意
匠
設
計
担
当
者
が
正
確
に
把
握
で
き
る
よ

う
適
切
に
配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
に
当
た
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
（
高
木
）
に
お
い
て
、
配
慮
義
務
違

反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
当
初
か
ら
の
構
造
設
計
者
（
都
市
構
造
計
画
の
代
表
取
締
役
）
が
、
建
物
と
ス
ロ
ー
プ
の
接
合
方
法
を
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト

の
み
で
接
合
す
る
危
険
な
設
計
構
想
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
設
計
の
総
括
責
任
者
で
あ
っ
た

意
匠
設
計
担
当
者
（
ケ
イ
社
の
代
表
取
締
役
、
設
計
部
長
）
に
対
し
、
床
ス
ラ
ブ
で
接
合
す
る
と
い
う
被
告
人
の
構
造
設
計
の
内
容
を
確
実

に
伝
え
ず
、
同
担
当
者
が
正
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
適
切
に
配
慮
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
被
告
人
に
は
配
慮
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
有
罪
に
な
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
刑
罰
は
、

禁
錮
八
月
、
執
行
猶
予
二
年
で
あ
る
（
東
京
地
立
川
支
判
平
二
八
・
二
・
八
）。

被
告
人
は
、
こ
れ
に
対
し
、
不
服
と
し
て
、
控
訴
を
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。

イ　

控
訴
審
判
決
（
10
）

で
は
、
途
中
よ
り
関
わ
っ
た
構
造
設
計
担
当
者
の
配
慮
義
務
に
つ
い
て
、
変
更
後
構
造
計
算
書
及
び
変
更
後
構
造
図

を
示
す
な
ど
し
て
、
一
審
が
情
報
伝
達
の
受
け
手
に
傾
斜
し
て
い
た
部
分
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
控
訴
審
判
決
は
、
次
の

六
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よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

被
告
人
が
、
自
ら
の
設
計
内
容
を
変
更
後
構
造
計
算
書
及
び
変
更
後
構
造
図
を
示
す
な
ど
し
て
意
匠
設
計
担
当
者
ら
に
伝
え
た
こ
と
は

証
拠
上
明
ら
か
で
あ
り
、
本
来
、
設
計
担
当
者
間
の
伝
達
は
そ
れ
で
ま
か
な
わ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
人
は
無
罪
で
あ
る
と
す
る
（
東
京
高
判
平
二
八
・
一
〇
・
一
三
）。

ウ　

控
訴
審
の
判
断
は
一
審
判
決
を
覆
す
も
の
だ
け
に
、
そ
の
法
理
に
つ
き
判
決
を
辿
り
な
が
ら
分
析
し
て
み
る
と
、
次
の
通
り
で
あ

る
。①

原
審
は
、
被
告
人
が
、
床
ス
ラ
ブ
に
よ
り
接
合
す
る
こ
と
を
意
匠
設
計
者
ら
が
正
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
適
切
に
配
慮
し
な
か
っ

た
過
失
が
あ
る
と
し
た
が
、
②
被
告
人
が
自
ら
の
設
計
内
容
を
変
更
後
構
造
計
算
書
を
示
す
な
ど
し
て
伝
え
た
こ
と
は
証
拠
上
明
ら
か
な

事
実
で
あ
り
、
伝
達
は
そ
れ
で
ま
か
な
わ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
（
11
）

。
③
そ
れ
だ
け
で
足
り
ず
、
一
般
の
取
り
扱
い
を
超
え
て
講
ず
る
特

段
の
義
務
が
あ
っ
た
か
。
④
被
告
人
と
し
て
、
明
確
に
変
更
を
伝
達
し
な
い
と
、
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
の
み
で
接
合
す
る
と
い
う
、
従
前

の
設
計
担
当
者
間
の
共
有
が
、
そ
の
ま
ま
施
工
さ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
か
。
⑤
平
成
一
四
年
一
月
二
二
日
の
時
点
に
お
い
て
、
被
告
人
が

さ
ら
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
⑥
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
被
告
人
の
過
失
を
認
め
る
に
は
合
理
的
な
疑

い
が
残
る
。
こ
れ
が
あ
っ
た
と
す
る
原
判
決
は
事
実
を
誤
認
し
て
い
る
。

エ　

被
告
人
以
外
の
責
任
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
一
審
判
決
も
控
訴
審
判
決
も
言
及
し
て
い
る
。
通
例
あ
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
紹

介
を
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
注
の
後
に
掲
げ
た
「
コ
ス
ト
コ
事
件
関
係
者
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
ず
、
一
審
は
、
意
匠
設
計
担
当
者
、
当
初
か
ら
関
与
し
て
い
た
構
造
設
計
担
当
者
、
施
工
業
者
（
大
林
組
）
の
担
当
者
に
責
任
あ
り

と
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
当
初
か
ら
の
構
造
設
計
者
に
つ
い
て
、
被
告
人
よ
り
責
任
は
大
き
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
控
訴
審

六
二



建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

は
、
当
初
か
ら
の
構
造
設
計
担
当
者
や
意
匠
設
計
会
社
の
窓
口
役
こ
そ
責
任
が
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
コ
ス
ト
コ
事
件
の
全
貌
を
捉
え
る
の
に
大
変
参
考
に
な
る
。
東
京
高
検
が
上
告
を
断
念
し
て
被
告
人
の
無
罪
が
確

定
し
た
後
、
都
市
構
造
計
画
の
代
表
取
締
役
、
ケ
イ
社
の
代
表
取
締
役
、
ケ
イ
社
の
設
計
部
長
に
つ
い
て
再
捜
査
を
し
た
の
は
、
高
木
被

告
人
以
外
の
者
の
過
失
犯
成
立
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
再
捜
査
も
、
平
成
二
九
年
七
月
、
三
人
の

不
起
訴
で
終
結
し
て
い
る
。

㈣　

危
険
内
蔵
型
の
過
失
犯

建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
過
失
犯
の
問
題
と
し
て
コ
ス
ト
コ
事
件
を
捉
え
る
と
き
、
過
失
犯
の
中
核
を
占
め
る
交
通
事
故
（
12
）

と
比
較
す

る
と
、
そ
の
特
色
が
浮
か
び
上
が
る
。

通
常
、
交
通
事
故
で
は
、
注
意
義
務
違
反
の
行
為
と
結
果
発
生
と
は
直
結
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
動
車
運
転
者
が
ハ
ン
ド
ル
操
作

を
一
つ
過
れ
ば
、
直
ち
に
対
向
車
と
の
衝
突
に
つ
な
が
り
、
人
身
事
故
に
結
び
つ
く
。
い
わ
ば
、
直
結
型
の
過
失
犯
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
コ
ス
ト
コ
事
件
で
は
、
建
築
が
な
さ
れ
た
時
点
で
、
建
築
設
計
な
ら
び
に
施
工
上
の
危
険
を
内
蔵
し
た
建
築
物
と
し
て

こ
の
世
の
中
に
産
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
地
震
と
い
う
外
部
的
要
因
に
よ
っ
て
破
局
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
危
険
内
蔵
型
の
過
失
犯
と
名
付

け
る
こ
と
と
す
る
。

そ
こ
で
、
危
険
を
内
蔵
し
た
過
失
犯
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

ア　

建
築
設
計
・
施
工
に
お
い
て
注
意
義
務
違
反
が
あ
り
、
危
険
を
内
蔵
し
て
い
て
も
、
そ
の
結
果
が
発
生
す
る
の
に
時
間
間
隔
の
あ

る
場
合
が
あ
る
。
コ
ス
ト
コ
事
件
で
は
、
危
険
な
建
造
物
が
造
ら
れ
た
の
は
二
〇
〇
二
年
で
、
そ
れ
が
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
っ

て
ス
ロ
ー
プ
の
崩
壊
と
な
っ
て
現
出
し
、
二
人
を
死
亡
さ
せ
、
六
人
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
の
は
、
九
年
後
の
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
で

六
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あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
注
意
義
務
違
反
の
行
為
と
結
果
発
生
と
の
間
に
長
い
時
間
間
隔
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
当
因
果
関
係
が

認
め
ら
れ
れ
ば
、
過
失
犯
に
問
う
こ
と
は
何
ら
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
危
険
内
蔵
型
過
失
犯
の
結
果
を
惹
起
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、
地
震
・
台
風
・
竜
巻
な
ど
の
自
然
災
害
の

ほ
か
、
テ
ロ
・
戦
争
な
ど
の
人
為
的
な
も
の
も
数
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
自
然
災
害
の
一
つ
と
し
て
火
山
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
も
の
と
し
て
、
伊
方
原
発
の
運
転
差
し
止
め
を
認
め
た
広
島
高
裁
仮
処
分
決
定
（
平
二
九
・
一
二
・
一
三
）
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

裁
判
所
は
、
伊
方
原
発
か
ら
約
一
三
〇
キ
ロ
離
れ
、
活
動
可
能
性
の
あ
る
火
山
で
あ
る
熊
本
県
・
阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
で
約
九
万
年
前
に
発
生

し
た
過
去
最
大
の
破
局
的
噴
火
を
想
定
す
る
と
、「
火
砕
流
が
伊
方
原
発
の
敷
地
に
到
達
し
た
可
能
性
が
十
分
小
さ
い
と
評
価
で
き
な

い
（
13
）

。」
と
し
て
、
原
発
の
立
地
は
不
適
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
広
島
高
裁
の
結
論
は
、
原
決
定
を
取
消
し
、
期
間
限
定
付
き
で

運
転
を
差
し
止
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
原
発
の
「
具
体
的
審
査
基
準
の
合
理
性
及
び
同
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
い
う
判
断
の
合
理
性
の
立
証
責
任
を
事
業
者
に
負
担
さ
せ
る
と
い
う
一
般
論
…
…
を
火
山
問
題
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
し
」

た
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。

イ　

建
築
設
計
・
施
工
と
結
果
と
の
間
に
時
間
間
隔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
中
間
の
時
点
で
結
果
発
生
を
防
止
で
き
る
機
会
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

結
果
回
避
措
置
は
、
建
築
設
計
の
段
階
や
施
工
の
段
階
と
は
全
く
独
立
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
15
）

。
コ
ス
ト
コ
の
事

例
な
ら
ば
、
建
物
と
し
て
使
用
し
て
い
る
ど
こ
の
時
点
で
も
、
本
体
の
建
物
と
ス
ロ
ー
プ
が
床
ス
ラ
ブ
で
接
合
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

点
検
し
、
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
の
み
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
な
ら
ば
、
床
ス
ラ
ブ
で
補
強
す
る
こ
と
で
危
険
発
生
を
回
避
す
る
こ
と
が

可
能
な
の
で
あ
る
。

六
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築
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刑
事
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任
（
船
山
）

た
だ
問
題
な
の
は
、
い
っ
た
ん
建
築
が
完
成
し
た
後
は
誰
が
結
果
回
避
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し

て
、
結
果
回
避
義
務
者
を
特
定
し
得
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
福
島
原
発
事
故
が
あ
る
と
い
え
る
。

東
京
電
力
の
福
島
原
発
は
、
建
築
し
た
時
点
で
、
そ
の
建
物
の
基
盤
が
海
水
面
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
発

と
し
て
稼
働
し
た
時
点
か
ら
大
規
模
な
津
波
に
は
対
抗
力
を
欠
く
欠
陥
建
築
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
北
地
方
の
海
岸
が
歴
史
上
た
び
た

び
津
波
の
襲
来
を
受
け
、
多
く
の
人
命
が
損
わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
原
発
と
い
う
本
来
的
に
危
険
な
建
築

物
を
建
築
す
る
以
上
、
相
当
な
予
防
策
を
講
じ
る
の
は
当
然
の
義
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
酷
な
言
い
方
に
な
る
が
、
原
発
の
メ
ル
ト
ダ

ウ
ン
は
、
何
時
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
で
津
波
襲
来
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
福
島
原
発
は
、
あ
る
と
き
、
事
故
を
防
げ
る
好
機
が
到
来
し
た
は
ず
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
が
法
的
義
務
と
い
え
れ
ば
、

事
故
を
防
げ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
不
作
為
の
過
失
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
政
府
の
専
門
機
関
で
あ
る
「
地
震
調

査
研
究
推
進
本
部
」
が
公
表
し
た
「
三
陸
沖
か
ら
房
総
沖
に
か
け
て
の
地
震
活
動
の
長
期
評
価
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
津
波
地
震
の
予
測

に
基
づ
き
、
東
京
電
力
内
の
研
究
機
関
が
、
大
地
震
に
伴
う
津
波
の
高
さ
と
し
て
一
五
・
七
メ
ー
ト
ル
と
い
う
数
値
を
は
じ
き
出
し
た
時

点
（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
で
あ
る
。

原
発
を
稼
働
さ
せ
て
い
る
東
京
電
力
の
内
部
で
、
現
状
で
は
津
波
に
対
処
で
き
な
い
こ
と
を
改
め
て
認
識
す
る
機
会
を
得
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
時
点
か
ら
適
切
な
結
果
回
避
措
置
を
と
る
べ
き
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
巨
大
津
波
か
ら
原
発
を
守
る
た
め
の
方
策
は
、

大
規
模
な
防
波
堤
に
限
ら
れ
な
い
。
二
〇
一
一
年
三
月
、
わ
れ
わ
れ
は
、
福
島
原
発
が
全
電
源
を
喪
失
し
て
、
冷
却
機
能
を
回
復
す
る
こ

と
の
困
難
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
予
想
さ
れ
る
津
波
の
高
さ
一
五
・
七
メ
ー
ト
ル
を
知
っ
た
時
点
で
、
電
源

棟
の
水
密
化
、
交
流
電
源
盤
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
な
ど
の
高
所
設
置
、
冷
却
水
確
保
の
た
め
の
ダ
ム
の
設
置
、
地
域
住
民
・
老
人
施
設

六
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の
避
難
方
法
の
徹
底
な
ど
、
多
様
な
方
法
で
十
分
な
対
策
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
東
京
電
力
の
幹
部
（
勝
俣
社

長
ら
）
は
、
津
波
予
測
を
低
く
す
る
よ
う
土
木
学
会
の
某
氏
に
依
頼
し
て
、
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
数
値
を
出
さ
せ
、
も
っ
ぱ
ら
利
益
優
先

の
経
営
方
針
を
貫
き
、
結
果
回
避
措
置
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
。
挙
句
の
果
て
、
東
京
電
力
は
結
果
予
防
の
せ
っ
か
く
の
チ
ャ
ン
ス
を
生
か

せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ウ　

危
険
内
蔵
型
の
過
失
犯
で
は
、
建
築
主
自
身
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
、
建
築
物
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
者
に
注
意
義
務
が

課
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
建
物
で
は
な
く
土
木
工
事
で
あ
る
が
、
次
の
例
は
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

笹
子
ト
ン
ネ
ル
天
井
板
崩
落
事
件
で
は
、
管
理
会
社
の
保
守
点
検
が
問
わ
れ
て
い
る
。
事
件
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
日
、
中
央
自

動
車
道
笹
子
ト
ン
ネ
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
天
井
板
約
三
四
〇
枚
が
崩
落
し
、
自
動
車
三
台
が
下
敷
き
と
な
り
、
九
名
が
死
亡
し
た
の

で
あ
っ
た
。

中
央
自
動
車
道
は
、
か
つ
て
日
本
道
路
公
団
が
建
築
し
、
山
梨
県
大
月
市
の
笹
子
ト
ン
ネ
ル
は
一
九
七
七
年
に
開
通
し
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
旧
公
団
が
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
に
民
営
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
日
本
高
速
道
路
が
管
理
会
社
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
笹
子
ト
ン
ネ
ル
で
は
、
換
気
の
た
め
天
井
板
を
取
り
付
け
て
空
間
を
設
け
て
い
た
が
、
天
井
板
は
最
上
部
か
ら
ボ
ル
ト
で
固
定
し

た
つ
り
金
具
で
引
っ
張
る
構
造
で
あ
っ
た
。
山
梨
県
警
の
捜
査
に
よ
る
と
、
事
故
原
因
は
、
老
朽
化
し
た
ボ
ル
ト
が
脱
落
し
て
つ
り
金
具

が
外
れ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
天
井
板
な
ど
が
連
鎖
し
て
崩
落
し
た
こ
と
に
よ
る
。
笹
子
ト
ン
ネ
ル
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
ボ
ル
ト

の
一
部
に
脱
落
や
緩
み
、
腐
食
が
確
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
も
定
期
的
な
検
査
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
日

本
高
速
の
社
内
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
特
殊
な
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
、
ボ
ル
ト
な
ど
の
不
具
合
を
調
べ
る
打
音
検
査
や
、
触
診
、
機
器
を

使
っ
た
詳
細
点
検
を
五
年
・
一
〇
年
に
一
回
程
度
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
二
年
の
九
・
一
〇
月
の
笹
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築
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子
ト
ン
ネ
ル
の
定
期
点
検
で
は
、
打
音
検
査
な
ど
は
な
さ
れ
ず
、
目
視
確
認
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
た
め
、
最
上
部
の
ボ
ル
ト
の
緩
み
が
見

逃
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
事
故
は
そ
の
年
の
一
二
月
に
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。

山
梨
県
警
は
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
、
管
理
会
社
の
中
日
本
高
速
道
路
の
当
時
の
社
長
と
専
務
、
子
会
社
の
中
日
本
ハ
イ
ウ
ェ

イ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
東
京
の
当
時
の
社
長
と
副
社
長
、
な
ら
び
に
、
両
社
の
保
守
点
検
の
担
当
者
四
人
の
計
八
名
を
、
業
務
上
過
失

致
死
容
疑
で
甲
府
地
検
に
書
類
送
検
し
て
い
る
。

さ
て
、
建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
過
失
犯
は
、
周
辺
の
実
例
も
参
照
し
つ
つ
検
討
し
た
こ
と
で
、
危
険
内
蔵
型
過
失
犯
で
あ
る
こ
と

が
明
確
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
今
度
は
、
コ
ス
ト
コ
事
件
を
全
体
と
し
て
捉
え
て
、
刑
事
責
任
の
所
在
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

刑
事
責
任
の
所
在
を
探
る

㈠　

訴
追
を
離
れ
て
│
関
係
者
全
員
を
視
野
に

コ
ス
ト
コ
事
件
に
つ
い
て
、
訴
追
さ
れ
た
高
木
一
級
建
築
士
の
無
罪
が
確
定
し
、
最
初
に
書
類
送
検
さ
れ
た
他
の
三
人
に
つ
い
て
は
、

再
捜
査
の
結
果
、
再
び
不
起
訴
処
分
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
に
つ
い
て
検
察
審
査
会
に
対
す
る
審
査
の
申
立
て
（
16
）

が
な
い
か
ぎ

り
、
コ
ス
ト
コ
事
件
で
は
二
人
の
死
者
（
17
）

が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
に
も
刑
事
責
任
は
問
わ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
結
末
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
、
裁
判
を
通
し
て
証
拠
能
力
の
判
断
を
経
て
い
な
い
事
柄
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
確
か
さ
と
い
う
点
で
凹
凸
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が
あ
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
含
む
。
し
か
し
、
危
険
な
建
造
物
が
造
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
要

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
リ
ス
ク
を
意
識
し
つ
つ
、
関
係
者
全
員
に
つ
い
て
責
任
の
有
無
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
注
の
後
の
「
コ
ス
ト
コ

事
件
関
係
者
」
を
参
照
）。

Ａ　

途
中
構
造
設
計
者

コ
ス
ト
コ
事
件
を
審
理
し
た
裁
判
所
は
、
一
審
も
控
訴
審
も
、
構
造
設
計
に
途
中
か
ら
関
わ
っ
た
者
（
高
木
）
に
つ
い
て
、
新
設
計
図

を
渡
し
た
段
階
（
遅
く
と
も
二
〇
〇
二
年
一
月
二
五
日
）
で
注
意
義
務
は
終
了
す
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

途
中
構
造
設
計
者
は
、
建
物
と
ス
ロ
ー
プ
を
異
な
る
構
造
の
も
の
と
し
て
設
計
し
た
以
上
、
接
合
部
を
床
ス
ラ
ブ
で
接
合
す
る
よ
う
、

最
後
ま
で
監
視
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
私
は
思
う
。
高
木
は
、
施
工
業
者
が
大
林
組
で
あ
る
か
ら
、
接
合
部
を
床
ス
ラ
ブ
で
や
っ
て
く
れ

る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
旨
述
べ
て
い
る
が
、
一
級
建
築
士
を
長
く
や
っ
て
い
る
者
な
ら
ば
、
実
際
の
建
築
は
そ
の
下
請
業
者
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
異
例
ず
く
め
の
途
中
か
ら
の
構
造
設
計
者
と
し

て
は
、
建
築
作
業
の
過
程
に
お
い
て
こ
そ
、
自
分
の
設
計
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
る
（
18
）

の
は
当
然
の
義
務
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
高
木
は
発
注
者
（
道
前
）
か
ら
無
理
な
依
頼
を
受
け
て
途
中
か
ら
構
造
設
計
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
本
来
断
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
を
引
受
け
た
の
は
経
済
的
理
由
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
（
私
見
）、
暴
れ
馬
事
件
（
後
出
二
の
イ
）
に
お
け
る
御
者
の
よ
う
な
立
場

に
立
た
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
刑
事
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
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築
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山
）

Ｂ　

当
初
か
ら
の
構
造
設
計
者
、
意
匠
設
計
担
当
者

当
初
か
ら
の
構
造
設
計
者
な
ら
び
に
意
匠
設
計
担
当
者
は
、
変
更
後
構
造
計
算
書
を
手
に
入
れ
て
い
る
（
こ
の
点
は
控
訴
審
も
事
実
認
定

し
て
い
る
）
の
で
あ
る
か
ら
、
床
ス
ラ
ブ
で
接
合
す
る
設
計
を
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
怠
っ
た
た
め
に
、
変
更
後
構
造
設
計
が

施
工
に
反
映
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
事
故
を
惹
起
し
た
点
で
、
過
失
責
任
は
免
れ
な
い
。

Ｃ　

施
工
業
者
の
担
当
者

施
工
業
者
（
大
林
組
）
は
、
経
験
を
積
ん
だ
業
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
（
ス
ー
パ
ー
・
ゼ
ネ
コ
ン
の
中
の
一
社
）、
そ
こ
の
本
件
担
当
者

は
、
建
物
と
ス
ロ
ー
プ
が
異
な
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
接
合
に
つ
い
て
注
意
す
る
べ
き
義
務
が
あ
る
。

施
工
業
者
は
、
建
築
に
直
接
関
わ
る
者
と
し
て
、
構
造
設
計
に
安
全
性
の
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
初
か
ら
の
構
造
設
計
者
や
全
体
を

統
括
す
る
立
場
に
あ
る
意
匠
設
計
担
当
者
に
注
意
を
促
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
危
険
な
設
計
の
ま
ま
工
事
を
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
す
る
べ

き
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
施
工
業
者
の
担
当
者
に
つ
い
て
は
、
構
造
設
計
者
と
は
独
立
に
注
意
義
務
が
課
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
独
自
に
過
失
犯
が
成
立
す
る
と
解
さ
れ
る
（
19
）

。

な
お
、
施
工
業
者
が
下
請
業
者
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
元
請
業
者
と
し
て
適
切
な
業
者
を
選
ぶ
と
い
う
責
任
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
下
請
責
任
の
明
確
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
下
請
業
者
の
過
失
に
関
し
て
管
理
過
失
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
20
）

。

Ｄ　

市
の
建
築
主
事

市
区
町
村
の
建
築
確
認
は
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
建
築
設
計
書
に
つ
い
て
、
形
式
的
確
認
を
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

本
来
、
安
全
性
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
を
期
待
す
る
こ
と
は
無
理
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
姉
歯
事
件
（
21
）

（
二
〇
〇
五
年
）

の
後
に
は
、
構
造
設
計
の
内
容
に
つ
い
て
よ
り
厳
密
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
、「
構
造
計
算
適
合
性
判
定
（
22
）

」
が
義
務
付
け
ら
れ
た
が
、
本

六
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件
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。

Ｅ　

発
注
者

本
件
建
物
の
発
注
者
は
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
い
う
企
業
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
担
当
者
は
、
倉
庫
店
開
発
部
長
の
道

前
で
あ
っ
た
。

道
前
に
つ
い
て
は
、
危
険
な
建
築
物
に
な
る
こ
と
を
予
測
し
な
が
ら
、
工
期
短
縮
と
コ
ス
ト
削
減
を
企
図
し
て
、
途
中
か
ら
構
造
設
計

を
む
り
や
り
変
更
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
道
前
の
命
令
が
建
物
の
安
全
性
を
無
視
し
て
い
る
と
い
え
る
。

道
前
の
行
為
は
、
高
い
危
険
性
を
承
知
の
上
で
建
築
を
強
行
し
、
安
全
性
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
、
も
は
や
過
失
犯
に
と
ど
ま
る
も
の

と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
刑
事
司
法
の
実
務
に
お
い
て
は
、
道
前
は
書
類
送
検
の
対
象
者
に
さ
え
含
ま
れ
て
い
な
い
。
道

前
は
、
自
身
が
一
級
建
築
士
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
本
件
建
築
の
危
険
性
を
認
識
し
え
た
は
ず
で
あ
り
、
結
果
発
生
を
認
容
し
て
い
る
と

さ
え
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
課
題
を
故
意
犯
と
し
て
問
う
に
は
、
理
論
的
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
項
を
改
め
て
吟
味
す

る
こ
と
と
す
る
。

㈡　

過
失
犯
を
招
く
故
意
犯

ア　

事
件
の
鍵
は
無
理
な
設
計
変
更
・
施
工

コ
ス
ト
コ
事
件
に
関
し
て
最
も
大
事
な
こ
と
は
、
誰
も
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
ず
に
幕
が
引
か
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
、
ど
こ
に
刑
事
責
任
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
事
案
の
特
殊
性
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
捜
査
が
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

本
件
に
お
け
る
事
案
の
特
殊
性
（
異
常
さ
）
は
、
建
築
の
発
注
者
（
具
体
的
に
は
倉
庫
店
開
発
部
長
・
道
前
）
が
、
当
初
の
建
築
設
計
に
基

づ
く
市
へ
の
建
築
確
認
の
進
行
中
に
、
そ
れ
ま
で
全
く
関
係
の
な
か
っ
た
一
級
建
築
士
（
高
木
）
に
構
造
設
計
の
変
更
を
依
頼
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
あ
る
（
注
の
後
の
「
コ
ス
ト
コ
事
件
年
表
」
を
参
照
）。
こ
の
点
に
関
す
る
設
計
の
混
乱
が
施
工
に
も
波
及
し
、
本
件
事
故
発
生
に

繫
が
っ
た
の
で
あ
る
。

事
故
の
要
因
の
第
一
は
、
裁
判
の
判
決
に
も
顕
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
物
と
車
路
ス
ロ
ー
プ
の
構
造
が
ブ
レ
ー
ス
（
筋
交
い
）
の

な
し
あ
り

・

・

・

・

で
異
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
両
者
が
地
震
の
横
揺
れ
に
弱
い
ガ
セ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
の
み
で
接
合
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
私
共
素
人
の
経
験
則
か
ら
し
て
も
、
揺
れ
方
の
異
な
る
大
き
な
建
築
物
が
横
揺
れ
に
弱
い
板
で
接
合
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
地
震

で
は
一
溜
ま
り
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
の
に
、
専
門
家
で
あ
る
建
築
士
や
施
工
業
者
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
危
険
な
建
造
物
を
こ
の

世
に
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

裁
判
で
は
、
途
中
か
ら
構
造
設
計
の
変
更
を
し
た
高
木
一
級
建
築
士
の
刑
事
責
任
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
私
は
、
本
件
事
案
の
全

体
を
見
た
と
き
、
性
急
な
設
計
変
更
を
依
頼
し
た
注
文
主
側
に
こ
そ
、
本
件
惹
起
の
根
本
的
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ

で
、
コ
ス
ト
コ
事
件
の
本
質
に
近
づ
く
べ
く
、
証
拠
の
点
で
限
界
が
あ
る
こ
と
を
弁
ま
え
つ
つ
も
、
判
例
評
釈
を
超
え
て
、
検
討
を
加
え

て
み
る
こ
と
と
す
る
。

イ　

課
題
の
前
提

過
失
犯
に
関
し
て
、
現
場
の
行
為
者
が
処
罰
さ
れ
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
場
行
為
者
の
過
失
行
為
が
予
見
さ
れ

な
が
ら
、
そ
の
現
場
の
行
為
を
利
用
し
た
者
に
は
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
、
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
実
際
に
は
、
現
場
行
為
を
利
用

し
た
者
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
な
か
っ
た
例
が
多
い
（
23
）

。
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と
こ
ろ
で
、
現
場
行
為
者
が
処
罰
さ
れ
な
い
理
屈
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
期
待
可
能
性
論
に
よ
っ
て
現
場
行
為
者
が
不
処

罰
と
な
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
な
ぜ
そ
の
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
現
場
行
為
者
に
適
法
な
行
為
を
期
待
し
え
な

い
要
因
の
一
つ
に
、
利
用
者
の
立
場
か
ら
の
圧
力
や
強
制
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

古
く
は
、
暴
れ
馬
事
件
に
お
い
て
御
者
を
使
っ
て
い
た
雇
主
の
例
（
24
）

が
思
い
出
さ
れ
る
。
暴
れ
馬
事
件
に
お
け
る
現
場
の
御
者
は
、

し
っ
ぽ
の
癖
の
悪
い
馬
を
替
え
て
ほ
し
い
と
雇
主
に
訴
え
て
い
た
が
、
雇
主
は
一
向
に
耳
を
貸
さ
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
御
者
が
勝
手
に

馬
を
替
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
致
し
方
な
く
業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
案
の
定
、
馬
が
御
者
の
手
綱
に
し
っ
ぽ
を
巻
き
つ
け
た
た

め
、
御
者
は
制
御
が
で
き
な
く
な
り
、
馬
車
が
暴
走
し
て
通
行
人
に
大
け
が
を
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
例
で
は
、
御
者
が
雇
主
に
事
故
が
心
配
さ
れ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
た
の
に
、
雇
主
は
言
う
こ
と
を
聴
か
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
御

者
が
そ
の
店
を
辞
め
れ
ば
家
族
を
路
頭
に
迷
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
し
ぶ
し
ぶ
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
こ

の
よ
う
な
立
場
の
御
者
を
被
告
人
と
す
る
こ
と
自
体
、
検
察
官
の
不
見
識
を
示
す
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
起
訴
そ
の
も
の
を
裁
判
官

が
無
効
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
25
）

た
め
、
裁
判
官
は
弁
護
人
の
見
解
を
受
け
容
れ
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
御

者
に
は
、
実
際
に
惹
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
行
為
以
外
の
適
法
な
行
為
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
を
控
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
裁
判
の
法
理
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
行
為
者
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
故
意
・
過
失
と
い

う
心
理
的
要
素
の
ほ
か
に
、
期
待
可
能
性
と
い
う
規
範
的
要
素
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
刑
法

学
説
に
お
け
る
規
範
的
責
任
論
（
26
）

は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
裁
判
が
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
期
待
可
能
性
理
論
を
わ
が
国
に
体
系
的
に
紹
介
し
た
佐
伯
千
仭
は
、「
生
々
と
し
た
人
間
味
豊
か
な
刑
法
理
論
」
と
し
て
そ
の
意
義

を
強
調
し
て
い
る
（
27
）

。
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

さ
て
、
暴
れ
馬
事
件
に
お
い
て
事
件
全
体
を
捉
え
る
と
き
、
は
た
し
て
誰
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
自
分
の
店
の
業
務

に
関
し
て
事
故
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
見
し
な
が
ら
、
雇
主
と
し
て
の
適
切
な
配
慮
を
せ
ず
に
放
置
し
て
い
た
雇
主
に
こ
そ
、
責

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
暴
れ
馬
事
件
で
雇
主
は
な
ん
ら
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
ず
に
終
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

な
お
、
わ
が
国
で
は
、
暴
れ
馬
事
件
と
似
た
も
の
と
し
て
、
第
五
柏
島
丸
事
件
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
瀬
戸
内
海
で
、
職
場
に
向
か
う
乗

客
を
多
数
乗
せ
た
船
舶
が
沈
没
し
た
事
例
で
あ
る
。
船
長
は
、
か
ね
が
ね
船
主
に
対
し
、
定
員
超
過
の
運
用
を
避
け
た
い
と
述
べ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
船
主
は
儲も
う

け
の
み
を
考
え
て
一
向
に
聴
い
て
く
れ
な
か
っ
た
。
実
際
の
運
行
に
お
い
て
、
取
締
の
警
官
は
出
航
時
刻
の
励

行
の
み
に
専
念
し
て
定
員
に
つ
い
て
は
寛
大
で
あ
っ
た
た
め
、
定
員
の
五
倍
余
の
人
を
満
載
し
て
出
航
し
、
途
中
、
後
方
か
ら
航
行
し
て

き
た
発
動
機
船
の
波
し
ぶ
き
を
避
け
よ
う
と
乗
客
が
片
側
に
殺
到
し
た
こ
と
か
ら
、
海
水
が
侵
入
し
、
船
は
沈
没
し
、
二
八
名
が
溺
死
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

船
長
の
み
が
業
務
上
過
失
往
来
危
険
罪
（
刑
法
一
二
九
条
二
項
）
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
、「
被
告
の

み
の
責
任
な
り
と
し
て
、
こ
れ
に
厳
罰
を
加
ふ
る
に
つ
い
て
は
大
い
に
考
慮
の
余
地
あ
り
」
と
し
て
、
罰
金
三
〇
〇
円
を
言
い
渡
し
た
の

で
あ
る
（
大
判
昭
八
・
一
一
・
二
一
刑
集
一
二
・
二
〇
七
二
）。
こ
の
判
例
は
、
船
長
の
行
為
に
つ
い
て
、
期
待
可
能
性
が
な
い
と
ま
で
は
認

め
て
い
な
い
が
、
そ
の
考
え
方
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
で
は
、
船
の
運
行
の
十
分
な
危
険
性
を

察
知
し
な
が
ら
、
金
儲
け
の
た
め
に
自
粛
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
船
主
に
こ
そ
、
被
告
人
以
外
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
も
、
船
主
は
結
果
の
発
生
を
予
見
し
な
が
ら
、
放
置
し
た
と
い
う
点
で
は
、
未
必
の
故
意
を
認
め
る
べ
き
事
例
と
も
い
え
る
。
そ
う

な
る
と
、
傷
害
致
死
罪
（
刑
法
二
〇
五
条
）
の
構
成
要
件
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
期
待
可
能
性
論
は
、
不
当
に
起
訴
さ
れ
た
弱
者
で
あ
る
御
者
を
権
力
か
ら
解
放
は
し
た
が
、
事
件
全
体
の
解
決
に
は
貢

献
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
刑
法
理
論
の
多
く
は
、
不
当
に
処
罰
さ
れ
そ
う
な
立
場
に
立
っ
た
者
を
救
済
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ

て
き
た
と
い
う
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
か
く
ど
こ
の
国
で
も
、
検
察
官
は
全
体
を

見
ず
に
現
場
の
者
を
起
訴
す
る
傾
向
が
あ
る
し
、
被
疑
者
の
言
い
分
を
聴
か
ず
、
個
別
事
例
の
特
殊
性
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
断
罪
し

よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
弁
護
す
る
側
は
、
個
別
事
案
を
具
さ
に
観
察
す
る
と
と
も
に
、
不
当
に
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
を
刑
事
司
法
の

網
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
刑
法
理
論
で
使
え
る
も
の
が
な
い
か
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

弁
護
人
の
立
場
か
ら
の
主
張
が
、
個
別
具
体
的
に
被
告
人
を
救
済
す
る
た
め
の
理
論
構
築
に
集
中
す
る
こ
と
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
現
場
の
行
為
者
が
処
罰
さ
れ
な
い
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
利
用
者
は
圧
力
や
強
制
す
る
面
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
利
用
者
を
処
罰
す
る
と
な
る
と
、
一
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
そ
も
そ
も
刑
事
責
任
論
は
、
人
間
社
会
に

お
け
る
犯
罪
を
契
機
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
規
制
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
も
、
適
正
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
（
28
）

が
、
人

間
の
幸
福
に
繫
が
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
高
い
視
点
に
立
っ
て
取
り
組
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
済
学
者
の
宇
沢
弘
文
は
、
病
院
や

学
校
は
、
人
間
が
よ
り
豊
か
に
生
き
る
た
め
に
構
築
し
て
き
た
社
会
的
共
通
資
本
で
あ
る
と
唱
え
て
い
た
（
29
）

が
、
そ
の
考
え
方
か
ら
す
れ

ば
、
法
律
制
度
や
そ
れ
を
運
用
す
る
法
理
論
そ
の
も
の
も
、
当
然
、
社
会
的
共
通
資
本
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
コ
ス
ト
コ
事
件
に
お
い
て
、
私
達
が
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

コ
ス
ト
コ
多
摩
境
店
を
建
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
か
ら
の
構
造
設
計
で
建
築
を
す
す
め
る
と
、
建
物
本
体
と
車
路
ス
ロ
ー
プ
の
両
方
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を
ブ
レ
ー
ス
付
き
ラ
ー
メ
ン
構
造
に
す
る
た
め
、
費
用
と
時
間
が
か
か
る
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン

の
倉
庫
店
開
発
部
長
の
道
前
は
、
高
木
建
築
士
に
対
し
て
「
ブ
レ
ー
ス
を
全
部
取
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
内
容
の
設
計
変
更
を
依
頼
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
自
ら
が
一
級
建
築
士
で
も
あ
り
、
コ
ス
ト
コ
の
幕
張
店
の
建
築
に
中
堅
建
設
会
社
の
社
員
と
し
て
関
わ
っ
た
こ
と
の
あ

る
道
前
は
、
ブ
レ
ー
ス
を
取
っ
て
純
ラ
ー
メ
ン
構
造
に
す
る
な
ら
、「
ロ
ボ
ッ
ト
で
溶
接
が
で
き
る
か
ら
工
期
が
早
く
な
る
」
と
い
う
、

も
っ
ぱ
ら
工
期
短
縮
と
経
費
圧
縮
を
狙
っ
て
、
構
造
設
計
を
途
中
か
ら
変
更
し
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。

高
木
と
道
前
の
関
係
で
捉
え
て
み
る
と
、
高
木
は
道
前
に
利
用
さ
れ
て
設
計
変
更
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
高
木
は
金
銭
で
道
前
に
縛
ら

れ
て
い
る
関
係
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
建
造
物
の
危
険
性
は
、
建
築
士
と
い
う
専
門
家
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
気
づ
い
て
い
る
は

ず
で
あ
る
か
ら
、
設
計
変
更
に
よ
る
危
険
の
本
体
は
道
前
が
引
き
受
け
る
の
が
筋
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
な
考
え
方

で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
、
高
木
が
刑
責
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
高
木
は
、
期
待
可
能
性
そ
の
も
の
の
主
張
や
そ

れ
に
類
し
た
主
張
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
高
木
は
、
構
造
設
計
変
更
の
業
務
を
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
ほ
ど

切
羽
詰
ま
っ
た
金
銭
状
況
な
い
し
人
的
環
境
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
暴
れ
馬
事
件
に
お
け
る
御
者
と
は
全
く
比
べ

も
の
に
な
ら
な
い
。
高
木
は
自
ら
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
、
建
築
士
と
し
て
負
う
べ
き
専
門
家
の
責
任
を
捨
て
た
と
言
わ
れ
て
も
、
抗
弁

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
百
歩
譲
っ
て
、「
お
か
し
な
図
面
」
の
ま
ま
建
築
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
建

築
現
場
に
行
っ
て
み
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
裁
判
所
が
、
設
計
士
の
注
意
義
務
の
期
限
を
平
成

一
四
年
一
月
二
二
日
頃
ま
で
で
よ
い
と
す
る
の
は
解
せ
な
い
。
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ウ　

過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
の
意
義
と
要
件

他
者
に
よ
る
過
失
犯
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
積
極
的
に
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
者
に
は
、
未
必
の
故
意
の
法
理
を
用
い
て
、

故
意
犯
の
刑
事
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
よ
う
な
「
過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
」
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
次
の
要
件
の
す
べ
て
が
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
他
者
に
命
令
、
強
制
、
無
理
や
り
依
頼
し
た
行
為
と
結
果
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

②
行
為
者
が
積
極
的
に
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
。

ａ　

命
令
す
る
（
現
場
の
行
為
者
の
注
意
や
依
頼
を
聴
か
な
い
場
合
も
含
ま
れ
る
）

ｂ　

押
し
つ
け
る

ｃ　

無
理
や
り
依
頼
す
る
（
弱
み
に
つ
け
込
ん
で
依
頼
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
）

ｄ　

本
来
や
る
べ
き
こ
と
を
や
ら
な
い

③
現
場
行
為
者
に
期
待
可
能
性
論
が
働
か
な
い
場
合
で
も
か
ま
わ
な
い
。

右
の
③
に
関
し
て
、
補
足
説
明
を
し
て
お
こ
う
。

川
岸
工
場
事
件
（
失
業
保
険
料
不
納
付
事
件
）
で
は
、
工
場
長
が
失
業
保
険
料
を
県
に
納
付
し
な
か
っ
た
こ
と
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
失
業
保
険
法
（
雇
用
保
険
法
の
前
身
）
の
罰
則
規
定
の
構
成
要
件
の
解
釈
と
し
て
、
支
払
う
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
納

付
し
な
か
っ
た
場
合
を
意
味
す
る
（
30
）

と
限
定
解
釈
を
し
て
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
（
最
判
昭
三
三
・
七
・
一
〇
刑
集
一
二
・
一
一
・

二
四
七
一
）。
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こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
構
成
要
件
の
レ
ベ
ル
で
結
着
を
つ
け
た
た
め
、
期
待
可
能
性
と
い
う
有
責
性
段
階
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
も

の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
川
岸
工
場
の
責
任
者
と
し
て
は
、
納
付
す
べ
き
金
額
を
東
芝
本
社
の
財
務
係
が
送
っ
て
こ
ず
、
し
か
も
、
工
場

長
に
は
独
自
に
銀
行
な
ど
か
ら
借
金
を
す
る
権
限
が
賦
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
金
策
に
窮
し
て
失
業
保
険
料
を
納
付
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
期
待
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
い
う
論
理
構
成
が
使
え
そ
う
な
場
合
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

思
う
に
、
最
高
裁
が
構
成
要
件
に
つ
い
て
限
定
解
釈
を
し
て
被
告
人
を
無
罪
に
す
る
手
法
は
、
可
罰
的
違
法
性
論
の
一
環
を
な
す
も
の
（
31
）

と
し
て
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
よ
り
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
実
践
（
32
）

と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
条
文
の
解
釈
に
つ
い

て
、
杓
子
定
規
を
排
し
て
、
具
体
的
妥
当
性
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
し
て
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
期
待
可
能
性
の

法
理
を
用
い
た
く
な
い
た
め
に
、
あ
え
て
構
成
要
件
レ
ベ
ル
の
問
題
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
残
念
と
い
う
し
か
な

い
。エ　

効
果

以
上
の
よ
う
な
要
件
が
す
べ
て
充
た
さ
れ
、
結
果
が
発
生
し
た
場
合
、
過
失
犯
を
招
い
た
故
意
犯
者
に
は
、
法
的
効
果
と
し
て
、
未
必

の
故
意
の
理
論
に
基
づ
い
て
、
故
意
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
未
必
の
故
意
と
は
、
行
為
の
時
点
で
、
自
己
の

行
為
か
ら
法
益
侵
害
の
結
果
の
発
生
す
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
結
果
が
惹
き
起
こ
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
て

行
為
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
ス
ト
コ
事
件
で
は
、
注
文
主
側
の
道
前
が
、
無
謀
な
設
計
変
更
を
高
木
に
依
頼
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
未

必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、
そ
の
点
で
、
本
件
に
関
し
て
い
え
ば
、
故
意
行
為
と
結
果
発
生
と
の
間
に
九
年
二
か
月
の
時
間
間
隔
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
本
件
の
建
築
設
計
・
施
工
上
の
過
失
と
地
震
に
よ
る
被
害
と
の
間
に
時
間
が
空
い
て
い
る
こ
と
に
基
因
す
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る
こ
と
で
あ
る
。

オ　

理
論
の
価
値
・
効
能

過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
の
法
理
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
価
値
あ
る
い
は
効
能
が
あ
る
と
い
え
る
。

第
一
に
、
過
失
犯
を
招
い
た
故
意
犯
者
が
、
理
論
上
、
き
ち
ん
と
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
場
の
行
為
者
に
つ
い
て
、

期
待
可
能
性
論
に
よ
っ
て
有
責
性
を
欠
く
と
の
処
理
を
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
期
待
可
能
性
論
が
実
務
上
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
現
場
行
為
者
の
み
が
過
失
犯
な
ど
で
問
擬
さ
れ
て
い
る

と
き
に
、
期
待
可
能
性
論
に
よ
っ
て
無
罪
を
導
く
と
、
重
大
な
結
果
が
発
生
し
て
い
る
の
に
誰
も
処
罰
さ
れ
な
い
で
幕
が
閉
じ
ら
れ
て
し

ま
う
と
い
う
、
理
不
尽
に
対
す
る
た
め
ら
い
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
大
本

の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
懸
念
は
払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
現
場
行
為
者
に
期
待
可
能
性
論
を
適

用
し
や
す
く
な
る
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
む
り
や
り
行
為
を
さ
せ
ら
れ
た
現
場
行
為
者
は
無
罪
と
な
り
、
む
り
や
り
行
為
を
さ
せ
、

法
益
侵
害
の
結
果
を
招
い
た
者
は
、
全
体
的
考
察
に
よ
っ
て
故
意
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
公
平
性
を
保
持
し
た
落
ち
つ
い

た
結
論
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
（
33
）

。

第
二
に
、
過
失
犯
を
招
い
た
故
意
犯
の
法
理
が
用
い
ら
れ
れ
ば
、
現
場
責
任
主
義
と
い
う
悪
弊
を
超
克
す
る
契
機
と
な
る
と
期
待
さ
れ

る
。現

場
の
行
為
者
や
中
間
管
理
職
が
処
罰
さ
れ
、
上
の
者
は
処
罰
を
免
れ
て
き
た
と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
は
、
日
本

の
近
代
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
部
分
（
34
）

に
対
す
る
挑
戦
と
い
え
る
。
こ
の
課
題
は
、
国
民
の
法
意
識
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、「
世
間
」
を

相
手
ど
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
易
々
と
取
り
組
む
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
た
上
で
、
高
い
視
点
に
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立
っ
て
、
法
理
を
構
築
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

第
三
に
、
過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
の
法
理
を
用
い
れ
ば
、
福
島
原
発
事
故
に
関
し
て
、
東
京
電
力
の
社
長
や
原
子
力
開
発
部
長
に
対
し

故
意
犯
と
し
て
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

東
京
電
力
の
社
内
に
お
い
て
さ
え
、
福
島
原
発
が
一
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
津
波
に
襲
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
原
子

力
開
発
部
長
を
通
し
て
社
長
が
認
識
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
法
益
侵
害
の
惹
起
を
防
ぐ
注
意
義
務
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

結
果
発
生
を
回
避
す
る
措
置
が
と
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
結
果
が
発
生
す
れ
ば
、
過
失
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
増
し
て
、

回
避
措
置
を
と
ら
な
い
口
実
を
用
意
す
る
た
め
に
、
土
木
学
会
を
利
用
し
て
、
予
想
さ
れ
る
津
波
の
高
さ
を
五
・
七
メ
ー
ト
ル
に
低
め
て
、

一
種
の
ア
リ
バ
イ
を
用
意
し
、
結
局
何
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
結
果
が
発
生
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
未
必
の
故
意
に
あ
た
る
と
評
価

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
構
成
要
件
は
殺
人
罪
（
刑
法
一
九
九
条
）
で
あ
る
。

カ　

予
想
さ
れ
る
批
判

過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
の
法
理
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。

ａ　

過
失
犯
を
招
く
こ
と
が
予
見
さ
れ
た
以
上
、
そ
れ
を
招
い
た
者
も
過
失
犯
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
、
間
接
正
犯
の
法
理
を
忘
れ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
注

意
深
く
な
い
看
護
師
を
利
用
し
て
、
致
死
性
の
毒
を
患
者
に
注
射
さ
せ
て
死
亡
さ
せ
た
医
師
は
、
間
接
正
犯
の
法
理
に
よ
っ
て
故
意
犯
の

殺
人
罪
に
な
る
の
で
あ
る
。

ｂ　

仮
に
故
意
行
為
を
認
め
る
場
合
で
も
、
故
意
行
為
と
結
果
発
生
と
の
間
に
長
い
時
間
の
経
過
が
あ
る
場
合
に
問
題
は
な
い
か
。

こ
の
点
は
、
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
時
間
的
離
隔
犯
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。七

九



キ　

他
の
法
理
と
の
類
似
性

共
謀
共
同
正
犯
に
お
い
て
、
お
互
い
に
他
者
の
行
為
を
利
用
し
て
自
己
の
犯
罪
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
点
に
つ
い
て
、
間
接
正
犯
と
類

似
の
も
の
と
捉
え
る
見
方
が
あ
る
。
共
謀
者
の
う
ち
、
誰
か
が
実
行
行
為
を
し
て
い
る
と
き
、
一
部
の
者
は
何
も
し
て
い
な
く
て
も
、
他

者
の
行
為
を
通
し
て
犯
罪
を
実
現
し
て
い
る
と
の
構
成
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
銀
行
強
盗
を
周
到
に
計
画
し
た
者
は
、
実
行
行
為
者
が
銀

行
内
で
支
店
長
を
ピ
ス
ト
ル
で
脅
し
て
い
る
と
き
、
ゴ
ル
フ
場
で
ク
ラ
ブ
を
ス
イ
ン
グ
し
て
い
て
も
、
一
項
強
盗
罪
と
建
造
物
侵
入
罪
の

共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
の
法
理
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
犯
を
招
く

故
意
犯
の
法
理
で
は
、
他
者
の
過
失
行
為
を
利
用
し
て
結
果
の
発
生
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
の
故
意
犯
を
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
法
理
が
共
謀
共
同
正
犯
と
異
な
る
の
は
、
犯
罪
実
現
の
共
謀
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
強
い
立
場
の
利
用

者
が
、
弱
い
立
場
の
者
に
よ
っ
て
過
失
犯
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
を
予
見
し
な
が
ら
、
そ
う
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
て
、
無
理
や
り

依
頼
し
た
り
、
命
令
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

埋
も
れ
て
い
た
課
題

高
木
設
計
士
の
所
に
は
、
惨
劇
が
起
き
た
二
〇
一
一
年
の
四
月
後
半
に
、
被
害
者
の
遺
族
が
訪
ね
て
き
て
、「
ス
ロ
ー
プ
が
崩
落
し
た

本
当
の
理
由
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
、
涙
を
流
し
な
が
ら
尋
ね
た
そ
う
で
あ
る
（
35
）

。
遺
族
に
よ
る
糾
問
は
、
刑
事
司
法
の
現い

在ま

に
対
し
て
向

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

本
稿
で
は
、
コ
ス
ト
コ
事
件
に
お
い
て
、
実
際
の
刑
事
司
法
の
取
り
組
み
が
刑
事
責
任
の
本
来
か
ら
ず
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
結
果
、
ま
ず
、
過
失
犯
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
、
高
木
以
外
の
関
係
者
に
も
過
失
犯
の
成
立
が
見
受
け
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
私
は
、
過
失
犯
と
い
う
試
薬
だ
け
で
は
分
析
で
き
な
い
成
分
が
あ
る
と
思
い
、
結
果
惹
起
は
誰
の
し
わ
ざ
か
と
、
事
件

全
体
を
眺
め
て
み
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
過
失
犯
の
後
ろ
に
故
意
犯
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
を
、

「
過
失
犯
を
招
く
故
意
犯
」
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
て
み
た
の
で
あ
る
。
本
稿
の
後
半
部
分
は
、
そ
の
序
論
的
考
察
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
も
気
づ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
た
な
視
点
を
得
る
と
、
他
の
事
件
に
も
同
種
の
課
題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
思
う
。
二
度
と
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
と
い
う
思
い
か
ら
福
島
原
発
に
つ
い
て
声
を
挙
げ
て
き
た
者
（
36
）

と
し
て
、
過
失
犯
を

招
く
故
意
犯
の
問
題
を
刑
法
理
論
と
し
て
磨
き
上
げ
て
ゆ
く
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
建
築
設
計
・
施
工
と
い
う
業
務
内
容
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
刑
法
に
お
け
る
専
門
家
責
任
（
37
）

と

い
う
視
座
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
刑
事
司
法
全
体
を
眺
め
た
と
き
、
も
う
一
つ
、
要
検
討
事
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
文
中
で
も
取
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
検
察
官
が
起
訴
す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
件
の
本
体
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
構
造
設
計
を
途
中

か
ら
変
更
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
た
点
に
着
目
し
て
、
変
更
設
計
を
し
た
高
木
設
計
士
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
の
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
な
ぜ
、
そ
の
高
木
に
む
り
や
り
短
時
間
の
設
計
を
さ
せ
た
発
注
者
・
道
前
に
目
を
向
け
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
の
背
景
に
は
、
わ
が
国
の
検
察
官
が
い
か
な
る
力
に
押
さ
れ
て
歪
ん
だ
起
訴
を
し
て
い
る
の
か
（
38
）

、
と
い
う
根
本
問
題
が
あ
る

と
考
え
る
。
検
察
官
の
起
訴
は
、
被
告
人
に
公
平
な
裁
判
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
、
刑
法
理
論
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
用
意
し
た
ら

よ
い
か
に
関
わ
る
（
期
待
可
能
性
論
は
そ
の
一
つ
）
だ
け
に
、
今
後
と
も
取
り
組
ん
で
み
た
い
。
人
間
は
、「
他
人
に
頼
る
こ
と
な
し
に
は
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生
き
て
い
け
な
い
（
39
）

」
だ
け
に
、
相
互
関
係
を
律
す
る
ル
ー
ル
を
い
か
に
組
み
立
て
て
い
く
か
は
、
法
理
論
に
課
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ

る
こ
と
を
、
も
う
一
度
嚙
み
締
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
。

（
1
） 

寺
田
寅
彦
『
寺
田
寅
彦
全
集
第
七
巻
』（
平
成
九
年
・
岩
波
書
店
）
三
〇
二
頁
。

（
2
） 

寺
田
・
前
掲
注（
1
）三
〇
二
頁
。

（
3
） 

寺
田
・
前
掲
注（
1
）三
五
〇
頁
。
こ
の
文
は
、「
災
難
雑
考
」
の
題
で
、
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

岩
淵
悦
太
郎
編
著
『
第
三
版　

悪
文
』（
昭
和
五
四
年
・
日
本
評
論
社
）
七
五
頁
。
な
お
、
こ
の
記
述
は
第
一
版
（
昭
和
三
五
年
）
か
ら
存
在

す
る
。

（
5
） 

司
法
支
援
建
築
会
議
は
、
日
本
建
築
学
会
が
、
建
築
関
係
訴
訟
に
関
し
て
、
厳
正
中
立
的
立
場
か
ら
裁
判
所
に
対
す
る
支
援
を
行
う
な
ど
の
目

的
で
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
6
） 

構
造
設
計
一
級
建
築
士
・
益
子
拡
。

（
7
） 

日
経
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
一
一
〇
五
号
（
平
成
二
九
年
・
日
経
Ｂ
Ｐ
社
）
四
九
頁
。

（
8
） 

高
木
は
、
面
識
の
な
い
建
築
士
が
設
計
し
た
図
面
を
「
引
っ
繰
り
返
す
の
は
嫌
だ
」
と
道
前
の
依
頼
を
三
回
ほ
ど
断
っ
た
が
、
関
係
者
が
事
務

所
に
や
っ
て
き
て
無
理
や
り
図
面
を
置
い
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
注（
7
）五
〇
頁
）。

（
9
） 

東
京
地
裁
立
川
支
部
平
成
二
八
年
二
月
八
日
判
決L

E
X
/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
文
献
番
号
2
5
5
4
7

4
2
。

（
10
） 

東
京
高
裁
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
三
日
判
決L

E
X
/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
文
献
番
号
2
5
5
4
6
9
9
。

（
11
） 

こ
の
点
に
関
す
る
反
対
意
見
を
示
す
も
の
と
し
て
、
福
田
晴
政
「
コ
ス
ト
コ
事
故
で
逆
転
無
罪　

構
造
計
算
書
な
ど
示
せ
ば
十
分
か
」
日
経

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
一
〇
八
四
号
（
平
成
二
八
年
・
日
経
Ｂ
Ｐ
社
）
八
八
頁
。

（
12
） 

犯
罪
白
書
の
認
知
件
数
を
見
る
と
、
刑
法
犯
と
自
動
車
運
転
死
傷
処
罰
法
違
反
を
合
わ
せ
た
数
一
四
七
万
八
五
七
〇
件
の
う
ち
、
交
通
事
故
に

八
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

あ
た
る
後
者
の
割
合
は
、
約
三
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
な
お
、
検
挙
人
員
で
は
、
約
六
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
（
平
成
二
九
年
版
『
犯

罪
白
書
』）。

（
13
） 
毎
日
新
聞
平
成
二
九
年
一
二
月
一
四
日
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
た
「
伊
方
原
発
運
転
差
し
止
め
広
島
高
裁
決
定
（
要
旨
）」。

（
14
） 
井
戸
謙
一
「
岐
路
に
立
つ
裁
判
官
（
11
）　

独
立
し
た
司
法
が
原
発
訴
訟
と
向
き
合
う
②　

裁
判
官
は
課
題
を
抱
え
て
い
る
が
な
お
期
待
に
値

す
る
存
在
で
あ
る
」
判
時
二
三
五
二
号
（
平
成
三
〇
年
）
一
一
九
頁
。

（
15
） 

結
果
回
避
措
置
が
本
来
的
に
予
見
可
能
性
と
は
独
立
で
あ
り
、
む
し
ろ
回
避
措
置
に
重
心
を
移
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、

船
山
泰
範
「
過
失
犯
に
お
け
る
回
避
措
置
重
心
説
」『
川
端
博
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
〔
上
巻
〕』（
平
成
二
六
年
・
成
文
堂
）
四
一
一
頁
。

（
16
） 

検
察
審
査
会
法
二
条
二
項
。

（
17
） 

死
亡
し
た
夫
婦
の
う
ち
、
夫
は
、
約
二
五
時
間
の
救
助
作
業
の
末
に
意
識
の
あ
る
状
態
で
救
出
さ
れ
、
両
大
腿
切
断
の
手
術
を
受
け
る
な
ど
し

た
も
の
の
、
治
療
の
甲
斐
な
く
救
出
の
二
四
時
間
後
に
死
亡
し
て
い
る
。
ま
た
、
傷
害
を
負
っ
た
六
名
に
つ
い
て
は
、
肉
体
的
苦
痛
の
ほ
か
、
精
神

的
苦
痛
も
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
が
、
判
決
文
か
ら
読
み
と
れ
る
。

（
18
） 

高
木
は
、
前
掲
注（
7
）の
中
で
、「
設
計
を
変
更
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
施
工
現
場
で
も
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
五
〇

頁
）、
見
落
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
19
） 

本
件
に
関
わ
る
民
事
訴
訟
で
は
、
保
険
会
社
が
保
険
金
な
ど
の
求
償
権
に
基
づ
き
代
位
求
償
を
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
大
林
組
に
対
し
、
本

体
と
ス
ロ
ー
プ
の
連
結
部
に
つ
い
て
「
不
適
切
な
施
工
を
し
た
過
失
が
あ
る
」
と
主
張
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
前
掲
注（
7
）四
二
頁
）。

（
20
） 

平
成
二
七
年
に
明
る
み
に
な
っ
た
横
浜
市
都
筑
区
の
マ
ン
シ
ョ
ン
傾
斜
事
件
で
は
、
杭く

い

打
ち
工
事
を
担
当
し
た
二
次
下
請
け
の
旭
化
成
建
材
の

施
工
に
お
い
て
、
杭
八
本
が
強
固
な
地
盤
に
届
か
な
い
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
杭
打
ち
を
担
当
し
た
社
員
は
、
施
工
報
告
書
に
別
の

杭
の
デ
ー
タ
の
転
用
や
加
筆
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
朝
日
新
聞
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
六
日
）。
こ
の
場
合
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
は
、
旭
化
成

建
材
の
社
員
は
も
ち
ろ
ん
、
元
請
け
の
三
井
住
友
建
設
に
も
監
督
責
任
が
考
え
ら
れ
る
。

（
21
） 

平
成
一
七
年
一
一
月
に
、
一
級
建
築
士
の
姉
歯
秀
次
が
必
要
な
耐
震
強
度
を
守
ら
ず
に
構
造
計
算
書
を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
マ
ン
シ
ョ

ン
・
ホ
テ
ル
が
建
設
さ
れ
た
た
め
、
震
度
五
強
の
地
震
で
倒
壊
す
る
可
能
性
が
確
認
さ
れ
た
（
東
京
新
聞
平
成
一
七
年
一
一
月
一
八
日
）。
姉
歯
は
、
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施
工
業
者
の
木
村
建
設
か
ら
、
鉄
筋
量
を
四
割
減
ら
す
よ
う
圧
力
を
受
け
た
と
動
機
を
述
べ
て
い
る
。
国
土
交
通
省
は
、
偽
装
は
九
八
件
あ
っ
た
と

報
告
し
て
い
る
（
産
経
新
聞
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
）。
な
お
、
偽
装
事
件
が
揺
さ
ぶ
っ
た
の
は
、
建
築
生
産
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
だ
っ
た
と
い

う
観
点
か
ら
、
姉
歯
物
件
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
細
野
透
『
耐
震
偽
装　

な
ぜ
、
誰
も
見
抜
け
な
か
っ
た
の
か
』

（
平
成
一
八
年
・
日
本
経
済
新
聞
社
）
が
あ
る
。

（
22
） 

構
造
計
算
適
合
性
判
定
は
、
確
認
検
査
機
関
（
市
）
の
チ
ェ
ッ
ク
と
は
別
に
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
て
建
築
物
の
構
造
計
算
が
適
正

で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行
う
こ
と
で
、
二
重
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
の
で
あ
る
。

（
23
） 

一
例
と
し
て
明
石
花
火
大
会
の
歩
道
橋
事
故
に
お
け
る
刑
事
司
法
上
の
処
理
が
あ
る
。
こ
の
事
故
は
、
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
七
月
二
六

日
、
兵
庫
県
明
石
市
の
朝
霧
歩
道
橋
で
花
火
大
会
の
参
加
者
が
雑
踏
の
中
で
転
倒
す
る
な
ど
し
て
、
一
一
人
が
死
亡
し
、
一
八
三
人
が
傷
害
を
負
う

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
神
戸
地
検
は
、
警
察
署
の
現
地
指
揮
官
と
開
催
し
た
市
の
幹
部
を
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
し
な
が
ら
、
所
轄
警
察

本
部
で
指
揮
・
監
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
所
轄
警
察
署
の
署
長
・
副
署
長
に
つ
い
て
は
不
起
訴
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
副
署
長
（
署
長
は
す
で
に

死
亡
）
は
、
神
戸
検
察
審
査
会
に
よ
る
二
度
の
「
起
訴
相
当
」
議
決
に
よ
り
、
指
定
弁
護
士
に
よ
り
強
制
起
訴
さ
れ
た
が
、
第
一
審
で
は
、
過
失
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
神
戸
地
判
平
成
二
五
年
二
月
二
〇
日
判
例
集
未
登
載
）。

（
24
） 

ド
イ
ツ
で
起
き
た
事
件
で
あ
り
、
一
八
九
七
年
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） 

わ
が
国
の
現
状
に
即
し
て
い
え
ば
、
不
当
な
起
訴
に
つ
い
て
は
、
不
当
な
不
起
訴
に
対
し
て
準
起
訴
手
続
（
付
審
判
請
求
）・
検
察
審
査
会
制

度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
と
異
な
り
、
制
度
的
保
障
が
な
く
、
適
用
幅
の
限
定
さ
れ
た
公
訴
権
濫
用
論
（
最
決
昭
五
五
年
一
二
月
一
七
日
刑
集
三
四

巻
七
号
六
一
二
頁
）
に
よ
る
対
応
が
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
26
） 

規
範
的
責
任
論
は
、「
行
為
者
が
そ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
そ
の
行
為
を
し
た
の
は
無
理
も
な
い
こ
と
だ
と
い
う
と
き
」、「
非
難
を
加
え
る
こ
と

が
で
き
」
な
い
と
す
る
理
論
で
あ
る
（
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
・
第
三
版
』
平
成
二
年
・
創
文
社
・
二
六
四
頁
）。

（
27
） 

佐
伯
千
仭
『
刑
法
に
お
け
る
期
待
可
能
性
の
思
想
』（
昭
和
二
二
年
・
有
斐
閣
）
は
し
が
き
一
頁
。

（
28
） 

田
宮
裕
は
、「
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
適
正
手
続
き
は
、
そ
れ
が
文
明
的
基
準
を
維
持
す
る
た
め
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
だ
と
す
る

（
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
平
成
八
年
・
有
斐
閣
・
四
頁
）。
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

（
29
） 

宇
沢
弘
文
は
、「
社
会
的
共
通
資
本
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
医
療
を
例
と
し
て
、「
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
使
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
人
間
的

な
立
場
か
ら
そ
の
営
み
を
守
る
た
め
に
協
力
」
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
宇
沢
弘
文
『
人
間
の
経
済
』
平
成
二
九
年
・
新
潮
新
書
・
七
五
頁
）。

（
30
） 
判
決
文
を
引
用
す
る
と
、
失
業
保
険
法
五
三
条
二
号
に
「
被
保
険
者
の
賃
金
か
ら
控
除
し
た
保
険
料
を
そ
の
納
付
期
日
に
納
付
し
な
か
っ
た
場

合
」
に
つ
い
て
、「
事
業
主
に
お
い
て
、
右
代
理
人
等
が
納
付
期
日
に
保
険
料
を
現
実
に
納
付
し
う
る
状
態
に
置
い
た
に
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
そ
の

納
付
期
日
に
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
を
い
う
も
の
と
解
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
31
） 

可
罰
的
違
法
性
の
判
断
基
準
に
関
し
て
、
被
害
惹
起
行
為
に
つ
い
て
、「
若
干
の
逸
脱
性
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
逸
脱
性
の
度
合
が
低
い
と
き
は
、

法
益
侵
害
の
軽
微
性
と
あ
い
ま
っ
て
、
可
罰
的
違
法
性
の
否
定
に
結
び
つ
く
」
と
さ
れ
る
（
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
昭
和
五
〇
年
・
弘
文

堂
・
一
二
一
頁
）。

（
32
） 

団
藤
重
光
『
法
学
の
基
礎
〔
第
2
版
〕』（
平
成
一
九
年
・
有
斐
閣
）
一
六
八
頁
。

（
33
） 

こ
の
よ
う
な
筆
者
の
考
え
方
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
科
学
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ

れ
た
捉
え
方
で
あ
る
（
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
著
、
中
山
茂
訳
『
科
学
革
命
の
構
造
』
昭
和
四
六
年
・
み
す
ず
書
房
）。
私
は
、
行
き
詰
ま
っ
た
法
律

学
に
も
必
要
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。

（
34
） 

阿
部
謹
也
『
日
本
人
の
歴
史
意
識
』（
平
成
一
六
年
・
岩
波
新
書
）
が
掲
げ
る
「
世
間
」
の
行
動
の
原
理
の
一
つ
は
、「
長
幼
の
序
」
で
あ
る

（
七
頁
）。

（
35
） 

前
掲
注（
7
）四
九
頁
。

（
36
） 

古
川
元
晴
・
船
山
泰
範
『
福
島
原
発
・
裁
か
れ
な
い
で
い
い
の
か
』（
平
成
二
七
年
・
朝
日
新
書
）。

な
お
、
原
発
に
対
し
て
ど
う
取
り
組
む
か
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
フ
ァ
ン
・
デ
グ
ォ
ン
著
、

清
水
由
起
子
訳
『
新
版　

野
草
の
手
紙
』（
平
成
二
八
年
・
自
然
食
通
信
社
）
が
あ
る
。

（
37
） 

そ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
船
山
泰
範
「
柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
」
日
本
法
学
八
四
巻
四
号
三
七
五
頁
。
前
掲
注（
6
）の

益
子
は
、
建
築
物
の
設
計
・
施
工
の
不
備
が
「
時
に
は
生
命
を
脅
か
」
し
か
ね
な
い
こ
と
を
建
築
士
が
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
本
稿
発
表
の
前

提
と
な
る
研
究
会
で
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
研
究
会
で
は
、
建
築
設
計
事
務
所
会
長
・
西
倉
努
氏
か
ら
建
築
設
計
に
関
す
る
総
論
的
な
御
指
導

八
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を
受
け
た
。

（
38
） 

デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
著
、
平
山
真
理
子
訳
「
日
本
の
『
蜘
蛛
の
巣
』
司
法
と
検
察
の
活
動
」
後
藤
昭
責
任
編
集
『
刑
事
司
法
を
担
う

人
々
』（
平
成
二
九
年
・
岩
波
書
店
）
は
、
日
本
に
お
い
て
は
「
上
向
き
の
訴
追
は
弱
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
九
頁
以
下
）。

（
39
） 
フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
著
、
柴
田
裕
之
訳
『
共
感
の
時
代
へ　

動
物
行
動
学
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
』（
平
成
二
二
年
・
紀
伊
國
屋
書

店
）
三
七
頁
は
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
人
間
は
、「
集
団
生
活
を
す
る
相
互
依
存
度
の
高
い
霊
長
類
の
、
長
い
長
い
系
統
の
末
端
に
い
る
」
か
ら

だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
助
け
合
う
と
い
う
「
こ
の
現
実
こ
そ
、
人
間
社
会
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
議
論
の
出
発
点
と
す
べ
き
」
と
指
摘
し
て
い

る
。

＊　

本
稿
脱
稿
後
、
海
渡
雄
一
「
岐
路
に
立
つ
裁
判
官
（
12
）　

独
立
し
た
司
法
が
原
発
訴
訟
と
向
き
合
う
③
│
伊
方
原
発
最
高
裁
判
決
の
再
評
価　

福
島
原
発
事
故
を
繰
り
返
さ
ぬ
た
め
の
裁
判
規
範
を
求
め
て
│
」
判
時
二
三
五
四
号
（
平
成
三
〇
年
）
一
二
〇
頁
に
接
し
た
。
十
分
読
み
込
ん
で
引

用
す
べ
き
論
稿
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
が
、「
多
く
の
国
民
の
世
論
が
脱
原
発
を
求
め
て
い
る
今
日
」、
裁
判
所
は
、

市
民
が
「
勇
気
あ
る
裁
判
所
を
必
ず
支
え
る
こ
と
を
信
頼
し
て
良
心
を
貫
い
て
欲
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
（
一
三
三
頁
）
を
紹
介
す
る
に
と
ど

め
る
。
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建
築
設
計
・
施
工
に
お
け
る
刑
事
責
任
（
船
山
）

コストコ事件年表

2001（平成13）年 12月13日 建築確認申請を町田市に出す。

12月15日頃 倉庫店開発部長（道前）が、設計変更の
ための構造設計業務を依頼。
高木直喜は、矩計図につき、接合部
の床スラブが切れており、おかしな
図面だと考えた。

2002（平成14）年 1月 8日 町田市が確認済証を交付。

1月 9日 倉庫店開発部長は、高木、ケイパート
ナーズアーキテクツ社の代表取締役、
都市構造計画の代表取締役らを集めて、
構造変更についての打合せを行った。

1月25日 町田市への計画変更確認申請。

2月 5日 地鎮祭

8月 9日 竣工

9月 7日 開店

2011（平成23）年 3月11日 東北地方太平洋沖地震が発生し、車路
スロープが崩落し、 2名が死亡、 6名
が重傷。

2013（平成25）年 3月 8日 警察は、一級建築士 4人を、業務上過
失致死傷で書類送検。

①ケイパートナーズアーキテクツ社
の代表、②同設計部長、③都市構造
計画の代表、④高木直喜

12月27日 高木のみ在宅起訴。他の 3人は不起訴。
2016（平成28）年 2月 8日 東京地裁立川支部は、高木に、禁錮 8

月、執行猶予 2年を言い渡す。

2月17日 高木は、東京高等裁判所に控訴。

10月13日 東京高裁は、高木に無罪を言い渡す。

10月27日 上告断念、判決確定。

2017（平成29）年 7月19日 一度不起訴にした建築士 3人が再び不
起訴。
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コストコ事件関係者

▲書類送検された
■起訴された

【発注者】

コストコホールセールジャパン

コストコ倉庫店開発部長
道前

構造設計の変更依頼

高木建築事務所

▲■　高木直喜

建築確認

町田市
建築主事

変更後の構造設計

米国の商業施設系
設計事務所

下請けに出す

【意匠設計】【工事監理】

ケイパートナーズ
アーキテクツ

▲　代表取締役
▲　設計部長
　　窓口役

【当初の構造設計】

　都市構造計画
▲代表取締役

【施工業者】

大林組
担当者

下請けに出す

下請け業者

＊ 　この図は、日経アーキテクチュア 1084 号（平成 28 年・日経BP社）89 頁
の図を参考に作成した。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
＊

│
税
務
専
門
職
・
納
税
者
の
共
謀
罪
リ
ス
ク
分
析

│石　
　

村　
　

耕　
　

治

《
内
容
目
次
》

◆
は
じ
め
に

Ⅰ　

わ
が
国
で
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
と
租
税
犯
罪

1　

わ
が
国
で
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在　

⑴　

一
般
的
共
謀
罪
の
構
造

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
の
適
用
事
例
分
析

①
強
盗
罪
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

②
納
税
者
に
よ
る
税
逃
れ
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

八
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③
税
務
専
門
職
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

④
民
間
の
税
務
支
援
団
体
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

⑶　

共
謀
罪
の
捜
査
と
租
税
犯
罪
の
捜
査

⑷　

実
行
準
備
行
為
要
件
と
は

2　

租
税
犯
罪
類
型
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在

⑴　

各
種
の
租
税
犯
罪
と
罰
則

⑵　

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪

3　

国
税
犯
則
調
査
の
通
則
法
へ
の
編
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

⑴　

調
査
の
担
当
部
局

⑵　

犯
則
事
件
の
調
査
後
の
処
理

①
直
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
ケ
ー
ス

②
間
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
ケ
ー
ス

⑶　

租
税
犯
則
調
査
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

4　

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
証
拠
収
集
手
続
の
導
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

⑴　

国
通
法
上
の
あ
ら
た
な
電
子
デ
ー
タ
収
集
手
続
の
概
要

⑵　

電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
権
限
の
強
化
策
の
概
要

Ⅱ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
租
税
犯
罪

1　

民
事
制
裁
と
刑
事
制
裁

⑴　

租
税
刑
事
制
裁
手
続
の
特
質

⑵　

連
邦
租
税
犯
罪
と
共
謀
罪

2　

主
な
連
邦
租
税
犯
、
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
の
概
要
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

3　

連
邦
の
個
別
共
謀
罪
の
概
要

4　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革
と
成
立
要
件

⑴　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革

⑵　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
成
立
要
件
と
は

Ⅲ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
税
務
専
門
職

1　

犯
罪
条
項
、
詐
欺
条
項
と
は

⑴　

連
邦
司
法
手
続
の
要
点

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型
と
は

2　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
の
拡
大
適
用
・
拡
大
解
釈

3　

詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
濫
用
へ
の
警
鐘

4　

租
税
犯
罪
と
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
展
開

⑴　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
掲
げ
る
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
八
パ
タ
ー
ン
」
と
は

⑵　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
」
と
は

5　

綻
び
を
見
せ
る
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準

⑴　

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決

⑵　

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決

6　

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
へ
の
相
互
依
存
を
深
め
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
、
連
邦
検
察

7　

租
税
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
再
論

⑴　

ピ
ン
カ
ー
ト
ン
罪
責
原
則

⑵　

合
意
の
存
在

⑶　

双
方
の
共
謀
罪
の
適
用
の
可
否
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⑷　

共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
と
租
税
実
体
犯
罪
上
の
「
故
意
」
の
立
証

⑸　

共
謀
罪
適
用
に
お
け
る
客
観
的
要
件
の
「
準
備
行
為
」
と
は

⑹　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
拡
大
適
用

◆
む
す
び

◆
は
じ
め
に

「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、
現
行
の
組
織
犯
罪
処
罰
法

（
1
）

に
新
た
な
「
六
条
の
二
」〔
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪

集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕
の
規
定
を
設
け
る
形
で
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
に
成
立
、
七
月
一
一
日

に
施
行
さ
れ
た
。

共
謀
罪
と
は
「
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
を
行
お
う
と
話
し
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
犯
罪
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
言
で
い
う
と
、
共
謀
罪
は
、「
実
際
に
罪
を
犯
さ
な
く
て
も
、
計
画
を
行
っ
た
段
階
で
罪
に
問
え
る
（Just trying is enough （

2
））。

「
共
謀
罪
（conspiracy charges

）」
は
、
学
問
的
に
は
、
大
き
く
①
特
定
の
実
体
犯
罪
（specifi c substantive off ence

）
に
か
か
る
「
個

別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
（specifi c conspiracy charges

）」
と
、
②
特
定
の
実
体
犯
罪
に
か
か
る
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
の
有
無
と

は
無
関
係
に
共
謀
一
般
に
包
括
的
に
適
用
あ
る
「
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）」
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
3
）

。

今
般
、
わ
が
国
で
組
織
犯
罪
処
罰
法
を
改
正
し
て
導
入
し
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
②
「
一
般
的
共
謀
罪
」
に
あ
た
る
と
解

さ
れ
る
。
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
二
人
以
上
の
団
体
を
対
象
に
、
組
織
犯
罪
処
罰
法

六
条
の
二
別
表
第
三
に
列
挙
・
特
掲
さ
れ
た
実
体
犯
罪
に
対
し
て
適
用
に
な
る

（
4
）

。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
立
法
段
階
で
は
、
政
府
・
与
党
の
側
か
ら
、
処
罰
の
対
象
を
「
テ
ロ
等
」
特
殊
な
犯
罪
に
限
定
し
て
適

用
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
人
の
日
常
生
活
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
か
の
よ
う
な
答
弁
が
行
わ
れ
た
り
も
し
た
。
し
か
し
、
一
般
人
の

日
常
生
活
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
わ
け
は
な
い
。
ま
さ
に
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
「
等
」
の
範
囲
が
問
題
で
あ
り
、
法
別
表
に
対
象

犯
罪
を
追
加
す
れ
ば
、
後
で
い
く
ら
で
も
共
謀
罪
を
適
用
す
る
犯
罪
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
的
共
謀
罪
の
制
定
は
、
こ
れ
ま
で
犯
罪
の
共
謀
を
処
罰
す
る
個
別
・
独
立
罪
的
な
規
定
を
有
し
て
い
な
い
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯

罪
／specifi c substantive tax off ence

）
の
分
野
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
妻
と
夫
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
理
士
な
ど
と
の
間
で
、
一
〇
年
以
下

の
自
由
刑
の
対
象
と
な
る
租
税
ほ
脱
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
・
三
項
、
同
二
三
九
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消
費
税
法
六
四
条
一

項
・
四
項
な
ど
）
に
つ
い
て
の
話
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の
実
行
が
な
い
場
合
に
は
、
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
今
般
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
新
設
に
よ
り
、
租
税
実
体
犯
罪
の
計
画
・
準
備
行
為
も
広
く
処
罰
で
き
る

可
能
性
が
出
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
国
税
通
則
法
（
以
下
「
国
通
法
」
と
も
い
う
。）
に
基
づ
く
租
税
行
政
庁
（
以
下
「
課
税
庁
」
と
い
う
。）

に
よ
る
租
税
犯
則
調
査
（
国
通
法
一
三
一
条
以
下
）
の
結
果
、
重
加
算
税
の
賦
課
処
分
で
終
わ
る
場
合
、
ま
た
は
告
発
さ
れ
裁
判
で
自
由
刑

で
は
な
く
罰
金
の
み
が
科
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
司
法
警
察
・
検
察
は
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
基
づ
く
捜
査
を
行
う
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
租
税
ほ
脱
計
画
を
話
し
合
っ
た
妻
と
夫
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
理
士

な
ど
が
共
謀
罪
で
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、「
租
税
犯
罪
」（
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
）
と
「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
と
は
、
別
個
の
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
理
論
的
に
は
、「
租
税
犯
罪
」
は
成
立
し
な
く
と
も
「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
成
立
す
る
、
あ
る
い
は
双
方
が
成
立
す
る
、

九
三



こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
連
邦
法
お
よ
び
諸
州
の
制
定
法
の
な
か
に
、
民
事
共
謀
罪
（civil conspiracy

）
と
刑
事
共
謀
罪

（crim
inal conspiracy

）
が
併
存
し
て
い
る

（
5
）

。
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
論
じ
る
の
は
、「
連
邦
の
刑
事
共
謀
罪
（federal crim

inal conspiracy 

charges

）」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
連
邦
刑
事
共
謀
罪
は
、
大
き
く
①
各
種
「
個
別
の
共
謀
罪
（specifi c crim

inal conspiracy charges

）」、
す
な
わ
ち
特
定
の
実

体
犯
罪
（specifi c substantive off ence

）
に
か
か
る
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
と
、
②
「
一
般
的
共
謀
罪
（general crim

inal 

conspiracy charge （
6
））」

の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

連
邦
法
を
例
に
す
る
と
、
法
分
野
に
よ
っ
て
は
、「
取
引
制
限
の
共
謀
（C

onspiracy to restrain trade

）」（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 

U
.S

. C
ode§

1

）
一
条
〔
通
商
お
よ
び
取
引
／C

om
m
erce &

 T
rade

〕）
の
よ
う
に
、
特
定
の
経
済
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
を
処
罰
で
き
る

個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
を
置
く
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
税
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

／

IR
C
=Internal R

evenue C
ode

／
内
国
歳
入
法
典
）（
以
下
「
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）」
ま
た
は
「
Ｉ
Ｒ
Ｃ
」
と
い
う
。）
に
は
、
各
種
租
税
犯
罪
の
共

謀
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
独
自
に
処
罰
で
き
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
に
は
、
連

邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode§
371

）
三
七
一
条
（
以
下
、
た
ん
に
「
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
」
と
も
い

う
。）
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general crim

inal conspiracy provision
）
を
適
用
し
処
罰
し
て
い
る

（
7
）

。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）
は
、
テ
ロ
や

国
家
転
覆
目
的
な
ど
の
共
謀
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
租
税
分
野
そ
の
他
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
を
持
た
な
い
分
野
で
の
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
犯
罪
（w

hite collar crim
es

）、
公
的
医
療
保
険
詐
欺
罪
、
資
金
洗
浄
（
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
）
罪
、
独
禁
法
（
反
ト
ラ
ス
ト
法
）
違
反
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な
ど
に
か
か
る
集
団
的
な
（
二
人
以
上
に
よ
る
）
準
備
・
計
画
行
為
（
共
謀
）
を
処
罰
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
税
法
分
野
に
限
っ
て
い
え
ば
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ（

8
））

に
は
、
各
種
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
の
共
謀
に
つ
い

て
、
そ
れ
ら
を
独
自
に
処
罰
で
き
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
税
務
専

門
職
な
ど
と
の
間
で
、
租
税
ほ
脱
や
濫
用
的
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（abusive tax shelter schem

es

）
を
組
成
し
租
税
回
避

（tax avoidance

）
を
計
画
し
た
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
・
事
業
運
営
資
金
へ
の
違
法
な
充
当
な
ど
を
話
し
合
っ
た

と
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
当
該
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯
罪
）
と
は
別
途
に
、
あ
る
い
は
同
時
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の

一
般
的
共
謀
規
定
（general conspiracy provision

）
を
適
用
し
て
当
該
共
謀
行
為
を
処
罰
し
て
き
て
い
る
。

の
ち
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
「
共
謀
罪
（crim

e of conspiracy

）」

は
、
①
「
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）」
と
②
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud 

clause

）」
か
ら
な
る
。
双
方
の
大
き
な
違
い
は
、
①
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、

共
謀
者
が
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
各
種
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
る

・

・

・

・

・

。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か

る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
に
詐
欺
行
為
を
す
る
共
謀
（conspiracy to defraud the 

U
nited S

tates

）」
と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
に
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。
す
な
わ

ち
、
連
邦
政
府
（
そ
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
検
察

（
9
））

は
、
共
謀
者
が
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
（specifi c substantive tax off ence

）
に
関
係
し

た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、「
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
（It stands its ow

n

）」
の
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。

共
謀
者
を
有
罪
に
す
る
の
に
、
連
邦
政
府
の
正
当
な
行
為
を
妨
害
す
る
た
め
の
共
謀
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
は
、
例
え
ば
、
医
療
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
二
人
の
医
師
、
ま
た
は
医
師
と
事
務
員
と
が
共
謀
し
て
公
的
医
療
保
険
詐

九
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欺
を
計
画
に
合
意
し
連
邦
の
公
金
搾
取
を
図
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
連
邦
法
（
実
体
犯
罪
）
違
反
に
ふ
れ
る
こ
と
な
し

に
、
実
際
に
詐
欺
の
実
行
に
至
っ
て
い
な
く
と
も
、
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
は
、
①
ま
た
は
②
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
被
疑
者
を
起
訴
（
訴
追
）
す
る

こ
と
が
可
能
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
共
謀
罪
は
、
最
も
検
察
官
に
愛
さ
れ
、
市
民

や
企
業
の
抑
圧
に
濫
用
さ
れ
、
か
つ
、
久
し
く
刑
事
司
法
に
お
け
る
主
役
の
座
を
維
持
し
て
き
て
い
る
。

共
謀
罪
に
つ
い
て
、
比
較
的
歴
史
の
長
い
ア
メ
リ
カ
で
は
、
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
共
謀
規
定
の
構

成
要
件
や
適
用
・
解
釈
・
防
御
等
に
関
す
る
裁
判
例
や
学
問
上
の
蓄
積
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準

備
罪
）
の
立
法
段
階
で
の
検
討
も
不
十
分
で
、
ま
し
て
や
経
済
犯
罪
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
へ
の
一
般
的
共
謀
規
定
が
ど
の
よ
う
に
解

釈
・
適
用
さ
れ
、
弁
護
人
は
ど
う
よ
う
に
被
告
人
（
被
疑
者
）
を
防
御
で
き
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
精
査
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
っ
た
く

の
手
探
り
の
状
態
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
、
わ
が
国
の
刑
事
法
に
お
け
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在
に
つ
い
て
、
そ
の
ベ
ー
シ
ッ
ク

な
構
造
分
析
や
適
用
・
解
釈
を
含
め
て
検
討
す
る
。
次
い
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
刑
事
共
謀
罪
に
つ
い
て
点
検
す
る
。
連
邦
共
謀
罪
の

成
立
要
件
か
ら
入
り
、
連
邦
税
法
に
定
め
る
各
種
租
税
犯
罪
（
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
）
に
対
す
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
上
の
一
般
的

共
謀
規
定
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
り
わ
け
連
邦
納
税
者
間
、
さ
ら
に
は
連
邦
納
税
者
と
税
務
専
門
職
と
の
間
で
の
共

謀
に
対
す
る
適
用
、
リ
ス
ク
に
傾
斜
す
る
か
た
ち
で
、「
試
論
」
と
し
て
、
そ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

九
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

Ⅰ　

わ
が
国
で
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
と
租
税
犯
罪 

「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
）
は
、
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
に
成
立
、
同
年
七
月
一
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計

画
」、
つ
ま
り
、
一
言
で
い
え
ば
、「
テ
ロ
等
の
犯
罪
を
計
画
・
準
備
段
階
で
処
罰
し
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

【
図
表
1
】
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
の
国
会
審
議
・
成
立
ま
で
の
経
緯
）

●
二
〇
〇
〇
年　

国
際
組
織
犯
罪
防
止
条
約
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
に
わ
が
国
が
署
名

●
二
〇
〇
三
年　

政
府
が
「
共
謀
罪
（
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
）」
法
案
を
国
会
に
提
出
（
一
回
目
）
⬇
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
廃
案

●
二
〇
〇
四
年　

政
府
が
「
共
謀
罪
」
法
案
を
国
会
に
提
出
（
二
回
目
）
⬇
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
廃
案

●
二
〇
〇
五
年　

政
府
が
「
共
謀
罪
」
法
案
を
国
会
に
提
出
（
三
回
目
）
⬇
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
二
〇
〇
九
年
に
廃
案

●
二
〇
一
七
年
三
月
二
一
日　

政
府
が
「
共
謀
罪
」
の
構
成
要
件
を
改
め
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
を
新
設
す
る
改
正
組
織
犯
罪
処
罰
法
案
を
国
会
に
提
出

●
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日　

参
議
院
本
会
議
で
同
法
案
が
可
決
、
成
立

●
二
〇
一
七
年
七
月
一
一
日　

同
法
を
施
行

こ
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
と
は
別
途
に
、
わ
が
国
に
は
、
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
、
実
行
の
着
手
前
の
共
謀
・
陰

謀
を
犯
罪
と
す
る
規
定
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
個
別
共
謀
罪
の
う
ち
主
な
も
の
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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【
図
表
2
】
個
別
共
謀
罪
を
規
定
し
た
主
要
な
法
律
一
覧

・
爆
発
物
取
締
罰
則
四
条

・
刑
法
七
八
条
〔
内
乱
の
予
備
・
陰
謀
〕

・
刑
法
八
八
条
〔
外
患
誘
致
・
外
患
援
助
の
予
備
・
陰
謀
〕

・
刑
法
九
三
条
〔
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
〕

・
国
家
公
務
員
法
一
一
〇
条
一
項
一
七
号

・
自
転
車
競
技
法
六
五
条

・
競
馬
法
三
二
条
の
六

・
軽
犯
罪
法
一
条
二
九
号

・
地
方
公
務
員
法
六
一
条
四
号

・
小
型
自
動
車
競
走
法
七
〇
条

・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
七
七
条

・
日
米
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
七
条
一
項

・
自
衛
隊
法
一
一
九
条
二
項
ほ
か

・
破
防
法
三
九
条
、
四
〇
条

・
特
定
秘
密
保
護
法
二
五
条

・
そ
の
他

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
、
個
別
に
「
謀
議
（
合
意
）
の
み
で
犯

罪
の
成
立
」
を
認
め
て
き
た

（
10
）

。【
図
表
2
】
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
租
税
（
実
体
）
犯
罪
に
つ
い
て
は
そ
の
共
謀
を
処
罰
す
る
規
定

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
わ
が
国
に
は
す
で
に
「
共
謀
共
同
正
犯
（joint principal off ence

）」
と
い
う
裁
判
所
の
裁
判
例
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
類
型
の
犯

罪
が
あ
る

（
11
）

。
共
謀
共
同
正
犯
は
、
一
言
で
い
う
と
、
複
数
の
者
が
犯
罪
を
共
謀
し
、
一
部
の
者
が
犯
罪
の
実
行
に
出
た
場
合
、
犯
罪
を
実

行
し
て
い
な
い
共
謀
者
も
処
罰
の
対
象
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
共
謀
罪
で
は
、
共
謀
者
は
、
実
際
に
犯
罪
が
実
行
さ
れ
て
い
な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
処
罰
の
対
象
と
な
る
。

今
般
成
立
し
た
「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、
こ
れ
ま
で
あ
る
各
種
個
別
共
謀
罪
（【
図
表
2
】）
や
共
同
共
謀
正
犯
の
理
論
と
は
異

な
る
。
新
た
に
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy provision （

12
））

を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、
現
行
の
組
織
犯
罪
処
罰
法
に
新
た
に
「
六
条
の
二
」
を
設
け
る
形
で
創
設
さ
れ
た
。「
共
謀
罪
（
テ

ロ
等
準
備
罪
）」
通
称
で
あ
る
。

そ
の
経
緯
を
た
ど
る
と
、
一
般
的
共
謀
罪
の
導
入
が
検
討
さ
れ
た
当
初
（
二
〇
〇
四
〔
平
成
一
六
〕
年
提
出
の
政
府
案
）
に
お
い
て
、
六
条

の
二
の
旧
タ
イ
ト
ル
は
「
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
六
条
の
二
改
正
法
案
の
名
称
は
「
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
組

織
的
犯
罪
集
団
に
よ
る
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕」
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
七
年
三
月
提
出
の
改
正
法
案
で
は
、
正
式
名
称

は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
」）、
略
称
「
テ
ロ
等
準
備

罪
」、
に
改
め
ら
れ
た
。
二
〇
一
七
年
三
月
の
組
織
犯
罪
処
罰
法
を
改
正
す
る
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
法
案
は
、
六
月
一
五
日
に
成
立
、
七

月
一
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

【
図
表
3
】
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
《
抜
粋
》

●
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〔
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕

次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
で
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
（
団
体
の
う
ち
、
そ
の
結
合
関
係
の
基
礎
と
し
て
の
共

同
の
目
的
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
罪
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
団
体
の
活
動
と
し
て
、
当
該
行
為
を
実
行

す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
の
遂
行
を
二
人
以
上
で
計
画
し
た
者
は
、
そ
の
計
画
を
し
た
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
そ
の
計
画
に
基
づ
き
資

金
又
は
物
品
の
手
配
、
関
係
場
所
の
下
見
そ
の
他
の
計
画
を
し
た
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
刑

に
処
す
る
。
た
だ
し
、
実
行
に
着
手
す
る
前
に
自
首
し
た
者
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。

一　

別
表
第
四
に
掲
げ
る
罪
の
う
ち
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
一
〇
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

 

五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮

九
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二　

別
表
第
四
に
掲
げ
る
罪
の
う
ち
、
長
期
四
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

 

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮

2　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
で
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
不
正
権
益
を
得
さ
せ
、
又
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団

そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
の
不
正
権
益
を
維
持
し
、
若
し
く
は
拡
大
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
の
遂
行
を
二
人
以
上
で
計
画
し
た
者
も
、
そ
の
計

画
を
し
た
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
そ
の
計
画
に
基
づ
き
資
金
又
は
物
品
の
手
配
、
関
係
場
所
の
下
見
そ
の
他
の
計
画
を
し
た
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の

準
備
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

〔
以
下
省
略
〕

＊
傍
線
は
筆
者

テ
ロ
等
準
備
罪
を
規
定
し
た
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
は
、
読
み
に
く
い
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
犯
罪
と
な
る
構
成
要
件

／
適
用
要
件
を
平
易
な
文
章
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
4
】
テ
ロ
等
準
備
罪
の
適
用
要
件

①
適
用
対
象
の
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
を
4
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
団
体

②
「
団
体
」
と
は
2
人
以
上
の
者

③
処
罰
対
象
は
、
具
体
的
・
現
実
的
な
「
合
意
」
と
「
準
備
行
為
」
の
実
行

1　

わ
が
国
で
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在

わ
が
国
に
お
け
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
つ
い
て
、
政
府
は
、「
テ
ロ
犯
罪
集
団
」
が
対
象
で
、
一
般
の
人
た
ち
は
対
象
外
で
あ

る
と
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
幅
広
い
犯
罪
に
投
網

一
〇
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

を
か
け
て
適
用
対
象
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
Ｐ
Ｒ
に
は
大
き
な
疑
問
符
が
つ
く
。

以
下
に
、「
一
般
的
共
謀
罪
、
テ
ロ
等
準
備
罪
と
は
何
か
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、
従
来
の
犯
罪
と
は
ど

う
違
う
の
か
な
ど
の
基
本
を
含
め
、
問
題
点
を
分
か
り
易
く
探
っ
て
み
る
。【
図
表
5
】

⑴　

一
般
的
共
謀
罪
の
構
造

「
個
別
共
謀
罪
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
な
か
に
個
別
に
、
そ
の
犯
罪
の
共
謀
・
謀
議
を
処
罰
す
る
規
定

を
置
き
、
そ
れ
に
従
っ
て
共
謀
罪
を
問
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
場
合
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
、「
一
般
的
共
謀

罪
」
で
は
、
最
初
に
共
謀
罪
が
成
立
す
る
一
般
的
な
要
件
（
条
件
）
を
法
律
に
書
い
た
う
え
で
、
そ
の
後
で
適
用

対
象
と
な
る
個
別
の
犯
罪
を
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
並
べ
て
い
く
や
り
方
。
い
わ
ゆ
る
「
特
掲
方
式
／
限
定
列
挙
」

方
式
を
採
る
。

【図表 5】共謀罪の分類

今
回
導
入
さ
れ
た
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
6
】
一
般
的
共
謀
罪
の
構
造

【
構
成
要
件
】

〇
共
謀
罪
の
構
成
要
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
懲
役
・
禁
錮
が
四
年
以
上
の
犯
罪
に
つ
い
て

②
二
人
以
上
で
計
画
に
合
意
し

③
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
こ
と
。

【
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）】

○
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
個
別
犯
罪
（
メ
ニ
ュ
ー
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1　

…
…

2　

…
…

3　

…
…
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一
般
的
共
謀
罪
に
お
い
て
は
、
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
個
別
の
犯
罪
を
付
け
加
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
今
後
次
々
と
共
謀
罪
の
対
象

と
な
る
重
大
犯
罪
を
増
や
し
て
い
け
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
の
共
謀
罪
の
政
府
案
〔
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
〕
は
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
方
式

で
は
な
か
っ
た
。
政
府
は
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
方
式
の
採
用
に
よ
り
、
共
謀
罪
対
象
と
な
る
実
定
犯
罪
は
絞
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
実

際
に
は
、
今
後
メ
ニ
ュ
ー
に
い
く
ら
で
も
実
定
犯
罪
を
追
加
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、「
テ
ロ
等・

準
備
罪
」

の
通
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
テ
ロ
の
実
行
以
外
の
「
等
」（
法
文
で
は
「
そ
の
他
の

・

・

・

・

組
織
的
犯
罪
集
団
…
の
重
大
犯
罪
」）
と
し
て
、
今
後

ど
の
よ
う
な
実
定
犯
罪
が
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
追
加
さ
れ
る
の
か
に
大
き
な
懸
念
を
覚
え
る
。

政
府
の
説
明
で
は
、
現
時
点
で
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
九
一
の
法
律
で
規
定
し
た
二
七
七
の
罪
が
登
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
う

ち
政
府
の
分
類
で
は
「
テ
ロ
の
実
行
」
に
関
す
る
も
の
は
一
一
〇
罪
に
留
ま
る
と
い
う
。
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
一
一
〇
罪
以
外
は

「
等
」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
裏
返
す
と
、
一
一
〇
の
テ
ロ
犯
罪
以
外
の
一
六
七
の
罪
が
共
謀
罪
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
、

の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
「
等
」
の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
所
得
税
・
法
人
税
・
消
費
税
な
ど
の
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
納

税
者
、
税
務
専
門
職
な
ど
に
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
適
用
に
な
る
こ
と
は
自
明
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
〇
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

【
図
表
7
】
テ
ロ
等
準
備
罪
（
共
謀
罪
）
の
構
成
要
件

《
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
》

【
構
成
要
件
】

①
懲
役
・
禁
錮
が
四
年
以
上
の
犯
罪
に
つ
い
て

②
二
人
以
上
で
計
画
に
合
意
し

③
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
こ
と
。

【
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
犯
罪
メ
ニ
ュ
ー
】

〔
別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

・
組
織
犯
罪
処
罰
法
関
係
犯
罪

・
刑
法
関
係
犯
罪

・
爆
発
物
取
締
罰
則

・
外
国
通
貨
の
変
造
・
偽
造
犯
罪

・
労
働
基
準
法
（
強
制
労
働
）
犯
罪

・
職
業
安
定
法
犯
罪

・
水
道
法
犯
罪

・
森
林
法
犯
罪

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

・
印
紙
犯
罪
処
罰
法
違
反

・
関
税
法
違
反

・
所
得
税
法
上
の
脱
税
犯

・
法
人
税
法
上
の
脱
税
犯

・
消
費
税
法
上
の
脱
税
犯

・
地
方
税
法
上
の
脱
税
犯

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

一
般
的
共
謀
罪
で
あ
る
テ
ロ
等
準
備
罪
の
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
目
を
と
お
し
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
ふ
れ
た
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
を
取

り
締
ま
る
各
種
実
定
税
法
、
そ
れ
か
ら
労
働
基
準
法
、
職
業
安
定
法
、
水
道
法
と
か
、
国
会
の
委
員
会
質
疑
で
話
題
に
な
っ
た
森
林
法
と

か
、
日
常
生
活
に
関
係
す
る
法
律
が
並
ん
で
い
る
。

重
大
な
犯
罪
に
つ
い
て
個
別
の
法
律
の
な
か
で
規
定
す
る
方
式
（
個
別
共
謀
罪
）
の
方
が
、
一
般
的
共
謀
罪
に
よ
る
よ
り
は
、
当
局
の

濫
用
に
対
し
抑
え
が
効
く
よ
う
に
も
み
え
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
国
会
審
議
の
際
に
、
民
進
党
が
対
案
を
出
し
た
。
あ
の
対

案
は
、
ま
さ
に
個
別
共
謀
罪
方
式
の
方
が
濫
用
に
は
抑
え
が
効
く
と
の
趣
旨
に
沿
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

組
織
・

・

犯
罪
対
策
と
い
い
な
が
ら
、
犯
罪
と
な
る
要
件
の
一
つ
が
「
二・

人
以
上

・

・

・

」
で
話
し
合
え
ば
「
犯
罪
集
団
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ

一
〇
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の
こ
と
か
ら
、
夫
婦
、
税
務
専
門
職
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧
客
）、
二
人
以
上
の
納
税
者
・
市
民
が
集
ま
り
話
し
合
う
集
会
・
言
論
の
自

由
に
対
す
る
脅
威
に
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
の
適
用
事
例
分
析

と
こ
ろ
で
、
一
般
的
共
謀
罪
で
あ
る
テ
ロ
等
準
備
罪
が
、
一
般
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
に
適
用
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
設
例
を
し
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
に
つ
い
て
点
検
し
て
み
る
。

①
強
盗
罪
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
う
に
は
、「
重
大
犯
罪
」
の
要
件
を
充
た
す
必
要
が
あ
る
。
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
に
い
う
「
重

大
犯
罪
」
と
は
、
懲
役
・
禁
錮
が
四
年
以
上
の
犯
罪
を
指
す
。

例
え
ば
、
刑
法
二
三
六
条
〔
強
盗
〕
一
項
は
「
暴
行
又
は
脅
迫
を
用
い
て
他
人
の
財
物
を
強
取
し
た
者
は
、
強
盗
の
罪
と
し
、
五
年
以

上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
と
Ｂ
が
銀
行
強
盗
を
す
る
計
画
を
た
て
そ
れ
に
合
意
す
る
と
、
テ
ロ

等
準
備
罪
に
い
う
「
四
年
以
上
の
犯
罪
」、
す
な
わ
ち
重
大
犯
罪
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
。
た
だ
、
共
謀
罪
は
〝
準
備
罪
〞
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
実
際
に
銀
行
強
盗
計
画
を
実
行
し
て
も
、
し
な
く
と
も
、
強
盗
罪
（
刑
法
二
三
六
条
）
と
い
う
個
別
の
実
定
犯
罪
と
は
別
途

の
、
共
謀
罪
と
な
る
構
成
要
件
の
一
つ
を
充
た
す
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
う
に
は
、「
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
こ
と
」
の
要
件
を
充
た
す
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
強
盗
す
る
た
め
の
「
準
備
行
為
」
を
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

一
〇
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
銀
行
強
盗
を
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
あ
と
で
、
ス
キ
ー
用
品
を
販
売
す
る
店
に
行
っ
て
、
防
寒
用
の
〝
目
出
し

帽
〞
を
購
入
し
た
と
す
る
。
目
出
し
帽
を
購
入
す
る
（
準
備
）
行
為
は
合
法
で
あ
る
。「
準
備
行
為
」
に
あ
た
る
行
為
は
、
違
法
行
為
か

合
法
行
為
か
は
問
わ
な
い
。
強
盗
を
す
る
目
的
で
、
例
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
料
理
用
の
包
丁
を
買
う
こ
と
は
準
備
行
為
に
あ

た
る
が
違
法
行
為
で
は
な
い
。
逃
亡
用
の
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
る
の
も
、
準
備
行
為
に
あ
た
る
が
、
合
法
な
行
為
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
分
か
り
易
く
い
う
と
、
二
人
以
上
が
強
盗
の
計
画
で
「
合
意
」
＋
「
準
備
行
為
」
が
あ
る
と
推
察
で
き
れ
ば
、
当
局
は
、
共
謀
罪

（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
違
反
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
政
府
は
、
立
法
段
階
に
お
い
て
、「
合
意
」
は
メ
ー
ル
や
対
話
ア
プ
リ
の

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
も
成
立
す
る
と
し
て
い
る
。

②
納
税
者
に
よ
る
税
逃
れ
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

会
社
社
長
Ａ
が
、
計
理
担
当
社
員
Ｂ
に
対
し
て
メ
ー
ル
で
「
あ
の
取
引
は
簿
外
に
し
て
お
い
て
…
」
と
い
う
よ
う
な
税
金
逃
れ
（
脱

税
）
の
計
画
を
指
示
し
た
と
す
る
。
Ｂ
は
、「
社
長
、
了
解
し
ま
し
た
」
と
返
信
メ
ー
ル
を
し
た
後
で
、
い
つ
も
ど
お
り
粛
々
と
帳
簿
付

け
を
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、「
社
長
、
了
解
し
ま
し
た
」
の
メ
ー
ル
は
「
合
意
」
に
あ
た
る
。
ま
た
、
帳
簿
付
け
は
、
不
正
か
ど
う

・

・

・

・

・

か
を
問
わ
ず

・

・

・

・

・

、「
計
画
実
行
の
た
め
に
準
備
行
為
」
に
あ
た
る
？
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
Ａ
は
脱
税
の
罪
に
な
る
税
逃
れ
の
不
正
申
告

は
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
後
悔
先
に
た
た
ず
で
、
当
局
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
え
る
条
件
は
整
っ
て
い

る
と
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
に
な
る
。

脱
税
は
一
〇
年
以
下
の
懲
役
（
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
違
反
）
で
、
共
謀
罪
の
犯
罪
に
な
る
条
件
や
共
謀
罪
に
対
象

と
な
る
犯
罪
メ
ニ
ュ
ー
（
別
表
）
に
も
載
っ
て
い
る
（【
図
表
7
】
参
照
）。
当
局
は
、「
準
備
行
為
」
が
あ
っ
た
と
認
定
し
、
そ
の
気
に
な

一
〇
五



れ
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
の
説
明
で
は
、
共
謀
罪
を
問
え
る
条
件
に
「
準
備
行

為
」
を
加
え
た
の
は
、
当
局
に
よ
る
共
謀
罪
の
濫
用
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

日
常
の
行
為
を
広
く
準
備
行
為
と
認
定
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
政
府
の
Ｐ
Ｒ
は
、
ま
さ
に
「
絵
に
描
い
た
餅
」
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
近
年
、
課
税
庁
の
調
査
官
は
、
会
社
な
ど
を
訪
ね
て
行
う
税
務
調
査
（
課
税
処
分
の
た
め
の
調
査
／
臨
場
調
査
）
の
際
に
、

パ
ソ
コ
ン
に
入
っ
た
メ
ー
ル
の
コ
ピ
ー
の
任
意
提
出
を
求
め
署
に
持
ち
帰
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
課
税
庁
は
、
提
出
を

受
け
た
コ
ピ
ー
を
分
析
し
て
、
共
謀
を
裏
付
け
、
司
法
警
察
に
通
報
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
課
税
庁
が
課
税
処
分
の
た
め
の
調
査
で

収
集
し
た
情
報
を
租
税
犯
則
調
査
や
共
謀
罪
へ
の
転
用
、
提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
（
情
報
の
遮
断
）
が

税
法
令
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い

（
13
）

。

③
税
務
専
門
職
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
所
得
税
や
法
人
税
、
消
費
税
の
脱
税
（
ほ
脱
罪
）
は
一
〇
年
以
下
の
懲
役
で
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
犯
罪

メ
ニ
ュ
ー
に
入
っ
て
い
る
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消
費
税
法
六
四
条
一
項
、
ま
た
【
図
表
7
】
参
照
）。
例
え
ば
、

税
理
士
と
顧
問
先
と
の
間
で
税
逃
れ
、
税
の
抜
け
穴
に
つ
い
て
話
し
合
い
合
意
が
あ
り
、
記
帳
な
ど
の
準
備
行
為
が
あ
っ
た
当
局
が
認
定

し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
実
際
に
虚
偽
申
告
が
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
税
務
当
局
は
脱
税
容
疑
で
任
意
の
犯
則
調
査
な
い
し
裁

判
所
か
ら
許
可
状
（
捜
索
令
状
、
差
押
令
状
ま
た
は
捜
索
差
押
許
可
状
。
以
下
、
た
ん
に
「
許
可
状
」
ま
た
は
「
令
状
」
と
も
い
う
。）
を
得
た
う
え
で

の
強
制
調
査
（
犯
則
調
査
）
の
実
施
は
難
し
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
使
い
、
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
犯
罪

の
共
謀
を
理
由
に
す
れ
ば
、
実
際
に
虚
偽
申
告
が
行
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、
司
法
警
察
は
令
状
を
取
り
捜
査
を
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

の
ち
に
詳
し
く
ふ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
税
務
専
門
職
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧
客
）
と
の
間
で
の
税
逃
れ
対
策
の
話
合
い
・
計

画
の
規
制
に
当
局
が
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
濫
用
し
、
税
務
専
門
職
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
信
頼
関
係
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。

④
民
間
の
税
務
支
援
団
体
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

民
間
の
税
務
支
援
団
体
Ａ
は
、
会
員
の
申
告
指
導
、
申
告
書
の
作
成
な
ど
の
支
援
業
務
を
税
理
士
資
格
の
な
い
職
員
が
や
っ
て
お
り
、

久
し
く
課
税
庁
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
四
年
以
上
の
自
由
刑

（
懲
役
・
禁
錮
）
が
科
さ
れ
る
犯
罪
が
対
象
で
あ
る
。
税
理
士
法
違
反
は
最
大
で
三
年
以
下
の
懲
役
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
税
理

【図表 8】 脱税罪と共謀罪の調査・捜査から

検察への告発・送検の流れ

士
法
違
反
は
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
メ
ニ
ュ
ー
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
当
該
団
体
Ａ
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

⑶　

共
謀
罪
の
捜
査
と
租
税
犯
罪
の
捜
査

脱
税
の
よ
う
な
租
税
犯
罪
の
調
査
・
査
察
（
一
応
、
こ
こ
で
は
「
犯
則
調
査
」
と
も
呼
ぶ
。）
は
、

基
本
的
に
国
税
当
局
（
国
税
庁
・
国
税
局
の
調
査
査
察
部
、
通
称
「
マ
ル
査
」）
が
行
う
（
国
税
通
則

法
一
三
一
条
以
下
、
財
務
省
組
織
規
則
四
〇
一
条
以
下
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
は
、
司
法
警
察
が
行
う
。【
図
表
8
】

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
そ
れ
が
本
来
の
正
犯
／
実
定
犯
罪
（
例
え
ば
脱
税
犯
罪
）
よ

り
も
ず
っ
と
早
い
段
階
で
成
立
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
「
現
実
味
の
希
薄
」
な
犯
罪
と
も

一
〇
七



い
え
る
。
共
謀
行
為
は
、
実
行
の
着
手
、
つ
ま
り
未
遂
よ
り
も
は
る
か
に
早
い
段
階
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
計
画
行
為
の

違
法
性
を
見
出
す
こ
と
も
困
難
で
、
中
身
の
あ
い
ま
い
な
犯
罪
と
い
え
る
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、「
犯
罪
よ
り
も
ず
っ
と
前
の
犯
罪
（
事
前
正
犯
）」
と
呼
ぶ
と
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、
問
題
は
、
た

ん
に
早
い
時
期
に
犯
罪
が
成
立
し
て
し
ま
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
本
来
の
犯
罪
が
成
立
す
る
ず
っ
と
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、
裁
判

官
か
ら
交
付
さ
れ
た
令
状
を
使
っ
た
強
制
捜
査
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
は
、
司
法
警
察
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
税
逃
れ
（
租
税
ほ
脱
／
脱
税
）

に
か
か
る
共
謀
罪
の
捜
査
で
は
、
課
税
庁
と
の
情
報
交
換
（
情
報
連
携
）
で
、
あ
る
程
度
の
情
報
は
得
ら
れ
る
と
は
思
う
。
し
か
し
、
共

謀
し
て
事
件
を
計
画
し
た
と
い
う
あ
い
ま
い
な
事
実
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
が
収
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
司
法
警
察
に
よ
る
捜
査
で

は
、
自
白
を
得
る
こ
と
に
偏
っ
た
捜
査
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
税
逃
れ
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

で
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
自
白
は
つ
く
ら
れ
る
」
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
お
い
て
は
、
犯
罪
計
画
を
話
し
合
い
、
合
意
し
た
こ
と
が
罪
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
司
法
警
察
が
、
共

謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
強
制
捜
査
の
た
め
の
令
状
交
付
を
求
め
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
司
法
警
察
は
、
抽
象
的
で
浅
薄
な
事
実
関

係
、
す
な
わ
ち
計
画
し
た
、
話
し
合
っ
た
と
い
う
疑
い
が
あ
れ
ば
、
令
状
の
交
付
を
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
で
は
、
裁
判
官
に
よ
る
令
状
を
条
件
と
す
る
こ
と
で
捜
査
の
行
き
過
ぎ
を
防
止
す
る
令
状
主
義
と
い

う
犯
罪
捜
査
の
仕
組
み
も
実
質
的
な
意
味
を
持
ち
え
な
く
な
る
懸
念
が
あ
る
。

課
税
庁
は
、
課
税
処
分
の
た
め
の
税
務
調
査
（
国
通
法
七
二
条
の
四
以
下
）
の
実
施
後
、
た
と
え
ば
事
業
者
Ａ
と
関
与
税
理
士
Ｂ
が
消
費

税
ほ
脱
（
消
費
税
法
六
四
条
一
項
）
の
計
画
を
練
っ
て
い
た
節
が
う
か
が
え
る
が
、
犯
則
調
査
を
実
施
す
る
ほ
ど
に
は
い
ま
だ
疑
い
は
濃
厚

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

で
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
判
断
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
課
税
庁
は
、
調
査
で
提
供
を
受
け
た
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
で
の
メ
ー
ル
の
や

り
と
り
か
ら
、
税
逃
れ
の
計
画
を
立
て
た
か
も
し
れ
な
い
、
計
画
す
る
た
め
に
話
し
合
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
の
疑
念
を
司
法
警
察
に
流
す

こ
と
に
よ
り
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
対
す
る
強
制
捜
査
の
た
め
の
令
状
請
求
・
令
状
交
付
が
可
能
と
な
る
。

と
く
に
、
過
去
に
事
業
者
Ａ
が
そ
の
関
与
税
理
士
Ｂ
の
指
導
を
受
け
て
行
っ
た
税
務
申
告
が
不
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
重
加
算
税
の
対
象

と
な
っ
た
、
あ
る
い
は
税
逃
れ
を
問
わ
れ
た
と
い
う
過
去
の
経
歴
に
よ
っ
て
、
現
在
の
嫌
疑
が
裏
づ
け
ら
れ
か
ね
な
い
点
に
共
謀
罪
（
テ

ロ
等
準
備
罪
）
の
重
さ
が
あ
る
。
過
去
の
経
歴
を
現
在
の
嫌
疑
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
困
難
で
、
容
易
に
現
在
の
嫌
疑
の

根
拠
に
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

通
信
傍
受
法

（
14
）

と
い
う
盗
聴
に
よ
る
捜
査
を
認
め
る
別
の
法
律
が
あ
る
。
こ
の
法
律
は
そ
も
そ
も
「
組
織
を
背
景
と
し
た
犯
罪
」
を
対
象

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
組
織
犯
罪
処
罰
法
の
な
か
に
設
け
ら
れ
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
盗
聴
捜
査
の
対
象
と
な
っ
て
行
く
こ
と

は
む
し
ろ
当
然
と
成
り
行
き
と
も
い
え
る
。

こ
こ
で
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効
と
ベ
ー
ス
と
な
る
犯
罪
の
公
訴
時
効
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
ふ
れ
て
お
く
。

【
図
表
9
】
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効
と
ベ
ー
ス
と
な
る
犯
罪
の
公
訴
時
効
と
の
関
係

ベ
ー
ス
と
な
る
犯
罪
の
公
訴
時
効

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効

❶
法
定
刑
が
一
〇
年
を
超
え
る
場
合⇒

公
訴
時
効
は
短
く
て
も
七
年

五
年
（
法
定
刑
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
）

❷
法
定
刑
が
四
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
場
合

法
定
刑
が
五
年
未
満　

　

⇒
三
年

三
年
（
法
定
刑
は
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
）

法
定
刑
が
一
〇
年
未
満　

⇒

五
年

法
定
刑
が
一
五
年
未
満　

⇒

七
年
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❶
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の
法
定
刑
が
長
期
一
〇
年
を
超
え
る
場
合
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
法
定
刑
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

禁
錮
と
な
り
、
❷
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の
法
定
刑
が
長
期
四
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
場
合
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
法
定
刑
は
二
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
と
な
る
。

公
訴
時
効
に
つ
い
て
定
め
る
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
刑
訴
法
」
と
も
い
う
。）
二
五
〇
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
❶
の
場
合
、
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の

公
訴
時
効
は
最
も
短
く
て
も
七
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
（
同
項
四
号
）、
そ
の
と
き
法
定
刑
五
年
以
下
の
共
謀
罪
の
公
訴
時
効
は
五
年
と
な

る
（
同
項
五
号
）。

❷
の
場
合
に
は
、
ベ
ー
ス
の
犯
罪
の
公
訴
時
効
は
三
年
と
な
る
場
合
（
法
定
刑
五
年
未
満
の
罪
。
同
項
六
号
）、
五
年
と
な
る
場
合
（
法
定

刑
一
〇
年
未
満
の
罪
。
同
項
五
号
）、
七
年
と
な
る
場
合
（
法
定
刑
一
五
年
未
満
の
罪
。
同
項
四
号
）
と
に
分
か
れ
、
こ
の
と
き
法
定
刑
二
年
以

下
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
公
訴
時
効
は
い
ず
れ
の
場
合
で
も
三
年
と
な
る
（
同
項
六
号
）。

⑷　

実
行
準
備
行
為
要
件
と
は

当
初
提
案
さ
れ
た
共
謀
罪
で
は
、
合
意
の
み
で
犯
罪
が
成
立
し
得
る
形
式
（「
組
織
的
な
犯
罪
集
団
が
関
与
す
る
も
の
」
で
あ
れ
ば
よ
い
）
を

採
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
合
意
の
み
で
犯
罪
が
成
立
し
得
る
形
式
で
は
、
い
わ
ば
一
定
の
意
思
表
明
と
そ
れ
に
対
す
る

相
手
方
の
認
識
だ
け
で
犯
罪
が
成
立
す
る
に
等
し
い
。
こ
れ
で
は
、
思
想
処
罰
に
類
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
処

罰
規
定
は
、
思
想
・
内
心
の
自
由
や
表
現
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
と
な
る
。

思
想
処
罰
と
い
う
意
味
で
は
、
共
謀
罪
は
戦
前
の
治
安
維
持
法
に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
各
界
か
ら
異
論
が
続
出
し
た
。
こ
う
し
た

異
論
、
さ
ら
に
は
「
犯
罪
の
非
行
為
化
」
の
批
判
に
応
え
る
た
め
、
政
府
は
、
法
案
の
通
称
と
し
て
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
と
い
う
ネ
ー
ミ

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

ン
グ
（
名
称
）
を
登
場
さ
せ
た
。
加
え
て
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
成
立
要
件
と
し
て
「
実
行
準
備
行
為
」
を
追
加
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
要
件
を
加
え
る
こ
と
で
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
成
立
に
は
、
ど
の
よ
う
な
実
行
準
備
行
為
が
あ
れ
ば
足
り
る
の
か
が
、
新

た
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
き
に
、
社
長
Ａ
か
ら
の
メ
ー
ル
に
よ
る
税
逃
れ
に
あ
た
る
計
画
の
指
示
に
対
す
る
経
理
社
員
Ｂ
が
了
解
し
た
旨
の
返
答
メ
ー
ル
が
共

謀
の
「
合
意
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
あ
げ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
返
答
メ
ー
ル
後
の
そ
の
社
員
の
い
つ
も
ど
お
り
の
記
帳
事

務
が
「
計
画
実
行
の
た
め
の
準
備
行
為
」
と
認
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
ん
な
に
安
易
に
準
備
行
為
の
認
定
が
さ
れ
て
よ
い
の
か
が
問
わ

れ
る
。
日
常
の
く
ら
し
や
仕
事
の
な
か
の
普
段
ど
お
り
の
行
動
が
、
犯
罪
と
し
て
訴
追
さ
れ
、
裁
判
所

も
こ
れ
を
犯
罪
の
一
部
と
し
て
認
定
す
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
日
常
の

く
ら
し
や
仕
事
そ
の
も
の
が
犯
罪
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。【
図
表
10
】

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
成
立
要
件
と
し
て
の
「
実
行
準
備
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
と
す

る
の
に
十
分
な
中
身
を
伴
っ
た
行
為
の
範
囲
や
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
応
、

法
律
（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
）
で
は
、「
計
画
に
基
づ
き
資
金
又
は
物
品
の
手
配
、
関
係
場
所
の

下
見
そ
の
他
の
」
と
い
う
言
い
回
し
で
「
計
画
を
し
た
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
行
為
」
を
例
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
合
意
後
の
ご
く
日
常
的
な
行
動
を
取
り
上
げ
て
実
行
準
備
行
為
で

あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
準
備
行
為
は
合
法
行
為
か
違
法
行
為
か
を
問
わ
な
い
わ
け
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
要
件
と
し
て
付
け
加
え
た
と
こ
ろ
で
、
当
局
に
よ
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
濫
用
の
抑
止
に
な
る
か
ど
う
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
問
で
あ
る
。

【図表 10】日常のくらしや仕事が犯罪要素に
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「
実
行
準
備
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
裁
判
例
の
積
重
ね
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
合
意
に
連
続
し
て
い
る

も
の
の
、
日
常
生
活
上
珍
し
く
な
い
行
動
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
実
行
準
備
行
為
に
あ
た
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
行
準
備
行
為
が

要
件
と
し
て
追
加
さ
れ
た
意
味
が
失
わ
れ
る
。
何
を
犯
罪
と
す
る
か
、
何
が
犯
罪
と
な
る
か
は
、
司
法
警
察
や
行
政
庁
に
目
を
つ
け
ら
れ

て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。【
図
表
11
】

犯
罪
の
流
れ
は
、
❺
既
遂
よ
り
も
早
い
❹
未
遂
（
実
行
の
開
始
）（
罪
）
の
段
階
、
そ
し
て
そ
の
❹
未
遂
（
罪
）
よ
り
も
早
い
❸
予
備
（
罪
）

の
段
階
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
で
は
、
こ
の
❸
予
備
（
罪
）
よ
り
も
早
い
段
階
の
「
❷
実
行
準
備
行
為
＋

❶
合
意
」
を
犯
罪
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
で
は
、
犯
罪
の
❺
既
遂
と
い
う
現
実
の
利
益
侵
害
・
法
律
違
反
よ

り
も
相
当
に
初
期
の
段
階
で
の
行
為
（
❶
合
意
＋
❷
実
行
準
備
行
為
）
を
取
り

締
ま
る
こ
と
に
な
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
で
は
、
刑
法
が
あ
る
こ

と
で
護
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
に
対
す
る
危
険
が
現
実
に
迫
っ
て
い

る
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
段
階
で
、
犯
罪
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
そ

う
で
あ
る
以
上
、
実
行
準
備
行
為
に
つ
い
て
も
当
然
、
最
終
的
な
利
益
侵

害
・
被
害
と
の
具
体
的
な
関
連
性
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
に
な
る
。

実
行
準
備
行
為
に
よ
っ
て
、
最
低
限
度
の
危
険
が
発
生
し
た
こ
と
の
認
定
が
、

裁
判
に
お
い
て
厳
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、

検
察
官
に
対
し
て
、
そ
の
立
証
を
し
っ
か
り
と
具
体
的
に
行
う
よ
う
に
求
め

【図表 11】犯罪既遂に至る段階的な流れ
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
え
て
、
合
意
形
成
が
な
さ
れ
た
あ
と
計
画
が
放
棄
さ
れ
数
年
を
経
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
名
を
借
り

た
捜
査
や
公
訴
は
違
法
な
い
し
濫
用
・
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
中
身
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
も
は
や
行
為
の
実
質
的
な
違
法

性
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
の
成
立
も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

租
税
犯
罪
類
型
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
所
在

租
税
犯
と
は
、
税
法
が
そ
の
違
反
行
為
に
対
し
て
〝
刑
事
罰
〞
で
制
裁
を
加
え
る
対
象
者
を
指
す
。
租
税
に
関
す
る
犯
罪
は
、
⑴
税
金

の
賦
課
・
徴
収
・
納
付
に
直
接
関
係
す
る
「
租
税
犯
」
と
、
⑵
そ
れ
以
外
の
「
租
税
関
連
犯
」
と
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑴
の
租
税
犯

は
、
①
国
や
地
方
（
公
共
）
団
体
（「
課
税
権
者
」）
の
税
金
を
請
求
す
る
権
利
（「
租
税
請
求
権
」）
を
直
接
侵
害
す
る
「
脱
税
犯
（
租
税
実
体

犯
罪
）」
と
、
②
そ
の
租
税
請
求
権
の
行
使
を
妨
害
す
る
「
租
税
秩
序
犯
（
租
税
手
続
犯
罪
／
調
査
妨
害
犯
罪
）」
と
に
分
け
ら
れ
る

（
15
）

。

わ
が
国
の
税
法
に
は
、
各
種
租
税
犯
罪
の
共
謀
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
独
自
に
処
罰
で
き
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
今

般
の
一
般
的
共
謀
罪
の
性
格
と
有
す
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
導
入
に
伴
い
、
こ
れ
ら
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯
罪
）
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
が
問
題
に
な
る
。

⑴　

各
種
の
租
税
犯
罪
と
罰
則

わ
が
国
現
行
税
法
に
お
け
る
各
種
の
租
税
犯
（
罪
）
と
罰
則
の
程
度
を
図
で
示
す
と
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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【
図
表
12
】
主
な
租
税
犯
の
類
型
と
罰
則

⑴
租
税
犯

ⓐ
脱
税
犯

①
ほ
脱
犯

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
、〇
〇
〇
万
円
（
情
状
に
よ
り
脱
税
額

（
16
））

以
下
の
罰
金
、
ま

た
は
併
科
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
〜
四
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消
費
税
法

六
四
条
一
項
・
四
項
な
ど
）

② 

間
接
脱
税
犯

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
、〇
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
消
費
税
法

六
四
条
な
ど
）

③
不
納
付
犯

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
所
得
税
法

二
三
九
用
一
項
な
ど
）

④
不
納
付
煽
動
犯

三
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
二
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
国
税
徴
収
法

一
八
七
条
一
項
）

⑤
納
付
妨
害
罪

三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
国
税
通
則
法
一
二
六
条
一
項
、
地
方
税

法
二
一
条
二
項
な
ど
）

⑥ 

故
意
の
申
告
書

不
提
出
犯

五
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
五
〇
〇
万
（
情
状
に
よ
り
脱
税
額
）
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併

科
（
所
得
税
法
二
三
八
条
三
項
・
四
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
三
項
・
四
項
、
相
続
税
法

六
八
条
三
項
・
四
項
、
消
費
税
法
六
四
条
四
項
な
ど
）

ⓑ 

租
税
秩
序
犯

⑦
虚
偽
申
告
犯

一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
消
費
税
法
六
五
条
、
国
税
通
則
法

一
二
七
条
一
号
な
ど
）

⑧
単
純
無
申
告
犯

一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
罰
金
（
所
得
税
法
二
四
一
条
、
消
費
税
法
六
六
条

な
ど
）

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑨
不
徴
収
犯

三
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
併
科
（
所
得
税
法
二
四
二
条

三
号
）

⑩ 

質
問
検
査
拒
否

犯

一
年
以
下
の
罰
金
又
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
国
税
通
則
法
一
二
七
条
二
号
）

⑪ 

消
費
税
不
正
受

還
付
未
遂
罪

一
〇
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
一
、〇
〇
〇
万
円
（
情
状
に
よ
り
消
費
税
額
）
以
下
の
罰
金
、

ま
た
は
併
科
（
消
費
税
法
六
四
条
二
項
・
三
項
、
刑
法
四
三
条
・
六
八
条
）

⑵ 

租
税
関
連
犯

⑫ 

秘
密
漏
示
犯
罪
（
税
務
職
員
の
守

秘
義
務
違
反
）

二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
国
税
通
則
法
一
二
六
条
）

⑵　

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪

共
謀
罪
は
「
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
を
行
お
う
と
話
し
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
犯
罪
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
言
で
い
う
と
、
共
謀
罪
で
は
「
実
際
に
罪
を
犯
さ
な
く
て
も
、
計
画
し
た
段
階
で
罪
に
問
え
る
（Just trying is enough

）」。

事
実
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
新
設
す
る
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
で
は
、
新
設
さ
れ
た
組
織

犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〔
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
な
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕
に

お
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
犯
罪
の
範
囲
を
法
別
表
（
メ
ニ
ュ
ー
）
に
掲
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
限
定
列
挙
／
特
掲
方
式
を
採
る
。
法
別

表
第
三
〔
第
六
条
の
二
関
係
〕
で
は
、
税
法
関
係
で
は
、
次
の
よ
う
な
租
税
実
定
犯
罪
を
掲
げ
て
い
る
。

【
図
表
13
】
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
実
定
犯
罪

五　

印
紙
犯
罪
処
罰
法
（
明
治
四
二
法
律
第
三
九
号
）
第
一
条
（
偽
造
等
）
又
は
第
二
条
第
一
項
（
偽
造
印
紙
等
の
使
用
等
）
の
罪　

一
一
五



三
十
四　

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
一
号
）
第
一
〇
八
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
の
輸
出
）、
第
一
〇
九

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
の
輸
入
）、
第
一
〇
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物

の
保
税
地
域
へ
の
蔵
置
等
）、
第
一
一
〇
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
偽
り
に
よ
り
関
税
を
免
れ
る
行
為
等
）、
第
一
一
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
（
無
許
可
輸
出
等
）
又
は
第
一
一
二
条
第
一
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
の
運
搬
等
）
の
罪

二
十　

地
方
税
法
（
昭
和
二
〇
五
年
法
律
第
二
二
六
号
）
第
一
四
四
条
の
三
三
第
一
項
（
軽
油
等
の
不
正
製
造
）
又
は
第
一
四
四
条
の
四
一
第
一
項
か

ら
第
三
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
（
軽
油
引
取
税
に
係
る
脱
税
）
の
罪

五
十
二　

所
得
税
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律
第
三
三
号
）
第
二
三
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
二
三
九
条
第
一
項
（
偽
り
に
よ
り
所
得
税

を
免
れ
る
行
為
等
）
又
は
第
二
四
〇
条
第
一
項
（
所
得
税
の
不
納
付
）
の
罪

五
十
三　

法
人
税
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律
第
三
四
号
）
第
一
五
九
条
第
一
項
又
は
第
三
三
（
偽
り
に
よ
り
法
人
税
を
免
れ
る
行
為
等
）
の
罪

六
十
六　

消
費
税
法
（
昭
和
六
三
年
法
律
第
一
〇
八
号
）
第
六
四
条
第
一
項
又
は
第
四
項
（
偽
り
に
よ
り
消
費
税
を
免
れ
る
行
為
等
）
の
罪

八
十
三　

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
四
年
法
律
第
一
五
三
号
）
第
七
三
条
第
一

項
（
不
実
の
署
名
用
電
子
証
明
書
等
を
発
行
さ
せ
る
行
為
）
の
罪

政
府
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
つ
い
て
、「
テ
ロ
犯
罪
集
団
」
が
適
用
対
象
で
、
一
般
の
市
民
や
納
税
者
は

適
用
対
象
外
で
あ
る
と
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
新
設
し
た
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
法
別
表
（
メ

ニ
ュ
ー
）
に
限
定
列
挙
／
特
掲
さ
れ
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪
の
範
囲
（
脱
税
犯
＋
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
犯
）
を

み
た
だ
け
で
も
、
こ
う
し
た
Ｐ
Ｒ
に
は
大
き
な
疑
問
符
が
つ
く
。

例
え
ば
、
企
業
の
ト
ッ
プ
と
幹
部
が
、
あ
る
い
は
税
理
士
と
納
税
者
が
、
租
税
を
回
避
す
る
巧
妙
な
計
画
を
ね
り
、
合
意
に
至
っ
た
と

す
る
。
租
税
回
避
と
租
税
ほ
脱
と
間
に
明
確
な
線
引
き
（bright line

）
を
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
が
多
い
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

一
一
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

は
、
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
固
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
団
体
（
二
人
以
上
の
集
団
）
が
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

課
税
庁
に
よ
る
租
税
犯
則
事
件
調
査
と
は
別
途
に
、
こ
う
し
た
合
法
か
違
法
か
の
線
引
き
が
難
し
い
グ
レ
ー
な
租
税
回
避
計
画
に
対
し
て

司
法
警
察
・
検
察
に
よ
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
容
疑
で
の
刑
事
捜
査
を
可
能
と
す
る
。

わ
が
国
の
税
務
の
現
場
で
は
、
あ
る
税
務
処
理
が
、
合
法
的
な
節
税
行
為
か
、
違
法
な
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
か
、
グ
レ
ー
な
租
税

回
避
行
為
か
、
問
題
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
を
対
比
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
14
】
節
税
行
為
、
租
税
回
避
行
為
、
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
の
違
い

①
節
税
行
為
（tax saving

）　
「
節
税
」
と
は
、
納
税
者
が
、〝
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
に
か
か
る
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
を
利
用
す
る
〞
と
い
っ

た
よ
う
に
、
本
来
、
税
法
が
予
定
し
て
い
る
通
常
の
契
約
形
態
な
い
し
法
形
式
等
を
使
う
こ
と
に
よ
り
税
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
行
為
を
指
す
。

②
租
税
回
避
行
為
（tax avoidance

）　
「
租
税
回
避
行
為
」
と
は
、
納
税
者
が
、
私
法
上
有
効
は
契
約
形
態
な
い
し
法
形
式
等
を
選
択
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
税
法
に
定
め
る
課
税
要
件
を
充
足
す
る
事
実
を
回
避
・

・

す
る
行
為
を
指
す
。
租
税
回
避
行
為
は
、
租
税
法
律
主
義
を
形
式
的
に
適
用
す
る
限

り
で
は
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
公
平
な
課
税
の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
位
置
す
る
行
為
と
さ
れ
る
。
租
税
回
避
行
為
は
、
否

認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
青
色
申
告
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

③
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
（tax evasion

）　
「
脱
税
（
租
税
ほ
脱
行
為
）
と
は
、
納
税
者
が
、
税
法
に
定
め
る
課
税
要
件
を
充
足
す
る
事
実
（
例
え

ば
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
の
事
実
）
を
偽
り
・

・

ま
た
は
隠
ぺ
い
、
仮
装
し

・

・

・
 

・

・

・

、
税
負
担
の
軽
減
な
い
し
免
れ
る
違
法
な
行
為
を
指
す
。

〝
①
節
税
行
為
と
③
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
〞
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
一
般
的
に
線
引
き
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〝
①
租
税

回
避
行
為
と
③
脱
税
行
為
〞
と
の
境
は
か
な
り
微
妙
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
具
体
的
な
事
業
目
的
の
伴
わ
な
い
租
税
計
画
（
タ
ッ
ク

ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
な
ど
は
、
違
法
と
推
認
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
あ
る
と
さ
れ
る
②
租
税
回

一
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避
行
為
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
を
、
合
法
な
①
節
税
行
為
な
い
し
③
違
法
な
脱
税
（
租
税
ほ
脱
）
行
為
と
の
対
比
に
お
い
て
確
認
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
る

（
17
）

。

【
図
表
15
】
節
税
・
租
税
回
避
行
為
・
脱
税
の
位
置

❶
節
税
行
為

❷
租
税
回
避
行
為

❸
脱
税
行
為

タ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
問
題

○
合
法

△
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

×
違
法

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
共
謀
者
に
よ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
❷
「
租
税
回
避
行
為
」
が
あ
る
と
推
認
さ

れ
る
場
合
、
当
局
は
、
そ
の
解
明
に
「
共
謀
罪
」
を
使
う
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）」
は
、「
脱
税
（
租
税
ほ

脱
）
の
罪
」（
租
税
実
体
犯
罪
）
と
は
別
途
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
局
は
、「
脱
税
の
罪
」
は
成
立
し
な
く
と
も
、「
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）」
は
成
立
す
る
こ
と
（
あ
る
い
は
双
方
が
成
立
す
る
こ
と
）
も
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
成
立
以
前
は
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
あ
る
い
は
納
税
者
と
税
務
専
門
職
（
関
与
税
理
士
）
が
、
租
税
ほ

脱
（
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
計
画
し
た
と
し
て
も
、
具
体
的
に
犯
行
に
至
ら
な
い
限
り
犯
罪
捜
査
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
成
立
し
た
現
在
、
理
論
的
に
は
、
事
前
に
集
ま
っ
て
租
税
ほ
脱
の
方
法
等
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
と
す
る
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
時
点
で
、
課
税
庁
に
よ
る
租
税
犯
則
調
査
と
は
別
途
に
、
司
法
警
察
・
検
察
は
被
疑
者
の
刑
事
捜

査
、
逮
捕
な
ど
が
可
能
と
な
る

（
18
）

。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
脱
税
の
罪
」（
租
税
実
体
犯
罪
）
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
あ
る
国
税
犯
則
調
査
手
続
に

よ
る
が

（
19
）

、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
違
反
に
つ
い
て
は
一
般
の
刑
事
捜
査
手
続
（
司
法
警
察
・
検
察
）
に
よ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

3　

国
税
犯
則
調
査
の
通
則
法
へ
の
編
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

国
税
に
関
す
る
租
税
犯
則
調
査
、
す
な
わ
ち
国
税
に
か
か
る
租
税
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
や
参
考
人
（
以
下
「
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等

（
犯
則
嫌
疑
者
等
）」
と
い
う
。）
に
対
す
る
調
査
は
、
課
税
庁
が
、
こ
れ
ま
で
国
税
犯
則
取
締
法
（
以
下
「
国
犯
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
い
て

実
施
し
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
国
犯
法
は
廃
止
さ
れ
、
国
税
通
則

法
（
以
下
「
国
通
法
」
と
も
い
う
。）
の
第
一
〇
章
〔
罰
則
〕（
一
二
六
〜
一
三
〇
条
）
お
よ
び
第
一
一
章
〔
犯
則
事
件
の
調
査
お
よ
び
処
分
〕

（
一
三
一
〜
一
六
〇
条
）
に
、
表
記
お
よ
び
内
容
を
現
代
化
し
た
う
え
で
、
挿
入
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
四
月
一

日
か
ら
、
国
税
犯
則
調
査
は
、
国
通
法
を
典
拠
に
実
施
さ
れ
る
。

加
え
て
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
に
規
定
す
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
も
、
同
法
別
表
第
三
〔
第
六
条
の
二
関
係
〕
に
列

挙
・
特
掲
さ
れ
た
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
（
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
二
人
以
上
の
団
体
を
適
用

対
象
と
す
る
租
税
犯
罪
）
に
は
、
適
用
さ
れ
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
嫌
疑
あ
る
者
に
対
す
る
強
制
捜
査
は
、
司
法
警
察
・
検
察
が
、

裁
判
所
に
令
状
請
求
を
し
令
状
の
交
付
を
得
て
、
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

所
得
税
・
法
人
税
・
消
費
税
な
ど
の
ほ
脱
犯
罪
（
租
税
実
定
犯
罪
）
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職

（
わ
が
国
で
は
、
税
理
士
、
公
認
会
計
士
、
税
務
弁
護
士
）
な
ど
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
適
用
対
象
）
と
な
る
。

⑴　

調
査
の
担
当
部
局

国
税
に
関
す
る
租
税
犯
則
調
査
、
す
な
わ
ち
国
税
に
か
か
る
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等
（
犯
則
嫌
疑
者
等
）
に
対
す
る
調
査
は
、
租
税

行
政
庁
が
実
施
す
る
。
こ
の
点
は
、
一
般
の
犯
罪
捜
査
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
国
税
犯
則
調
査
の
あ
ら
ま
し
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
一
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直
接
国
税
の
犯
則
調
査
お
よ
び
間
接
国
税
の
犯
則
調
査
を
担
当
す
る
の
は
、
国
税
庁
、
国
税
局
、
税
務
署
職
員
の
う
ち
租
税
犯
則
調
査

の
権
限
が
与
え
ら
れ
た
国
税
庁
等
の
「
当
該
職
員
」（
以
下
、
こ
こ
で
は
、「
当
該
職
員
」
を
、「
犯
則
事
件
調
査
職
員
証
票
」（
国
税
通
則
法
施
行
規

則
一
六
条
別
表
一
〇
号
）
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
課
税
庁
の
「
犯
則
事
件
調
査
職
員
」
と
呼
ぶ
。）
で
あ
る
（
国
通
法
一
三
一
条
一
項
）。
一

般
に
は
、
国
税
査
察
官
と
呼
ば
れ
（
財
務
省
組
織
規
則
五
一
八
条
）、
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
調
査
査
察
部
（
財
務
省
組
織
規
則
四
〇
一
条
以
下
）

【図表 16】犯則事件の処理方法

は
、
俗
に
「
マ
ル
サ
／
〇
査
」
と
呼
ば
れ
る
。
ち
な
み
に
、
査
察
官
の
定
員
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
現
在

一
、七
一
八
人
以
内
で
あ
る
（
財
務
省
組
織
規
則
五
一
八
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
査
察
な
ど
租
税
犯
則
調
査
は
、
検
察
官
で
は
な
く
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
が
実
施
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
税
法
事
件
に
つ
い
て
は
、
件
数
が
多
い
こ
と
と
調
査
に
専
門
的
な
知
識
と
経
験
が

必
要
な
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

犯
則
事
件
の
調
査
後
の
処
理

犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等
（
犯
則
嫌
疑
者
等
）
に
対
す
る
調
査
を
終
え
た
後
の
処
理
は
、
直
接
国
税
の
ケ
ー
ス

と
間
接
国
税
の
ケ
ー
ス
と
で
は
、
異
な
っ
て
い
る
。【
図
表
16
】

①
直
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
ケ
ー
ス

直
接
国
税
の
犯
則
事
件
（
申
告
納
税
方
式
に
よ
る
一
定
の
間
接
税
の
犯
則
事
件
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で
は
、
課
税

庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、
ま
ず
強
制
調
査
を
し
て
収
集
し
た
帳
簿
、
書
類
な
ど
を
検
討
す
る
。
そ
の
後
の
任

一
二
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

意
調
査
に
よ
っ
て
も
証
拠
を
固
め
、
犯
則
（
税
法
違
反
）
の
事
実
が
あ
る
と
み
た
と
き
は
、
検
察
官
に
告
発
を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

（
国
通
法
一
五
五
条
）。

告
発
さ
れ
る
と
、
当
該
犯
則
事
件
は
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
の
も
と
を
離
れ
、
検
察
官
に
引
き
継
が
れ
、
刑
事
訴
訟
法
の
も
と

で
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
刑
訴
法
二
四
七
条
以
下
）。
こ
の
場
合
、
調
書
と
と
も
に
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
物
や
領
置
さ
れ
た
物
な
ど

は
、
差
押
目
録
、
領
置
目
録
な
ど
と
と
も
に
検
察
官
に
引
き
継
が
れ
、
検
察
官
が
刑
事
訴
訟
法
（
刑
訴
法
二
一
八
条
以
下
）
に
基
づ
い
て
押

収
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
国
通
法
一
五
九
条
四
項
）。

一
方
、
直
接
国
税
の
犯
則
の
事
実
が
あ
る
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
処
理
の
仕
方
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
い
。
し
か
し
、

間
接
国
税
の
ケ
ー
ス
（
国
通
法
一
六
〇
条
）
に
準
じ
て
処
理
さ
れ
る
。
犯
則
の
事
実
の
な
か
っ
た
こ
と
を
、
嫌
疑
を
持
た
れ
た
納
税
者
な
ど

に
通
知
し
、
差
押
え
た
物
な
ど
を
返
却
す
る
（
国
通
法
一
四
五
条
一
項
）。

②
間
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
ケ
ー
ス

間
接
国
税
の
犯
則
事
件
（
申
告
納
税
方
式
に
よ
る
一
定
の
間
接
税
の
犯
則
事
件
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件

調
査
職
員
は
、
調
査
が
終
わ
っ
た
場
合
に
は
、
ふ
つ
う
、
そ
の
長
（
国
税
局
長
・
税
務
署
長
）
に
調
査
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
（
国
通
法
一
五
六
条
一
項
）。
た
だ
、
犯
罪
嫌
疑
者
の
居
場
所
不
明
・
逃
亡
の
お
そ
れ
・
証
拠
隠
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
、
た
だ

ち
に
告
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
通
法
一
五
六
条
一
項
・
二
項
但
書
）。

報
告
を
う
け
た
長
は
、
犯
罪
に
事
実
が
あ
る
と
み
た
と
き
に
は
、
ふ
つ
う
、
犯
則
を
し
た
人
に
対
し
、
理
由
を
示
し
て
、
罰
金
・
過
料

に
あ
た
る
金
額
を
決
め
ら
れ
た
場
所
に
納
め
る
よ
う
に
通
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
通
法
一
五
七
条
一
項
）。
こ
の
手
続
を
「
通
告

一
二
一



処
分
」
と
い
う
。
た
だ
、
犯
則
者
に
資
力
が
な
い
、
あ
る
い
は
手
口
が
悪
質
で
情
状
が
懲
役
刑
に
値
す
る
と
み
た
と
き
に
は
、
通
告
処
分

を
し
な
い
で
、
た
だ
ち
に
告
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
通
法
一
五
七
条
二
項
一
号
・
二
号
）。

間
接
国
税
の
場
合
、
納
税
者
で
あ
る
事
業
者
は
、
取
引
し
た
と
き
に
、
預
り
金
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
税
の
負
担
者
（
担
税
者
）
か
ら

税
を
徴
収
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
納
税
し
な
い
こ
と
は
、
窃
盗
罪
に
近
い
も
の
と
し
て
、
国
犯
法
に
よ

り
調
査
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
悪
質
な
場
合
は
ま
れ
な
の
で
、
告
発
に
い
た
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
通
告
処
分
に
終
わ
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
犯
則
者
は
、
自
由
に
、
通
告
処
分
の
諾
否
を
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
処
分
か
ら
二
〇
日
以
内
に
こ
れ
を
履
行
し
な

い
と
き
は
、
告
発
さ
れ
る
（
国
通
法
一
五
八
条
一
項
）。

ち
な
み
に
、
告
発
す
る
場
合
の
課
税
庁
側
の
処
理
は
、
さ
き
に
直
接
国
税
の
犯
則
事
件
の
告
発
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る

（
国
通
法
一
五
九
条
・
一
六
〇
条
）。

⑶　

租
税
犯
則
調
査
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査

例
え
ば
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
妻
と
夫
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
理
士
な
ど
と
の
間
で
、
一
〇
年
以
下

の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
固
）
の
対
象
と
な
る
租
税
ほ
脱
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
・
三
項
、
同
二
三
九
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
、
消

費
税
法
六
四
条
一
項
・
四
項
な
ど
）
に
つ
い
て
の
話
合
い
、
合
意
（
共
謀
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
行
が
な
い
場
合
に
は
、
処
罰
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
、
今
般
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）〔
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〕
の
新
設
に
よ
り
、
四
年
以
上
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）

に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
二
人
以
上
の
団
体
を
対
象
に
、
法
別
表
第
三
に
列
挙
・
特
掲
さ
れ
租
税
犯
罪
（
租
税
実
体
犯
罪
）
の

一
二
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

計
画
・
準
備
行
為
も
広
く
処
罰
で
き
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
課
税
庁
に
よ
る
租
税
犯
則
調
査
の
結
果
、
重
加
算
税
の
賦
課

決
定
処
分
で
終
わ
る
場
合
、
ま
た
は
告
発
さ
れ
裁
判
で
自
由
刑
で
は
な
く
罰
金
の
み
が
科
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
司
法
警
察
・
検
察

は
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
基
づ
く
捜
査
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
租
税
ほ
脱
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
捜
査
に
あ
た
っ
て
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
典
拠
と
し
た
司

法
警
察
・
検
察
は
捜
査
が
核
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
課
税
庁
に
よ
る
犯
則
調
査
（
国
通
法
一
三
一
条
以
下
）
も
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
行
政
調
査
で
あ
る
課
税
処
分
の
た
め
の
税
務
調
査
（
国
通
法
七
二
条
の
四
以
下
）
の
実
施
後
、
例
え
ば
事
業
主
と
計
理
担
当
の
従

業
者
が
租
税
ほ
脱
の
計
画
を
練
っ
て
い
た
節
が
う
か
が
え
る
が
、
犯
則
調
査
を
実
施
す
る
ほ
ど
に
は
い
ま
だ
疑
い
は
濃
厚
で
は
な
い
と
い

う
状
況
に
あ
る
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
計
画
を
準
備
し
た
が
実
行
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
課
税
庁
は
、
計
画
を
立
て
た
か
も

し
れ
な
い
、
計
画
す
る
た
め
に
電
話
で
話
し
た
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
司
法
警
察
に
そ
の
疑
念
を
流
す
こ
と
に
よ
り

（
20
）

、
共
謀

罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
か
か
る
強
制
捜
査
の
た
め
の
令
状
請
求
・
令
状
交
付
が
可
能
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
租
税
犯
則
分
野
へ
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
適
用
、
そ
の
成
立
要
件
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
の
具
体
的
な
運
用
や
租
税
刑
事
政
策
、
さ
ら
に
は
裁
判
例
の
積
み
重
ね
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
段
階

で
軽
軽
に
論
じ
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
税
務
専
門
職
は
、
警
戒
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
二
三



【
図
表
17
】
税
務
調
査
と
共
謀
罪
に
か
か
る
強
制
捜
査
の
構
図

課
税
処
分
の
た
め
の
税
務
調
査
を
経
て
…
…

・
犯
則
事
件
調
査
を
実
施
す
る
ほ
ど
の
疑
い
は
な
い　

⇒

　

 

犯
則
事
件
の
令
状
（
許
可
状
）
に
よ
る
強
制
調
査
や
令
状
不
要
の
任
意
調
査
は
行
え
な
い

・
話
し
合
っ
た
形
跡
は
あ
る　

⇒

　

共
謀
罪
に
か
か
る
強
制
捜
査
の
令
状
請
求
・
交
付
が
可
能

ま
さ
に
、
市
民
・
納
税
者
・
税
務
専
門
職
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
み
な
ら
ず
、
思
想
や
信
条
な
ど
憲
法
が
保
障
す
る
自
由
権
へ
の
課
税
権

力
の
介
入
を
容
易
に
す
る
の
が
一
般
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
・
納
税
者
も
一
般
共
謀
罪
（
テ
ロ

等
準
備
罪
）
の
運
用
に
は
警
戒
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。

4　

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
証
拠
収
集
手
続
の
導
入
と
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
の
税
制
改
正
に
お
け
る
国
犯
法
の
改
正
・
国
通
法
へ
の
編
入
で
は
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
が
許
可
状

（
令
状
）
を
得
て
行
う
強
制
調
査
に
お
い
て
、
新
た
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
保
存
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
や
電
子
メ
ー
ル
な
ど
の
情
報
を

押
収
し
て
調
査
で
き
る
権
限
を
認
め
た
。
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
経
済
活
動
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
流
れ
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
刑
事
訴
訟
法
や

関
税
法
に
な
ら
い
追
加
さ
れ
た
。

そ
の
狙
い
は
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
に
よ
る
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（
犯
則
嫌
疑
者
等
）

 

・

・

・

・

・

・
 

に
対
す
る
強
制
調
査
で
電
子
デ
ー
タ
を
押

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

収
す
る
際
の
手
続
に
法
的
後
ろ
盾
、
お
墨
付
き
を
与
え

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
 

・

・

・

・

・

・

・

る
こ
と
に
あ
る
。
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
犯
則

事
件
調
査
職
員
の
協
力
を
得
て
行
わ
れ
る
司
法
警
察
に
よ
る
脱
税
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
違
反
捜
査
の
強
力
な
ツ
ー
ル
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
。

一
二
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

改
正
さ
れ
た
国
通
法
で
は
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
に
、
裁
判
所
か
ら
捜
索
差
押
令
状
（
許
可
状
）
を
得
て
電
子
メ
ー
ル
な
ど
電
子
デ
ー

タ
を
捜
索
・
差
押
え
（
①
電
磁
的
記
録
に
か
か
る
記
録
媒
体
の
差
押
え
、
②
接
続
サ
ー
バ
ー
等
保
管
の
自
己
作
成
デ
ー
タ
等
の
差
押
え
、
お
よ
び
③
記

録
命
令
付
差
押
え
）
で
き
る
権
限
（
国
通
法
一
三
二
条
以
下
）、
な
ら
び
に
④
通
信
事
業
者
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
）
等
に
対
し
書
面
で
通
信
履
歴
の
電

磁
的
記
録
の
保
全
要
請
（
国
通
法
一
三
四
条
）
お
よ
び
⑤
差
押
え
を
受
け
る
者
へ
の
協
力
要
請
（
国
通
法
一
三
八
条
）
を
で
き
る
権
限
を
与
え

た
。現

在
で
も
、
犯
則
調
査
・
査
察
に
お
い
て
調
査
対
象
犯
則
調
査
対
象
納
税
者
等
（
犯
則
嫌
疑
者
等
）
に
対
し
て
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、

裁
判
官
の
令
状
な
し
で
物
件
の
任
意
提
出
を
求
め
る
形
で
、〝
デ
ー
タ
押
収
〞
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
国
税
当
局
に

よ
る
任
意
の
デ
ー
タ
提
出
の
法
的
限
界

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

が
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

現
在
、
司
法
警
察
に
よ
る
令
状
に
基
づ
く
犯
罪
の
捜
査
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
に
基
づ
き
、
電
子
デ
ー
タ
を
捜
索
・
差
押
え
な
ど
が
可

能
で
あ
る
（
刑
訴
法
九
九
条
二
項
・
九
九
条
の
二
・
二
一
八
条
一
項
・
二
一
八
条
二
項
・
一
一
〇
条
の
二
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、
今
般
の
国
通
法

へ
の
電
子
デ
ー
タ
を
捜
索
・
差
押
え
な
ど
の
手
続
規
定
の
新
設
は
、
刑
訴
法
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、
電
子
デ
ー
タ
に
関
す
る
法
令
用
語
は
、
独
特
な
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
読
者
の
便
宜
も
は
か
る
こ
と
も
織
り
込

ん
で
、
強
制
捜
査
、
犯
則
調
査
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
電
子
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
う
手
続
に
か
か
る
代
表
的
な
法
令
用
語
を
日
常
用
語
に

対
比
さ
せ
て
、
一
覧
に
し
て
お
く
。

一
二
五



【
図
表
18
】
法
令
用
語
と
日
常
用
語
の
対
比

●
電
子
計
算
機　

自
動
的
な
計
算
や
デ
ー
タ
処
理
を
行
う
電
子
装
置
を
指
す
。
例
：
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話
な
ど

●
電
磁
的
記
録　

電
子
デ
ー
タ

●
記
録
媒
体　

サ
ー
バ
ー
な
ど
。
例
：
リ
モ
ー
ト
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
バ
ー
、
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
、
ク
ラ
ウ
ド
、
記
録
メ
デ
ィ
ア
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
）
な
ど

●
電
気
通
信
回
線　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携
帯
電
話
回
線
、
Ｌ
Ａ
Ｎ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど

●
電
気
通
信
事
業
者　

プ
ロ
バ
イ
ダ
（
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
な
ど　

●
複
写　

電
子
デ
ー
タ
（
電
磁
的
記
録
）
を
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
）
に
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
。

●
移
転　

電
子
デ
ー
タ
を
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
）
に
移
す
こ
と
を
い
い
、
こ
の
場
合
、
元
の
記
憶
媒
体
の
電
子
デ
ー
タ
は
消
去
さ
れ
る
。

●
印
刷　

電
子
デ
ー
タ
を
紙
媒
体
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
。

⑴　

国
通
法
上
の
あ
ら
た
な
電
子
デ
ー
タ
収
集
手
続
の
概
要

課
税
庁
が
、
強
制
的
な
租
税
犯
則
調
査
、
査
察
調
査
を
実
施
す
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、
裁
判
所
か
ら
令
状

（
許
可
状
）
を
得
る
必
要
が
あ
る
（
国
通
法
一
三
二
条
一
項
）。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
電
子
デ
ー
タ
の
捜
索
・
差
押
え
に
か
か
る
あ
ら
た
な

制
度
、
そ
の
手
続
な
ど
に
つ
い
て
簡
潔
に
点
検
を
す
る
。

ま
ず
、
犯
則
調
査
の
令
状
を
と
る
た
め
に
は
、
調
査
の
場
所
や
対
象
を
具
体
的
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
国
通
法
施
行
令

四
五
・
四
六
）。
こ
の
場
合
、
納
税
者
の
事
業
所
に
あ
る
パ
ソ
コ
ン
（
Ｐ
Ｃ
）
を
調
べ
る
こ
と
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
外
部

の
サ
ー
バ
ー
上
の
デ
ー
タ
ま
で
は
令
状
が
調
査
を
許
可
す
る
範
囲
に
入
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ー
バ
ー
を
置
い
て
い
る
プ
ロ
バ

イ
ダ
の
方
に
調
査
に
行
く
に
は
別
の
令
状
が
い
る
。
そ
れ
で
も
サ
ー
バ
ー
が
外
国
に
あ
る
の
な
ら
無
理
で
あ
る

（
21
）

。
ま
た
、
複
数
の
サ
ー

バ
ー
が
関
係
す
る
場
合
も
調
査
の
手
間
は
よ
り
煩
雑
に
な
る
。

一
二
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

そ
こ
で
、
刑
訴
法
と
同
様
の
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
デ
ー
タ
差
押
え
方
法
を
、
通
則
法
に
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
国
通
法
と
刑
訴
法
に
盛
ら
れ
た
内
容
の
条
文
で
比
べ
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
19
】
国
通
法
と
刑
訴
法
の
対
応
関
係

国
税
通
則
法

刑
事
訴
訟
法

記
録
命
令
付
差
押
え

一
三
二
条
一
項

九
九
条
の
二
、
二
一
八
条
一
項
（
関
連
：
刑
事
訴
訟
規
則
一
五
五
条
）

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス

一
三
二
条
二
項

九
九
条
二
項
、
二
一
八
条
二
項

任
意
調
査
と
し
て
の
保
全
要
請

一
三
四
条

一
九
七
条
三
〜
五
項

差
押
え
に
代
え
る
複
写
媒
体
の
差
押
え

一
三
六
条

一
一
〇
条
の
二

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
操
作
の
協
力
要
請

一
三
八
条

一
一
一
条
の
二

こ
う
し
た
法
整
備
を
行
っ
た
こ
と
は
、
犯
則
調
査
が
実
質
に
お
い
て
犯
罪
捜
査
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
則
調
査
で
は
、
一
般
の
犯
罪
捜
査
の
場
合
の
準
抗
告
（
刑
訴
法
四
二
九
条
）
の
よ
う
な
不
服
申
立
て
の

手
続
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
憲
法
三
一
条
に
よ
る
適
正
手
続
の
保
障
に
違
反
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

⑵　

電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
権
限
の
強
化
策
の
概
要

今
般
の
国
犯
法
の
改
正
・
国
通
法
へ
の
編
入
は
、
明
治
憲
法
下
の
一
九
九
〇
（
明
治
三
三
）
年
成
立
の
旧
態
依
然
と
し
た
法
律
を
、
国

通
法
の
な
か
に
現
代
化
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
刑
訴
法
を
参
考
に
し
て
、
電
子
デ
ー
タ
に
関
す
る
査
察
手
続
を
中
心
に
、
新
た

に
査
察
官
の
権
限
強
化
の
内
容
も
加
え
て
い
る
。
国
通
法
に
盛
ら
れ
た
電
子
デ
ー
タ
査
察
手
続
の
具
体
的
な
改
正
内
容
は
、
次
の
五
つ
で

一
二
七



あ
る
。

【
図
表
20
】
電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
権
限
強
化
策

①
記
録
命
令
付
差
押
え
【
許
可
状
が
必
要
】

裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
り
、
電
子
デ
ー
タ
（「
電
磁
的
記
録
」）
を
保
管
す
る
者
ら
に
命
じ
て
、
必
要
な
電
子
デ
ー
タ
を
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ

な
ど
）
に
記
録
ま
た
は
印
刷
さ
せ
た
う
え
、
そ
の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法
一
三
二
条
一
項
）。

②
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
／
接
続
サ
ー
バ
ー
か
ら
の
複
写
【
許
可
状
が
必
要
】

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
件
が
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
り
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（「
電
気
通
信
回
線
」）
で
接
続
し
て
い
る
記
録
媒
体
（
サ
ー
バ
ー
な
ど
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
・
変
更
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
変
更
・
消

去
で
き
る
電
子
デ
ー
タ
な
ど
を
保
管
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
も
の
か
ら
、
そ
の
電
子
デ
ー
タ
を
そ
の
パ
ソ
コ
ン
、

Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
に
複
写
（
コ
ピ
ー
）
し
た
（
移
転
は
許
さ
れ
な
い
。）
う
え
で
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通

法
一
三
二
条
二
項
）。

③
差
押
え
に
代
え
る
複
写
媒
体
の
差
押
え
【
許
可
状
が
必
要
】

裁
判
官
の
許
可
状
（
記
録
命
令
付
差
押
え
の
許
可
状
で
は
な
く
、
従
来
の
差
押
え
の
許
可
状
）
に
よ
り
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
件
が
、
電
子
デ
ー
タ

に
関
係
す
る
記
録
媒
体
（
社
内
サ
ー
バ
ー
や
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
差
押
え
に
代
え
て
、
そ
の
記
録
媒
体

に
記
録
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
を
他
の
記
録
媒
体
に
複
写
、
印
刷
ま
た
は
移
転
の
う
え
、
そ
の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法

一
三
六
条
）。

④
任
意
調
査
と
し
て
の
保
全
要
請
【
許
可
状
は
不
要
】

差
押
え
な
ど
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
る
こ
と
な
く
、
電
気
通
信
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
の
設
備
を
他
人
の
通
信

の
用
に
供
す
る
事
業
者
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）
な
ど
に
対
し
、
通
信
履
歴
（
通
信
内
容
は
含
ま
な
い
）
の
電
子
デ
ー
タ
の
う
ち
必
要
な
も
の
を
特
定
し
、

三
〇
日
（
特
に
必
要
が
あ
れ
ば
六
〇
日
ま
で
延
長
で
き
る
。）
を
超
え
な
い
期
間
を
定
め
て
、
消
去
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法

一
二
八



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

一
三
四
条
）。

⑤
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
操
作
の
協
力
要
請
【
許
可
状
は
不
要
】

臨
検
す
べ
き
物
件
な
ど
が
電
子
デ
ー
タ
に
関
係
す
る
記
録
媒
体
で
あ
る
と
き
は
、
臨
検
な
ど
を
受
け
る
者
に
対
し
、
裁
判
官
の
許
可
状
に
よ
る
こ
と

な
く
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
操
作
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
通
法
一
三
八
条
）。

こ
れ
ら
国
通
法
に
盛
ら
れ
た
電
子
デ
ー
タ
の
査
察
調
査
手
続
は
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
法
改
正
で
刑
訴
法
に
盛
ら
れ
た
電
子

デ
ー
タ
に
関
す
る
捜
査
手
続
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
五
つ
の
電
子
デ
ー
タ
に
関
す
る
査
察
調
査
強
化
策
の
大
き
な
特
徴
は
、
前
三
者
（
①
・
②
・
③
）
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
（
令

状
）
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
残
り
二
者
（
④
・
⑤
）
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
（
令
状
）
が
要
ら
な
い
、
任
意
の
手
続
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
②
接
続
サ
ー
バ
ー
等
保
管
の
自
己
作
成
デ
ー
タ
等
の
差
押
え
は
、
一
般
に
、「
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
」、「
リ
モ
ー
ト

捜
索
・
差
押
え
」
権
限
と
呼
ば
れ
る
。

ち
な
み
に
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
刑
訴
法
に
は
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
の
法
改
正
で
す
で
に
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
権

限
を
捜
査
当
局
に
与
え
て
い
る
（
二
一
八
条
二
項

（
22
））。

「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
と
は
、
差
押
対
象
物
が
パ
ソ
コ
ン
（
Ｐ
Ｃ
）
の
場
合
で
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
に
ネ
ッ
ト
で
接
続
し
て
い
る

他
の
サ
ー
バ
ー
に
差
し
押
さ
え
た
い
電
子
デ
ー
タ
が
記
憶
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
捜
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
を
変
更
消
滅
さ
せ

る
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
裁
判
官
か
ら
令
状
を
も
ら
っ
て
、
そ
の
電
子
デ
ー
タ
を
差
押
対
象
の
Ｐ
Ｃ
、
ま
た
は
捜
査
機
関
が
用

一
二
九



意
し
た
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
な
ど
）
に
複
写
（
コ
ピ
ー
）
し
て
、
そ
れ
を
差
し
押
さ
え
る
手
続
で
あ
る
。「
接
続
サ
ー
バ
ー
か
ら
の
複
写
」

手
続
と
も
呼
ば
れ
る
。
租
税
犯
則
調
査
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
制
度
は
、
お
お
む
ね
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
四
月
一
日

か
ら
実
施
さ
れ
る
。

こ
の
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
例
え
ば
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
が
、
あ
る
会
社
の
東
京
本
社
の
犯
則
調
査
を
実
施
し
た
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
犯
則
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
記
録
や
帳
簿
が
名
古
屋
支
社
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
こ
れ
ら
本
社
と
支
社
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
接
続
し
て
い
た
と
し
て
も
、
許
可
状
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
支
社
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
捜
査
を
広
げ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ド
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
税
務
デ
ー
タ
が
保
管
さ
れ
て
い

る
（cloud-stored data

）
場
合
や
、
犯
則
嫌
疑
者
で
あ
る
上
司
か
ら
部
下
へ
の
脱
税
の
指
示
・
合
意
が
あ
っ
た
旨
の
電
子
メ
ー
ル
が
プ
ロ

バ
イ
ダ
（IS

P
=Internet S

ervice P
rovider

）
の
サ
ー
バ
ー
の
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
差
押
え
は
難
し
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
改
正
さ
れ
た
国
通
法
一
三
二
条
二
項
に
よ
る
と
、
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
課
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
は
、
裁
判
所
の
許
可

状
を
得
て
強
制
的
に
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

租
税
犯
則
調
査
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
は
、
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
の
摘
発
な
ど
に
は
威
力
を
持
つ
と
思
う
。
た
だ
、
脱
税

犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
司
法
警
察
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
司
法
警
察
は
、
刑
事
訴
訟
法

（
九
九
条
二
項
・
二
一
八
条
二
項
）
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
課
税
庁
に
は
、
租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
に
か
か
る
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
適
用
の
捜
査
へ
の
協
力
、
司
法
警
察
と
の

情
報
連
携
に
お
い
て
、
犯
則
調
査
上
の
「
リ
モ
ー
ト
捜
索
・
差
押
え
」
を
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
す
る
途
は
拓
か
れ
た
。

一
三
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

Ⅱ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
租
税
犯
罪

連
邦
税
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

／IR
C
=Internal R

evenue C
ode

／
内
国
歳
入
法
典
）（
以
下
「
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）」

ま
た
は
「
Ｉ
Ｒ
Ｃ
」
と
い
う
。）
は
、
申
告
納
税
制
度
（self-assessm
ent system

）
を
採
っ
て
い
る
。
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
上
の
納
税
義
務

を
負
う
者
は
、
納
期
限
（
例
え
ば
、
暦
年
課
税
を
採
る
個
人
の
場
合
は
（
本
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
分
に
つ
い
て
翌
年
の
四
月
一
〇

日
））
ま
で
に
税
額
を
計
算
し
、
申
告
書
に
記
載
し
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
に
提
出
し
（
納
付
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
額
を
納
付
）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
定
申
告
後
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
納
税
者
の
行
っ
た
申
告
内
容
が
正
し
い
か
ど
う
か
課
税
処
分
の
た
め

の
税
務
調
査
（
民
事
の
税
務
調
査
）
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
。
民
事
の
税
務
調
査
の
結
果
、
増
差
額
が
あ
る
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
納
税
者

に
対
し
て
そ
の
増
差
額
に
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
定
め
る
附
帯
税
額
（
民
事
制
裁
／civil sanctions/civil penalties

）
を
加
え
た
額
を
納

付
す
る
よ
う
に
求
め
る
。

一
方
、
民
事
の
税
務
調
査
を
行
い
、
そ
の
過
程
で
、
租
税
ほ
脱
な
ど
の
疑
い
が
出
て
き
た
場
合
に
は
、
当
該
事
案
を
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調

査
／
査
察
部
（IR

S
 C

I=C
rim

inal Investigation

）
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
は
、
刑
事
の
犯
則
調
査
／
査
察
を
行
う
。
租

税
犯
則
事
件
は
、
訴
追
（
起
訴
）、
裁
判
な
ど
の
手
続
を
経
て
刑
事
制
裁
（crim

inal sanctions/crim
inal penalties

）
対
象
と
な
る
。

民
事
税
務
調
査
か
ら
刑
事
訴
追
（
起
訴
）
ま
で
の
ス
テ
ッ
プ
を
お
お
ま
か
に
並
べ
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。【
図
表
21
】

1　

民
事
制
裁
と
刑
事
制
裁

連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
民
事
制
裁
／
民
事
罰
と
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
の
二
種
類
の
制
裁
／
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
。
同
じ
作
為
・

一
三
一



不
作
為
に
対
し
て
、
民
事
制
裁
と
刑
事
制
裁
双
方
の
対
象
と
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
一
方
の
制
裁
（
例
え
ば
民
事
）
が
か
さ

れ
た
場
合
、
他
方
の
制
裁
（
例
え
ば
刑
事
）
を
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
関
係
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
納
税
者
等
は
、
租
税
犯
罪
で
有
罪

宣
告
を
受
け
、
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
／im

prisonm
ent

）
も
し
く
は
高
額

の
罰
金
ま
た
は
併
科
と
い
う
厳
し
い
刑
事
制
裁
を
受
け
た
と
し
て
も
、
さ

ら
に
民
事
制
裁
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
納
税
者
等
が
刑

事
制
裁
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
も
民
事
制
裁
を
受
け
る
可

能
性
が
あ
る
。

⑴　

租
税
刑
事
制
裁
手
続
の
特
質

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
合
法
と
違
法
の
狭
間
に
位
置
す
る
グ
レ
ー
な

租
税
回
避
行
為
（tax avoidance

）
と
、
違
法
な

・

・

・

租
税
ほ
脱
（
脱
税
／tax 

evasion
）
行
為
と
は
、
ま
さ
に
紙
一
重
で
あ
る
。

租
税
回
避
目
的
の
タ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
場
合
、
仮
に
納
税
者
が

そ
れ
を
実
行
し
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
に
否
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、

民
事
制
裁
／
民
事
罰
を
課
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
・

・

【図表 21】租税犯則調査から刑事訴追（起訴）までのステップ

一
三
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な・

租
税
ほ
脱
（
脱
税
）
と
し
て
否
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
事
制
裁
／
民
事
罰
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い

（
23
）

。

例
え
ば
、
あ
る
納
税
者
が
、
脱
税
（
租
税
ほ
脱
犯
）（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
二
七
〇
一
条
）
を
理
由
に
起
訴
さ
れ
、
裁
判
所
で
五
年
の
自
由
刑
に
加
え

二
五
万
ド
ル
の
罰
金
を
併
科
す
る
旨
の
判
決
を
受
け
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
当
該
納
税
者
に
対
し
て
、
同
時
に
、
脱
税
に

か
か
る
不
足
額
の
七
五
％
相
当
額
の
民
事
制
裁
／
民
事
罰
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
六
五
一
条
ｆ
項
）。

納
税
者
が
自
ら
に
科
さ
れ
た
刑
事
制
裁
を
争
っ
た
訴
訟
（
租
税
刑
事
訴
訟
）
に
お
い
て
、
内
国
歳
入
庁
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
は
、
被
告
人
で
あ
る
納
税
者
等
が
故
意
に
法
的
義
務
を
免
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
訴
追
に
か
か
る

犯
罪
事
実
を
「
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
（beyond a reasonable doubt

）」
ま
で
立
証
し
な
い
限
り
、
有
罪
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
制
裁
を
争
っ
た
訴
訟
（
租
税
民
事
訴
訟
）
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、「
明
確
か
つ
納
得
で
き
る
証
拠
（clear and 

convincing evidence

）
が
あ
る
こ
と
」
を
立
証
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
租
税
犯
則
事
件
を
含
め
、
刑
事
事
件
訴
訟
（
刑
事
裁
判
）
に
お
い
て
は
、
九
〇
％
以
上
が
、
被
告
人
に
よ
る
有
罪
の

答
弁
、「
司
法
取
引
」
合
意
で
実
質
的
に
裁
判
は
終
結
し
、
公
判
（
正
規
の
裁
判
／
正
式
事
実
審
理
）
に
ま
で
い
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

租
税
犯
則
事
件
に
か
か
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
陪
審
、
裁
判
官
に
よ
る
公
判
審
理
よ
り
も
、
む
し
ろ
起
訴
の
是
非
を
問
う
大
陪
審
、
そ
こ

か
ら
の
正
式
起
訴
状
の
発
行
に
伴
う
連
邦
検
察
に
よ
る
連
邦
地
方
裁
判
所
へ
の
訴
追
（
起
訴
）、
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
）、
公
判
前

審
問
、
有
罪
の
答
弁
、
司
法
取
引
ま
で
の
過
程
を
知
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

⑵　

連
邦
租
税
犯
罪
と
共
謀
罪

連
邦
に
お
け
る
租
税
犯
罪
（federal tax crim

e

）
と
は
、
連
邦
税
の
賦
課
、
徴
収
お
よ
び
納
付
に
関
連
す
る
犯
罪
を
指
す
。
租
税
犯
は
、

一
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大
き
く
連
邦
の
租
税
債
権
を
直
接
侵
害
す
る
租
税
実
体
犯
罪
（substantive tax off ences

）
と
、
連
邦
の
租
税
債
権
確
定
お
よ
び
徴
収
権

の
正
常
な
行
使
を
阻
害
す
る
危
険
が
あ
る
た
め
に
罰
せ
ら
れ
る
租
税
手
続
犯
罪
（procedural tax off ences

）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
租
税
実
体
犯
罪
に
刑
事
罰
で
制
裁
を
科
す
各
種
規
定
を
置
い
て
い
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
二
〇
一
条
以
下
）。
し
か
し
、

個
々
の
租
税
実
体
犯
罪
（specifi c substantive tax off ence

）
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy

）
を
処
罰
す
る
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
で
処
罰
の
対
象
と
な
る
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
行
為
に
つ
い
て
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一

条
に
定
め
る
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）
を
適
用
し
、
訴
追
・
刑
事
裁
判
を
経
て
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
一
般
的
共
謀
罪
の
適
用
に
よ
る
「
共
謀
罪
（conspiracy charge

）」
と
、
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
で
あ
る
「
租
税
ほ
脱
（tax 

evasion

）
の
罪
」
と
は
別
個
の
犯
罪
と
さ
れ
る
。
納
税
者
や
税
務
専
門
職
が
共
謀
罪
と
租
税
ほ
脱
罪
の
双
方
で
訴
追
（
起
訴
）
さ
れ
、
裁

判
に
か
け
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
（
検
察
）
側
に
重
い
立
証
責
任
が
課
さ
れ
る
「
脱
税
の
罪
」
は
成
立
し
な
く
と
も
、「
共

謀
罪
」
は
成
立
す
る
事
例
も
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
逆
、
あ
る
い
は
双
方
が
成
立
す
る
事
例
も
あ
る
。

連
邦
租
税
犯
（
租
税
実
体
犯
罪
）
の
主
体
に
は
、
納
税
義
務
者
（
納
税
者
）
に
限
ら
ず
、
連
邦
租
税
収
入
を
侵
害
す
る
行
為
を
し
た
者
そ

の
他
そ
の
謀
議
に
加
わ
っ
た
者
を
含
む
。
ま
た
、
租
税
犯
を
構
成
す
る
に
は
、「
故
意
（w

illfully

）」
の
要
件
を
充
足
す
る
と
と
も
に
、

各
租
税
犯
に
固
有
の
個
別
的
な
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
（U

nited S
tates v. B

ishop, 412 U
.S

. 346 

（1973

））。

わ
が
国
の
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
で
は
、
適
用
対
象
の
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
を
「
重
大
犯
罪
」、
す
な
わ
ち
四
年
以
上
の
自
由
刑

（
懲
役
・
禁
錮
）
に
あ
た
る
罪
の
実
行
を
目
的
と
す
る
集
団
に
絞
っ
て
い
る
（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の

共
謀
罪
で
は
、
こ
う
し
た
縛
り
が
な
い
。
し
か
し
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
が
、
軽
罪
（m

isdem
eanor

）【
一
般

に
、
1
年
未
満
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
錮
）
ま
た
は
罰
金
】
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
共
謀
罪
で
の
処
罰
は
、
当

一
三
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

該
軽
罪
の
量
刑
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
る
。

連
邦
租
税
犯
則
事
件
の
訴
追
（
起
訴
）
の
た
め
の
告
発
先
は
、
連
邦
政
府
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
連
行
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
は
、
連
邦
租
税
犯
罪
に
関
わ
っ
た
納
税
者
な
ど

（
24
）

を
調
査
し
、

告
発
し
て
刑
事
訴
追
（
起
訴
）
を
求
め
る
任
務
を
負
う
組
織
で
あ
る

（
25
）

。
告
発
先
は
、
連
邦
司
法
省
租
税

部
（D

O
J T

ax=D
epartm

ent of Justice T
ax D

ivision

）
付
検
事
（U

.S
. A

ttorney

）
ま
た
は
／
お
よ
び

連
邦
地
検
の
連
邦
検
事
補
（A

U
S
A
=A

ssistant U
.S

. A
ttorney

）（
以
下
、
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
と
連
邦
検
事
補
（
Ａ
Ｕ
Ｓ
Ａ
）
を
一
括
し
て
「
連
邦
検
察
」
と
も
い
う
。）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
連

邦
検
事
は
、
一
般
に
「
検
察
官
（prosecutor

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。【
図
表
22
】

も
っ
と
も
、
連
邦
検
察
が
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
る
一
般
的
共
謀
罪
（general 

conspiracy charge

）
を
適
用
し
て
訴
追
（
起
訴
）
す
る
対
象
は
広
い
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
犯
罪
だ
け
取

り
上
げ
て
み
て
も
、
租
税
の
み
な
ら
ず
、
金
融
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
（
独
禁
法
）、

証
券
取
引
に
か
か
る
犯
罪
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
に
、
初
動
の
捜
査
（initial 

investigation

）
は
、
連
邦
課
税
庁
の
租
税
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
の
み
な
ら
ず
、
連
邦

捜
査
局
（F

B
I=F

ederal B
ureau of Investigation

）、
連
邦
取
引
委
員
会
（F

T
C
=F

ederal T
rade 

C
om

m
ission

）、
連
邦
証
券
取
引
委
員
会
（U

.S
. S

ecurities and E
xchange C

om
m
ission

）
や
連
邦
麻
薬

取
締
局
（D

E
A
=D

rug E
nforcem

ent A
dm

inistration

）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
連
邦
捜
査
（
規
制
）
機
関

（regulatory agencies

）
が
所
管
し
、
情
報
連
携
（inform

ation sharing

）
を
通
じ
て
連
邦
検
察
（
連
邦
司

【図表 22】連邦租税犯則事件の訴追（起訴）のための告発先
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法
省
）
の
各
担
当
部
が
共
謀
罪
嫌
疑
者
の
刑
事
訴
追
手
続
を
進
め
る
。

2　

主
な
連
邦
租
税
犯
、
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
の
概
要

主
な
連
邦
租
税
犯
、
刑
事
制
裁
／
刑
事
罰
類
型
を
分
析
し
て
、
そ
の
概
要
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
26
）

。

【
図
表
23
】
主
な
連
邦
租
税
犯
の
類
型
と
そ
の
定
義

条
文
〔
表
題
〕

定
義

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条

租
税
ほ
脱
罪

（T
ax evasion

）

内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
ま
た
は
そ
の
納
付
を
、
故
意
に
ほ
脱
ま
た
は

侵
害
し
よ
う
と
し
た
者
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
（「
懲
役
・
禁
錮
」
と
も
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
二
条

不
徴
収
罪
・
不
納
付
罪

（W
illful failure to collect or 

pay over taxes

）

内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
（
例
え
ば
、
源
泉
徴
収
税
）
を
故
意
に
徴
収

せ
ず
、
報
告
せ
ず
、
か
つ
納
付
し
な
い
者
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
三
条

故
意
の
申
告
書
・
情
報
の
不
提
出

ま
た
は
税
額
不
納
付

内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
も
し
く
は
そ
の
も
と
で
発
せ
ら
れ
る
規
則
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
ま

た
は
中
間
納
税
の
申
告
書
を
、
法
定
期
限
ま
で
に
故
意
に
作
成
・
提
出
し
な
い
行
為
、
納
税
し
な
い
行
為
ま
た
は

記
録
を
保
存
し
な
い
行
為
は
、
軽
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

一
三
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（W
illful failure to fi le return, 

or pay tax

）

・
一
年
未
満
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
一
〇
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
二
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号

虚
偽
報
告

（F
raud and false statem

ent

）

い
か
な
る
者
も
、
虚
偽
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
作
成
さ
れ
た
宣
誓
文
そ
の
他
宣
誓
文
の
よ
る
証
明

が
な
さ
れ
た
申
告
書
、
陳
述
書
そ
の
他
の
書
面
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
真
実
か
つ
正
確
で

あ
る
と
信
じ
て
い
な
い
も
の
を
故
意
に
作
成
、
署
名
し
た
場
合
に
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
三
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
税
法
上
の
虚
偽
報
告
制
裁
規
定
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号
）
は
、
し
ば
し
ば
「
租
税
偽
証

罪
（tax perjury

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
租
税
偽
証
罪
は
、
法
人
も
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
連
邦

刑
法
の
偽
証
罪
よ
り
も
処
罰
の
対
象
が
広
い
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
二
号

ほ
う
助
・
教
唆

（A
iding and abetting

）

い
か
な
る
者
も
、
内
国
歳
入
法
に
基
づ
く
ま
た
は
内
国
歳
入
法
に
基
づ
き
発
生
す
る
事
項
に
関
わ
る
申
告
書
、

請
求
書
そ
の
他
の
文
書
で
、
そ
の
重
要
な
部
分
が
詐
欺
的
ま
た
は
虚
偽
で
あ
る
も
の
を
作
成
し
ま
た
は
提
出
す
る

こ
と
を
故
意
に
ほ
う
助
し
、
教
唆
し
、
ま
た
は
助
言
指
導
す
る
場
合
に
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
、
請
求
書
そ
の
他
の
文
書
を
提
出
す
る
権
限
を
有
し
ま
た
は
提
出
す
べ

き
者
が
、
詐
欺
的
で
あ
る
こ
と
や
虚
偽
で
あ
り
こ
と
を
知
り
ま
た
は
同
意
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。

・
三
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。
加
え
て
、
訴
追
費
用
を
課
す
。

一
三
七



Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
七
条

虚
偽
文
書
の
提
出

（S
ubm

ission of fraudulent 

docum
ents

）

い
か
な
る
者
も
、
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
詐
欺
的
ま
た
は
虚
偽
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
故
意
に
リ
ス
ト
や
申

告
書
、
帳
簿
、
陳
述
書
そ
の
他
の
文
書
を
Ｉ
Ｒ
Ｓ
に
提
出
す
る
ま
た
は
提
示
す
る
場
合
に
は
、
軽
罪
と
し
て
、
次

の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
一
年
未
満
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
一
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
、〇
〇
〇
ド
ル
以
下
）
の
罰
金

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

ち
な
み
に
、
本
罪
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号
〔
虚
偽
報
告
〕
と
は
、
次
の
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
る
。

・
虚
偽
文
書
に
つ
き
、
偽
証
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
署
名
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。

・
本
罪
は
、
偽
証
の
文
書
を
提
出
・
提
示
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
号
〔
虚

偽
報
告
〕
は
、
文
書
の
署
名
者
に
限
り
適
用
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
一
二
条
ａ
項 

税
法
執
行
妨
害
未
遂
罪

（A
ttem

pts to interfere w
ith 

adm
inistration of internal 

revenue law

）

①
贈
賄
、
暴
力
ま
た
は
脅
迫
（
脅
迫
状
ま
た
は
脅
迫
電
話
を
含
む
。）
に
よ
り
、
公
務
中
の
連
邦
政
府
上
級
職
員

も
し
く
は
職
員
を
脅
迫
ま
た
は
妨
害
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
②
前
記
①
以
外
の
方
法
の
よ
り
、
贈
賄
、
暴
力
ま
た

は
脅
迫
（
脅
迫
状
ま
た
は
脅
迫
電
話
を
含
む
。）
に
よ
り
、
税
法
の
適
正
な
執
行
妨
害
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
次

の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

《
個
人
の
場
合
》

・
一
年
未
満
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
三
、〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

《
法
人
の
場
合
》

・
三
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
五
、〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
三
七
一

条共
謀
罪

《
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
で
処
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（T

itle 18 of the 

U
.S

. C
ode/

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル
一
八
）
で
も
処
罰
・
訴
追
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
第
三
七
一
条
に
定

め
る
共
謀
罪
（conspiracy

）
が
そ
の
一
つ
で
あ
る

（
29
）。》

（
27
）

（
28
）

一
三
八



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（C
onspiracy to com

m
it off ence 

or to defraud the U
.S

.

）

二
人
以
上
の
者
が
、
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
を
共
謀
し
、
ま
た
は
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は

何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
も
し
く
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、

そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
行
為
を
し
た
と
き
に
、
共
謀
し
た

各
人
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

以
上
の
よ
う
な
連
邦
租
税
犯
（
租
税
実
体
犯
罪
）
体
系
（hierarchy of F

ederal substantive tax off ences

）
の
な
か
で
、
頂
点

（capstone

）
に
立
つ
の
が
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
に
規
定
す
る
「
租
税
ほ
脱
罪
（tax evasion

）」
で
あ
る
（S

ee, S
ansone v. U

nited S
tates, 

380 U
.S

. 343, at 350 

（1965

））。

本
稿
に
お
い
て
も
、「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
を
中
核
に
据
え
て
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
ら
れ
た
一
般
的
共

謀
罪
の
適
用
・
解
釈
上
の
課
題
を
分
析
す
る
。

3　

連
邦
の
個
別
共
謀
罪
の
概
要

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
お
よ
び
諸
州
の
刑
事
法
制
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
、
特
定
の
実
体
犯
罪
に
つ
い
て
、
実
行
着
手
前
の
共
謀

（conspiracy

）
を
問
う
個
別
規
定
（
以
下
「
個
別
共
謀
罪
規
定
」
と
い
う
。）
が
存
在
す
る
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
に
限
っ
て
、
主
な
個
別
共
謀
罪
の
規
定
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
三
九



【
図
表
24
】
個
別
の
共
謀
罪
を
規
定
す
る
主
な
連
邦
条
項

①
条
文
〔
表
題
〕

取
引
制
限
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode

〔
通
称
「
シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
（S

harm
an A

ntitrust A
ct

）」〕

一
条
〔
取
引
制
限
の
ト
ラ
ス
ト
等
の
違
法；

罰
則
〕
取
引
制
限
の
共
謀
（C

onspiracy to restrain trade

）

定
義

州
際
ま
た
は
外
国
と
の
間
で
行
わ
れ
る
取
引
も
し
く
は
通
商
を
制
限
す
る
契
約
、
ト
ラ
ス
ト
等
の
形
式
の
結
合

ま
た
は
共
謀
は
、
違
法
と
宣
告
さ
れ
る
。
い
か
な
る
者
も
、
違
法
と
宣
告
さ
れ
た
契
約
を
締
結
す
る
、
ト
ラ
ス
ト

等
の
形
式
の
結
合
を
行
う
ま
た
は
共
謀
に
加
わ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
裁
量
で
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処

罰
さ
れ
る
。

・
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
（「
懲
役
・
禁
錮
」
と
も
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
も
し
く
は

・
一
〇
〇
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
一
億
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。

②
条
文
〔
表
題
〕

ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
の

共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
二
四
条
〔
ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
／B

ribery in sporting 

contests

〕
ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
の
共
謀
（C

onspiracy to bribe in sporting events

）

定
義

い
か
な
る
ス
ポ
ー
ツ
競
技
に
お
け
る
贈
賄
に
よ
り
、
そ
の
方
法
は
問
わ
ず
、
取
引
ス
キ
ー
ム
影
響
を
与
え
る
た

め
に
他
の
も
の
と
共
謀
す
る
者
…
…
は
、
者
は
、
本
タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は

・
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科
。

③
条
文
〔
表
題
〕

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
四
一
条
〔
権
利
は
く
奪
の
共
謀
（C

onspiracy against rights

）〕

一
四
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

他
人
の
市
民
権
は
く
奪
の
共
謀

他
人
の
市
民
権
は
く
奪
の
共
謀
（C

onspiracy to deprive persons of their civil rights

）

定
義

二
人
以
上
の
者
が
共
謀
し
て
、
合
衆
国
の
い
か
な
る
州
、
属
領
な
ど
に
お
い
て
、
連
邦
（
合
衆
国
）
憲
法
ま
た

は
連
邦
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
や
特
権
の
自
由
な
行
使
を
す
る
者
ま
た
は
享
受
を
す
る
者
を
、
侵
害
、
抑
圧
、
脅

迫
も
し
く
は
威
圧
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
二
人
以
上
の
者
が
、
保
障
さ
れ
た
権
利
も
し
く
は
特
権
の
自
由
な
行
使

を
妨
げ
る
ま
た
は
邪
魔
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
変
装
し
て
ハ
イ
ウ
エ
イ
を
走
行
す
る
、
ま
た
は
他
人
の
住
居
へ
行

く
場
合
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
本
タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
罰
金
、
も
し
く
は
、

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

た
だ
し
、
本
条
に
違
反
す
る
こ
の
よ
う
な
行
為
の
結
果
被
害
者
が
死
亡
に
至
っ
た
場
合
、
ま
た
は
当
該
行
為
に

誘
拐
も
し
く
は
誘
拐
未
遂
、
過
重
な
性
的
濫
用
も
し
く
は
過
重
な
性
的
濫
用
未
遂
、
殺
人
未
遂
が
加
わ
っ
て
い
た

場
合
に
は
、
懲
役
刑
、
終
身
刑
で
処
罰
も
し
く
は
併
科
、
ま
た
は
死
刑
の
宣
告
を
受
け
る
。

④
条
文
〔
表
題
〕

不
正
請
求
で
連
邦
政
府
に
詐
欺
行

為
を
す
る
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
八
六
条
〔
不
正
請
求
で
連
邦
政
府
に
詐
欺
行
為
を
す
る
共
謀

（C
onspiracy to defraud federal governm

ent w
ith fraudulent claim

s

）〕

定
義

不
正
、
架
空
も
し
く
は
詐
欺
的
な
請
求
の
よ
る
支
払
ま
た
は
給
付
を
受
け
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
を
ほ
う
助
す

る
こ
と
に
よ
り
、
合
衆
国
、
ま
た
は
そ
の
省
も
し
く
は
機
関
に
詐
欺
行
為
を
す
る
た
め
の
合
意
、
結
合
ま
た
は
共

謀
し
た
者
は
、
本
タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
罰
金
、
も
し
く
は
、

一
四
一



・
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

⑤
条
文
〔
表
題
〕

連
邦
議
会
議
員
等
の
殺
害
ま
た
は

誘
拐
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

五
三
一
条
ｄ
項
〔
連
邦
議
会
議
員
、
当
該
議
員
に
選
ば
れ
た
者
、
閣

僚
、
最
高
裁
判
事
な
ど
の
殺
害
ま
た
は
誘
拐
の
共
謀
（C

onspiracy to kid nap, assault, or assassinate 

m
em

bers of C
ongress and m

em
bers-elect, etc.,

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
連
邦
議
会
議
員
、
当
該
議
員
に
選
ば
れ
た
個
人
な
ど
を
殺
害
ま
た
は
誘
拐
を
共
謀
し
、
か
つ

当
該
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
目
的
の
あ
る
行
為
を
し
て
い
る
場
合
、
各
人
は
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
有
期
刑
も
し
く
は
終
身
刑
、

・
ま
た
は
、
当
該
個
人
を
死
亡
さ
せ
て
い
る
と
き
に
は
、
死
刑
、
有
期
刑
も
し
く
は
終
身
刑

⑥
条
文
〔
表
題
〕

連
邦
公
務
員
へ
の
暴
行
ま
た
は
妨

害
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

三
七
二
条
〔
連
邦
公
務
員
へ
の
暴
行
ま
た
は
妨
害
の
共
謀

（C
onspiracy to assault or im

pede federal offi  cer

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
〔
中
略
〕
連
邦
公
務
員
へ
の
暴
行
ま
た
は
妨
害
を
す
る
共
謀
す
る
場
合
に
は
、
各
人
は
、
本

タ
イ
ト
ル
に
規
定
す
る
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
罰
金
、
も
し
く
は
、

・
六
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

⑦
条
文
〔
表
題
〕

外
国
政
府
支
援
目
的
で
の
防
衛
情

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 
七
九
四
条
ｃ
項
〔
外
国
政
府
支
援
目
的
で
の
防
衛
情
報
の
提
供
ま
た

は
収
集
の
共
謀
（G

athering or delivering defense inform
ation to aid foreign governm

ent

）〕 一
四
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

報
の
提
供
ま
た
は
収
集
の
共
謀

定
義

二
人
以
上
の
者
が
、
本
条
違
反
を
共
謀
し
、
か
つ
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
目
的
の
あ
る
行
為
を
し
て
い
る
場
合
、

当
該
各
当
事
者
は
、
共
謀
に
か
か
る
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

⑧
条
文
〔
表
題
〕　

誘
拐
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

一
二
〇
一
条
ｃ
項
〔
誘
拐
の
共
謀
（C

onspiracy to kidnap

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
、
本
条
違
反
を
共
謀
し
、
か
つ
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
目
的
の
あ
る
行
為
を
し
て
い
る
場
合
、

当
該
各
当
事
者
は
、
有
期
の
自
由
刑
ま
た
は
終
身
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

⑨
条
文
〔
表
題
〕　

Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
違
反
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

一
九
六
二
条
ｄ
項
〔
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
（R

ico A
ct/R

acketeer 

Infl uenced and C
orrupt O

rganization A
ct

）
違
反
の
共
謀
（C

onspiracy to violate any provision of 

R
IC

O
 A

ct

）

定
義

本
条
の
各
項
違
反
の
共
謀
し
た
者
は
処
罰
さ
れ
る
。

⑩
条
文
〔
表
題
〕

国
家
転
覆
等
の
共
謀

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18U

.S
. C

ode 

二
三
八
四
条
〔
合
衆
国
政
府
の
転
覆
、
反
逆
、
煽
動
な
ど
の
共
謀

（C
onspiracy to com

m
it treason, sedition, and substantive activities

）〕

定
義

二
人
以
上
の
者
が
、
本
条
違
反
に
共
謀
し
て
い
る
場
合
、
当
該
当
事
者
は
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
本
タ
イ
ト
ル
に
定
め
る
罰
金
、
も
し
く
は
、

・
二
〇
年
以
下
の
自
由
刑
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

4　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革
と
成
立
要
件

一
般
的
共
謀
罪

（
30
）

の
成
立
要
件
に
つ
い
て
精
査
す
る
こ
と
は
、
本
来
、
刑
法
総
則
上
の
課
題
と
い
え
る
。
し
か
し
、
連
邦
の
各
種
租
税
犯

一
四
三



を
処
罰
す
る
（
租
税
実
体
犯
罪
）
体
系
に
は
、
個
別
に
共
謀
の
罪
を
処
罰
す
る
規
定
（
個
別
共
謀
罪
規
定
）
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
各
種
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
以
下
に
、
連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革
や
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
精
査
し
て
み
る
。

⑴　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
沿
革

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
萌
芽
し
た
共
謀
罪
（conspiracy crim

e

）
を
継
受

し
た
。
そ
の
後
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
共
謀
罪
の
概
念
は
、
ア
メ
リ
カ
で
裁
判
例
な
ど
を
通
じ
て
独
自
の
展
開
を
み
せ
る
と
と
も
に
、
連
邦

法
や
諸
州
の
刑
事
法
典
の
個
別
共
謀
規
定
な
い
し
一
般
的
共
謀
罪
規
定
と
し
て
盛
ら
れ
る
に
至
る
。

法
制
史
的
に
み
る
と
、
政
府
（
検
察
）
は
、
こ
の
共
謀
罪
に
よ
る
訴
追
を
久
し
く
、
政
治
的
反
対
派
の
抑
圧
の
み
な
ら
ず
、
労
働
運
動

の
弾
圧
、
労
働
組
合
潰
し
に
幅
広
く
利
用
し
て
き
た
。
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
労
働
組
合
を
結
成
・
活
動
す
る
権
利
が
法
認
さ
れ

て
い
な
か
っ
た

（
31
）

。
こ
の
た
め
、
当
時
、
政
府
は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
人
た
ち
の
集
団
で
あ
る
労
働
組
合
の
賃
上
げ
要
求
を
、「
集
団
で
賃

金
を
人
為
的
に
引
き
上
げ
て
自
由
な
市
場
競
争
を
制
限
し
た
」、
い
わ
ゆ
る
「
労
働
共
謀
（labor conspiracy

）」
に
あ
た
る
と
の
理
由
で
、

共
謀
罪
（conspiracy crim

e

）、
さ
ら
に
は
連
邦
独
占
禁
止
法
、
す
な
わ
ち
一
八
九
〇
年
シ
ャ
ー
マ
ン
法
（S

herm
an A

ntitrust A
ct

／
合
衆

国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode

）
一
条
や
一
九
一
四
年
ク
レ
イ
ト
ン
法
（C

layton A
ntitrust A

ct

／
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 29/29 U

.S
. 

C
ode

）
一
二
条
な
い
し
二
七
条
お
よ
び
五
二
条
な
い
し
五
三
条
を
適
用
し
、
訴
追
し
、
弾
圧
し
た
。

一
九
三
五
年
に
連
邦
議
会
は
、
労
働
者
の
団
結
権
を
法
認
す
る
狙
い
で
全
国
労
働
関
係
法
（N

L
R
A
=N

ational L
abor R

elations A
ct

）

を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
労
働
組
合
の
集
団
活
動
は
共
謀
罪
の
枠
外
に
置
か
れ
る
よ
う
に
も
み
え
た
。
し
か
し
、
政
府
は
、
各
種
の

一
四
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

連
邦
組
織
犯
罪
規
制
法
を
典
拠
に
、
労
働
組
合
の
集
団
的
活
動
に
介
入
し
た

（
32
）

。

今
や
、
連
邦
や
諸
州
の
刑
事
法
典
の
個
別
犯
罪
規
定
な
い
し
一
般
的
共
謀
罪
規
定
に
盛
ら
れ
た
共
謀
罪

は
、
政
府
・
検
察
に
汎
用
さ
れ
、
組
織
犯
罪
（organized crim

e

）
の
規
制
の
み
な
ら
ず
、
市
民
運
動
や
消

費
者
運
動
、
労
働
運
動
、
企
業
活
動
の
規
制
に
幅
広
く
適
用
さ
れ
て
い
る

（
33
）

。
政
治
的
少
数
派
の
抑
圧
に
悪

用
さ
れ
て
き
た
歴
史
も
あ
る

（
34
）

。

こ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
共
謀
罪
は
、
一
般
人
の
日
常
生
活
や
企
業
活
動
、
専
門
職
業
務

に
と
り
比
較
的
身
近
で
危
な
い
存
在
で
あ
る
。
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
〝
二
人
以
上
の
「
者
」〞
に
は
、

夫
婦
（husband and w

ife

）、
法
人
（corporation

）
も
含
ま
れ
る
と
か
、
一
方
の
共
謀
者
（coconspirator

）

が
、
正
式
起
訴
（indictm

ent

）
ま
た
は
公
判
（trial

）
前
に
死
亡
し
た
場
合
で
も
、
生
存
共
謀
者

（surviving coconspirator

）
は
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
等
々
が
、
犯
罪
組
織
の
み
な
ら
ず
、〝
共
謀
罪
の
常

識
〞
と
し
て
一
般
市
民
や
企
業
経
営
者
な
ど
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
成
立
要
件
と
は

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
ら
れ
た
一
般
的
共
謀
罪
の
主
な
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
裁
判
例
で
確

立
さ
れ
た
要
件
を
含
め
、
簡
潔
に
図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
35
）

。【
図
表
25
】

次
に
、
裁
判
例
や
学
説
に
先
行
研
究

（
36
）

な
ど
を
加
え
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
ら
れ
た
一
般
的

共
謀
罪
の
沿
革
、
内
容
、
成
立
要
件
な
ど
の
概
要
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【図表 25】一般的共謀罪の主な成立要件一覧

一
四
五



【
図
表
26
】
連
邦
の
一
般
的
共
謀
罪
の
概
要

⑴　

連
邦
共
謀
罪
の
変
遷

・
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
を
継
受
し
て
ア
メ
リ
カ
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
「
共
謀
罪
（conspiracy crim

e

）」
は
、
一
八
二
五
年
に
連

邦
法
の
な
か
に
制
定
法
と
し
て
盛
ら
れ
た
。

・
そ
の
後
、
一
八
六
七
年
に
、
現
行
の
連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

）（
以
下
「
連
邦
刑
事
法
典
」
と
い

う
。）
三
七
一
条
に
一
般
的
共
謀
罪
の
規
定
（general conspiracy charge provision

）
と
し
て
盛
ら
れ
た

（
37
）

。

・
共
謀
罪
は
、
そ
れ
が
連
邦
（
お
よ
び
諸
州
）
の
制
定
法
に
盛
ら
れ
る
前
は
、
不
法
行
為
を
行
う
意
図
（intent

）
を
も
っ
て
当
該
行
為
の
実
現
に
移

す
合
意
（agreem

ent

）
が
あ
る
場
合
に
は
、actu

s reu
s

／
ア
ク
ト
ゥ
ス
・
レ
ウ
ス
【guilty act

／
犯
罪
行
為
／
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
】
で
あ

る
と
さ
れ
、
そ
の
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

・
し
か
し
、
共
謀
罪
が
、
連
邦
お
よ
び
各
州
で
制
定
法
化
（codify

）
さ
れ
た
後
は
、
検
察
が
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
客
観
的
要
件
と
し
て
の
二

人
以
上
の
者
に
よ
る
「
合
意
（agreem

ent
）」
お
よ
び
主
観
的
要
件
と
し
て
の
共
謀
の
対
象
と
な
る
犯
罪
を
実
現
す
る
「
意
図
（intent

）」
に
加
え
、

裁
判
例
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
、
当
該
合
意
を
促
進
す
る
「
準
備
行
為
（overt act （

38
）

）」
の
存
在
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

・
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
、
共
謀
罪
は
、
軽
罪
（m

isdem
eanor

）
と
し
て
の
処
罰
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
の
制
定
法
で
は
、
重
罪

（felony

）
と
し
て
の
処
罰
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

・
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
個
別
の
犯
罪
が
成
立
し
た
場
合
、
共
謀
罪
は
、
当
該
個
別
の
犯
罪
に
吸
収
さ
れ
る
原
則
に
な
っ
て
い
た
。

《
設
例
》
Ａ
と
Ｂ
は
Ｃ
を
殺
害
す
る
謀
議
を
行
っ
た
。
Ａ
と
Ｂ
は
、
実
際
に
Ｃ
を
殺
害
し
た
。

こ
の
場
合
、
Ｃ
の
殺
害
を
共
謀
し
た
罪
は
、
殺
人
罪
に
吸
収
さ
れ
た
。

・
し
か
し
、
現
代
の
制
定
法
化
さ
れ
た
共
謀
罪
で
は
、
共
謀
罪
は
、
特
定
犯
罪
の
既
遂
お
よ
び
他
の
未
遂
事
件
か
ら
分
離
さ
れ
、
独
立
し
た
犯
罪
と
し

て
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
被
告
と
な
っ
た
者
は
、
事
件
に
よ
っ
て
は
、
共
謀
罪
と
既
遂
の
犯
罪
の
双
方

に
つ
い
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

一
四
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
の
規
定
振
り

・
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
は
、
二
種
類
の
犯
罪
を
一
つ
に
し
て
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
二
人
以
上
の
者
が
、
①
合
衆

国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
ま
た
は　

②
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
も
し
く
は
そ
の

政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
行

為
を
し
た
と
き
に
、
共
謀
し
た
各
人
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、
ま

た
は
双
方
を
併
科
す
る
。」
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

⑶　

一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
規
定
の
適
用

①
【
特
定
の
目
的
に
つ
い
て
の
集
団
的
な
合
意
の
存
在
】
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（
三
七
一 

条
）
の
適
用
に
お
い
て
は
、
二
人
以
上
の

者
が
、
次
の
目
的
に
つ
い
て
共
謀
（
合
意
）
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

ⅰ　

合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
、

ⅱ　

何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
も
し
く
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
。

し
た
が
っ
て
、
一
人
の
者
が
犯
罪
を
試
み
て
も
、
共
謀
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

②
【
処
罰
の
条
件
】
集
団
の
う
ち
一
人
以
上
の
者
が
共
謀
内
容
を
達
成
す
る
何
ら
か
の
準
備
行
為
を
し
た
（
例
え
ば
、
集
団
で
銀
行
強
盗
を
計
画
し
、

そ
の
う
ち
の
一
人
が
目
出
し
帽
を
購
入
し
た
。
あ
る
い
は
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
す
る
夫
婦
が
脱
税
を
計
画
し
、
二
重
帳
簿
を
作
成
し
た
。）
と
き
に
適

用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
罪
適
用
に
よ
り
集
団
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
集
団
の
全
員
に
つ
い
て
共
謀
（
合
意
）
が
あ
っ
た
旨
立
証
す
る
必

要
は
な
い
。

③
【
処
罰
の
対
象
】
共
謀
し
た
各
人

《
設
例
1
》
重
要
な
の
は
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
の
は
、
二
人
以
上
の
集
団
の
合
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
一
人
が
合
意
の
意
図

（
意
思
）
が
な
い
場
合
に
は
、
も
う
一
方
の
当
事
者
は
、
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

一
四
七



Ａ
は
、
大
量
の
危
険
薬
物
の
密
輸
入
を
計
画
し
て
い
る
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
る
。
Ａ
は
、
最
近
、
Ｂ
と
友
人
関
係
を
持
ち
、
Ｂ
に
対
し
て
危
険

薬
物
の
密
輸
入
と
販
売
を
手
伝
う
よ
う
に
求
め
た
。
Ｂ
は
、
Ａ
を
手
伝
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
Ａ
は
、
密
輸
入
さ
れ
た
薬
物
を
引
き
取
る
前
に
逮

捕
さ
れ
た
。
Ａ
は
、
お
と
り
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
Ｂ
が
Ａ
の
密
輸
取
引
を
捜
査
し
て
い
る
連
邦
麻
薬

取
締
局
（D

E
A
=D

rug E
nforcem

ent A
dm

inistration 

）
の
職
員
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ａ
は
、
共
謀
の
罪
に
問

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
Ｂ
は
Ａ
と
合
意
す
る
意
図
（
意
思
）
が
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（S

ee, U
nited S

tates v. 

P
ennell, 737 F

.2d 521, at 536 

（6th C
ir. 1984

）, cert. d
en

ied, 469 U
.S

. 1158

）。

《
設
例
2
》
共
謀
罪
の
起
訴
に
お
い
て
、
二
人
の
当
事
者
間
で
の
共
謀
を
立
証
す
る
場
合
に
、
第
三
者
の
行
動
を
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
第
三
者
が
実
際
に
合
意
し
た
と
の
直
接
証
拠
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
当
該
二
人
の
当
事
者
を
共
謀
罪
で
起
訴
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

Ａ
と
Ｂ
は
、
と
も
に
違
法
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
り
、
大
量
の
薬
物
の
密
輸
入
を
計
画
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
Ａ
と
Ｂ
が
国
境
越
え
た
密
輸
入

に
Ｃ
の
車
両
を
使
用
し
て
い
る
場
合
、
Ｃ
を
薬
物
犯
と
し
て
有
罪
に
持
ち
込
む
こ
と
で
、
Ａ
と
Ｂ
が
共
謀
に
合
意
し
て
い
た
と
し
て
共
謀
罪
を
問

う
こ
と
が
で
き
る
。

④
【
多
数
集
団
に
よ
る
共
謀
】
一
つ
の
犯
罪
の
共
謀
に
多
く
の
者
が
関
与
し
て
い
る
場
合
、
さ
ら
に
は
複
数
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
一
つ
の
共
謀
の
合
意

が
存
在
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
共
謀
者
が
い
く
つ
の
犯
罪
に
関
与
し
て
い
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
当
事
者
は
一
つ
の

共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

《
設
例
》
Ａ
と
Ｂ
は
、
と
も
に
違
法
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
り
、
共
同
で
大
量
の
薬
物
の
密
輸
入
し
、
当
該
薬
物
を
販
売
し
、
か
つ
ペ
ー
パ
ー
会
社
を

通
じ
て
資
金
洗
浄
に
同
意
し
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
三
つ
の
異
な
る
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
も
の
の
、
一
つ
の
合

意
の
も
と
で
の
犯
罪
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
一
つ
の
共
謀
の
罪
で
処
罰
さ
れ
る
。

一
四
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑤
【
チ
ェ
ー
ン
＆
リ
ン
ク
型
共
謀
（chain and link conspiracy

）】
違
法
薬
物
の
流
通
過
程
で
は
、
密
輸
業
者
、
輸
送
者
、
仲
買
人
、
密
売
人
等
々
、

相
互
に
は
直
接
的
な
接
触
は
持
た
な
い
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
一
個
の
共
謀
（chain and link conspiracy

）
が
認
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
ら
個
々
の
取
引
は
、
連
鎖
的
で
あ
り
、
一
つ
の
全
体
的
な
合
意
（one overall agreem

ent

）
の
も
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

《
設
例
》
Ａ
は
、
犯
罪
組
織
の
ボ
ス
で
あ
り
、
日
常
的
に
違
法
薬
物
を
密
輸
入
し
て
い
る
。
Ａ
は
、
密
輸
入
し
た
薬
物
を
Ｂ
に
売
却
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
。
Ｂ
は
、
そ
の
薬
物
を
Ｃ
に
再
販
す
る
こ
と
に
し
た
。
Ｃ
は
、
路
上
販
売
者
（street dealer

）
で
あ
り
、
Ｂ
か
ら
入
手
し
た
薬
物
を
依

存
者
に
小
売
し
て
い
る
。
Ａ
と
Ｃ
は
、
ま
っ
た
く
面
識
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
の
間
で
は
い
か
な
る
明
示
の
合
意
も
な
け
れ
ば
、
直
接
連

絡
を
取
っ
た
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
、
各
々
が
う
ま
く
自
己
の
取
引
を
成
功
さ
せ
れ
ば
財
政
的
そ
の
他
の
利
益
を
受
け
る
と
い

う
意
思
の
も
と
一
つ
の
大
き
な
共
謀
の
連
鎖
（chain

）
関
係
に
あ
り
、
連
結
（link

）
し
て
い
る
と
判
定
さ
れ
る
。

⑥
【
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
型
共
謀
（w

heel and spoke conspiracy

）】
一
人
の
個
人
ま
た
は
一
事
業
体
（
当
該
個
人
ま
た
は
事
業
体
を
囲
む
あ
ら
ゆ

る
活
動
／
行
為
と
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
通
称
で
「
車
輪
（w

heel

）」
ま
た
は
「
ハ
ブ
（hub

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。）
が
、
相
互
に
は
直
接
的
な
接

触
は
持
た
な
い
者
（
通
称
で
「
ス
ポ
ー
ク
（spokes
）」
と
も
呼
ば
れ
る
。）
と
共
謀
的
な
合
意
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
事
例
が
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
は
、「
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
（w

heel and spoke conspiracy

）」
と
呼
ば
れ
る
。

《
設
例
》
映
画
制
作
・
配
給
会
社
で
あ
る
Ａ
は
、
上
映
権
を
有
す
る
傘
下
の
五
〇
の
劇
場
に
対
し
暗
に
特
定
の
入
場
価
格
に
合
意
す
る
よ
う
に
求
め

た
。
連
邦
検
察
は
、
こ
の
合
意
形
成
に
つ
い
て
、
競
争
を
避
け
て
価
格
の
維
持
を
図
る
狙
い
が
あ
る
と
判
断
し
、
不
当
な
取
引
制
限
（
カ
ル
テ
ル

行
為
）
を
禁
止
す
る
連
邦
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
〔
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode§
2

〕
違
反
の
共
謀
を
問
い
、
Ａ
お
よ
び
加
盟
五
〇

劇
場
を
起
訴
し
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ａ
は
、「
車
輪
」
ま
た
は
「
ハ
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
。
一
方
、
傘
下
の
劇
場
は
「
ス
ポ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
カ
ル
テ
ル
の
共
謀
に
つ
い
て
、
各
ス
ポ
ー
ク
（
劇
場
）
は
、
相
互
に
は
直
接
的
な
接
触
は
持
た
な
い
。
し
か
し
、
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
基

準
を
適
用
す
れ
ば
、
各
ス
ポ
ー
ク
（
劇
場
）
は
、
車
輪
ま
た
は
ハ
ブ
で
あ
る
映
画
制
作
・
配
給
会
社
と
合
意
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、

Ａ
お
よ
び
加
盟
五
〇
劇
場
に
つ
い
て
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

一
四
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⑦
【
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
】
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（R

IC
O
 A

ct=R
acketeer Infl uenced and C

orrupt O
rganization A

ct

）
は
、
犯

罪
に
か
か
る
不
正
収
益
を
市
場
（
合
法
ビ
ジ
ネ
ス
）
に
還
元
し
て
洗
浄
を
は
か
る
こ
と
を
、
そ
の
共
謀
を
含
め
違
法
と
し
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
は
、
特
定
犯
罪
に
か
か
る
独
立
罪
と
し
て
共
謀
罪
を
規
定
し
て
お
り
、
一
般
的
共
謀
罪
規
定
／
総
則
的
な
共
謀
罪
規
定

（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

第
三
七
一
条
）
と
は
異
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
上
の
共
謀
罪
で
は
、
判
例
法
で
展
開
さ

れ
て
き
た
「
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
基
準
」
を
条
文
化
し
、
盛
り
込
ん
で
い
る
。
立
法
事
由
と
し
て
は
、
連
邦
検
察
官
が
組
織
犯
罪
集
団
と
の
闘
い

を
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑷　

客
観
的
要
件
：
合
意
（agreem

ent

）

①
【
基
本
的
な
要
件
：
合
意
】
共
謀
罪
の
適
用
の
客
観
的
要
件
の
核
と
な
る
の
は
、「
合
意
（agreem

ent

）」
の
存
在
で
あ
る
。
合
意
は
必
然
的
に
行
使

者
の
主
観
に
関
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
純
粋
な
主
観
と
は
い
え
な
い
。「
不
法
な
計
画
が
意
図
さ
れ
る
に
留
ま
る
限
り
、
訴
追
（
起
訴
）
の
対
象
と

さ
れ
え
な
い
。
二
人
以
上
の
者
が
そ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と
を
合
意
す
る
場
合
に
、
ま
さ
に
そ
の
謀
議
が
行
為
そ
の
も
の
と
な
る
。
合
意
は
、
各
人

が
内
心
で
抱
い
て
い
た
意
図
が
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
合
意
は
そ
れ
自
体
が
「
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
（
ア
ク
ト
ゥ
ス
・
レ
ウ

ス
／actu

s reu
s

）」
で
あ
る
。

ま
た
、
裁
判
例
等
に
よ
る
と
、
合
意
が
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
次
の
基
準
が
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

《
基
準
①
》
被
告
は
、
実
際
に
あ
る
特
定
の
罪
を
犯
す
意
図
を
持
っ
て
同
意
し
て
い
る
こ
と
。

《
基
準
②
》
被
告
は
、
合
意
し
た
と
き
に
共
謀
の
目
的
を
遂
行
す
る
意
図
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
（
ア
ク
ト
ゥ
ス
・
レ
ウ
ス
／actu

s reu
s

）」
に
あ
た
る
と
の
要
件
は
、
①
被
告
が
他
の
者
と
罪
を
犯

す
合
意
を
形
成
す
る
意
図
が
あ
り
、
か
つ
②
当
該
被
告
が
合
意
し
た
と
き
に
、
共
謀
の
目
的
を
成
し
遂
げ
る
に
は
何
を
す
べ
き
か
の
意
図
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。

《
基
準
③
：
謀
議
に
お
け
る
自
己
利
益
の
認
識
（stake in the venture

）
基
準
》

一
五
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

多
く
の
場
合
、
検
察
官
は
、
被
告
人
が
、
共
謀
者
と
の
謀
議
の
な
か
で
、
共
謀
の
目
的
が
う
ま
く
達
成
で
き
れ
ば
自
ら
が
財
政
的
そ
の
他
の
利
益

を
受
け
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
合
意
は
、
実
質
的
に
目
的
と
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
意
思
の
合
致
（m

eeting of the m
inds

）
な
ど
を
指
す
。
合
意
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
に
は
、
目
的
犯
罪
が
詳
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
。
合
意
の
形
成
に
は
、
明
示
的
な
意
思
・
連
絡
は
必
要
で
な
く
、
黙
示
的

で
も
よ
く
、
ま
た
、
複
数
人
の
直
接
の
接
触
も
要
せ
ず
一
つ
の
合
意
を
順
次
形
成
す
る
か
た
ち
で
も
よ
い
。
合
意
は
、
そ
の
性
格
上
秘
匿
的
で
あ
り
、

訴
追
す
る
検
察
側
に
と
っ
て
も
合
意
文
書
の
よ
う
な
（w

ritten agreem
ent

）
そ
の
直
接
証
拠
を
得
難
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、

状
況
証
拠
（circum

stantial evidence

）
な
ど
間
接
事
実
に
基
づ
く
認
定
で
十
分
で
あ
る
と
の
判
断
を
し
て
い
る
。

《
設
例
》
例
え
ば
、
Ａ
が
、
Ｂ
に
対
し
て
Ｃ
銀
行
に
押
し
入
り
強
盗
を
働
か
な
い
か
と
話
を
持
ち
か
け
た
と
す
る
。
Ｂ
は
心
の
中
で
Ａ
を
ほ
う
助
す

る
こ
と
を
約
束
し
た
が
、
Ｂ
は
実
際
に
強
盗
が
行
わ
れ
る
前
に
Ａ
を
警
察
署
に
自
首
さ
せ
る
計
画
を
た
て
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
Ｂ
は
共
謀
罪
で

有
罪
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
Ｂ
は
、
Ａ
と
合
意
す
る
意
図
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
合
意
を
し
た
と
き
に
共
謀
の
目
的
が
う
ま
く
達
成

で
き
れ
ば
自
ら
が
財
政
的
そ
の
他
の
利
益
を
受
け
る
と
い
う
意
図
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
検
察
官
は
、
Ｂ
が
ど
の
時
点
で
合
意
を
し
た
か
を
立
証
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、
状
況
証
拠

な
ど
間
接
事
実
に
基
づ
く
認
定
で
十
分
で
あ
る
と
の
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

②
【
黙
示
の
合
意
】
共
謀
罪
の
適
用
要
件
で
あ
る
当
事
者
間
の
「
合
意
」
と
は
、「
明
示
の
合
意
（express agreem

ent

）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
裁
判
例
で
は
、
当
事
者
間
の
合
意
は
、
必
ず
し
も
明
示
の
合
意
で
あ
る
必
要
が
な
く
、「
黙
示
の
合
意

（im
plied agreem

ent

）」
が
あ
っ
た
と
立
証
で
き
た
場
合
で
も
、
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
い
る
。

《
設
例
》
Ａ
と
Ｂ
は
、
と
も
に
違
法
薬
物
デ
ィ
ラ
ー
で
あ
り
、
共
同
で
大
量
の
薬
物
の
密
輸
入
を
計
画
し
た
。
Ａ
と
Ｂ
は
、
運
転
助
手
の
Ｃ
を
伴
い
、

あ
る
夜
、
国
境
ま
で
バ
ン
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
、
供
給
者
の
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
自
分
ら
の
バ
ン
ト
ラ
ッ
ク
積
荷
の
薬
物
を
移
す
作
業
を
行
っ
た
。
積

荷
の
中
身
が
何
で
あ
る
か
知
ら
な
い
運
転
助
手
Ｃ
は
、
そ
の
作
業
を
手
伝
っ
た
。
そ
の
後
連
邦
薬
物
取
締
官
は
こ
の
事
件
を
摘
発
し
、
連
邦
検
察

は
、
Ｃ
を
、
違
法
薬
物
の
取
引
に
関
し
黙
示
の
合
意
（im

plied agreem
ent

）
を
し
た
か
ど
で
共
謀
罪
で
起
訴
し
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
共
謀
罪
の
適
用
は
、「
合
意
」
と
い
う
客
観
的
要
件
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な

付
加
的
要
件
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
る
。

③
【
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
（intra-corporate conspiracy doctrine

）】
法
人
（
会
社
）
に
お
け
る
法
人
と
役
員
の
間
ま
た
は
役
員
相
互
間
の
共

謀
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
で
あ
る
。
共
謀
が
成
立
す
る
た
め
に
は
二
つ
以
上
の
意
思
の
合
意
の
存
在
を
必
要
と
す
る

が
、
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
の
も
と
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
団
は
、
事
業
体
と
そ
の
代
理
人
は
単
一
の
行
動
者
で
あ
る
と
す
る
事
業
体
擬
制
説
に

基
づ
き
共
謀
訴
訟
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
今
日
、
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
事
件
お
よ
び
連
邦
差
別
民
事
事
件

（federal crim
inal conspiracy case

）
関
係
共
謀
に
か
か
る
訴
訟
に
の
み
適
用
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
検
察
に
よ
る
連
邦
共
謀
罪
に
か
か
る

起
訴
に
つ
い
て
は
、
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
（S

ee, U
nited S

tates v. H
artley, 678 F

.2d 961, at 972 

（11th C
ir. 1982 （

39
））。

⑸　

客
観
的
要
件
：
準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在

・
コ
モ
ン
ロ
ー
（
判
例
法
）
で
法
認
さ
れ
て
い
た
共
謀
罪
が
制
定
法
化
さ
れ
た
後
は
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、「
意
図
（intent

）」
お
よ
び
「
合

意
（agreem

ent

）」
に
加
え
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
当
該
合
意
を
促
進
す
る
「
準
備
行
為
（overt act

）」
の
存
在
の
立
証
が
必
要
と
さ
れ
る

（S
ee, e.g., U

nited S
tates v. C

onti, 804 F
.3d 977, at 979-80 

（9th C
ir. 2015

）; U
nited S

tates v. N
gige, 780 F

.3d 497, at 503 

（1st 

C
ir. 2015

）; U
nited S

tates v. S
alahuddin, 765 F

.3d. 329, at 338 

（3d C
ir. 2014

）; U
nited S

tates v. M
athis, 738 F

.3d 719, at 735 

（6th C
ir. 2014

））。
し
た
が
っ
て
、
検
察
官
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
共
謀
の
罪
を
問
う
た
め
に
は
、
通
例
、
少
な
く
と
も
共
謀
者
の
一
人
が
共
謀

を
促
進
す
る
準
備
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

《
設
例
》
例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
Ｃ
銀
行
に
押
し
入
り
強
盗
を
働
く
こ
と
に
合
意
し
た
と
す
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
（
判
例
法
）
で
共
謀
罪
が
法
認
さ
れ
て

い
た
時
代
に
は
、
こ
の
合
意
の
存
在
を
も
っ
て
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
共
謀
罪
が
制
定
法
に
よ
り
法
認
さ
れ
て
い
る
今
日
、

共
謀
罪
を
問
う
に
は
、
準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在
の
立
証
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
は
、
Ｃ
銀
行
の
前
ま
で
車
を
運
転
し
、
か
つ

押
し
入
る
Ｂ
が
逃
走
で
き
る
よ
う
に
Ｃ
銀
行
の
前
で
駐
車
し
待
機
し
て
い
る
よ
う
な
、
準
備
行
為
（overt act

）
が
存
在
の
必
要
性
で
あ
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
直
ち
に
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。（
Ａ
の
準
備
行
為
（overt act
）
は
、
共
謀
を
具
体
化
さ
せ
、
Ｂ
に
対
し
て
も
共
謀
罪
を
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

問
う
こ
と
が
で
き
る
。）。
ま
た
、
Ａ
と
Ｂ
が
水
曜
日
に
銀
行
強
盗
を
す
る
計
画
を
た
て
、
二
日
前
の
月
曜
日
に
、
Ａ
が
銃
砲
店
に
出
掛
け
、
Ｂ
が

押
し
入
り
強
盗
に
使
用
す
る
た
め
の
銃
を
購
入
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
は
、
Ａ
の
準
備
行
為
（overt act

）
は
、
共
謀
を
具
体
化
さ
せ
、
Ｂ
に

対
し
て
も
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
が
、
ス
キ
ー
用
具
店
に
出
掛
け
、
目
出
し
帽
を
購
入
し
た
場
合
も
同
様
に
、
準
備
行
為
が
あ
っ
た

と
推
認
さ
れ
る
。

・
た
だ
し
、
例
外
も
あ
る
。
個
別
の
共
謀
罪
規
定
（specifi c conspiracy charge provisions

）、
す
な
わ
ち
特
定
の
犯
罪
に
か
か
る
独
立
罪
的
な
も

の
、
に
お
い
て
は
、
準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在
が
構
成
要
件
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
検
察
官
は
そ
の
立
証
が
不
要
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

一
九
六
二
条
ｄ
項
）
上
の
共
謀
罪
な
ら
び

に
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
犯
罪
の
未
遂
お
よ
び
共
謀
（attem

pt and conspiracy

）
を
処
罰
す
る
規
定
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 21/21 U

.S
. 

C
ode

八
四
六
条
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
共
謀
罪
に
か
か
る
訴
追
に
お
い
て
は
、
検
察
側
は
準
備
行
為
（overt act

）
の

存
在
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
（S

ee, W
hitfi eld v. U

nited S
tates, 543 U

.S
. 209, at 213 

（2005

）; U
nited S

tates v. F
ullm

er, 

584 F
.3d 132, at 160 

（3d C
ir. 2009

））。

⑹　

主
観
的
要
件
：
意
図
（intent

）、「
故
意
（w

illfulness

）」
の
存
在

・
各
種
犯
罪
の
な
か
に
は
、
行
為
者
の
内
心
に
あ
る
種
の
「
思
い
」、「
意
図
（intent （

40
））」

が
あ
る
場
合
に
だ
け
成
立
す
る
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
要
件
を
主
観
的
要
件
と
い
い
、
ま
た
、
そ
う
し
た
「
思
い
」「
意
図
」（「
意
図
的
に
」）
を
主
観
的
構
成
要
件
要
素
（subjective 

com
ponent

）
と
い
う
。

・
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
学
上
の
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
法
文
で
は
「
意
図
的
（intentional

）」
の
ほ
か
に
「
故
意
に
（w

illfully, purposely

）」、

「
恣
意
的
（arbitral

）」
な
ど
の
法
的
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
比
べ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
違
い
が
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な

い
。
本
稿
で
は
、「
意
図
的
に
＝
計
画
的
に
」、「
故
意
に
＝
確
信
的
に
」、
そ
し
て
「
恣
意
的
に
＝
思
い
つ
い
た
ま
ま
に
」
の
よ
う
な
認
識
で
と
ら
え

て
い
る
。
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・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
は
、
そ
れ
を
問
う
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
主
観
的
要
件
あ
る
い
は
主
観
的
構
成
要
件
要
素
、
す
な
わ
ち
「
意
図
」、
の
存

在
を
立
証
す
る
必
要
の
あ
る
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る

（
41
）

。
具
体
的
に
は
、
①
連
邦
犯
罪
を
犯
す
意
図
ま
た
は
②
連
邦
政
府
に
詐
欺
を
働
く
意
図
が
あ
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。

・
再
度
確
認
す
る
が
、
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
の
主
た
る
構
成
要
件
は
、
①
共
謀
目
的
に
つ
い
て
の
合
意
（agreem

ent

）
が

あ
る
こ
と
、
②
当
該
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
特
定
の
意
図
（specifi c intent

）
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
③
当
該
合
意
を
促
進
す
る
た
め
の
準
備
行

為
（overt act

）
が
あ
る
こ
と
の
三
つ
で
あ
る

（
42
）

。

・
以
上
の
構
成
要
件
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
共
謀
罪
は
、
客
観
的
な
要
件
を
超
え
た
②
参
加
者
の
主
観
的
な
「
特
定
の
意
図

を
求
め
る
犯
罪
（specifi c intent crim

e

）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
罪
は
、
二
人
以
上
の
者
が
、
法
が
禁
じ
る
こ
と
を
、
特
定
の
意
図

（specifi c intent

）
を
持
っ
て
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

・
特
定
の
意
図
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
一
般
に
、
言
論
、
行
為
な
ど
か
ら
判
定
さ
れ
る
が
、
特
定
の
意
図
の
存
在
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
二
つ

の
要
素
で
持
っ
て
判
断
さ
れ
る
（S

ee, U
nited S

tates v. U
nited S

tates G
ypsum

 C
o., 438 U

.S
. 422, at 443 

（1978

））。

・
合
意
ま
た
は
共
謀
の
意
図

・
共
謀
の
対
象
と
な
る
犯
罪
を
実
現
す
る
意
図

・
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
検
察
官
は
、
制
定
法
上
の
共
謀
罪
の
核
と
な
る
要
素
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
不
法
を
実
現
す
る
（
ま
た
は
政

府
に
詐
欺
行
為
を
働
く
）
た
め
に
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
た
か
ど
う
か
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
は
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、

共
謀
者
で
あ
る
被
告
が
不
法
を
実
現
す
る
（
ま
た
は
政
府
に
詐
欺
行
為
を
働
く
）
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
た
こ
と
（joint

）
を

立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

・
ま
た
、
裁
判
例
に
よ
っ
て
は
、「
任
意
か
つ
故
意
に
（voluntarily and purposely

）」、
つ
ま
り
自
分
の
意
思
で
「
確
信
的
に
」
共
謀
者
の
輪
に
加

わ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
例
も
あ
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

・
検
察
は
、
合
意
ま
た
は
被
告
の
任
意
参
加
の
立
証
に
あ
た
っ
て
は
、
直
接
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
必
須
で
は
な
い
。
被
告
が
、
状
況
証
拠
な
ど
か

ら
、
不
法
を
実
現
す
る
意
図
を
も
っ
て
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。

・
こ
の
よ
う
に
、
共
謀
罪
で
は
、
主
と
し
て
被
告
の
不
法
を
実
現
す
る
特
定
の
意
図
（specifi c intent

）
に
着
目
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
未
遂
罪
で
は
、
主
に
実
体
的
な
個
別
の
犯
罪
を
す
る
被
告
の
行
為
（conduct

）
に
着
目
す
る
。

⑺　

共
謀
罪
と
公
訴
時
効
（statute of lim

itation

）

・
連
邦
刑
事
法
典
の
一
般
的
共
謀
罪
（
三
七
一
条
）
は
、
公
訴
時
効
（statute of lim

itation

）
の
あ
る
犯
罪
（continuing off ence

）
で
あ
る
。
公

訴
時
効
と
は
、
刑
事
上
の
時
効
の
概
念
で
、
犯
罪
が
終
わ
っ
て
か
ら
一
定
期
間
が
過
ぎ
る
と
、
公
訴
の
提
起
（
起
訴
）
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
指

す
。
公
訴
時
効
は
過
ぎ
る
と
、
政
府
（
検
察
）
は
共
謀
に
参
加
し
た
共
謀
者
を
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

・
死
刑
・

・

（ capital

・
・
・
・・
・
・

） 

や
租
税
犯
罪

・

・

・

・

（ tax crim
es

・
・
・
 
・
・
・
・
・
・

） 

を
除
く

・

・

・

、
ほ
と
ん
ど
の
連
邦
犯
罪
に
か
か
る
公
訴
時
効
は
五
年
で
あ
る
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 

18/18 U
.S

. C
ode 

三
二
八
二
条
）。
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy charge provision

／
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
）
公
訴
時
効
も

五
年
で
あ
る
。

・
租
税
犯
罪

・

・

・

・

（
租
税
実
定
犯
罪
）

 

・

・

・

・

・

・
 

、
す
な
わ
ち
内
国
歳
入
法
（internal revenue law

s

）
違
反
、
に
か
か
る
公
訴
時
効
は
、
一
部
三
年
、
重
要
な
租
税

犯
罪
に
つ
い
て
は
六
年
で
あ
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
五
三
一
条
）。
し
た
が
っ
て
、
後
述
す
る
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy charge 

provision

／
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
）
の
う
ち
①
犯
罪
条
項
（off ence clause

）
に
か
か
る
共
謀
も
六
年
で
あ
る
。
ま
た
、
②
詐
欺
条
項

（defraud clause

）
に
か
か
る
共
謀
も
六
年
と
解
さ
れ
る
。

・
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
／
納
税
者
と
検
察
の
間
で
、
公
訴
時
効
が
五
年
か
六
年
か
で
争
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

裁
判
例
で
は
、
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
に
つ
い
て
は
六
年
と
さ
れ
て
い
る
（S

ee, e.g., U
nited S

tates v. B
ellom

o, 176 F
.3d 580, at 598 

（2nd C
ir. 1999

）; U
nited S

tates v. A
ubin, 87 F

.3d 141, at 145 

（5th C
ir. 1996

））。

・
共
謀
罪
に
か
か
る
公
訴
時
効
は
、
最
後
の
準
備
行
為
（overt act

）
の
日
か
ら
進
行
す
る
（S

ee, F
isw

ick v. U
nited S

tates, 329 U
.S

. 211 

（1946

）; U
nited S

tates v. B
utler, 792 F

.2d 1528 

（11th C
ir. 19686

））。

一
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・
一
方
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U
.S

. C
ode 

一
九
六
二
条
ｄ
項
）
に
か
か
る
共
謀
罪
の
よ
う
に
、

準
備
行
為
（overt act

）
の
存
在
の
立
証
を
必
要
と
し
な
い
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
（specifi c conspiracy charge provisions

）
に
つ
い
て

は
、
共
謀
が
進
行
し
た
期
間
を
過
ぎ
る
と
公
訴
時
効
が
完
成
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
共
謀
は
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
、
ま

た
は
そ
れ
か
ら
離
脱
す
る
ま
で
、
継
続
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
す
る
裁
判
例
も
あ
る
（S

ee, e.g., U
nited S

tates v. N
orthern Im

p. C
o., 814 

F
.2d 540 

（8th C
ir. 1987

）; U
nited S

tates v. C
oia, 719 F

.2d 1120 

（11th C
ir. 1983

）, cert. denied, 466 U
.S

. 973 

（1984

））。

⑻　

共
謀
の
離
脱
（w

ithdraw
al of conspiracy

）
／
共
謀
離
脱
の
防
御
（w

ithdraw
al defense

）

・
共
謀
罪
を
め
ぐ
る
裁
判
に
お
い
て
、
弁
護
側
は
、
共
謀
者
で
あ
る
被
告
が
共
謀
か
ら
離
脱
（w

ithdraw
al

）
し
た
旨
主
張
し
て
、
防
御
（defend

）

す
る
こ
と
が
あ
る
。

・
共
謀
か
ら
離
脱
し
た
か
ど
う
か
は
、
当
該
個
人
が
当
局
に
自
首
し
計
画
を
通
知
す
る
ま
た
は
他
の
共
謀
者
に
対
し
て
集
団
か
ら
離
脱
す
る
旨
の
通
知

を
す
る
な
ど
の
積
極
的
な
行
為
（affi  rm

ative action

）
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
る
（S

ee, e.g., 

（U
nited S

tates v. U
.S

. G
ypsum

 

C
o., 438 U

.S
. 422, at 464-45 

（1978
）; U

nited S
tates v. G

onzalez, 797 F
.2d 917 

（10th C
ir. 1986

）; U
nited S

tates v. O
rtega, 750 

F
.3d 1020, at 1024 

（8th C
ir. 2014

）; U
nited S

tates v. M
organ, 748 F

.3d 1024, at 1037 

（10th C
ir. 2014

））。

・
共
謀
か
ら
離
脱
、
断
念
し
た
か
ど
う
か
の
立
証
責
任
は
、
共
謀
者
で
あ
る
被
告
側
が
負
う
（S

ee, S
m
ith v. U

nited S
tates, 133 S

. C
t. 714, at 

720 

（2013

））。

・
共
謀
者
が
共
謀
の
合
意
を
拒
否
ま
た
は
放
棄
し
た
こ
と
は
、「
共
謀
の
断
念
」
を
判
断
す
る
際
の
重
要
な
目
印
と
な
る
（H

yde v. U
nited S

tates, 

225 U
.S

. 347, at 369 

（1912

））。

・
共
謀
か
ら
離
脱
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
事
実
問
題
（a question of fact

）
で
あ
り
、
審
理
陪
審
（trial jury

）
で
精
査
さ
れ
る
。

・
共
謀
か
ら
離
脱
し
た
場
合
、
そ
の
者
は
、
離
脱
後
の
他
の
共
謀
者
の
行
為
に
対
し
て
は
免
責
さ
れ
る
が
、
共
謀
罪
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る

（S
ee, S

m
ith v. U

nited S
tates, 133 S

. C
t. 714, at 719 

（2013

）; U
nited S

tates v. S
alazar, 751 F

.3d 326, 330-31 

（5th C
ir. 2015

））。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

Ⅲ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
と
税
務
専
門
職

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
連
邦
法
お
よ
び
諸
州
の
制
定
法
の
な
か
に
、
①
各
種
「
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪
（specifi c conspiracy 

charges

）」
と
、
②
「
一
般
的
共
謀
罪
（general conspiracy charge

）」
の
規
定
が
混
在
し
て
い
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
税
法
分
野
に
限
っ
て
い
え
ば
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
／
内
国
歳
入
法
典

（
43
））

に
は
、
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
罪

規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
企
業
の
従
業
者
と
幹
部
、
納
税
者
と
税
務
専
門
職
な
ど
と
の
間
で
、
租
税
ほ
脱

ス
キ
ー
ム
な
い
し
濫
用
的
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（abusive tax shelter schem

es

）
を
組
成
し
、
租
税
回
避
（tax 

avoidance

）
を
計
画
し
た
と
す
る

（
44
）

。
あ
る
い
は
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
・
事
業
運
営
資
金
へ
の
違
法
な
充
当
な
ど
を
話
し
合
っ
た
と
す
る
。

こ
う
し
た
場
合
に
は
、
当
該
租
税
犯
罪
と
は
別
途
に
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
定
め
る
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy 

provision

）
を
適
用
し
て
当
該
共
謀
計
画
／
準
備
行
為
を
処
罰
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
本
稿
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
税
務
専
門
職
（tax professionals

）」
と
い
う
場
合
に
は
、
主
と
し
て
税
務
弁
護
士
（tax 

attorney at law

）、
公
認
会
計
士
（C

P
A
=certifi ed public accountant

）
お
よ
び
登
録
税
務
士
（E

A
=enrolled agent

）
を
指
す
。
読
者
の
便

宜
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
主
な
税
務
専
門
職
の
概
要
を
図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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【
図
表
27
】
ア
メ
リ
カ
に
主
な
税
務
専
門
職
の
概
要

①
弁
護
士

②
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）

③
登
録
税
務
士
（
Ｅ
Ａ
）

加
入
専
門
職
団
体

ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
（
Ａ
Ｂ
Ａ
）
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
（
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
全
国
登
録
税
務
士
連
盟
（
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ａ
）＊

加
入

任
意
加
入

任
意
加
入

任
意
加
入

監
督
機
関

州
最
高
裁
判
所

州
当
局

内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）

税
務
代
理

可

可

可

典
拠

財
務
省
規
則
〔
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
二
三
〇
規
則
（C

ircular 230

）〕

訴
訟
代
理

可

連
邦
租
税
裁
判
所
で
は
、
司
法
資
格
試
験
合
格
者
は
可

Ｐ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
取
得
者
数

＊
＊

三
〇
、九
一
八
人

二
一
三
、三
五
〇
人

五
一
、七
五
五
人

有
資
格
者
数

約
一
二
〇
万
人

約
六
五
万
人

約
六
万
人

＊
全
国
登
録
税
務
士
連
盟
（N

A
E
A
=N

ational A
ssociation of E

nrolled A
gents

）
お
よ
び
各
州
の
登
録
税
務
士
会
へ
の
加
入
は
任
意
で
あ
る
。

＊
＊
申
請
に
よ
り
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
か
ら
Ｐ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
（
納
税
申
告
作
成
者
Ｉ
Ｄ
番
号
）
を
取
得
し
た
者
の
数
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
一
日
現
在

1　

犯
罪
条
項
、
詐
欺
条
項
と
は

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
は
、
二
つ
の
類
型
の
犯
罪
を
一
つ
に
し
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
読
者
の
便
宜
を

考
え
、
三
七
一
条
を
再
掲
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

【
図
表
28
】
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
〔
一
般
的
共
謀
罪
〕
の
客
観
的
要
件

二
人
以
上
の
者
が
、
①
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
（to com

m
it any off ence against the U

nited S
tates

）
に
つ
い
て
共
謀
し
、

ま
た
は
②
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
ま
た
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
（to defraud the U

nited 

S
tates

）
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
行
為
を
し
た
と
き
に
、
共
謀
し

た
各
人
は
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

・
五
年
以
下
の
自
由
刑
（
懲
役
・
禁
固
）、
も
し
く
は

・
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、

・
ま
た
は
双
方
を
併
科

こ
の
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
目
を
通
せ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
「
共
謀
（crim

e of conspiracy

）」
は
、

二
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
刑
事
司
法
実
務
家
の
間
で
は
、
前
者
①
は
「
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）」、

後
者
②
は
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy-to-defraud clause （

45
））」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
う
一
度
、
双
方
の
違
い
を
確
認
す
る

と
、
次
の
よ
う
な
構
図
に
な
る
。

【
図
表
29
】「
犯
罪
条
項
」
と
「
詐
欺
条
項
」
に
か
か
る
共
謀
罪
と
を
比
べ
る

①
【
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause
）】
合
衆
国
（
連
邦
）
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
（to com

m
it any 

off ence against the U
nited S

tates

）
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
。

②
【
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）】
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
合
衆
国
（
連
邦
）
ま

た
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
（to defraud the U

nited S
tates

）
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
。

一
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双
方
の
大
き
な
違
い
は
、
①
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
そ
の

ベ
ー
ス
と
な
る
各
種
個
別
の
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
る

・

・

・

・

・

。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-

to-defraud clause

）
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
に
詐
欺
行
為
を
す
る
共
謀
（conspiracy to defraud the U

nited S
tates

）」
と
い

う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。
す
な
わ
ち
、
検
察
は
、
共

謀
者
が
特
定
の
個
別
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、「
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
（it 

stands its ow
n

）」
の
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
は
、
被
告
に
連
邦
政
府
の
正
当
な
行
為
を
妨
害
す
る
た
め
の
共
謀

が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。
共
謀
罪
に
か
か
る
刑
事
訴
追
の
現
場
で
は
、

典
拠
と
し
て
概
括
的
な
詐
欺
条
項
（defraud clause

）
に
か
か
る
共
謀
罪
を
典
拠
と
し
た
訴
追
（
起
訴
）

が
汎
用
さ
れ
、
裁
判
例
の
積
重
ね
を
通
じ
て
共
謀
罪
の
成
立
要
件
も
比
較
的
明
確
で
あ
る

（
46
）

。
共
謀
罪
適

用
の
際
に
、
個
々
の
租
税
実
体
犯
罪
規
定
は
個
別
の
共
謀
規
定
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
共

謀
罪
を
適
用
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

租
税
実
体
犯
罪
の
共
謀
に
か
か
る
訴
追
（
起
訴
）
手
続
で
は
、
①
も
し
く
は
②
、
ま
た
は
①
と
②
双

方
を
典
拠
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（S

ee, U
nited S

tates v. Jerkins, 871 F
.2d 598, at 602 

（6th 

C
ir. 1989

）; U
nited S

tates v. L
ittle, 753 F

.2d 1420, at 1442 

（9th C
ir. 1984

）; U
nited S

tates 

v. S
herm

etoro, 625 F
.2d 104, at 109 

（6th C
ir. 1980

）。【
図
表
30
】

【図表 30】連邦刑事租税訴訟ルート
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑴　

連
邦
司
法
手
続
の
要
点

こ
こ
で
、
読
者
の
便
宜
の
た
め
の
、
連
邦
の
刑
事
司
法
手
続
、
と
り
わ
け
、
連
邦

大
陪
審
（G

rand July

）
に
よ
る
起
訴
相
当
（true bill

）
の
決
定
が
出
さ
れ
、
罪
状

認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
／arraignm

ent

）
が
行
わ
れ
た
後
の
司
法
手
続
の
流
れ
を
簡

潔
に
図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。【
図
表
31
】

刑
事
被
告
人
が
、
③
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
／arraignm

ent

）
で
④
無
罪
の

答
弁
を
し
、
正
式
な
裁
判
（
公
判
の
開
催
）
に
臨
む
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
事
実
審

裁
判
所
（
連
邦
税
の
場
合
は
連
邦
地
方
裁
判
所
）
に
お
け
る
刑
事
共
謀
罪
に
か
か
る
事

実
問
題
（factual issues

）
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
審
理
陪
審
（trial jury

）
が

精
査
し
、
有
罪
・
無
罪
を
評
決
（verdict

）
を
下
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
審
理

陪
審
が
被
告
人
に
有
罪
の
評
決
を
下
せ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
裁
判
官
は
法
律
を

適
用
し
刑
の
宣
告
を
す
る
。
逆
に
、
陪
審
が
被
告
人
に
無
罪
の
評
決
を
下
せ
ば
、
放

免
に
な
る
。

審
理
陪
審
で
は
、
地
裁
の
担
当
裁
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
の
説
示
（instructions

）

を
行
う
。
そ
の
内
容
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
真
実
を
語
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ

る
い
は
必
要
な
説
示
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
控
訴
人
（
被

告
人
）
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
で
、
法
の
適
用
・
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
陪
審
で
の
説

【図表 31】大陪審による起訴相当決定後の司法手続の流れ
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示
の
適
正
性
・
公
平
性
（
例
え
ば
、
裁
判
官
の
陪
審
員
へ
の
説
示
が
適
正
・
公
平
を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
誤
っ
た
有
罪
の
評
決
を
導
き
出
し
た
旨
）
を

争
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
租
税
裁
判
に
お
い
て
、
被
告
人
に
と
り
、「
審
理
陪
審
（trial jury

）」
は
重
い
存

在
で
あ
る

（
47
）

。

一
方
、
被
告
側
が
、
③
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
）
で
、
④
無
罪
の
答
弁
（plea of not guilty

）
を
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
持
た
れ
る
検
察
官
と
被
告
・
弁
護
人
に
担
当
裁
判
官
が
加
わ
っ
た
協
議
（conference

）
で
、
被
告
側
は
有
罪
の
答
弁
（plea of guilty

）

に
転
じ
、
司
法
取
引
（plea bargaining

）
を
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
多
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
や
州
の
刑
事
裁
判
で
は
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合
、
第
一
回
目
の
罪
状
認
否
（
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
）
で
、
被
告
人
は
無
罪
を
主
張
す
る
。
無
罪
を
主
張
す
る
と
、
公
判
期
日
が

設
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
会
議
室
（conference room

）
で
、
被
告
人
・
被
告
人
の
弁
護
人
・
検
察
官
・
弁
護
人
、
事
件
に
よ
っ
て
は
裁
判

官
を
交
え
て
、
裁
判
の
進
行
に
つ
い
て
関
係
者
以
外
立
入
禁
止
の
協
議
（“in cham

bers ” conference

）
が
持
た
れ
る
。

こ
の
協
議
が
、
実
質
的
に
〝
司
法
取
引
（plea bargaining

）〞
の
場
と
な
る
。
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
検

察
側
が
い
く
つ
か
の
犯
罪
（counts

）
の
取
り
下
げ
を
行
う
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
の
量
刑
（sentencing

）、
す
な
わ
ち
減
刑
で
事
件
を
決

着
さ
せ
る
か
の
取
引
が
行
わ
れ
る
。
合
意
に
達
す
れ
ば
、
検
察
官
と
被
告
／
弁
護
人
の
間
で
合
意
書
（plea agreem

ent

）
が
作
成
さ
れ
る
。

司
法
取
引
の
交
渉
内
容
に
つ
い
て
は
、
合
意
書
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
公
開
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
48
）

。

統
計
的
に
み
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
九
〇
％
を
超
え
る
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
量
刑
は
司
法
取
引
（
答
弁
取
引
）
で
決
ま
る
。
こ
の
意
味

で
は
、
極
め
て
効
率
的
な
よ
う
に
も
み
え
る

（
49
）

。
ま
た
、
納
税
者
や
そ
の
代
理
人
に
と
っ
て
も
、「
勝
ち
か
負
け
か
（all-or-nothing

）」
の

結
論
し
か
な
い
本
訴
で
争
う
よ
り
も
予
測
可
能
性
（predictability

）
を
高
め
「justice

」
に
資
す
る
と
の
見
方
も
あ
る

（
50
）

。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
司
法
取
引
の
拡
大
に
よ
り
、
陪
審
に
よ
る
正
式
な
裁
判
手
続
は
回
避
さ
れ
、
被
告
人
の
有
罪
の
答
弁
に
よ
り

一
六
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

九
九
％
を
超
え
る
有
罪
率
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
重
い
現
実
し
て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
51
）

。
と
り
わ
け
、
共
謀
罪
を
問
わ
れ

た
被
告
人
が
司
法
取
引
の
レ
ー
ル
の
う
え
を
走
ら
さ
れ
た
と
き
に
、
被
告
人
に
法
認
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
上
の
権
利
が
危
機
に

瀕
す
る
。
事
実
、
多
く
の
刑
事
訴
訟
を
専
攻
す
る
学
者
や
弁
護
士
は
、
合
衆
国
憲
法
で
被
告
人
・
被
疑
者
に
保
障
さ
れ
た
刑
事
司
法
上
の

「
人
権
（civil rights

）」、「justice

」
が
〝
風
前
の
灯
火
〞
に
な
っ
て
い
る
実
情
に
危
機
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る

（
52
）

。「T
ax Justice

」、

「C
rim

inal Justice
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
ぶ
つ
か
り
合
う
実
情
に
あ
る

（
53
）

。

ち
な
み
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
裁
判
例
は
、
刑
事
訴
訟
（
裁
判
）
に
か
か
る
事
実
審
裁
判
所
で
の
判
決
、
す
な
わ
ち
連
邦
地
方
裁
判

所
の
判
決
、
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決
（【
図
表
31
】
控
訴
の
位
置
を
確
認
）
で
あ
る
。

⑵　

一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型
と
は

本
題
に
移
り
、
以
下
に
、〝
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型
〞
に
つ
い
て
、
設
例
お
よ
び
裁
判
例
を
交
え
て
図

説
す
る
。

【
図
表
32
】
一
般
的
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
「
共
謀
」
類
型

①
【
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
：
個
別
の
実
体
犯
罪
を
ベ
ー
ス
と
し
た
共
謀
罪
】
合
衆
国
（
連
邦
政
府
）
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
（to 

com
m
it any off ence against the U

nited S
tates

）
に
つ
い
て
、
個
別
の
実
体
犯
罪
（specifi c substantive off ence

）
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ

と
。

《
設
例
》
事
業
者
Ａ
は
、
当
面
の
資
金
繰
り
の
目
途
が
付
か
ず
、
税
務
顧
問
を
務
め
る
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
で
あ
る
Ｂ
と
従
業
者
か
ら
徴
収
し

た
源
泉
所
得
税
を
法
定
期
限
ま
で
に
納
付
せ
ず
に
・
事
業
運
営
資
金
へ
の
違
法
な
充
当
な
ど
を
話
し
合
っ
た
と
す
る
。
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こ
の
事
例
で
は
、
実
際
に
Ａ
が
不
納
付
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
が
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
⒤
民
事
制
裁

と
し
て
源
泉
徴
収
税
額
の
期
限
内
未
納
付
（failure to m

ake tim
ely deposits of tax

）
に
対
し
て
未
納
付
額
に
応
じ
二
％
〜
一
〇
％
（
た
だ
し
、

滞
納
通
知
後
に
支
払
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
一
五
％
）
附
帯
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
六
五
六
条
）。
ま
た
、
ⅱ
連
邦
検
察
（U

.S
. 

A
ttorney

）
は
、
刑
事
制
裁
と
し
て
内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
納
付
す
べ
き
い
か
な
る
租
税
（
例
え
ば
、
源
泉
徴
収
税
）
を
故
意
に

徴
収
せ
ず
、
報
告
せ
ず
、
か
つ
納
付
し
な
い
者
を
、
不
徴
収
ま
た
は
不
納
付
罪
（W

illful failure to collect or pay over taxes

）、
重
罪
と
し

て
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
も
し
く
は
二
五
万
ド
ル
以
下
（
法
人
の
場
合
は
五
〇
万
ド
ル
以
下
）
の
罰
金
、
ま
た
は
双
方
の
併
科
で
処
罰
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
二
条
）。

さ
ら
に
、
Ａ
が
、
源
泉
所
得
税
の
不
納
付
・
事
業
資
金
へ
の
流
用
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
連
邦
検
察
は
、
意
図
的
に
納
税
し
な
か
っ
た
金

銭
を
手
元
に
置
く
あ
る
い
は
金
庫
に
保
管
す
る
と
い
う
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
と
推
認
し
、
Ａ
と
Ｂ
が
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
行
為

（
不
法
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
・
合
意
す
る
計
画
が
あ
っ
た
と
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典
第
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general 

conspiracy charge provision

）
を
適
用
し
て
起
訴
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
邦
租
税
犯
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い

て
は
、
共
謀
者
が
計
画
を
実
施
し
た
か
し
な
い
か
も
し
く
は
実
施
し
て
も
成
功
し
た
か
し
な
い
か
、
ま
た
は
合
衆
国
（
連
邦
政
府
）
に
実
際
の
損

害
を
与
え
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
各
種
税
務
専
門
職
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
Ｅ
Ａ
（
登
録
税
務
士
）、
弁
護
士
）
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
専
門
職
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

あ
た
り
、
専
門
職
責
任
／
職
業
賠
償
責
任
（professional responsibility

）
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
加
え
て
、
租
税
回
避
プ
ラ
ン
を
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
説
明
し
参
加
を
募
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
脱
税
の
よ
う
な
個
別
実
定
犯
罪
を
行
う
計
画
・
準
備
を
し
た
か
ど
で
共
謀
罪
（conspiracy 

charge

）
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

②
【
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
：
連
邦
政
府
や
Ｉ
Ｒ
Ｓ
を
含
む
政
府
機
関
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
罪
】
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の

目
的
の
た
め
の
合
衆
国
ま
た
は
そ
の
政
府
機
関
に
詐
欺
行
為
を
行
う
（to defraud the U

nited S
tates

）
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

《
設
例
》
医
師
Ａ
（
夫
）
と
医
師
Ｂ
（
妻
）
は
、
医
療
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
経
営
し
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
、
連
邦
政
府
が
管
轄
し
て
い
る
高
齢
者
お
よ
び

障
害
者
向
け
の
公
的
医
療
保
険
で
あ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
（M

edicare

）
の
診
療
報
酬
を
水
増
し
請
求
す
る
手
口
の
を
使
っ
て
的
医
療
保
険
詐
欺
で
資

金
を
得
、
レ
ジ
ャ
ー
用
ヨ
ッ
ト
を
購
入
す
る
こ
と
を
冗
談
交
じ
り
に
携
帯
電
話
で
話
し
合
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
Ｂ
が
、
宝
く
じ
で
高
額
の

当
選
金
を
得
た
た
め
、
そ
の
当
選
金
で
待
望
の
ヨ
ッ
ト
を
購
入
し
た
。
当
然
、
診
療
報
酬
を
水
増
し
請
求
の
話
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。
し
ば
ら

く
し
て
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
連
邦
政
府
を
だ
ま
し
公
金
の
搾
取
を
図
る
目
的
で
合
意
を
し
た
と
の
理
由
で
連
邦
刑
事
法
典
第
三
七
一
条
の
共
謀
罪
違
反

容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
連
邦
検
察
は
Ａ
と
Ｂ
を
起
訴
し
た
。
こ
の
起
訴
は
、
連
邦
大
陪
審
／
起
訴
陪
審
（grand jury

）
に
か
け
ら
れ
、
同
陪
審
は

起
訴
相
当
（true bill
）
と
し
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
事
実
審
裁
判
所
で
あ
る
連
邦
地
裁
（
Ａ
と
Ｂ
は
事
実
問
題
の
争
点
を
同
じ
く
す
る
こ

と
か
ら
併
合
訴
訟
）
公
判
で
、
本
人
確
認
（
人
定
質
問
）、
罪
状
認
否
（indictm

ent

）
に
続
き
、
冒
頭
陳
述
に
入
る
。
そ
こ
で
、
検
察
官
は
、
法

廷
に
共
謀
罪
成
立
に
必
要
な
証
拠
を
提
出
し
か
つ
立
証
を
行
っ
た
う
え
で
、
裁
判
例
を
引
用
し
、
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
実
際

に
計
画
を
実
施
し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
合
衆
国
（
連
邦
政
府
）
に
実
際
の
損
害
を
与
え
た
か
ど
う

か
は
問
わ
な
い
旨
を
強
調
し
た
。
加
え
て
、
共
謀
の
合
意
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
時
期
に
同
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
診
療
報
酬
請
求
に
微
額
な
が
ら
一

部
不
正
が
あ
る
旨
の
証
拠
を
提
出
し
た
。
続
い
て
、
Ａ
と
Ｂ
の
弁
護
側
の
立
証
に
移
り
、
捜
査
当
局
に
よ
る
電
話
傍
受
は
裁
判
所
の
許
可
な
く
実

施
さ
れ
違
法
に
収
集
さ
れ
た
通
話
は
証
拠
能
力
を
持
た
な
い
こ
と
や
、
会
話
は
冗
談
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
無
罪
の
答
弁
（plea of not 

guilty

）
を
し
た
。
そ
の
後
、
検
察
官
と
被
告
・
弁
護
人
に
担
当
裁
判
官
が
加
わ
っ
て
協
議
（conference

）
に
入
り
、
被
告
側
は
有
罪
の
答
弁

（plea of guilty

）
に
転
じ
、
司
法
取
引
（plea bargaining
）
が
行
わ
れ
た
。
被
告
側
は
、
不
本
意
な
が
ら
、
共
謀
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
る

一
方
で
、
検
察
側
は
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
閉
鎖
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
診
療
報
酬
請
求
の
一
部
不
正
な
ど
の
罪
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
を
取
下
げ
る
と

と
も
に
、
共
謀
罪
に
か
か
る
量
刑
に
つ
い
て
は
罰
金
刑
に
留
め
る
旨
に
合
意
し
た
。
そ
こ
で
、
検
察
官
と
被
告
人
の
間
で
合
意
書
（plea 

agreem
ent

）
が
交
わ
さ
れ
た
。
連
邦
地
裁
は
、
こ
の
合
意
書
に
そ
っ
て
Ａ
と
Ｂ
に
対
し
、
刑
の
宣
告
を
行
っ
た
。
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の
ち
に
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
連
邦
検
察
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy to defraud 

the U
nited S

tates

）」
を
典
拠
に
、
ふ
つ
う
の
市
民
に
共
謀
の
罪
を
問
う
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
検
察
は
、
①
犯
罪
条
項
に
か
か

る
共
謀
罪
を
典
拠
に
訴
追
（
起
訴
）
す
れ
ば
、
被
告
（
被
疑
者
）
が
特
定
の
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
の
立
証
に
多
大
な
テ
マ
と
ヒ
マ
を
掛
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
は
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
を
典
拠
に
す
れ
ば
、
被
告
（
被
疑
者
）
が
特
定
に
犯
罪
に

関
係
し
た
こ
と
に
つ
い
て
直
接
証
拠
を
示
す
な
ど
し
て
具
体
的
な
立
証
を
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
状
況
証
拠
な
ど
を
駆
使
し
、
共

謀
し
て
連
邦
政
府
を
欺
い
て
損
害
を
与
え
る
合
意
を
し
た
旨
を
抽
象
的
に
立
証
す
る
こ
と
で
被
告
（
被
疑
者
）
を
有
罪
に
で
き
る
。
し
か
も
、
ア
メ

リ
カ
の
刑
事
裁
判
の
九
割
が
司
法
取
引
（plea bargaining

）
で
決
着
が
は
か
ら
れ
る
実
情
に
あ
る
。

こ
う
し
た
現
実
を
織
り
込
ん
で
考
え
る
と
、
市
民
は
常
に
、
い
っ
た
ん
政
府
（
検
察
）
が
仕
組
ん
だ
共
謀
罪
の
〝
罠
に
は
ま
れ
ば
、
無
傷
で
は
解

放
さ
れ
な
い
〞
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
さ
に
、
共
謀
罪
は
、
市
民
を
「
個
人
と
し
て
は
無
罪
で
あ
っ
て
も
、
集
団
と
し
て
政

府
に
一
泡
吹
か
せ
よ
う
と
の
話
合
い
で
盛
り
上
が
っ
た
だ
け
で
も
い
つ
で
も
有
罪
に
問
え
る
」
危
な
い
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
い
え
る
。

2　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
の
拡
大
適
用
・
拡
大
解
釈

連
邦
議
会
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）」、
す
な
わ
ち
「
連
邦

／
合
衆
国
〔
政
府
や
Ｉ
Ｒ
Ｓ
を
含
む
政
府
機
関
〕
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
（conspiracy to defraud the U

nited S
tates

）
と
は
何

か
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
義
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
概
括
的
か
つ
不
確
定
な
文
言
の
具
体
的
な
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、

司
法
の
判
断
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
合
衆
国
（
連
邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
」
と
は
、
①
「
政
府
か
ら
金
銭
ま
た
は
財
産
を
搾
取
す
る

こ
と
」
ま
た
は
、
②
「
虚
偽
、
技
巧
、
術
策
も
し
く
は
少
な
く
と
も
不
誠
実
な
手
段
に
よ
り
、
合
法
的
な
政
府
活
動
の
一
つ
に
干
渉
す
る

（interfere

）
こ
と
、
ま
た
は
妨
害
す
る
（obstruct

）
こ
と
」
を
指
す
、
と
定
義
す
る
（H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, 
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

at 188 

（1924

））。
詐
欺
条
項
が
対
象
と
す
る
共
謀
と
は
、
被
告
（
被
疑
者
）
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
連
邦
制
定
法
上
犯
罪
を
構
成
し
な
い
行
為
を
含
む
（S

ee, e.g. U
nited S

tates v. T
oom

ey, 867 F
.2d 534, 

at 536-67 
（9th C

ir. 1989

）。
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
行
為
（defraud

）」
と
い
う
文
言
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
定
義
、
さ
ら

に
は
連
邦
の
個
別
の
犯
罪
と
さ
れ
る
「
郵
便
・
通
信
詐
欺
（m

ail and w
ire fraud

）」（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル
18
チ
ャ
プ
タ
ー 63/18 U

.S
. 

C
ode C

hapter 63 
第
一
三
四
一
条
以
下
）
よ
り
も
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
〔S

ee, D
ennis v. U

nited S
tates, 384 U

.S
. 855, at 861 

（1966

）; U
nited S

tates v. T
oom

ey, 867 F
.2d 534, at 537-38 

（1989

）。
た
だ
し
、U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, 

at 1059 &
 n.3 

（9th C
ir. 1993

）〕。

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to defraud clause

）
の
も
と
、
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
連
邦
（
検

察
）
は
、
被
告
の
共
謀
に
よ
り
合
衆
国
（
連
邦
）
が
金
銭
的
損
害
（pecuniary loss

）
を
被
っ
た
旨
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る

（S
ee, H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））
つ
ま
り
、
具
体
的
な
損
害
金
額
を
示
し
て
証
明
す
る
必
要
は
な

い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
検
察
は
、
被
告
が
そ
の
共
謀
に
よ
り
合
衆
国
（
連
邦
）
か
ら
実
際
に
金
銭
ま
た
は
財
産
の
搾
取
に
成
功
し
た
か

ど
う
か
、
損
害
を
与
え
た
か
ど
う
か
も
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
（S

ee, e.g.  U
nited S

tates v. R
osengarten, 857 F

.2d 76, at 79 

（2nd C
ir. 1988

）; U
nited S

tates v. E
verett, 692 F

.2d 596, at 599 
（9th C

ir. 1982

））。

加
え
て
、
連
邦
（
検
察
）
は
、「
詐
欺
行
為
（fraud

）」
自
体
が
犯
罪
を
構
成
す
る
の
か
ど
う
か
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る

（S
ee, e.g. , U

nited S
tates v. Jerkins, 871 F

.2d 598, at 603 

（6th C
ir. 1989

））。
こ
う
し
た
裁
判
例
、
法
解
釈
に
従
え
ば
、
連
邦
（
検
察
）

は
、
租
税
ほ
脱
の
よ
う
な
共
謀
罪
適
用
の
ベ
ー
ス
と
な
る
特
定
の
租
税
実
体
犯
罪
が
存
在
す
る
（
し
た
）
の
か
ど
う
か
も
立
証
す
る
義
務

を
負
わ
ず
、
か
つ
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
意
図
（intent

）」
の
存
在
、
す
な
わ
ち
共
謀
者
各
人
の
当
該
犯
罪
を
行
う
意
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図
（intent

）
の
存
在
も
立
証
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
連
邦
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
は
「
虚
偽
、
技
巧
、
術
策

も
し
く
は
少
な
く
と
も
不
誠
実
な
手
段
に
よ
り
、
合
法
的
な
政
府
活
動
（
業
務
）
の
一
つ
に
妨
害
（
干
渉
）
す
る
（interfere

）
こ
と
、
ま

た
は
阻
害
（
妨
害
）
す
る
（obstruct

）
こ
と

（
54
）

」
で
合
意
し
た
旨
を
、
状
況
証
拠
等
を
あ
げ
て
証
明
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る

（H
am

m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））。

裁
判
所
の
多
く
も
こ
う
し
た
流
れ
に
呼
応
し
て
い
る
。
多
く
の
裁
判
例
で
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀

罪
の
も
と
で
の
共
謀
罪
の
立
証
に
あ
た
り
、
連
邦
（
検
察
）
は
、
共
謀
罪
適
用
の
ベ
ー
ス
と
な
る
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪
（specifi c 

substantive tax off ence

）
が
存
在
す
る
（
し
た
）
の
か
ど
う
か
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
（
検
察
）
に
唯

一
立
証
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
の
標
的
が
、「
合
衆
国
（
連
邦
）
ま
た
は
そ
の
機
関
（the U

nited S
tates or one 

of its agencies

）」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
、
と
す
る
（S

ee, e.g. , U
nited S

tates v. Johnson, 383 U
.S

. 169, at 172 

（1966

）; U
nited 

S
tates v. L

ane, 765 F
.2d 1376, at 1379 

（9th C
ir. 1985

）; U
nited S

tates v. P
intar, 630 F

.2d.1270, at 1278 

（8th C
ir. 1980

））。

こ
う
し
た
支
配
的
な
見
解
・
法
解
釈
に
対
し
て
は
、
少
数
な
が
ら
、
異
論
を
唱
え
る
裁
判
例
も
あ
る
（S

ee, U
nited S

tates v. 

A
lston, 77 F

.3d 713, at720-21 

（3d C
ir. 1996

）。
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
被
告
を
連
邦
に
対
す
る
詐
欺
行
為
（fraud

）
に

か
か
る
共
謀
罪
で
起
訴
す
る
場
合
、
連
邦
（
検
察
）
は
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
故
意
（w

illfulness

）」
の
存
在
、
す

な
わ
ち
共
謀
者
各
人
の
当
該
犯
罪
を
行
う
確
信
的
な
意
図
（intent
）
の
存
在
、
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

3　

詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
濫
用
へ
の
警
鐘

支
配
的
な
裁
判
例
で
採
ら
れ
る
法
解
釈
に
対
し
て
は
、
司
法
界
に
懸
念
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
早
く
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

も
、
事
実
審
裁
判
所
に
対
し
、
一
般
的
共
謀
罪
規
定
で
あ
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
の
適
用
・
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
そ

の
適
用
範
囲
が
広
く
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
濫
用
の
危
険
性
を
認
識
し
た
う
え
で
、
訴
答
手
続
（pleadings

）【
正
式
事
実
審
理
に
先
立
ち
、

争
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
原
告
／
連
邦
を
代
理
す
る
検
察
官
の
主
張
と
被
告
を
代
理
す
る
弁
護
士
の
主
張
を
記
し
た
書
面
を
交
換
す

る
手
続
／
当
事
者
間
の
主
張
の
概
要
通
知
手
続
】
を
す
す
め
る
よ
う
に
求
め
、
次
の
よ
う
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
（D

ennis v. U
nited 

S
tates, 384 U

.S
. 855, at 860 

（1966

））。

「
一
般
的
共
謀
罪
規
定
の
概
括
的
な
文
言
に
基
づ
く
正
式
起
訴
（indictm

ents

）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
が
広
範
に
わ
た
り
、
有
罪
と
な
る
者

に
加
え
、
無
実
の
者
も
罠
に
陥
れ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
刑
事
共
謀
罪
の
特
性
、
処
罰
の
適
確
性
に
留
意
し
、
各
被
告
に
つ
い
て
慎
重
に
精

査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

同
様
に
、
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
（U

nited S
tates v. S

houp, 608 F
.2d 950, at 

955-56 

（3d C
ir. 1979

）。

「〔
三
七
一
条
は
〕
概
括
的
〔
な
規
定
〕
で
あ
る
。
検
察
官
が
、
当
然
に
連
邦
刑
事
制
裁
の
範
囲
内
に
は
な
い
活
動
を
恣
意
的
に
処
罰
す
る
た
め
に

使
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
う
し
た
警
鐘
を
織
り
込
ん
で
考
え
る
と
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
の
恣
意
的
な
運
用
、
濫
用
を
戒
め
る
こ
と
は
、
ア

メ
リ
カ
司
法
界
に
お
い
て
重
い
課
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
警
鐘
に
応
え
る
た
め
に
は
、
公
判
に
お
け
る
事
実
審
理
に
先
立
ち
作
成
さ
れ
る
連
邦
（
検
察
官
）
側
と
被
告
（
弁
護
士
）
側
双

方
（
当
事
者
間
）
の
主
張
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
は
、「
被
告
は
共
謀
し
て
合
衆
国
（
連
邦
）
の
政
策
執
行
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
活

動
（
業
務
）
を
妨
害
し
た
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
主
張
／
記
載
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
詐
欺
行
為
の
計
画
、
共
謀
合
意
の
内
容
記
載
が
中

一
六
九



心
と
な
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
正
式
起
訴
状
に
は
、
①
共
謀
に
よ
り
活
動
（
業
務
）
を
妨
害
さ
れ
た
、
ま
た
は
活
動

（
業
務
）
に
干
渉
さ
れ
た
連
邦
政
府
機
関
の
名
称
や
②
妨
害
さ
れ
た
、
ま
た
は
干
渉
さ
れ
た
連
邦
政
府
機
関
の
活
動
（
業
務
）
内
容
に
加
え
、

③
共
謀
し
て
当
該
機
関
の
活
動
（
業
務
）
を
妨
害
し
た
者
ま
た
は
そ
れ
に
干
渉
し
た
者
の
身
元
が
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る

（S
ee, U

nited S
tates v. M

ohney, 949 F
.2d 899, at 904 

（6th C
ir. 1991

））。

4　

租
税
犯
罪
と
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
展
開

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
規
定
に
つ
い
て
、
連
邦
裁
判
所
は
久
し
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
試
み
、
試
行
錯
誤
を
続

け
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
（
九
四
）、
連
邦
控
訴
裁
判
所
（
一
二
）、
連
邦
最
高
裁
判
所
（
一
）
に
よ
る
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適

用
・
解
釈
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
裁
判
例
は
ま
っ
た
く
一
枚
岩
の
状
況
に
は
な
い
。
連
邦
司
法
は
、
こ
の
概
括
的
な
詐
欺
条
項
に
か
か
る

共
謀
罪
規
定
を
拡
大
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
り
、
研
究
者
や
実
務
家
は
こ
う
し
た
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
て
い
る

（
55
）

。

と
り
わ
け
「
連
邦
課
税
庁
で
あ
る
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に

リ
ー
デ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
が
、
合
衆
国 
対 

ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
〔U

nited S
tates v. K

lein, 247 F
.2d 908 

（2d 

C
ir. 1957

）, cert. d
en

ied 355 U
.S

. 924 

（1958

）〕
で
あ
る
。

第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
下
し
た
こ
の
判
決
（
以
下
「
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
」
と
い
う
。）
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
に
つ

い
て
「
定
義
」
し
、
か
つ
一
定
の
適
用
・
解
釈
基
準
を
示
し
た
。
一
般
に
、
こ
れ
ら
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
に
示
さ
れ
た
定
義
や
基
準
に
基

づ
い
て
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
、「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
（K

lein C
onspiracy

）」
と
呼
ば
れ
る
。

ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
で
、
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
を
欺
罔
す
る
「
共
謀
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

る
（U

nited S
tates v. K

lein, 247 F
.2d 908, at 915 

（2d C
ir. 1957

））。

財
務
省
所
管
の
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
合
法
的
な
業
務
で
あ
る
歳
入
、
す
な
わ
ち
所
得
税
額
の
把
握
（ascertainm

ent

）、
算
定

（com
putation

）、
賦
課
（assessm

ent

）
お
よ
び
徴
収
（collection

）
を
阻
害
す
る
（im

pede

）、
侵
害
す
る
（im

pair

）、
妨
害
す
る
（obstruct

）

お
よ
び
停
止
さ
せ
る
（defeat

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
（
連
邦
）
に
詐
欺
を
働
く
た
め
に
共
謀
す
る
こ
と
を
指
す

（
56
）

。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
連
邦
租
税
実
体
犯
罪
に
関
す
る
共
謀
罪
事
件
に
対
す
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の

「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
」
の
適
用
・
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
が
行
う
調
査
な
ど
を
含
む
租
税
の
正
当
な
賦

課
徴
収
業
務
に
共
謀
し
て
干
渉
・
妨
害
す
る
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
に
よ
る
合
意
を
幅
広
く
処
罰
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
納
税
者
と
税
務
専
門
職
の
間
で
の
租
税
回
避
行
為
（tax avoidance

）
の
共
謀
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
「
税
務
調
査
の
回
避
（audit avoidance

）」
行
為
の
共
謀
な
ど
も
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
へ
の
干
渉
・
妨
害
に
あ
た
る
と
の
ス
タ
ン
ス

に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
は
、「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
が
、
納
税
者
と
税
務
専
門
職
界
の
行
動
に
支
配
的
影
響
力
を
及
ぼ

す
た
め
の
強
力
な
テ
ロ
対
策
ツ
ー
ル
を
持
つ
こ
と
（T

he IR
S
 has a pow

erful in terrorism
 tool to infl uence the behavior of taxpayer 

and tax practitioner com
m
unities.

）」
を
ゆ
る
し
た
に
等
し
い
と
批
判
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
ア
バ
ウ
ト
・
拡
大
解
釈
で
あ
り
、
疑
わ
し
き
は
納
税
者
の
利
益
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
の
レ
ガ
シ
ー
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
税
の
研
究
者
や
実
務
家
か
ら
厳
し
い
批
判
が
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
付
き
の
検
察
官
は
、

連
邦
の
適
正
な
課
税
権
行
使
を
侵
害
ま
た
は
妨
害
す
る
共
謀
を
理
由
に
訴
追
（
起
訴
）
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
お
い
て
は
、
久
し
く
こ

の
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る

（
57
）

。
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⑴　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
掲
げ
る
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
八
パ
タ
ー
ン
」
と
は

第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
一
九
五
七
年
の
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
の
な
か
で
、「
共
謀
」
の
定
義
（
当
罰
的
行
為
）
に
加
え
、
共

謀
し
て
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
正
当
な
業
務
に
干
渉
ま
た
は
業
務
を
妨
害
す
る
合
意
が
認
め
ら
れ
る
典
型
的
な
バ
タ
ー
ン
と
し
て
、
二
〇
を
掲
げ
て
い

る
（U

nited S
tates v. K

lein, 247 F
.2d 908, at 916 

（2d C
ir. 1957

））。

連
邦
司
法
省
（D

O
J=D

epartm
ent of Justice

）
は
、
裁
判
所
が
掲
げ
た
こ
れ
ら
二
〇
の
パ
タ
ー
ン
を
、
次
の
八
つ
に
整
理
し
て
、

Ｄ
Ｏ
Ｊ
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（C

T
M

=C
rim

inal T
ax M

anual

）
に
登
載
し
、
連
邦
検
察
官
向
け
に
発
遣
し
て
い
る
（C

T
M

 23.07

﹇2

﹈﹇a （
58
）﹈）。

【
図
表
33
】
Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
掲
げ
た
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
八
パ
タ
ー
ン
」
と
は

①
清
算
分
配
金
を
各
種
手
数
料
（com

m
issions

）
と
な
る
よ
う
に
帳
簿
を
改
ざ
ん
す
る
こ
と
の
共
謀

②
対
価
の
伴
わ
な
い
一
五
〇
万
ド
ル
の
支
払
を
融
資
の
返
済
と
し
て
処
理
す
る
た
め
に
帳
簿
を
改
ざ
ん
す
る
こ
と
の
共
謀

③
実
際
に
は
配
当
で
あ
る
も
の
を
手
数
料
に
仮
装
し
て
帳
簿
に
不
正
記
帳
し
、
そ
の
後
法
人
名
義
に
変
更
す
る
こ
と
の
共
謀

④
株
式
購
入
に
か
か
る
支
払
に
つ
い
て
、
被
告
の
個
人
所
得
税
申
告
書
へ
の
虚
偽
記
載
を
共
謀
す
る
こ
と
。

⑤
各
種
キ
ュ
ー
バ
籍
法
人
の
所
有
者
の
確
認
を
求
め
た
財
務
省
の
調
査
に
対
し
て
共
謀
し
て
虚
偽
の
応
答
す
る
こ
と
。

⑥
株
式
売
却
に
よ
り
得
た
巨
額
の
利
益
に
つ
て
被
告
の
納
税
申
告
書
に
虚
偽
の
記
載
す
る
こ
と
の
共
謀

⑦
被
告
の
秘
書
が
帳
簿
改
ざ
ん
に
つ
い
て
記
憶
に
な
い
旨
の
虚
偽
の
宣
誓
供
述
を
す
る
こ
と
の
共
謀

⑧
株
式
の
売
買
に
つ
い
て
所
得
税
申
告
書
に
虚
偽
記
載
を
す
る
こ
と
共
謀

⑵　

Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
」
と
は

連
邦
司
法
省
（D

O
J=D

epartm
ent of Justice

）
は
、
一
二
の
巡
回
区
（C

ircuits

）
か
ら
な
る
連
邦
控
訴
裁
判
所
（U

.S
. C

ourts of 

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

A
ppeals

）
が
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
（K

lein C
onspiracy

）
基
準
を
適
用
し
積
み
上
げ
て
き
た
裁
判
例
を
分
析
し
、
そ
の
分
析
結
果
を
「
ク
ラ

イ
ン
共
謀
事
例
集
（K

lein fact patterns

）」
と
し
て
一
覧
に
し
て
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（C

T
M

=C
rim

inal T
ax M

anual

）
に

登
載
し
、
連
邦
検
察
官
向
け
に
発
遣
し
て
い
る
（C

T
M

 23.07

﹇2

﹈﹇b （
59
）﹈）。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
の
う
ち
か
ら
重
要
な
も
の
を
一
部
抜
粋
し
、
読
者
に
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
若
干
の
リ
ラ
イ
ト
し
た
う
え
で

図
説
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
60
）

。

【
図
表
34
】
重
要
な
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
パ
タ
ー
ン
（
抜
粋
）

【
第
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
】

・
合
衆
国 

対 

ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
ク
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. G

oldberg, 105 F
/3d 770, at 772 

（1st C
ir. 1997

）：
従
業
者
を
雇
用
し
給
与
を

支
払
っ
た
と
偽
っ
て
、
そ
の
分
を
秘
密
裏
に
個
人
へ
の
支
払
や
第
三
者
へ
の
給
付
に
あ
て
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ハ
ー
リ
ー
事
件
判
決
（U
nited S

tates v. H
urley, 957 F

.2d 1, at 6-7 

（1st C
ir. 1992

）：
パ
ナ
マ
お
よ
び
バ
ハ
マ
諸
島
に
設
立
し

た
窓
口
会
社
を
使
い
、
か
つ
、
第
三
者
の
名
義
で
一
二
万
五
千
ド
ル
の
現
金
や
小
切
手
を
発
行
し
一
般
の
商
慣
習
に
な
じ
ま
な
い
事
業
取
引
を
す
る

こ
と
に
よ
り
資
金
洗
浄
を
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

キ
ャ
ン
バ
ラ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. C

am
bara, 920 F

.2d 144, at 146-47 

（1st C
ir. 1990

）：
不
動
産
管
理
会
社
を
窓
口
会

社
と
し
、
現
金
を
引
出
し
か
つ
当
該
現
金
で
巨
額
の
資
産
を
購
入
す
る
た
め
の
資
金
洗
浄
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

リ
ゾ
ッ
テ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. L

izottte, 856 F
.2d 341, at 432-43 

（1st C
ir. 1988

）：
名
義
人
を
通
じ
て
不
動
産
を
購

入
す
る
た
め
の
現
金
洗
浄
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

タ
ー
バ
ー
ズ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. T

arvers, 833 F
.2d 1068, at 1071-72 

（1st C
ir. 1987

）：
薬
物
取
引
で
得
た
所
得
の

脱
税
に
か
か
る
共
謀

一
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【
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
】

・
合
衆
国 

対 

マ
ッ
チ
ア
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. M

acchia, 35 F
.3d 622, at 666 

（2d C
ir. 1994

）：
ク
レ
イ
ン
共
謀
先
例
の
連
邦
ガ
ソ
リ

ン
税
へ
の
適
用
事
例
で
、
連
鎖
偽
装
取
引
を
使
っ
て
ガ
ソ
リ
ン
税
を
回
避
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 
対 
ア
ラ
ク
リ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. A

racri, 968 F
.2d 1512, at 1515 

（2d C
ir. 1992

）：
ク
レ
イ
ン
共
謀
先
例
の
連
邦
ガ
ソ
リ

ン
税
へ
の
適
用
事
例
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
体
間
で
に
偽
装
ペ
ー
パ
ー
取
引
や
ガ
ソ
リ
ン
税
免
税
購
入
証
明
書
を
保
有
す
る
ペ
ー
パ
ー
会
社
を
組
み

合
わ
せ
租
税
回
避
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ビ
ル
ツ
ェ
リ
ア
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. B

ilzerian, 926 F
.2d 1285, at 1302 

（2d C
ir. 1991

）：
二
重
目
的
共
謀
、
す
な
わ

ち
、
連
邦
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
と
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
双
方
に
詐
欺
を
働
く
共
謀
。
不
正
な
税
務
上
の
損
失
お
よ
び
不
正
な
控
除
に
よ

り
う
み
出
し
た
蓄
え
を
他
人
名
義
で
留
保
し
、
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 15/15 U

.S
. C

ode 

七
八
条
の
ｍ
第
ｄ
項
に
基
づ
く
報
告
違
反
を
す
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ア
ッ
タ
ナ
シ
オ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. A

ttanasio, 870 F
.2d 809, at 816 

（2d C
ir. 1989

）：
弁
護
士
信
託
口
座
（attorney 

trust accounts

）
を
使
っ
て
、
不
正
な
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
取
引
お
よ
び
六
〇
万
ド
ル
の
資
金
洗
浄
を
す
る
計
画
の
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ガ
ラ
リ
ー
事
件
判
決
（U
nited S

tates v. G
urary, 860 F

.2d 521, at 524 

（2d C
ir. 1989

）：
あ
り
も
し
な
い
「
商
品
」
の
架
空
イ

ン
ボ
イ
ス
お
よ
び
当
該
イ
ン
ボ
イ
ス
を
会
社
に
販
売
す
る
。
こ
れ
ら
架
空
の
イ
ン
ボ
イ
ス
を
購
入
し
た
会
社
は
、
当
該
商
品
の
架
空
の
売
却
額
を
そ

れ
ぞ
れ
の
法
人
所
得
税
申
告
書
に
記
載
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ロ
ー
ゼ
ン
ガ
ー
テ
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. R

eosengarten, 857 F
.2d 76, at 77 

（2d C
ir. 1988

）：
不
動
産
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ

ル
タ
ー
投
資
に
関
す
る
資
料
の
日
付
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
り
不
正
な
税
控
除
を
う
み
出
す
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

タ
ロ
フ
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. T

uroff , 853 F
.2d 1037, at 1040-41 

（2d C
ir. 1988

）：
通
信
詐
欺
ス
キ
ー
ム
か
ら
発
生
し

た
利
子
所
得
の
無
申
告
お
よ
び
Ｉ
Ｒ
Ｓ
へ
申
告
し
な
か
っ
た
当
該
利
子
相
当
額
の
現
金
を
信
用
組
合
へ
預
託
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

・
合
衆
国 

対 

ナ
ー
セ
シ
ア
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. N

ersesian, 824 F
.2d 1294, at 1309-10 

（2d C
ir. 1987

）：
財
務
省
へ
の
現
金
取
引

報
告
（C

T
R
=C

ash T
ransaction R

eport

）
届
出
（
告
知
書
）
を
回
避
す
る
目
的
で
、
一
一
万
七
千
ド
ル
の
現
金
を
、
一
万
ド
ル
未
満
の
金
額
の

マ
ネ
ー
オ
ー
ダ
ー
や
旅
行
小
切
手
に
変
換
し
て
告
知
義
務
を
回
避
す
る
計
画
に
か
か
る
共
謀

一
七
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

・
合
衆
国 

対 

シ
ガ
ロ
ー
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. S

igalow
, 812 F

.2d 783, at 784-85 

（2d C
ir. 1987

）：
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調
査
で
発
覚
し
た

風
俗
店
（m

assage parlors

）
の
店
長
兼
オ
ー
ナ
ー
に
よ
る
、
各
店
舗
の
フ
ロ
ン
ト
に
帳
簿
を
破
棄
さ
せ
故
意
に
虚
偽
の
納
税
申
告
書
の
提
出
を
図

る
組
織
的
な
共
謀

・
合
衆
国 
対 
ハ
イ
ン
マ
ン
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. H

einm
ann, 801 F

.2d 86, at 91-92 

（2d C
ir. 1986

）：
聖
職
者
向
け
に
教
会
の
宗
教
活

動
課
税
除
外
措
置
お
よ
び
慈
善
寄
附
金
控
除
を
活
用
し
た
「
聖
職
者
（m

inistries

）」、「
清
貧
の
誓
い
（vow

 of poverty

）」
と
呼
ば
れ
る
租
税
回

避
ス
キ
ー
ム
の
販
売
計
画
に
か
か
る
共
謀

【
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
】

・
合
衆
国 

対 

ミ
ッ
キ
ー
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. M

cK
ee, 506 F

.2d 225, at 238-841

（3d C
ir. 2007

）：
良
心
な
い
し
信
仰
上
の
理
由
か
ら
、

自
分
が
納
め
る
税
金
が
軍
事
目
的
に
支
出
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
納
税
者
（
ピ
ー
ス
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
）
団
体

（
61
）

へ
の
原
告
の
所
属
、
お
よ
び
戦

費
に
充
当
さ
れ
る
分
の
納
税
拒
否
教
育
へ
の
関
与
、
す
な
わ
ち
そ
の
団
体
の
会
員
等
に
対
し
給
与
か
ら
の
源
泉
所
得
税
の
天
引
き
徴
収
の
拒
否
な
ど

の
呼
び
か
け
が
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
（
一
般
的
共
謀
罪
規
定
）
の
「
詐
欺
条
項
」
に
規
定
す
る
〝
共
謀
し
て
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
正
当
な
業
務
に
干
渉

ま
た
は
業
務
を
妨
害
す
る
犯
罪
〞
を
構
成
す
る
と
し
起
訴
さ
れ
、
有
罪
と
な
っ
た
も
の
。
裁
判
所
は
、
検
察
側
の
当
該
団
体
の
代
表
の
連
邦
個
人
所

得
税
申
告
書
の
不
提
出
等
が
、
共
謀
罪
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
共
謀
目
的
を
達
成
に
向
け
た
準
備
行
為
（overt acts

）
お
よ
び
不
作
為

（om
issions

）
が
あ
っ
た
と
の
主
張
・
立
証
を
受
け
入
れ
た
。

〔
以
下
、
略
〕

以
上
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
適
用
事
例
を
概
観
す
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
税
務
専

門
職
が
、
濫
用
的
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
計
画
を
た
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
計
画
を
話
し
合
っ
た
だ
け
で
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
に
詐
欺
を
働
く
合
意

が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
」
を
適
用
し
て
共
謀
罪
違
反
で
告
発
・
起
訴
さ
れ

れ
ば
、
共
謀
者
は
ほ
ぼ
有
罪
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
連
邦
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
法
（M

oney 

一
七
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一
九
五
六
〜
五
七
条
〕
に
基
づ
く
金
融
機
関
へ
の
現
金

取
引
報
告
（
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）
義
務
を
回
避
す
る
た
め
に
小
口
（
一
万
ド
ル
未
満
）
に
分
け
て
送
金
す
る
や
り
方
を
親
族
間
で
計
画
、
金
融
機
関
員
に

相
談
す
る
こ
と
な
ど
も
、
共
謀
罪
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
微
罪
で
あ
っ
て
も
、
二
人
以
上
の
者
が
連
邦
政
府
に
詐

欺
を
働
く
計
画
を
話
合
い
・
合
意
し
た
と
さ
れ
、
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
れ
ば
、
有
罪
の
答
弁
を
し
た
う
え
で
司
法
取
引
を
す
る
か
、
無
罪

の
答
弁
し
公
判
・
陪
審
審
理
で
有
罪
と
評
決
さ
れ
、
共
謀
罪
で
刑
の
宣
告
を
受
け
る
ル
ー
ト
を
走
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る

（
62
）

。

税
務
専
門
職
が
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
納
税
者
と
話
し
合
っ
て
、
納
税
者
に
有
利
な
租
税
計
画
の
青
写
真
を
つ
く
っ
た
と
す
る
。
こ

の
場
合
も
、
実
際
に
そ
の
計
画
に
沿
っ
て
納
税
者
が
申
告
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
に
ら
み
を
利
か
せ
る
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
と

連
邦
検
察
と
が
情
報
連
携
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
共
謀
罪
の
罠
（
ト
ラ
ッ
プ
）
に
か
か
れ
ば
、
税
務
専
門
職
も
無
傷
で
は
逃
れ
ら
れ
な
い
か

も
知
れ
な
い
法
環
境
の
も
と
で
毎
日
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
税
務
専
門
職
に
は
、〝
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
は
二
の
次
〞、〝
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
忠
実
な
お
手
伝
い
さ
ん
〞
に
徹
し
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
護
ら
れ
た
安
全
な
橋
を
渡
る

途
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
市
民
団
体
、
宗
教
団
体
、
納
税
者
団
体
な
ど
も
、
当
局
に
「
反
政
府
団
体
」、「
宗
教
カ
ル
ト
」、「
反
税
団
体
」
な
ど
の
レ
ッ

テ
ル
が
貼
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
集
団
と
し
て
の
提
言
や
主
張
、
呼
び
か
け
が
、
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
を
行
お
う
と
話
合
い
、
合
意
（
共

謀
）
が
あ
っ
た
と
し
て
、
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
常
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
（K

lein fact patters

）
を
登
載
し
た
Ｄ
Ｏ
Ｊ
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｃ
Ｔ
Ｍ
）
は
、
連
邦
司
法

省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
の
事
務
運
営
指
針
（initiative

）
で
あ
り
、
対
納
税
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
拘
束
力
を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
連
邦
検
察

官
に
と
っ
て
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
違
反
を
告
発
・
起
訴
す
る
場
合
の
指
針
と
な
る
。
租
税
実
体

一
七
六



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

犯
罪
に
か
か
わ
っ
て
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
た
納
税
者
の
弁
護
に
あ
た
る
弁
護
士
に
と
っ
て
も
、
検
察
側
の
手
の
内
を
知
る
た
め
に
は
参
考

と
な
る
資
料
で
あ
る
。

5　

綻
び
を
見
せ
る
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
連
邦
検
察
租
税
部
（D

O
J T

ax=D
epartm

ent of Justice T
ax D

ivision

）
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
犯
則
調
査
／
査
察
部

（IR
S
 C

I=C
rim

inal Investigation

）
と
タ
イ
ア
ッ
プ
・
情
報
連
携
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
」

お
よ
び
判
例
法
で
示
さ
れ
た
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
用
い
て
納
税
者
を
安
易
に
訴
追
（
起
訴
）
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
税
務
専
門
職
〔
主
に
税
務
弁
護
士
（tax attorney

）
や
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）〕、
投
資
銀
行
な
ど
が
、
技
巧
を
凝

ら
し
た
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
を
富
裕
層
向
け
に
販
売
し
租
税
回
避
を
は
か
る
傾
向
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
犯
則
調
査
／
査
察
部

（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
連
邦
検
察
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 
Ｔ
ａ
ｘ
）
が
、
即
応
規
制
を
か
け
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
実
情
が
あ
る

（
63
）

。
ま
た
、
既

遂
の
租
税
ほ
脱
事
件
を
立
証
す
る
よ
り
も
、
租
税
ほ
脱
の
準
備
・
計
画
の
共
謀
を
立
証
す
る
こ
と
の
方
が
容
易
で
あ
り
、
即
応
規
制
に
資

す
る
と
の
事
情
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職
に
は
〝
共
謀
罪
の
ト
ラ
ッ
プ
に
足
を
取
ら
れ
る
と
無
傷
で
抜
け
出
す
の
は
至
難
〞
な
常
態
が
続
い

て
い
る
。
刑
事
租
税
訴
訟
に
か
か
わ
っ
て
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
た
納
税
者
の
弁
護
に
あ
た
る
弁
護
士
は
、〝
労
多
く
し
て
功
少
な
し
〞
で

疲
弊
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
利
用
で
、
連
邦
共
謀
罪
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
で

刑
事
訴
追
さ
れ
た
税
務
専
門
職
お
よ
び
投
資
銀
行
な
ら
び
に
そ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
富
裕
納
税
者
は
、
必
ず
し
も
座
し
て
死
を
待
つ

こ
と
を
好
ま
な
い
。
刑
事
法
廷
で
、
有
罪
の
答
弁
を
し
司
法
取
引
で
決
着
を
つ
け
る
途
を
選
ば
ず
に
、
無
罪
の
答
弁
を
し
た
う
え
で
正
式

一
七
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な
裁
判
（
公
判
）
で
争
う
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
受
け
入
れ
ス
テ
イ
タ
ス
ク
オ
ー
（status quo

／
現
状
追
従
）、
紋
切
型
の
判
決
が
続
く
な
か
、
希
望
の
光
と
な
る

い
く
つ
か
の
連
邦
控
訴
審
判
決
が
存
在
す
る
。

⑴　

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決

自
ら
も
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
沿
い
な
が
ら
も
、
連
邦
（
検
察
）
の
主
張
を
鵜
呑
み
に
し
た
事
実
審
裁
判
所
の
〝
常
識
的
な
〞
判
決
に

異
論
を
唱
え
た
連
邦
控
訴
審
判
決
の
一
つ
が
、
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
下
し
た
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
（U

nited 

S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, at 1059 &
 n.3 

（9th C
ir. 1993

））
で
あ
る
。

【
図
表
35
】
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
の
概
要

被
告
（
Ｙ
：
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
）
は
、
顧
客
の
金
融
取
引
を
無
記
名
口
座
に
記
録
し
た
う
え
で
秘
匿
し
第
三
者
に
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
約
し
て
地
域
で

顧
客
を
集
め
て
い
る
隠
れ
バ
ン
ク
（w

arehouse bank
）
の
記
帳
係
で
あ
る
。
当
該
バ
ン
ク
は
、「
顧
客
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
」
を
表
向
き
の
売
り
に

し
て
い
た
。
し
か
し
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
は
、
当
該
バ
ン
ク
は
そ
の
顧
客
の
納
税
逃
れ
を
支
援
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
当
局
は
、
当
該
バ
ン

ク
の
業
務
を
停
止
さ
せ
、
Ｙ
を
含
む
当
該
バ
ン
ク
の
一
部
の
従
業
者
や
顧
客
を
逮
捕
し
た
。
Ｙ
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
基
づ
く
合
衆
国
（
連

邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
連
邦
地
裁
は
、
Ｙ
を
共
謀
の
罪
で
有
罪
と
し
た
。
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
Ｙ
は
、
控
訴

し
た
。
Ｙ
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
に
よ
る
審
理
陪
審
の
陪
審
員
に
対
す
る
説
示
（instructions

）
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
旨
主
張
し

た
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
罪
を
問
う
に
は
、
政
府
の
合
法
的
な
業
務
を
妨
害
す
る
こ
と
の
合
意
に
加
え
、
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）

な
手
段
を
準
備
す
る
要
件
を
み
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
事
実
を
審
理
し
て
評
決
を
下
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
地
裁
の
裁

判
官
は
、
こ
う
し
た
要
件
に
つ
い
て
陪
審
員
に
説
示
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
陪
審
手
続
に
は
瑕
疵
が
あ
り
、
連
邦
地
裁
判
決
は
破
棄
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
七
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
（H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））
に
よ
る
と
、
合
衆

国
（
連
邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
は
、
被
告
が
①
話
合
い
で
合
意
に
達
し
た
こ
と
、
②
政
府
の
合
法
的
な
業
務

を
妨
害
し
た
こ
と
、
③
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
を
用
い
た
こ
と
、
お
よ
び
④
共
謀
に
影
響
を
及
ぼ
す
少
な
く
と

も
一
つ
の
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
連
邦
検
察
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
に
お
い
て
、
控
訴
裁
判
所
は
、
控
訴
人
（
Ｙ
）
側
の
主
張
を
認
め
、
事
実
審
を
担
当
し
た
連
邦
地
方
裁
判

所
が
、
審
理
陪
審
（jury
）
で
陪
審
員
（jurors

）
に
対
し
て
詐
欺
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
説
示
（instructions

）
す
る
際
に
、
そ
の
説
示
に

瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
③
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手

段
を
用
い
た
こ
と
」
に
つ
い
て
合
意
が
あ
っ
た
旨
の
事
実
が
確
認
で
き
て
は
じ
め
て
有
罪
と
で
き
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旨
の
適

切
な
説
示
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, at 1060

）。
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
点
を

理
由
に
、
本
件
に
お
け
る
審
理
陪
審
（jury
）
は
、
被
告
が
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
を
用
い
て
共
謀
す
る
こ
と
に

合
意
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
業
務
妨
害
に
加
わ
る
こ
と
に
合
意
し
た
と
の
不
適
切
な
評
決
に
い
た
っ
た
可
能
性

が
あ
る
と
裁
断
し
た
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056, at 1060-6

）。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法
修
正
六
条
は
、「
す
べ
て
の
刑

事
上
の
訴
追
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
…
…
公
平
な
陪
審
に
よ
る
迅
速
な
公
開
の
裁
判
を
受
け
」
る
権
利
が
あ
る
旨
定
め
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
公
平
な
陪
審
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
陪
審
員
に
対
し
適
切
な
説
示
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
単
な
る
失
念
と

し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

加
え
て
、
政
府
（
Ｘ
：
検
察
）
は
「
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
（
Ｙ
：
被
告
／
控
訴
人
）
が
共
謀
し
て
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
仕
事
を
困
難
に
し

た
（G

aldw
ell conspired to m

ake the IR
S

’s job harder

）」
旨
を
立
証
し
た
。
し
か
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
バ
ウ
ト
な
証

一
七
九



拠
で
被
告
を
違
法
な
共
謀
の
罪
を
犯
し
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
控
訴
裁
判
所
で
本
件
を
担
当
し
た
コ
ジ
ン

ス
キ
イ
（A

lex K
ozinski

）
判
事
は
、
連
邦
地
裁
判
決
を
破
棄
す
る
に
あ
た
り
、「
ゆ
る
さ
れ
る
こ
と
以
外
の
こ
と
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
る
、

何
ご
と
も
命
令
に
よ
っ
て
だ
け
ゆ
る
さ
れ
る
…
…
市
民
は
、
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
熱
狂
の
嵐
の
な
か
で
自
ら
の
行
動
を
呪
縛
さ
れ
る

…
…
よ
う
な
国
が
近
年
ま
で
存
在
し
た
。【
中
略
】
幸
い
な
こ
と
に
、
合
衆
国
は
そ
ん
な
国
で
は
な
い
。
本
法
廷
も
、
そ
ん
な
場
所
に
は

な
り
た
く
な
い
と
願
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
あ
る
行
為
を
禁
止
し
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
を
禁
止
で
き
る
。
政
府
が
あ
る
行
為
を
命

じ
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
法
廷
は
、
議
会
が
、
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. 

C
ode 

三
七
一
条
〔
一
般
的
共
謀
罪
〕
を
制
定
し
た
と
き
に
、
政
府
を
妨
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
市
民
に
禁
じ
た
り
、
あ
る
い
は
市
民

に
対
し
す
べ
て
に
つ
い
て
政
府
が
仕
事
を
し
易
く
な
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
と
軽
々
に
推
論
し
た
く
は
な
い
。
市
民
は
、
虚
偽

（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
で
行
動
し
て
い
な
い
限
り
、
か
つ
、
特
定
の
法
律
に
違
反
し
て
い
な
い
限
り
、
自
分
の
好
む

方
法
で
私
事
を
行
い
自
由
に
社
会
の
な
か
で
生
き
ら
れ
る
。」
と
付
け
加
え
た
。

カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
は
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
を
受
け
入
れ
現
状
追
従
、
紋
切
型
の
判
決
を
続
け
る
司
法
の
姿
勢
を
痛
烈

に
批
判
し
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
」
を
適
用
し
て
、
特
定
の
租
税
実
体

犯
罪
を
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
た
ん
に
被
告
は
共
謀
し
て
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
仕
事
を
困
難
に
し
た
（conspired to m

ake 

the IR
S

’s job harder

）
こ
と
を
理
由
に
共
謀
罪
を
問
う
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
民
主
国
家
の
司
法
で
は
採
っ
て
は
い
け
な
い
手
法
で
あ
る
、
と
。

⑵　

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決

Ｉ
Ｒ
Ｓ
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
「
共
謀
」
を
幅
広
く
定
義
し
た
一
九
五
七
年
の
ク
ラ
イ
ン
事
件
判
決
（
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
）
は
、
か

一
八
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

な
り
陳
腐
化
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
基
準
を
見
直
す
か
ど
う
か
を
含
め
、
再
点
検
を
促
す
判
決
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
、
二
〇
一
二
年
に
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
下
し
た
コ
プ
ラ
ン
事
件
判
決
〔U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 

46 

（2d C
ir. 2012

）, cert. d
en

ied, 134 S
.C

t. 71 

（2013

）〕
で
あ
る
。

本
件
は
、
一
般
に
「
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
（C

oplan conspiracy case

）」
と
呼
ば
れ
る
。
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
の
概
要
お
よ
び
コ

プ
ラ
ン
被
告
の
主
張
を
図
説
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
表
36
】
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
の
概
要

一
九
九
八
年
に
、
ア
ー
ン
ス
ト
・
ア
ン
ド
・
ヤ
ン
グ
会
計
事
務
所
（
Ｅ 

＆
Ｙ 

Ｌ
Ｌ
Ｐ
）
の
パ
ー
ト
ナ
ー
や
職
員
で
あ
っ
た
コ
プ
ラ
ン
（R

obart 

C
oplan

）
被
告
（
Ｙ
）
を
は
じ
め
と
し
た
三
人
の
税
務
弁
護
士
（tax attorney

）
と
一
人
の
公
認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
が
、
一
九
九
八
年
か
ら

二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
共
謀
し
て
租
税
ほ
脱
罪
〔
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
〕
に
つ
な
が
る
五
つ
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
を
立
案
し
販
売
す
る

計
画
（
た
だ
し
、
訴
追
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
ス
キ
ー
ム
）
を
た
て
た
か
ど
で
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
「
詐
欺
条
項
」

に
基
づ
き
共
謀
罪
そ
の
他
複
数
の
罪
を
問
わ
れ
た
。

事
実
審
裁
判
所
〔
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
〕（
四
人
は
事
実
問
題
の
争
点
を
同
じ
く
す
る
こ
と
か
ら
併
合
訴
訟
）
は
、
お
お
よ
そ

一
〇
週
間
で
結
審
し
た
。
審
理
陪
審
は
、
大
筋
で
検
察
の
主
張

（
64
）

に
沿
い
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
基
づ
き
、
四
人
の
被
告
に
対
し
て
す
べ
て
の
罪
に
つ

い
て
有
罪
の
評
決
を
下
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
連
邦
地
裁
は
、
コ
プ
ラ
ン
被
告
に
は
、
三
年
の
禁
錮
刑
（
た
だ
し
、
三
年
間
に
わ
た
り
、
年
一
二
〇

時
間
の
社
会
勤
労
奉
仕
、
そ
の
う
ち
半
分
は
税
務
専
門
職
と
し
て
の
税
務
相
談
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。）
プ
ラ
ス
七
五
、〇
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
を
科

す
判
決
を
下
し
た

（
65
）

。【
他
の
被
告
に
対
し
て
は
一
二
か
月
〜
三
年
の
禁
錮
刑
＋
七
五
、〇
〇
〇
〜
一
〇
万
ド
ル
の
罰
金
を
併
科
。
全
員
が
控
訴
し
た
。】

こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
Ｙ
は
、
控
訴
し
た
。
Ｙ
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
連
邦
地
裁
判
決
が
一
九
五
七
年
の
ク
ラ
イ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決
（
ク
ラ

イ
ン
共
謀
基
準
）
を
も
と
に
判
決
を
下
し
て
い
る
が
、
前
記
⑴
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 1056

）

な
ど
を
典
拠
に
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
正
当
性
を
問
題
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
は
、
制
定
法
【
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
】
の

一
八
一



解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
個
人
の
利
益
の
保
護
よ
り
も
政
府
の
利
益
の
方
が
も
っ
と
価
値
が
高
い
と
い
う
司
法
が
創
造
し
た
政
策
配
慮

（judicially generated policy concern

）
に
基
づ
い
た
基
準
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、「
政
府
に
詐
欺
を
働
く
（defraud the governm

ent

）」
と
い

う
文
言
に
つ
い
て
、
拡
大
解
釈
を
常
態
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
す
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
正
当
性
が
あ
る
の
か
、

と
問
い
た
だ
し
た
。

本
件
を
担
当
し
た
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
ジ
ョ
ゼ
・
キ
ャ
ブ
ラ
イ
ン
（Jose C

abranes

）
判
事
が
、
Ｙ
の
主
張
に
一
定
の
理
解
を
示
す
意
見
を
表
明
し

た
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
、
連
邦
最
高
裁
の
先
例
と
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
例
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
の
見
直
し
は
唯
一

連
邦
最
高
裁
が
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
当
裁
判
所
が
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。

結
果
と
し
て
、
Ｙ
に
つ
い
て
は
下
級
審
の
事
実
認
定
に
基
づ
き
有
罪
判
決
を
追
認
し
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。【
Ｙ
を
含
む
二
人
が
有
罪
、
他
の
二
人
は

犯
罪
意
思
が
な
か
っ
た
と
し
て
事
実
審
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。】

Ｙ
（
被
告
・
控
訴
人
）
は
、
移
送
命
令
送
致
に
よ
り
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
上
告
不

受
理
）〔U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 46 

（2d C
ir. 2012

）, cert. d
en

ied, 134 S
.C

t. 71 

（2013

）〕。

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
控
訴
審
に
お
い
て
、
Ｙ
（
被
告
・
控
訴
人
）
側
は
、
一
連
の
控
訴
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
連
邦
刑
事
法
典

三
七
一
条
に
規
定
す
る
合
衆
国
（
連
邦
）
へ
の
詐
欺
行
為
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
は
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
よ
る
と
、
政
府

（
Ｘ
：
検
察
）
側
は
、
Ｙ
が
政
府
の
合
法
的
な
業
務
を
妨
害
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
た
ん
に
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手

段
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
話
合
い
で
合
意
に
達
し
た
こ
と
で
共
謀
の
罪
を
問
え
る
こ
と
に
な
る
点
を
争
っ
た
。
こ
う
し
た
法
の
適
用
や

解
釈
は
、
連
邦
憲
法
修
正
第
五
条
の
保
障
さ
れ
た
「
法
の
適
正
手
続
（due process of law

）」
を
侵
害
す
る
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
適
用
違

憲
（as applied constitutional challenge

）」
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
主
張
に
正
面
か
ら
応
え
る
こ
と

に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。

一
八
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
現
状
追
従
、
紋
切
型
の
判
決
で
あ
る
と
し
て
、
税
務
専
門
職
の
間
で
は
負
の
評
価

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
本
判
決
は
、
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
共
謀
罪
事
件
判
決
（U

nited S
tates v. C

aldw
ell, 989 F

.2d 

1056

）
な
ど
を
引
用
し
、
Ｙ
（
被
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
側
が
行
っ
た
主
張
を
認
め
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ク
ラ
イ

ン
共
謀
基
準
の
今
後
の
あ
り
方
、
そ
の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
一
矢
を
放
っ
た
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る

（
66
）

。

6　

ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
へ
の
相
互
依
存
を
深
め
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
、
連
邦
検
察

連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
が
、
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
と
タ
イ
ア
ッ
プ
・
情
報
連
携
し
て
、
租
税
ほ
脱
（tax evasion/

Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）、
虚
偽
申
告
（fraud and false statem

ent

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
を
摘
発
・
立
件
す
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
租
税

実
体
犯
罪
に
か
か
る
訴
訟
（
刑
事
租
税
訴
訟
）
で
は
、
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
側
が
立
証
責
任
を
負
う
。

租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
に
つ
い
て
、
法
文
で
は
「
内
国
歳
入
法
典
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
に
基
づ
き
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
ま
た

は
そ
の
納
付
を
、
故
意
に

・

・

・

ほ
脱
ま
た
は
侵
害
し
よ
う
と
し
た
者
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。」（
傍
点
邦
訳
者
）
と
定
め
る
。

ま
た
、
虚
偽
申
告
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
に
つ
い
て
は
、「
い
か
な
る
者
も
、
虚
偽
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
作
成
さ

れ
た
宣
誓
文
そ
の
他
宣
誓
文
の
よ
る
証
明
が
な
さ
れ
た
申
告
書
、
陳
述
書
そ
の
他
の
書
面
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
部
分
に
つ
い
て

真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
と
信
じ
て
い
な
い
も
の
を
故
意
に

・

・

・

作
成
、
署
名
し
た
場
合
に
は
、
重
罪
と
し
て
、
次
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。」（
傍

点
邦
訳
者
）
と
定
め
る
。

租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
お
よ
び
虚
偽
申
告
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
に
お
い
て
は
、「
い
か
な
る
者
（any person

）」

と
い
う
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
納
税
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
納
税
者
を
支
援
し
た
税
務
専
門
職
な
ど
も
、
処
罰
の
対
象
と

一
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さ
れ
る
（S

ee, e.g. , U
nited S

tates v. T
ow

nsent, 31 F
. 3d 262, at 267 

（5th C
ir. 1994

））。

租
税
法
は
複
雑
に
な
る
一
方
で
あ
る
。
政
府
は
、
納
税
者
が
相
当
の
注
意
義
務
を
払
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
実
の
誤
り
を
し
た
の

か
、
あ
る
い
は
意
図
的
な
見
解
に
基
づ
い
て
税
務
処
理
を
し
た
の
か
、
明
瞭
な
線
引
き
を
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
と
り
わ

け
、
技
巧
を
凝
ら
し
た
複
雑
な
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
正
当
な
事
業
目
的
を
欠
い
て
は
い
る
が
形
式
的
に
は
合
法
で
あ
り
、
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
租
税
上
の
恩
恵
を
も
た
ら
す
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
こ
れ
ら
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
多
く
は
、
税
務
調
査
で
そ
の
ス
キ
ー
ム
を
解
析

す
る
の
す
ら
難
し
い
。
そ
こ
で
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
分
析
室
（O

ffi  ce of T
ax S

helter A
nalysis （

67
））

を
立

ち
上
げ
、
税
務
専
門
職
を
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
即
応
態
勢
を
構
築
し
た
が
、
い
ま
だ
イ
タ
チ
ご
っ
こ
の
状
態
が
続
い
て
い
る

（
68
）

。

こ
う
し
た
徴
税
の
現
場
で
の
困
難
を
織
り
込
み
、
確
実
に
有
罪
を
勝
ち
取
る
た
め
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
や
連
邦
検
察
は
、「
何
ら
か
の
方
法
も
し

く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
合
衆
国
（
連
邦
）
ま
た
は
政
府
機
関
に
詐
欺
を
働
く
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
す
る
こ
と
」
を
犯
罪
の
成
立
要

件
と
す
る
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
規
定
す
る
一
般
共
謀
罪
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to defraud clause

）
へ
の
依
存

を
強
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
を
典
拠
に
す
れ
ば
、
特
定
の
犯
罪
【
租
税
ほ
脱
（tax 

evasion

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）、
虚
偽
申
告
（fraud and false statem

ent

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
六
条
一
項
）
な
ど
】
に
つ
い
て
の
立
証
を
要
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
政
府
（
検
察
）
は
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
被
告
が
不
正
な
手
段
を
使
っ
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
租
税
の
賦
課
お
よ
び
徴

収
を
妨
げ
る
こ
と
を
計
画
し
た
旨
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

共
謀
罪
は
、
納
税
者
や
税
務
専
門
職
な
ど
が
、
完
全
に
税
法
の
文
言
を
遵
守
し
て
い
た
と
し
て
も
、
犯
罪
が
あ
っ
た
こ
と
を
問
え
る
性

格
の
刑
罰
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基
準
に
従
っ
た
政
府
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
税
務
専
門
職
と
納
税
者
は
、
税
務
調
査
で
は
解
析
が
難
し

い
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
合
意
し
た
こ
と
は
、
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
税
務
調
査
回
避
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（avoidance of tax audit

）
を
画
策
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
「
共
謀
し
て
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
仕
事
を
困
難
に
し
た
（conspired to 

m
ake the IR

S
’s job harder

）」
こ
と
に
な
り
、
共
謀
罪
を
問
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
や
連
邦
検
察
が
、
ク
ラ
イ
ン
共
謀
基

準
に
依
存
を
深
め
る
理
由
で
あ
る
。

7　

租
税
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
の
成
立
要
件
再
論

共
謀
は
、「
集
団
的
な
犯
罪
合
意
（collective crim

inal agreem
ent

）」
な
い
し
「
犯
罪
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（partnership in 

crim
e

）」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
共
謀
罪
を
適
用
す
る
場
合
の
客
観
的
要
件
の
核
と
な
る
の
は
、「
合
意
（agreem

ent

）」
の
存
在
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
税
法
分
野
に
お
け
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
タ
ン
ゴ
を
踊
る
と
き
に
相
手
が
必
要
な
よ
う
に
、
共
謀
罪
が
成
立
す
る
基
礎
的
な
要
件
と
し
て
、
少
な
く
と
も
二
人
の
集
団

が
必
要
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
被
告
は
、
自
分
自
身
で
共
謀
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（M

orrison v. C
alifornia, 291 U

.S
. 82, at 92 

（1934

））。

⑴　

ピ
ン
カ
ー
ト
ン
罪
責
原
則

共
謀
罪
（crim
e of conspiracy

）
は
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
実
体
犯
罪
（substantive off ence

）、
例
え
ば
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一

条
）、
と
は
別
途
に
成
立
す
る
独
立
し
た
犯
罪
で
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
一
般
的
共
謀
罪
は
、
そ
れ
が
成
立
す
る
た

め
に
は
実
体
犯
罪
（
例
え
ば
、
租
税
ほ
脱
罪
／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
を
実
際
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

共
謀
罪
は
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
実
体
犯
罪
（
租
税
ほ
脱
罪
）
が
成
立
し
て
い
る
か
し
て
し
な
い
か
を
問
わ
ず
に
成
立
す
る
。一

八
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連
邦
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
に
対
し
て
、
実
体
犯
罪
（
例
え
ば
、
租
税
ほ
脱
罪
／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
と
共
謀
罪
（
連
邦
刑
事
法
典

三
七
一
条
）
の
双
方
の
訴
追
（
起
訴
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
は
、
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
成
立
要
件
を

立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
図
表
37
】
一
般
的
共
謀
罪
の
成
立
要
件

①
共
謀
目
的
に
つ
い
て
の
合
意
（agreem

ent

）
が
あ
る
こ
と
。

②
当
該
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
特
定
の
意
図
（specifi c intent

）
が
あ
る
こ
と
。

③
当
該
合
意
を
促
進
す
る
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
る
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
実
体
犯
罪
と
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
共
謀
罪
に
つ
い
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、
合
意
お
よ
び
そ
の
合
意
を
推
進
す
る
合
理

的
に
予
見
で
き
る
準
備
行
為
（overt act
）
が
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
双
方
の
犯
罪
を
問
う
場
合
、

実
体
犯
罪
を
犯
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
も
、
共
謀
罪
に
つ
い
て
責
任
を
問
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
事
件
判
決
（P

inkerton v. U
nited S

tates, 328 U
.S

. 640, at 647-8

（1946

））
に
お
い
て
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、
共
謀
者
は
、
仮
に
実
体
犯
罪
を
犯
し
て
お
ら
ず
、
当
該
共
謀
に
共
同
し
て
い
る
（join

）
だ
け
で
あ
る
と
し
て
も
、
正
犯

と
し
て
罪
を
負
う
と
判
示
し
た
。
一
般
に
、
こ
の
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
事
件
判
決
に
示
さ
れ
た
罪
責
基
準
は
、「
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
罪
責
原
則

（P
inkerton liability doctrine

）」
と
呼
ば
れ
る
。

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑵　

合
意
の
存
在

共
謀
罪
を
問
う
た
め
に
は
、
連
邦
検
察
（U

.S
. A

ttorney

）
は
、
被
告
と
少
な
く
と
も
も
う
一
人
の
者
が
、
共
謀
目
的
を
達
成
す
る
た

め
の
「
合
意
（agreem

ent

）」
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
（U

nited S
tates v. B

arnes, 604 F
. 2d 121, at 161 

（2d 

C
ir. 1979

））。

例
え
ば
、
納
税
者
が
、
あ
る
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（abusive tax shelter schem

e

）
が
違
法
で
あ
る
と
知
り
な
が

ら
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
に
故
意
に
参
加
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
連
邦
検
察
は
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
を
考
案
し
販
売
し
た
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
そ
の
他
の
税
務
専
門
職
と
当
該
納
税
者
を
、
違
法
な
租
税
ほ
脱
（tax evasion

／
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
の
共
謀
に
合
意
し

た
か
ど
で
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
事
例
で
は
、
俗
に
「
車
輪
＆
ス
ポ
ー
ク
共
謀
（w

heel and spoke conspiracy

）」
と
呼
ば
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る

可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
検
察
は
、
違
法
な
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
の
購
入
・
参
加
を
呼
び
か
け
る
税
務
専

門
職
が
、「
車
輪
（w

heel

）」
の
役
割
を
果
た
し
、
相
互
に
は
直
接
的
な
接
触
は
持
た
な
い
複
数
の
納
税
者
（
俗
に
「
ス
ポ
ー
ク
（spokes

）」

と
も
呼
ば
れ
る
。）
が
違
法
ス
キ
ー
ム
に
参
加
す
る
意
図
を
通
じ
て
共
謀
的
な
合
意
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
共
謀
罪
で
起
訴
す
る
こ
と

も
で
き
る
。

共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
二
人
以
上
の
者
に
よ
る
合
意
の
存
在
を
立
証
す
る
の
が
客
観
的
成
立
要
件
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
状
況
に
よ
り
、

連
邦
検
察
は
、
一
方
の
当
事
者
を
正
式
起
訴
す
る
場
合
に
、
必
ず
し
も
他
方
の
当
事
者
の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
司
法
省
（D

O
J=D

epartm
ent of Justice

）
の
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（C

T
M

=C
rim

inal T
ax M

anual

）
で
は
、

連
邦
検
察
官
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
指
示
す
る
。
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【
図
表
38
】　

連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｃ
Ｔ
Ｍ
）：
起
訴
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

検
察
官
（prosecutors

）
は
、
連
邦
司
法
省
が
、
共
謀
罪
の
起
訴
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
共
謀
者
の
身
元
を

明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
検
察
マ
ニ
ュ
ア
ル
（U

S
A
M

=U
nited 

S
tates A

ttorneys ’ M
anual 9-11.130

（June 2008

）
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
共
謀
者
の
身
元
を
明
ら
か
に
し
な
い
事
案
に
お
い
て
検
察
官
に
推
奨
さ

れ
る
事
務
は
、
た
ん
に
「
被
告
は
、
他
の
者
ま
た
は
連
邦
大
陪
審
（grand jury

）
や
、
被
告
か
ら
の
申
立
て
に
基
づ
き
〔
検
察
側
が
犯
罪
事
実
を
記

載
し
法
廷
に
〕
提
出
す
る
犯
罪
事
実
明
細
書
（bill of particulars

）
で
そ
の
身
元
を
開
示
さ
れ
る
者
と
共
謀
し
た
」
旨
申
し
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
事
務
運
営
は
、「
そ
の
者
が
不
正
行
為
に
よ
り
正
式
に
処
罰
さ
れ
、
係
争
中
で
あ
る
」
場
合
に
は
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
も
の
と
す

る
。U

S
A
M

 9-27.760

連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
が
租
税
犯
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
、
連
邦
検
察
官
に
対
し
て
こ
う
し
た
示
達
を
行
う
背
景
に
は
、
連
邦
捜
査
機
関

（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
や
Ｄ
Ｅ
Ａ
な
ど
）
な
い
し
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
は
、
し
ば
し
ば
覆
面
捜
査
官
（undercover agents

）
や
情
報
提
供
者
（inform

er

）

を
使
っ
て
共
謀
を
仕
立
て
必
要
な
証
拠
を
収
集
し
、
連
邦
検
察
が
被
疑
者
（
被
告
）
を
起
訴
に
持
ち
込
ん
で
い
る
事
情
が
あ
る
。

し
か
し
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
〝
二
人
以
上
の
「
者
」〞
に
は
、
政
府
の
覆
面
捜
査
官
な
い
し
情
報
提
供

者
は
含
ま
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
こ
う
し
た
者
と
共
謀
に
合
意
す
る
意
図
（
意
思
）
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
共

謀
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（S

ee, U
nited S

tates v. P
ennell, 737 F

.2d 521, at 536 

（6th C
ir. 1984

）, cert. d
en

ied , 469 U
.S

. 1158 

（1985

））。

租
税
犯
則
事
件
に
か
か
る
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
〝
二
人
以
上
の
「
者
」〞
に
は
、
原
則
と
し
て
「
法
人
／

会
社
（corporation

）」
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
は
、
法
人
と
そ
の
従
業
者
ま
た
は
株
主
と
の
間
で
の
共
謀
の
合
意
の
意
図

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
意
思
）
が
あ
っ
た
と
し
て
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
も
多
い

（
69
）

。

⑶　

双
方
の
共
謀
罪
の
適
用
の
可
否

共
謀
者
の
計
画
・
準
備
行
為
が
、
共
謀
罪
の
対
象
に
な
る
と
判
断
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
（
検
察
）
は
、
そ
の
共
謀
者
を
、

①
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
で
も
、
②
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
い
ず
れ
を
典
拠
に
し
て
も
起
訴
で
き
る
場
合
に
、
双
方
を
典
拠

に
起
訴
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
納
税
者
と
関
与
税
務
専
門
職
が
、
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
の
対
象
と
な
る
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
を

検
討
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
（
検
察
）
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
〔
租
税
ほ
脱
罪
〕
と
い
う
特
定
の
租
税
実
体
犯
罪
（
犯

罪
条
項
）
を
ベ
ー
ス
に
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀
罪
を
問
う
と
同
時
に
、
特
定
の
犯
罪
条
項
の
基
づ
か
な
い
詐
欺
条
項
に
か
か
る

共
謀
罪
で
も
、
共
謀
者
を
訴
追
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
租
税
実
体
犯
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
に
は
、
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
で
も
っ
て
訴
追
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
と
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（e.g. , U

nited S
tates v. 

M
inarik, 875 F

.2d 1186, at 1187 

（6th C
ir. 1989

））。
ま
た
、
双
方
の
共
謀
罪
で
起
訴
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
審
理
陪
審
に
お

い
て
陪
審
員
の
誤
っ
た
有
罪
評
決
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
被
告
か
ら
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
に
よ
る
陪
審
員
に
対
す

る
説
示
（instructions

）
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
双
方
の
共
謀
罪
で
の
起
訴
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
と
す
る
控
訴
審
の
判

断
も
あ
る
〔U

nited S
tates v. H

elm
sley, 941 F

.2d 71, at 90 

（2d C
ir. 1991

）, cert. d
en

ied, 502 U
.S

. 1091 

（1992

）〕。

以
上
の
よ
う
に
、
一
つ
の
計
画
・
準
備
行
為
に
つ
い
て
双
方
の
共
謀
罪
を
典
拠
に
訴
追
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ

一
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り
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
別
と
し
て
も
、
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
、
法
解
釈
論
的
に
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀

罪
は
単
一
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
大
で
も
一
つ
の
刑
罰
（
つ
ま
り
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
も
し
く
は
二
五
万
ド
ル
（
法
人
の
場
合
は
五
〇

万
ド
ル
）
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併
科
）
で
刑
事
制
裁
を
科
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。

⑷　

共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
と
租
税
実
体
犯
罪
上
の
「
故
意
」
の
立
証

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
謀
罪
は
、
主
観
的
要
件
あ
る
い
は
主
観
的
構
成
要
件
要
素
（subjective com

ponent

）、
す
な
わ
ち
「
意
図
」（
な

い
し
「
故
意
」
な
ど
）、
の
存
在
の
立
証
を
必
要
と
す
る
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る

（
70
）

。
し
た
が
っ
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
に
①
連
邦
犯

罪
を
犯
す
意
図
ま
た
は
②
連
邦
政
府
に
詐
欺
を
働
く
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
多
数
の
共
謀
罪
の
訴
追
（
起
訴
）
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
を
典
拠
に
行
わ
れ
る
。
こ
れ

は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
に
詐
欺
を
働
く
共
謀
（conspiracy to defraud the U

nited S
tates

）」

と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。
す
な
わ

ち
、
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
か
に
は
、
政
府
（
検
察
）
が
、
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
を
典
拠
に
、
個
別
の
租
税

実
体
犯
罪
（
犯
罪
条
項
）、
例
え
ば
租
税
実
体
犯
罪
の
典
型
で
あ
る
「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
を
ベ
ー
ス
に
訴
追
（
起
訴
）
す

る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
訴
追
（
起
訴
）
の
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
が
「
故
意
（w

illfulness

）」
を
犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
い

る
た
め
、
刑
事
租
税
裁
判
で
検
察
は
、「
故
意
性
」
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀

罪
で
は
条
文
上
そ
う
し
た
故
意
の
存
在
を
犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
明
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
共
謀
の
「
意
図
（intent

）」
の

一
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

存
在
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
に
留
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
は
、
共
謀
罪
を
問
う
場
合
、
共
謀
者
で
あ
る
被
告
が
不
法
を
実

現
す
る
（
ま
た
は
政
府
に
詐
欺
行
為
を
働
く
）
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
共
謀
の
輪
に
加
わ
っ
た
こ
と
（joint

）
を
立
証
す
る
こ
と
で
よ
い
。

こ
う
し
た
構
図
に
あ
っ
て
、
共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
と
租
税
実
体
犯
罪
上
の
「
故
意
」
の
立
証
に
つ
い
て
、
裁
判
例
で
は
、
ど

の
よ
う
な
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て
く
る

（
71
）

。

裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
共
謀
罪
上
の
「
意
図
」
の
立
証
に
お
い
て
も
、
連
邦
（
検
察
）
に
対
し
て
共
謀
者
が
「
任
意
か
つ
故
意
に

（voluntarily and purposely
）」、
つ
ま
り
自
分
の
意
思
で
「
確
信
的
に
」
共
謀
の
輪
の
加
わ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
る
判
決

も
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
イ
ン
グ
ラ
ム
共
謀
罪
事
件
判
決
（Ingram

 v. U
nited S

tates, 360 U
.S

. 672, at 678 

（1959

））
が
典
型
例
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
租
税
実
体
犯
罪
（
犯
罪
条
項
）
を
ベ
ー
ス
に
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
連

邦
政
府
（
そ
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
検
察
）
に
対
し
「
故
意
の
存
在
」
を
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
租
税

ほ
脱
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
を
ベ
ー
ス
に
共
謀
罪
を
問
う
事
例
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
被
告
が
〝
故
意
に
〞
租
税
ほ

脱
の
共
謀
に
合
意
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
旨
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

一
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【
図
表
39
】
イ
ン
グ
ラ
ム
共
謀
罪
事
件
の
概
要

四
人
の
被
告
（
二
人
の
事
業
主
と
二
人
の
従
業
者
）
は
、
州
法
の
も
と
で
違
法
と
さ
れ
る
富
く
じ
事
業
を
秘
密
裏
に
展
開
し
て
い
た
。
二
人
の
事
業

主
は
、
違
法
富
く
じ
事
業
で
負
う
こ
と
に
な
る
連
邦
賭
博
税
（federal w

agering tax

／
賭
博
事
業
が
合
法
か
違
法
か
を
問
わ
ず
課
税
さ
れ
る
租
税
）

を
申
告
納
付
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
二
人
の
従
業
者
は
、
納
税
義
務
は
な
い
。
連
邦
（
検
察
）
は
、
こ
れ
ら
二
人
の
従
業
者
に
対
し
脱
税
の
共
謀
の
罪

で
起
訴
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
特
定
の
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
は
、
少
な
く
と
も
当
該
実
体
犯
罪
の
成
立
に
必
要
な
程
度
の
犯
罪
の
意
図

（crim
inal intent

）
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
二
人
の
従
業
者
が
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
も
と
に
な
っ
た
実
体
犯
罪
は
、
故
意
に
連
邦
税
を
ほ
脱
し
た
か

ど
う
か
で
あ
る
。
租
税
ほ
脱
の
共
謀
罪
は
、
仮
に
税
法
の
知
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
故
意
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
犯
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

と
判
示
し
た
。
裁
判
所
は
、
二
人
の
従
業
者
は
連
邦
賭
博
税
の
納
税
義
務
の
認
識
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
政
府
（
検
察
）
は
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
得
て
い
な
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
れ
ら
二
人
の
主
張
を
容
認
し
、
共
謀
罪
の
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。
一
方
、
二
人
の
事
業
主
に

対
し
て
は
共
謀
罪
に
適
用
を
容
認
し
た
。

ア
メ
リ
カ
刑
事
法
学
上
の
主
観
的
構
成
要
件
要
素
（subjective com

ponent

）
と
し
て
、
法
文
で
は
「
意
図
的
（intentional

）」
の
ほ
か

に
「
故
意
に
（w

illfully, purposely

）」
な
ど
の
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
言
を
比
べ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
違
い

が
あ
る
の
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
わ
が
国
の
刑
事
法
体
系
に
的
確
に
フ
ッ
ト
す
る
か
た
ち
で
こ
れ
ら
の
文
言
を
邦
訳
す

る
の
は
至
難
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、「
意
図
的
に
＝
計
画
的
に
」、「
故
意
に
＝
確
信
的
に
」
の
よ
う
な
意
味
で
と
ら
え
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。

共
謀
罪
は
、
二
人
以
上
の
者
が
共
謀
す
る
な
ど
の
客
観
的
な
要
件
の
充
足
に
加
え
、
②
参
加
者
の
主
観
的
な
「
特
定
の
意
図
（specifi c 

intent

）」（
＝
計
画
性
）
の
要
件
の
充
足
を
求
め
る
犯
罪
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う
「
意
図
」
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ム
共
謀
罪
事
件
判

決
に
よ
れ
ば
、
頭
の
な
か
で
の
計
画
性
を
超
え
た
よ
り
確
信
的
な
「
故
意
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

⑸　

共
謀
罪
適
用
に
お
け
る
客
観
的
要
件
の
「
準
備
行
為
」
と
は

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
共
謀
罪
を
問
う
場
合
に
は
、「
意
図
（intent

）」
と
「
合
意
（agreem

ent

）」
に
加
え
、
裁
判
例
に
よ
る
と
、

政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
が
当
該
合
意
を
促
進
す
る
「
準
備
行
為
（overt act

）」
の
存
在
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

（
72
）

。

す
な
わ
ち
、
共
謀
の
合
意
が
た
ん
に
共
謀
者
の
頭
の
な
か
あ
る
の
で
は
な
く
、
準
備
行
為
が
伴
う
共
謀
が
事
実
と
し
て
存
在
す
る
旨
を

立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
準
備
行
為
（overt act

）
は
、
犯
罪
行
為
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
合
法
な
行
為
で
あ
っ
て
よ
い
。

租
税
ほ
脱
犯
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）
や
故
意
の
申
告
書
不
提
出
犯
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
三
条
）
の
よ
う
な
個
別
の
租
税
実
体
犯
罪

（specifi c substantive tax off ence
）
に
か
か
る
共
謀
の
場
合
は
、
一
般
に
、
共
謀
の
目
的
は
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
追
求
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
目
的
を
促
進
す
る
た
め
に
所
得
や
費
用
を
隠
匿
す
る
こ
と
は
準
備
行
為
（overt act

）
と
推
認
さ
れ
る
（e.g.  F

orm
an v. U

nited 

S
tates, 361 U

.S
. 416, at 422-24 

（1960
））。

前
記
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
〔U
nited S

tates v. C
oplan, 703 F

.3d 46 

（2d C
ir. 2012

）, cert. d
en

ied, 134 S
.C

t. 71 

（2013

）〕

に
お
い
て
、
連
邦
検
察
は
、
共
謀
罪
等
の
捜
査
が
始
ま
っ
た
後
に
、
①
会
計
事
務
所
の
職
員
が
販
売
用
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー

ム
（
Ｃ
Ｄ
Ｓ
シ
ェ
ル
タ
ー
、
Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
シ
ェ
ル
タ
ー
、A

dd-O
n

シ
ェ
ル
タ
ー
、
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
シ
ェ
ル
タ
ー
）
の
資
料
が
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
手
に
渡
る

の
を
防
ぐ
た
め
に
当
該
資
料
の
回
収
を
奨
励
し
た
こ
と
、
②
顧
客
に
対
し
て
、
事
業
目
的
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
税
務
上
の
立
場
の

補
強
す
る
た
め
に
、
外
貨
取
引
資
料
な
ど
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
す
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
こ
と
、
③
内
部
の
通
信
文
書
、
取
引
資
料

お
よ
び
情
報
が
潜
在
的
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
な
い
よ
う
に
当
該
取
引
に
か
か
る
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
し
た
こ
と
な
ど
の
事
実

を
、
共
謀
罪
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
事
実
審
裁
判
所
や
審
理
陪
審
に
提
出
し

て
い
る
（U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 46, at 64-65

）。
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し
か
し
、
税
務
専
門
職
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧

客
）
の
法
的
立
場
を
補
強
す
る
た
め
に
当
り
前
の
行
為
で
あ
る
。
合
法
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
と
み
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
が
、
こ
う

し
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
す
る
税
務
専
門
職
の
行
為
を
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
み
る
こ
と
に
は

大
き
な
疑
問
符
が
つ
く
。
と
り
わ
け
、
裁
判
所
ま
で
も
が
、
税
務
専
門
職
の
行
為
を
、
計
画
の
真
の
性
格
を
偽
装
し
、
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ 

Ｃ
Ｉ
）
や
検
察
の
追
求
を
か
わ
す
た
め
に
共
謀
者
の
一
人
が
行
っ
た
積
極
的
な
行
為
と
し
、
共
謀
罪
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
準
備
行
為

（overt act

）
が
あ
っ
た
と
推
認
す
る
姿
勢
に
は
違
和
感
を
憶
え
ざ
る
を
得
な
い
。
税
務
専
門
職
は
、「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
予
防
法
学
的

な
専
門
的
見
解
の
表
示
、
話
合
い
が
共
謀
罪
の
準
備
行
為
（overt act

）
に
あ
た
る
」
と
す
る
当
局
の
見
解
が
税
界
を
闊
歩
す
る
よ
う
で

は
、
納
税
者
の
権
利
擁
護
の
職
責
は
ま
っ
と
う
で
き
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
に
お
け
る
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
こ
う
し
た
税
務
専
門
職
の
行
為

は
、〝
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
す
る
合
法
的
な
職
務
行
為
で
あ
る
〞
と
推
認
し
て
い
る
（U

nited S
tates v. C

oplan, 

703 F
.3d 46, at 65

）。
そ
の
一
方
で
、
同
裁
判
所
は
、
判
決
を
〝
税
務
専
門
職
で
あ
る
被
告
の
「
意
図
（intent

）」
は
、
問
題
と
さ
れ
た

行
為
の
真
の
目
的
を
隠
す
こ
と
に
あ
っ
た
〞
と
い
う
結
論
に
導
い
て
い
る
。
こ
の
結
論
に
対
し
て
は
、
税
務
専
門
職
か
ら
大
き
な
疑
問
符

が
付
い
て
い
る
。

税
務
専
門
職
が
、
違
法
ま
た
は
疑
問
の
あ
る
課
税
取
扱
い
を
是
正
す
る
た
め
に
自
己
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
提
供
し
た
専
門
職
サ
ー
ビ
ス

は
、
注
意
し
な
い
と
、
共
謀
罪
の
枠
内
で
は
、
違
法
を
立
証
す
る
た
め
の
「
準
備
行
為
（overt act

）」
と
推
認
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を

は
ら
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る

（
73
）

。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

【
図
表
40
】
税
務
専
門
職
の
「
顧
客
サ
ー
ビ
ス
」
と
共
謀
罪
の
「
準
備
行
為
」
と
の
接
点

・
税
務
専
門
職
が
、「
ど
の
よ
う
な
課
税
取
扱
い
が
法
的
に
ゆ
る
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
税
法
の
範
囲
内
で
租
税
負
担
が
最
も
効
率
的
に
な
る
税
務
処

理
方
法
は
こ
れ
だ
。」
と
い
っ
た
見
解
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
示
す
こ
と
は
、
納
税
申
告
前
か
納
税
申
告
後
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
本
来
ま
っ
た
く
自
由

な
は
ず
で
あ
る
。

・
租
税
負
担
を
極
小
化
す
る
こ
と
は
納
税
者
の
権
利
で
あ
り
、
技
巧
み
な
税
務
専
門
職
が
こ
う
し
た
権
利
の
伸
長
を
支
援
す
る
た
め
の
タ
イ
ア
ッ
プ
を

法
認
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
税
法
の
レ
ガ
シ
ー
で
あ
る
。

・
し
か
し
、
共
謀
罪
の
枠
内
で
は
、
こ
う
し
た
レ
ガ
シ
ー
が
通
用
せ
ず
、
違
法
な
共
謀
を
立
証
す
る
た
め
の
「
準
備
行
為
（overt act

）」
と
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
は
、
税
務
専
門
職
は
そ
の
職
責
を
ま
っ
と
う
で
き
な
い
。

⑹　

問
わ
れ
る
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
拡
大
適
用

政
府
（
検
察
）
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
を
適
用
し
て
、
容
易
に
共
謀
者
を
起
訴
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な

・

・

・

・

・

・

・

・

い・

。
す
な
わ
ち
、
検
察
は
、
共
謀
者
が
、
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
七
二
〇
一
条
〔
租
税
ほ
脱
罪
〕
の
よ
う
な
実
体
犯
罪
違
反
に
関
係
し
た

こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
の
先
例
（H

am
m
erschm

idt v. U
nited S

tates, 265 U
.S

. 182, at 188 

（1924

））
に
よ
る
と
、
合
衆

国
（
連
邦
）
に
詐
欺
を
働
く
た
め
の
共
謀
の
成
立
要
件
は
、
被
告
が
①
話
合
い
で
合
意
に
達
し
た
こ
と
、
②
政
府
の
合
法
的
な
業
務
を
妨

害
し
た
こ
と
、
③
虚
偽
（deceitful

）
や
不
正
な
（dishonest

）
手
段
を
用
い
た
こ
と
、
お
よ
び
④
共
謀
に
影
響
を
及
ぼ
す
少
な
く
と
も
一

つ
の
準
備
行
為
（overt act

）
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
連
邦
検
察
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
務
専
門
職
が
、
共
謀
し
て
租
税
ほ
脱
を
計
画
し
た
か
ど
で
訴
追
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
連
邦

政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
共
謀
者
が
、
合
衆
国
（
連
邦
）
に
ど
の
程
度
の
金
銭
的
な
損
失
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
租
税
ほ
脱
に

成
功
し
た
か
ど
う
か
は
立
証
す
る
必
要
が
な
い
。

ま
た
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
に
か
か
る
共
謀
者
を
訴
追
す
る
場
合
を
例
に
す
る
と
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
が
実
際

に
違
法
な
ス
キ
ー
ム
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
も
立
証
す
る
必
要
が
な
い
。
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
確
実
に
有
罪
を
勝
ち

取
る
た
め
に
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
を
駆
使
し
、
共
謀
者
を
追
い
詰
め
る
手
法
と
し
て
汎
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
濫
用
は
、
連
邦
憲
法
修
正
第
五
条
に
保
障
さ
れ
た
法
の
適
正
手
続
と
抵
触
す
る
刑
事
司
法
手

続
も
散
見
さ
れ
、
裁
判
所
も
次
の
よ
う
な
警
鐘
を
鳴
ら
す
見
解
を
述
べ
て
い
る
〔e.g., U

nited S
tates v. R

osengarten, 857 U
.S

. 

F
.2d 76, at 79 

（2d C
ir. 1988

）, cert. d
en

ied, 488 U
.S

. 1011 

（1989

）〕。

【
図
表
41
】
ロ
ー
ゼ
ン
ガ
ー
テ
ン
事
件
で
の
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
か
ら
の
警
鐘

政
府
が
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
の
も
と
で
手
続
を
進
め
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
は
、
犯
罪
条

項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-off ence clause

）
の
も
と
で
手
続
を
進
め
る
よ
り
も
容
易
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
す
で
に
広
範
で
隅
々
に
ま

で
及
ん
で
い
る
共
謀
罪
訴
追
の
網
を
さ
ら
に
広
げ
る
巧
妙
な
企
て
」（G

runew
ald v. U

nited S
tates, 353 U

.S
. 391, 404 

（1957

））
に
警
戒
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
共
謀
（conspiracy

）」
と
「
詐
欺
行
為
（defraud
）」
と
い
う
言
葉
は
、
一
緒
に
使
わ
れ
た
場
合
、「
わ
が
刑
事
法
の
基
本
的
な
価

値
を
ま
さ
に
本
当
に
侵
害
す
る
見
解
を
覆
い
隠
す
一
種
の
戦
術
的
な
策
略
と
も
い
え
る
特
別
の
響
き
を
持
つ
…
…
」。
し
た
が
っ
て
、
詐
欺
条
項
に
か
か

る
共
謀
罪
に
基
づ
く
訴
追
に
対
し
て
は
「
注
意
深
い
精
査
」
を
要
す
る
（D

ennis v. U
nited S

tates, 384 U
.S

. 855, 860 

（1966

））。
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

◆
む
す
び

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
「
共
謀
」
や
「
計
画
」
も
単
な
る
内
心
に
と
ど
ま
る
限
り
は
、
刑
法
・
刑
罰
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
こ

と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
共
謀
行
為
」
で
あ
り
、「
計
画
行
為
」
を
対
象
と
す
る
処
罰
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
「
犯
罪
は

行
為
で
あ
る
」
と
い
う
刑
法
の
初
歩
を
踏
み
外
す
こ
と
が
な
い
限
り
、
日
本
の
ど
の
裁
判
所
も
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
犯
罪

が
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
憲
法
一
九
条
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の
と
共
に
、
憲
法
三
一
条
の
適
正

な
法
定
手
続
の
保
障
に
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、「
共
謀
行
為
」
な
い
し
「
計
画
行
為
」
と
い
う
客
観
的
事
実
と
、
こ
れ
に
対
応
し
た
「
共
謀
行
為
の
故
意
（
認
識
・
認

容
）」
な
い
し
「
計
画
行
為
の
故
意
（
認
識
・
認
容
）」
と
い
う
主
観
的
要
素
が
必
要
と
な
り
、
さ
ら
に
客
観
的
要
素
と
し
て
計
画
に
対
す

る
「
積
極
的
姿
勢
の
相
互
提
示
・
確
認
」
が
犯
罪
結
果
と
し
て
要
求
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
主
観
的
要
素
と
し
て
計
画
に
対
す
る
各
人

ご
と
の
「
積
極
的
合
意
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
客
観
的
行
為
が
、
共
謀
罪
の
集
合
犯
と
い
う
よ
り
も
集
合
犯
の

性
格
を
併
せ
持
っ
た
対
向
犯
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
相
互
的
な
意
思
連
絡
が
介
在
す
る
共
同
・
共
働
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

主
観
的
要
素
で
あ
る
故
意
や
積
極
的
合
意
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
積
極
的
合
意
に
至
っ
た
者

の
間
で
の
み
共
謀
罪
が
成
立
し
、
計
画
行
為
に
は
加
わ
っ
て
い
た
も
の
の
積
極
的
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
共
謀
罪
（
テ
ロ
等

準
備
罪
）
は
成
立
し
な
い
。

例
え
ば
、
税
理
士
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
二
人
で
話
を
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
税
理
士
は
違
法
性
を
未
必
的
に
せ
よ
認
識
し
な
が
ら

話
し
て
い
る
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
お
よ
そ
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
違
法
行
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為
を
是
認
・
認
容
す
る
意
図
だ
が
税
理
士
は
断
固
是
認
・
認
容
す
る
気
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
罪
を

問
う
に
は
、
双
方
に
お
い
て
た
ん
に
話
し
合
う
・
計
画
す
る
・
共
謀
す
る
と
い
う
認
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
そ
れ
を
超
え
て
刑
法
上
違

法
な
犯
罪
行
為
を
話
し
合
う
・
計
画
す
る
・
共
謀
す
る
と
い
う
故
意
（
刑
法
上
違
法
な

（
74
）犯

罪
行
為
の
計
画
を
話
し
合
い
、
共
謀
し
て
も
よ
い
・
か

ま
わ
な
い
と
い
う
認
識
・
認
容
）
が
税
理
士
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
双
方
に
認
め
ら
れ
て
初
め
て
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
問
え
る
。
ど
ち

ら
か
一
方
に
で
も
故
意
が
欠
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
問
題
と
な
り
え
な
い
。

次
に
日
米
の
共
謀
罪
の
制
度
比
較
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
た
い
。
日
米
と
も
、
一
般
的
共
謀
罪
と
個
別
共
謀
罪
が
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合

は
、
一
般
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
に
つ
い
て
は
適
用
実
績
が
な
い
た
め
、
今
後
の
展
開
に
委
ね
る
し
か
な
い
。
犯
罪
の
成
立
要
件
な

ど
に
つ
い
て
も
現
時
点
で
は
ま
っ
た
く
不
透
明
で
あ
る
。　

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
刑
事
共
謀
罪
の
歴
史
は
長
い
。
一
般
的
共
謀
罪
は
、
連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
に
目
を
通
せ
ば

わ
か
る
よ
う
に
、「
共
謀
罪
（crim

e of conspiracy

）」
は
、
二
つ
類
型
か
ら
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
犯
罪
条
項
（conspiracy-to-off ence 

clause

）」
に
か
か
る
共
謀
罪
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-to-defraud clause

）
で
あ
る
。
双
方
の

大
き
な
違
い
は
、
犯
罪
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
謀
者
が
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
各
種
個
別
の
犯
罪
に
関
係
し
た
こ

と
が
前
提
と
な
る

・

・

・

・

・

。
こ
れ
に
対
し
て
、
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
お
い
て
は
、「
連
邦
政
府
を
欺
罔
す
る
共
謀
（conspiracy 

to defraud the U
nited S

tates

）」
と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
謀
者
が
特
定
に
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

・

・

・

・

・

・

・

な
い
・

・

。
す
な
わ
ち
、
検
察
は
、
共
謀
者
が
特
定
の
個
別
の
実
体
犯
罪
に
関
係
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、

「
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
」
の
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。
ア
バ
ウ
ト
に
、
連
邦
政
府
の
正
当
な
行
為
を
妨
害
す
る
た
め
の
共
謀
が
あ
っ
た

こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。
刑
事
訴
追
の
現
場
で
は
、
功
利
的
な
考
え
方
が
闊
歩
し
て
お
り
概
括
的
な
詐
欺
条
項
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（defraud clause

）
に
か
か
る
共
謀
罪
が
汎
用
さ
れ
、
裁
判
例
の
積
重
ね
を
通
じ
て
共
謀
罪
の
成
立
要
件
も
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
租
税
実
体
犯
罪
に
つ
い
て
は
個
別
・
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
的
共
謀
罪
を
適
用
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
共
謀
罪
の
構
成
要
件
も
、
裁
判
例
の
蓄
積
を
通
じ
て
、
明
確
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
政
府
（
検
察
）
は
、
共
謀
者
を
処
断
す
る
に

は
、
客
観
的
成
立
要
件
で
あ
る
「
合
意
」
や
「
準
備
行
為
」
に
加
え
、
さ
ら
に
主
観
的
成
立
要
件
と
し
て
限
り
な
く
「
故
意
」
に
相
当
す

る
程
度
の
特
定
の
「
意
図
」
な
ど
の
立
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
わ
が
国
の
場
合
も
同
様
で
、
一
般
的
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
盛
り
込
ん
だ
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
〔
テ
ロ
リ

ス
ト
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
〕
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
租
税
犯
罪
の

範
囲
を
法
別
表
（
法
別
表
第
三
〔
第
六
条
の
二
関
係
〕）
メ
ニ
ュ
ー
に
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
限
定
列
挙
／
特
掲
方
式
」
を
採
る
。
し
か

し
、
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
へ
の
他
の
租
税
犯
罪
類
型
の
追
加
・
列
挙
は
、
実
質
的
に
立
法
権
を
牛
耳
る
行
政
官
庁
の
意
向
で
ど
う
に
で
も
な
る

常
態
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
裁
判
例
の
蓄
積
も
な
く
、
共
謀
罪
の
成
立
要
件
も
ま
っ
た
く
視
界
不

良
で
あ
る
。
今
後
も
ス
ッ
キ
リ
と
霧
が
晴
れ
る
展
望
も
な
い
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
一
般
的
共
謀
罪
は
、
納
税
者
と
そ
の
関
与
税
務
専
門
職
と
の
信
頼
関
係
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
納
税
者

と
そ
の
関
与
税
務
専
門
職
が
、
あ
る
課
税
取
扱
い
に
つ
い
て
当
局
か
ら
租
税
実
体
犯
罪
違
反
（
租
税
ほ
脱
）
の
疑
い
、
一
般
的
共
謀
罪
の

疑
い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
税
務
専
門
職
で
あ
れ
ば
、
問
わ
れ
て
い
る
課
税
取
扱
い
が
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
に
対

応
策
を
示
す
、
あ
る
い
は
納
税
者
側
に
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
顧
客
）
の
法

的
立
場
を
補
強
す
る
た
め
に
当
り
前
の
行
為
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）
は
、
そ
う
し
た
対
応
策
や
行
為
は
、
一

般
的
共
謀
罪
を
適
用
す
る
際
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
準
備
行
為
（overt act

）」
に
あ
た
る
と
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
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で
は
、
税
務
専
門
職
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
す
る
予
防
法
学
的
な
視
角
か
ら
の
専
門
職
サ
ー
ビ
ス
は
提
供
す
る
こ
と
は
危
険
行
為
と
化

し
て
し
ま
う
。
税
務
専
門
職
に
よ
る
納
税
者
権
利
擁
護
の
た
め
の
法
務
サ
ー
ビ
ス
を
潜
在
的
に
刑
事
処
罰
の
対
象
と
す
る
に
等
し
く
、

由
々
し
い
問
題
と
い
え
る
。
税
務
専
門
職
が
、「
ど
の
よ
う
な
課
税
取
扱
い
が
法
的
に
ゆ
る
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
税
法
の
範
囲
内
で

租
税
負
担
が
最
も
効
率
的
に
な
る
税
務
処
理
方
法
は
こ
れ
だ
」
と
い
っ
た
見
解
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
提
供
す
る
こ
と
は
、
納
税
申
告
前
か

納
税
申
告
後
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
本
来
ま
っ
た
く
自
由
な
は
ず
で
あ
る
。
租
税
負
担
を
極
小
化
す
る
こ
と
は
納
税
者
の
権
利
で
あ
り
、

技
巧
み
な
税
務
専
門
職
が
こ
う
し
た
権
利
の
伸
長
を
支
援
す
る
態
勢
を
法
認
す
る
の
か
ア
メ
リ
カ
税
法
の
レ
ガ
シ
ー
で
あ
る
。
こ
う
し
た

レ
ガ
シ
ー
を
な
し
崩
し
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
共
謀
罪
の
存
在
で
あ
る
。

わ
が
国
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
般
的
共
謀
罪
対
す
る
制
度
や
歴
史
、
裁
判
例
や
学
問
上
の
蓄
積
な
ど
の
面
で
〝
格
差
〞
が
大
き
く
、
理

論
的
の
み
な
ら
ず
、
法
実
務
的
に
も
、
こ
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
日
米
比
較
は
、
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
〝
本
音
〞
で
あ
る
。
懸

命
に
分
析
作
業
に
努
め
た
も
の
の
内
容
に
ま
と
ま
り
が
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
本
稿
は
、
は
じ
め
に
断
わ
っ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も

「
試
論
」
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
導
入
さ
れ
た
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
〝
本
質
〞
を
理
解
し
、
か
つ
〝
今
後
の
展

開
〞
を
占
う
う
え
で
ア
メ
リ
カ
の
お
け
る
共
謀
罪
の
実
情
を
調
べ
て
み
た
い
と
い
う
筆
者
の
〝
好
奇
心
の
結
晶
〞
と
み
て
欲
し
い
。
税
務

専
門
職
や
対
米
進
出
企
業
な
ど
が
法
実
務
上
一
般
的
共
謀
罪
と
ど
う
つ
き
あ
っ
て
い
く
べ
き
か
精
査
す
る
際
の
一
助
と
な
れ
ば
と
願
っ
て

い
る
。

＊　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
経
営
法
学
研
究
会
に
お
け
る
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

二
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
1
） 

正
式
名
称
は
、「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
一
年 

法
律
第
一
三
六
号
）
で
あ
る
。

（
2
） 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
ア
メ
リ
カ
」
ま
た
は
「
連
邦
」
と
い
う
。）
法
上
、
共
謀
罪
の
対
象
と
な
る
「
共
謀
」
と
は
、
客
観
的
に
は
、
二

人
以
上
の
者
が
、
①
連
邦
に
対
す
る
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
②
何
ら
か
の
方
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
連
邦
や
そ
の
機
関
に

詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
の
一
人
以
上
の
者
が
当
該
共
謀
内
容
の
達
成
の
た
め
に
何
ら
か
の
準
備
行
為
を
し

た
と
き
に
、
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
の
者
に
よ
る
犯
罪
遂
行
の
計
画
・
準
備
は
共
謀
に
あ
た
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
法

（IR
C
=Internal R

evenue C
ode

／
内
国
歳
入
法
典
）
は
、
連
邦
税
法
執
行
妨
害
未
遂
（A

ttem
pts to interfere w

ith adm
inistration of the 

Internal R
evenue L

aw
s

）
を
処
罰
す
る
包
括
条
項
（om
nibus clause

）
を
置
い
て
お
り
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
一
二
条
ａ
項
）、
租
税
実
体
犯
罪
か
か

る
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
パ
ラ
レ
ル
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
連
邦
所
得
課
税
法
や
申
告
課
税
法
制
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
所
得

課
税
法
の
展
開
：
申
告
納
税
法
制
の
現
状
と
課
題
分
析
』（
財
経
詳
報
社
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
3
） 

「
包
括
的
共
謀
罪
」
な
い
し
「
包
括
的
共
謀
規
定
」、
ま
た
は
「
総
則
的
な
共
謀
罪
」
な
い
し
「
総
則
的
な
共
謀
規
定
」
な
ど
の
呼
称
を
使
う
こ

と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て
「
一
般
的
共
謀
罪
」
な
い
し
「
一
般
的
共
謀
規
定
」
の
呼
称
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

（
4
） 

共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
の
典
拠
と
な
る
法
律
の
正
式
名
称
は
、「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
で
あ
る
。

（
5
） 

ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
上
、「
共
謀
（conspiracy

）」
は
、
大
き
く
①
「
民
事
共
謀
（civil conspiracy

）」
と
②
「
刑
事
共
謀
（crim

inal 

conspiracy

）」
に
分
け
ら
れ
る
。
①
民
事
共
謀
と
は
、
二
人
以
上
の
者
が
集
団
で
違
法
な
目
的
を
達
成
す
る
意
思
を
持
っ
て
合
意
す
る
場
合
、
実

際
に
不
法
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
で
も
、
被
害
者
は
、
共
謀
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
民
事
上
の
不
法
行
為
責
任
（tort

）
を
問
え
る
制
度
で

あ
る
。
各
州
や
連
邦
の
各
種
制
定
法
に
基
づ
い
て
、
共
謀
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
て
司
法
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

②
刑
事
共
謀
で
は
、
各
州
や
連
邦
の
各
種
制
定
法
に
基
づ
い
て
、
捜
査
機
関
に
よ
る
捜
査
結
果
に
基
づ
い
て
検
察
官
が
共
謀
嫌
疑
者
に
自
由
刑
も
し

く
は
罰
金
ま
た
は
併
科
を
求
め
て
公
訴
す
る
手
続
を
と
る
。
例
え
ば
、
あ
る
小
売
企
業
を
潰
す
狙
い
で
、
同
業
者
が
集
団
で
不
当
廉
売
の
話
合
い
を

す
る
事
例
に
適
用
あ
る
不
正
競
争
防
止
法
上
の
共
謀
に
つ
い
て
は
、
①
民
事
共
謀
と
②
刑
事
共
謀
の
双
方
が
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
け
る
検
討
の

対
象
は
、
②
刑
事
共
謀
、
と
り
わ
け
連
邦
の
刑
事
共
謀
（
罪
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
民
事
共
謀
に
つ
い
て
、
法
制
史
的
な
分
析
を
含
め

二
〇
一



詳
し
く
は
、S

ee, e.g., T
hom

as J. L
each, “C

ivil C
onspiracy: W

hat ’s the U
se? ” 54 U

. M
iam

i L
. R

ev. 1 

（1999

）.
（
6
） 

「
一
般
共
謀
罪
規
定
（general crim

inal conspiracy provision

）」、「
刑
事
法
典
の
総
則
的
な
共
謀
罪
規
定
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
7
） 
一
般
的
共
謀
罪
に
つ
い
て
は
、
連
邦
に
加
え
、
諸
州
の
刑
事
法
典
（P
enal C

ode

）
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
刑
事
法
典
（C

A
 P

enal C
ode

）
一
八
二
条
ａ
項
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
州
税
や
地
方
団
体
税
の
ほ
脱
等
の
共
謀
に
つ
い
て
は
、
当
該
州
の
一
般

的
共
謀
罪
を
処
罰
す
る
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
州
検
察
／
地
方
検
事
（D

A
=D

istrict A
ttorney

）
や
地
方
検
事
補
（A

D
A
=A

ssistant D
istrict 

A
ttorney

）
が
起
訴
（
訴
追
）
の
可
否
を
決
め
、
そ
の
州
の
裁
判
所
が
当
該
事
件
を
審
理
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
8
） 

諸
州
の
税
法
典
も
同
様
と
解
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
に
連
邦
税
法
を
射
程
に
分
析
す
る
。

（
9
） 

連
邦
の
租
税
実
体
犯
罪
に
か
か
る
共
謀
罪
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
連
邦
政
府
の
代
理
人
で
あ
る
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
付

の
連
邦
検
察
／
連
邦
検
事
（U

.S
. A

ttorney

）
お
よ
び
連
邦
検
事
補
（A

U
S
A
=A

ssistant U
.S

. A
ttorney

）
が
起
訴
（
訴
追
）
事
務
を
担
当
す

る
。
連
邦
検
事
／
連
邦
検
事
補
は
、
通
称
で
、
連
邦
検
察
官
（prosecutor

）
と
も
呼
ば
れ
る
（
後
記
【
図
表
22
】
参
照
）。
以
下
、
と
く
に
断
り

が
な
い
限
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
連
邦
（
検
察
）」、「
連
邦
政
府
（
連
邦
検
察
）」、「
政
府
」、「
連
邦
政
府
」、「
検
察
」、「
連
邦
検
察
」
の
言
葉

は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

（
10
） 

長
末
亮
「
共
謀
罪
を
め
ぐ
る
議
論
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
七
八
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
11
） 

わ
が
国
で
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
な
い
学
説
も
あ
る
が
、
裁
判
例
で
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

（
12
） 

税
法
専
攻
者
向
け
に
、
あ
え
て
誤
解
を
恐
れ
ず
に
説
明
を
加
え
る
と
、
各
種
実
定
税
法
に
は
租
税
回
避
を
防
止
す
る
個
別
の
否
認
規
定

・

・

・

・

・

・

・

が
存
在

す
る
。
し
か
し
、
財
政
当
局
な
ど
に
は
、
一・

般
的
租
税
回
避
否
認
規
定

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（general anti-tax avoidance provision

）
を
設
け
て
、
租
税
回
避
に
投

網
を
か
け
て
規
制
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
も
あ
る
。
一
般
的
共
謀
規
定
の
創
設
は
、
一
般
的
租
税
回
避
否
認
規
定
の
創
設
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
な
い
。

（
13
） 

独
占
禁
止
法
犯
則
調
査
規
則
は
、
犯
則
調
査
部
門
と
行
政
調
査
部
門
を
組
織
上
明
確
に
分
離
す
る
と
と
も
に
、
行
政
調
査
部
門
の
職
員
が
接
し

た
事
実
が
犯
則
事
件
調
査
の
端
緒
と
な
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
実
を
直
接
に
犯
則
調
査
部
門
に
報
告
し
て
は
な
ら
な
い
（
四
条
四

項
）
と
し
、
両
部
門
間
に
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
（
情
報
の
遮
断
）
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
、
租
税
調
査
法
制
に
は
、
こ
う
し
た
措
置
は
講
じ
ら
れ

二
〇
二



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
判
例
も
情
報
共
有
に
積
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
（
最
判
昭
六
三
・
三
・
三
一
・
判
時
一
二
七
六
号
三
九
頁
）
が
、
疑
問

な
し
と
は
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
課
税
処
分
の
た
め
の
任
意
の
「
質
問
・
検
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
、
関
係
者
の
刑
事
責
任
追
及
の
た
め
に

利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
刑
事
手
続
に
お
い
て
証
拠
能
力
を
持
た
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」（
金
子
宏
『
租
税
法
〔
二
二
版
〕』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
七
年
）
九
〇
七
頁
参
照
）
と
の
有
力
な
学
説
が
あ
る
。
ま
た
、
拙
論
「
判
例
研
究
：
課
税
処
分
の
た
め
の
調
査
結
果
の
犯
則
調
査
へ
の
流
用

の
適
否
と
証
拠
能
力
」
白
鷗
法
学
二
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
14
） 

正
式
名
称
は
「
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
一
年 

法
律
一
三
七
号
）

（
15
） 

な
お
、
こ
う
し
た
租
税
犯
を
一
般
犯
罪
と
区
別
（
行
政
犯
と
刑
事
犯
と
の
区
別
）
し
て
取
り
扱
う
べ
き
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
最
近

で
は
、
租
税
犯
を
一
般
の
犯
罪
と
は
区
別
せ
ず
、
刑
法
総
則
の
規
定
を
適
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
16
） 

脱
税
犯
に
つ
い
て
は
、
脱
税
額
が
罰
金
刑
の
上
限
を
超
え
る
場
合
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
罰
金
額
を
脱
税
額
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
、
脱
税
額
以

下
に
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
所
得
税
法
二
三
八
条
二
項
・
二
三
九
条
三
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
二
項
、
相
続
税
法
六
八
条
二
項
、
消
費

税
法
六
四
条
二
項
な
ど
）。

（
17
） 

石
村
耕
治
編
『
現
代
税
法
入
門
塾
〔
第
八
版
〕』（
清
文
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
の
「
ご
意
見
・
ご
要
望
」
を
見
て
み
る
と
、《
課
税
・
徴
収
漏
れ
に
関
す
る
情
報
の
提
供
》
と
い
う
制
度

が
あ
る
。
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
廃
止
さ
れ
た
「
第
三
者
通
報
制
度
」
の
復
活
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
つ
頃
か
ら
、

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
に
登
載
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
制
度
は
「
身
近
に
、
課
税
・
徴
収
漏
れ
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
密
告
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
、
一
言
で
い
え
ば
「
密
告
サ
イ
ト
」
で
あ
る
。
こ
の
密
告
募
集
広
報
で
は
、《
こ
れ
ま
で
提
供
を
受
け
た
情
報
の
例
》
と
し

て
、・
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
（
節
税
商
品
や
特
定
の
取
引
手
法
を
利
用
し
た
租
税
回
避
な
ど
）
に
関
す
る
情
報
や
そ
の
組
成
・
販
売
を
し
て
い
る
者

ま
た
は
利
用
を
し
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
虚
偽
の
売
上
金
額
（
収
益
）
や
必
要
経
費
（
費
用
）
に
基
づ
く
経
理
等
に
よ
り
、
不
当
・
不
正
に

所
得
金
額
等
を
低
く
（
ま
た
は
還
付
税
額
を
多
く
）
申
告
し
て
い
る
者
お
よ
び
そ
の
手
口
の
情
報
、・
事
業
が
活
況
を
呈
す
る
な
ど
、
申
告
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
告
を
し
て
い
な
い
者
に
関
す
る
情
報
。・
他
人
名
義
で
の
取
引
、
他
人
名
義
の
口
座
等
を
利
用
し
た

取
引
又
は
事
実
に
基
づ
か
な
い
契
約
書
、
領
収
書
、
請
求
書
、
納
品
書
等
の
書
類
の
作
成
、
交
付
、
作
成
依
頼
等
（
白
紙
領
収
書
等
の
交
付
依
頼
等

二
〇
三



を
含
む
。）
を
行
っ
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
海
外
で
稼
得
し
た
所
得
に
係
る
課
税
を
免
れ
て
い
る
者
や
各
国
の
税
制
の
違
い
、・
租
税
条
約
を

利
用
し
て
課
税
を
免
れ
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
国
税
を
滞
納
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
を
隠
匿
し
て
い
る
者
に
関
す
る
情
報
、・
上

記
の
よ
う
な
者
の
協
力
者
に
関
す
る
情
報
、
を
あ
げ
る
。A

vailable at: http://w
w
w
.city.saitam

a.jp/002/003/008/p034342_d/fi l/hotline_

leafl et.pdf

こ
う
し
た
制
度
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
を
納
税
者
・
市
民
に
適
用
す
る
場
合
の
情
報
源
に
な
る
の
で
な
い
か
。
拙
論
「
国
税
庁
の
課

税
・
徴
収
漏
れ
に
関
す
る
情
報
の
提
供
制
度
と
は
」
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ
八
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
頁
以
下
。A

vailable at: http://w
w
w
.pij-

w
eb.net/data/C

N
N
-89.pdf

（
19
） 

ち
な
み
に
、
租
税
犯
罪
を
「
煽
動
」
し
た
者
は
、
扇
動
罪
で
処
罰
さ
れ
る
（
旧
国
犯
法
二
二
条
一
項
、
新
国
通
法
一
二
六
条
一
項
）。
こ
の
場

合
、
煽
動
罪
を
問
う
場
合
に
は
、
国
税
庁
の
犯
則
事
件
調
査
職
員
等
に
よ
る
告
発
を
要
し
な
い
。
司
法
警
察
・
検
察
が
手
続
を
す
す
め
る
。
す
な
わ

ち
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
と
同
様
に
、
一
般
の
犯
罪
捜
査
手
続
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
20
） 

国
通
法
七
四
条
の
一
二
、
同
一
三
二
条
二
項
そ
の
他
各
種
の
法
律
の
あ
る
「
官
公
署
等
へ
の
協
力
要
請
」
の
規
定
な
ど
を
典
拠
に
、
共
謀
罪
の

適
用
に
向
け
て
情
報
連
携
（
情
報
交
換
）
が
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
21
） 

横
浜
地
方
裁
判
所
平
成
二
八
年
三
月
一
七
日
判
決
（L

E
X
/D

B
 2554238

）。
ま
た
、
原
審
を
是
認
し
た
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
二
八
年
一
二

月
七
日
判
決
は
同
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。

（
22
） 

指
宿
信
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
証
拠
収
集
と
デ
ジ
タ
ル
証
拠
の
確
保
」
法
律
時
報
八
三
巻
七
号
八
八
頁
参
照
。

（
23
） S

ee, M
ichelle M

. K
w
on, “T

he C
rim

inality of ‘T
ax P

lanning ’, ” 18 F
la. T

ax R
ev. 153 

（2015

）.

（
24
） 

納
税
者
本
人
に
加
え
、
そ
の
代
理
人
や
共
犯
者
、
さ
ら
に
は
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
を
販
売
し
た
プ
ロ
モ
ー

タ
ー
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
六
〇
一
一
条
ｇ
項
、
六
一
一
一
条
な
い
し
六
一
一
二
条
）
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
も
っ
と
も
、
従
来
は
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
・
プ

ロ
モ
ー
タ
ー
規
制
違
反
に
つ
い
て
は
民
事
制
裁
の
対
象
に
な
り
、
刑
事
制
裁
の
た
め
の
犯
則
調
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

近
年
、
刑
事
制
裁
の
強
化
は
顕
著
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
（
租
税
回
避
）
計
画
・
販
売
業
界
に
対
す
る
規
制
に
向
け
て
、

Ｉ
Ｒ
Ｓ
お
よ
び
連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
は
、
民
事
制
裁
に
加
え
、
訴
追
に
よ
る
刑
事
制
裁
を
一
層
強
め
る
傾
向
に
あ
る
。S

ee, M
ichelle M

. 

二
〇
四



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

K
w
on, “T

he C
rim

inality of ‘T
ax P

lanning ’, ” 18 F
la. T

ax R
ev. 153, supra 

前
掲
注（
23
）, at 164 et seq.

（
25
） 

Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（
Ｃ
Ｉ
）
の
任
務
や
職
務
権
限
な
ど
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
内
国
歳
入
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｉ
Ｒ
Ｍ
）
パ
ー
ト
9

（P
art 9

）
に
詳
し
い
。

（
26
） S

ee, A
lexandra C

arcia et al, “T
ax V

iolation, ” 53 A
m
. C

rim
. L

. R
ev. 1825 

（2016

）.

（
27
） 

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
七
二
一
六
条
〔
申
告
書
作
成
事
業
者
に
よ
る
申
告
書
情
報
の
無
許
可
開
示
（return preparer disclosure of 

unauthorized inform
ation

）
な
ど
個
別
の
租
税
手
続
犯
罪
（specifi c procedual tax off ence

）
で
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
28
） 

連
邦
検
察
は
、
納
税
者
に
加
え
て
、
会
計
士
や
弁
護
士
を
訴
追
す
る
場
合
に
、
こ
の
共
謀
罪
の
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
租
税
実
体
犯
罪

で
は
無
罪
と
な
っ
て
も
、
共
謀
罪
は
別
個
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
は
共
謀
罪
で
有
罪
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

（
29
） 

共
謀
罪
の
ほ
か
に
、
連
邦
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode

）
一
〇
〇
一
条
〔
虚
偽
報
告
（false 

statem
ent

）〕、
同
一
六
二
一
条
〔
偽
証
（perjury

）〕、
同
一
九
五
六
条
・
一
九
五
七
条
〔
資
金
洗
浄
（m

oney laundering

）〕
な
ど
で
も
処
罰
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
現
金
取
引
報
告
法
（currency transaction reporting: 

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

）
や
銀
行

秘
密
法
（bank secrecy act: 

合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 26/26 U

.S
. C

ode

）
な
ど
で
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
30
） 

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
の
規
定
は
、「
共
謀
」
自
体
を
包
括
的
に
（
各
種
個
別
の
犯
罪
と
は
別
途
に
）
処
罰
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
一
般
的
共
謀
罪
規
定
（general conspiracy charge provision

）
の
ほ
か
に
「
一
般
的
連
邦
共
謀
罪
規
定
（general federal 

conspiracy charge provision

）」
ま
た
は
「
刑
事
法
典
の
総
則
的
な
共
謀
罪
規
定
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
31
） 

連
邦
労
働
法
制
史
的
に
み
る
と
、
労
働
者
の
最
低
賃
金
保
障
、
最
高
労
働
時
間
の
規
制
、
労
働
者
の
団
結
権
や
代
表
者
に
よ
る
団
体
交
渉
権
を

保
障
し
、
不
当
解
雇
、
御
用
組
合
、
差
別
待
遇
を
禁
じ
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
一
九
三
五
年
の
全
国
労
働
関
係
法
（N

L
R
A
=N

ational L
abor 

R
elations A

ct

）
の
制
定
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
は
、
提
案
し
た
当
時
の
民
主
党
ロ
バ
ー
ト
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
上
院
議
員
に

因
ん
で
、
通
称
で
「
ワ
グ
ナ
ー
法
（W

agner A
ct

）」
と
呼
ば
れ
る
。
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
は
労
働
者
の
団
結
権
を
保
障
し
、
労
働
組
合
運
動
を
法
認
し
た
画

期
的
な
法
律
で
、
雇
用
主
側
か
ら
違
憲
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
も
し
た
が
、
一
九
三
七
年
に
最
高
裁
よ
り
合
憲
と
裁
断
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
労
使
関
係
法 

（L
abor M

anagem
ent R

elations A
ct, 1947

）、
通
称
「
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
ー
法 

（T
aft-H

artley 

二
〇
五



A
ct

）」
に
よ
り
、
ワ
グ
ナ
ー
法
は
骨
抜
き
に
さ
れ
、
労
働
者
の
権
利
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
に
至
る
。

（
32
） 

一
九
七
〇
年
連
邦
組
織
犯
規
制
法
（O

rganized C
rim

e C
ontrol A

ct of 1970

）
の
一
部
と
し
て
制
定
さ
れ
た
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・

腐
敗
組
織
法
（R

IC
O
 A

ct=R
acketeer Infl uenced and C

orrupt O
rganization A

ct

）
は
、
犯
罪
に
か
か
る
不
正
収
益
を
市
場
（
合
法
ビ
ジ
ネ

ス
）
に
還
元
し
て
洗
浄
を
は
か
る
こ
と
を
、
そ
の
共
謀
を
含
め
違
法
と
し
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

二
三
八
四
条
）。
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ｏ
法
は
、
社
会
的
に
認
容
さ
れ
な
い
組
織
化
さ
れ
た
諸
活
動
（unacceptable organized activities

）
を
し
た
個
人
に

刑
事
制
裁
を
加
え
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
薬
物
取
引
者
や
強
盗
・
殺
人
な
ど
を
業
と
す
る
マ
フ
ィ
ア
そ
の
他
犯
罪
集
団
（m

ob

）
よ

り
も
、
む
し
ろ
市
場
経
済
ル
ー
ル
に
違
反
す
る
ウ
オ
ー
ル
街
の
辣
腕
ト
レ
ー
ダ
ー
、
労
働
界
リ
ー
ダ
ー
、
反
資
本
主
義
闘
争
を
指
揮
す
る
市
民
運
動

家
な
ど
が
幅
広
く
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
に
基
づ
い
て
起
訴
さ
れ
て
い
る
。S

ee, B
enjam

in L
evin, ” A

m
erican G

angsters: R
IC

O
, C

rim
inal 

S
yndicates, and C

onspiracy L
aw

 as M
arket C

ontrol, ” 48 H
arv. C

.R
.-C

.L
. L

. R
ev. 105 

（2013

）.

（
33
） S

ee, B
enjam

in L
evin, “P

rotecting W
orkers ’ R

ights in a P
ost-W

isconsin W
orld: S

trategies for O
rganizing and A

ction in 

an E
ra of D

im
inished R

esources and E
m
battled U

nions: B
lue-C

ollar C
rim

e: C
onspiracy, O

rganized L
abor, and the A

nti-U
nion 

C
ivil R

IC
O
 C

laim
, ” 75 A

lb. L
. R

ev. 559 
（2011/2012

）. 

（
34
） S

ee, W
illiam

 E
. B

row
n, “C

rim
inal C

onspiracy and P
olitical D

issent, ” 44 T
ul. L

. R
ev. 587 

（1970

）.

（
35
） 

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
一
般
共
謀
罪
の
成
立
要
件
は
、
条
文
上
の
要
件
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
例
な
ど
を
採
り
入
れ
て
、
主
要
な
も
の
を
一
覧
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
成
立
要
件
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
で
き
る
も
の
も
あ
り
得
る
。

（
36
） 

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
共
謀
罪
に
つ
い
て
刑
法
専
攻
者
に
よ
る
邦
文
の
研
究
と
し
て
は
、
永
井
善
之
「
共
謀
罪
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
：
ア

メ
リ
カ
共
謀
罪
に
分
析
を
中
心
に
」
法
学
（
東
北
大
学
）
七
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
七
四
頁
以
下
、
同
「
邦
訳
：
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ｅ
・
ロ
ー
ゼ

ン
バ
ー
グ
『
共
謀
罪
法
に
お
け
る
諸
問
題
と
改
革
提
案
』」
金
沢
法
学
五
四
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
37
） 

連
邦
刑
事
法
典
三
七
一
条
は
、
法
制
史
的
に
み
る
と
、
当
初
、
内
国
歳
入
（
租
税
）
犯
罪
に
か
か
る
独
立
罪
的
な
共
謀
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
般
的
共
謀
罪
の
規
定
と
し
て
拡
大
適
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。S

ee, generally, C
harles D

oyle, 

“F
ederal C

onspiracy L
aw

: A
 B

rief O
verview

, ” C
R
S
 R

eport 7-5700 

（January 20, 2016

） at 3~4. 

二
〇
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租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
38
） 

「overt act

」
の
邦
訳
と
し
て
は
、「
準
備
行
為
」、「
顕
示
行
為
」、「
明
白
な
行
為
」
ま
た
は
「
公
然
の
行
為
」
な
ど
の
文
言
を
使
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
準
備
行
為
」
の
邦
訳
を
用
い
る
。

（
39
） S

ee, D
avid W

arner, “A
re the C

orporation and Its E
m
ployees the S

am
e?: P

iercing the Intracorporate C
onspiracy D

octrine 

in a P
ost E

nron W
orld, ” 55 K

an. L
. R

ev 

（2007

） 1057; S
tephen K

ubiatow
ski, “Intra-C

orporate C
onspiracies: T

he L
im

its to 

C
onspiring w

ith Y
our O

w
n C

orporation, ” 61 U
.S

. A
ttorneys ’ B

ulletin 

（2013

） 43.

（
40
） 

「intent
」
の
文
言
の
邦
訳
と
し
て
は
、「
意
図
」
の
ほ
か
に
「
思
い
」、「
意
思
」、「
認
識
」
な
ど
の
邦
訳
を
使
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿

に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
意
図
」
の
邦
訳
を
用
い
る
。

（
41
） S

ee, A
lbert J. H

arno, “Intent in C
rim

inal C
onspiracy, ” U

. of P
en. L

.R
 

（1941

） 624.

（
42
） S

ee, U
nited S

tates v. W
allace, 85 F

. 3d 1063 

（2d C
ir. N

.Y
. 1996

）. 

（
43
） 

諸
州
の
税
法
典
も
同
様
と
解
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
に
連
邦
税
法
を
射
程
に
分
析
す
る
。

（
44
） 

「
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
企
業
型
確
定
拠
出

年
金
（401k

）
プ
ラ
ン
か
ら
オ
フ
シ
ョ
ア
証
券
投
資
戦
略
（O

P
IS

=O
ff shore P

ortfolio Investm
ent S

trategy

）
ま
で
、
実
に
多
様
で
あ
る
。

こ
れ
ら
各
種
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
の
う
ち
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
の
は
「A

busive T
ax S

helter

（
濫
用
的
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ

ル
タ
ー
）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
際
に
行
わ
れ
て
い
な
い
経
済
取
引
を
、
私
法
上
有
効
な
取
引
で
あ
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
装
い
、
高
い
節
税
効

果
を
得
る
た
め
に
組
ま
れ
る
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
ど
の
よ
う
な
取
引
が
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
に
あ
た
る
か
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
（L

isted 

T
ransactions

）
し
、
公
開
し
て
い
る
。
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
投
資
銀
行
、
会
計
事
務
所
、
法
律
事
務
所
の
よ
う
な
「
プ
ロ
モ
ー
タ
ー

（P
rom

oter

）」
と
呼
ば
れ
る
租
税
計
画
専
門
家
が
考
案
し
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
税
務
調
査
、
和
解
、
訴
訟

な
ど
の
手
法
を
使
っ
て
、P

rom
oter

に
対
す
る
規
制
を
強
化
し
て
い
る
。S

ee, IR
S
, R

ecognized A
busive and L

isted T
ransactions 

（as of 

A
pril 17, 2017

）. A
vailable at: https://w

w
w
.irs.gov/businesses/corporations/listed-transactions

（
45
） S

ee, e.g., U
nited S

tates v. R
osenblatt, 554 F

.2d 36 

（2d C
ir. 1977

）.

（
46
） S

ee, John A
. T

ow
nsend et al, T

ax C
rim

es 

（2nd ed., L
exisN

exis, 2015
） at C

hap. 3.

二
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（
47
） 

こ
の
点
、
わ
が
国
で
は
、
刑
事
租
税
訴
訟
（
裁
判
）
に
お
い
て
は
、
担
当
裁
判
官
は
、
事
実
問
題
も
法
律
問
題
も
審
理
す
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
と
は
事
情
が
異
な
る
。

（
48
） 
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
の
判
決
（S

antobello v. N
ew

 Y
ork, 404 U

.S
. 257 

（1971

））
に
従
い
、
合
意
書
に
盛
ら
れ
た
条
件
／
量
刑
が
法
的

拘
束
力
を
有
す
る
た
め
に
は
、
担
当
裁
判
官
の
承
諾
が
必
要
と
さ
れ
る
。

（
49
） S

ee, R
ussell D

. C
ovey, “P

lea B
argaining and P

rice T
heory, ” 84 G

eo. W
ash. L

. R
ev. 920 

（2016

）.

（
50
） S

ee, G
regory M

. G
ilchrist, “B

argaining for M
ore T

rials ” 60 C
ham

pion 20 

（2016

）; G
regory M

. G
ilchrist, “T

rial 

B
argaining, ” 101 Iow

a L
. R

ev. 609 

（2016

）.

（
51
） S

ee, John R
appaport, “C

rim
inal P

rocedure in the S
potlight: U

nbundling C
rim

inal T
rial R

ights, ” 82 U
. C

hi. L
. R

ev. 181 

（2015

）.

（
52
） 

わ
が
国
で
は
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
五
月
二
四
日
に
、
犯
罪
捜
査
の
手
法
を
大
き
く
変
え
る
刑
事
司
法
改
革
関
連
法
が
成
立
し
た
。
こ

れ
に
伴
い
、
成
立
か
ら
二
年
後
ま
で
に
日
本
型
「
司
法
取
引
／
答
弁
取
引
（plea bargaining

）」
が
導
入
さ
れ
る
。
司
法
取
引
の
対
象
と
し
て
は
、

組
織
犯
罪
や
薬
物
取
引
な
ど
が
大
き
く
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
し
か
し
、
広
く
「
経
済
犯
罪
」
も
司
法
取
引
の
対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
犯

罪
（
脱
税
）
や
独
禁
法
違
反
罪
（
談
合
や
価
格
カ
ル
テ
ル
な
ど
）、
金
融
商
品
取
引
法
違
反
罪
（
粉
飾
決
算
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
な
ど
）、
詐
欺
や

横
領
、
贈
収
賄
な
ど
の
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
ク
ラ
イ
ム
（w

hite color crim
e

）」
も
広
く
司
法
取
引
の
対
象
と
な
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
租
税
実

体
犯
罪
を
問
う
訴
訟
に
お
い
て
、
司
法
取
引
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
税
の
専
門
家
や
研
究
者
の
関
心
は
余
り
高

く
な
い
。

（
53
） 

ア
メ
リ
カ
の
「
司
法
取
引
」
に
つ
い
て
は
刑
事
司
法
の
面
か
ら
研
究
も
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

（
54
） 

以
下
、
本
稿
で
は
、“interfere ”

と“obstruct ”

と
の
文
言
を
一
体
と
し
て
「
妨
害
」
ま
た
は
「
干
渉
・
妨
害
」
と
も
邦
訳
す
る
。

（
55
） S

ee, e.g., B
enjam

in E
. R

osenberg, “S
everal P

roblem
s in C

rim
inal C

onspiracy L
aw

s and S
om

e P
roposals for R

eform
, ” 4 

C
rim

. L
. B

ull.1 

（2007

）.

（
56
） 

第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
、
こ
の
ク
ラ
イ
ン
共
謀
罪
事
件
判
決
で
掲
げ
た
文
言
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
年
以
上
前
に
連

二
〇
八



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

邦
最
高
裁
が
下
し
た
古
い
判
決
（H

ass v. H
enkel, 216 U

.S
. 462, at 479 

（1910

））
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
不
明
確
で
あ
る
と

の
疑
問
符
が
付
い
て
い
る
。
刑
事
租
税
訴
訟
実
務
に
お
い
て
、
現
場
の
検
察
官
が
起
訴
状
を
作
成
す
る
場
合
で
ク
ラ
イ
ン
共
謀
先
例
を
引
用
す
る
と

き
に
は
、
現
代
的
か
つ
も
う
少
し
簡
明
な
文
言
を
用
い
て
い
る
。

（
57
） 
本
稿
は
、
主
と
し
て
「
租
税
（
実
体
）
犯
罪
と
共
謀
罪
」
に
射
程
を
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
妨
害
・

・

対
策

法
制
（IR

S
 obstruction statutes

）」
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
①
詐
欺
条
項
に
か
か
る
共
謀
罪
（conspiracy-

to-defraud clause
）
を
適
用
し
た
「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
妨
害
共
謀
」
と
、
②
連
邦
税
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
七
二
一
二
条
ａ
項
に
定
め
る
「
連
邦
税
法
執
行
妨

害
未
遂
（A

ttem
pts to interfere w

ith adm
inistration of the Internal R

evenue L
aw

s

）
を
処
罰
す
る
包
括
条
項
（om

nibus clause

）
と

を
パ
ラ
レ
ル
に
検
討
し
な
い
と
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
業
務
妨
害
・

・

対
策
法
制
の
全
体
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。S

ee, John 

A
. T

ow
nsend, “T

ax O
bstruction C

rim
es: Is M

aking the IR
S

’s Job H
arder E

nough, ” 9 H
ous. B

us. &
 T

ax L
.J. 255 

（2009

）. 

Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
犯
則
調
査
／
査
察
部
（C

I=C
rim

inal Investigation

）
や
連
邦
司
法
省
租
税
部
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ 

Ｔ
ａ
ｘ
）
付
き
検
事
は
、
実
際
に
租
税
犯
罪

が
実
行
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
共
謀
罪
と
未
遂
罪
を
ツ
ー
ル
に
企
業
や
一
般
市
民
に
よ
る
租
税
犯
罪
の
芽
を
摘
む
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。

（
58
） 

ク
ラ
イ
ン
事
件
控
訴
審
判
決
で
示
し
た
二
〇
の
パ
タ
ー
ン
は
、
特
定
の
被
告
の
名
前
や
当
該
事
件
に
か
か
る
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
連
邦
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
は
、
こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
を
八
に
標
準
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
Ｄ
Ｏ
Ｊ
八
パ
タ
ー
ン
も
、
一
般

化
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
と
は
言
い
難
い
。

（
59
） D

O
J, 2012 C

rim
inal T

ax M
anual. A

vailable at: https://w
w
w
.justice.gov/sites/default/files/tax/legacy/2012/12/05/

C
T
M

%
20C

hapter%
2023.pdf

（
60
） 

な
お
、
こ
の
「
ク
ラ
イ
ン
共
謀
事
例
集
」
に
登
載
さ
れ
た
裁
判
例
の
概
要
説
明
は
、
日
本
人
に
は
分
か
り
づ
ら
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、

当
局
の
目
線
で
紹
介
さ
れ
、
内
容
に
適
格
性
を
欠
い
て
い
る
点
が
多
々
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
61
） 

良
心
的
な
納
税
忌
避
者
（tax resisters

）、
良
心
的
な
忌
税
者
（tax objectors

）
は
、
全
米
で
二
万
人
程
度
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
納
税
者
は
「
平
和
納
税
者
（peace taxpayer

／
ピ
ー
ス
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
）」、
そ
の
組
織
は
「
軍
事
費
相
当
分
納
税
拒
否
運
動
団
体
」
と

も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
団
体
や
そ
の
リ
ー
ダ
ー
、
メ
ン
バ
ー
、
支
持
者
な
ど
は
、
そ
の
呼
び
か
け
を
す
る
こ
と
だ
け
で
常
に
共
謀
罪
で

二
〇
九



処
罰
さ
れ
う
る
法
環
境
に
お
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
立
法
的
な
対
応
の
あ
り
方
を
含
め
詳
し
く
は
、
拙
論
「
信
教
の

自
由
と
平
和
基
金
指
定
納
税
制
：
軍
事
費
に
使
わ
れ
な
い
よ
う
に
平
和
を
愛
す
る
信
仰
者
が
指
定
し
て
納
税
で
き
る
仕
組
み
を
考
え
る
」（
石
村
耕

治
編
著
『
宗
教
法
人
法
制
と
税
制
に
あ
り
方
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
参
照
。

（
62
） 
こ
の
点
、
わ
が
国
で
も
、
国
外
送
金
等
調
書
法
に
基
づ
く
国
外
送
金
調
書
制
度
の
も
と
で
も
、
国
外
へ
一
回
一
〇
〇
万
円
以
上
の
送
金
等
の
取

引
を
行
う
場
合
に
は
、
金
融
機
関
に
告
知
書
を
提
出
し
、
当
該
金
融
機
関
が
国
外
送
金
等
調
書
を
税
務
署
に
提
出
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
（
同

法
三
〜
四
条
、
令
八
条
）。
ア
メ
リ
カ
の
実
例
は
、
共
謀
罪
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
は
、
こ
う
し
た
多
く
の
一
般
市
民
が
か
か
わ
る
受
忍
義
務
制
度
に

ま
で
及
ぶ
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

（
63
） S

ee, E
than S

. B
urger, et al., “K

P
M

G
 and “A

busive ” T
ax S

helters: K
ey E

thical Im
plications for L

egal and A
ccounting 

P
rofessionals, ” 31 J. L

egal P
rof. 43 

（2007

）; Jared T
. M

eier, “U
nderstanding the S

tatutory T
ax P

ractitioner P
rivilege: W

hat 

Is T
ax S

helter “P
rom

otion ”? ” 78 U
. C

hi. L
. R

ev. 671 

（2011

）;

（
64
） 

連
邦
検
察
は
、
共
謀
罪
等
の
捜
査
が
始
ま
っ
た
後
に
、
①
会
計
事
務
所
の
職
員
が
販
売
用
の
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
キ
ー
ム
（
Ｃ
Ｄ
Ｓ
シ
ェ

ル
タ
ー
、
Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
シ
ェ
ル
タ
ー
、A

dd-O
n

シ
ェ
ル
タ
ー
、
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
シ
ェ
ル
タ
ー
）
の
資
料
が
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
手
に
渡
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
当
該
資
料
の
回
収
を
奨
励
し
た
こ
と
、
②
顧
客
に
対
し
て
、
事
業
目
的
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
税
務
上
の
立
場
の
補
強
す
る
た
め
に
、
外

貨
取
引
資
料
な
ど
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
す
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
こ
と
、
③
内
部
の
通
信
文
書
、
取
引
資
料
お
よ
び
情
報
が
潜
在
的
に
マ
イ
ナ

ス
に
作
用
し
な
い
よ
う
に
当
該
取
引
に
か
か
る
有
利
な
課
税
上
の
見
解
を
用
意
し
た
こ
と
（
準
備
行
為
／overt act

）
な
ど
の
事
実
を
、
証
拠
と
し

て
裁
判
所
や
審
理
陪
審
に
提
出
し
た
（U

nited S
tates v. C

oplan, 703 F
.3d 46, at 64-65

）。
し
か
し
、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
行
為

は
税
務
専
門
職
の
合
法
的
な
専
門
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
内
に
あ
り
、
共
謀
罪
を
問
う
際
の
要
件
と
さ
れ
る
準
備
行
為
に
あ
た
る
と
の
推
論
に
対
し
て
は

強
い
異
論
が
あ
る
。

（
65
） 

ち
な
み
に
、
本
件
連
邦
地
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
集
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
判
決
や

法
律
雑
誌
記
事
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、
コ
プ
ラ
ン
共
謀
罪
事
件
担
当
弁
護
士
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、S

ee, Jerm
y H

. T
em

kin, 

“T
im

e to R
evise the ‘K

lein ” C
onspiracy D

octrine, ” 249 N
. Y

. L
aw

. J 

（January 25, 2013

）.

二
一
〇



租
税
犯
罪
へ
の
共
謀
罪
適
用
事
例
の
日
米
比
較
（
石
村
）

（
66
） S

ee, S
eth C

. F
arber et al., “K

lein C
onspiracies: In the W

ake of U
.S

. v. C
oplan 

（2013, P
ortfolio M

edia, Inc.,

）.
（
67
） 

拙
著
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
所
得
課
税
法
の
展
開
』
前
掲
注（
2
）、
三
三
九
頁
参
照
。

（
68
） S

ee, S
usan C

. M
orse, “T

he H
ow

 and W
hy of the N

ew
 P

ublic C
orporation T

ax S
helter C

om
pliance N

orm
, ” 75 F

ordham
 L

. 

R
ev. 961 

（2006

）.

（
69
） 

た
だ
し
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
か
か
る
共
謀
罪
が
問
わ
れ
た
場
合
で
、
い
わ
ゆ
る
「
法
人
内
共
謀
不
成
立
原
則
（intra-corporate 

conspiracy doctrine

）」
が
適
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
別
で
あ
る
。

（
70
） S

ee, A
lbert J. H

arno, “Intent in C
rim

inal C
onspiracy, ” U

. of P
en. L

.R
 

（1941

） 624.

（
71
） 

ア
メ
リ
カ
刑
事
法
に
お
い
て
は
「
法
の
不
知
な
い
し
錯
誤
は
免
責
事
由
に
な
ら
な
い
（ignorance or m

istake of the law
 is no excuse

）」、

「
法
の
不
知
・
錯
誤
は
ゆ
る
さ
ず
」
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
仮
に
法
の
不
知
や
錯
誤
を
免
責
事
由
、
防
御
理
由
と
し
て
認
め
る
と
す
る
と
、
今

度
は
、
被
告
も
検
察
も
、
無
知
の
ふ
り
を
し
て
い
る
者
の
「
内
心
」
を
判
別
す
る
の
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
す
は
め
に
な
る
こ
と
が
一
因
と

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
説
は
、
租
税
実
体
犯
罪
の
典
型
で
あ
る
「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
に
関
し
て
は
無
条
件
に
は
通
用
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
租
税
ほ
脱
罪
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
七
二
〇
一
条
）」
で
は
「
故
意
に
（w

illfully

）」
租
税
を
ほ
脱
す
る
こ
と
を
成
立
要
件
と
し
て
お

り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
法
解
釈
に
お
い
て
「
故
意
（w

illfulness

）」
と
は
「
自
発
的
（
任
意
）、
意
図
的
、
か
つ
法
的
義
務
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
て
違
反
す
る
こ
と
（the voluntary and intentional violation of a know

n legal duty

）」
と
定
義
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（U

nited 

S
tates v. P

om
ponio, 429 U

.S
. 10, at 12 

（1976

））。
す
な
わ
ち
、
善
意
で
税
法
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
意
図
的
に
租
税
ほ
脱
の
た
め

の
積
極
的
な
行
為
を
す
る
こ
と
な
ど
と
は
異
な
る
、
と
解
し
て
い
る
（S

ee, S
pies v. U

nited S
tates, 317 U

.S
. 492 

（1943

））。
こ
の
こ
と
か

ら
、
租
税
ほ
脱
罪
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
の
「
故
意
」
に
つ
い
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、「
被
告
に
義
務
を
課
し
た
法
律
に
つ
い
て
、
当
該
被
告
は
そ

の
義
務
を
認
識
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
義
務
に
任
意
で
（
自
発
的
）
意
図
的
に
（voluntarily and intentionally

）
違
反
し
た
」
旨
を
立
証
す

る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
（C

heek v. U
nited S

tates, 498 U
.S

. 192, at 201 

（1991

））。
す
な
わ
ち
、
政
府
（
検
察
）
は
、
違
法
性
の
認
識

（know
ledge of illegality

）
と
い
う
主
観
的
構
成
要
件
要
素
、
言
い
換
え
る
と
、
被
告
に
は
法
の
不
知
ま
た
は
錯
誤
が
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す

る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
（C

heek v. U
nited S

tates, 498 U
.S

. 192, at 201-02
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
故
意
」
に
は
、「
不
注
意
な
行
為
」

二
一
一



や
「
法
的
争
点
に
つ
い
て
納
税
者
が
自
己
に
有
利
な
処
理
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
」
な
ど
は
、
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
（
検
察
）
は
、

被
告
の
有
罪
を
問
う
場
合
こ
れ
ら
の
事
項
に
か
か
る
争
点
に
つ
い
て
は
、
立
証
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
や
連

邦
控
訴
裁
判
所
は
、
な
ぜ
「
法
の
不
知
な
い
し
錯
誤
は
ゆ
る
さ
ず
」
と
す
る
刑
事
法
の
一
般
ル
ー
ル
を
租
税
実
定
犯
罪
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
適
用
し

な
い
の
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
る
（C

heek v. U
nited S

tates, 498 U
.S

. 192, at 205

）。
①
税
法
の
複
雑
さ
か
ら
し
て

そ
の
不
知
、
錯
誤
を
理
由
と
す
る
訴
追
（
起
訴
）
か
ら
、
一
般
市
民
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
②
税
法
は
、
ほ
と
ん
ど
の
世
帯
や
経
済
活
動
に
関

係
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
③
税
法
は
、
精
錬
さ
れ
た
多
国
籍
企
業
か
ら
、
税
の
知
識
も
な
く
法
的
代
理
人
も
い
な
い
素
朴
な
個
人
ま
で
、
あ
ら

ゆ
る
タ
イ
プ
の
納
税
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
④
大
多
数
の
納
税
者
は
、
租
税
を
公
平
に
負
担
す
る
市
民
の
義
務
を
負
う
自
覚
を
持
つ
と
同
時
に
、
自

ら
の
納
税
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
を
ゆ
る
さ
な
い
と
い
う
意
識
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
特
定
の
取
引
に
つ
い
て
の
課
税
取
扱
い
を
決
定

す
る
こ
と
は
、
単
純
に
モ
ラ
ル
や
善
悪
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。

（
72
） 

た
だ
し
、
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
法
／
不
正
収
益
・
腐
敗
組
織
法
（
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル 18/18 U

.S
. C

ode 

一
九
六
二
条
ｄ
項
）
に
か
か
る
共
謀
罪
の

よ
う
に
、
法
律
で
準
備
行
為
（overt act
）
の
立
証
を
不
要
と
す
る
旨
を
規
定
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
。

（
73
） S

ee, M
ichelle M

. K
w
on, “T

he C
rim

inality of ‘T
ax P

lanning ’, ” 18 F
la. T

ax R
ev. 153, supra 

前
掲
注（
23
）, at 201 et seq.

（
74
） 

日
本
の
判
例
は
、
故
意
を
た
ん
に
事
実
の
認
識
・
認
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
違
法
性
の
意
識
な
い
し
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
含
む
も
の
と
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
一
二
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四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

四
国
四
県
の
地
方
創
生

│
広
域
連
携
、
地
方
（
地
域
）
創
生
と
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
等
を
中
心
と
し
て

│

山　
　

田　
　

光　
　

矢

一
、
四
国
四
県
の
歴
史
と
地
理
的
特
徴

二
、
四
国
四
県
の
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政

三
、
高
知
県
の
連
携
中
枢
都
市
圏
の
特
色

四
、
地
方
創
生
に
向
け
た
国
の
方
針
と
政
策

五
、
四
国
四
県
お
よ
び
県
内
市
町
村
と
国
の
地
方
創
生
策

六
、
四
国
全
域
お
よ
び
各
県
と
各
県
内
市
町
村
の
地
方
創
生

二
一
五



一
、
四
国
四
県
の
歴
史
と
地
理
的
特
徴

四
つ
の
県
で
構
成
さ
れ
る
四
国
の
呼
称
は
、
律
令
時
代
に
こ
の
地
方
に
伊
予
国
、
讃
岐
国
、
阿
波
国
、
土
佐
国
の
四
つ
の
国
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
国
が
現
在
の
愛
媛
県
、
香
川
県
、
徳
島
県
、
高
知
県
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
四
国
が
明
治
維
新
以
降
、
現
在
の
四
県
と
な
る
ま
で
に
は
紆
余
曲
折
が
見
ら
れ
た
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
の
廃
藩

置
県
当
初
、
四
国
に
は
旧
藩
の
領
域
を
単
位
と
し
て
県
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
西
条
県
、
小
松
県
、
今
治
県
、
松
山
県
、
新
谷
県
、

大
洲
県
、
吉
田
県
、
宇
和
島
県
、
高
松
県
、
丸
亀
県
、
徳
島
県
、
高
知
県
の
一
二
県
が
置
か
れ
た
。
高
知
県
は
ほ
ぼ
現
在
と
同
じ
県
域
で

あ
っ
た
が
、
徳
島
県
の
県
域
に
は
淡
路
島
（
淡
路
国
が
江
戸
時
代
は
徳
島
藩
の
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
）
が
含
ま
れ
て
い
た
。
香
川
県
は
高

松
県
と
丸
亀
県
に
分
か
れ
て
お
り
、
愛
媛
県
は
西
条
県
、
小
松
県
、
今
治
県
、
松
山
県
、
新
谷
県
、
大
洲
県
、
吉
田
県
、
宇
和
島
県
に
分

か
れ
て
い
た
。

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
一
一
月
に
四
国
は
、
松
山
県
、
宇
和
島
県
、
香
川
県
、
名
東
県
（
徳
島
県
・
淡
路
島
を
含
む
）、
高
知
県
の
五
県

に
統
合
さ
れ
た
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
松
山
県
が
石
鎚
県
に
、
宇
和
島
県
が
神
山
県
に
呼
称
が
変
更
さ
れ
た
。
翌
年
に
は
両
県
が

統
合
さ
れ
て
愛
媛
県
と
な
っ
た
が
、
香
川
県
が
名
東
県
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
四
国
は
三
県
と
な
っ
た
。
一
八
七
四
（
明
治
八
）
年
に

香
川
県
が
復
活
し
四
県
と
な
っ
た
が
、
一
八
七
五
（
明
治
九
）
年
に
は
再
び
、
愛
媛
県
と
高
知
県
と
名
東
県
（
現
在
の
香
川
県
と
徳
島
県
に
相

当
）
の
三
県
に
戻
っ
た
。
こ
の
時
に
淡
路
島
は
兵
庫
県
へ
移
管
さ
れ
た
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
、
四
国
は
愛
媛
県
（
現
在
の
愛
媛
県

と
香
川
県
に
相
当
）
と
高
知
県
（
現
在
の
徳
島
県
と
高
知
県
に
相
当
）
の
二
県
に
統
合
さ
れ
た
。
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
徳
島
県
が
高
知

県
か
ら
分
離
独
立
し
て
三
県
と
な
り
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に
香
川
県
が
愛
媛
県
か
ら
分
離
独
立
し
て
現
在
の
四
県
と
な
っ
た
の

二
一
六



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

で
あ
る

（
1
）

。

市
制
町
村
制
施
行
（
明
治
の
大
合
併
）
時
に
、  

徳
島
県
は
一
市
（
徳
島
市
）・
二
町
・
一
三
七
村
の
一
四
〇
市
町
村
に
、
香
川
県
は
一
市

（
高
松
市
）・
五
町
・
一
七
六
村
の
一
八
二
市
町
村
に
、
愛
媛
県
は
一
市
（
松
山
市
）・
一
二
町
・
二
八
四
村
の
二
九
七
市
町
村
に
、
高
知
県

は
一
市
（
高
知
市
）・
二
町
・
一
九
四
村
の
一
九
七
市
町
村
に
再
編
さ
れ
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
け
る
地
方
自
治
遂
行
の
基
礎
的
な
単

位
と
な
っ
た

（
2
）

。
昭
和
の
大
合
併
で
四
国
四
県
の
市
町
村
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
徳
島
県
で
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
に
四
市
・
三
八

町
・
一
〇
村
の
五
二
市
町
村
と
三
七
％
ま
で
、
香
川
県
で
は
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
に
五
市
・
三
〇
町
・
九
村
の
四
四
市
町
村
と

二
四
％
ま
で
、
愛
媛
県
で
は
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
に
一
一
市
・
四
三
町
・
二
二
村
の
七
六
市
町
村
と
二
六
％
ま
で
、
高
知
県
で
は

一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
に
九
市
・
二
一
町
・
二
六
村
の
五
六
市
町
村
と
二
八
％
ま
で
減
少
し
た
。
そ
の
後
も
若
干
の
合
併
が
行
わ
れ

た
こ
と
か
ら
、
平
成
の
大
合
併
直
前
の
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
に
は
、 

徳
島
県
は
四
市
・
三
八
町
・
八
村
の
五
〇
市
町
村
、
香
川
県

は
五
市
・
三
八
町
の
四
三
市
町
、
愛
媛
県
は
一
二
市
・
四
四
町
・
一
四
村
の
七
〇
市
町
村
、
高
知
県
は
九
市
・
二
五
町
・
一
九
村
の
五
三

市
町
村
と
な
っ
た
。
な
お
、
香
川
県
は
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
に
村
の
存
在
し
な
い
県
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
平
成
の
大
合
併
が
推
進
さ
れ
、
大
合
併
終
了
時
の
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
に
は
、
合
併
開
始
直
前
の
市
町
村
数
に
比
べ

て
、
徳
島
県
は
八
市
・
一
五
町
・
一
村
の
二
四
市
町
村
と
な
り
四
八
％
ま
で
、
香
川
県
は
八
市
・
九
町
の
一
七
市
町
と
な
り
三
九
・
五
％

ま
で
、
愛
媛
県
は
一
一
市
・
九
町
の
合
計
二
〇
市
町
と
な
り
二
八
・
六
％
ま
で
、
高
知
県
は
一
一
市
・
一
八
町
・
六
村
の
三
五
市
町
村
と

な
り
六
六
％
ま
で
市
町
村
合
併
が
進
捗
し
た
の
で
あ
る
。
高
知
県
は
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
一
月
一
五
日
現
在
で
一
一
市
・
一
七

町
・
六
村
の
合
計
三
四
市
町
村
と
な
り
六
四
％
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
の
大
合
併
か
ら
現
在
ま
で
の
市
町
村
の
減
少
率
を
み
る
と
、

四
国
四
県
の
市
町
村
数
の
激
減
の
跡
が
理
解
で
き
る
。
徳
島
県
で
は
一
四
〇
市
町
村
が
二
四
市
町
村
と
な
り
一
七
・
一
％
に
ま
で
、
香
川

二
一
七



県
で
は
一
八
二
市
町
村
が
一
七
市
町
村
と
な
り
九
・
三
％
に
ま
で
、
愛
媛
県
で
は
二
九
七
市
町
村
が
二
〇
市
町
村
と
な
り
六
・
七
％
に
ま
で
、

高
知
県
で
は
一
九
七
市
町
村
が
三
四
市
町
村
と
な
り
一
七
・
三
％
ま
で
市
町
村
数
が
激
減
し
た
の
で
あ
る

（
3
）

。

四
国
の
四
つ
の
県
は
歴
史
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
強
い
個
性
を
示
し
て
い
る
。
反
面
、
表
1
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
四
国
の
総
面
積
は
岩

手
県
に
近
く
（
正
確
に
は
岩
手
県
に
日
本
第
四
一
位
の
面
積
を
も
つ
鳥
取
県
を
加
え
た
程
度
の
面
積
で
あ
る
）
全
国
土
の
約
五
％
と
な
っ
て
い
る
が
、

表
1　
四
国
及
び
四
国
四
県
の
特
色

面
　

積
全

国
順

位
（

四
国

）
人

　
口

全
国

順
位

（
四

国
）

人
口

減
少

率
（

最
多

時
比

）
2040

年
人

口
推

計
人

口
密

度
市

町
村

数
全

国
順

位
（

四
国

）
平

均
面

積
平

均
人

口
備

　
考

徳
島

県
4146.80

36
⑶

764,213
44

⑶
0.87

57.1
万

人
27.3％

減
184.30

8
市

15
町

1
村

（
24

市
町

村
）

33
⑵

172.8
31,842

最
多

人
口

は
1950（

昭
和

25）年
の

87
万

9
千

人

香
川

県
1876.55

47
⑷

997,811
39

⑵
0.97

77.3
万

人
22.4％

減
531.70

8
市

9
町

（
17

市
町

）
45

⑷
110.4

38,675
最

多
人

口
は

1999（
平

成
11）年

の
103

万
人

愛
媛

県
5678.50

26
⑵

1,405,325
28

⑴
0.91

107.5
万

人
24.9％

減
247.70

11
市

9
町

（
20

市
町

）
37

⑶
283.9

70,266
最

多
人

口
は

1955（
昭

和
30）年

の
154

万
人

高
知

県
7105.19

19
⑴

732,535
45

⑷
0.82

53.7
万

人
29.8％

減
103.10

11
市

17
町

6
村

（
34

市
町

村
）

22
⑴

207.0
21,545

最
多

人
口

は
1954（

昭
和

29）年
の

89
万

4
千

人

合
計

18807.04
全

国
土

の
5.0％

3,899,884
全

人
口

の
3.0％

0.90
295.6

万
人

24.2％
減

207.40
38

市
50

町
7
村

（
95

市
町

村
）

全
国

平
均

の
2.6

倍
198.0

41,051
面

積
：

国
土

の
5％

人
口

：
全

国
の

3％

全
国

平
均

7935.57
全

国
平

均
の

2.37
倍

2,721,427
全

国
平

均
の

1.4
倍

0.99
228.3

万
人

16.1％
減

304.80
17

市
16

町
4
村

（
37

市
町

村
）

214.1
73,468

人
口

46
位

は
69

万
人

の
鳥

取
県

47
位

は
57

万
人

の
島

根
県

全
　

　
国

372712.00
127,907,086

1
億

728
万

人
16.2％

減
343.18

791
市

744
町

183
町

（
1,718

市
町

村
）

1,741
市

区
町

村
で

計
算

参
考

・
岩

手
県

15275.01
2

1,268,083
32

0.87
93.8

万
人

26.0％
減

83.01
14

市
15

町
4
村

（
33

市
町

村
）

24
462.9

38,427
岩

手
県

の
面

積
に

鳥
取

県
の

面
積

（
3507・

41
位

）を
加

え
た

程
度

参
考

・
静

岡
県

7780.42
13

3,765,007
10

0.99
303.5

万
人

19.4％
減

483.91
23

市
12

町
（

35
市

町
）

18
222.3

107,572
人

口
規

模
が

最
も

近
い

県

人
口

は
「

総
務

省
H
P
」、【

総
計

】
平

成
29

年
住

民
基

本
台

帳
人

口
・

世
帯

数
、

平
成

28
年

度
人

口
動

態（
市

区
町

村
別

）（
http://www.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.htm

l）を
参

照
し

整
理

し
た

。
各

県
に

つ
い

て
は

そ
れ

ぞ
れ

の
県

庁
の

H
P

か
ら

必
要

項
目

を
ピ

ッ
ク

ア
ッ

プ
し

て
整

理
し

た
。

そ
の

代
表

的
な

も
の

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
。

徳
島

県
：「

図
表

1　
総

人
口

の
推

移（
徳

島
県

）」（
http://www.pref.tokushim

a.jp/docs/2015022500177/fi les/sankou.pdf）
香

川
県

：「
平

成
28

年
　

香
川

県
人

口
移

動
調

査
報

告
」（

http://www.pref.kagawa.lg.jp/toukei/jinko/jinkoido/nem
po/28/nenpou28.pdf）

愛
媛

県
：「

人
口

等
基

本
集

計
結

果
の

概
要

愛
媛

県
庁

」（
http://www.pref.ehim

e.jp/toukeibox/datapage/kokutyou/2015/kokutyou-p03.htm
l）

高
知

県
：「

高
知

県
推

計
人

口
」（

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111901/t-suikei.htm
l）

二
一
八
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山
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人
口
は
日
本
の
総
人
口
の
約
三
％
に
す
ぎ
ず
静
岡
県
に
類
似
す
る
人
口
数
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
四
国
四
県
に
対
し
て
は
、
合
併

で
一
つ
の
県
と
な
る
こ
と
を
、
効
率
性
や
合
理
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
主
張
す
る
考
え
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
道
州
制
導
入
が
議

論
さ
れ
た
と
き
に
は
、
中
国
地
方
と
四
国
地
方
を
一
体
化
し
て
一
つ
の
「
道
」
と
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

（
4
）

。
特
に
、
兵

庫
県
神
戸
市
、
淡
路
市
、
洲
本
市
と
徳
島
県
鳴
門
市
を
結
ぶ
「
神
戸
・
鳴
門
ル
ー
ト
」、
岡
山
県
倉
敷
市
と
香
川
県
坂
出
市
を
結
ぶ
「
小

島
・
坂
出
ル
ー
ト
」、
広
島
県
尾
道
市
と
愛
媛
県
今
治
市
を
結
ぶ
「
尾
道
・
今
治
ル
ー
ト
」
の
三
本
の
本
州
四
国
連
絡
橋
に
よ
っ
て
、
中

国
地
方
と
四
国
地
方
の
結
び
つ
き
が
強
ま
っ
た
こ
と
は
、
中
国
と
四
国
を
強
い
関
連
性
で
結
び
つ
い
て
い
る
地
域
と
み
な
す
考
え
方
を
強

化
し
た
と
い
え
る

（
5
）

。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
、
第
一
次
産
業
へ
の
依
存
度
が
高
か
っ
た
時
代
に
は
、
四
国
四
県
の
人
口
は
多
か
っ
た
が
、
戦
後
復
興
後
、
第

二
次
・
第
三
次
産
業
へ
の
依
存
度
の
高
ま
り
が
、
四
国
四
県
の
明
暗
を
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
高
知
県
の
最
多
人
口
は
一
九
五
四
（
昭

和
二
九
）
年
の
約
八
九
万
四
千
人
で
、
現
在
は
約
七
三
万
三
千
人
で
八
二
％
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
徳
島
県
の
最
多
人
口
は
一
九
五
〇

（
昭
和
二
五
）
年
の
約
八
七
万
九
千
人
で
、
現
在
で
も
約
七
六
万
四
千
人
で
あ
り
八
七
％
に
、
愛
媛
県
の
最
多
人
口
は
一
九
五
五
（
昭
和

三
〇
）
年
の
約
一
五
四
万
人
で
あ
り
、
現
在
の
人
口
は
約
一
四
〇
万
人
で
あ
り
九
一
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
香
川
県
の
最
多
人
口
は

一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
の
約
一
〇
三
万
人
で
あ
り
、
現
在
で
も
人
口
は
九
九
万
八
千
人
の
九
七
％
で
あ
り
微
減
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
）
年
で
比
較
し
た
場
合
、
高
知
県
の
一
次
産
業
就
業
者
が
二
五
・
六
％
、
第
二
次
産
業
が
二
二
・
六
％
、
第
三
次

産
業
が
五
一
・
五
％
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
一
一
・
四
％
、
一
六
・
六
％
、
六
八
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
徳
島
県
で
は
一
九
・
四
％
、

三
一
・
一
％
、
四
〇
・
四
％
が
八
・
五
％
、
二
三
・
四
％
、
六
四
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
愛
媛
県
は
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
の

一
九
・
七
％
、
二
九
・
二
％
、
五
一
％
が
七
・
七
％
、
二
四
・
二
％
、
六
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
香
川
県
は
約
一
六
％
、
三
四
％
、
五
〇
％
が

二
一
九



五
・
三
％
、
二
五
・
一
％
、
六
六
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
高
知
県
だ
け
が
第
一
次
産
業
就
業
者
比
率
が
一
〇
％
を
超
え
て
い
る
。
四
国
四

県
を
比
較
し
た
場
合
、
第
一
次
産
業
の
就
業
者
数
の
割
合
が
高
い
県
（
第
三
次
産
業
の
就
業
者
数
の
割
合
が
低
い
県
）
ほ
ど
人
口
減
少
率
が
高

く
な
っ
て
い
る
。

高
知
県
は
人
口
数
で
全
国
の
四
五
位
（
人
口
密
度
は
四
四
位
）、
徳
島
県
が
四
四
位
（
人
口
密
度
は
三
五
位
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
県

を
下
回
る
の
が
、
四
六
位
の
鳥
取
県
と
四
七
位
（
最
下
位
）
の
島
根
県
で
あ
り
、
四
国
地
方
と
中
国
地
方
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
の
海
岸

線
が
瀬
戸
内
海
に
面
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
隣
接
し
て
存
在
し
て
い
る
各
々
二
つ
の
県
が
人
口
の
少
な
い
（
人
口
減
が
著
し
い
）
県
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
四
つ
の
県
は
、
参
議
院
議
員
選
挙
区
選
挙
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
高
知
県
と
徳
島
県
、
鳥
取
県
と
島
根
県
の

二
つ
の
県
で
一
選
挙
区
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
愛
媛
県
は
一
割
弱
ま
で
人
口
減
が
進
ん
で
は
い
る
が
一
四
〇
万
人
台
を
キ
ー

プ
し
、
人
口
数
で
は
全
国
二
八
位
（
人
口
密
度
で
は
二
六
位
）
と
な
っ
て
お
り
、
香
川
県
は
ほ
と
ん
ど
人
口
減
少
が
な
く
、
人
口
数
で
は
全

国
三
九
位
で
あ
る
が
面
積
が
全
国
最
下
位
の
四
七
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
口
密
度
が
極
端
に
高
い
県
（
一
一
位
）
と
な
っ
て
い
る
。
瀬

戸
内
の
経
済
力
の
強
さ
が
読
み
取
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

国
土
交
通
省
が
国
土
形
成
計
画
法
に
基
づ
い
て
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
策
定
し
た
「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇
」

で
は
、
北
海
道
開
発
法
に
よ
る
「
北
海
道
総
合
開
発
計
画
」
と
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
国
土
形
成
計
画
法
に
よ
る
「
沖
縄
振
興
計
画
」
適

用
地
域
外
に
、
東
北
圏
・
首
都
圏
・
中
部
圏
・
北
陸
圏
・
近
畿
圏
・
中
国
圏
・
四
国
圏
・
九
州
圏
の
八
圏
域
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
を
対
照
と
し
た
「
広
域
地
方
計
画
」
を
策
定
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
中
部
圏
と
北
陸
圏
、
中
国
圏
と
四
国
圏
の
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合

同
協
議
会
を
設
置
し
、
両
圏
域
の
連
携
を
強
化
す
る
べ
き
方
針
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

全
国
総
合
開
発
計
画
で
は
新
潟
県
が
東
北
地
方
に
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
部
圏
（
面
積：

約
四
万
二
千
㎢
）
と
北
陸
圏
（
約
一

二
二
〇
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万
三
千
㎢
…
新
潟
県
を
除
く
）
は
中
部
地
方
（
五
万
五
千
㎢
弱
）
と
し
て
一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
連
携
関
係
と
い
う
よ
り
地
域
圏

と
し
て
の
一
体
性
を
保
持
し
て
い
る
圏
域
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
中
国
地
方
（
約
三
万
一
千
㎢
）
は
一
つ
の
地
域
圏
で
あ
り
、
四
国
地
方

（
約
一
万
九
千
㎢
）
も
一
つ
の
地
域
圏
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
地
域
圏
は
瀬
戸
内
を
挟
ん
で
異
な
っ
た
地
方
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
中
国
地
方
と
四
国
地
方
は
、
現
在
三
本
の
橋
で
結
ば
れ
て
お
り
、
関
連
性
の
深
ま
っ
た
一
体
化
し
た
圏
域
と
考
え
る
こ

と
も
可
能
な
地
域
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
各
連
絡
橋
が
結
ぶ
対
岸
の
県
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
異
な
っ
た
交
流
関
係
が
存
在
す

る
三
つ
の
圏
域
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
反
面
、
全
体
と
し
て
の
交
流
関
係
も
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
中
国
地
方
と
四
国
地
方
の
面
積
の
合

計
は
約
五
万
㎢
強
で
あ
っ
て
、
瀬
戸
内
海
を
挟
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
中
部
地
方
と
ほ
ぼ
類
似
し
た
面
積
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
連

携
強
化
を
求
め
る
こ
と
が
決
し
て
無
理
な
広
さ
で
は
な
い
圏
域
と
い
え
る

（
6
）

。

地
理
的
な
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
四
国
に
は
諏
訪
湖
か
ら
徳
島
県
鳴
門
市
・
三
好
市
・
愛
媛
県
新
居
浜
市
・
砥
部
町
を
通
り
熊
本
県
八

代
市
に
伸
び
る
中
央
構
造
線
が
走
っ
て
お
り
、
中
央
構
造
線
に
沿
う
形
で
、
徳
島
県
と
高
知
県
の
県
境
に
徳
島
県
最
高
点
に
な
る
剣
山

（
一
九
九
五
ｍ
）、
高
知
県
の
最
高
点
に
な
る
三
嶺
（
一
八
九
四
ｍ
）、
愛
媛
県
と
高
知
県
の
県
境
に
四
国
の
最
高
点
で
愛
媛
県
の
最
高
点
と

な
る
石
鎚
山
（
一
九
八
二
ｍ
）
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
連
な
り
が
四
国
山
地
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
が
分
水
嶺
と
な
っ
て
四
国
の
川
は
流

れ
て
い
る
。
四
国
山
地
を
は
さ
ん
で
四
国
南
部
（
太
平
洋
側
）
と
北
部
（
瀬
戸
内
海
側
）
で
は
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
四
国
南
部
の
高

知
県
は
、
太
平
洋
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
黒
潮
の
影
響
が
強
く
、
冬
で
も
暖
か
く
台
風
の
影
響
も
受
け
や
す
い
こ
と
か
ら
多
雨
地
域
と

な
っ
て
い
る
。
他
方
、
北
部
の
愛
媛
県
や
香
川
県
を
中
心
と
す
る
瀬
戸
内
海
沿
岸
は
、
一
種
の
盆
地
状
を
な
し
て
い
る
た
め
、
四
季
を
通

じ
て
降
雨
量
が
少
な
く
、
晴
天
の
日
が
多
い
寡
雨
地
域
と
な
っ
て
い
る

（
7
）

。
こ
う
し
た
相
違
が
四
国
四
県
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
特
徴
を
生

み
出
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。

二
二
一



二
、
四
国
四
県
の
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政

徳
島
県

徳
島
県
で
は
表
T1
の
よ
う
に
、
県
内
を
東
部
・
南
部
・
西
部
の
三
圏
域
に
区
分
し
て
い
る
。
東
部
に
は
「
徳
島
地
方
生
活
圏
」
が
、
南

部
に
は
「
南
部
地
方
生
活
圏
」
が
、
西
部
に
は
「
三
好
地
方
生
活
圏
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
東
部
に
は
「
東
部
地
区
広
域
市
町
村

圏
」
と
「
中
央
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
の
二
つ
の
広
域
市
町
村
圏
が
、
南
部
に
は
「
南
部
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
が
、
西
部
に
は
「
美
馬

地
区
広
域
市
町
村
圏
」
と
「
三
好
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
の
二
つ
の
広
域
市
町
村
圏
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
徳
島
県
に
は
合
計
五
つ

の
広
域
市
町
村
圏
が
存
在
し
た
。
徳
島
県
の
平
成
の
大
合
併
で
は
、
四
市
・
三
八
町
・
一
〇
村
の
合
計
五
二
市
町
村
が
八
市
一
五
町
一
村

の
合
計
二
四
市
町
村
と
な
り
、
四
六
％
と
ほ
ぼ
半
減
し
た
。
合
併
後
の
市
町
村
を
見
る
と
、
高
松
市
は
中
核
市
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

が
、
中
核
市
に
移
行
し
て
は
い
な
い
。
定
住
自
立
圏

（
8
）

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
の
は
徳
島
市
と
阿
南
市
だ
け
で
あ
り
、
両
市
は
中
心
市
宣

言
を
し
て
い
る
。
徳
島
県
で
人
口
一
〇
万
人
を
超
え
る
市
は
二
五
万
六
〇
〇
八
人
（
香
川
県
人
口
の
三
三
・
五
％
）
の
徳
島
市
だ
け
で
あ
り
、

徳
島
県
内
市
町
村
の
平
均
人
口
は
三
万
八
八
四
二
人
と
な
っ
て
い
る
。

三
市
九
町
一
村
で
構
成
さ
れ
た
東
部
地
区
広
域
市
町
村
圏
内
で
は
平
成
の
大
合
併
は
行
わ
れ
ず
、
徳
島
市
・
小
松
島
市
と
九
町
一
村
は

徳
島
市
の
中
心
市
宣
言
を
受
け
て
「
徳
島
東
部
地
区
定
住
自
立
圏
」
を
設
定
し
、
合
併
で
は
な
く
事
務
の
共
同
処
理
等
を
通
じ
た
広
域
行

政
の
推
進
を
選
択
し
た
。「
徳
島
東
部
地
区
定
住
自
立
圏
」
は
、
面
積
七
七
〇
・
五
七
㎢
（
県
の
面
積
の
一
八
・
五
％
）
に
人
口
四
三
万

五
九
二
一
人
（
五
七
％
）
が
集
中
し
て
い
る
。
本
四
連
絡
橋
が
建
設
さ
れ
た
鳴
門
市
は
独
自
に
地
方
創
生
に
取
り
組
む
選
択
を
し
た
。「
中

央
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
で
は
吉
野
町
・
土
成
町
・
市
場
町
・
阿
波
町
の
合
併
で
阿
波
市
を
、
鴨
嶋
町
・
川
島
町
・
山
川
町
・
三
郷
村
の

二
二
二
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表
T1　

徳
島
県
の
広
域
行
政
圏
と
市
町
村

地
　

区
広

　
域

　
圏

市
　

町
　

村
都

市
の

特
色

人
　

口
順

位
・

％
面

　
積

順
位

・
％

平
　

成
　

の
　

大
　

合
　

併
　

の
　

実
　

情

東
　

部

（
徳

島
地

方
生

活
圏

）

徳
島

東
部

地
域

定
住

自
立

圏
（

旧
東

部
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
旧

東
部

地
区

広
域

市
町

村
圏

協
議

会
）

徳
島

市
宣

言
中

心
市

中
核

市
要

件
該

当
256,008

⑴
 

33.5％
191.68

⑺
 

4.6％

小
松

島
市

39,110
⑸

 
5.1％

45.30
⒄

 
1.1％

勝
浦

郡
勝

浦
町

5,448
21

 
0.7％

69.80
⒂

 
1.7％

勝
浦

郡
上

勝
町

1,616
24

 
0.2％

109.68
⒁

 
2.6％

名
東

郡
佐

那
河

内
村

2,460
23

 
0.3％

42.30
⒅

 
1.0％

名
西

郡
石

井
町

26,224
⑽

 
3.4％

28.83
21

 
0.7％

名
西

郡
神

山
町

5,657
⒇

 
0.7％

173.31
⑼

 
402％

板
野

郡
松

茂
町

15,349
⑿

 
2.0％

13.94
23

 
0.3％

板
野

郡
北

島
町

23,103
⑾

 
3.0％

8.77
24

 
0.2％

板
野

郡
藍

住
町

34,958
⑺

 
4.6％

16.27
22

 
0.4％

板
野

郡
板

野
町

13,651
⒁

 
1.8％

36.18
⒆

 
0.9％

板
野

郡
上

板
町

12,337
⒂

 
1.6％

34.51
⒇

 
0.8％

広
域

圏
計

435,921
①

 
57.0％

770.57
③

 
18.5％

（
旧

東
部

地
区

広
域

市
町

村
圏

）
広

域
行

政
組

織
は

現
存

せ
ず

鳴
門

市
59,581

⑶
 

7.8％
135.46

⑿
 

3.3％
市

　
計

59,581
④

 
7.8％

135.46
⑥

 
3.3％

徳
島

中
央

広
域

連
合

（
旧

中
央

地
区

広
域

市
町

村
圏

）
（

旧
中

央
地

区
広

域
市

町
村

圏
振

興
協

議
会

）

阿
波

市
38,692

⑹
 

5.1％
190.97

⑻
 

4.6％
吉

野
町

・
土

成
町

・
市

場
町

・
阿

波
町

で
合

併（
H
17.4.1.）

吉
野

川
市

42,459
⑷

 
5.6％

144.19
⑽

 
3.5％

鴨
嶋

町
・

川
島

町
・

山
川

町
・

三
郷

村
で

合
併（

H
16.10.1.）

広
域

圏
計

81,151
③

 
10.6％

335.16
⑤

 
8.1％

東
　

部
　

計
5
市

9
町

1
村

576,653
❶
 
75.5％

1,241.19
❸
 
29.9％

南
　

部

（
南

部
地

方
生

活
圏

）
（

モ
デ

ル
定

住
圏

）

定
住

自
立

圏
予

定
圏

域
阿

南
市

が
中

心
都

市
宣

言
（

旧
南

部
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
南

部
地

区
広

域
市

町
村

圏
振

興
協

議
会

）

阿
南

市
宣

言
中

心
市

74,951
⑵

 
9.8％

279.54
⑸

 
6.7％

阿
南

市
・

那
賀

川
町

・
羽

ノ
浦

町
で

合
併（

H
18.3.20.）

那
賀

郡
那

賀
町

8,860
⒅

 
1.2％

694.86
⑵

 
16.7％

鷲
敷

町
・

相
生

町
・

上
那

賀
町

・
木

沢
村

・
木

頭
村

で
合

併（
H
17.3.1.）

海
部

郡
牟

岐
町

4,379
22

 
0.6％

56.57
⒃

 
1.4％

海
部

郡
美

波
町

7,114
⒆

 
0.9％

140.85
⑾

 
3.4％

由
岐

町
・

日
和

佐
町

で
合

併（
H
18.3.31.）

海
部

郡
海

陽
町

9,851
⒃

 
1.3％

327.58
⑷

 
7.9％

海
南

町
・

海
部

町
・

宍
喰

町
で

合
併（

H
18.3.31.）

広
域

圏
計

105,155
②

 
13.8％

1,499.40
①

 
36.2％

南
　

部
　

計
1
市

4
町

105,115
❷
 
13.8％

1,499.40
❶
 
36.2％

西
　

部

（
三

好
地

方
生

活
圏

）

美
馬

地
区

広
域

行
政

組
合（

複
合

）
（

旧
美

馬
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
地

域
経

済
活

性
化

対
策

推
進

地
域

）

美
馬

市
30,390

⑻
 

4.0％
367.38

⑶
 

8.9％
脇

町
・

美
馬

町
・

穴
吹

町
・

木
屋

平
村

で
合

併（
H
17.3.1.）

美
馬

郡
つ

る
ぎ

町
9,580

⒄
 

1.3％
194.80

⑹
 

4.7％
半

田
町

・
貞

光
町

・
一

宇
村

で
合

併（
H
17.3.1.）

広
域

圏
計

39,970
⑥

 
5.2％

562.18
④

 
13.6％

み
よ

し
広

域
連

合
（

旧
三

好
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
旧

三
好

郡
行

政
組

合
：

複
合

）
（

ふ
る

さ
と

市
町

村
圏

）

三
好

市
27,651

⑼
 

3.6％
721.48

⑴
 

17.4％
三

野
町

・
池

田
町

・
山

城
町

・
井

川
町

・
東

祖
谷

山
村

・
西

祖
谷

山
村

で
合

併（
H18.3.1.）

三
好

郡
東

み
よ

し
町

14,784
⒀

 
1.9％

122.55
⒀

 
3.0％

三
好

町
・

三
加

茂
村

で
合

併（
H
18.3.1.）

広
域

圏
計

42,435
⑤

 
5.6％

844.03
②

 
20.4％

西
　

部
　

計
2
市

2
町

82,405
❸
 
10.8％

1,406.21
❷
 
33.9％

3
地

区
5
地

区
8
市（

8
郡

）15
町

1
村

24
市

町
村

764,213
平

均
31,842

全
国

44
位

4,146.80
平

均
173.78

全
国

41
位

1889（
明

治
22）年

：
1
市

・
2
町

・
137

村（
140

市
町

村
）…

明
治

の
大

合
併

1960（
昭

和
35）年

：
4
市

・
38

町
・

10
村（

52
市

町
村

）…
昭

和
の

大
合

併
註

：
 人

口
は

総
務

省
「【

総
計

】
平

成
29

年
住

民
基

本
台

帳
人

口
・

世
帯

数
、

平
成

28
年

度
人

口
動

態（
市

区
町

村
別

）」（
http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.htm

l）参
照

し
て

整
理

し
た

。
　

　
面

積
は

：「
人

口
・

面
積

・
人

口
密

度
」（

dem
ography.blog.fc2.com

/blog-entry-675.htm
l）参

照
し

て
整

理
し

た
。

二
二
三



合
併
で
吉
野
川
市
を
誕
生
さ
せ
、
両
市
で
「
徳
島
中
央
広
域
連
合
」
を
設
立
さ
せ
て
広
域
行
政
の
推
進
を
企
画
し
て
い
る
。
結
果
的
に
東

部
地
区
は
三
つ
の
広
域
圏
（
一
つ
は
市
で
あ
る
が
）
に
区
分
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

「
南
部
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
で
は
阿
南
市
が
那
賀
川
町
・
羽
ノ
浦
町
と
の
合
併
で
領
域
を
拡
大
し
、
鷲
敷
町
・
相
生
町
・
上
那
賀

町
・
木
沢
村
・
木
頭
村
の
合
併
で
那
賀
町
が
、
由
岐
町
・
日
和
佐
町
の
合
併
で
美
波
町
が
、
海
南
町
・
海
部
町
・
宍
喰
町
の
合
併
で
海
陽

町
が
誕
生
し
た
。
南
部
地
区
で
は
阿
南
市
が
中
心
都
市
宣
言
を
し
た
こ
と
か
ら
、
阿
南
市
と
四
町
で
定
住
自
立
圏
を
設
立
さ
せ
る
準
備
が

進
ん
で
い
る
。
南
部
地
区
は
面
積
一
四
九
九
・
四
㎢
（
三
六
・
二
％
）
に
人
口
一
〇
万
五
一
一
五
人
（
一
三
・
八
％
）
し
か
住
ん
で
い
な
い
。

「
美
馬
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
で
は
、
脇
町
・
美
馬
町
・
穴
吹
町
・
木
屋
平
村
の
合
併
で
美
馬
市
が
、
半
田
町
・
貞
光
町
・
一
宇
村
の

合
併
で
つ
る
ぎ
町
が
誕
生
し
、
複
合
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
美
馬
地
区
広
域
行
政
組
合
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
美
馬
地
区
に
は
、
面
積

五
六
二
・
一
八
㎢
（
一
三
・
六
％
）
に
人
口
三
万
九
九
七
〇
人
（
五
・
二
％
）
が
、「
三
好
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
で
は
、
三
野
町
・
池
田
町
・

山
城
町
・
井
川
町
・
東
祖
谷
山
村
・
西
祖
谷
山
村
の
合
併
で
三
好
市
が
、
三
好
町
・
三
加
茂
村
の
合
併
で
東
み
よ
し
町
を
誕
生
さ
せ
、
一

市
一
町
で
「
み
よ
し
広
域
連
合
」
を
設
立
し
広
域
行
政
推
進
体
制
を
強
化
し
た
。
三
好
地
区
に
は
、 

面
積
八
四
四
・
〇
三
㎢
（
二
〇
・
四
％
）

に
人
口
四
万
二
四
三
五
人
（
五
・
六
％
）
し
か
住
ん
で
い
な
い
。

徳
島
県
で
は
、
過
密
地
域
で
は
合
併
が
行
わ
れ
ず
、
過
疎
地
域
で
は
合
併
が
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
六
地
区
の
中
に
定
住
自
立
圏
が

二
、
広
域
連
合
が
二
設
置
さ
れ
、
一
ヶ
所
は
複
合
一
部
事
務
組
合
を
設
定
し
て
い
る
。
鳴
門
市
の
独
自
路
線
は
鳴
門
市
が
本
四
連
絡
橋
と

強
い
関
連
性
が
あ
る
地
域
で
あ
り
、
独
立
し
た
地
域
と
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
に
地
域
の
将
来
像
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る

（
9
）

。

二
二
四
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香
川
県

 
香
川
県
で
は
表
Ka1
の
よ
う
に
、
県
内
を 

「
高
松
」、「
東
讃
」、「
小
豆
」、「
中
讃
」、「
西
讃
」
の
五
地
区
に
区
分
し
て
い
る
。
国
は
「
高

松
」・「
東
讃
」・「
小
豆
」
地
区
を
統
合
す
る
形
で
「
香
川
東
部
地
方
生
活
圏
」
と
、「
中
讃
」・「
西
讃
」
地
区
を
統
合
す
る
形
で
「
香
川

地
方
生
活
圏
」
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、「
高
松
」
地
区
に
は
「
高
松
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
を
、「
東
讃
」
地
区
に
は
「
大
川
地
区
広
域

市
町
村
圏
」
を
、「
小
豆
」
地
区
に
は
「
小
豆
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
を
、「
中
讃
」
地
区
に
は
「
中
讃
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
と
「
坂
出

地
区
広
域
市
町
村
圏
」
を
、「
西
讃
」
地
区
に
は
「
三
豊
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
と
い
う
六
つ
の
広
域
市
町
村
圏
を
設
定
し
た
。
香
川
県

で
は
、
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
に
村
が
消
滅
し
六
市
三
八
町
の
四
三
市
町
と
な
っ
て
い
た
県
内
市
町
を
、
平
成
の
大
合
併
に
お
い
て

八
市
六
町
の
一
七
市
町
に
統
合
し
た
こ
と
に
よ
り
、
市
町
は
三
九
・
五
％
ま
で
減
少
し
た
。
こ
の
結
果
、
香
川
県
内
市
町
村
の
平
均
人
口

は
五
万
八
六
九
五
人
と
な
っ
て
い
る
。

中
核
市
で
あ
る
高
松
市
の
他
に
も
、
丸
亀
市
、
坂
出
市
、
観
音
寺
市
が
定
住
自
立
圏
の
中
心
市
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
。
坂
出
市
以

外
の
市
は
中
心
市
宣
言
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
香
川
県
の
新
た
な
広
域
圏
は
、
中
心
市
に
該
当
す
る
市
を
中
心
に
四
地
域
に
区
分
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
国
が
中
核
市
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
広
域
圏
域
で
あ
る
「
連
携
中
枢
都
市
圏

（
10
）

」
制
度
を
導
入
し
た
こ

と
か
ら
、
高
松
市
は
連
携
中
心
都
市
宣
言
を
し
、「
旧
香
川
県
東
部
地
方
生
活
圏
」
を
対
象
に
「
瀬
戸
・
高
松
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
」

を
設
定
し
た
。
こ
の
圏
域
に
は
、 

面
積
一
〇
五
七
・
〇
九
㎢
（
五
六
・
三
％
）
に
人
口
五
九
万
七
五
四
七
人
（
五
九
・
九
％
）
が
住
ん
で
い
る
。

「
瀬
戸
・
高
松
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
」
で
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
二
月
に
連
携
協
約
を
締
結
し
、
三
月
に
は
「
都
市
圏
ビ
ジ
ョ

ン
」
を
公
表
す
る
こ
と
で
連
携
に
向
か
っ
て
進
み
始
め
て
い
る
。

香
川
県
で
人
口
一
〇
万
人
を
超
え
る
市
は
、
県
人
口
の
四
三
％
の
四
二
万
九
二
四
二
人
が
住
む
高
松
市
と
、
一
一
・
四
％
の
一
一
万

二
二
五



表
K
a1　

香
川
県
の
広
域
行
政
圏
と
市
町
村

地
　

区
広

　
域

　
圏

市
　

町
　

村
都

市
の

特
色

人
　

口
順

位
・

％
面

　
積

順
位

・
％

平
　

成
　

の
　

大
　

合
　

併
　

の
　

実
　

情

高
　

松
（

旧
高

松
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
旧

高
松

地
区

広
域

市
町

村
圏

振
興

事
務

組
合

：
複

合
）

瀬
戸

・
高

松
広

域
連

携
中

枢
都

市
圏

（
旧

香
川

東
部

地
方

生
活

圏
＊

1）

高
松

市（
中

核
市

）
宣

言
連

携
中

心
都

市
宣

言
中

心
市

429,242
⑴

 
43.0％

375.14
⑴

 
20.0％

2005
年

に
塩

江
町

と
、

2006
年

に
牟

礼
町

・
庵

治
町

・
香

川
町

・
香

南
町

・
国

分
寺

町
と

合
併

塩
江

町
、

牟
礼

町
、

庵
治

町
、

香
川

町
、

香
南

町
、

国
分

寺
町

に
各

々
地

区
地

域
審

議
会

を
設

置
し

た
香

川
郡

直
島

町
3,153

⒄
 

0.3％
14.23

⒂
 

0.6％
木

田
郡

三
木

町
28,604

⑼
 

2.9％
75.78

⑾
 

4.0％
綾

歌
郡

綾
川

町
＊

2
24,586

⑽
 

2.5％
109.67

⑻
 

5.8％
綾

上
町

・
綾

南
町

が
合

併
広

域
圏

計
485,585

①
 

48.7％
574.82

①
 

30.6％
東

讃
　（

旧
大

川
地

区
広

域
市

町
村

圏
・

振
興

整
備

事
務

組
合

）

さ
ぬ

き
市

50,264
⑹

 
5.0％

158.90
⑷

 
8.5％

津
田

町
・

大
川

町
・

志
度

町
・

寒
川

町
・

長
尾

町
で

合
併

東
か

が
わ

市
31,956

⑻
 

3.2％
153.35

⑸
 

8.2％
引

田
町

・
白

鳥
町

・
大

内
町

で
合

併
広

域
圏

計
82,220

④
 

8.2％
312.25

④
 

16.6％

小
豆

　（
旧

小
豆

地
区

広
域

市
町

村
圏

・
振

興
整

備
事

務
組

合
）

小
豆

郡
土

庄
町

14,504
⒂

 
1.45％

74.39
⑿

 
4.0％

小
豆

郡
小

豆
島

町
15,238

⒁
 

1.52％
95.63

⑼
 

5.1％
内

海
町

・
池

田
町

で
合

併
広

域
圏

計
29,742

⑥
 

3.0％
170.02

⑤
 

9.1％
香

　
川

　
東

　
部

　
地

　
域

　
計

3
市

・
5
町

597,547
❶
 
59.9％

1,057.09
❶
 
56.3％

中
　

讃

中
讃

広
域

行
政

事
務

組
合

（
ま

ん
の

う
町

を
除

く
2
市

2
町

で
瀬

戸
内

中
讃

定
住

自
立

圏
設

置
計

画
あ

り
）

（
旧

中
讃

地
区

広
域

市
町

村
圏

・
振

興
整

備
事

務
組

合
：

複
合

）

丸
亀

市
宣

言
中

心
市

113,564
⑵

 
11.4％

111.79
⑺

 
6.0％

丸
亀

市
・

綾
歌

町
・

飯
山

町
で

合
併

善
通

寺
市

32,566
⑺

 
3.3％

39.88
⒀

 
2.1％

観
音

寺
市

・
大

野
原

町
・

豊
浜

町
で

合
併

仲
多

度
郡

琴
平

町
9,404

⒃
 

0.9％
8.46

⒃
 

0.5％
仲

多
度

郡
多

度
津

町
23,669

⑾
 

2.4％
24.34

⒁
 

1.3％
仲

多
度

郡
ま

ん
の

う
町

19,231
⑿

 
1.93％

194.33
⑶

 
10.4％

琴
南

町
・

満
濃

町
・

仲
南

町
で

合
併

広
域

圏
計

198,434
②

 
19.9％

378.80
②

 
20.2％

坂
出

宇
多

津
広

域
行

政
事

務
組

合
（

旧
坂

出
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
旧

坂
出

地
区

広
域

市
町

村
圏

振
興

事
務

組
合

）

坂
出

市
中

心
市

要
件

該
当

54,222
⑸

 
5.4％

92.46
⑽

 
4.9％

綾
歌

郡
宇

多
津

町
18,556

⒀
 

1.86％
8.07

⒄
 

0.4％

広
域

圏
計

72,778
⑤

 
7.3％

100.53
⑥

 
5.4％

中
　

讃
　

地
　

域
　

計
3
市

・
4
町

272,212
❷
 
27.3％

479.33
❷
 
25.5％

西
　

讃

三
観

広
域

行
政

組
合

（
旧

三
豊

地
区

広
域

市
町

村
圏

）
（

旧
三

豊
地

区
広

域
市

町
村

圏
振

興
事

務
組

合
）

観
音

寺
市

宣
言

中
心

市
61,570

⑷
 

6.2％
117.47

⑹
 

6.3％

三
豊

市
67,482

⑶
 

6.8％
222.66

⑵
 

11.9％
高

瀬
町

・
山

本
町

・
三

野
町

・
豊

中
町

・
詫

間
町

・
仁

尾
町

・
財

田
町

で
合

併
広

域
圏

計
129,052

③
 

12.9％
340.13

③
 

18.1％
西

　
讃

　
地

　
域

　
計

2
市

129,057
❸
 
12.9％

340.13
❸
 
18.1％

5
地

域
：

従
来

の
県

の
区

分
　

6
地

域
：

広
域

市
町

村
圏

8
市（

6
郡

）9
町

広
域

連
携

中
枢

都
市

圏
1

997,811
全

国
39

位
1,876.55

全
国

47
位

1900（
明

治
23）年

：
1
市

・
5
町

・
176

村（
182

市
町

村
）…

明
治

の
大

合
併

後

3
地

域
：

広
域

連
携

中
枢

都
市

圏
設

定
後

の
区

分
17

市
町

平
均

58,695
平

均
110.39

1962（
昭

和
37）年

：
5
市

・
36

町
・

3
村（

44
市

町
村

）…
昭

和
の

大
合

併
後

⇒
1970

年
：

5
市

・
38

町（
43

市
町

）
註

：
 人

口
は

総
務

省
「【

総
計

】
平

成
29

年
住

民
基

本
台

帳
人

口
・

世
帯

数
、

平
成

28
年

度
人

口
動

態（
市

区
町

村
別

）」（
http://www.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.htm

l）参
照

し
て

整
理

し
た

。
　

　
面

積
は

：「
人

口
・

面
積

・
人

口
密

度
」（

dem
ography.blog.fc2.com

/blog-entry-675.htm
l）参

照
し

て
整

理
し

た
。

＊
1：

地
方

生
活

圏
は

香
川

東
部

地
方

生
活

圏
と

香
川

西
部

地
方

生
活

圏（
中

讃
と

西
讃

）の
2
地

区
で

あ
る

。
　

＊
2：

綾
歌

郡
綾

川
町

は
中

讃
に

入
れ

る
も

の
も

あ
る

。

二
二
六



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

三
五
六
四
人
が
住
む
丸
亀
市
だ
け
で
あ
る
。
香
川
県
に
お
け
る
高
松
市
へ
の
一
極
集
中
状
態
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
高
松
市
は
、

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
に
塩
江
町
と
、
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
に
牟
礼
町
・
庵
治
町
・
香
川
町
・
香
南
町
・
国
分
寺
町
と
合
併
し

て
市
域
を
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、
合
併
前
の
高
松
市
で
あ
っ
た
圏
域
が
地
域
行
政
の
中
心
と
な
り
、
合
併
し
た
地
域
の
主
体
性
が
弱
ま
る

こ
と
へ
の
対
応
を
重
視
し
、
広
域
化
し
た
市
域
に
合
併
し
た
旧
村
ご
と
に
六
つ
の
地
区
地
域
審
議
会
を
設
置
し
、
地
域
ご
と
の
自
主
性
の

確
保
を
図
っ
て
い
る
。

「
中
讃
」
の
「
中
讃
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
の
領
域
を
対
象
に
「
中
讃
広
域
行
政
事
務
組
合
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ま
ん
の

う
町
を
除
く
二
市
二
町
で
丸
亀
市
を
中
心
市
と
す
る
「
瀬
戸
内
中
讃
定
住
自
立
圏
」
設
定
計
画
も
あ
る
。
中
讃
広
域
事
務
組
合
の
圏
域
に

は
面
積
三
七
八
・
八
㎢
（
二
〇
・
二
％
）
に
人
口
一
九
万
八
四
三
四
人
（
一
九
・
九
％
）
が
住
ん
で
い
る
。
坂
出
市
と
宇
多
津
町
で
は
「
坂
出

宇
多
津
広
域
行
政
事
務
組
合
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
圏
域
は
面
積
一
〇
〇
・
五
三
㎢
（
五
・
四
％
）
に
人
口
七
万
二
七
七
八
人

（
七
・
三
％
）
し
か
住
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
宇
多
津
町
の
人
口
は
一
万
八
五
五
六
人
（
一
・
八
六
％
）
で
あ
り
、
面
積
は
八
・
〇
七
㎢

（
〇
・
四
％
）
し
か
な
く
、
県
内
で
最
も
小
規
模
な
自
治
体
と
な
っ
て
い
る
。
坂
出
市
も
宇
多
津
町
も
平
成
の
大
合
併
に
参
加
し
て
い
な
い
。

中
讃
で
一
つ
の
広
域
行
政
体
を
設
置
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
坂
出
市
に
は
本
四
連
絡
橋
が
あ
り
、
あ
る
程
度
自
立
性
が
確
保
で
き

る
要
因
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
中
讃
で
は 
面
積
四
七
九
・
三
三
㎢
（
二
五
・
五
％
）
に
人
口
二
七
万
二
二
一
二
人

（
二
七
・
三
％
）
が
住
ん
で
い
る
。

「
西
讃
」
の
「
三
豊
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
の
領
域
に
「
三
観
広
域
行
政
組
合
」
が
あ
る
。
圏
域
は
二
つ
の
市
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

中
心
と
な
る
観
音
寺
市
は
合
併
に
参
加
し
て
い
な
い
が
、
旧
三
豊
郡
を
構
成
し
て
い
た
高
瀬
町
・
山
本
町
・
三
野
町
・
豊
中
町
・
詫
間

町
・
仁
尾
町
・
財
田
町
は
合
併
に
よ
り
三
豊
市
と
な
っ
た
。
西
讃
の
面
積
は
三
四
〇
・
一
三
㎢
（
一
八
・
一
％
）
で
人
口
は
一
二
万

二
二
七



九
〇
五
七
人
（
一
二
・
九
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
西
讃
地
域
が
若
干
過
疎
化
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る

（
11
）

。

愛
媛
県

 

愛
媛
県
で
は
表
E1
の
よ
う
に
、
県
内
を
「
中
予
」、「
東
与
」、「
南
予
」
の
三
地
区
に
区
分
し
て
い
る
。
国
は
「
中
予
」
に
「
松
山
地
区

広
域
市
町
村
圏
」
と
「
松
山
地
区
地
方
生
活
圏
」
を
設
定
し
た
。「
東
予
」
の
今
治
市
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
、「
今
治
地
区
広
域
市
町

村
圏
」
と
「
今
治
地
区
地
方
生
活
圏
」
を
設
定
し
た
。
ま
た
現
在
の
新
居
浜
市
・
西
条
市
・
四
国
中
央
市
で
構
成
さ
れ
る
地
域
に
「
新
居

浜
・
西
条
地
区
地
方
生
活
圏
：
宇
摩
地
区
を
含
む
」
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
新
居
浜
市
を
中
心
と
す
る
地
域
に
「
新
居
浜
・
西
条
地
区

広
域
市
町
村
圏
」
を
、
現
在
の
四
国
中
央
市
の
圏
域
を
対
象
に 

「
宇
摩
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
を
設
定
し
た
。
ま
た
「
南
予
」
に
は
、
宇

和
島
市
を
中
心
と
す
る
地
域
に 

「
宇
和
島
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
と
「
宇
和
島
地
区
地
方
生
活
圏
」
を
、
八
幡
浜
市
を
中
心
と
す
る
地
域

に
「
八
幡
浜
・
大
洲
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
と
「
八
幡
浜
・
大
洲
地
区
地
方
生
活
圏
」
を
設
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
愛
媛
県
に
は
五
つ
の

「
地
方
生
活
圏
」
と
六
つ
の
「
広
域
市
町
村
圏
」
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

愛
媛
県
は
、
昭
和
の
大
合
併
で
誕
生
し
た
一
一
市
四
三
町
二
二
村
の
七
六
市
町
村
を
、
平
成
の
大
合
併
で
一
一
市
九
町
の
二
〇
市
町
に

統
合
し
た
。
愛
媛
県
の
平
成
の
大
合
併
は
、
こ
れ
ま
で
の
市
町
村
を
二
八
・
九
％
ま
で
激
減
さ
せ
た
ほ
ど
の
大
胆
な
合
併
で
あ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
人
口
五
〇
万
人
を
超
え
る
松
山
市
は
別
格
と
し
て
も
、
人
口
一
〇
万
人
台
の
市
も
今
治
市
、
新
居
浜
市
、
宇
和
島
市
、
大
洲
市

の
四
市
と
な
る
よ
う
な
大
規
模
合
併
が
推
進
さ
れ
た
。
そ
れ
に
続
く
四
国
中
央
市
も
人
口
九
万
人
弱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
六
つ
の
市

は
広
域
市
町
村
圏
の
中
心
市
で
も
あ
り
、
定
住
自
立
圏
の
中
心
市
の
要
件
に
満
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
中
心
市
宣
言
を
行
っ
た

の
は
今
治
市
と
宇
和
島
市
だ
け
で
あ
る
。
中
核
市
で
あ
る
松
山
市
は
連
携
中
心
都
市
宣
言
を
行
い
広
域
行
政
に
か
け
る
姿
勢
を
明
確
に
し

二
二
八



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

表
E
1　
愛
媛
県
の
広
域
行
政
圏
と
市
町
村

地
　

域
広

　
域

　
圏

市
　

町
　

村
都

市
の

特
色

人
　

口
順

位
・

％
面

　
積

順
位

・
％

平
　

成
　

の
　

大
　

合
　

併
　

の
　

実
　

情

中
　

予

松
山

圏
域（

連
携

中
枢

都
市

圏
）

（
旧

松
山

地
区

定
住

自
立

圏
）

（
旧

松
山

地
区

広
域

市
町

村
圏

）
（

松
山

地
区

広
域

市
町

村
圏

協
議

会
）

（
旧

松
山

地
区

地
方

生
活

圏
）

松
山

市（
中

核
市

）
宣

言
連

携
中

心
都

市
中

心
市

要
件

該
当

515,882
⑴

 
36.7％

429.06
⑹

 
7.6％

北
条

市
・

中
島

町
を

編
入

辺
地

：
6
地

域
　

忽
那

諸
島

：
離

島
振

興
対

策
実

施
地

域
伊

予
市

37,859
⑼

 
2.7％

194.47
⒁

 
3.4％

伊
予

市
・

中
山

町
・

双
海

町
の

合
併

で
設

置
東

温
市

33,586
⑾

 
2.4％

211.45
⒀

 
3.7％

重
信

町
・

川
内

町
の

合
併

で
設

置
上

浮
穴

郡
久

万
高

原
町

8,774
⒅

 
0.6％

583.66
⑴

 
10.3％

久
万

町
・

面
河

村
・

美
川

村
・

柳
谷

村
の

合
併

で
設

置
伊

予
郡

松
前

町
30,899

⑿
 

2.2％
20.32

⒇
 

0.4％
伊

予
郡

砥
部

町
21,596

⒁
 

1.5％
101.57

⒃
 

1.8％
磯

部
町

・
広

田
村

の
合

併
で

設
置

⇒
広

田
地

区
地

域
審

議
会

設
置

中
　

予
　

地
　

域
　

計
3
市

・
3
町

648,596
❶
①
 46.2％

1,540.53
❸
②
 27.1％

東
　

予

今
治

市
定

住
自

立
圏（

1
市

）
今

治
市

宣
言

中
心

市
163,481

⑵
 

11.6％
420.02

⑻
 

7.4％
今

治
市

・
朝

倉
村

・
玉

川
町

・
波

方
町

・
大

西
町

・
菊

間
町

・
吉

海
町

・
宮

窪
町

・
伯

方
町

・
上

浦
町

・
大

三
島

町
・

関
前

村
の

合
併

で
設

置
（

旧
今

治
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
旧

今
治

地
区

広
域

行
政

事
務

組
合

）
（

旧
今

治
地

区
地

方
生

活
圏

）
越

智
郡

上
島

町
7,221

⒆
 

0.5％
30.42

⒆
 

0.5％
魚

島
村

・
弓

削
町

・
生

名
町

・
岩

城
村

の
合

併
で

設
置

魚
島

地
区

・
弓

削
地

区
・

生
名

地
区

・
岩

城
地

区
地

域
審

議
会

設
置

（
旧

新
居

浜
・

西
条

地
区

広
域

市
町

村
圏

）
（

旧
新

居
浜

・
西

条
地

区
地

方
生

活
圏

：
宇

摩
地

区
を

含
む

）

新
居

浜
市

中
心

市
要

件
該

当
121,637

⑶
 

8.6％
234.32

⑿
 

4.1％
別

子
山

村
を

編
入

西
条

市
111,619

⑷
 

7.9％
509.07

⑶
 

9.0％
西

条
市

・
東

予
市

・
小

松
町

・
丹

原
町

の
合

併
で

設
置

（
旧

宇
摩

地
区

広
域

市
町

村
圏

）
（

宇
和

島
地

区
広

域
事

務
組

合
：

複
合

）
四

国
中

央
市

中
心

市
要

件
該

当
89,470

⑸
 

6.4％
420.57

⑺
 

7.4％
川

之
江

市
・

伊
予

三
島

市
・

新
宮

村
・

土
居

町
の

合
併

で
設

置（
宇

摩
地

区
）

東
　

予
　

地
　

域
　

計
4
市

・
1
町

493,428
❷
②
 35.1％

1,614.40
❷
①
 28.4％

南
　

予

ふ
る

さ
と

南
風

共
和

国
（

宇
和

島
地

区
広

域
事

務
組

合
:複

合
）

（
宇

和
島

地
区

広
域

市
町

村
圏

）
（

宇
和

島
地

区
広

域
事

務
組

合
）

（
旧

宇
和

島
地

区
地

方
生

活
圏

）

宇
和

島
市

宣
言

中
心

市
78,755

⑹
 

5.6％
469.58

⑷
 

8.3％
宇

和
島

市
・

吉
田

町
・

三
間

町
・

対
馬

町
の

合
併

で
設

置
北

宇
和

郡
松

野
町

4,156
⒇

 
0.3％

98.50
⒄

 
1.7％

北
宇

和
郡

鬼
北

町
10,859

⒃
 

0.8％
241.87

⑽
 

4.3％
広

見
町

・
日

吉
村

の
合

併
で

設
置

南
宇

和
郡

愛
南

町
22,570

⒀
 

1.6％
239.64

⑾
 

4.2％
内

海
村

・
御

荘
町

・
城

辺
町

・
一

本
松

町
・

西
海

町
の

合
併

で
設

置
内

海
・

御
荘

・
城

辺
・

一
本

松
・

西
海

地
域

審
議

会
設

置
広

域
圏

計
116,340

④
 

8.3％
1,049.59

④
 

18.5％

（
八

幡
浜

・
大

洲
地

区
広

域
市

町
村

圏
）

（
八

幡
浜

・
大

洲
地

区
広

域
市

町
村

圏
組

合
：

複
合

）
（

旧
八

幡
浜

・
大

洲
地

区
地

方
生

活
圏

）

八
幡

浜
市

35,245
⑽

 
2.5％

133.03
⒂

 
2.3％

八
幡

浜
市

・
保

内
町

の
合

併
で

設
置

大
洲

市
中

心
市

要
件

該
当

44,872
⑺

 
3.2％

432.24
⑸

 
7.6％

大
洲

市
・

長
浜

町
・

肱
川

町
・

河
辺

村
の

合
併

で
設

置
西

予
市

39,767
⑻

 
2.8％

514.81
⑵

 
9.1％

明
浜

町
・

宇
和

町
・

野
村

町
・

城
川

町
・

三
瓶

町
の

合
併

で
設

置
喜

多
郡

内
子

町
17,160

⒂
 

1.2％
299.50

⑼
 

5.3％
内

子
町

・
五

十
崎

町
・

小
田

町
の

合
併

で
設

置
西

宇
和

郡
伊

方
町

9,917
⒄

 
0.7％

94.40
⒅

 
1.7％

伊
方

町
・

瀬
戸

町
・

三
崎

町
の

合
併

で
設

置
広

域
圏

計
146,961

③
 

10.5％
1,473.98

③
 

26.0％
南

　
予

　
地

　
域

　
計

4
市

・
5
町

263,301
❸
 
18.7％

2,523.57
❶
 
44.4％

3
地

区
4
地

区
/5

地
区

/6
地

区
11

市（
7
郡

）9
町

連
携

中
枢

都
市

圏
1

定
住

自
立

圏
1

1,405,325
全

国
28

位
5,678.50

全
国

26
位

1889（
明

治
22）年

：
1
市

・
12

町
・

284
村（

297
市

町
村

）
20

市
町

平
均

70,266
平

均
283.93

1961（
昭

和
36）年

：
11

市
・

43
町

・
22

村（
76

市
町

村
）

註
：

 人
口

は
「

総
務

省
」【

総
計

】
平

成
29

年
住

民
基

本
台

帳
人

口
・

世
帯

数
、

平
成

28
年

度
人

口
動

態（
市

区
町

村
別

）（
http://www.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/jinkou_jinkoudoutai-jinkou_jinkoudoutai-

setaisuu.htm
l）参

照
　

　
面

積
は

「
人

口
・

面
積

・
人

口
密

度
」（

dem
ography.blog.fc2.com

/blog-entry-675.htm
l）参

照
　

　
市

町
村

の
状

況
は

愛
媛

県
『

愛
媛

県
市

町
要

覧（
平

成
27

年
版

）』（
https://www.pref.　

ehim
e.jp/h10800/shichoshinko/gyousei/gyousei_data/youran27/27index.htm

l）参
照

　
　

新
居

浜
・

西
条

地
区

広
域

市
町

村
圏

に
は

新
居

浜
・

西
条

地
区

広
域

市
町

村
圏

事
務

組
合

が
、

旧
宇

摩
地

区
広

域
市

町
村

圏
に

は
宇

摩
地

区
広

域
市

町
村

圏
組

合
が

設
置

さ
れ

て
い

た
。

二
二
九



て
い
る
。
こ
う
し
た
合
併
の
結
果
も
あ
っ
て
、
徳
島
県
内
市
町
村
の
平
均
人
口
は
七
万
二
六
六
人
と
な
っ
て
い
る
。

中
予
の
中
心
は
、
面
積
が
四
二
九
・
〇
六
㎢
（
七
・
六
％
）
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
人
口
は
五
一
万
五
八
八
二
人
（
三
六
・
七
％
）
で
あ
る

 

松
山
市
で
あ
る
。
愛
媛
県
で
は
県
庁
所
在
地
一
極
集
中
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
核
市
で
あ
る
松
山
市
が
連
携
中
心
都
市
宣
言

を
行
い
、
中
予
地
域
を
対
照
に
「
松
山
圏
域
」
を
設
定
し
、
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
七
月
に
「
連
携
中
枢
都
市
圏
連
携
協
約
」
の
締

結
と
「
都
市
圏
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
公
表
を
行
っ
て
い
る
。
合
併
で
市
域
を
拡
大
し
た
松
山
市
に
は
、
辺
地
六
地
域
と
離
島
振
興
対
策
実
施
地

域
で
あ
る
忽
那
諸
島
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
広
田
村
と
の
合
併
で
町
域
を
拡
大
し
た
磯
部
町
で
は
、
広
田
地
区
に
地
域
審
議
会
を
設
置

し
て
い
る
。
中
予
は
一
五
四
〇
・
五
三
㎢
（
二
七
・
一
％
）
の
面
積
に
六
四
万
八
五
九
六
人
（
四
六
・
二
％
）
人
が
住
ん
で
い
る
、
愛
媛
県
の

中
心
と
な
る
地
域
で
あ
る
。

 

東
予
地
域
に
は
「
今
治
地
区
広
域
市
町
村
圏
」、「
新
居
浜
・
西
条
地
区
広
域
市
町
村
圏
」、「
宇
和
島
地
区
広
域
市
町
村
圏
」
が
設
定
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
部
事
務
組
合
が
お
か
れ
て
い
た
。
平
成
の
大
合
併
で
東
予
は
四
市
一
町
と
な
っ
た
。
旧
今
治
地
区
広
域
市
町
村
圏
は

今
治
市
（
面
積
四
二
〇
・
〇
二
㎢：

七
・
四
％
、
人
口
一
六
万
三
四
八
一
人：

一
一
・
六
％
）
と
上
島
町
（
面
積
三
〇
・
四
二
㎢：

〇
・
五
％
、
人
口

七
二
二
一
人：

〇
・
五
％
）
と
な
り
、
旧
新
居
浜
・
西
条
地
区
広
域
市
町
村
圏
は
新
居
浜
市 

（
面
積
二
三
四
・
三
二
㎢：

四
・
一
％
、
人
口
一
二
万

一
六
三
七
人：

八
・
六
％
）
と
西
条
市
（
面
積
五
〇
九
・
〇
七
㎢：
九
・
〇
％
、
人
口
一
一
万
一
六
一
九
人：

七
・
九
％
）
と
な
り
、
旧
宇
摩
地
区
広
域

市
町
村
圏
は 

四
国
中
央
市
（
面
積
四
二
〇
・
五
七
㎢：

七
・
四
％
、
人
口
八
万
九
四
七
〇
人：

六
・
四
％
）
と
な
っ
た
。
こ
の
合
併
に
よ
り
広
域
市

町
村
圏
を
単
位
と
し
て
形
成
さ
れ
た
「
今
治
地
区
行
政
事
務
組
合
」、「
新
居
浜
・
西
条
地
区
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」、「
宇
摩
地
区
広

域
市
町
村
圏
組
合
」
は
廃
止
さ
れ
た
。

今
治
市
は
越
智
郡
内
の
朝
倉
村
・
玉
川
町
・
波
方
町
・
大
西
町
・
菊
間
町
・
吉
海
町
・
宮
窪
町
・
伯
方
町
・
上
浦
町
・
大
三
島
町
・
関

二
三
〇



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

前
村
の
九
町
二
村
と
の
合
併
で
新
し
い
市
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
市
で
つ
く
る
定
住
自
立
圏
と
な
っ
た
。
魚
島
村
・
弓
削
町
・
生
名

町
・
岩
城
村
の
合
併
で
誕
生
し
た
上
島
町
は
、
広
島
県
尾
道
市
因
島
と
生
活
圏
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
今
治
市
と
は
合
併
し
な
か
っ

た
。
上
島
町
で
は
旧
二
町
二
村
を
単
位
に
地
域
審
議
会
を
設
置
し
て
い
る
。
新
居
浜
市
と
四
国
中
央
市
は
中
心
市
宣
言
を
し
て
い
な
い
。

東
予
は
面
積
一
六
一
四
・
四
〇
㎢
（
二
八
・
四
％
）
に
人
口
四
九
万
三
四
二
八
人
（
三
六
・
一
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
一
定
の
人
口
が
確
保
で

き
て
い
る
地
域
と
い
え
る
。

南
予
地
域
に
は
「
宇
和
島
地
区
広
域
市
町
村
圏
／
地
方
生
活
圏
」
と 

「
八
幡
浜
・
大
洲
地
区
広
域
市
町
村
圏
／
地
方
生
活
圏
」
が
設
定

さ
れ
、「
宇
和
島
地
区
広
域
事
務
組
合
」
と
「
八
幡
浜
・
大
洲
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
一
部
事
務

組
合
は
現
在
も
二
つ
の
地
域
の
広
域
行
政
の
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
の
大
合
併
で
南
予
は
四
市
五
町
と
な
っ
た 

。
面
積

一
〇
四
九
・
五
九
㎢
（
一
八
・
五
％
）、
人
口
一
一
万
六
三
四
〇
人
（
八
・
三
％
）
で
構
成
さ
れ
る
「
ふ
る
さ
と
南
風
共
和
国
」（
旧
宇
和
島
地
区

広
域
市
町
村
圏
）
は
、
宇
和
島
市
（
面
積
四
六
九
・
五
八
㎢：

八
・
三
％
、
人
口
七
万
八
七
五
五
人：

五
・
六
％
）
と
松
野
町
、
鬼
北
町
、
愛
南
町
の

三
町
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
内
海
村
・
御
荘
町
・
城
辺
町
・
一
本
松
町
・
西
海
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
愛
南
町
は
、
旧
三
町
一
村
を
単
位

と
し
て
地
域
審
議
会
を
設
置
し
て
い
る
。
八
幡
浜
市
、
大
洲
市
、
南
予
市
、
内
子
村
、
伊
方
町
で
構
成
さ
れ
る
八
幡
浜
・
大
洲
地
区
広
域

市
町
村
圏
の
圏
域
は
、
面
積
一
四
七
三
・
九
八
㎢
（
二
六
・
〇
％
）
で
人
口
一
四
万
六
九
六
一
人
（
一
〇
・
五
％
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
過
疎

地
域
で
あ
る
。
南
予
全
体
で
も
、
総
面
積
二
五
二
三
・
五
七
㎢
（
四
四
・
四
％
）、
総
人
口
二
六
万
三
三
〇
一
人
（
一
八
・
七
％
）
と
な
っ
て
お

り
、
過
疎
化
の
進
ん
で
い
る
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

（
12
）

。

二
三
一



高
知
県

高
知
県
で
は
表
Ko1
の
よ
う
に
、
県
内
を 

「
中
央
」、「
安
芸
」、「
高
幡
」、「
幡
多
」
の
四
地
区
に
区
分
し
て
い
る
。
国
は
、「
中
央
」
に

「
中
央
広
域
市
町
村
圏
・
地
方
生
活
圏
」
を
、「
安
芸
」
に
「
安
芸
広
域
市
町
村
圏
・
地
方
生
活
圏
」
を
、「
高
幡
」
に
「
高
幡
広
域
市
町

村
圏
・
地
方
生
活
圏
」
を
、「
幡
多
」
に
「
幡
多
広
域
市
町
村
圏
・
地
方
生
活
圏
」
を
設
定
し
た
。「
中
央
」
に
は
「
高
知
中
央
」、「
嶺

北
」、「
仁
淀
川
」、「
高
吾
北
」
の
四
広
域
圏
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
高
知
市
・
南
国
市
・
香
南
市
・
香
美
市
で
構
成
さ
れ
る
「
高
知
中

央
」
に
は
「
高
知
中
央
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
が
、
本
山
町
・
大
豊
町
・
土
佐
町
・
大
川
村
で
構
成
さ
れ
る
「
嶺
北
」
に
は
「
嶺
北

広
域
行
政
事
務
組
合
」
が
、
土
佐
市
・
い
の
町
・
日
高
村
で
構
成
さ
れ
る
「
仁
淀
川
」
に
は
「
仁
淀
川
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
が
、

表
K
o1　

高
知
県
の
広
域
行
政
圏
と
市
町
村
の
人
口
と
面
積

地
　

域
広

　
域

　
圏

市
　

町
　

村
都

市
の

特
色

人
　

口
順

位
・

％
面

　
積

順
位

・
％

平
　

成
　

の
　

大
　

合
　

併
　

の
　

実
　

情

中
　

央
（

旧
中

央
広

域
市

町
村

圏
）

（
旧

中
央

地
方

生
活

圏
）

高
知

中
央

（
高

知
中

央
広

域
定

住
自

立
圏

）
高

知
市（

中
核

市
）

連
携

中
心

都
市

宣
言

宣
言

中
心

市
334,049

⑴
 

45.6％
309.22

⑻
 

4.35％
高

知
市

・
鏡

村
・

土
佐

山
村

・
春

野
町

で
合

併

（
こ

の
三

市
の

領
域

を
物

部
川

流
域

ブ
ロ

ッ
ク

と
す

る
考

え
方

も
見

ら
れ

る
）

（
三

市
：

近
隣

市
町

村
と

し
て

高
知

中
央

広
域

定
住

自
立

圏
形

成
）

（
中

央
広

域
市

町
村

圏
協

議
会

）

南
国

市
中

心
市

要
件

該
当

48,056
⑵

 
6.6％

125.35
22

 
1.76％

香
南

市
33,789

⑷
 

4.8％
126.51

21
 

1.78％
赤

岡
町

・
香

我
美

町
・

野
市

町
・

夜
須

町
・

吉
川

町
で

合
併

香
美

市
26,641

⑹
 

3.7％
538.22

⑶
 

7.58％
土

佐
山

田
町

・
香

北
町

・
物

部
村

広
域

圏
計

442,535
①

 
57.7

1,099.30
③

 
15.47％

嶺
　

　
北

（
嶺

北
広

域
行

政
事

務
組

合
）

（
高

知
市

と
と

も
に

高
知

中
央

・
嶺

北
ブ

ロ
ッ

ク
と

す
る

考
え

方
も

見
ら

れ
る

）

長
岡

郡
本

山
町

3,538
26

 
0.48％

134.21
⒇

 
1.89％

長
岡

郡
大

豊
町

4,044
22

 
0.55％

314.94
⑺

 
4.43％

土
佐

郡
土

佐
町

4,028
23

 
0.549％

212.11
⒀

 
2.99％

土
佐

郡
大

川
村

405
34

 
0.05％

95.28
26

 
1.34％

広
域

圏
計

12,015
⑧

 
1.6％

756.54
④

 
10.64％

仁
淀

川（
仁

淀
川

広
域

市
町

村
圏

事
務

組
合

）
（

仁
淀

川
ブ

ロ
ッ

ク
：

仁
淀

川
と

高
吾

北
と

で
構

成
）

土
佐

市
27,803

⑸
 

3.8％
91.59

27
 

1.29％
吾

川
郡

い
の

町
23,712

⑺
 

3.2％
470.71

⑷
 

6.62％
伊

野
町

・
吾

北
町

・
本

川
村

で
合

併
高

岡
郡

日
高

村
5,182

21
 

0.7％
44.88

31
 

0.63％
広

域
圏

計
56,697

④
 

7.7％
607.18

⑥
 

7.68％

二
三
二



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

高
吾

北
（

高
吾

北
広

域
町

村
事

務
組

合
）

（
仁

淀
川

ブ
ロ

ッ
ク

：
高

吾
北

と
仁

淀
川

と
で

構
成

）

吾
川

郡
仁

淀
川

町
5,753

⒆
 

0.8％
332.96

⑸
 

4.69％
池

田
町

・
吾

川
村

・
仁

淀
村

で
合

併
高

岡
郡

佐
川

町
13,223

⒁
 

1.8％
100.84

25
 

1.42％
高

岡
郡

越
知

町
5,906

⒅
 

0.8％
111.95

23
 

1.58％
広

域
圏

計
24,882

⑥
 

3.4％
545.75

⑦
 

7.68％
中

　
央

　
地

　
域

　
計

5
市

7
町

2
村

536,129
❶
 
73.1％

3,008.77
❶
 
42.35％

安
　

芸
（

旧
安

芸
広

域
市

町
村

圏
）

（
安

芸
広

域
市

町
村

圏
事

務
組

合
）

（
ふ

る
さ

と
市

町
村

圏
）

（
旧

安
芸

地
方

生
活

圏
）

（
地

域
経

済
基

盤
強

化
対

策
推

進
地

域
）

安
　

　
芸

（
安

芸
ブ

ロ
ッ

ク
）

室
戸

市
14,239

⒀
 

1.9％
248.30

⑾
 

3.49％
安

芸
市

17,944
⑽

 
2.5％

317.37
⑹

 
4.47％

安
芸

郡
東

洋
町

2,627
30

 
0.4％

74.10
29

 
1.04％

広
域

圏
計

34,810
⑤

 
4.8％

639.77
⑤

 
9.0％

中
芸

広
域

連
合

（
奈

半
利

町
・

田
野

町
・

安
田

町
・

北
川

村
・

馬
路

村
で

結
成

）

安
芸

郡
奈

半
利

町
3,359

27
 

0.5％
28.32

33
 

0.4％
安

芸
郡

田
野

町
2,763

29
 

0.36％
6.56

34
 

0.09％
安

芸
郡

安
田

町
2,790

28
 

0.38％
52.30

30
 

0.74％
安

芸
郡

北
川

村
1,349

32
 

0.18％
196.91

⒂
 

2.77％
安

芸
郡

馬
路

村
910

33
 

0.12％
165.52

⒅
 

2.33％
安

芸
郡

芸
西

村
3,863

24
 

0.53％
39.63

32
 

0.56％
広

域
圏

計
15,034

⑦
 

2.1％
489.24

⑧
 

6.89％
安

　
芸

　
地

　
域

　
計

2
市

4
町

3
村

49,844
❹
 

6.8％
1,129.01

❹
 
15.89％

高
　

幡
（

旧
高

幡
広

域
市

町
村

圏
）

（
高

幡
広

域
市

町
村

圏
事

務
組

合
）

（
ふ

る
さ

と
市

町
村

圏
）

（
旧

高
幡

地
方

生
活

圏
）

高
　

　
幡

須
崎

市
22,826

⑻
 

3.1％
135.46

⒆
 

1.91％
高

岡
郡

中
土

佐
町

7,199
⒃

 
0.98％

193.40
⒃

 
2.72％

中
土

佐
町

・
大

野
美

村
で

合
併

高
岡

郡
檮

原
町

3,639
25

 
0.496％

236.51
⑿

 
3.33％

高
岡

郡
津

野
町

6,070
⒄

 
0.8％

197.98
⒁

 
2.79％

葉
山

村
・

東
津

野
村

で
合

併
高

岡
郡

四
万

十
町

17,828
⑾

 
2.4％

642.09
⑴

 
9.04％

窪
川

町
・

大
正

町
・

十
和

村
で

合
併

高
　

幡
　

地
　

域
　

計
1
市

4
町

57,562
❸
③
 
7.9％

1,405.44
❸
②
 19.78％

幡
　

多
（

旧
幡

多
広

域
市

町
村

圏
）

（
幡

多
広

域
市

町
村

圏
事

務
組

合
）

（
ふ

る
さ

と
市

町
村

圏
）

（
旧

幡
多

地
方

生
活

圏
）

幡
　

　
多

（
幡

多
地

域
定

住
自

立
圏

）
（

宿
毛

市
と

四
万

十
市

の
複

眼
型

）

宿
毛

市
宣

言
中

心
市（

複
眼

）
21,309

⑼
 

2.9％
286.15

⑼
 

4.03％
土

佐
清

水
市

14,295
⑿

 
1.95％

266.56
⑽

 
3.75％

四
万

十
市

宣
言

中
心

市（
複

眼
）

34,757
⑶

 
4.7％

632.42
⑵

 
8.90％

中
村

市
・

西
土

佐
村

で
合

併
幡

多
郡

大
月

町
5,377

⒇
 

0.7％
103.02

24
 

1.45％
幡

多
郡

三
原

村
1,646

31
 

0.22％
85.35

28
 

1.20％
幡

多
郡

黒
潮

町
11,616

⒂
 

1.6％
188.47

⒄
 

2.65％
幡

　
多

　
地

　
域

　
計

3
市

2
町

1
村

89,000
❷
②
 12.1％

1,561.97
❷
①
 21.98％

4
地

区
9
地

区
/7

地
区

/5
地

区
11

市（
6
郡

）17
町

6
村

定
住

自
立

圏
2

732,535
全

国
45

位
7,105.19

全
国

19
位

1889（
明

治
22）年

：
1
市

・
2
町

・
194

村（
197

市
町

村
）

34
市

町
村

平
均

21,545
平

均
208.98

1959（
昭

和
34）年

：
9
市

・
21

町
・

26
村（

56）市
町

村
註

：
連

携
中

枢
都

市
圏

は
全

44
市

町
村

で
設

置
を

計
画

…
「

よ
く

わ
か

る
！

高
知

広
域

連
携

中
枢

都
市

圏
」（

https://www.city.kochi.kochi.jp/joho/upload/fi les/0109/yokuwakaru.pdf）参
照

　
　

 人
口

は
総

務
省

「【
総

計
】

平
成

29
年

住
民

基
本

台
帳

人
口

・
世

帯
数

、
平

成
28

年
度

人
口

動
態（

市
区

町
村

別
）」（

http://www.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/jichi_gyousei/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.htm
lを

参
照

し
て

整
理

し
た

。
　

　
面

積
は

「
人

口
・

面
積

・
人

口
密

度
」（

dem
ography.blog.fc2.com

/blog-entry-675.htm
l）を

参
照

し
て

整
理

し
た

。
　

　
広

域
行

政
や

市
町

村
の

変
遷

等
に

つ
い

て
は

高
知

県
総

務
部

市
町

村
振

興
課

『
高

知
県

市
町

村
便

覧
』

高
知

県
市

町
村

振
興

協
会

を
参

照
し

て
整

理
し

た
。

二
三
三



仁
淀
川
町
・
佐
川
町
・
越
知
町
で
構
成
さ
れ
る
「
高
吾
北
」
に
は
「
高
吾
北
広
域
町
村
事
務
組
合
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
二
市
四
町
三

村
で
構
成
さ
れ
る
「
安
芸
」
に
は
「
安
芸
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
が
、
一
市
五
町
で
構
成
さ
れ
る
「
高
幡
」
に
は
「
高
幡
広
域
市
町

村
圏
事
務
組
合
」
が
、
三
市
二
町
一
村
で
構
成
さ
れ
る
「
幡
多
」
に
は
「
幡
多
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
が
設
定
さ
れ
た
。

高
知
県
は
、
昭
和
の
大
合
併
で
誕
生
し
た
九
市
二
一
町
二
六
村
の
五
六
市
町
村
を
、
平
成
の
大
合
併
で
一
一
市
一
七
町
六
村
の
三
四
市

町
に
統
合
し
た
。
高
知
県
で
の
平
成
の
大
合
併
は
こ
れ
ま
で
の
市
町
村
を
六
〇
・
七
％
に
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
口

三
三
万
人
を
超
え
る
高
知
市
は
別
格
と
し
て
、
合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
人
口
一
〇
万
人
台
の
市
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
。

特
に
安
芸
地
域
で
は
合
併
は
一
件
も
な
く
、
幡
多
地
域
で
も
合
併
は
一
件
だ
け
で
一
村
減
少
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
高
知
県

内
市
町
村
の
平
均
人
口
は
二
万
一
五
四
五
人
で
し
か
な
く
、
徳
島
県
の
六
八
％
、
香
川
県
の
三
七
％
、
愛
媛
県
の
三
一
％
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
高
知
県
の
中
心
市
要
件
を
満
た
し
て
い
る
の
は
中
核
市
で
あ
る
高
知
市
と
南
国
市
だ
け
で
あ
る
。
高
知
市
は
宣
言
中
心
都
市
と

な
っ
た
が
、
南
国
市
は
高
知
市
が
中
核
市
と
な
る
高
知
中
央
広
域
定
住
自
立
圏
の
近
隣
市
町
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
中
心
市
宣
言
は
し
て
い

な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
幡
多
地
域
の
人
口
二
万
一
千
人
の
宿
毛
市
と
人
口
三
万
五
千
人
の
四
万
十
市
が
、
複
眼
都
市
と
し
て
宣
言
中
心

都
市
と
な
っ
て
い
る
。

高
知
県
の
四
地
域
を
比
較
す
る
と
、「
中
央
」
は
面
積
が
三
〇
〇
八
・
七
七
㎢
（
四
二
・
三
五
％：

全
体
で
一
位
）
で
人
口
は
五
三
万

六
一
二
九
人
（
七
三
・
一
％：

全
体
で
一
位
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
地
域
に
人
口
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
安
芸
」
は
面
積
が

一
一
二
九
・
〇
一
㎢
（
一
五
・
八
九
％：

四
位
）
で
あ
る
が
、
人
口
は
四
万
九
八
四
四
人
（
二
・
七
％：

四
位
）
し
か
お
ら
ず
極
端
に
人
口
が
少

な
い
地
域
と
な
っ
て
い
る
。「
高
幡
」
は
面
積
が
一
四
〇
五
・
四
四
㎢
（
一
九
・
七
八
％：

三
位
）
で
人
口
は
五
万
七
五
六
二
人
（
七
・
九
％：

三
位
）
で
あ
る
。「
幡
多
」
は
面
積
が
一
五
六
一
・
九
七
㎢
（
二
一
・
九
八
％：

二
位
）
で
人
口
は
八
万
九
〇
〇
〇
人
（
一
二
・
一
％：

二
位
）
と

二
三
四
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創
生
（
山
田
）

な
っ
て
い
る
。

「
中
央
」
四
地
域
の
内
、
高
知
市
・
南
国
市
・
香
南
市
・
香
美
市
で
構
成
さ
れ
る
「
高
知
中
央
」
は
、
面
積
が
一
〇
九
九
・
三
㎢

（
一
五
・
四
七
）
で
高
知
県
の
八
広
域
圏
の
な
か
で
は
三
番
目
の
広
さ
に
過
ぎ
な
い
が
、
人
口
は
四
四
万
二
五
三
五
人
（
五
七
・
七
％
）
で
第

一
位
と
な
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
一
五
％
強
の
面
積
に
県
民
の
六
割
近
く
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
県
庁
所
在
地
圏
域
へ
の
一
極
集
中
の

極
端
さ
が
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
圏
域
で
は
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
に
高
知
市
が
中
心
市
宣
言
し
、
高
知
中
央
広
域
定
住
自
立
圏
の

創
設
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
年
に
は
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
、
圏
域
で
の
生
活
環
境
の
整
備
に
邁
進
し
て
い
た
。
さ
ら
に

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
〇
月
か
ら
は
「
第
二
次
四
国
中
央
広
域
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
、
今
後
五
年
間
の
新
た

な
活
動
に
向
け
て
動
き
始
め
た
の
で
あ
る

（
13
）

。

三
、
高
知
県
の
連
携
中
枢
都
市
圏
の
特
色

総
務
省
は
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
の
目
的
を
、「
相
当
の
規
模
と
中
核
性
を
備
え
る
圏
域
の
中
心
都
市
が
近
隣
の
市
町
村
と
連
携
し
、

コ
ン
パ
ク
ト
化
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
『
経
済
成
長
の
け
ん
引
』、『
高
次
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化
』
及
び
『
生
活
関
連
機
能
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
』
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
も
一
定
の
圏
域
人
口
を
有
し
活
力
あ
る
社
会
経
済
を
維
持

す
る
た
め
の
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と

（
14
）

」
と
説
明
し
て
い
る
。
加
え
て
宣
言
連
携
中
枢
都
市
に
は
、「
原
則
と
し
て
、
少
な
く
と
も
経
済
的

結
び
つ
き
が
強
い
通
勤
通
学
割
合
が
〇
・
一
以
上
で
あ
る
全
て
の
市
町
村
と
連
携
協
約
締
結
の
協
議
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
当
初
の

連
携
中
枢
都
市
圏
形
成
ま
で
に
、
該
当
す
る
全
て
の
市
町
村
と
連
携
協
約
の
締
結
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
宣
言
連
携
中
枢

二
三
五



都
市
は
、
引
き
続
き
当
該
市
町
村
と
連
携
協
約
締
結
に
向
け
て
真
摯
に
協
議
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い

（
15
）

」
と
の
要
望
を
示
し
、
一
定
の
条

件
を
満
た
し
、
圏
域
を
形
成
す
る
こ
と
を
努
力
義
務
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。

同
時
に
総
務
省
は
、
連
携
中
枢
都
市
圏
形
成
に
係
る
連
携
協
約
を
締
結
す
る
近
隣
の
市
町
村
に
は
、「
宣
言
連
携
中
枢
都
市
と
近
接
し
、

経
済
、
社
会
、
文
化
又
は
住
民
生
活
等
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
市
町
村
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
関
係
市
町
村
に
お
い
て
、

こ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
は
自
主
的
に
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
言
連
携
中
枢
都
市
に
対
す
る
通
勤
通
学
割
合
が

〇
・
一
以
上
で
あ
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
宣
言
連
携
中
枢
都
市
か
ら
連
携
協
約
締
結
に
向
け
た
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
真
摯
に
検

討
し
判
断
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

（
16
）

」
と
の
条
件
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
総
務
省
が
一
定
要
件
を
満
た
す
区
域
内
に
分
散
す
る
過

疎
市
町
村
や
過
疎
地
域
を
含
め
た
地
域
生
活
圏
が
一
体
と
な
っ
て
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
社
会
の
将
来
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
を
求

め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背
景
に
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
が
あ
る

（
17
）

。

こ
う
し
た
総
務
省
の
要
請
を
受
け
て
、
高
知
県
は
「
高
知
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
」
は
「
県
内
の
一
定
範
囲
の
市
町
村
を
対
象
と
す
る

こ
と
で
、
高
知
県
全
体
の
け
ん
引
役
と
な
る
拠
点
を
形
成
す
る
も
の
」
を
単
位
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
通
勤
・
通
学
割
合

〇
・
一
以
上
の
近
隣
市
町
村
を
基
本
と
し
て
形
成
」
す
る
こ
と
に
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
高
知
市
と
通
勤
・
通
学
割
合
〇
・
一
以
上
の
近

隣
市
町
村
は 

安
芸
市
、
芸
西
村
、
南
国
市
、
香
南
市
、
香
美
市
、
本
山
町
、
大
豊
町
、
土
佐
市
、
い
の
町
、
佐
川
町
、
越
知
町
、
日
高
村
、

須
崎
市
の
六
市
・
五
町
・
二
村
の
一
三
市
町
村
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
面
積
は
二
五
五
〇
・
六
六
㎢
（
三
五
・
九
％
‥
高
知
市
の
面
積
を
加
え

る
と
四
〇
・
二
五
％
と
な
る
）
で
あ
り
、
人
口
は
二
二
万
三
三
五
四
人
（
三
〇
・
四
九
％
‥
高
知
市
の
人
口
を
加
え
る
と
七
〇
・
〇
九
％
と
な
る
）
と

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
総
務
省
の
要
件
に
適
合
さ
せ
た
場
合
、
こ
の
高
知
連
携
中
枢
都
市
圏
は
高
知
県
の
四
〇
％
強
の
面
積
と

七
〇
％
強
の
人
口
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
三
六
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し
か
し
高
知
連
携
中
枢
都
市
圏
は
、
高
知
市
、
安
芸
市
、
芸
西
村
、
南
国
市
、
香
南
市
、
香
美
市
、
本
山
町
、
大
豊
町
、
土
佐
町
、
大

川
村
、
土
佐
市
、
い
の
町
、
仁
淀
川
町
、
佐
川
町
、
越
知
町
、
日
高
村
、
須
崎
市
、
中
土
佐
町
、
津
野
町
の
七
市
・
九
町
・
三
村
の
一
九

市
町
村
で
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
の
面
積
は
三
七
九
六
・
三
三
㎢（
五
三
・
四
三
％
）
で
あ
り
、
人
口
は
五
八
万
四
五
三
人
（
七
九
・
二
四
％
）

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
総
務
省
の
要
件
に
適
合
さ
せ
た
場
合
、
高
知
県
の
五
〇
％
強
の
面
積
と
八
〇
％
弱
の
人
口
が
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
「
対
象
と
す
る
市
町
村
は
概
ね
五
〇
㎞
圏
内
に
位
置
し
て
お
り
、
ま
た
、
国
が
示
し
た
指
標
で
あ
る
通
勤
・
通

学
割
合
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
本
市
と
経
済
、
社
会
、
文
化
的
な
結
び
つ
き
が
強
い
と
思
わ
れ
る
一
八
市
町
村
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
便
益
の
共
有
も
可
能
」
と
判
断
し
た
た
め
と
説
明
し
て
い
る
。

中
核
市
で
あ
る
高
知
市
は
、「
連
携
中
枢
都
市
宣
言
」
を
し
て
「
高
知
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
」
を
確
立
す
る
た
め
の
作
業
に
入
っ
た
。

全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
一
二
月
に
広
域
連
携
事
業
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
作
業
に

入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
中
枢
都
市
圏
設
立
に
向
け
て
、
高
知
県
内
で
は
高
知
市
・
市
町
村
・
県
の
担
当
課
が
事
業
調
整
チ
ー
ム
を
結

成
し
、
連
携
協
約
や
（
都
市
圏
…
筆
者
加
筆
）
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
向
け
た
調
整
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
高
知
市
・
市
町
村
の
企
画
担
当

者
会
議
が
ビ
ジ
ョ
ン
案
や
連
携
協
約
の
調
整
等
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
一
一
月
に
連
携
中
枢
都
市
圏
ビ

ジ
ョ
ン
懇
談
会
が
（
都
市
）
ビ
ジ
ョ
ン
案
を
最
終
確
認
し
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
末
か
ら
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
初
め
、
す
な

わ
ち
平
成
二
八
年
度
末
に
連
携
協
約
締
結
・（
都
市
圏
）
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
を
承
認
す
る
連
携
協
約
締
結
式
を
経
て
実
施
に
移
す
予
定
と
な
っ

て
お
り
、
連
携
協
約
締
結
に
合
わ
せ
て
「
高
知
中
央
広
域
定
住
圏
形
成
協
約
」
が
廃
止
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る

（
18
）

。
し
か
し
、

二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
一
〇
月
現
在
、
準
備
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
協
定
締
結
式
の
実
施
予
定
や
そ
の
度
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

二
三
七



し
か
し
高
知
県
は
高
知
市
圏
域
一
極
集
中
化
が
強
く
、「
安
芸
」
地
域
か
ら
は
高
知
市
に
近
接
す
る
安
芸
市
と
芸
西
町
だ
け
が
連
携
中

枢
都
市
圏
に
参
加
し
た
場
合
、
残
り
の
一
市
・
四
市
・
三
町
（
人
口
二
万
五
千
強
）
で
の
地
方
創
生
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
高
知
連

携
中
枢
都
市
圏
で
は
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
一
〇
月
に
、
高
知
県
と
県
内
全
市
町
村
が
一
体
化
し
た
連
携
中
枢
都
市
圏
の
創
設
に
踏

み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
多
く
の
県
内
市
町
村
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
組
の
相
乗
効
果
が
大
き
く
な
り
高
知

市
へ
の
波
及
効
果
が
期
待
で
き
る
」
こ
と
と
、「
通
勤
通
学
割
合
に
鑑
み
た
設
定
で
は
な
く
、
全
市
町
村
と
の
連
携
を
念
頭
に
置
き
、
全

体
的
な
県
勢
浮
揚
を
打
ち
出
す
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
「
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
高
知
県
の
人
口
は
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
に
は
約
七
六
万
四
千
人
で
し
た
が
、

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
は
約
七
二
万
八
千
人
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
五
年
間
で
約
三
万
六
千
人
が
減
少
し
て
い
る
ん
で
す
。
減
少

率
は
約
四
・
七
％
で
、
全
都
道
府
県
で
（
秋
田
県
、
福
島
県
、
青
森
県
に
次
ぐ
）
ワ
ー
ス
ト
四
位
と
い
う
結
果
で
し
た
。
今
後
も
こ
の
傾
向
は

続
き
、
二
〇
四
〇
（
平
成
五
二
）
年
に
は
約
五
三
万
六
千
人
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
と
比
較
し
た
減

少
率
は
約
二
九
・
八
で
す

（
19
）

」
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
高
知
市
は
、「
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
推
進
要
綱
【
県
と
の
連
携
に
よ
る
事

業
推
進
】」
に
お
い
て
、「
県
内
全
市
町
村
と
の
圏
域
形
成
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
日
頃
か
ら
市
町
村
政
と
各
種
の
施
策
を
推
進
し
て
い
る

『
県
』
に
も
参
画
い
た
だ
き
、
連
携
事
業
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
県
本
庁
だ
け
で
な
く
、
各
『
産
業

振
興
推
進
地
域
本
部
』
に
連
携
事
業
の
検
討
に
際
し
て
、
各
市
町
村
と
の
連
携
・
調
整
役
と
し
て
参
画
い
た
だ
く

（
20
）

」
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
論
じ
、
高
知
県
の
県
内
全
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て
、
県
の
協
力
も
得
て
構
想
を
実
現
し
て
い
く
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
度
末
時
点
の
広
域
連
携
中
枢
都
市
は
二
五
市
で
あ
り
、
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
は
二
三
圏
と
な
っ
て
い
る
。

二
三
八
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参
加
市
町
村
は
全
国
で
二
〇
六
市
町
村
で
あ
り
、
一
圏
域
平
均
八
・
九
六
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
一
七
圏
域
の
構
成
市
町
村
数
は

一
〇
以
下
と
な
っ
て
い
る

（
21
）

。
最
多
は
広
島
市
を
連
携
中
心
都
市
と
す
る
広
島
広
域
都
市
圏
の
二
四
市
町
で
あ
り
、
最
少
は
合
併
一
市
圏
域

で
あ
る
下
関
市
連
携
中
心
都
市
圏
の
一
市
で
あ
る
。
二
三
圏
域
総
人
口
は
一
八
九
三
万
五
七
六
六
人
で
あ
り
、
一
圏
域
平
均
八
二
万

三
二
九
四
人
で
あ
る
。
最
多
人
口
の
圏
域
は
広
島
広
域
都
市
圏
の
二
三
二
万
四
七
五
六
人
で
あ
り
、
最
少
は
下
関
市
連
携
中
枢
都
市
圏
の

二
六
万
八
五
一
七
人
で
あ
る
が
、
複
数
の
市
町
村
で
構
成
さ
れ
る
連
携
中
枢
都
市
圏
で
の
最
少
は
、
八
市
町
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
八
戸

圏
域
連
携
中
枢
都
市
圏
の
三
二
万
三
千
人
で
、
高
知
市
の
総
人
口
（
三
三
万
三
千
人
）
は
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
。
二
百
万
人
を
超
え
て

い
る
の
は
広
島
広
域
都
市
圏
だ
け
で
あ
る
。

連
携
中
心
都
市
が
人
口
百
万
人
を
超
え
て
い
る
の
も
一
一
九
万
四
〇
三
四
人
の
広
島
市
だ
け
で
あ
る
。
圏
域
人
口
が
百
万
人
を
超
え
て

い
る
の
は
播
磨
圏
域
連
携
中
枢
都
市
圏
（
連
携
中
心
都
市：

姫
路
市
・
五
三
万
人
）、
熊
本
連
携
中
心
都
市
圏
（
熊
本
市
・
七
四
万
人
）、
北
九

州
都
市
圏
域
（
北
九
州
市
・
九
六
万
人
）、
し
ず
お
か
中
部
連
携
中
枢
都
市
圏
（
静
岡
市
・
七
〇
万
人
）、
新
潟
広
域
都
市
圏
（
新
潟
市
・
八
一
万

人
）、
岡
山
連
携
中
枢
都
市
圏
（
岡
山
市
・
七
二
万
人
）
の
六
圏
域
と
な
っ
て
い
る
。
連
携
中
枢
都
市
の
総
人
口
は
一
二
〇
二
万
九
一
一
四

人
で
あ
り
、
複
眼
二
地
域
も
一
体
化
し
た
一
つ
の
市
と
判
断
し
二
三
都
市
と
み
な
し
た
場
合
、
そ
の
平
均
人
口
は
五
三
万
人
で
あ
る
が
、

総
人
口
百
万
人
台
六
圏
域
の
連
携
中
枢
都
市
の
平
均
人
口
は
七
四
万
五
千
人
で
、
ほ
ぼ
高
知
県
の
総
人
口
（
七
三
万
二
千
人
）
と
類
似
し

た
数
字
と
な
っ
て
い
る

（
22
）

。

こ
の
よ
う
に
高
知
市
は
、「
県
庁
所
在
地
で
あ
る
高
知
市
に
人
口
や
県
内
の
経
済
活
動
の
多
く
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
高
知
市
と
他

市
町
村
と
の
社
会
的
・
経
済
的
な
つ
な
が
り
が
強
く
、
相
互
に
補
完
す
る
関
係
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
圏
域
に
含
ま
れ
な
い
市
町
村
が

生
じ
た
場
合
、
単
独
で
の
産
業
振
興
や
生
活
利
便
性
の
確
保
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
県
内
全
市
町
村
を
圏
域
と
し
た
連
携
中

二
三
九



枢
都
市
圏
を
形
成
し
、
県
内
全
市
町
村
で
一
体
と
な
っ
て
人
口
減
少
対
策
や
産
業
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
判
断
し

（
23
）

」

全
県
を
領
域
と
す
る
連
携
中
枢
都
市
圏
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
高
知
市
は
「
こ
れ
ま
で
に
高
知
県
が
培
っ
て
き
た
各
市

町
村
と
の
連
携
・
強
調
の
素
地
を
活
か
し
て
高
知
県
と
も
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
圏
域
の
経
済
成
長
の
け
ん
引
や
都
市
機
能
の
集
積
・

強
化
に
向
け
た
取
組
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
、
高
知
県
全
体
の
発
展
に
つ
な
が
る
最
も
効
果
的
な
方
策
で
あ
る
と
考
え
て

（
24
）

」
い

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
知
県
も
県
の
特
徴
的
な
状
況
を
踏
ま
え
、
県
の
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
に
対
す
る
姿
勢
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
以
下
の
三
項

目
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

1　

本
県
は
中
山
間
地
域

（
25
）

な
ど
多
く
の
地
域
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
地
域
の
活
性
化
な
し
に
は
高
知
市
は
も
と
よ
り
県
勢
の

発
展
は
な
い
。

2　

高
知
市
は
県
内
人
口
の
約
五
割
が
集
中
し
て
お
り
、
高
知
市
が
有
す
る
人
や
も
の
の
流
れ
の
ハ
ブ
機
能
や
大
き
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を

県
内
各
地
域
の
産
業
振
興
に
生
か
せ
る
こ
と
か
ら
、
高
知
市
を
連
携
中
枢
都
市
と
し
て
県
内
全
域
（
三
三
市
町
村
）
で
の
連
携
中
枢

都
市
圏
形
成
を
目
指
す
。

3　

市
町
村
政
と
の
連
携
・
強
調
し
各
種
の
施
策
を
推
進
し
て
い
る
県
も
主
体
的
に
参
画
し
、
各
施
策
を
よ
り
効
率
的
な
も
の
に
し
て

い
く
。（
県
と
高
知
市
の
連
携
協
定
も
想
定

（
26
））

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
高
知
県
と
高
知
市
の
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
の
全
県
的
な
対
応
に
か
け
る
期
待
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
実
施
が
決
ま

れ
ば
高
知
県
の
都
道
府
県
と
し
て
の
独
自
性
や
特
性
が
生
み
出
し
た
新
し
い
形
の
圏
域
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

二
四
〇
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四
、
地
方
創
生
に
向
け
た
国
の
方
針
と
政
策

現
在
の
地
方
創
生
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
七
月
に
国
土
交
通
省
が
策
定
し
た
「
国
土
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇
〜
対
流
促
進
型
国
土
の
形
成
〜
」（「
国
土
形
成
計
画
（
全
国
計
画
）」）
で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
戦
後
七
番
目

の
国
土
計
画
と
な
る
「
対
流
促
進
型
国
土
」
形
成
計
画
で
あ
り
、「
本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
国
土
計
画
」
で
あ

る
。
計
画
期
間
が
二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
二
五
年
の
一
〇
年
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
期
間
は
「
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
前
後
に
わ
た
る
『
日
本
の
運
命
を
決
す
る
一
〇
年
』
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が

（
27
）

、
二
〇
二
五
年

は
団
塊
の
世
代
が
全
て
七
五
歳
を
超
え
、「
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
、
一
般
会
計
の
三
割
超
を
占
め
る
社
会
保
障
給
付
費
は
増
加
し
て
い

る
。
国
民
医
療
費
は
二
〇
〇
八
年
度
の
三
四
・
八
兆
円
か
ら
、
二
〇
二
五
年
に
は
五
二
・
三
兆
円
、
老
人
医
療
費
も
一
一
・
四
兆
円
か
ら
、

二
四
・
一
兆
円
に
ま
で
増
加
す
る
見
通
し

（
28
）

」
と
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
る
。

「
対
流
促
進
型
国
土
」
に
い
う
「
対
流
」
は
、「
多
様
な
個
性
を
持
つ
様
々
な
地
域
が
相
互
に
連
携
し
て
生
じ
る
地
域
間
の
ヒ
ト
、
モ
ノ
、

カ
ネ
、
情
報
の
双
方
向
の
活
発
な
動
き
」
で
あ
る
。
対
流
の
対
象
と
な
る
地
域
は
「
農
山
漁
村
地
域
」
と
「
研
究
・
教
育
地
域
」
と
「
都

市
地
域
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
流
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
海
外
」
と
も
対
流
す
る
国
土
の
姿
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。「
東

京
一
極
集
中
の
是
正
」
に
は
「
魅
力
あ
る
地
方
の
創
出
と
東
京
の
国
際
競
争
力
向
上
が
必
要
」
と
さ
れ
、「
ロ
ー
カ
ル
に
輝
き
、
グ
ロ
ー

バ
ル
に
羽
ば
た
く
国
土
」
の
形
成
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

「
個
性
あ
る
地
方
の
創
生
」
に
お
い
て
は
、「
地
域
発
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
の
創
出
と
「
起
業
増
加
町
」
の
醸
成
、
移
住
・
住
み
替
え
や

二
地
域
居
住
も
想
定
し
た
「
人
の
対
流
」
の
推
進
、
小
さ
な
拠
点
の
形
成
、
公
共
交
通
を
挟
ん
だ
「
都
市
機
能
誘
導
区
域
」
と
「
居
住
誘

二
四
一



導
区
域
」
の
配
置
を
通
じ
た
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
形
成
、
複
数
の
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ぶ
連
携
中
枢
都
市
圏
の

形
成
な
ど
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他
方
「
活
力
あ
る
大
都
市
圏
の
整
備
」
で
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
む
創
造
の
場
と
し
て
の
機
能
向

上
や
災
害
に
強
い
大
都
市
圏
の
形
成
、
急
増
す
る
高
齢
人
口
へ
の
対
応
や
安
心
し
て
子
供
を
産
み
育
て
る
た
め
の
環
境
整
備
な
ど
が
目
的

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
躍
の
拡
大
」
で
は
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
機
能
の
強
化
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
に
よ
る
「
ス
ー

パ
ー
・
メ
ガ
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
形
成
の
構
想
づ
く
り
、
日
本
海
・
太
平
洋
二
面
活
用
国
土
の
形
成
、
観
光
立
国
に
対
応
し
た
国
土
づ
く
り
な

ど
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
北
海
道
と
沖
縄
を
除
い
た
地
域
を
八
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
広
域
地
方
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
る

（
29
）

。

同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
八
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
第
五
次
国
土
利
用
計
画
（
全
国
計
画
）」
で

あ
る
。
国
土
利
用
計
画
は
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
に
成
立
し
た
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年

の
第
一
次
計
画
は
「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
と
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
の
第
二
次
計
画
は
「
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」

と
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
の
第
三
次
計
画
は
「
二
一
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
（
五
全
総
）」
と
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）

年
の
第
四
次
計
画
は
「
国
土
形
成
計
画
（
六
全
総
）」
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
り
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
安
定
成
長
期
に
移
行
し
た
今

後
の
日
本
の
国
土
利
用
を
模
索
し
た
計
画
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
五
次
国
土
利
用
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
）
は
「
国
土
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇
（
七
全
総
）」
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
人
口
減
少
下
に
お
い
て
初
め
て
作
成
さ
れ
た
計
画
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
国
土
の
安
全
性
を
高
め
、
持
続
可
能
で
豊
か
な
国
土
を
形
成
す
る
国
土
利
用
を
目
指
す
」
も
の
で
あ
る

（
30
）

。

「
計
画
」
の
中
の
「
国
土
利
用
の
目
指
す
べ
き
方
向
」
の
第
一
項
目
に
「
適
切
な
国
土
管
理
を
実
現
す
る
国
土
利
用
」
を
置
き
、
そ
こ

で
は
「
都
市
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
に
向
け
た
居
住
、
都
市
機
能
等
の
中
心
部
や
生
活
拠
点
等
へ
の
誘
導
」、「
農
用
地
の
確
保
と
良
好
な
管

二
四
二
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理
」、「
森
林
の
整
備
・
保
全
」、「
資
源
等
を
持
続
可
能
な
形
で
利
活
用
」
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
計
画
」
で
は
日
本
の
国
土
は
表
2
の

通
り
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
現
在
で
、
農
地
が
四
五
五
万
ha
で
国
土
全
体
の
一
二
％
、
森
林
が
二
五
〇
五
万
ha
で
六
六
・
三
％
、
原

野
が
三
四
万
ha
で
〇
・
九
％
、
水
面
・
河
川
・
水
路
が
一
三
四
万
ha
で
三
・
五
％
、
道
路
が
一
三
七
万
ha
で
三
・
六
％
、
宅
地
が
一
九
〇
万

ha
で
五
・
〇
％
、
そ
の
他
が
三
二
四
万
ha
で
八
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
二
〇
二
五
年
に
農
地
は
面
積
が
一
五
万
ha
減
少
し
構
成
比

も
〇
・
四
％
減
少
す
る
の
に
対
し
て
、
森
林
は
四
万
ha
増
で
〇
・
一
％
増
、
水
面
・
河
川
・
水
路
は
一
万
ha
増
で
〇
・
一
％
増
、
道
路
は
五

万
ha
増
で
〇
・
二
％
増
、
そ
の
他
は
五
万
ha
増
で
〇
・
一
％
増
程
度
と
な
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
か
ら
は
、
大
き
な
社

会
的
な
変
動
は
求
め
ず
、
現
在
の
国
土
の
利
用
形
態
や
環
境
な
ど
の
維
持
が
目
標
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
人
口
集
中

地
区
（
市
街
地
）
が
六
万
ha
減
少
す
る
こ
と
は
、
人
口
減
に
よ
る
市
街
地
そ
の
も
の
の
減
少

と
、
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
化
に
よ
る
市
街
地
の
区
域
縮
小
政
策
の
影
響
等
を
考
慮
し
て
い
る
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
計
画
」
で
は
、
地
域
類
型
を
「
都
市
」、「
農
山
漁
村
」、「
自
然
維
持
地
域
」

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
な
利
用
区
分
の
国
土
利
用
基
本
方
向
を
示
し
て
い
る
。「
都
市
」

の
最
初
の
項
目
の
「
地
方
都
市
や
大
都
市
の
郊
外
部
等
」
に
お
い
て
は
、「
人
口
減
少
下
に

お
い
て
も
必
要
な
機
能
を
確
保
し
、
環
境
負
荷
の
少
な
い
安
全
で
暮
ら
し
や
す
い
都
市
を
形

成
す
る
た
め
、
居
住
や
都
市
機
能
等
の
集
約
化
、
連
携
・
分
担
に
よ
る
効
率
的
な
土
地
利
用

等
を
推
進
」
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
農
山
漁
村
」
の
第
一
項
目
の
「
地
域
社
会
の

維
持
と
良
好
な
国
土
管
理
」
で
は
、「
農
山
漁
村
が
国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
と
の
認
識
の

表 2　国土の利用区分ごとの規模の目標
平成 24 年
（万 ha）

平成 37 年
（万 ha）

構成比（％）
24 年 37 年

農地 455 440 12.0 11.6
森林 2,506 2,510 66.3 66.4
原野等 34 34 0.9 0.9
水面・河川・水路 134 135 3.5 3.6
道路 137 142 3.6 3.8
宅地 190 190 5.0 5.0
　　住宅地 116 116 3.1 3.1
　　工業用地 15 15 0.4 0.4
　　その他の宅地 59 59 1.6 1.6
その他 324 329 8.6 8.7
合計 3,780 3,780 100.0 100.0

（参考）人口集中地区
（市街地） 127 121 － －

国土交通省「第 5 次国土利用計画（全国計画）」資料 5 より抜粋
（http://www.mlit.go.jp/common/001118985.pdf）
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下
、
良
好
な
生
活
環
境
の
整
備
、
農
林
水
産
業
の
高
付
加
価
値
化
等
に
よ
る
雇
用
促
進
等
に
よ
り
、
健
全
な
地
域
社
会
を
構
築
」
す
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
項
目
と
し
て
「
小
さ
な
拠
点
の
形
成
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
自
然
維
持
地
域
」
項
目
は
「
優
れ

た
自
然
環
境
の
保
全
」
と
「
生
物
多
様
性
の
取
組
の
社
会
へ
の
浸
透
」
が
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
31
）

。

「
小
さ
な
拠
点
」
は
「
小
学
校
区
な
ど
の
複
数
の
集
落
が
集
ま
る
基
礎
的
な
生
活
圏
の
中
で
、
分
散
し
て
い
る
様
々
な
生
活
サ
ー
ビ
ス

や
地
域
活
動
の
場
な
ど
を
『
合
わ
せ
技
』
で
つ
な
ぎ
、
人
や
モ
ノ
、
サ
ー
ビ
ス
の
循
環
を
図
る
こ
と
で
、
生
活
を
支
え
る
新
し
い
地
域
運

営
の
仕
組
み
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
取
り
組
み

（
32
）

」
で
あ
る
。
小
さ
な
拠
点
は
中
山
間
地
等
の
分
散
す
る
小
集
落
郡
の
中
心
（「
基
幹
集
落
」）

と
な
る
地
域
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
や
デ
ィ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
な
ど
で
周
辺
の
集
落
を
結
び
、
生
活
の
足
に
困
る
高
齢
者
な
ど
も
安
心

し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
生
活
圏
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
集
落
生
活
圏
」
の
形
成
を
目
的
と
し
た
取
り
組
み
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
拠
点
を

中
心
と
す
る
ふ
る
さ
と
集
落
生
活
圏
を
動
か
す
た
め
の
組
織
が
「
地
域
運
営
組
織
」
で
あ
る
。

総
務
省
「
暮
ら
し
を
支
え
る
地
域
運
営
組
織
に
関
す
る
研
究
会
」
は
、
地
域
運
営
組
織
を
「
地
域
の
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
地
域
で
暮

ら
す
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
、
地
域
内
の
様
々
な
関
係
主
体
が
参
加
す
る
協
議
組
織
が
定
め
た
地
域
経
営
の
指
針
に
基
づ
き
、

地
域
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
を
持
続
的
に
実
践
す
る
組
織

（
33
）

」
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
内
閣
府
は
、『
持
続
可
能
な
地
域
を
つ

く
る
た
め
、「
地
域
デ
ザ
イ
ン
」（
今
後
も
そ
の
集
落
で
暮
ら
す
た
め
に
必
要
な
、
み
ず
か
ら
働
く
た
め
の
見
取
り
図
）
に
基
づ
き
、
地
域
住
民
自

ら
が
主
体
と
な
っ
て
、
地
域
住
民
や
地
元
事
業
体
の
話
し
合
い
の
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
生
活
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

や
域
外
か
ら
の
収
入
確
保
な
ど
の
地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
た
事
業
等
に
つ
い
て
、
多
機
能
型
の
取
組
を
持
続
的
に
行
う
た
め
の
組
織

（
34
）

』

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
小
さ
な
拠
点
は
、
地
域
空
間
す
な
わ
ち
ふ
る
さ
と
集
落
生
活
圏
の
「
小
さ
な
拠
点
」
で
あ
り
、
拠
点
を
含

め
て
広
域
的
に
集
落
を
束
ね
る
い
わ
ゆ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
小
さ
な
拠
点
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
35
）

。
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内
閣
府
は
、「
平
成
二
八
年
一
〇
月
現
在
、
全
国
で
七
二
二
か
所
形
成
さ
れ
て
い
る
『
小
さ
な
拠
点
』
を
一
〇
〇
〇
か
所
と
す
る
こ
と

を
目
指
し
、
引
き
続
き
、
既
存
施
設
等
を
活
用
し
て
日
常
生
活
に
必
要
な
機
能
・
サ
ー
ビ
ス
を
集
約
・
確
保
し
、
集
落
生
活
圏
内
外
を
交

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ぶ
こ
と
等
に
よ
り
持
続
的
な
地
域
の
形
成
を
推
進
す
る
」
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、「
取
組
に
当
た
っ
て

は
、
道
の
駅
の
活
用
や
官
民
連
携
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
『
ひ
と
』
を
呼
び
込
む
た
め
、
若
い
世
代
を
中
心
に
都
市
部
か
ら
過

疎
地
域
等
の
地
方
へ
移
住
し
よ
う
と
す
る
『
田
園
回
帰
』
を
促
進
す
る
よ
う
、
実
態
把
握
や
要
因
分
析
の
ほ
か
、
移
住
者
向
け
の
支
援
体

制
の
整
備
（
相
談
窓
口
や
お
試
し
居
住
、
住
宅
紹
介
等
）
等
に
向
け
た
普
及
啓
発
を
図
る
」
と
し
て
い
る

（
36
）

。
高
度
経
済
成
長
期
の
「
過
疎
」
す

な
わ
ち
「
人
の
空
洞
化
」
か
ら
、
安
定
成
長
期
の
「
中
山
間
地
域
」
問
題
が
生
ん
だ
「
土
地
の
空
洞
化
」
を
抱
え
た
ま
ま
、「
限
界
集
落
」

す
な
わ
ち
「
む
ら
の
空
洞
化
」
に
苦
悩
す
る
過
疎
化
に
苦
し
む
中
山
間
地
の
、
限
界
集
落
に
対
す
る
政
府
の
対
策
の
一
つ
の
方
向
性
を
示

し
た
も
の
と
い
え
る

（
37
）

。

内
閣
府
は
、「
小
さ
な
拠
点
」
の
地
域
運
営
組
織
に
つ
い
て
、「
地
域
運
営
組
織
の
持
続
的
な
取
組
の
支
援
」
策
と
し
て
、「
三
〇
〇
〇

団
体
の
形
成
を
目
指
す
地
域
運
営
組
織
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
八
年
度
に
三
〇
七
一
団
体
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
地
域

運
営
組
織
の
量
的
拡
大
・
質
的
向
上
に
向
け
て
、
…　

略　

…　

人
材
の
育
成
・
確
保
、
資
金
の
確
保
、
事
業
実
施
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
取
得

等
の
促
進
を
図
る
」
と
と
も
に
、「
地
域
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
地
域
運
営
組
織
の
法
人
化
を
促
進
す
る
た
め
、
各
種
法
人
制
度

の
理
解
や
周
知
を
進
め
る
と
も
に
、
特
に
、
有
識
者
会
議
最
終
報
告
を
踏
ま
え
、
地
縁
型
組
織
の
法
人
化
の
促
進
に
向
け
て
、
更
に
具
体

的
な
検
討
を
進
め
る
」
こ
と
な
ど
を
強
調
し
て
い
る

（
38
）

。
法
人
形
態
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
営
利
法
人
は
会
社
法
が
規
定
す
る

株
式
会
社
と
合
同
会
社
、
非
営
利
法
人
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
が
規
定
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
（
認
定
を
含
む
）・
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
が
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
・
地
方
自
治
法
が
規
定
す
る
認
可
地
縁
団
体
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

（
39
）

。
二
四
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都
市
部
に
お
け
る
都
市
再
生
は
、
一
部
の
地
域
で
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た

「
立
地
適
正
化
計
画
」
制
度
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
改
正
は
、「
都
市
の
国
際
競
争
力
及
び
防
災
機
能
を
強
化
す
る
と
と

も
に
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
し
、
都
市
の
再
生
を
図
る
た
め
、
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資
す
る
都
市
開
発
事
業
の

促
進
を
図
る
た
め
の
金
融
支
援
制
度
の
拡
充
、
非
常
用
の
電
気
又
は
熱
の
供
給
施
設
に
関
す
る
協
定
制
度
の
創
設
、
特
定
用
途
誘
導
地
区

に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
る
べ
き
事
項
の
追
加
等
の
措
置
を
講
ず
る

（
40
）

」
こ
と
を
目
的
の
一
部
と
し
て
い
る
。
改
正
の
要
点
は
、

「
初
め
て
『
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
』
と
『
公
共
交
通
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
の
連
携
を
具
体
的
に
措
置
し
た
」
こ
と
と
、「『
コ

ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
』
を
進
め
る
た
め
に
は
、
居
住
や
福
祉
な
ど
の
民
間
の
施
設
や
活
動
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
市
全
体
を

見
渡
し
な
が
ら
そ
の
誘
導
を
図
る
こ
と
に
、
初
め
て
焦
点
を
当
て
た
」
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
国
土
交
通
省
は
、「
立
地
適
正
化

計
画
の
意
義
と
役
割
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「 

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
推
進
」
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
立
地
適
正
化
計
画
の
区
域
は
、
都
市
計
画
区
域
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
都
市
計
画
区
域
全
体
と
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

ま
た
、
立
地
適
正
化
計
画
区
域
内
に
、
居
住
誘
導
区
域
と
都
市
機
能
誘
導
区
域
の
双
方
を
定
め
る
と
共
に
、
居
住
誘
導
区
域
の
中
に
都
市

機
能
誘
導
区
域
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
都
市
機
能
誘
導
区
域
は
、
医
療
・
福
祉
・
商
業
等
の
都
市
機
能
を
都
市
の
中
心
拠
点
や

生
活
拠
点
に
誘
導
し
集
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
的
な
提
供
を
図
る
区
域
で
あ
る
。
居
住
誘
導
区
域
は
、

人
口
減
少
の
中
に
あ
っ
て
も
一
定
エ
リ
ア
に
お
い
て
人
口
密
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
サ
ー
ビ
ス
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
持
続
的

に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
居
住
を
誘
導
す
べ
き
区
域
で
あ
る
。
他
に
空
き
地
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
が
、
相
当
数
の
住
宅
が
存
在
す
る
既
存
集

落
や
住
宅
団
地
等
に
お
い
て
跡
地
等
の
適
正
な
管
理
を
必
要
と
す
る
跡
地
等
管
理
区
域
、
歩
行
者
の
移
動
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
向

上
の
た
め
の
駐
車
場
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
駐
車
場
配
置
適
正
化
区
域
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。

二
四
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こ
う
し
た
計
画
は
、
現
実
に
は
隣
接
市
町
村
と
の
協
調
・
連
携
が
重
要
と
な
る
た
め
、
都
道
府
県
に
は
立
地
適
正
化
計
画
を
作
成
し
て

い
る
市
町
村
の
意
見
に
配
慮
し
、
広
域
的
な
調
整
を
含
ん
だ
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
作
成
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
の
地
方
創
生
の
新
展
開
の
「
ま
ち
」
を
つ
く
る
の
項
目
で
は
、
立
地
適
正
化
計
画
を
作
成
す
る
市
町
村
数
を

一
五
〇
都
市
と
し
、
前
年
度
末
ま
で
に
一
〇
〇
都
市
が
作
成
し
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
七
月
三
一
日
時

点
で
は
、
立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
具
体
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
都
市
は
三
五
七
市
町
で
あ
り
、
そ
の
中
で
都
市
機
能
誘
導
区

域
、
居
住
誘
導
区
域
と
も
設
定
し
た
の
は
六
〇
市
・
六
町
の
六
六
市
町
で
あ
り
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
の
み
を
設
定
し
た
の
は
四
六
市
で

あ
り
、
合
計
一
〇
六
市
・
六
町
の
一
一
二
市
町
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
過
疎
地
域
を
含
め
た
合
併
を
行
っ
た
都

市
部
で
の
、
区
域
指
定
を
通
じ
た
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
推
進
が
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る

（
41
）

。

五
、
四
国
四
県
お
よ
び
県
内
市
町
村
と
国
の
地
方
創
生
策

日
本
の
地
域
の
状
況
は
、
過
密
・
過
疎
現
象
、
三
大
都
市
圏
へ
の
人
口
集
中
、
東
京
一
極
集
中
と
首
都
機
能
移
転
論
等
が
議
論
さ
れ
、

地
域
格
差
の
是
正
を
前
提
と
し
た
七
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画
が
提
示
さ
れ
実
施
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
現
在
で
は
地
域
格
差
の

拡
大
化
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
る
ほ
ど
東
京
（
東
京
圏：

東
京
都
・
神
奈
川
県
・
埼
玉
県
・
千
葉
県
）
一
極
集
中
が
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
現
在
総
人
口
一
億
二
七
九
〇
万
人
の
内
、
市
区
部
に
九
一
・
三
％
の
一
億
一
六
七
六
万
人
が
住
ん
で
お
り
、
町
村
部
に
は
わ
ず

か
八
・
七
％
の
一
一
一
五
万
人
し
か
住
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
三
大
都
市
圏
に
は
五
一
・
七
％
の
六
六
一
七
万
人
が
住
ん
で
お
り
、
東
京

二
四
七



都
だ
け
で
も
一
〇
・
六
％
に
あ
た
る
一
三
五
三
万
人
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
三
大
都
市
圏
を
除
く
地
域
に
は
多
く
の
条
件
不
利
市
町
村

（
42
）

が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
「『
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

2
0
5
0
〜
対
流
促
進
型
国
土
の
形
成
〜
』（
平
成
二
六
年
七
月
四
日
）
や
平
成
二
七
年
八
月
一
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
『
国
土
形
成
計

画
（
全
体
計
画
）』
に
お
い
て
は
、『
対
流
促
進
型
国
土
』
の
形
成
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
施
策
を
具
体
的
に
推
進
す
る
上
で
、
特
に
人
口

減
少
・
高
齢
化
が
進
む
過
疎
地
域
等
に
お
い
て
は
、
基
幹
集
落
に
生
活
機
能
等
を
集
め
た
「
小
さ
な
拠
点
」
を
核
と
し
、
周
辺
集
落
と
の

ア
ク
セ
ス
手
段
を
確
保
し
た
『
ふ
る
さ
と
集
落
生
活
圏
』
の
形
成
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
集
落
の
再
生
・
活
性
化
を
図
る

（
43
）

」
地
域
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
地
域
を
多
く
抱
え
て
い
る
四
国
四
県
の
将
来
の
人
口
予
測
は
表
3
の
通
り
で
あ
る
。
四
国
四
県
各
市
町
村
の
活
動
の

歴
史
や
現
状
あ
る
い
は
将
来
計
画
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。

表
3　
四
国
四
県
の
将
来
推
計
人
口

地
　

域
総

人
口（

1,000
人

）
指

数（
平

成
22

年
=100）

平
成

22
年

全
国

順
位

平
成

27
年

全
国

順
位

平
成

32
年

全
国

順
位

平
成

37
年

全
国

順
位

平
成

42
年

全
国

順
位

平
成

47
年

全
国

順
位

平
成

52
年

全
国

順
位

平
成

37
年

平
成

52
年

（
2010）

（
2015）

（
2020）

（
2025）

（
2030）

（
2035）

（
2040）

（
2025）

（
2040）

徳
島

県
785

44
756

44
723

44
686

44
649

44
611

44
571

44
87.4

72.7
香

川
県

996
40

969
39

937
39

900
38

860
38

818
38

773
38

90.4
77.6

愛
媛

県
1,431

26
1,383

27
1,329

29
1,269

29
1,206

29
1,141

28
1,075

28
88.7

75.1
高

知
県

764
45

730
45

693
45

655
45

616
45

576
45

537
45

85.6
70.2

四
　

国
3,977

3,838
3,683

3,510
3,331

3,146
2,955

88.3
74.3

全
　

国
128,057

126,597
124,100

120,659
116,618

112,124
107,276

94.2
83.8

減
少

県
38

41
46

47
47

47
47

国
立

社
会

保
障

・
人

口
問

題
研

究
所

「
日

本
の

地
域

別
将

来
人

口
推

計（
平

成
25

年
3
月

推
計

）」（
http://www.ipss.go.jp）

註
：

平
成

27
年

の
人

口
は

平
成

22
年

の
人

口
か

ら
の

推
計

の
た

め
実

態
と

は
一

致
し

て
い

な
い

。

二
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四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

徳
島
県

  
徳
島
県
の
二
四
市
町
村
の
状
況
は
表
T2
の
通
り
で
あ
る
。
徳
島
県
は
東
部
（
五
市
・
九
町
・
一
村
）・
南
部
（
一
市
・
四
町
）・
西
部
（
二

市
・
二
町
）
に
大
別
さ
れ
る
。 

徳
島
県
の
中
で
過
疎
地
域
が
存
在
し
な
い
市
町
村
は
、
東
部
の
徳
島
市
、
小
松
島
市
、
鳴
門
市
、
阿
波
市

の
四
市
と
南
部
の
阿
南
市
の
合
計
五
市
と
、
東
部
の
石
井
町
、
松
茂
町
、
北
島
町
、
藍
住
町
、
板
野
町
、
上
板
町
の
六
町
の
五
市
・
六
町

の
一
一
市
町
と
な
っ
て
い
る
。
一
部
が
過
疎
地
指
定
を
受
け
い
て
い
る
市
町
は
東
部
の
吉
野
川
市
と
西
部
の
東
み
よ
し
町
の
一
市
・
一
町

で
あ
り
、
一
部
を
含
む
全
体
で
は
合
計
六
市
・
七
町
の
一
三
市
町
と
な
っ
て
い
る
。
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
徳
島
市
、
鳴
門
市
、
阿
南
市
と

そ
の
周
辺
市
町
に
人
口
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

徳
島
県
の
「
徳
島
東
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
は
、
過
疎
地
域
が
存
在
し
な
い
五
市
・
六
町
の
中
か
ら
阿
波
市
を
除
い
た
地
域
と
佐
那

河
内
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
拠
点
都
市
地
域
か
ら
佐
那
河
内
村
を
除
い
た
地
域
が
、
地
域
産
業
の
高
度
化
に
寄
与
す
る
集
積
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
頭
脳
立
地
法
）
に
よ
り
集
積
促
進
地
域
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
地
域
が
徳
島
県
産
業
の
中
心
地
域

と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
残
り
の
市
町
村
は
条
件
不
利
市
町
村
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
部
と
南
部
で
は
那
賀
町
を
除
い
た
全
地
域
を
対
象

と
し
て
、「
総
合
保
養
地
整
備
法
」（
リ
ゾ
ー
ト
法
）
に
よ
り
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
ゾ
ー
ト
と
く
し
ま
海
と
森
構
想
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。

徳
島
市
は
阿
波
踊
り
で
も
有
名
で
あ
り
、
徳
島
市
を
核
と
し
た
地
域
の
知
名
度
と
集
客
力
は
強
い
。
そ
れ
ゆ
え
那
賀
町
と
西
部
の
二
市

（
美
馬
市
・
三
好
市
）・
二
町
（
東
み
よ
し
町
・
つ
る
ぎ
町
）
は
独
自
の
地
域
お
こ
し
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

徳
島
県
に
は
小
さ
な
拠
点
（
以
下
「
拠
点
」
と
い
う
）
は
一
市
・
二
町
・
一
村
の
九
地
区
設
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
地
域
お
こ

し
協
力
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
）
は
一
六
市
町
村
に
六
四
人
、
集
落
支
援
員
（
以
下
「
支
援
員
」
と
い
う
）
は
四
市
町
で
七
一
人
存
在

す
る
。
東
部
を
み
る
と
、
拠
点
は
佐
那
河
内
村
一
地
区
だ
け
で
あ
る
が
、
隊
員
は
三
市
・
四
町
・
一
村
に
二
七
人
（
平
均
三
・
四
人
）、
支

二
四
九



表
T2　

徳
島
県
内
市
町
村
の
特
色

市
町

村
拠

点
都

市
地

域

リ
ゾ

ー
ト

整
備

構
想

四
国

遍
路

過
疎

地
域

指
定

特
定

農
山

村
山

村
振

興
辺

地
離

島・半
島

消
滅

可
能

性
都

市（
順

位
）

保
存

地
区

そ
の

他
の

特
徴

地
域

お
こ

し
協

力
隊

員（
地

）
集

落
支

援
員（

集
）

小
さ

な
拠

点

徳
島

市
〇

〇
〇

立
地

適
正

化
計

画
作

成
取

組
小

松
島

市
〇

〇
〇

○
⒅

地
3
人

勝
浦

郡
勝

浦
町

〇
〇

〇
一

部
1

◎
⑻

地
3
人

勝
浦

郡
上

勝
町

〇
〇

〇
一

部
4

◎
⑾

地
7
人

・
集

49
人

名
東

郡
佐

那
河

内
村

〇
〇

〇
〇

2
◎

⑸
地

3
人

新
家

・
小

学
校

区
・

2,432
人

名
西

郡
石

井
町

〇
〇

名
西

郡
神

山
町

〇
○

〇
一

部
6

◎
⑵

地
5
人

板
野

郡
松

茂
町

〇
〇

板
野

郡
北

島
町

〇
〇

板
野

郡
藍

住
町

〇
〇

板
野

郡
板

野
町

〇
○

〇
○

⒃
板

野
郡

上
板

町
〇

〇
〇

◎
⒂

地
2
人

鳴
門

市
〇

〇
〇

一
部

地
3
人

阿
波

市
〇

〇
一

部
一

部
3

○
⒁

立
地

適
正

化
計

画
作

成
取

組
吉

野
川

市
〇

一
部

一
部

一
部

2
○

⒄
地

1
人

阿
南

市
〇

〇
〇

一
部

3
伊

島
地

3
人

那
賀

郡
那

賀
町

〇
〇

一
部

13
◎

⑴
地

10
人

海
部

郡
牟

岐
町

〇
〇

〇
〇

2
出

羽
島

◎
⑺

○
地

4
人

・
集

2
人

海
部

郡
美

波
町

〇
〇

〇
〇

一
部

5
◎

⑷
地

4
人

伊
座

利
地

区
・

そ
の

他
・

93
人

海
部

郡
海

陽
町

〇
〇

〇
〇

一
部

7
◎

⑼
地

7
人

美
馬

市
〇

一
部

一
部

11
○

⒀
○

世
界

農
業

遺
産

申
請

地
域

そ
ら

の
郷（

地
域

連
携

D
M

O
）

地
4
人

・
集

2
人

木
屋

平
地

区
・

中
学

校
区

・
654

人

美
馬

郡
つ

る
ぎ

町
〇

〇
一

部
5

◎（
6）

世
界

農
業

遺
産

申
請

地
域

そ
ら

の
郷（

地
域

連
携

D
M

O
）

地
2
人

6
地

区
・

小
学

校
区

・
旧

小
学

校
区

・
旧

中
学

校
区

・
そ

の
他

・
合

計
9,403

人
・

平
均

1,567
人

三
好

市
○

〇
一

部
一

部
29

○（
3）

○
世

界
農

業
遺

産
申

請
地

域
そ

ら
の

郷（
地

域
連

携
D
M

O
）

地
3
人

・
集

18
人

三
好

郡
東

み
よ

し
町

一
部

〇
7

◎
⑿

世
界

農
業

遺
産

申
請

地
域

そ
ら

の
郷（

地
域

連
携

D
M

O
）

徳
島

県
せ

と
う

ち
観

光
推

進
機

構

合
　

計
5
市

6
町

1
村

5
市

12
町

1
村

7
市

7
町

○
2
市

7
町

1
○

7
町

○
1
村

15
地

区
100

2
箇

所
◎

11
3
箇

所
立

地
適

正
化

計
画

作
成

2
市

世
界

農
業

遺
産

申
請

2
市

2
町

そ
ら

の
郷

2
市

2
町

地
16

市
町

村
64

人
集

4
市

町
71

人
1
市

2
町

1
村

・
9
地

区
・

12,582
人

平
　

均
23

寺
一

部
1

市
1
町

一
部

6
市

1
町

一
部

4
市

6
町

6.7
○

6
地

4
人

・
集

18
人

1
地

区
平

均
1,398

人

地
方

拠
点

都
市

地
域

は
「

徳
島

東
部

地
方

拠
点

都
市

地
域

」：
中

心
市

は
徳

島
市

・
関

連
地

域
は

東
部

地
区

と
南

部
地

区
に

位
置

す
る

当
時

の
4
市

8
町

1
村（

現
在

は
4
市

6
町

1
村

）
「

ヒ
ュ

ー
マ

ン
・

リ
ゾ

ー
ト

と
く

し
ま

海
と

森
構

想
」

は
2010（

平
成

22）年
構

想
廃

止
。

他
に

頭
脳

立
地

法
の

集
積

促
進

地
域

「
徳

島
地

域
」

も
設

定
さ

れ
た

。
保

存
地

区
は

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

域
：

徳
島

県
は

美
馬

市
脇

町
南

町（
商

家
町

）、
三

好
市

東
祖

谷
山

村
落

合（
山

村
集

落
）、

牟
岐

町
出

羽
島（

漁
村

集
落

）の
3
地

区
消

滅
可

能
性

都
市

は
増

田
寛

也
編

『
地

方
消

滅
』・

中
公

新
書

2014
年

/
◎

は
2040

年
の

若
年

女
性（

20
～

39
歳

）人
口

減
少

率
50％

上
・

人
口

1
万

人
未

満
、

○
は

50％
上

・
人

口
1
万

人
上

世
界

農
業

遺
産

登
録

申
請

地
：

美
馬

市
・

三
好

市
・

つ
る

ぎ
町

・
東

み
よ

し
町

で
構

成
す

る
西

阿
波

地
域

の
「

に
し

阿
波

の
傾

斜
地

農
業

シ
ス

テ
ム

」：
同

地
域

に
「

そ
ら

の
郷

」（
地

域
連

携
D
M

O
）設

置
立

地
適

正
化

計
画

取
組

は
国

土
交

通
省

「
立

地
適

正
化

計
画

作
成

の
取

組
状

況
」（

http://w
w
w
.m

lit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_fr_000051.htm
l）参

照
（

一
社

）せ
と

う
ち

観
光

推
進

機
構（

日
本

版
D
M

O
：「

広
域

連
携

D
M

O
」）：

兵
庫

県
、

岡
山

県
、

広
島

県
、

山
口

県
、

愛
媛

県
、

香
川

県
と

設
立

日
本

版
版

D
M

O（
D
destination M

anagem
ent/M

arketing O
rganization）は

環
境

庁（
国

土
交

通
省

）「
日

本
版

D
M

O
」（

http://w
w
w
.m

lit.go.jp/kankocho/page04_000053.htm
l）参

照

二
五
〇



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

援
員
は
上
勝
町
に
四
九
人
存
在
し
て
い
る
。
上
勝
町
は
隊
員
も
七
人
と
多
く
、
条
件
不
利
地
の
地
域
お
こ
し
に
隊
員
制
度
と
支
援
員
制
度

を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
立
地
適
正
化
計
画
に
関
し
て
は
、
徳
島
市
と
阿
波
市
が
計
画
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

南
部
は
拠
点
は
美
波
町
の
一
地
区
で
あ
る
が
、
隊
員
は
一
市
・
四
町
す
べ
て
に
合
計
二
八
人
（
平
均
五
・
六
人
）、
支
援
員
は
牟
岐
町
だ

け
に
二
名
存
在
し
て
い
る
。
な
お
牟
岐
町
の
出
羽
島
に
残
る
漁
村
集
落
は
、
県
内
に
三
か
所
存
在
す
る
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
那
賀
町
に
は
一
〇
名
の
隊
員
が
い
る
。
那
賀
町
の
総
面
積
六
九
八
・
八
六
㎢
の
九
五
％
強
が
森
林
で
あ
り
、

林
業
復
興
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
隊
員
の
協
力
に
よ
る
新
し
い
地
方
創
生
に
か
け
る
意
気
込
み
の
強
さ
が
み
え
る
。
そ
の
背
景
に
那
賀

町
が
消
滅
可
能
性
都
市
の
徳
島
県
で
の
順
位
が
第
一
位
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
部
の
拠
点
は
美
馬
市
に
一
地
区
と
つ
る
ぎ
町
に
六
地
区
、
隊
員
は
東
み
よ
し
町
を
除
く
二
市
・
一
町
に
九
人
（
平
均
三
人
）、
支
援
員

は
美
馬
市
に
二
人
・
三
好
市
に
一
八
人
存
在
し
て
い
る
。
つ
る
ぎ
町
は
町
内
を
六
拠
点
区
分
し
、
集
落
を
単
位
と
し
た
生
活
圏
を
通
じ
た

地
域
創
生
を
模
索
し
て
い
る
。
六
拠
点
の
う
ち
二
地
区
は
人
口
三
千
人
を
超
え
て
い
る
が
、
他
の
四
地
区
は
八
〇
〇
人
程
度
と
な
っ
て
い

る
。
美
馬
市
は
徳
島
県
で
唯
一
拠
点
と
隊
員
と
支
援
員
の
す
べ
て
を
配
置
し
て
地
方
創
生
を
実
践
し
て
い
る
。
三
好
市
は
支
援
員
を
中
心

と
し
た
地
方
創
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
東
み
よ
し
町
は
過
疎
地
域
が
旧
三
好
町
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
地
区
も
隊
員
も

支
援
員
も
存
在
し
な
い
。
美
馬
市
で
は
脇
町
南
町
の
商
家
町
が
、
三
好
市
で
は
東
祖
谷
山
村
落
合
の
山
村
集
落
が
、
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
部
の
二
市
・
二
町
は
、
西
阿
波
地
域
の
「
に
し
阿
波
の
傾
斜
地
農
業
シ
ス
テ
ム
」
を
世
界

農
業
遺
産
登
録
に
申
請
し
、
世
界
遺
産
を
ブ
ラ
ン
ド
の
一
つ
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
地
方
創
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
と
も
に
、
地
域

連
携
Ｄ
Ｍ
Ｏ
で
あ
る
「
そ
ら
の
郷
」（
地
域
連
携
Ｄ
Ｍ
Ｏ
）
を
設
置
し
、
観
光
産
業
の
発
展
に
力
を
注
い
で
い
る

（
44
）

。

二
五
一



香
川
県

日
本
最
少
面
積
の
県
で
あ
る
香
川
県
の
八
市
・
九
町
の
一
七
市
町
の
状
況
は
表
Ka2
の
通
り
で
あ
る
。
香
川
県
は
高
松
地
区
（
一
市
・
三

町
）・
東
讃
地
区
（
二
市
）・
小
豆
地
区
（
二
町
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
香
川
東
部
地
域
（
三
市
・
五
町
）、
中
讃
（
三
市
・
四
町
）、
西
讃
（
二
市
）

に
大
別
さ
れ
る
。
香
川
県
の
全
市
町
は
条
件
不
利
市
町
で
あ
る
か
、
条
件
不
利
地
域
を
内
在
す
る
市
町
と
な
っ
て
い
る
が
、 

過
疎
地
域
と

な
っ
て
い
る
の
は
東
か
が
わ
市
、
土
庄
町
、
小
豆
島
町
、
直
島
町
、
ま
ん
の
う
町
、
過
疎
地
域
を
内
在
し
て
い
る
の
は
高
松
市
と
綾
川
町

で
あ
り
、
残
り
の
六
市
・
四
町
は
過
疎
地
域
で
は
な
い
。

「
香
川
中
央
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
は
高
松
地
区
（
一
市
・
三
町
）
と
中
讃
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
条
件
不
利
市
町
村
で
な
い
の
は
善
通

寺
市
と
宇
多
津
町
だ
け
で
あ
る
が
、
辺
地
一
の
み
の
三
木
町
も
そ
れ
に
近
い
。
香
川
東
部
地
域
の
東
讃
と
小
豆
に
位
置
す
る
さ
ぬ
き
市

（
消
滅
可
能
性
都
市
四
位
）、
東
か
が
わ
市
（
同
二
位
）、
土
庄
町
（
同
一
位
）、
小
豆
島
町
（
同
三
位
）
の
二
市
・
二
町
は
、
消
滅
可
能
性
都
市

の
上
位
四
市
町
と
な
っ
て
い
る
。「
総
合
保
養
地
整
備
法
」（
リ
ゾ
ー
ト
法
）
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
「
瀬
戸
内
・
サ
ン
ル
ー
ト
構
想
」
は
、

さ
ぬ
き
市
、
善
通
寺
市
、
琴
平
町
、
ま
ん
の
う
町
、
観
音
寺
市
を
除
く
五
市
・
七
町
で
設
定
さ
れ
て
い
た
。
さ
ぬ
き
市
と
観
音
寺
市
は
い

ず
れ
に
も
指
定
さ
れ
て
い
な
い
。
高
松
市
、
丸
亀
市
、
坂
出
市
、
多
度
津
町
は
立
地
適
正
化
計
画
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
市
町
で
あ
る
。

た
だ
し
、
香
川
県
に
「
拠
点
」
は
二
市
・
三
町
の
五
地
区
し
か
設
定
さ
れ
お
ら
ず
、「
隊
員
」
も
九
市
町
に
二
八
人
（
平
均
三
人
）、「
支
援

員
」
も
一
市
・
一
町
に
四
人
（
各
二
人
）
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
隊
員
は
県
で
も
二
名
採
用
し
て
い
る
。
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

も
丸
亀
市
塩
鮑
本
島
町
笠
島
に
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。

現
在
香
川
県
の
活
力
を
与
え
て
い
る
代
表
的
な
イ
ベ
ン
ト
が
「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
」
で
あ
る
。
会
場
は
、
か
つ
て
の
宇
高
連
絡
船
の

出
発
地
で
あ
り
到
着
地
で
あ
っ
た
高
松
港
周
辺
と
宇
野
港
周
辺
と
、
航
路
に
沿
っ
て
点
在
す
る
島
と
周
囲
に
点
在
す
る
島
を
会
場
と
す
る

二
五
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四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

表
K
a2　

香
川
県
内
市
町
村
の
特
色

市
町

村
拠

点
都

市
地

域

リ
ゾ

ー
ト

整
備

構
想

四
国

遍
路

過
疎

地
域

指
定

特
定

農
山

村
山

村
振

興
辺

地
離

島
消

滅
可

能
性

都
市（

順
位

）
保

存
地

区
そ

の
他

の
特

徴
地

域
お

こ
し

協
力

隊
員（

地
）

集
落

支
援

員（
集

）
小

さ
な

拠
点

高
松

市
○

○
○

一
部

一
部

一
部

9
一

部
瀬

戸
内

国
際

芸
術

祭（
瀬

戸
芸

）参
加

地
3
人

女
木

町
・

小
学

校
区

・
172

人
男

木
町

・
小

学
校

区
・

172
人

塩
江

町
・

中
学

校
区

・
2,747

人
立

地
適

正
化

計
画

作
成

取
組

香
川

郡
直

島
町

○
○

○
2

一
部

◎
⑸

瀬
戸

芸
参

加
地

2
人

木
田

郡
三

木
町

○
○

1
綾

歌
郡

綾
川

町
○

○
一

部
一

部
一

部
3

○
⑺

さ
ぬ

き
市

○
一

部
一

部
1

○
⑷

地
3
人

・
集

2
人

東
か

が
わ

市
○

○
○

一
部

一
部

3
○

⑵
地

5
人

相
生

地
区

・
小

学
校

区
・

2,163
人

小
豆

郡
土

庄
町

○
○

一
部

24
◎

⑴
瀬

戸
芸

参
加

地
2
人

小
豆

郡
小

豆
島

町
○

○
一

部
19

一
部

◎
⑶

瀬
戸

芸
参

加
地

4
人

坂
手

地
区

・
小

学
校

区
狭

・
544

人

丸
亀

市
○

○
○

一
部

3
一

部
○

瀬
戸

芸
参

加
立

地
適

正
化

計
画

作
成

取
組

善
通

寺
市

○
○

○
⑻

仲
多

度
郡

琴
平

町
○

○
一

部
◎

⑹
地

5
人

仲
多

度
郡

多
度

津
町

○
○

○
2

一
部

瀬
戸

芸
参

加
地

2
人

・
集

2
人

立
地

適
正

化
計

画
作

成
取

組
仲

多
度

郡
ま

ん
の

う
町

○
4

坂
出

市
○

○
○

○
3

一
部

瀬
戸

芸
参

加
立

地
適

正
化

計
画

作
成

取
組

綾
歌

郡
宇

多
津

町
○

○
○

観
音

寺
市

○
一

部
4

一
部

○
⑼

瀬
戸

芸
参

加
三

豊
市

○
○

○
5

一
部

瀬
戸

芸
参

加

香
川

県
（

一
社

）せ
と

う
ち

観
光

推
進

機
構

（
公

社
）香

川
県

観
光

協
会

地
2
人

任
命

そ
の

他
岡

山
県

玉
野

市
も

瀬
戸

芸
参

加

合
　

　
計

4
市

7
町

5
市

7
町

8
市

2
町

○
1
市

4
町

○
2
市

4
市

1
町

14
市

町
83

地
区

5
市

2
町

◎
4

1
瀬

戸
芸

参
加

団
体

：
2
県

6
市

4
町

地
9
市

町
・

28
人

集
2
地

区
・

4
人

2
市

1
町

・
5
地

区
・

5,803
人

平
　

　
均

23
寺

一
部

1
市

1
町

一
部

4
市

4
町

5.9
○

5
立

地
適

正
化

計
画

取
組

：
3
市

1
町

地
3
人

・
集

2
人

1
地

区
平

均
1,161

人

地
方

拠
点

都
市

地
域

：
香

川
中

央
地

方
拠

点
都

市
地

域
リ

ゾ
ー

ト
整

備
構

想
：

瀬
戸

内
・

サ
ン

ル
ー

ト
構

想
・

2007（
平

成
19）年

構
想

廃
止

瀬
戸

内
国

際
芸

術
祭

参
加

団
体

に
は

岡
山

県
玉

野
市（

宇
野

港
）も

含
む

。
消

滅
可

能
性

都
市

は
増

田
寛

也
編

『
地

方
消

滅
』・

中
公

新
書

/
◎

は
若

年
女

性（
20

～
39

歳
）人

口
減

少
率

50％
上

・
人

口
1
万

人
未

満
、

○
は

50％
上

・
人

口
1
万

人
上

保
存

地
区

は
重

要
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
域

の
こ

と
：

香
川

県
は

丸
亀

市
塩

飽
本

島
町

笠
島

の
み

立
地

適
正

化
計

画
取

組
は

国
土

交
通

省
「

立
地

適
正

化
計

画
」（

http://www.m
lit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_fr_000051.htm

l）
（

一
社

）せ
と

う
ち

観
光

推
進

機
構（

日
本

版
D
M

O
：「

広
域

連
携

D
M

O
」）：

兵
庫

県
、

岡
山

県
、

広
島

県
、

山
口

県
、

徳
島

県
、

愛
媛

県
と

設
立

日
本

版
D
M

O（
D
estination M

anagem
ent/M

arketing O
rganization）は

環
境

庁（
国

土
交

通
省

）「
日

本
版

D
M

O
」（

http://www.m
lit.go.jp/kankocho/page04_000053.htm

l）参
照
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イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
第
二
回
大
会
（
二
〇
一
三
年
）
か
ら
春
・
夏
・
秋
の
三
会
期
と
な
り
、
第
三
回
大
会
（
二
〇
一
六
年
）
に
は
一
〇
七
万

人
の
来
場
者
が
あ
っ
た
。
高
松
港
と
宇
野
港
を
結
ぶ
航
路
に
あ
る
直
島
（
直
島
町
）・
豊
島
（
土
庄
町
）・
女
木
島
（
高
松
市
）・
男
木
島
（
高

松
市
）・
小
豆
島
（
土
庄
町
・
小
豆
島
町
）・
大
島
（
高
松
市
）・
犬
島
（
岡
山
市
）
と
高
松
港
周
辺
・
宇
部
港
周
辺
は
三
期
と
も
開
催
さ
れ
る
。

船
を
活
用
し
た
観
光
客
の
移
動
と
宿
泊
も
、
瀬
戸
内
海
の
新
た
な
交
流
と
移
動
手
段
を
確
立
し
た
。
元
は
島
で
あ
っ
た
が
洲
埋
め
立
て
事

業
で
陸
続
き
と
な
っ
た
沙
称
島
（
坂
出
市
）
は
春
会
期
の
み
、
本
島
（
丸
亀
市
）・
高
見
島
（
多
度
津
町
）・
粟
島
（
三
豊
市
）・
伊
吹
島
（
観
音

寺
町
）
は
秋
会
期
の
み
の
参
加
と
な
っ
て
い
る

（
45
）

。

愛
媛
県

愛
媛
県
の
二
〇
市
町
の
状
況
は
表
E2
の
通
り
で
あ
る
。
愛
媛
県
は
東
予
（
三
市
・
三
町
）・
中
予
（
四
市
・
一
町
）・
南
予
（
四
市
・
五
町
）

に
大
別
さ
れ
る
。
愛
媛
県
の
中
で
過
疎
地
域
が
存
在
し
な
い
市
町
村
は
、
中
予
の
東
温
市
と
松
前
町
、
東
予
の
西
条
市
の
み
で
あ
る
。
条

件
不
利
市
町
村
と
な
る
五
つ
の
状
況
を
内
在
し
て
い
な
い
の
は
、
松
山
市
に
隣
接
す
る
松
前
町
の
み
で
あ
る
。
松
山
市
と
今
治
市
の
過
疎

地
域
は
島
嶼
部
で
あ
る
。
愛
媛
県
の
市
は 

立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
取
り
組
み
も
盛
ん
で
、
八
幡
浜
市
と
西
条
市
は
都
市
機
能
誘
導
区

域
と
住
居
誘
導
区
域
と
も
に
設
定
し
た
計
画
を
作
成
・
公
表
し
、
松
山
市
、
宇
和
島
市
、
伊
予
市
、
四
国
中
央
市
は
都
市
機
能
誘
導
区
域

の
み
を
設
定
し
た
計
画
を
作
成
・
公
表
し
て
い
る
。
新
居
浜
市
、
大
洲
市
、
西
予
市
は
立
地
適
正
化
計
画
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る

（
46
）

。

愛
媛
県
に
置
か
れ
た
地
方
拠
点
都
市
地
域
は
、
南
予
の
宇
和
島
地
域
（「
ふ
る
さ
と
南
風
共
和
国
」：

一
市
・
三
町
）
に
設
定
さ
れ
た
「
宇
和

島
圏
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
と
、
八
幡
浜
・
大
洲
地
区
（
三
市
・
二
町
）
に
設
定
さ
れ
た
「
八
幡
浜
・
大
洲
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
の
二

つ
で
あ
る
。
南
予
地
域
の
産
業
開
発
に
向
け
た
期
待
の
高
さ
が
わ
か
る
。
た
だ
し
南
予
地
域
は
全
て
過
疎
市
町
と
な
っ
て
い
る

（
47
）

。
こ
れ
に

二
五
四



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

表
E
2　
愛
媛
県
の
市
町
村
の
特
色

市
町

村
拠

点
都

市
地

域

リ
ゾ

ー
ト

整
備

構
想

四
国

遍
路

過
疎

地
域

指
定

特
定

農
山

村
山

村
振

興
辺

地
離

島・半
島

消
滅

可
能

性
都

市（
順

位
）

保
存

地
区

そ
の

他
の

特
徴

地
域

お
こ

し
協

力
隊

員（
地

）
集

落
支

援
員（

集
）

小
さ

な
拠

点

松
山

市
○

○
一

部
一

部
一

部
6

離
一

立
地

適
正

化
計

画
作

成
・

公
表（

〇
）

地
4
人

伊
予

市
○

○
一

部
一

部
4

立
地

適
正

化
計

画
作

成
・

公
表（

〇
）

地
3
人

中
山

町
左

礼
谷

地
区

・
小

学
校

区
・

571
人

東
温

市
一

部
一

部
地

4
人

・
集

1
人

上
浮

穴
郡

久
万

高
原

町
○

○
○

一
部

6
◎

⑵
地

4
人

伊
予

郡
松

前
町

伊
予

郡
砥

部
町

○
一

部
○

一
部

2
〇

⒀
地

1
人

今
治

市
○

○
一

部
一

部
一

部
12

離
一

〇
⑿

し
ま

な
み

ジ
ャ

パ
ン

参
加

地
14

人

越
智

郡
上

島
町

○
○

4
離

○
◎

⑹
日

本
で

最
も

美
し

い
村

連
合

登
録

地
3
人

し
ま

な
み

ジ
ャ

パ
ン

参
加

新
居

浜
市

○
一

部
一

部
一

部
1

離
一

立
地

適
正

化
計

画
作

成
取

組
地

3
人

西
条

市
○

一
部

一
部

2
立

地
適

正
化

計
画

作
成

・
公

表（
◎

）
四

国
中

央
市

○
一

部
一

部
一

部
2

立
地

適
正

化
計

画
作

成
・

公
表（

〇
）

新
宮

町
新

宮
地

区
・

小
学

校
区

狭
・

342
人

宇
和

島
市

○
○

○
一

部
13

離
一

〇
⑾

立
地

適
正

化
計

画
作

成
・

公
表（

〇
）

地
6
人

北
宇

和
郡

松
野

町
○

○
○

○
1

◎
⑷

地
6
人

北
宇

和
郡

鬼
北

町
○

○
○

一
部

3
◎

⑽
地

2
人

南
宇

和
郡

愛
南

町
○

○
○

○
一

部
6

○
⑴

八
幡

浜
市

△
○

○
14

離
一

半
○

○
⑸

立
地

適
正

化
計

画
作

成
・

公
表（

◎
）

地
4
人

大
洲

市
△

○
○

一
部

一
部

31
離

一
○

⑺
立

地
適

正
化

計
画

作
成

取
組

地
2
人

長
浜

豊
茂

地
区

・
旧

小
学

校
区

・
415

人
、

肱
川

中
央

地
区

・
旧

小
学

校
区

・
809

人
、

川
辺

植
松

地
区

・
小

学
校

区
狭

・
217

人

西
予

市
△

○
○

一
部

一
部

18
半

一
○

⑻
○

四
国

西
予

ジ
オ

パ
ー

ク
立

地
適

正
化

計
画

作
成

取
組

地
9
人

27
地

区
・

全
て

旧
小

学
校

区
・

合
計

42,624
人

・
平

均
1,586

人
・

活
動

内
容

：
地

域
づ

く
り

活
動

（
総

人
口

は
現

在
に

人
口

よ
り

多
い

）
喜

多
郡

内
子

町
△

○
○

○
一

部
13

◎
⑼

○
地

6
人

石
畳

地
区

・
小

学
校

区
・

296
人

西
宇

和
郡

伊
方

町
△

一
部

○
11

半
○

◎
⑶

地
2
人

7
地

区
・

小
学

校
区

狭
他

・
合

計
3,927

人
・

平
均

561
人

愛
媛

県
（

一
社

）「
せ

と
う

ち
観

光
推

進
機

構
」

参
加

県
が

集
1
人

採
用

（
一

社
）「

愛
媛

県
観

光
物

産
協

会
」

合
計

／
平

均

○
1
市

3
町

3
市

1
町

8
市

4
町

○
5
市

6
町

○
1
市

7
町

○
1
町

20
市

町
149

離
○

1
一

部
6

◎
6
町

2
地

区

美
し

い
村

1
町

ジ
オ

パ
ー

ク
1
市

地
16

市
町

73
人

集
1
市

1
県

2
人

4
市

2
町

・
40

地
区

・
49,201

人

△
3
市

2
町

26
寺

一
部

4
市

2
町

一
部

10
市

一
部

9
市

5
町

7.5
半

○
1

一
部

1
○

4
市

2
町

立
地

適
正

化
計

画
◎

2
市

〇
4
市

他
4
市

地
4.5

人
・

集
1
人

1
地

区
平

均
1,230

人

地
方

拠
点

都
市

地
域

：
○

は
宇

和
島

圏
地

方
拠

点
都

市
地

域
、

△
は

八
幡

浜
・

大
洲

地
方

拠
点

都
市

地
域

四
国

遍
路

：
日

本
遺

産
「『

四
国

遍
路

』
～

回
遊

型
巡

礼
と

独
自

の
巡

礼
文

化
～

」。
他

に
日

本
遺

産
と

し
て

広
島

県
尾

道
市

と
「“

日
本

最
大

の
海

賊
”

の
本

拠
地

芸
予

諸
島

」
が

あ
る

え
ひ

め
瀬

戸
内

リ
ゾ

ー
ト

開
発

構
想

は
、

愛
媛

地
理

学
会

「『
え

ひ
め

瀬
戸

内
リ

ゾ
ー

ト
』

開
発

構
想

の
展

望
と

課
題

」
参

照
。

構
想

は
2006（

平
成

18）年
1
月

25
日

に
構

想
廃

止
保

存
地

域
は

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
の

こ
と

：
愛

媛
県

は
西

予
市

宇
和

町
卯

之
町

と
内

子
町

八
日

市
護

国
の

2
地

区
消

滅
可

能
性

都
市

は
増

田
寛

也
編

『
地

方
消

滅
』・

中
公

新
書

2282・
2014

年
/
◎

は
2040

年
に

若
年

女
性（

20
～

39
歳

）人
口

減
少

率
50％

上
・

人
口

1
万

人
未

満
、

○
は

50％
上

・
人

口
1
万

人
上

の
地

域
「

地
域

連
携

D
M

O
/
し

ま
な

み
ジ

ャ
パ

ン（
仮

称
）」：

日
本

版
D
M

O（
D
estination M

anagem
ent/M

arketing O
rganization・

地
域

連
携

D
M

O
）：

今
治

市
・

上
島

町
・

広
島

県
尾

道
市

で
設

立
立

地
適

正
化

計
画

：
 ◎

は
2017（

平
成

29）年
7
月

28
日

ま
で

に
都

市
機

能
誘

導
地

域
、

居
住

誘
導

区
域

と
も

に
設

定
し

て
計

画
を

作
成

・
公

表
し

た
都

市
、

○
は

都
市

機
能

誘
導

地
域

の
み

を
設

定
し

て
計

画
を

作
成

・
公

表
し

た
都

市
、

無
印

は
立

地
適

正
化

計
画

に
取

り
組

ん
で

い
る

都
市

。
国

土
交

通
省

「
立

地
適

正
化

計
画

作
成

の
取

組
状

況
」（

http://w
w
w
.m

lit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_fr_000051.htm
l）

五
法

指
定

の
地

域
の

状
況

：
 農

林
水

産
省

「
中

国
四

国
管

内
に

お
け

る
地

域
振

興
立

法
5
法

指
定

地
域

の
状

況
等

一
覧

」（
http://w

w
w
.m

aff .go.jp/chushi/chusankan/pdf/gohousitei140401.pdf）を
参

照
し

て
整

理
し

た
。

（
一

社
）せ

と
う

ち
観

光
推

進
機

構（「
広

域
連

携
D
M

O
」）：

兵
庫

県
、

岡
山

県
、

広
島

県
、

山
口

県
、

徳
島

県
、

香
川

県
と

設
立

日
本

版
D
M

O（
D
estination M

anagem
ent/M

arketing O
rganization）は

環
境

庁（
国

土
交

通
省

）「
日

本
版

D
M

O
」（

http://w
w
w
.m

lit.go.jp/kankocho/page04_000053.htm
l）参

照

二
五
五



対
し
て
、
中
予
地
区
と
東
予
地
区
を
対
象
に
、「
総
合
保
養
地
整
備
法
」（
リ
ゾ
ー
ト
法
）
に
よ
り
「
え
ひ
め
瀬
戸
内
リ
ゾ
ー
ト
構
想
」
が

設
定
さ
れ
て
い
た
。
地
域
指
定
を
受
け
た
の
は
中
予
の
松
山
市
と
伊
予
市
、
東
予
の
今
治
市
と
上
島
町
で
あ
る
。
本
四
連
絡
橋
の
尾
道
・

今
治
ル
ー
ト
と
道
後
温
泉
を
つ
な
ぐ
リ
ゾ
ー
ト
構
想
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

愛
媛
県
に
「
拠
点
」
は
四
市
・
二
町
に
し
か
設
置
さ
れ
て
い
な
い
が
、
四
〇
地
区
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。「
隊
員
」

は
一
六
市
町
村
に
六
四
人
で
、
松
前
町
、
西
条
市
、
四
国
中
央
市
、
愛
南
町
以
外
の
一
六
市
町
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。「
支
援
員
」
は
一

市
と
県
が
各
々
一
名
配
置
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
南
予
の
八
幡
浜
・
大
洲
地
域
に
お
い
て
は
、
八
幡
浜
市
が
立
地
適
正
化
計
画
を
作

成
・
公
表
し
て
お
り
、
大
洲
市
と
西
予
市
も
立
地
適
正
化
計
画
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
八
幡
浜
市
を
除
い
た
地
域
で
、

「
拠
点
」
が
大
洲
市
で
は
三
地
区
、
西
予
市
で
は
二
七
地
区
、
伊
方
町
で
は
七
地
区
、
内
子
町
で
一
地
区
設
定
さ
れ
、
県
内
四
〇
拠
点
の

う
ち
三
八
拠
点
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。「
隊
員
」
も
八
幡
浜
市
に
四
人
、
大
洲
市
に
二
人
、
西
予
市
に
九
人
、
内
子
町
に
六
人
、
伊

方
町
に
二
人
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
西
予
市
宇
和
町
卯
之
町
と
内
子
町
八
日
市
護
国
に
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
が
あ
り
、
西

予
市
に
は
四
国
西
予
ジ
オ
パ
ー
ク
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
八
幡
浜
・
大
洲
地
区
は
自
然
や
歴
史
に
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
も

の
と
地
方
創
生
の
向
け
て
導
入
さ
れ
た
各
種
の
制
度
を
活
用
し
た
地
方
創
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

東
予
で
は
今
治
市
が
「
隊
員
」
を
一
四
名
配
置
し
地
方
創
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
上
島
町
は
日
本
で
最
も
美
し
い
村
に
登
録
し
、
自

然
を
大
切
に
し
た
地
方
創
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
上
島
町
は
愛
媛
県
最
北
端
の
百
貫
島
を
含
む
有
人
島
七
と
無
人
島
一
八
の
二
五
の

島
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
愛
媛
県
で
唯
一
の
離
島
だ
け
で
形
成
さ
れ
て
い
る
町
で
あ
る
。
交
通
手
段
は
海
上
交
通
が
中
心
で
あ
る
。
高

齢
化
の
進
む
上
島
町
の
弓
削
島
に
は
、
小
規
模
多
機
能
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
住
宅
と

い
っ
た
事
業
を
展
開
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
ふ
く
ふ
く
の
会
」
が
存
在
す
る
。「
ふ
く
ふ
く
の
会
」
に
は
本
社
事
業
部
と
潮
騒
事
業
部
が
あ

二
五
六
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方
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り
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
一
〇
月
末
現
在
、
本
社
に
は
八
人
の
入
居
者
と
一
五
人
の
サ
ー
ビ
ス
需
要
者
が
、
潮
騒
に
は
二
六
人
の

入
居
者
と
三
人
の
通
所
者
が
い
る
。
こ
の
結
果
本
部
で
は
一
四
人
、
潮
騒
で
は
二
〇
人
を
雇
用
し
て
い
る
。
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
地
方

創
生
の
成
功
例
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
48
）

。

高
知
県

高
知
県
の
三
四
市
町
村
の
状
況
は
表
Ko2
の
通
り
で
あ
る
。
高
知
県
は 

中
央
（
五
市
・
七
町
・
二
村
）・ 

安
芸
（
二
市
・
四
町
・
三
村
）・
高
幡

（
一
市
・
四
町
）・
幡
多
（
三
市
・
二
町
・
一
村
）
に
大
別
さ
れ
る
。 

高
知
県
の
中
で
過
疎
地
域
が
存
在
し
な
い
市
町
村
は
、
中
央
の 

南
国
市
、

土
佐
市
、
佐
川
町
、
日
高
村
、
安
芸
の
芸
西
村
、
幡
多
の
宿
毛
市
の
三
市
・
一
町
・
二
村
の
六
市
町
村
の
み
で
あ
り
、
一
部
が
過
疎
地
域

な
の
は
中
央
の
高
知
市
、
香
南
市
、
い
の
町
、
幡
多
の
四
万
十
市
の
三
市
・
一
町
で
あ
る
。
全
体
で
六
市
・
二
町
・
二
村
の
一
〇
市
町
村

が
人
口
集
積
地
で
、
残
り
の
五
市
・
一
五
町
・
四
村
の
二
四
市
町
村
が
過
疎
市
町
村
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
幡
多
の
隣
接
す
る
宿
毛
市
と

四
万
十
市
を
除
く
と
、
南
国
市
、
土
佐
市
、
佐
川
町
、
日
高
村
、
芸
西
村
、
高
知
市
、
香
南
市
、
い
の
町
は
高
知
市
を
挟
ん
で
隣
接
す
る

市
町
村
で
あ
る
。
こ
の
高
知
県
の
わ
ず
か
一
七
・
八
％
の
面
積
で
あ
る
隣
接
市
町
村
の
区
域
に
は
、
高
知
県
の
人
口
の
六
六
％
に
あ
た
る

四
八
万
四
千
人
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
高
知
市
と
そ
の
周
辺
市
町
に
人
口
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

高
知
県
の
地
方
拠
点
都
市
地
域
は
、 

高
知
市
・
南
国
市
・
香
南
市
・
香
美
市
の
四
市
で
構
成
さ
れ
る
「
な
ん
ご
く
・
こ
う
ち
地
方
拠
点

都
市
地
域
」
と
、
幡
多
の
宿
毛
市
・
土
佐
清
水
市
・
四
万
十
市
・
大
月
町
・
黒
潮
町
・
三
原
村
の
三
市
・
二
町
・
一
村
で
構
成
さ
れ
る

「
高
知
県
西
南
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
の
二
地
域
で
あ
る
。
高
知
県
の
中
央
部
と
南
西
地
域
の
産
業
開
発
が
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、「
総
合
保
養
地
整
備
法
」（
リ
ゾ
ー
ト
法
）
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
「
土
佐
浜
街
道
リ
ゾ
ー
ト
構
想
」
は
、
室
戸
市
・
奈
半
利

二
五
七



表
K
o2　

高
知
県
内
市
町
村
の
特
色

市
町

村
拠

点
都

市
地

域

リ
ゾ

ー
ト

整
備

構
想

四
国

遍
路

過
疎

地
域

指
定

特
定

農
山

村
山

村
振

興
辺

地
離

島・半
島

消
滅

可
能

性
都

市（
順

位
）

保
存

地
域

そ
の

他
の

特
徴

地
域

お
こ

し
協

力
隊

員（
地

）
集

落
支

援
員（

集
）

小
さ

な
拠

点

高
知

市
〇

〇
〇

一
部

一
部

一
部

〇
立

地
適

正
化

計
画

作
成

・
公

表（
◎

）
集

2
人

南
国

市
〇

〇
〇

一
部

一
部

〇
立

地
適

正
化

計
画

作
成

・
公

表（
〇

）
地

3
人

・
集

3
人

チ
ー

ム
稲

生
・

小
学

校
区

・
1,659

人
香

南
市

〇
〇

〇
一

部
一

部
一

部
〇

集
1
人

西
川

地
区

・
旧

小
学

校
・

392
人

香
美

市
〇

〇
〇

一
部

一
部

〇
地

1
人

・
集

6
人

見
良

布
地

区
・

小
学

校
区

狭
・

1,147
人

長
岡

郡
本

山
町

〇
〇

〇
○

日
本

で
最

も
美

し
い

村
連

合
登

録
地

4
人

汗
見

川
地

区
・

小
学

校
区

狭
・

187
人

長
岡

郡
大

豊
町

〇
〇

一
部

○
◎

⑶
地

5
人

・
集

4
人

西
峯

地
区

・
旧

小
学

校
区

・
212

人
土

佐
郡

土
佐

町
〇

〇
一

部
○

地
6
人

・
集

3
人

い
し

は
ら

の
里

・
旧

小
学

校
区

・
358

人
土

佐
郡

大
川

村
〇

〇
〇

○
地

3
人

・
集

1
人

結
い

の
里

・
そ

の
他

・
406

人
土

佐
市

○
一

部
立

地
適

正
化

計
画

作
成

・
公

表（
〇

）
地

6
人

吾
川

郡
い

の
町

一
部

〇
一

部
〇

〇
⒁

　
地

3
人

・
集

2
人

寺
川

・
越

裏
門

地
区

・
旧

小
学

校
区

・
75

人
柳

野
・

小
学

校
区

狭
・

187
人

吾
川

郡
仁

淀
川

町
〇

〇
一

部
〇

◎
⑽

地
5
人

長
者

地
区

・
小

学
校

区
・

589
人

高
岡

郡
日

高
村

一
部

○
◎

⑼
地

2
人

・
集

1
人

高
岡

郡
佐

川
町

一
部

一
部

○
地

22
人

・
集

2
人

尾
川

地
区

・
小

学
校

区
・

800
人

加
茂

地
区

・
小

学
校

区
・

1,040
人

黒
岩

地
区

・
小

学
校

区
・

1,136
人

高
岡

郡
越

知
町

〇
〇

一
部

○
◎

⒀
地

13
人

・
集

1
人

室
戸

市
〇

〇
〇

〇
一

部
○

◎
⑴

〇
室

戸
ジ

オ
パ

ー
ク

地
4
人

・
集

1
人

安
芸

市
〇

〇
〇

〇
一

部
○

〇
地

5
人

東
川

地
区

・
小

学
校

区
・

166
人

安
芸

郡
東

洋
町

○
〇

〇
一

部
◎

⑹
地

2
人

安
芸

郡
奈

半
利

町
〇

○
〇

〇
○

森
林

鉄
道

か
ら

ゆ
ず

ロ
ー

ド
地

2
人

・
集

3
人

な
は

り
の

里
・

中
学

校
区

・
3,374

人
安

芸
郡

田
野

町
〇

○
〇

◎
⒆

森
林

鉄
道

か
ら

ゆ
ず

ロ
ー

ド
地

3
人

安
芸

郡
安

田
町

〇
○

〇
〇

〇
◎

⑿
森

林
鉄

道
か

ら
ゆ

ず
ロ

ー
ド

地
2
人

・
集

1
人

中
山

地
区

・
そ

の
他

・
538

人
安

芸
郡

北
川

村
〇

〇
〇

○
◎

22
森

林
鉄

道
か

ら
ゆ

ず
ロ

ー
ド

安
芸

郡
馬

路
村

〇
〇

〇
◎

21
森

林
鉄

道
か

ら
ゆ

ず
ロ

ー
ド

日
本

で
最

も
美

し
い

村
連

合
登

録
集

1
人

安
芸

郡
芸

西
村

〇
○

一
部

一
部

◎
23

集
2
人

げ
い

せ
い

・
小

学
校

区
・

3,844
人

須
崎

市
〇

〇
〇

一
部

一
部

○
⒄

　
立

地
適

正
化

計
画

作
成

取
組

地
4
人

高
岡

郡
中

土
佐

町
〇

〇
〇

〇
一

部
〇

◎
⒂

地
2
人

・
集

2
人

大
野

見
地

区
・

中
学

校
区

・
1,212

人
上

ノ
加

江
矢

井
賀

地
区

・
中

学
校

区
・

1,371
人

久
礼

地
区

・
中

学
校

区
・

4,525
人

高
岡

郡
檮

原
町

〇
〇

〇
○

◎
⑺

ま
つ

ば
ら

・
旧

小
学

校
区

・
266

人
は

つ
せ

・
旧

小
学

校
区

・
137

人
四

万
川

・
そ

の
他

・
568

人
お

ち
め

ん
・

旧
小

学
校

区
・

553
人

東
区

・
旧

小
学

校
区

・
1,510

人
西

区
・

小
学

校
区

・
610

人 二
五
八



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

高
岡

郡
津

野
町

〇
〇

一
部

〇
◎

⒇
地

3
人

・
集

1
人

郷
地

区
・

旧
小

学
校

区
・

363
人

床
鍋

地
区

・
小

学
校

区
・

89
人

白
石

地
区

・
旧

小
学

校
区

・
394

人

高
岡

郡
四

万
十

町
〇

〇
〇

一
部

○
◎

⑷
地

20
人

・
集

2
人

「
こ

だ
ま

」・
小

学
校

区
よ

り
狭

い
・

62
人

仁
井

田
の

り
ん

家
・

旧
中

学
校

区
・

1,625
人

宿
毛

市
△

〇
〇

一
部

〇
離

島
一

部
半

島
〇

○
⑻

（
一

社
）幡

多
広

域
観

光
協

議
会

地
3
人

沖
ノ

島
地

区
・

中
学

校
・

167
人

鵜
来

島
地

区
・

小
学

校
区

・
41

人

土
佐

清
水

市
△

〇
〇

〇
一

部
〇

半
島

〇
◎

⑾
（

一
社

）幡
多

広
域

観
光

協
議

会
地

9
人

四
万

十
市

△
〇

一
部

〇
一

部
○

半
島

一
部

○
⒃

（
一

社
）幡

多
広

域
観

光
協

議
会

地
11

人
西

土
佐

大
宮

・
旧

小
学

校
区

・
265

人

幡
多

郡
大

月
町

△
〇

〇
〇

〇
○

半
島

〇
◎

⑵
（

一
社

）幡
多

広
域

観
光

協
議

会
地

7
人

姫
の

井
・

小
学

校
区

狭
・

438
人

幡
多

郡
三

原
村

△
〇

〇
〇

○
半

島
〇

◎
⒅

（
一

社
）幡

多
広

域
観

光
協

議
会

地
2
人

・
集

3
人

三
原

村
地

区
・

そ
の

他
・

1,648
人

幡
多

郡
黒

潮
町

△
〇

〇
〇

一
部

○
半

島
一

部
◎

⑸
（

一
社

）幡
多

広
域

観
光

協
議

会
（

特
非

）N
P
O

砂
浜

美
術

館
地

6
人

・
集

1
人

蜷
川

地
区

・
小

学
校

区
・

269
人

北
郷

地
区

・
小

学
校

区
・

129
人

佐
賀

北
部

地
区

・
小

学
校

区
・

629
人

蛎
瀬

川
地

区
・

小
学

校
区

・
337

人

高
知

県
高

知
県

内
全

44
市

町
村

に
よ

る
高

知
連

携
中

枢
都

市
圏

設
置

を
企

画

合
計

／
平

均

○
4
市

6
市

4
町

1
村

11
市

8
町

2
村

16
寺

○
5
市

　
15

町
3
村

○
5
市

15
町

4
村

○
3
町

3
村

9
市

15
町

4
村

離
島

一
部

1
◎

2
市

11
町

6
村

2
地

区

立
地

適
正

化
計

画
◎

1
市

○
2
市

無
1
市

日
本

で
一

番
美

し
い

村
連

合
1
町

1
村

森
林

鉄
道

か
ら

ゆ
ず

ロ
ー

ド
3
町

2
村

幡
多

広
域

観
光

協
議

会
3
市

2
町

1
村

地
・

28
地

区
・

158
人

集
21

地
区

・
43

人
6
市

14
町

3
村

・
40

地
区

・
32,883

人

△
3
市

2
町

1
村

一
部

　
　

3
市

1
町

一
部

6
市

1
町

2
村

一
部

10
市

10
町

1
村

半
島

○
4

一
部

2

○
3
市

1
町

地
5.6

人
集

2
人

1
地

区
平

均
822

人
（

最
多

3,884
人

⇔
最

小
41

人
）

地
方

拠
点

都
市

地
域

：
〇

は
な

ん
ご

く
・

こ
う

ち
地

方
拠

点
都

市
地

域
、

△
は

高
知

県
西

南
地

方
拠

点
都

市
地

域
リ

ゾ
ー

ト
整

備
構

想
：

土
佐

浜
街

道
リ

ゾ
ー

ト
構

想（
平

成
の

大
合

併
前

の
高

知
市

・
室

戸
市

・
安

芸
市

・
南

国
市

他
6
市

10
町

4
村

を
対

象
と

し
た

構
想

）・
2006（

平
成

18）年
構

想
廃

止
日

本
遺

産
：

四
国

遍
路

は
四

国
四

県
が

対
象

保
存

地
域

は
重

要
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
域

の
こ

と
：

高
知

県
は

室
戸

市
吉

良
川

町
と

安
芸

市
土

居
廓

中
の

2
地

区
消

滅
可

能
性

都
市

は
増

田
寛

也
編

『
地

方
消

滅
』・

中
公

新
書

/
◎

は
2040

年
若

年
女

性（
20

～
39

歳
）人

口
減

少
率

50％
上

・
人

口
1
万

人
未

満
、

○
は

50％
上

・
人

口
1
万

人
上

「
森

林
鉄

道
か

ら
ゆ

ず
ロ

ー
ド

」
は

日
本

遺
産

「
森

林
鉄

道
か

ら
日

本
一

の
ゆ

ず
ロ

ー
ド

へ
─

ゆ
ず

が
香

る
南

国
土

佐
・

中
芸

地
域

の
景

観
と

食
文

化
─

」
の

こ
と

：
3
町

2
村

で
構

成（
中

芸
地

域
）

立
地

適
正

化
計

画
：

◎
は

2017（
平

成
29）年

7
月

28
日

ま
で

に
都

市
機

能
誘

導
地

域
、

居
住

誘
導

区
域

と
も

に
設

定
し

て
計

画
を

作
成

・
公

表
し

た
都

市
、

○
は

都
市

機
能

誘
導

地
域

の
み

を
設

定
し

て
計

画
を

作
成

・
公

表
し

た
都

市
、

　
　

　
　

　
　

　
　

無
印

は
立

地
適

正
化

計
画

に
取

り
組

ん
で

い
る

都
市

。
国

土
交

通
省

「
立

地
適

正
化

計
画

作
成

の
取

組
状

況
」（

http://www.m
lit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_fr_000051.htm

l）参
照

日
本

版
D
M

O（
D
estination M

anagem
ent/M

arketing O
rganization）は

環
境

庁（
国

土
交

通
省

）「
日

本
版

D
M

O
」（

http://www.m
lit.go.jp/kankocho/page04_000053.htm

l）参
照

（
一

社
）幡

多
広

域
観

光
協

議
会

：
高

知
県

3
市

・
2
町

・
1
村

で
設

立
し

た
地

域
連

携
D
M

O
。（

特
非

）N
P
O

砂
浜

美
術

館
は

黒
潮

町
に

設
立

さ
れ

た
地

域
M

D
O

二
五
九



町
・
田
野
町
・
安
田
町
・
安
芸
市
・
芸
西
村
・
香
南
市
・
南
国
市
・
高
知
市
・
土
佐
市
・
須
崎
市
・
中
土
佐
町
の
太
平
洋
岸
に
連
な
る
七

市
・
四
町
・
一
村
の
一
二
市
町
村
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
高
知
市
は
四
国
三
大
祭
り
の
一
つ
で
あ
る
よ
さ
こ
い
祭
り
で
も
有
名
で
あ

る
。
ま
た
高
知
県
で
は
二
〇
一
九
年
末
ま
で
の
二
年
間
を
会
期
と
し
て
、
県
立
高
知
城
博
物
館
と
県
立
坂
本
竜
馬
記
念
館
を
メ
イ
ン
会
場

と
し
、
高
知
旅
広
場
（
Ｊ
Ｒ
高
知
駅
前
）
を
サ
ブ
会
場
、
県
内
八
市
・
六
町
・
一
村
の
二
〇
会
場
を
地
域
会
場
と
す
る
「
志
国
高
知　

幕

末
維
新
博
」
を
開
催
し
て
い
る

（
49
）

。

高
知
県
の
「
拠
点
」
は
六
市
・
一
四
町
・
三
村
の
二
三
市
町
村
に
四
〇
地
区
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
隊
員
」
は
九
市
・
一
六
町
・
三
村

の
二
八
市
町
村
に
一
六
八
人
が
配
置
さ
れ
、「
支
援
員
」
は
五
市
・
一
一
町
・
五
村
の
二
一
市
町
村
に
四
三
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
立

地
適
正
化
計
画
に
関
し
て
は
、
高
知
市
が
都
市
機
能
誘
導
区
域
と
住
居
誘
導
区
域
を
設
定
し
た
計
画
を
作
成
・
公
表
し
、
南
国
市
、
土
佐

市
は
都
市
機
能
誘
導
区
域
の
み
を
設
定
し
た
計
画
を
作
成
・
公
表
し
、
須
崎
市
は
立
地
適
正
化
計
画
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 「
拠

点
」・「
隊
員
」・「
支
援
員
」・「
立
地
適
正
化
計
画
作
成
」
の
す
べ
て
を
採
用
し
て
い
る
の
は
南
国
市
だ
け
で
あ
り
、
一
つ
も
存
在
し
な
い

の
は
北
川
村
一
村
だ
け
で
あ
る
。
三
種
の
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
一
市
・
一
〇
町
・
二
村
の
一
四
市
町
村
で
あ
り
、「
拠
点
」
を
設

定
し
て
い
な
い
市
町
村
は
五
市
・
三
町
・
三
村
の
一
一
市
町
村
、「
隊
員
」
を
配
置
し
て
い
な
い
市
町
村
は
二
市
・
二
町
・
二
村
の
六
市

町
村
、「
支
援
員
」
を
配
置
し
て
い
な
い
市
町
村
は
七
市
・
五
町
・
一
村
の
一
三
市
町
村
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
一
市
・
一
七
町
・
五

村
の
三
三
市
町
村
は
、
い
ず
れ
か
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

中
央
で
は
す
べ
て
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る
南
国
市
を
除
く
と
、
五
市
・
七
町
・
二
村
は
二
つ
以
上
の
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。「
拠

点
」
を
設
定
し
て
い
な
い
の
は
高
知
市
と
土
佐
市
の
二
市
で
あ
り
、「
隊
員
」
が
い
な
い
の
は
高
知
市
と
香
南
市
の
二
市
で
あ
り
、「
支
援

員
」
が
存
在
し
な
い
の
は
土
佐
市
、
本
山
町
、
仁
淀
川
町
の
一
市
・
二
町
で
あ
る
。
そ
の
中
で
特
徴
的
な
市
町
村
は
、「
拠
点
」
が
三
地

二
六
〇



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

区
・「
隊
員
」
が
二
二
人
・「
支
援
員
」
二
人
の
、
拠
点
都
市
や
リ
ゾ
ー
ト
構
想
か
ら
も
れ
た
佐
川
町
で
あ
る
。
佐
川
町
は
消
滅
可
能
性
都

市
の
指
定
は
受
け
て
お
ら
ず
、
先
手
を
取
っ
て
集
落
生
活
圏
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
越
知
町
は
「
隊
員
」

一
三
人
と
「
支
援
員
」
一
人
を
配
置
し
て
お
り
、
隊
員
制
度
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

安
芸
の
二
市
・
四
町
・
三
村
で
、
室
戸
市
、
東
洋
町
、
奈
半
利
町
、
田
野
町
、
北
川
村
に
「
拠
点
」
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
北
川
村
、

馬
路
村
、
芸
西
村
に
は
「
隊
員
」
は
、
安
芸
市
、
東
洋
町
、
田
野
町
、
北
川
村
に
は
「
支
援
員
」
が
存
在
し
て
い
な
い
。
高
幡
の
一
市
・

四
町
で
は
、
須
崎
市
に
「
拠
点
」
が
な
く
「
支
援
員
」
が
い
な
い
。
檮
原
町
に
は
「
隊
員
」
も
「
支
援
員
」
も
い
な
い
が
「
拠
点
」
が
六

地
域
あ
る
。
中
土
佐
町
に
は
「
拠
点
」
三
地
域
、「
隊
員
」
二
名
、「
支
援
員
」
二
名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
津
野
町
に
は
「
拠
点
」
三
地

区
、「
隊
員
」
三
名
、「
支
援
員
」
一
名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
四
万
十
町
は
「
拠
点
」
二
地
域
、「
支
援
員
」
二
人
で
あ
る
が
、「
隊
員
」

は
二
〇
人
配
置
さ
れ
て
い
る
。
幡
多
の
三
市
・
二
町
・
一
村
で
は
「
拠
点
」
が
な
い
の
は
土
佐
清
水
市
、「
支
援
員
」
が
い
な
い
の
は
宿

毛
市
（「
隊
員
」
三
人
）、
土
佐
清
水
市
（
同
九
人
）、
四
万
十
市
（
同
一
一
人
）、
大
月
町
（
同
七
人
）
で
、
比
較
的
「
隊
員
」
の
数
は
多
い
。

三
原
村
は
「
拠
点
」
一
地
区
・「
隊
員
」
二
人
・「
支
援
員
」
三
人
で
あ
る
。
黒
潮
町
は
「
拠
点
」
四
地
域
・「
隊
員
」
六
人
・「
支
援
員
」

一
人
と
な
っ
て
い
る
安
芸
・
高
幡
・
幡
多
の
各
市
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
に
合
わ
せ
た
対
応
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

平
成
の
大
合
併
の
進
捗
率
が
低
く
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
が
著
し
い
高
知
県
で
は
、
特
徴
的
な
動
き
を
し
て
い
る
地
域
も
み
ら
れ
る
。

県
を
単
位
と
し
た
高
知
連
携
中
枢
都
市
圏
の
設
置
の
企
画
や
、
広
範
な
地
域
を
対
照
と
し
た
幕
末
維
新
博
な
ど
は
、
県
単
位
で
の
対
応
を

重
視
し
て
い
る
県
や
各
市
町
村
の
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
安
芸
の
市
部
に
は
室
戸
市
吉
良
川
町
と
安
芸
市
土
居
廓
中
の
二
地
区
に
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
域
が
あ
る
。
周
辺
部
の
高
齢
化
の
著
し
い
中
山
間
地
域
の
三
市
・
二
町
で
は
、
日
本
遺
産
「
森
林
鉄
道
か
ら
日
本

一
の
ゆ
ず
ロ
ー
ド
へ
│
ゆ
ず
が
香
る
南
国
土
佐
・
中
芸
地
域
の
景
観
と
食
文
化
│
」
を
設
定
し
て
い
る
。
日
本
遺
産
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を

二
六
一



利
用
し
た
地
方
創
生
へ
の
心
意
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

高
知
県
の
ゆ
ず
に
か
け
る
期
待
は
大
き
い
。「
森
林
鉄
道
か
ら
日
本
一
の
ゆ
ず
ロ
ー
ド
へ
│
ゆ
ず
が
香
り
彩
る
南
国
土
佐
・
中
芸
地
域

の
景
観
と
食
文
化
│
」
に
は
、
中
芸
広
域
連
合
を
形
成
し
て
い
る
奈
半
利
町
、
田
野
町
、
安
田
町
、
北
川
村
、
馬
路
村
が
参
加
し
て
い
る
。

馬
路
村
農
協
は
「
ゆ
ず
の
森
加
工
場
」
を
建
設
し
、
多
く
の
ゆ
ず
製
品
を
全
国
に
販
売
し
て
い
る
。
嶺
北
地
区
の
北
川
村
に
は
ゆ
ず
の
加

工
販
売
会
社
「
北
川
ゆ
ず
王
国
」
が
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
対
象
と
し
て
ゆ
ず
果
汁
の
輸
出
を
行
っ
て
い
る
。
土
佐
町
の
Ｊ
Ａ
土
佐
れ
い

ほ
く
も
や
幡
多
の
三
原
村
は
同
社
を
経
由
し
た
輸
出
計
画
を
有
し
て
い
る
。
高
知
県
の
ゆ
ず
果
汁
の
輸
出
用
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）

年
で
約
一
二
〇
ト
ン
で
四
年
前
と
比
較
す
る
と
七
割
増
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
青
果
玉
も
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
に
輸
出
さ
れ
て
い
る

（
50
）

。

幡
多
地
域
の
三
市
・
二
町
・
一
村
で
は
一
般
社
団
法
人
「
幡
多
広
域
観
光
協
議
会
」
を
設
立
し
、
環
境
体
験
型
教
育
旅
行
受
け
入
れ
の
推

進
を
行
っ
て
い
る
。
県
と
各
地
域
そ
し
て
各
市
町
村
の
、
現
状
に
即
し
た
対
応
の
未
来
に
期
待
す
る
だ
け
で
あ
る

（
51
）

。

六
、
四
国
全
域
お
よ
び
各
県
と
各
県
内
市
町
村
の
地
方
創
生

四
国
は
面
積
が
日
本
の
約
五
・
〇
％
で
、
人
口
は
約
三
・
〇
％
（
約
三
八
八
万
人
）
で
あ
り
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
の
約
四
二
三
万

人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
て
い
る
。
表
3
で
示
し
た
よ
う
に
、
四
国
全
体
で
ピ
ー
ク
時
の
約
九
〇
％
ま
で
人
口
が
減
少
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
二
〇
四
〇
年
に
は
現
在
の
人
口
の
約
七
七
％
に
ま
で
減
少
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
52
）

。
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の

割
合
は
三
〇
％
で
、
四
国
全
体
で
の
人
口
減
少
は
全
国
よ
り
約
二
五
年
早
く
、
高
齢
化
も
約
一
〇
年
早
く
進
行
し
て
い
る
。
ま
た
域
内
総

生
産
（
Ｇ
Ｒ
Ｐ
）
は
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
度
現
在
で
、
全
国
比
の
約
二
・
七
％
の
一
三
・
五
兆
円
で
あ
り
、
一
人
当
た
り
県
民
所
得

二
六
二



四
国
四
県
の
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方
創
生
（
山
田
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の
四
国
四
県
の
平
均
も
、
全
国
平
均
の
約
二
九
七
万
円
の
八
七
％
に
あ
た
る
約
二
五
八
万
円
と
な
っ
て
い
る

（
53
）

。
四
国
が
お
か
れ
た
厳
し
い

状
況
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

四
国
は
面
積
が
岩
手
県
と
ほ
ぼ
類
似
し
て
お
り
、
一
つ
の
県
と
な
る
べ
き
と
す
る
考
え
も
見
ら
れ
る
。
廃
藩
置
県
に
お
い
て
も
四
国
の

府
県
合
併
が
試
行
錯
誤
さ
れ
た
が
、
結
局
歴
史
的
な
区
分
に
従
っ
た
四
県
に
な
る
こ
と
で
落
ち
着
い
た
よ
う
に
、
四
県
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特

色
を
強
く
認
識
し
て
行
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
参
議
院
議
員
選
挙
の
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
の
一
つ
が
徳
島
県
と
高
知
県
の
合

区
と
な
っ
た
よ
う
に
、
著
し
い
人
口
減
少
が
地
域
の
将
来
に
厳
し
い
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
四
国
に
は

自
然
、
歴
史
、
伝
統
、
文
化
な
ど
を
背
景
に
、
四
県
に
は
そ
れ
ぞ
れ
人
々
を
引
き
付
け
る
多
く
の
魅
力
が
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
活
か
し
て

い
く
か
が
課
題
と
な
る
。
た
だ
し
お
互
い
の
相
違
を
強
調
す
れ
ば
、
四
国
各
県
の
間
に
厳
し
い
地
域
間
競
争
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
逆
に
一
体
化
を
重
視
し
た
地
域
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
各
県
の
特
色
が
薄
れ
る
可
能
性
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
と
る
か
が
今
後
の
四
国
発
展
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
四
国
全
体
の
魅
力
を
伝
え
る
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
に
、
日
本
遺
産
と
な
っ
て
い
る
「『
四
国
遍
路
』
〜
回
遊
型
巡

礼
路
と
独
自
の
巡
礼
文
化
〜
」
が
あ
る
。
四
国
遍
路
の
関
係
市
町
村
と
お
寺
を
見
る
と
、
徳
島
県
に
は
七
市
・
七
町
に
二
三
の
寺
が
、
高

知
県
に
は
一
一
市
・
八
町
・
二
村
に
一
六
の
寺
が
、
愛
媛
県
に
は
八
市
・
四
町
に
二
六
の
寺
が
、
香
川
県
に
は
八
市
・
二
町
に
二
三
の
寺

が
存
在
し
て
お
り
、
お
遍
路
は
四
国
四
県
を
く
ま
な
く
巡
る
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
る
。
四
国
遍
路
を
行
っ
て
い
る
人
々
は
約
一
五
万

人
と
推
測
さ
れ
て
い
る

（
54
）

。
お
寺
が
海
岸
線
に
沿
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
多
い
こ
と
か
ら
、
徳
島
県
、
高
知
県
、
香
川
県
の
内
陸
部
に
は
、
そ

の
対
象
と
な
ら
な
い
市
町
村
も
四
市
・
二
九
町
・
五
村
の
合
計
三
八
市
町
村
存
在
す
る
。
四
国
に
は
世
界
遺
産
が
存
在
し
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
四
県
は
四
国
遍
路
の
世
界
遺
産
登
録
を
望
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
入
ら
な
い
こ
う
し
た
地
域
へ
の
対
応
も
今
後
の
課
題
と
い
え

二
六
三



る
。
な
お
四
国
四
県
の
各
県
庁
所
在
地
は
「
二
〇
一
八
年
版
日
本
の
ア
ニ
メ
聖
地
八
八
」
に
お
い
て
、「
お
へ
ん
ろ
」
の
聖
地
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
る

 （
55
）

。

徳
島
県
で
は
①
上
勝
町
・
佐
那
河
内
村
・
那
賀
町
・
美
馬
市
・
つ
る
ぎ
町
・
東
み
よ
し
町
・
三
好
市
の
飛
び
地
の
部
分
の
グ
ル
ー
プ
と
、

②
石
井
町
・
松
茂
町
・
北
島
町
・
藍
住
町
の
隣
接
す
る
市
町
村 

の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
日
本
遺
産
か
ら
外
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
海
に
面

し
て
い
る
の
は
松
茂
町
の
み
で
あ
り
、
①
は
中
山
間
地
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
高
知
県
で
は
①
馬
路
村
（
徳
島
県
那
賀
町

に
隣
接
）・
北
川
村
の
グ
ル
ー
プ
と
、
②
大
豊
町
・
本
山
町
・
土
佐
町
・
大
川
村
・
い
の
町
・
日
高
村
・
佐
川
村
・
越
知
町
・
仁
淀
川
町
・

津
野
町
・
檮
原
町
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
日
本
遺
産
か
ら
外
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
内
陸
部
に
位
置
す
る
。
徳
島
県
で
は
①
鬼
北

町
（
高
知
県
檮
原
町
に
隣
接
）・
松
野
町
、
②
八
幡
浜
市
・
伊
方
町
、
③
伊
予
市
・
松
前
町
、
④
東
温
市
、
⑤
上
島
町
の
五
地
区
が
日
本
遺

産
か
ら
外
れ
て
い
る
。
海
に
面
し
て
い
な
い
の
は
①
と
④
で
あ
る
。
香
川
県
で
①
ま
ん
の
う
町
（
徳
島
県
美
馬
市
・
三
好
市
の
飛
び
地
部
分
・

東
み
よ
し
町
に
隣
接
）・
琴
平
町
・
綾
川
町
、
②
三
木
市
（
徳
島
県
美
馬
市
と
隣
接
）、
③
直
島
町
・
土
庄
町
・
小
豆
島
町
の
三
地
区
が
日
本
遺

産
か
ら
外
れ
て
い
る
。
①
②
は
内
陸
部
に
位
置
し
、
③
は
島
嶼
部
に
位
置
し
て
い
る

（
56
）

。

四
国
遍
路
か
ら
外
れ
て
い
る
地
域
で
も
多
様
な
ア
イ
デ
ア
で
地
方
創
生
を
実
践
し
て
い
る
。
徳
島
県
の
西
部
で
は
三
好
市
も
含
め
て
世

界
農
業
遺
産
登
録
申
請
を
行
っ
て
い
る
。
高
知
県
の
安
芸
地
域
で
は
、
遍
路
か
ら
外
れ
て
い
る
馬
路
村
と
北
川
村
が
周
辺
三
町
と
、
日
本

遺
産
「
森
林
鉄
道
か
ら
日
本
一
の
ゆ
ず
ロ
ー
ド
へ
│
ゆ
ず
が
香
る
南
国
土
佐
・
中
芸
地
域
の
景
観
と
食
文
化
│
」
を
形
成
し
て
い
る
。
香

川
県
の
島
嶼
部
三
町
は
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
に
参
加
し
て
い
る
。
琴
平
町
は
金
刀
比
羅
宮
を
中
心
に
し
た
観
光
と
、「
隊
員
」
に
猟
銃
免

許
を
取
得
さ
せ
、
イ
ノ
シ
シ
を
中
心
と
し
た
野
生
動
物
ジ
ビ
エ
料
理
で
の
地
方
創
生
に
向
き
合
っ
て
い
る
。
ま
ん
の
う
町
は
満
濃
池
公
園

を
中
心
に
観
光
客
の
誘
致
に
努
め
て
い
る

（
57
）

。
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ア
の
相
乗
効
果
を
期
待
し
た
い
。

二
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四
国
四
県
が
ジ
ビ
エ
料
理
等
を
活
用
し
た
地
方
創
生
を
考
え
て
い
る
背
景
に
、
各
県
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
中
心
と
し
た
鳥
獣

被
害
の
増
加
が
あ
る
。
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
被
害
額
は
、
徳
島
県
が
一
億
二
二
六
六
万
円
、
香
川
県
が
二
億
一
一
四
四
万
円
、

愛
媛
県
が
三
億
八
六
三
六
万
円
、
高
知
県
が
二
億
二
〇
一
〇
万
円
の
合
計
九
億
四
〇
五
六
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
有
害
鳥
獣

の
駆
除
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
駆
除
し
た
鳥
獣
の
処
分
が
課
題
と
な
り
、
ジ
ビ
エ
料
理
の
提
供
や
処
理
し
た
ジ
ビ
エ
の
出
荷
を
行
う

こ
と
で
、
地
方
創
生
の
一
翼
を
担
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
58
）

。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
有
害
鳥
獣
の
増
加
の
一
因
に
は
耕
作
放
棄
地
の
増

加
が
あ
る
。
総
農
家
の
経
営
耕
作
面
積
に
占
め
る
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
中
山
間
地
の
比
率
は
、
全
国
で
は
三
八
％
で
あ
る
が
、

四
国
四
県
で
は
、
徳
島
県
が
四
四
％
、
香
川
県
が
二
七
％
、
愛
媛
県
が
五
六
％
、
高
知
県
が
七
一
％
で
あ
り
、
四
県
平
均
で
は
五
〇
％
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
耕
作
放
棄
地
に
な
る
こ
と
を
い
か
に
減
少
さ
せ
る
か
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

（
59
）

。

四
国
の
発
展
に
は
瀬
戸
内
海
の
活
用
が
不
可
欠
と
い
え
る
。
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
四
国
三
県
は
対
岸
の
兵
庫
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、

山
口
県
と
「（
一
社
）
せ
と
う
ち
観
光
推
進
機
構
（「
広
域
連
携
Ｄ
Ｍ
Ｏ
」）」（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
）
を
設
立
し
、
広
域
的
な
観
光
事
業
を
展

開
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
三
本
の
本
四
連
絡
橋
が
あ
る
。「
機
構
」
は
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
四
月
、
瀬
戸
内
を
共
有
す
る
七
県

（
兵
庫
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
）
で
発
足
し
た
瀬
戸
内
ブ
ラ
ン
ド
推
進
連
合
を
発
展
改
組
し
、

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
春
に
、
民
間
の
事
業
者
と
と
も
に
一
般
社
団
法
人
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。「
機
構
」
は
自
ら
を
「
グ

ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
の
高
い
観
光
価
値
を
有
す
る
瀬
戸
内
圏
に
は
、
近
年
欧
米
や
ア
ジ
ア
か
ら
の
来
訪
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
加

え
、
地
域
資
源
を
生
か
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
、
着
地
型
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
浸
透
し
て
き
て
お
り
、
さ
ら
に
積
極
的
な
展
開
を
図
る
大
き
な
チ
ャ
ン

ス
を
迎
え
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
「
せ
と
う
ち
Ｄ
Ｍ
Ｏ
」
は
こ
れ
を
契
機
に
、
瀬
戸
内
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
に
よ
る
地
方
創
生
〝
地
域
再

生
と
成
長
循
環
〞
を
実
現
す
る
組
織
で
す

（
60
）

」
と
説
明
し
て
い
る
。
日
本
の
新
し
い
観
光
政
策
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
新
し
い
機
構
で
あ
る
。
そ

二
六
五



の
一
部
を
担
当
す
る
機
構
と
し
て
設
立
さ
れ
代
表
的
な
機
構
が
「
地
域
連
携
Ｄ
Ｍ
Ｏ
／
し
ま
な
み
ジ
ャ
パ
ン
（
仮
称
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は

日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
（D

estination M
anagem

ent/M
arketing O

rganization

・
地
域
連
携
Ｄ
Ｍ
Ｏ
）
と
し
て
今
治
市
・
上
島
町
・
広
島
県
尾
道
市

で
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
区
域
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
日
本
遺
産
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
、
道
の
駅
の
活
用
な
ど
が
あ
る
。

日
本
遺
産
は
「〝
日
本
最
大
の
海
賊
〞
の
本
拠
地：

芸
予
諸
島
│
よ
み
が
え
る
村
上
海
賊“M

urakam
i K

A
IZ

O
K
U

”

の
記
憶
」
で
あ

り
、
ま
さ
に 

本
四
連
絡
橋
「
尾
道
│
今
治
ル
ー
ト
」
と
そ
の
周
辺
地
域
を
対
象
と
し
た
も
で
あ
り
、
尾
道
か
ら
、
向
島
、
因
島
、
生
口
島
、

大
三
島
、
伯
方
島
、
大
島
、
今
治
ま
で
の
芸
予
の
島
々
が
対
象
と
な
っ
た
遺
産
で
あ
る
。
歴
史
や
伝
統
な
ど
と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し

た
企
画
と
い
え
る

（
61
）

。「
し
ま
な
み
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
」
も
本
四
連
絡
橋 

「
尾
道
│
今
治
ル
ー
ト
」
を
活
用
し
た
交
流
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
愛
好
者
の
た
め
の
、
乗
り
捨
て
自
由
な
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
も
準
備
さ
れ
、
い
つ
で
も
・
誰
で
も
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
施
設
や
条
件
が
整
っ
て
い
る
。
ま
た
専
門
的
な
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
み
た
い
人
々
の
た
め
に
「
サ
イ
ク
リ
ン
グ
し
ま
な
み
」（
瀬
戸

内
し
ま
な
み
海
道
・
国
際
サ
イ
ク
リ
ン
グ
大
会
）
も
実
施
さ
れ
て
い
る

（
62
）

。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
推
進
も
地
方
創
生
策
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
地
域
ブ
ラ
ン
ド
は
商
標
法
に
基
づ
い
て
登
録
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
商
標
法
改
正
以
前
は
「
全
国
的
な
知
名
度
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
が
要
件
と
な
る
な
ど
、
か

な
り
厳
し
い
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
条
件
を
ク
リ
ア
ー
し
た
先
行
事
例
と
し
て
は
、「
関
あ
じ
・
関
さ
ば
」、「
讃
岐
う
ど

ん
」、「
夕
張
メ
ロ
ン
」
と
「
ゆ
う
ば
り
国
際
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
映
画
祭
」
が
、
そ
の
他
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
へ
の
取
り
組
み
事
例
と
し

て
は
「
江
別
小
麦
め
ん
」、「
加
賀
野
菜
」、「
桐
生
織
」
が
、
地
域
自
体
の
ブ
ラ
ン
ド
力
と
し
て
は
「
横
浜
」、「
神
戸
」、「
ラ
ベ
ン
ダ
ー
と

富
良
野
」、「
古
都
京
都
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
現
在
で
も
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。
香
川
県
が
「
う
ど

ん
県
」
を
強
調
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
力
の
強
さ
の
ゆ
え
と
も
い
え
る

（
63
）

。

二
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二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
商
標
法
改
正
を
通
じ
て
、「
地
域
団
体
商
標
制
度
」
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
よ
り
は
か
な
り
容
易
に
登

録
で
き
る
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
地
域
団
体
商
標
に
は
、
地
域
の
名
称
と
商
品
（
サ
ー
ビ
ス
）
の
名
称
等
か
ら
な

る
商
標
を
、
地
域
に
根
差
し
た
団
体
が
、
そ
の
構
成
員
に
使
用
さ
せ
る
商
標
と
し
て
登
録
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
出
願
団
体
ま
た

は
そ
の
構
成
員
の
使
用
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
商
標
と
し
て
一
定
の
地
域
で
、
需
要
者
（
最
終
消
費
者
や
取
引
事
業
者
）
に
知
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
客
観
的
に
証
明
で
き
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
商
標
登
録
に
よ
っ
て
不
正
使
用
の
防
護
策
す
な
わ
ち
独
占
・
排
除
す
る

権
利
な
ど
法
的
効
果
を
持
つ
と
と
も
に
、
取
引
信
用
度
や
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
訴
求
力
を
増
大
で
き
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

こ
の
地
域
団
体
商
標
は
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
登
録
で
き
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
農
林
水
産
物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

古
く
か
ら
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
価
値
を
認
め
ら
れ
て
き
た
日
本
古
来
の
手
法
で
製
造
さ
れ
た
「
伝
統
工
芸
品
」、
こ
れ
か
ら
ブ
ラ
ン
ド
価
値
を

高
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
地
域
お
こ
し
の
一
環
と
し
て
近
年
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ご
当
地
グ
ル
メ
」
や
、
商
品

に
限
ら
ず
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
温
泉
や
商
店
街
等
も
登
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
改
正
を
受
け
て
四
国
四
県
で
登
録
さ
れ
て
い
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
は
表
4
の
通
り
で
あ
る
。
徳
島
県
で
は
、
渭
東
ね
ぎ
（
い
と
う
ね
ぎ
）、

な
る
と
金
時
（
な
る
と
き
ん
と
き
）、
徳
島
唐
木
仏
壇
（
と
く
し
ま
か
ら
き
ぶ
つ
だ
ん
）、
鳴
門
ら
っ
き
ょ
（
な
る
と
ら
っ
き
ょ
）、
阿
波
し
じ
ら

織
（
あ
わ
し
じ
ら
お
り
）、
阿
波
山
田
錦
（
あ
わ
や
ま
だ
に
し
き
）
の
六
種
類
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
香
川
県
で
は
、
庵
治
石
（
あ
じ
い
し
）、

ひ
け
た
鰤
（
ひ
け
た
ぶ
り
）、
伊
吹
い
り
こ
（
い
ぶ
き
い
り
こ
）、
讃
岐
牛
（
さ
ぬ
き
う
し
）、
小
豆
島
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
（
し
ょ
う
ど
し
ま
お

り
ー
ぶ
お
い
る
）
の
五
種
類
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
愛
媛
県
で
は
、
西
宇
和
み
か
ん
（
に
し
う
わ
み
か
ん
）、
真
穴
み
か
ん
（
ま
あ
な
み
か
ん
）、

菊
間
瓦
（
き
く
ま
か
わ
ら
）、
西
条
の
七
草
（
さ
い
じ
ょ
う
の
な
な
く
さ
）、
治
タ
オ
ル
（
い
ま
ば
り
た
お
る
）、
道
後
温
泉
（
ど
う
ご
お
ん
せ
ん
）、

宇
和
島
じ
ゃ
こ
天
（
う
わ
じ
ま
じ
ゃ
こ
て
ん
）、
戸
島
ぶ
り
（
と
じ
ま
ぶ
り
）、
中
山
栗
（
な
か
や
ま
ぐ
り
）、
宇
和
島
鯛
め
し
（
う
わ
じ
ま
た
い
め

二
六
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し
）、
大
島
石
（
お
お
し
ま
い
し
）
の
一
一
種
類
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
高
知
県
で
は
、
土
佐
打
刃
物
（
と
さ
う
ち
は
も
の
）、
四
万
十
川
の
青

さ
の
り
（
し
ま
ん
と
が
わ
の
あ
お
さ
の
り
）、
徳
谷
ト
マ
ト
（
と
く
だ
に
と
ま
と
）、
土
佐
あ
か
う
し
（
と
さ
あ
か
う
し
）
の
四
種
類
が
登
録
さ
れ

て
い
る
。
愛
媛
県
の
突
出
し
た
登
録
の
実
態
と
、
高
知
県
を
は
じ
め
と
し
て
徳
島
県
と
香
川
県
の
少
な
さ
が
目
立
つ
。
と
は
い
え
四
国
四

県
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
他
の
特
産
品
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
な
ど
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た
ブ
ラ
ン
ド
が
今
後
の
地

域
創
生
に
有
効
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
64
）

。

ま
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
国
際
版
と
し
て
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
（
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
）
す
な
わ
ち
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定

（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
（
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
条
約
第
一
五
号
）
付
属
書
1
Ｃ
に
よ
る
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
に
お

け
る
定
義
（
第
二
二
条
一
）
を
受
け
て
農
林
水
産
省
が
推
奨
し
て
い
る
Ｇ
Ｉ
マ
ー
ク
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
あ
る
商
品
に
関
し
、
そ
の

確
立
し
た
品
質
、
社
会
的
評
価
そ
の
他
の
特
性
が
、
当
該
商
品
の
地
理
的
産
地
に
主
と
し
て
帰
せ
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
商
品
が

表
4　
四
国
四
県
の
地
域
団
体
商
標
（
地
域
ブ
ラ
ン
ド
）

徳
島

県
香

川
県

愛
媛

県
高

知
県

渭
東

ね
ぎ（

い
と

う
ね

ぎ
）

庵
治

石（
あ

じ
い

し
）

西
宇

和
み

か
ん（

に
し

う
わ

み
か

ん
）

土
佐

打
刃

物（
と

さ
う

ち
は

も
の

）
な

る
と

金
時（

な
る

と
き

ん
と

き
）

ひ
け

た
鰤（

ひ
け

た
ぶ

り
）

真
穴

み
か

ん（
ま

あ
な

み
か

ん
）

四
万

十
川

の
青

さ
の

り
（

し
ま

ん
と

が
わ

の
あ

お
さ

の
り

）
徳

島
唐

木
仏

壇（
と

く
し

ま
か

ら
き

ぶ
つ

だ
ん

）
伊

吹
い

り
こ（

い
ぶ

き
い

り
こ

）
菊

間
瓦（

き
く

ま
か

わ
ら

）
鳴

門
ら

っ
き

ょ（
な

る
と

ら
っ

き
ょ

）
讃

岐
牛（

さ
ぬ

き
う

し
）

西
条

の
七

草（
さ

い
じ

ょ
う

の
な

な
く

さ
）

徳
谷

ト
マ

ト（
と

く
だ

に
と

ま
と

）
阿

波
し

じ
ら

織（
あ

わ
し

じ
ら

お
り

）
小

豆
島

オ
リ

ー
ブ

オ
イ

ル
（

し
ょ

う
ど

し
ま

お
り

ー
ぶ

お
い

る
）

今
治

タ
オ

ル（
い

ま
ば

り
た

お
る

）
土

佐
あ

か
う

し（
と

さ
あ

か
う

し
）

阿
波

山
田

錦（
あ

わ
や

ま
だ

に
し

き
）

道
後

温
泉（

ど
う

ご
お

ん
せ

ん
）

宇
和

島
じ

ゃ
こ

天（
う

わ
じ

ま
じ

ゃ
こ

て
ん

）
戸

島
ぶ

り（
と

じ
ま

ぶ
り

）
中

山
栗（

な
か

や
ま

ぐ
り

）
宇

和
島

鯛
め

し（
う

わ
じ

ま
た

い
め

し
）

大
島

石（
お

お
し

ま
い

し
）

特
許

庁
H
P
「

地
域

団
体

商
標

制
度

」（
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikum

i/t_torikum
i/t_dantai_syouhyou.htm

）を
参

照
し

て
作

成
し

た
。

「
讃

岐
う

ど
ん

」
は

商
標

法
改

正
前

に
全

国
に

知
ら

れ
た

代
表

的
な

地
域

ブ
ラ

ン
ド

と
し

て
容

認
さ

れ
て

お
り

、
代

表
的

な
地

域
ブ

ラ
ン

ド
の

一
つ

で
あ

る
。

二
六
八



四
国
四
県
の
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方
創
生
（
山
田
）

加
盟
国
の
領
域
又
は
そ
の
領
域
内
の
地
域
若
し
く
は
地
方
を
原
産
地
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
定
す
る
表
示
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
地
理
的
表
示
保
護
制
度
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
で
も
知
的
財
産
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
成
立
し
た
「
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
Ｇ
Ｉ
法
）（
平
成
二
六
年

法
律
第
八
四
号
）
の
施
行
を
う
け
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
現
在
ま
で
Ｇ
Ｉ
登
録
は
三
〇
道
府
県
の
四
七
産
品
と
一
ヶ
国
の
一
産
品
（
プ
ロ

シ
ュ
ッ
ト 

デ
ィ 

パ
ル
マ：

い
わ
ゆ
る
パ
ル
マ
ハ
ム
）
の
計
四
八
産
品
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
四
国
で
は
徳
島
県
那
賀
郡
那
賀
町
産
の
「
木
頭

ゆ
ず
」
が
、「
果
皮
障
害
の
発
生
が
少
な
く
、
外
観
が
美
し
い
。
半
世
紀
に
渡
る
優
良
系
統
選
抜
に
よ
り
、
果
皮
が
厚
く
、
果
汁
が
多
く

て
香
り
が
良
い
」
と
し
て
、
愛
媛
県
西
予
市
の
「
伊
予
生
糸
」
が
、「
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
繭
か
ら
糸
を
引
き
出
す
た
め
、
蚕
が
Ｓ
字

状
に
吐
い
て
作
っ
た
糸
の
繊
維
の
う
ね
り
が
そ
の
ま
ま
残
り
、
嵩
高
と
な
る
。
ま
た
、
光
沢
が
あ
り
、
ふ
ん
わ
り
と
柔
ら
か
い
風
合
い
の

糸
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。

「
木
頭
ゆ
ず
」
は
、「
那
賀
町
は
標
高
が
高
く
冷
涼
で
あ
る
た
め
、
果
実
の
色
合
い
が
良
い
。
ま
た
、
夏
期
の
降
雨
量
は
徳
島
市
の

二
・
五
倍
以
上
と
多
雨
で
あ
り
、
夏
期
の
乾
燥
が
原
因
と
な
る
『
か
い
よ
う
性
コ
ハ
ン
症
』
の
発
生
が
軽
減
さ
れ
る
。
旧
木
頭
村
で
は
古

く
か
ら
ゆ
ず
が
植
え
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
五
年
に
大
阪
中
央
市
場
に
販
売
し
高
い
評
価
を
受
け
た
こ
と
を
契
機
に
本
格
的
な
生
産
が

始
ま
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
地
域
と
の
結
び
付
き
の
強
い
こ
と
が
登
録
の
も
う
一
つ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
伊
予
生
糸
」
は
、

「
生
の
状
態
で
冷
蔵
保
存
し
た
繭
を
原
料
と
す
る
生
繰
り
法
に
よ
り
、
テ
ン
シ
ョ
ン
（
張
力
）
を
抑
え
つ
つ
低
速
で
、
か
つ
、
多
数
の
繭

か
ら
繰
糸
す
る
多
条
繰
糸
機
を
用
い
て
生
産
す
る
貴
重
な
産
地
」
で
あ
る
こ
と
が
、
登
録
の
も
う
一
つ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る

（
65
）

。
こ
う
し

た
形
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
増
加
は
、
海
外
の
情
報
提
供
の
一
つ
で
も
あ
り
、
よ
り
積
極
的
な
利
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
と
い

え
る
。

二
六
九



近
年
、
集
落
生
活
圏
の
コ
ア
す
な
わ
ち
「
小
さ
な
拠
点
」
の
コ
ア
と
し
て
「
道
の
駅
」
の
活
用
が
広
が
っ
て
い
る
。
道
の
駅
は
「
地
域

外
か
ら
活
力
を
呼
ぶ
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
型
」
と
、「
地
域
の
元
気
を
創
る
地
域
セ
ン
タ
ー
型
」
へ
の
分
化
が
進
ん
で
い
る
。
国
土
交
通
省
は

道
の
駅
の
中
か
ら
、
地
域
活
性
化
の
拠
点
と
し
て
、
特
に
優
れ
た
機
能
を
継
続
し
て
発
揮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
道
の
駅
六
ヶ
所
を
全

国
モ
デ
ル
「
道
の
駅
」
に
選
定
し
て
い
る
。
四
国
か
ら
は
愛
媛
県
内
子
町
の
「
内
子
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ー
ク
か
ら
り
」
が
選
ば
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
地
域
活
性
化
の
拠
点
と
な
る
優
れ
た
企
画
が
あ
り
、
今
後
の
重
点
支
援
で
効
果
的
な
取
組
が
期
待
で
き
る
三
五
ヶ
所
を
重
点

「
道
の
駅
」
に
選
定
し
て
い
る
。
四
国
で
は
高
知
県
須
崎
市
の
「
か
わ
う
そ
の
里
す
さ
き
」
と
檮
原
町
の
「
ゆ
す
は
ら
」、
本
四
連
絡
橋

「
尾
道
│
今
治
ル
ー
ト
」
い
わ
ゆ
る
し
ま
な
み
海
道
付
近
の
「
道
の
駅
」（
今
治
湯
浦
温
泉
、
伯
方
Ｓ
・
Ｃ
パ
ー
ク
、
今
治
市
多
々
羅
し
ま
な
み
公

園
、
し
ま
な
み
の
駅
御
島
、
よ
し
う
み
い
さ
き
館
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
重
点
「
道
の
駅
」
候
補
が
四
九
ヶ
所
が
選
定
さ
れ
て

い
る

（
66
）

。
道
の
駅
が
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
存
在
す
る
場
合
や
、
道
の
駅
で
地
域
ブ
ラ
ン
ド
品
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
た
、
道
の
駅

の
有
効
活
用
が
今
後
の
地
方
創
生
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
も
高
い
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
、
将
来
に
向
け
た
ブ
ラ
ン
ド
力
等
を
活
用
し
た
地
方
創
生
や
地
域
創
生
が
展
開
さ
れ
て
い
る
中
で
、
日
本
の
集
落
の
中
に
は
、

「
時
代
の
変
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
そ
の
機
能
を
維
持
し
て
き
た
集
落
（
む
ら
）
も
、
住
民
の
さ
ら
な
る
高
齢
化
や
世
帯
数
の
減

少
に
よ
り
、
揺
ら
ぎ
始
め
た
の
で
あ
る
。
相
互
扶
助
の
力
が
低
下
し
、
道
普
請
や
水
路
清
掃
と
い
う
共
同
作
業
の
継
続
が
困
難
化
す
る
、

い
わ
ゆ
る
『
限
界
集
落
』
も
現
れ
て
い
る

（
67
）

」
も
の
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
人
口
減

少
率
の
著
し
い
四
国
四
県
で
は
特
に
顕
著
な
姿
を
見
せ
て
い
る
。

四
国
圏
の
集
落
の
実
態
を
人
口
規
模
を
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
比
較
す
る
と
、
一
桁
台
が
八
・
八
％
（
五
〇
六
集
落
）
日
本
で
一
位
（
二
位

は
四
・
八
％
の
中
国
圏
）、
二
五
人
未
満
が
一
二
・
七
％
（
九
六
六
集
落
）
で
、
五
〇
人
未
満
が
二
一
・
七
％
で
、
百
人
未
満
が
二
五
・
九
％
で
い

二
七
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四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
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ず
れ
も
二
位
（
い
ず
れ
も
一
位
は
中
国
圏
）
と
な
っ
て
い
る
。
割
合
の
比
較
で
あ
り
総
数
で
は
な
い
も
の
の
、
四
国
圏
と
中
国
圏
の
集
落
で

の
人
口
減
少
化
傾
向
の
強
さ
、
す
な
わ
ち
「
限
界
集
落
」
や
「
限
界
集
落
」
に
近
い
集
落
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

集
落
の
現
状
を
高
齢
者
の
割
合
で
み
る
と
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
が
四
〇
〜
四
九
％
と
な
っ
て
い
る
集
落
が
全
集
落
の

二
五
・
三
％
を
占
め
て
お
り
、
全
国
で
二
位
（
一
位
は
中
国
圏
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
五
〇
〜
六
九
％
を
占
め
て
い
る
集
落
は
全
集
落
の

二
三
・
五
％
で
あ
り
、
七
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
集
落
は
一
〇
・
〇
％
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
も
一
位
（
と
も
に
二
位
は
中
国
圏
）
と

な
っ
て
い
る
。
七
五
歳
以
上
で
比
較
す
る
と
、
三
〇
〜
四
九
％
を
占
め
て
い
る
集
落
が
全
集
落
の
二
三
・
五
％
で
一
位
（
二
位
は
中
国
圏
）

で
あ
り
、
五
〇
％
以
上
と
な
っ
て
い
る
集
落
も
全
集
落
の
一
〇
・
一
％
で
一
位
（
二
位
は
中
国
圏
）
と
な
っ
て
い
る
。
四
国
の
限
界
集
落
の

厳
し
い
現
状
が
伝
わ
っ
て
く
る
数
字
と
な
っ
て
い
る
。

今
後
の
無
居
住
化
の
可
能
性
別
集
落
数
を
み
る
と
、
一
〇
年
以
内
に
無
住
化
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
集
落
が
二
・
六
％
存
在
し
、
い

ず
れ
無
住
化
と
な
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
集
落
が
八
・
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
と
も
に
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
四
国
圏
の
存
在
す
る

一
二
％
弱
の
集
落
に
は
消
滅
の
危
機
が
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
対
応
策
と
し
て
全
国
の
集
落
が
検
討
し
て
い
る
政
策
の
一
つ
が
、

外
部
か
ら
の
転
入
で
あ
る
。
し
か
し
四
国
圏
に
お
け
る
集
落
へ
の
転
入
の
状
況
を
み
る
と
、
転
入
者
が
い
な
い
集
落
が
八
・
八
％
で
全
国

一
位
（
二
位
は
中
国
圏
）
で
あ
り
、
転
入
政
策
が
困
難
な
集
落
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
集
落
圏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
の
五
九
・
一
％
が

小
学
校
区
（
七
八
ヶ
所
…
全
体
で
一
三
二
ヶ
所
）、
旧
小
学
校
区
も
二
五
％
（
三
三
ヶ
所
）
と
な
っ
て
お
り
、
小
学
校
区
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

基
盤
と
な
っ
て
い
る
地
域
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る

（
68
）

。
そ
の
中
に
基
幹
集
落
と
小
集
落
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
小
集
落
の
一
部

が
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
限
界
集
落
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
都
市
圏
に
お
い
て
は
、
連
携
中
枢
都
市
圏
や
定
住
自
立
圏
等
の
設
定
、
立
地
適
正
化
計
画
の
作
成
な
ど
を
通
じ
て
将
来
構
想
が
立
て

二
七
一



や
す
い
。
し
か
し
限
界
化
し
て
き
て
い
る
集
落
で
は
将
来
計
画
が
立
て
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
高
知
県
が
、
高
知
市
を
中
心
と
す
る
連
携
中

枢
都
市
圏
を
全
県
一
圏
域
と
す
る
構
想
を
考
案
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
高
知
県
の
現
状
が
生
ん
だ
将
来
計
画
の
一
つ
の
姿
と
い
え
る
。

確
か
に
小
さ
な
拠
点
を
中
心
と
し
た
集
落
生
活
圏
の
拡
充
に
よ
っ
て
集
落
を
残
す
と
と
も
に
、
若
者
の
移
住
等
を
通
じ
て
自
然
や
第
一
次

産
業
の
維
持
を
図
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
が
、
そ
の
将
来
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ど
の
よ
う
な
魅
力
を
そ
こ
に
つ
く

り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

四
国
の
一
部
指
定
地
域
を
抱
え
て
い
る
市
町
村
も
含
ん
だ
過
疎
地
以
外
の
市
町
村
は
、
徳
島
県
で
は 

徳
島
市
、
小
松
島
市
、
鳴
門
市
、

阿
波
市
、
阿
南
市
、
吉
野
川
市
と
、
石
井
町
、
松
茂
町
、
北
島
町
、
藍
住
町
、
板
野
町
、
上
板
町
、
東
み
よ
し
町
の
六
市
・
七
町
、
香
川

県
で
は 

高
松
市
、
さ
ぬ
き
市
、
丸
亀
市
、
善
通
寺
市
、
坂
出
市
、
観
音
寺
市
、
三
豊
市
、
三
木
町
、
綾
川
町
、
多
度
津
町
、
ま
ん
の
う
町
、

宇
多
津
町
の
七
市
・
五
町
、
愛
媛
県
で
は
松
山
市
、
今
治
市
、
東
温
市
、
新
居
浜
市
、
西
条
市
、
四
国
中
央
市
、
松
前
町
、
砥
部
町
の
六

市
・
二
町
、
高
知
県
で
は
高
知
市
、
南
国
市
、
香
南
市
、
土
佐
市
、
宿
毛
市
、
四
万
十
市
、
佐
川
町
、
日
高
村
、
芸
西
村
の
六
市
・
一

町
・
二
村
で
あ
る
。
他
方
四
国
に
お
け
る
一
千
億
円
以
上
の
製
造
品
出
荷
額
等
が
あ
る
産
業
集
積
の
進
ん
で
い
る
市
町
村
は
徳
島
県
で
は

徳
島
市
、
鳴
門
市
、
阿
南
市
、
北
島
町
、
佐
那
河
内
村
、
香
川
県
で
は
高
松
市
、
さ
ぬ
き
市
、
丸
亀
市
、
坂
出
市
、
観
音
寺
市
、
三
豊
市
、

東
か
が
わ
市
、
宇
多
津
町
、
愛
媛
県
で
は
松
山
市
、
今
治
市
、
新
居
浜
市
、
西
条
市
、
四
国
中
央
市
、
高
知
県
で
は
高
知
市
で
あ
る
。

両
者
を
対
比
し
た
場
合
、
徳
島
県
で
は
非
過
疎
地
域
の
一
三
市
町
の
中
の
徳
島
市
、
鳴
門
市
、
阿
南
市
と
北
島
町
の
三
市
一
町
が
残
り
、

そ
れ
に
佐
那
河
内
村
が
加
わ
る
。
香
川
県
で
は
市
で
は
善
通
寺
市
が
含
ま
れ
な
い
代
わ
り
に
東
か
が
わ
市
が
入
り
、
町
は
宇
多
津
町
の
み

が
残
る
。
愛
媛
県
で
は
東
温
市
を
除
く
五
市
が
残
る
。
高
知
県
は
高
知
市
の
み
で
あ
る
。
経
済
的
に
は
市
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
も
徳
島
県
・
香
川
県
・
愛
媛
県
で
は
阿
南
市
か
ら
松
山
市
ま
で
、
小
松
島
市
を
除
く
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
市
町
が
す

二
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べ
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
瀬
戸
内
地
域
が
西
日
本
の
一
つ
の
大
き
な
経
済
圏
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
太

平
洋
に
面
す
る
高
知
県
の
特
殊
性
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
鉄
道
も
高
速
道
路
も
一
部
が
高
知
県
で
は
接
続
し
て
い
な
い

（
69
）

。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
み
て
も
、
高
知
県
に
は
独
自
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
四
国
圏
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
瀬
戸
内
三
県
と
高
知
県
が
つ
な

が
っ
て
い
く
か
が
、
今
後
の
四
国
圏
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

註
こ
の
論
文
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
度
と
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
に
か
け
て
、
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
の
共
同
研
究
「
地
方
創

生
に
対
す
る
各
地
方
や
各
地
域
の
多
様
な
政
策
等
の
比
較
研
究
」
と
、
個
人
研
究
「
地
方
公
共
団
体
の
地
方
創
生
お
よ
び
地
域
創
生
に
関
す
る
比
較
研

究
」
に
お
い
て
、
実
態
調
査
を
行
っ
た
四
国
四
県
の
地
方
創
生
の
実
態
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
共
同
研
究
は
今
年
度
末
ま
で
で
あ
り
、
最
終
報
告

は
来
年
度
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
報
告
は
共
同
研
究
全
体
に
お
け
る
私
個
人
の
中
間
報
告
で
あ
る
。

本
文
の
数
字
は
全
て
漢
数
字
に
転
換
し
て
い
る
。
註
の
数
字
表
記
も
必
要
に
応
じ
て
漢
数
字
に
転
換
し
て
い
る
。

（
1
） 

「
府
県
の
変
遷
」（
四
国
地
方
）（http://w

w
w
.tt.rim

.or.jp/̃ishato/tiri/huken/k-sikoku.htm

）

（
2
） 

市
制
町
村
制
の
施
行
は
各
県
バ
ラ
バ
ラ
で
、
徳
島
県
は
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
一
〇
月
一
日
、
香
川
県
は
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
二

月
一
五
日
、
愛
媛
県
は
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
一
二
月
一
五
日
、
高
知
県
は
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。

（「
市
区
町
村
変
遷
情
報
」、『
都
道
府
県
市
町
村
』、http://uub.jp/
）

（
3
） 

総
務
省
「
地
方
自
治
制
度：

広
域
行
政
・
市
町
村
合
併
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/kouiki/kouiki.htm
l

）
と
徳
島
県
Ｈ
Ｐ
（http://

w
w
w
.pref.tokushim

a.jp/

）、
香
川
県
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.pref.kagaw

a.lg.jp/

）、
愛
媛
県
Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w
.pref.ehim

e.jp/

）、
高
知
県

Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.pref.kochi.lg.jp/

）
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
4
） 

道
州
制
に
つ
い
て
は
、
地
方
制
度
調
査
会
「
道
州
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
平
成
一
八
年
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/

二
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singi/chihou_seido/singi/pdf/N
o28_tousin_060228.pdf

）

（
5
） 

本
四
連
絡
橋
に
つ
い
て
は
、「
Ｊ
Ｂ
本
四
高
速
」
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
（
株
）「（http://w

w
w
.jb-honshi.co.jp/custom

er_index/

guide/faq/qa_bridge.htm
l

）
を
参
照
し
た
。

（
6
） 
国
土
交
通
省
『
国
土
計
画
』（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_fr3_000003.htm
l

）、「
四
国
圏
の
広
域
国
土
計

画
」『
国
土
形
成
計
画
』
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
な
お
、
瀬
戸
内
海
の
面
積
等
は
、
環
境
省
「
瀬
戸
内
海
の
概
況
」（https://w

w
w
.env.go.jp/

w
ater/heisa/heisa_net/setouchiN

et/seto/kankyojoho/sizenkankyo/gaikyo.htm

）
を
参
照
し
た
。

（
7
） 

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
・
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
『
川
と
人
と
の
歴
史
物
語
（
四
国
地
方
の
古
地
理
に
関
す
る
調
査
報
告
書
）』
平

成
一
八
年
（https://w

w
w
.skr.m

lit.go.jp/kasen/data/hitotokaw
atonom

onogatari.pdf

）
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
8
） 

定
住
自
立
圏
は
、
原
則
と
し
て
は
人
口
五
万
人
以
上
（
少
な
く
と
も
四
万
人
超
）
で
昼
夜
間
人
口
比
一
以
上
の
中
心
市
と
近
隣
市
町
村
が
協
定

を
締
結
し
、
相
互
に
役
割
分
担
し
、
連
携
・
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
圏
域
全
体
と
し
て
必
要
な
生
活
機
能
等
を
確
保
す
る
「
定
住
自
立
圏
構
想
」

を
推
進
し
、
地
方
圏
に
お
け
る
定
住
の
受
け
皿
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
る
。（
総
務
省
「
定
住
自
立
圏
構
想
」http://w

w
w
.

soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/kenkyu/teizyu/
参
照
）

（
9
） 

人
口
は
総
務
省
「【
総
計
】
平
成
二
九
年
住
民
基
本
台
帳
人
口
・
世
帯
数
、
平
成
二
八
年
度
人
口
動
態
（
市
区
町
村
別
）」（http://w

w
w
.soum

u.

go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/jinkou_jinkoudoutaijinkou_jinkoudoutaijinkou_jinkoudoutai-setaisuu.htm

l

を
、
面
積
は
「
人
口
・

面
積
・
人
口
密
度
」（dem

ography.blog.fc2.com
/blog-entry-675.htm

l

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
は
徳
島
県
Ｈ
Ｐ

（https://w
w
w
.pref.tokushim

a.lg.jp/

）
の
必
要
項
目
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
10
） 

連
携
中
心
都
市
圏
は
「
地
方
圏
に
お
い
て
、
昼
夜
間
人
口
比
率
お
お
む
ね
一
以
上
の
指
定
都
市
・
中
核
市
と
、
当
該
市
と
社
会
的
、
経
済
的
に

一
体
性
を
有
す
る
近
隣
市
町
村
と
で
形
成
す
る
都
市
圏
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
地
域
に
お
い
て
、
相
当
規
模
の
中
核
性
を
備
え
る
圏
域
に
お

い
て
市
町
村
が
連
携
し
、
コ
ン
パ
ク
ト
化
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
も
一
定
の
圏
域
人
口
を
有
し
活
力

あ
る
社
会
経
済
を
維
持
す
る
た
め
の
拠
点
を
形
成
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
あ
る
。（
総
務
省
「
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
」（http://

w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/renkeichusutoshiken/index.htm

l
）

二
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（
11
） 

人
口
と
面
積
は
前
掲
注（
9
）と
同
。
な
お
香
川
県
の
市
町
村
の
状
況
は
、
香
川
県
庁
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.pref.kagaw

a.jp/

）
を
参
照
し
て

整
理
し
た
。

（
12
） 
人
口
と
面
積
は
前
掲
注（
9
）と
同
。
な
お
愛
媛
県
の
市
町
村
の
状
況
は
、
愛
媛
県
『
愛
媛
県
市
町
要
覧
（
平
成
二
七
年
版
）』（https://w

w
w
.

pref.ehim
e.jp/h10800/shichoshinko/gyousei/gyousei_data/youran27/27index.htm

l

）
を
参
照
し
た
。

（
13
） 

人
口
と
面
積
は
前
掲
注（
9
）と
同
。
広
域
行
政
や
市
町
村
の
変
遷
等
に
つ
い
て
は
高
知
県
総
務
部
市
町
村
振
興
課
編
『
高
知
県
市
町
村
便
覧
』

（
平
成
二
九
年
度
）
高
知
県
市
町
村
振
興
協
会
（http://w
w
w
.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/fi les/2013081500152/shichosonbinran.

pdf

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
14
） 

総
務
省
・「
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
」（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/renkeichusutoshiken/index.htm

l

）

（
15
） 

総
務
省
「
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
推
進
要
綱
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000337009.pdf

）

（
16
） 

総
務
省
・
前
掲
推
進
要
綱

（
17
） 

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
つ
い
て
は
、
首
相
官
邸
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基
本
方
針
二
〇
一
七
に
つ
い
て
」（https://

w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h29-06-09-ihonhousin2017hontai.pdf

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
） 

高
知
県
「（
仮
称
）
高
知
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏　

想
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）」（http://w

w
w
.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/

fi les/2014013000344/renkeizigyousuke.pdf

）
参
照

（
19
） 

高
知
市
「
連
携
中
枢
都
市
圏
形
成
の
圏
域
に
つ
い
て
」（https://w

w
w
.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachm

ent/45013.pdf

）「
よ
く
わ

か
る
！
高
知
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
」（
よ
く
わ
か
る
）（https://w

w
w
.city.kochi.kochi.jp/joho/upload/fi les/0109/yokuw

akaru.pdf

）
参
照

（
20
） 

高
知
市
・
よ
く
わ
か
る
Ｐ
7

（
21
） 

高
知
市
・
よ
く
わ
か
る
Ｐ
7
。
な
お
連
携
中
枢
都
市
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
市
は
六
一
市
で
あ
る
が
、
都
市
圏
を
形
成
し
て
い
る
二
三
市
の

他
に
、
山
形
市
、
郡
山
市
、
岐
阜
市
が
平
成
二
七
年
度
推
進
事
業
実
施
団
体
と
な
り
、
青
森
市
、
福
島
市
、
四
日
市
市
、
鳥
取
市
、
高
知
市
、
呉
市

が
平
成
二
八
年
度
促
進
事
業
実
施
団
体
と
な
っ
て
い
る
。

（
22
） 

総
務
省
・「
連
携
中
枢
都
市
圏
形
成
の
動
き
」
一
覧
表
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000481817.pdf

）
参
照

二
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（
23
） 

高
知
市
・
よ
く
わ
か
る
Ｐ
7

（
24
） 

高
知
市
・
よ
く
わ
か
る
Ｐ
7

（
25
） 
日
本
の
農
業
地
域
は
「
都
市
的
地
域
」、「
平
地
農
業
地
域
」、「
中
間
農
業
地
域
」、「
山
間
農
業
地
域
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
中
山
間
地
域
は

後
者
二
地
域
の
総
称
で
あ
る
。
農
水
省
で
は
中
山
間
地
を
「
平
野
の
外
縁
部
か
ら
山
間
地
を
指
す
」
領
域
と
説
明
し
て
い
る
が
、
狭
義
の
「
中
山
間

地
域
」
に
つ
い
て
は
「
農
林
統
計
上
用
い
ら
れ
て
い
る
地
域
区
分
の
う
ち
、『
中
間
農
業
地
域
』
と
『
山
間
農
業
地
域
』
を
合
わ
せ
た
地
域
を
さ
し

ま
す
。
ま
た
、『
中
山
間
地
域
』
と
い
う
概
念
は
、
政
策
上
、
農
林
統
計
上
の
中
山
間
地
域
の
ほ
か
、
条
件
不
利
地
域
を
対
象
と
す
る
地
域
振
興
立

法
（
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
山
村
振
興
法
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措

置
法
、
半
島
振
興
法
、
離
島
振
興
法
等
）
の
指
定
地
域
を
含
む
概
念
と
し
て
の
使
わ
れ
方
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
〇
六
号
）
第
三
五
条
に
お
い
て
、『
山
間
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
そ
の
他
の
地

勢
等
の
地
理
的
条
件
が
悪
く
、
農
業
の
生
産
条
件
が
不
利
な
地
域
』
と
し
て
、『
中
山
間
地
域
等
』
の
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合

の
『
中
山
間
地
域
等
』
と
は
、
上
に
記
載
し
て
い
る
、
統
計
上
の
中
山
間
地
域
と
地
域
振
興
立
法
の
対
象
地
域
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。」
と
説
明
し

て
い
る
。

ま
た
、
農
林
統
計
上
の
農
業
地
域
類
型
で
は
、「
都
市
的
地
域
」
は
「
人
口
密
度
が
五
〇
〇
人
／
㎢
以
上
、
Ｄ
Ｉ
Ｄ
面
積
が
可
住
地
五
％
以
上
を

占
め
る
等
都
市
的
な
集
積
が
進
ん
で
い
る
市
町
村
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
全
国
に
七
二
〇
市
町
村
存
在
し
て
い
る
。「
平
地
農
業
地
域
」
は
「
耕
地
率

二
〇
％
以
上
、
林
野
率
が
五
〇
％
未
満
又
は
五
〇
％
以
上
で
あ
る
が
平
坦
な
耕
地
が
中
心
の
市
町
村
」
と
さ
れ
、
全
国
に
七
五
八
市
町
村
存
在
し
て

い
る
。「
中
間
農
業
地
域
」
は
「
平
地
農
業
地
域
と
山
間
農
業
地
域
と
の
中
間
的
な
地
域
で
あ
り
、
林
野
率
は
主
に
五
〇
％
〜
八
〇
％
で
、
耕
地
は

傾
斜
地
が
多
い
市
町
村
」
と
さ
れ
、
全
国
に
一
、〇
二
二
市
町
村
存
在
し
て
い
る
。「
山
間
農
業
地
域
」
は
「
林
野
率
が
八
〇
％
以
上
、
耕
地
率
が

一
〇
％
未
満
の
市
町
村
」
と
さ
れ
、
全
国
に
七
三
五
市
町
村
存
在
し
て
い
る
。﹇
農
林
水
産
省
「
中
山
間
地
域
と
は
」（http://w

w
w
.m

aff .go.jp/j/

study/other/cyusan_siharai/m
atom

e/ref_data1.htm
l

）
と
関
東
農
政
局
「
地
域
振
興
立
法
五
法
の
指
定
状
況
」・「
中
山
間
地
域
」（http://

w
w
w
.m

aff .go.jp/kanto/seibi/chiiki/chusankan/5hou_shitei.htm
l

）﹈。
詳
し
く
は
農
林
水
産
省
「
農
業
地
域
類
型
区
分
に
つ
い
て
」（http://

w
w
w
.m

aff .go.jp/j/tokei/chiiki_ruikei/setsum
ei.htm

l

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
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（
26
） 

高
知
県
総
務
部
・
産
業
振
興
推
進
部
・「
高
知
市
を
中
心
と
し
た
『
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
』
の
県
内
全
市
町
村
を
圏
域
と
し
た
推
進
に
つ
い

て
」（http://w

w
w
.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/fi les/2014013000344/tosikenkousou1.pdf

）

（
27
） 
「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇　

概
要
」（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001047114.pdf

）

（
28
） 
総
務
省
「
情
報
通
信
白
書
（
平
成
二
五
年
版
）」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/johotsusintokei/w
hitepaper/ja/h25/htm

l/nc123120.htm
l

）

（
29
） 

国
土
交
通
省
「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇
〜
対
流
促
進
型
国
土
の
形
成
〜
」（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/kokudoseisaku/

kokudoseisaku_tk3_000043.htm
l

）、「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇
」（https://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001069201.pdf

）、「
国

土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇　

概
要
」
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
30
） 

国
土
交
通
省
「
国
土
利
用
計
画
」（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk3_000008.htm
l

）、「
第
五
次
国
土
利
用

計
画
（
全
国
計
画
）
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001118985.pdf

）
参
照

（
31
） 

国
土
交
通
省
・
前
掲
「
全
国
計
画
」

（
32
） 

国
交
通
省
「
集
落
地
域
の
大
き
な
安
全
と
希
望
を
つ
な
ぐ
『
小
さ
な
拠
点
』
づ
く
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/

000992103.pdf

）

（
33
） 

総
務
省
地
域
力
想
像
グ
ル
ー
プ
地
域
振
興
室
『
暮
ら
し
を
支
え
る
地
域
運
営
組
織
に
関
す
る
研
究
調
査
事
業　

報
告
書
』
平
成
二
八
年
三
月

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000405694.pdf

）

（
34
） 

内
閣
府
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（
二
〇
一
六
改
訂
版
）」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf

）。
そ

こ
で
は
、「
人
口
減
少
や
高
齢
化
が
著
し
い
中
山
間
地
域
等
に
お
い
て
は
、
一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る
「
集
落
生
活
圏
」
を
維
持
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
地
域
住
民
が
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
、

①
地
域
住
民
に
よ
る
集
落
生
活
圏
の
将
来
像
の
合
意
形
成

②
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
の
持
続
的
な
取
組
体
制
の
確
立
（
地
域
運
営
組
織
の
形
成
）

③
地
域
で
暮
ら
し
て
い
け
る
生
活
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
確
保

④
地
域
に
お
け
る
仕
事
・
収
入
の
確
保

二
七
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を
図
る
必
要
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

（
35
） 

小
田
切
徳
美
著
「『
小
さ
な
拠
点
』
と
農
山
村
再
生
」
九
頁
、
一
般
財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
『
小
さ
な
拠
点
＋
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

る
地
域
活
性
化
（
平
成
二
八
年
度
地
域
活
性
化
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）』
平
成
二
九
年
二
月

（
36
） 
内
閣
府
・
前
掲
二
〇
一
六
改
訂
版

（
37
） 

小
田
切
・
前
掲
論
文
・
六
頁
参
照

（
38
） 

内
閣
府
・
前
掲
二
〇
一
六
改
訂
版

（
39
） 

総
務
省
・
前
掲
報
告
書
・
六
六
頁

（
40
） 

国
土
交
通
省
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001146283.pdf

）

（
41
） 

国
土
交
通
省
「
立
地
適
正
化
計
画
作
成
の
手
引
き
」（
平
成
二
九
年
四
月
改
定
）（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001181578.pdf

）
等
を

参
照
し
て
整
理
し
た
。
な
お
国
土
交
通
省
は
「
立
地
適
正
化
計
画
」
の
要
点
を
以
下
の
七
項
目
に
整
理
し
て
い
る
。

1
．
都
市
全
体
を
見
渡
し
た
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

立
地
適
正
化
計
画
は
、
居
住
機
能
や
医
療
・
福
祉
・
商
業
、
公
共
交
通
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
機
能
の
誘
導
に
よ
り
、
都
市
全
域
を
見
渡
し

た
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
高
度
化
版
で
す
。

2
．
都
市
計
画
と
公
共
交
通
の
一
体
化

居
住
や
都
市
の
生
活
を
支
え
る
機
能
の
誘
導
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
交
通
の
再
編
と
の
連
携
に
よ
り
、『
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

3
．
都
市
計
画
と
民
間
施
設
誘
導
の
融
合

民
間
施
設
の
整
備
に
対
す
る
支
援
や
立
地
を
緩
や
か
に
誘
導
す
る
仕
組
み
を
用
意
し
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
土
地
利
用
規
制
な
ど
従
来
の
制
度

と
立
地
適
正
化
計
画
と
の
融
合
に
よ
る
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

4
．
市
町
村
の
主
体
性
と
都
道
府
県
の
広
域
調
整

計
画
の
実
現
に
は
、
隣
接
市
町
村
と
の
協
調･

連
携
が
重
要
で
す
。
都
道
府
県
は
、
立
地
適
正
化
計
画
を
作
成
し
て
い
る
市
町
村
の
意
見
に

二
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配
慮
し
、
広
域
的
な
調
整
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

5
．
市
街
地
空
洞
化
防
止
の
た
め
の
選
択
肢

居
住
や
民
間
施
設
の
立
地
を
緩
や
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
、
市
街
地
空
洞
化
防
止
の
た
め
の
新
た
な
選
択
肢
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。

6
．
時
間
軸
を
も
っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

計
画
の
達
成
状
況
を
評
価
し
、
状
況
に
合
わ
せ
て
、
都
市
計
画
や
居
住
誘
導
区
域
を
不
断
に
見
直
す
な
ど
、
時
間
軸
を
も
っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
で
効
果
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

7
．
ま
ち
づ
く
り
へ
の
公
的
不
動
産
の
活
用

財
政
状
況
の
悪
化
や
施
設
の
老
朽
化
等
を
背
景
と
し
て
、
公
的
不
動
産
の
見
直
し
と
連
携
し
、
将
来
の
ま
ち
の
あ
り
方
を
見
据
え
た
公
共
施

設
の
再
配
置
や
公
的
不
動
産
を
活
用
し
た
民
間
機
能
の
誘
導
を
進
め
ま
す
。

（
42
） 

条
件
不
利
市
町
村
と
は
、
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
過
疎
地
域
自
立
促

進
特
別
措
置
法
、
山
村
振
興
法
、
半
島
振
興
法
、
離
島
振
興
法
の
指
定
地
域
を
含
む
市
町
村
の
こ
と
を
い
う
（
総
務
省
「
条
件
不
利
地
域
の
市
町
村

関
連
資
料
」﹇http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000256140.pdf

﹈）。

な
お
四
国
四
県
の
分
析
に
は
「
地
域
振
興
立
法
五
法
の
地
域
指
定
を
活
用
し
た
。
そ
の
法
律
は
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化

の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
通
称：
特
定
農
山
村
法
）（
平
成
五
年
法
律
第
七
二
号
）、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

一
二
年
法
律
第
一
五
号
）、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律
第
六
四
号
）、
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
〇
年
法
律
第
六
三
号
）、
離
島
振
興
法
（
昭
和

二
八
年
法
律
第
七
二
号
）
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
対
象
と
す
る
地
域
が
い
わ
ゆ
る
「
中
山
間
地
域
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
定
農
山
村
法
に
よ
る

「
特
定
農
山
村
地
域
」（
全
国
で
一
、七
三
〇
市
町
村
）、
山
村
振
興
法
に
よ
る
「
振
興
山
村
」（
全
国
で
一
、一
九
五
市
町
村
）、
過
疎
地
域
活
性
化
特

別
措
置
法
に
よ
る
「
過
疎
地
域
」（
全
国
で
一
、二
三
一
市
町
村
）、
半
島
振
興
法
に
よ
る
「
半
島
地
域
」（
全
国
で
三
七
六
市
町
村
）、
離
島
振
興
法

に
い
う
「
離
島
地
域
」（
全
国
で
一
八
四
市
町
村
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
部
が
法
律
上
の
「
中
山
間
地
域
」
の
定
義
で
あ
る
。

特
定
農
山
村
地
域
の
要
件
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
一
、七
三
〇
市
町
村
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

二
七
九



﹇
1
﹈
勾
配
一
／
二
〇
以
上
の
田
面
積
が
全
田
面
積
の
五
〇
％
以
上
、
但
し
全
田
面
積
が
全
耕
地
面
積
の
三
三
％
以
上

﹇
2
﹈
勾
配
一
五
度
以
上
の
畑
面
積
が
全
畑
面
積
の
五
〇
％
以
上
、
但
し
全
畑
面
積
が
全
耕
地
面
積
の
三
三
％
以
上

﹇
3
﹈
林
野
率
七
五
％
以
上

（
上
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
）

﹇
4
﹈
一
五
歳
以
上
人
口
に
対
す
る
農
林
業
従
事
者
数
の
割
合
が
一
〇
％
以
上
、
又
は
総
土
地
面
積
に
対
す
る
農
林
地
割
合
八
一
％
以
上

振
興
山
村
の
要
件
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

﹇
1
﹈
林
野
率
七
五
％
以
上
（
一
九
六
〇
年 

林
業
セ
ン
サ
ス
）

﹇
2
﹈
人
口
密
度
一
・
一
六
未
満
（
一
九
六
〇
年 

林
業
セ
ン
サ
ス
）

過
疎
地
域
の
要
件
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

﹇
1
﹈
人
口
減
少
率
二
五
％
以
上

﹇
2
﹈
人
口
減
少
率
二
〇
％
以
上
で
六
五
歳
以
上
人
口
比
率
一
六
％
以
上

﹇
3
﹈
人
口
減
少
率
二
〇
％
以
上
で
一
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
人
口
比
率
一
六
％
以
下

（
上
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
）

﹇
4
﹈
財
政
力
指
数
〇
・
四
四
以
下

半
島
地
域
の
要
件
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

三
方
が
海
に
囲
ま
れ
、
一
方
が
本
土
と
つ
な
が
っ
て
い
る
陸
地
部
分
と
か
ら
な
る
地
域
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
か
ら
な
り
、

一
定
の
社
会
的
経
済
的
規
模
を
有
す
る
地
域
。

離
島
地
位
の
要
件
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

本
土
よ
り
隔
絶
し
て
い
る
離
島

（
農
林
水
産
省
「
中
山
間
地
域
と
は
」（http://w

w
w
.m

aff .go.jp/j/study/other/cyusan_siharai/m
atom

e/ref_data1.htm
l

）
参
照
）

な
お
、
過
疎
地
域
は
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
」
に
よ
れ
ば
、「
人
口
の
著
し
い
減
少
に
伴
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
活
力
が
低
下

二
八
〇



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

し
、
生
産
機
能
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る
地
域
」
を
さ
す
。
同
法
の
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
四
月
一

日
か
ら
の
条
件
で
い
え
ば
、
過
疎
地
域
は
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
（
人
口
要
件
）、
か
つ
、
平
成
二
五
年
度
〜
平
成
二
七
年
度
の
三
ヶ
年
平

均
の
財
政
力
指
数
が
〇
・
五
以
下
で
、
公
営
競
技
収
益
が
四
〇
億
円
以
下
（
施
行
令
第
一
条
）
で
あ
る
こ
と
（
財
政
力
要
件
）」
と
さ
れ
、
そ
れ
は

①
Ｓ
四
五
年
〜
Ｈ
二
七
年
の
人
口
減
少
率
が
三
二
％
以
上

②
Ｓ
四
五
年
〜
Ｈ
二
七
年
の
人
口
減
少
率
が
二
七
％
以
上
、
高
齢
者
比
率
（
六
五
歳
以
上
）
三
六
％
以
上

③
Ｓ
四
五
年
〜
Ｈ
二
七
年
の
人
口
減
少
率
が
二
七
％
以
上
、
若
年
者
比
率
（
一
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
）
一
一
％
以
下

④
Ｈ
二
年
〜
Ｈ
二
七
年
の
人
口
減
少
率
が
二
一
％
以
上

＊
た
だ
し
、
①
②
③
の
場
合
、
Ｈ
二
年
〜
Ｈ
二
七
年
の
二
五
年
間
で
一
〇
％
以
上
人
口
増
加
し
て
い
る
団
体
は
除
く
。

と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
過
疎
地
域
の
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

﹇
過
疎
地
域
の
状
況
﹈

（
過
疎
市
町
村
）

（
全
国
）

（
過
疎
地
域
の
割
合
）

関
係
市
町
村
数
（
Ｈ
二
九
・
四
・
一
）

八
一
七

一
、七
一
八

四
七
・
六
％

人
口
（
平
二
七
国
調：

万
人
）

一
、〇
八
八

一
二
、七
〇
九

八
・
六
％

面
積
（
平
二
七
国
調：

㎢
）

二
二
五
、四
六
八

三
七
七
、九
七
一

五
九
・
七
％

（
総
務
省
「
今
後
の
過
疎
対
策
等
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000151761.pdf

）
参
照
）

財
政
力
指
数
は
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
を
示
す
指
数
で
、
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
の
過
去
三
年
間
の

平
均
値
」
の
こ
と
で
あ
り
、
公
営
競
技
収
益
に
い
う
公
営
競
技
は
「
競
馬
、
競
輪
、
競
艇
、
お
よ
び
オ
ー
ト
レ
ー
ス
の
四
種
の
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
競
馬
は
競
馬
法
、
競
輪
は
自
転
車
競
技
法
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
は
小
型
自
動
車
競
走
法
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
は
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
を
そ

れ
ぞ
れ
の
根
拠
法
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
」
の
こ
と
で
あ
る
。

山
村
振
興
法
に
い
う
「
山
村
（
振
興
山
村
）」
と
は
、「
林
野
面
積
の
占
め
る
比
率
が
高
く
、
交
通
条
件
及
び
経
済
的
、
文
化
的
諸
条
件
に
恵
ま

二
八
一



れ
ず
、
産
業
基
盤
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
山
間
地
そ
の
他
の
地
域
で
政
令
で
定
め
る
要
件

に
該
当
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
政
令
の
定
め
る
要
件
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

一　

旧
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
農
林
省
令
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
く
林
業
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
に
係

る
林
野
率
が
〇
・
七
五
以
上
で
、
か
つ
、
当
該
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
に
係
る
総
人
口
（
主
務
省
令
で
定
め
る
旧
市
町

村
の
区
域
に
あ
つ
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
人
数
）
を
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
に
係
る
総
土
地
面
積
で
除
し
て
得

た
数
値
が
一
・
一
六
未
満
で
あ
る
こ
と
。

二　

当
該
旧
市
町
村
の
区
域
の
自
然
的
条
件
若
し
く
は
社
会
的
条
件
又
は
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
の
属
す
る
市
町
村
の
財
政
事
情
に
よ
り
当
該

旧
市
町
村
の
区
域
に
係
る
法
第
三
条
各
号
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。）
の
整
備
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
当

該
旧
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
経
済
力
の
培
養
及
び
住
民
の
福
祉
の
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

な
お
山
村
の
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

﹇
山
村
の
状
況
﹈

（
振
興
山
村
）

（
全
国
）

（
過
疎
地
域
の
割
合
）

関
係
市
町
村
数
（
Ｈ
二
六
・
四
・
一
）

七
三
四

一
、七
一
九

四
三
％

人
口
（
平
二
二
国
調：

万
人
）

三
九
三

一
二
、八
〇
六

三
％

面
積
（
平
二
二
国
調：

㎢
）

一
、七
八
五

三
、七
七
九

四
七
％

（
農
林
水
産
省
「
振
興
山
村
を
め
ぐ
る
状
況
」（http://w

w
w
.m

aff .go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_about/pdf/zyoukyou.pdf

）
参
照
）

辺
地
と
は
「
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
れ
ば
、「
交
通
条
件
及
び
自
然

的
、
経
済
的
、
文
化
的
諸
条
件
に
恵
ま
れ
ず
、
他
の
地
域
に
比
較
し
て
住
民
の
生
活
文
化
水
準
が
著
し
く
低
い
山
間
地
、
離
島
そ
の
他
の
へ
ん
ぴ

な
地
域
で
、
住
民
の
数
そ
の
他
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
。
な
お
辺
地
の
定
義
は
複
雑
で
あ
る
の
で
、

「
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
43
） 

国
土
交
通
省
「
平
成
二
七
年
度
過
疎
地
域
等
条
件
不
利
地
域
に
お
け
る
集
落
の
現
況
把
握
調
査
報
告
書
平
成
二
八
年
三
月
」（http://w

w
w
.

二
八
二



四
国
四
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

m
lit.go.jp/com

m
on/001145930.pdf

）

（
44
） 

徳
島
県
の
状
況
は
表
T2
に
示
し
た
資
料
を
中
心
に
整
理
し
た
。
な
お
世
界
農
業
遺
産
登
録
申
請
は
、
中
四
国
農
政
局
「
農
業
遺
産
」（http://

w
w
w
.m

aff .go.jp/chushi/nouson/giahs/index.htm
l

）
を
、「
そ
ら
の
郷
」
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
「
日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
形
成
・
確
率
計
画　

そ
ら
の
郷
」（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001120371.pdf

）
を
参
照
し
た
。

（
45
） 

香
川
県
の
状
況
は
表
Ka2
に
示
し
た
資
料
を
中
心
に
整
理
し
た
。
な
お
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
に
関
し
て
は
、A

R
T
 S

E
T
O
U
C
H
I

「
瀬
戸
内
国
際

芸
術
祭
二
〇
一
九
基
本
計
画
」（http://setouchi-artfest.jp/seto_system

/fi leclass/im
g.php

）
を
中
心
に
整
理
し
た
。
沙
弥
島
に
関
し
て
は

坂
出
市
「
沙
弥
島
」（http://w

w
w
.city.sakaide.lg.jp/soshiki/nigiw

ai/syam
ijim

a.htm
l

）
を
参
照
し
た
。

（
46
） 

伊
方
町
に
関
し
て
は
、
農
林
水
産
省
「
中
国
四
国
管
内
に
お
け
る
地
域
振
興
立
法
五
法
指
定
地
域
の
状
況
等
一
覧
」
は
過
疎
を
一
部
と
し
て
い

る
が
、
全
国
過
疎
地
域
自
立
促
進
連
盟
「
過
疎
市
町
村
マ
ッ
プ
│
愛
媛
県
」
で
は
過
疎
町
と
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
原
則
と
し
て
農
水
省
の
資
料

を
用
い
た
が
、
こ
こ
で
は
マ
ッ
プ
が
伊
方
町
を
過
疎
町
と
し
て
い
る
の
で
こ
の
表
現
を
用
い
た
。

（
47
） 

立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
「
立
地
適
正
化
計
画
の
作
成
状
況
」
の
指
定
す
る
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
七
月
三
一
日

時
点
の
も
の
で
あ
る
（http://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001208821.pdf

）。

（
48
） 

愛
媛
県
の
状
況
は
表
E2
に
示
し
た
資
料
を
中
心
に
整
理
し
た
。「
ふ
く
ふ
く
の
会
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
・
前
掲
書
・
七
四

│
七
八
頁
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
49
） 

志
国
高
知
幕
末
維
新
博
推
進
協
議
会
『
志
国
高
知　

幕
末
維
新
博
』﹇
実
施
計
画
書
﹈・
平
成
二
八
年
参
照

（
50
） 

馬
路
村
農
協
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.yuzu.or.jp/

）
や
日
本
経
済
新
聞
、
地
域
経
済
・
四
国
、「
四
国　

進
化
す
る
農
③
」、
二
〇
一
八
（
平
成

三
〇
）
年
一
月
一
二
日
朝
刊
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
51
） 

高
知
県
の
状
況
は
表
Ko2
に
示
し
た
資
料
を
中
心
に
整
理
し
た
。

（
52
） 

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
『
日
本
の
地
域
別
将
来
人
口
推
計
（
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
三
月
推
計
）』（http://w

w
w
.skr.m

lit.

go.jp/kikaku/kokudokeikaku/approach/topics/20150908/n_6.pdf

）

（
53
） 

国
土
交
通
省
『
四
国
圏
広
域
地
方
計
画　

〜
圏
域
を
越
え
た
対
流
で
世
界
へ
発
信
〜　
「
癒
や
し
」
と
「
輝
き
」
で
未
来
へ
』
平
成
二
八
年
三

二
八
三



月
・
三
頁
（http://w

w
w
.skr.m

lit.go.jp/kikaku/kokudokeikaku/outline/pdf/shikokukouiki_honbun.pdf

）

（
54
） 

産
経
新
聞
ニ
ュ
ー
ス
「
お
遍
路
さ
ん
経
済
効
果
一
六
五
〇
億
円　

二
八
年
試
算　

う
る
う
年
で
巡
礼
者
三
割
増
」
で
二
八
年
の
巡
礼
者
数
を

一
九
万
五
千
人
と
予
測
し
て
い
る
。（http://w

w
w
.sankei.com

/region/new
s/160609/rgn1606090002-n1.htm

l

）

（
55
） 
ア
ニ
メ
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会
「
ア
ニ
メ
聖
地
一
覧
」（https://anim
etourism

88.com
/ja/sanctuary

）。
同
協
会
で
は
日
本
語
の
み
な
ら
ず
中

国
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
、
タ
イ
語
で
情
報
を
発
信
し
て
お
り
、
ア
ニ
メ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
訪
日
観
光
客
の
増
加
に
あ
る
程
度
貢
献
で
き
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

（
56
） 

文
化
庁
「
日
本
遺
産
・
四
国
遍
路
」（http://w

w
w
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E-Voting in Japan: A Developing Case?

Masahiro Iwasaki

Abstract: This paper aims to introduce the current situation of 

electronic voting （e-voting） in Japan and discuss its challenges.  

E-voting has gradually spread in Japan.  It has been used a total 

of 25 times by 10 local governments since it was fi rst introduced 

in 2002.  Under the current law, e-voting can be used only for 

the election of the head of local government or council members.  

The paper fi rst introduces the actual state of e-voting in Japan. 

Then the current status and challenges of the electronic voting 

system are analyzed based on data obtained from the experiences 

of Japanese cases.  Finally, the paper discusses what challenges 

the Japanese e-voting has, and what could be given as 

prescriptions for them.

Key Words: electronic voting, e-voting, e-democracy, e-government, 

election

Current Status of E-voting in Japan

In 2002, the first electronic voting （e-voting） was realized in 

Japan.  Since then, ten local governments conducted total of 25 cases of 

e-voting.  In Japan, after “e-Japan Strategy 1 ,” which aims to build an 

electronic government （e-government 2） was published in January, 2001, 
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many efforts toward an electronic government （e-democracy） and 

electronic democracy have been attempted 3 .  E-voting can be 

considered within this trend 4 .  

This paper aims to introduce the current status of e-voting in 

Japan and discuss its challenges.  The paper fi rst introduces the actual 

state of e-voting in Japan.  Then the current status and challenges of 

the electronic voting system are analyzed based on data obtained from 

the experiences of Japanese cases 5 .  Finally, the paper discusses what 

challenges the Japanese e-voting has, and what could be given as 

prescriptions for them.

In Japan, “Act on Special Provisions Concerning Voting Method by 

Means of Electromagnetic Recording Voting Devices Used for Election 

of Council Members and Heads of Local Governments （hereafter 

‘E-voting Act’）” was enacted in the 153rd extraordinary Diet session on 

November 30, 2001 6 .  The Act was issued on December 7, and put into 

eff ect on February 1, 2002, which enabled e-voting for local elections.  

The E-voting Act is intended only to the elections for a head of a local 

government or a member of a local council.   Each local government is 

required to establish its own ordinance before holding any e-voting.  

For example, in the case of Niimi City, Okayama Prefecture, Niimi 

City Council enacted “Ordinance Concerning Voting by Means of 

Electromagnetic Recording Voting Devices Used for Elections of 

Council Members and Mayor of Niimi City” in March, 2002 7 .  This 

enabled e-voting in the double election of Niimi City Mayor and the 

Council members on June 23 of the same year 8 .  Since then, there have 

been total of 25 cases of e-voting by ten local governments 9 .  This 

number indicates that the dawn of e-voting in Japan is over and the 

country is now in the phase of establishment.  
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Introductory Phase of E-voting

According to the E-voting Act, e-voting is defi ned as a means of 

voting that uses a device.  The current procedures for such an 

electronic voting method in Japan are as follows.   

・First, an elector goes to a designated polling station on an election 

day.

・The elector is required to bring an admission ticket to her/his 

polling station, which s/he has received in mail in advance.  

・When the elector hands the admission ticket to the reception at the 

polling station, a staff  person checks identifi cation by comparing the 

name of the elector with the register of electors.  

・When the personal identification was confirmed, a voting card is 

issued from a voting card issuing device by the staff , which is handed 

to the elector.

・The elector stands in front of a voting device and inserts the voting 

card; this initiates the device.

・The elector selects a candidate of her/his choice from a list of 

candidates shown in the touch-panel screen by touching the 

appropriate name using her/his fi nger or a touch pen （if not voting 

for any candidate, the elector touches a display that says, “Complete 

without Voting”; this will allow the elector to complete her/his vote 

without choosing any candidate）.

・The elector confi rms the selected candidate.

・The voting result is recorded in an electromagnetic recording medium 

inside the electronic voting device.

・The elector removes the voting card from the voting device.

・The voting process is now complete; the elector returns the voting 
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card at the exit, and leaves the polling station.  

Contrary, the current procedures for a traditional paper ballot 

voting method in Japan （that is called “self-write voting”） are as 

follows.

・First, an elector goes to a designated polling station on an election 

day.

・The elector is required to bring an admission ticket to her/his 

polling station, which s/he has received in mail in advance.  

・When the elector hands the admission ticket to the reception at the 

polling station, a staff  person checks identifi cation by comparing the 

name of the elector with the register of electors.  

・When the personal identification was confirmed, a ballot paper is 

handed to the elector by the staff .

・The elector writes a name of candidate from a list of candidates （if 

not voting for any candidate, the elector does not write a name of 

candidate; this will allow the elector to complete her/his vote without 

choosing any candidate）.

・The elector votes the ballot paper to the ballot box.

・The voting process is now complete; the elector leaves the polling 

station.  

Therefore, the e-voting in Japan is considered as an evolved form 

of self-write voting rather than a method completely diff erent from the 

conventional self-write voting.   The Study Group describes this aspect 

in detail in a report on Election System Using Electronic Devices 

within the Ministry of Internal Aff airs and Communications10.  

On July 30, 1999, the former Ministry of Home Aff airs established 
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the Study Group on Election System Using Electronic Devices.  The 

Group released the fi nal report on February 1, 2002, indicating that the 

introduction of e-voting has three phases described below.  In Japan, 

the implementation of the fi rst phase has been the focus.

・The fi rst phase is when an elector votes using an electronic voting 

device at a designated polling station.

・The second phase is when an elector can vote at a polling station 

other than a designated one.

・The third phase is when voting at a polling station is not required, 

and an elector votes using a privately-owned computer terminal.

The fi rst phase is the form that has been implemented in Japan.  In 

this phase, electronic voting devices are not connected to any network; 

they are individually installed both in polling stations and vote-counting 

stations.  An elector has to go to a designated polling station as one has 

always done.

The only diff erence from the conventional method is that an elector 

votes by using a voting device, not self-write voting, at a polling 

station.

When counting votes, the challenge is a method to deliver voting 

data to a vote-counting station.  A recording medium that stores voting 

data is removed from a voting device at a polling station, and delivered 

to a vote-counting site.  This is the same procedure as the one in self-

write voting, where a ballot box holding ballot paper is delivered to a 

vote-counting station.

Currently, a recording medium that stores data is hand-delivered 

from a polling station to a vote-counting station by election staff .  The 

other possible delivery method is to send the data through a network by 
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connecting a polling station and a vote-counting site.  This method has 

not been adopted in the fi rst phase since it still contains various issues 

including security.

The second phase networks voting devices installed at polling 

stations with a dedicated line.  The line used in this phase is to be 

closed for security issues.  The registers of electors need to be 

networked for personal identification of electors at polling stations.  

The network is also necessary for sharing the information of 

candidates.

In the second phase, voting at a polling station other than a current 

designated one becomes possible.  In this case, either of the following 

will be chosen:  （1） voting at any polling station within the same 

electoral district; （2） voting at any polling station within all the 

electoral districts of the same election; and （3） voting at any site 

including areas not having an election.

The voting at any polling station within the same electoral district 

enables an elector to vote at a nearby polling station in an area where 

s/he lives, rather than a current designated polling.  For example, an 

elector can vote at the closest polling station when s/he goes out for 

shopping.  

The voting at any polling station within all the electoral districts 

of the same election enables, for example, an elector to vote at any 

polling station within a prefecture, if it is for a prefectural election.  

For the election of Tokyo Metropolitan Mayor, an elector can vote in 

any ward other than Chiyoda Ward even if it is not her/his designated 

polling station.    

The voting at any site including areas not having an election 

enables an elector to vote in Kyoto Prefecture, if there is any polling 

station, even when the election is for Tokyo Metropolitan.  Also, an 
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elector can vote at a site other than a polling station if it is authorized 

for voting.

For all of the above three scenarios in the second phase, 

establishing a network for the registers of electors or for sharing 

candidate information will be necessary.   The registers of electors are 

used for identifying if a person who comes to vote is a particular 

elector, and the list will be operable depending on the status of the 

Basic Resident Registers Network and Local Government Wide Area 

Network.  

In the third phase, instead of requiring electors to vote at polling 

stations as a conventional system does, it is assumed that a computer 

owned by each elector would be used for voting.  If all elections are 

conducted by the third phase method, a polling station itself may 

become unnecessary.  In this phase, a standard Internet connection, not 

a dedicated line, would be utilized as each individual’s computer is 

used.  Thus security issues are unavoidable.  Also, the issue of Digital 

Divide including if an elector can use a computer, or if s/he has a 

computer, becomes crucial.  

The problem of identifi cation at the time of voting also emerges.   

Since identifi cation based on a register of electors at a polling station 

is not performed in the third phase, as the current system does, it is 

difficult to identify if a person sitting in front of a computer is a 

particular elector.  Therefore, it is necessary to prevent impersonation 

by identity verification with public key cryptography as well as 

biometrics using fi ngerprints and irises.  

In addition, since third parties such as observers at a polling 

station do not exist in the third phase, it becomes unclear if a voting 

individual is voting based on her/his true free will.  For example, there 

could be a possibility that an elector is forced to vote for a particular 
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candidate under abduction/confi nement.  Considering that the existence 

of observers at polling stations in the current system guaranties the 

transparency of elections, it is crucial how to resolve the transparency 

issue in the third phase voting.

Judging from the evolution of ICT, it could be possible to 

implement the third phase e-voting.  However, from the perspective of 

operating election, the third phase is quite unrealistic.  The e-voting is 

still in the first phase in Japan, and it seems more likely that the 

situation continues as it is now.  There are many issues to be resolved 

in order to shift to the second phase, and those issues are not easy to 

solve.  It is crucial to steadily accumulate the implementation in the 

fi rst phase11.  

Characteristics of E-voting in Japan

The intrinsic changes are overlooked if e-voting is viewed as a 

mere change from self-write voting to a method using devices.  In fact, 

if one focuses only on e-voting, one’s perspective would be that it is 

just a change of voting methods.  However, e-voting indicates a new 

form of election in an ICT-prevailing society12.  The newness of 

e-voting can be described from four aspects, which are voting, tallying, 

communication and vote-counting methods.  

Table1 Self-write voting and E-voting in Contemporary Japan

Self-write voting E-voting
Voting method Using a ballot paper Using a voting device
Tallying method Using a ballot box Using a voting device

Communication method 
of voting data

Delivery of a ballot box 
from a polling station to 
a vote-counting station

Delivery of a recording 
medium from a polling station 

to a vote-counting station
Vote-counting method Staff Computer
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First, the voting method differs significantly from conventional 

self-write voting in using a voting device, and the newness lies in voting 

by a device instead of voting by a paper ballot.  A voter casts a ballot 

by operating a voting device at a polling station, and the vote is stored 

as it is in the device.  Containing a recording medium that stores voting 

data, the device plays double role of writing down on a paper ballot and 

accumulating ballots in a ballot box as it was done in self-write voting.  

That is, in e-voting, a device itself has double function of casting 

ballots and storing voting data.  This brings both advantages and 

disadvantages.  

The advantages include the simplifi cation of voting for voters due 

to the use of a device.  As the currently-used voting device adopts a 

touch-panel, the act of voting is done with only a light touch on a 

screen.  For example, it is easier for physically challenged voters to 

touch a device than self-write voting.  It is clear that e-voting makes 

voting simpler than self-write voting does.

The second advantage is the accuracy of voting, which is related to 

the fi rst advantage.  In e-voting, as a voter chooses a candidate to vote 

from a list of candidates displayed on a screen, s/he can only vote for 

those on the list.  However, in self-write voting, voters often write a 

name other than that of a candidate, or misspell a name, which results 

in invalid ballots.  Voters may also write down only the last name or 

the fi rst name.  In self-write voting, a typical problem is when there 

are more than one candidate with the same last name; in such a case, 

votes are equally divided into both candidates.  On the contrary, 

e-voting ensures the accuracy of voting by avoiding the above issue 

since a voter has no choice but to vote for candidates displayed on a 

screen for a certain election.  

The third advantage is of barrier-free.  E-voting leads to a 
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barrier-free system by making it easy for the elderly and the 

physically-challenged to vote.  There are voters who have difficulty 

writing down on ballots with a pencil, and it is easy for them to vote 

using a device.  For those who are optically challenged, voting with 

audio guidance becomes available by using an appropriate voting device.  

Such voters can vote at their own pace since they operate the device 

listening to audio guidance with headphones and can adjust audio speed.  

Such voting devices have already been developed in Japan.  Although 

the current voting device supports optical challenges, promoting a 

barrier-free device for those who are both optically and aurally 

challenged, or those who are intellectually challenged is an issue to be 

resolved.   

The disadvantages include failure of a voting device, errors in 

device operation, and distrust against a voting device such as leakage of 

privacy, and cost issue of a device.  In other words, issues related to a 

device become the disadvantages.  If a device fails, voting itself 

becomes impossible.  While bringing many advantages by using a device, 

e-voting could cause disadvantages exactly because it uses a device.

In fact, there were several cases that voting discontinued due to 

the failure of a voting device or a device failed due to errors in 

operation.  In the case of Kani City, Gifu Prefecture, the election itself 

became invalid as it was determined that the failure of their voting 

devices aff ected the result.

The possibility of privacy leakage can be noted in terms of distrust 

against a device.  Voters often have variety of distrust such as:  A 

device might record who voted for whom upon voting; or it is unclear if 

a ballot was truly casted on a candidate whom a voter has chosen.   

There is no other means of solution to clear as much distrust as 

possible than to improve the reliability of e-voting.  It can be time 
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consuming, however it is indispensable to make eff orts in establishing 

reliability.  

Additionally, there is an issue that the cost of a voting device is 

high.  Indeed, the E-voting Ordinance was abolished in Sabae City, 

Fukui Prefecture, due to a high cost13.  However, a special local grant 

tax measures is applied when implementing e-voting, and financial 

support is available according to the number and size of polling and 

vote-counting stations.  More specifi cally, the amount is provided based 

on calculation that multiplies designated unit price depending on the 

number of polling and vote-counting stations.  The special local grant 

tax amount is the sum of polling station expenses and vote-counting 

station expenses.  

Although there exists an image that e-voting is costly, assistance is 

actually available.  It is necessary to inform the actual operational 

status, including the fact that the previous cases adopted rental devices 

instead of purchased ones.  It is not necessarily the reality that it takes 

a tremendous cost and high risks in order to introduce e-voting from 

scratch.  

Next, a tallying method is related to one that stores voting data to 

an electronic voting device.  So far, there are two data recording 

methods for an electronic voting device:  A standalone method and a 

client-server method.  Most of the cases in Japan have adopted the 

standalone method, although there were two cases that used the client-

server method.  These methods diff er in tallying methods of electronic 

voting devices.  In simple terms, the standalone method is equipped 

with one recording medium per voting device, while the client-server 

method uses one recording medium per polling station.  In the case of 

the standalone method, if there are fi ve electronic voting devices at one 

voting station, fi ve recording media will be delivered from the polling 
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station to a vote-counting station since each device has one recording 

medium.  The client-server method uses one recording medium per 

polling station, thus there is one recording medium however many 

voting devices are installed at one polling station.  One server is set up 

for each polling station, connecting multiple voting devices, and voting 

data is collected in the server.  In delivering data from the polling 

station to a vote-counting station, the collected data on the server is 

transferred to a magneto-optic disk （MO）, which will be delivered to a 

vote-counting station.

Although the two collection methods have their own advantages and 

disadvantages, there is a reason for the standalone method is more 

likely to be adopted when considering issues in reality.  This method 

can minimize any damage in case a trouble occurs.  Even if one voting 

device fails in a polling station, it can be immediately replaced with a 

back-up device.  In this way, there will be almost no infl uence on voting 

that follows.  As the recording medium equipped in the failed machine 

has the voting data up to the time of the failure, it is delivered to a 

vote-counting station.  Obviously, the voting data refl ects the will of 

voters, thus it cannot be made invalid or destroyed.  The standalone 

method provides two recording media; one is original and the other is a 

duplicate.  Therefore, if the original recording medium did not store 

data properly, or the medium was damaged, the duplicate can serve for 

the original.  

On the other hand, since the client-server method collects voting 

data in one recording medium by a server regardless of the number of 

voting devices at a polling station, there is a possibility that all the 

voting devices at the polling station would be unusable if the server 

fails.  Even if each voting device is operable, voting is no longer 

possible as voting data cannot be recorded.  In fact, the trouble due to 
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server failure occurred in the e-voting in Kani City in July, 2003.  

Later, a lawsuit was initiated regarding the e-voting in Kani City, and 

the election itself was determined invalid.  

Based on such history, the standalone method is more widely 

adopted14.  The collection method for e-voting employs a voting device 

that stores voting data in a recording medium, which leads to a 

question:  An indication that paper medium should also be used since 

recording voting data only in a voting device would cause diffi  culty if 

the device or its recording medium fail.  This is a notion that self-write 

voting is applied for emergency along with e-voting.  It is true that this 

would prevent from losing voting data at the time of any trouble.  

However, if both e-voting and self-write voting are to be conducted at 

the same time, it does not make any sense in terms of why e-voting is 

introduced.  

Also, there is a proposal for countermeasures suggesting that 

paper ballots are prepared for device failure and self-write voting 

using the paper ballots replaces e-voting if there is any device failure.  

This proposal would result in higher costs since costs for providing 

voting devices and preparing paper ballots are both necessary for one 

election.  This leads to a discussion if e-voting should be introduced 

with such costs.

At this moment, there are two methods for tallying, and no 

alternative method has been proposed or considered to be put into 

practice.  It is worthy to examine various methods.  However, voting 

methods or tallying methods that are significantly diverted from the 

implementation of e-voting would never facilitate any discussion, even if 

they were proposed.  

Next, communication methods of voting data are discussed.  They 

are the delivery methods from a polling station to a vote-counting 

二
九
六

13



E
-V

oting in Japan: A
 D

eveloping C
ase?

（Iw
asaki

）

station.  What is necessary when voting time on an election day is over 

and a polling station is closed is the delivery of voting data to a vote-

counting station.  In the case of self-write voting, ballot boxes are 

delivered to vote-counting stations as they are.  In e-voting, a recording 

medium is removed from a device, sealed, stored and locked in a strong 

container, and delivered to a vote-counting station.  Basically the 

delivery of voting data from a polling station to a vote-counting station 

is the same as the conventional method.  The only diff erence is whether 

it is a ballot box with paper ballots inside or a recording medium 

storing voting data.

At this moment, the delivery of voting data is handled in the same 

way as the conventional method, since the implementation of e-voting is 

still in the first phase as it is defined in the report issued by the 

Ministry of Internal Affairs and Communications’ Study Group of 

Election System Using Electronic Devices15.  When voting time is over, 

a ballot box is closed and delivered to a vote-counting station by car.  

Thus the most important factor in e-voting is to deliver a recording 

medium quickly and safely to a vote-counting station.  When e-voting is 

implemented in the second and third phases in the future, it is 

unnecessary to maintain the current delivery method.  For example, in 

the second phase, each polling station would have a dedicated network.  

If security issues such as intrusion by hackers are resolved, voting data 

can be delivered to a vote-counting station through such network.   

Then the communication method of voting data will see a dramatic 

change.  In the third phase, voting would be done from a work place or 

a computer at home.  There will be security issues, but it will be 

significantly different from the current first phase in terms of data 

delivery.  In this phase, further study is needed whether polling 

stations should be set up, and whether a means to collect voting data of 
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all voters to polling stations is necessary.  Also, it is possible to collect 

all the voting data at each polling station and send them to a vote-

counting station, or to send the data accordingly to a vote-counting 

station through a network.  

If the second and third phases are implemented, the communication 

method of voting data could be transformed significantly while 

maximizing the advantages of ICT.   Although there are mountains of 

issues to resolve before that, there are various possibilities for future 

communication methods.  Since the current e-voting follows the same 

conventional method, the advantage of e-voting is not yet very clear in 

terms of its communication method.  In other words, there will be more 

advantages depending on how communication methods are utilized in 

e-voting. 

The fourth notable point is the vote-counting method.  In e-voting, 

the important task is to read a recording medium delivered to a vote-

counting station by a computer, not to take out paper ballots from a 

ballot box.  The reading itself is the vote-counting process.  In the 

standalone method, the more voters an area has, the more recording 

media will be, since one electronic voting device has one recording 

medium.  Those who are in charge of vote-counting process would be 

one staff  person who operates recording media on a computer, and the 

other who checks and confirms the computer operation, which means 

that only two people are necessary.  Compared to self-write voting, this 

is a significant cutback in labor, and leads to the reduction of labor 

costs.  When a recording medium is read in a computer, the data is 

quickly calculated and the voting result is displayed on screen.  The 

vote-counting result is revealed when the displayed result is printed.

The E-voting Act defi nes that an electronic voting device shall not 

be connected to an electric communication line.  Thus, this is the limit 
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of reducing vote-counting time.  It is because there is a delivery from a 

polling station to a vote-counting station, and the current method 

cannot cut this delivery time.  In the future, if a polling station and a 

vote-counting station are networked and the delivery of voting data is 

done in a second through the network, even further reduction of time 

will be possible.  The reasons for prohibiting the connection to electric 

communication circuits include security issues.  Since there is a 

possibility that unauthorized access from outside such as one by 

hackers, security measures must be thorough.  For example, as security 

measures, using a closed, dedicated network is one option.  By doing so, 

it is possible to prevent unauthorized access.

The advantages of vote-counting methods in the current fi rst phase 

are as following:  There is no illegible ballot; there is no equal division 

of ballots; reduction of vote-counting time; and reduction of labor in 

vote-counting tasks.  All of these are signifi cantly diff erent from the 

conventional self-write voting.  The voting, tallying, communication and 

vote-counting methods of e-voting have completely different features 

from those in the conventional self-write voting, thus could achieve 

signifi cant eff ect depending on how they are used16. 

Issues in E-voting

In order to popularize e-voting, it is most important to prevent 

troubles due to mechanical failure.  Some solutions have been gradually 

proposed, and the current measures are discussed below.  

In November, 2005, the Ministry of Internal Affairs set up the 

Research Committee on E-voting System17 as a “permanent research 

entity that provides advisory functions from a professional standpoint 

regarding a way of an e-voting system, bringing new structure for 
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improving reliability of the system into view.”  In March, 2006, the 

Committee put together a report “Basic Policy Regarding a Measure 

for Improving Reliability of E-voting System.”  The report stresses 

measures for trouble prevention in e-voting, addressing technical 

requirements of electronic voting devices and certification system of 

technical requirements for improving reliability.  It notes that there 

were three factors in the past troubles:  First, contents defined by 

technical requirements themselves were inappropriate or insufficient; 

second, prior confirmation of whether individual electronic voting 

device complies with technical requirements was not sufficient; and 

third, there were issues in operating voting devices.  Solutions to the 

fi rst factor include the analysis of troubles in the past and thorough 

investigation of the validity of technical requirements, as well as the 

reinvestigation of the necessity of legal binding power on technical 

requirements.  For the second factor, it was suggested that the 

necessity of introducing certification system should be examined in 

order to confirm compliance with technical requirements by third 

parties.  For the third factor, following through improvement measures 

and manuals for those in charge of conducting e-voting.   

Traditionally, the confirmation of compliance to technical 

requirements only involves self-inspection by manufacturers and joint 

inspection with an election committee at a delivery to an implementing 

municipality.  For self-inspection, manufacturers only have to submit a 

self-inspection certificate at the time of delivery.  Thus, the report 

noted that “instead of commissioning inspections to manufacturers and 

local public agencies, it is necessary to introduce a system of 

confirming compliance by third parties in order to prevent further 

occurrence of mechanical troubles and ensuring reliability of e-voting 

system.”  The municipalities that have already conducted e-voting also 
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suggested the necessity of a certifi cate system by third parties.

In response to the above report, on December 18, 2006, the 

Ministry of Internal Affairs and Communications issued the revised 

technical requirements and “Implementation Guideline for Confi rming 

Compliance Regarding the Technical Requirements of E-voting 

System.”  Upon request for inspection by a manufacturer, the 

confi rmation of compliance to technical requirements is performed by a 

private inspection agency under contract with the Ministry, and the 

result is to be publicized.  It is an advantage for manufacturers to have 

e-voting devices with confi rmed compliance defi ned by the certifi cation 

system.  It is also true for each election committee or each 

municipality, since they can use devices of a certain technological level 

when choosing devices and implementing e-voting.  Basically, it is not 

only that a certification system can prevent unnecessary trouble but 

also that it is indispensable.  An inspection agency reports the result to 

the Ministry after the inspection, and submits a “Report on Inspection 

and Verifi cation of Electromagnetic Recording Voting System” to the 

Minister of Internal Affairs and Communications.  The Ministry 

publishes the result of verification upon receiving the report of 

inspection results.  

After the certifi cation system was introduced in December, 2006, 

Shiroishi City and Rokunohe Town held e-voting on April 22, 2007.   It 

was the third implementation of e-voting for both municipalities.  The 

certification system was put into practice for those two cases, and 

e-voting devices that complied with technical requirements were used in 

the two elections.  Until today, a couple of other cases of e-voting have 

held, and no signifi cant trouble has occurred.  

Although the introduction of the certifi cation system is useful for 

preventing troubles, what kind of incident happens and when it would be 

二
九
一

18



always remain unknown as e-voting involves devices.  Thus, 

manufacturers and governments are required to make constant eff orts 

on research and development of e-voting, as well as measures that 

envision various situations.  It is not completed once a system is 

established; revisions and improvements are required in e-voting, as in 

any other systems.  

Lastly, the introduction of e-voting to national elections is 

mentioned here.  As of December, 2007, the Liberal Democratic Party 

and the New Komeito, which are the ruling parties, and the Democratic 

Party of Japan agreed on the introduction of e-voting to national 

elections.  They worked for enacting the bill in the Diet, and it passed 

the House of Representatives.  However, it was withdrawn as an 

unfinished bill in the House of Councilors.  At that time, the bill 

suggested that e-voting in national elections would be allowed only for 

municipalities with e-voting ordinances.  However, the deliberation 

proceeded with difficulty around measures against failure of voting 

devices, and the time eventually ran out.  Although the bill was 

withdrawn, it is notable that the introduction of e-voting was discussed 

officially.  Furthermore, the fact that the bill passed the House of 

Representatives implies that there is some possibility of implementing 

e-voting in national elections.  In Japan, the possibility of putting 

e-voting into reality seems to have been expanding gradually from local 

elections to national elections.

Notes
1 ．http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/010122honbun.html
2 ．See Anttiroiko （2007）; Hague （1999）; Homburg （2008）; Khosrow-Pour 
（2009）; Norris （2001）.
3 ．The concept of “electronic democracy” is a vague and it has various 
meanings. See Ferdinand （2000）; Gibson （2004）; Hague （1999）; Hill 
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（1998）; Iwasaki （2005）; Toulouse （1998）; Tsagarousianou （1998）.
4 ．http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html
5 ．See Iwasaki （2004; 2009）.
6 ．http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/denjiteki/pdf/
houritsu.pdf

7 ．We can experience a demonstration of e-voting in the website of Niimi 
City. http://www.city.niimi.okayama.jp/?ID=10973

8 ．http://www.city.niimi.okayama.jp/?ID=9901
9 ．Total of 25 cases of e-voting by ten local governments are as follows: 
（1）Niimi City, Okayama Prefecture, （2）Hiroshima City, Hiroshima 
Prefecture, （3）Shiroishi City, Miyagi Prefecture, （4）Sabae City, Fukui 
Prefecture, （5）Kani City, Gifu Prefecture, （6）Otama Village, Fukushima 
Prefecture, （7）Ebina City, Kanagawa Prefecture, （8）Rokunohe Town, 
Aomori Prefecture, （9）Kyoto City, Kyoto, Prefecture, and （10）Yokkaichi 
City, Mie Prefecture.

10．See Iwasaki （2009）.
11．Cf. Kersting （2004）.
12．Cf. Ferdinand （2000）; Gibson （2003）; Gibson （2004）; Hacker （2000）; 

Hague （1999）; Oates （2006）.
13．See Iwasaki （2004）.
14．Exceptionally, two of 25 cases of e-voting in Japan were adopted a 

client-server method. Otama Village and Ebina City were used it.
15．See Iwasaki （2009）.
16．See Iwasaki （2004; 2009）.
17．http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denshi_touhyo/index.html
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五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
七
月
十
五
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　

二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
憲
法
と
課
税
権
の
限
界

│
憲
法
三
〇
条
の
再
評
価
を
求
め
て
│

教
授
・
税
理
士　

阿
部　

徳
幸

一
、
平
成
二
十
九
年
七
月
十
五
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　

二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

②
共
謀
罪（
テ
ロ
等
準
備
罪
）と
税
務
専
門
職

│
税
理
士
も
共
謀
罪
を
問
わ
れ
る
時
代
の
は
じ
ま
り
│



三
一
四

白
鷗
大
学
法
学
部
教
授
・
日
本
租
税
理
論
学
会
理
事
長

石
村　

耕
治

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
九
月
十
六
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　

二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
厳
し
さ
増
す
加
算
税
制
度

│
加
算
税
制
度
の
改
正
と
疑
問
│

税
理
士　

八
代　
　

司

一
、
平
成
二
十
九
年
九
月
十
六
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　

二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

②
不
公
平
税
制
の
是
正
に
よ
る
増
収
試
算

│
福
祉
と
ぜ
い
き
ん
二
九
号
を
題
材
と
し
て
│

税
理
士
・
税
制
経
営
研
究
所
副
所
長
・
不
公
平
な
税
制
を
た
だ

す
会
事
務
局
長 

荒
川　

俊
之

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
一
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　

二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

国
犯
法
の
国
税
通
則
法
編
入
に
か
か
る
諸
問
題

税
理
士
・
青
山
学
院
大
学
大
学
院
講
師　

岡
田　

俊
明

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
六
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　

二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

税
務
調
査
報
告
記

税
理
士　

松
田　

周
平

政
経
研
究
所

政
治
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）　

一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「
世
界
内
戦
」
時
代
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
民
主
主
義

駒
澤
大
学
法
学
部
准
教
授　

山
崎　
　

望

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
三
月
九
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　

二
二
二
講
堂
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三
一
五

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
ジ
レ
ン
マ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
政
党
政
治

助
教　

三
澤　

真
明

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
五
号
館
）　

五
四
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

現
代
ア
メ
リ
カ
都
市
政
治
研
究
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て

助
教　

鈴
木　

隆
志

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
六
月
八
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　

会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

世
界
の
民
主
主
義
の
「
危
機
」
に
お
け
る
民
主
化
支
援
と
擁
護
の
現

状

和
洋
女
子
大
学
人
文
学
群
国
際
学
類
准
教
授　

杉
浦　

功
一

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　

会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「
封
建
」
と
「
文
明
」　

十
九
世
紀
日
本
政
治
思
想
史
・
再
考

東
京
大
学
法
学
部
教
授　

苅
部　
　

直

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
九
日（
木
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）　

一
九
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
態
度
変
容

助
教　

三
澤　

真
明

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
七
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　

会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
Ｅ
Ｕ
地
域
協
力
戦
略

教
授　

柑
本　

英
雄

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　

会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
け
る
政
党
政

治



三
一
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│
個
人
主
義
と
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
両
立
す
る
か
？
│

津
田
塾
大
学
学
芸
学
部
国
際
関
係
学
科
教
授　

網
谷　

龍
介

経
済
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日（
月
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
号
館
）　

一
〇
三
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

社
会
的
要
因
か
ら
み
た
医
療
費
の
増
加
要
因

慶
應
義
塾
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授　

印
南　

一
路

公
共
政
策
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
六
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　

会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

自
治
体
の
廃
棄
物
政
策
に
係
る
研
究
の
動
向
と
課
題

│
行
政
学
の
視
点
か
ら
│

助
教　

鈴
木　

隆
志

政
経
研
究
所
共
同
研
究
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日（
月
）午
前
十
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
号
館
）　

一
〇
三
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「
孤
独
な
ボ
ウ
リ
ン
グ
」
か
ら
「
わ
れ
ら
の
子
ど
も
」
│
ロ
バ
ー

ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
変
化

東
京
経
済
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
教
授

柴
内　

康
文

比
較
法
研
究
所

英
米
法（
公
法
）研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
八
日（
水
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）　

一
六
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

公
的
補
助
金
制
度
か
ら
の
宗
教
団
体
の
排
除
と
信
教
の
自
由

│T
rinity L

utheran C
hurch v, C

om
er,137 S

.C
t.2012

（2017

）│

教
授　

高
畑
英
一
郎
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英
米
法（
私
法
）研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日（
金
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
号
館
）　

一
〇
六
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
電
子
消
費
者
契
約
紛
争
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て

教
授　

中
村　
　

進

（
※
平
成
二
十
九
年
二
月
〜
平
成
二
十
九
年
十
二
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
八
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日（
金
）午
前
十
時
二
十
分
開
会

二
、
場
所　

法
学
部
本
館
二
階
第
一
会
議
室

司
会
・
進
行　

岡
西　

賢
治
・
武
縄　

卓
雄

福
木　

滋
久
・
水
野　
　

正

柳
瀬　
　

昇

三
、
自
由
論
題

①
新
規
公
開
文
書
に
み
る
ア
メ
リ
カ
の
対
朝
鮮
半
島
心
理
戦

│
一
九
七
〇
〜
七
一
年
│ 

小
林　

聡
明

②
預
金
契
約
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定

│
債
務
者
が
有
す
る
利
害
関
係
の
分
類
を
通
じ
て
│

田
中　

夏
樹

③
演
劇
的
自
意
識
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

│A
 M

id
su

m
m

er N
igh

t’s D
ream

に
お
け
る
二
つ
の
想
像

力
│ 

松
山　

博
樹

④
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
に
つ

い
て 

横
溝
え
り
か

四
、
退
任
記
念
講
演

①
生
理
的
存
在
の
基
礎
か
ら 

│
栄
養
・
運
動（
身
体
活
動
）・
休
養
に
つ
い
て
│ 

渡
部　

宣
裕

②
監
査
役
を
め
ぐ
る
株
式
会
社
法
制
の
変
遷
と
将
来
の
展
望

石
山　

卓
磨

③
人
間
存
在
の
刑
事
法
学

│
法
の
矛
盾
を
検
証
す
る
│ 

船
山　

泰
範

③
研
究
を
振
り
返
っ
て

│
国
家
論
な
き
憲
法
学
と
の
訣
別
を
目
指
し
て
│ 

百
地　
　

章

③
素
顔
のJam

es K
eir H

ardie 

杉
本　
　

稔

平
成
二
十
八
年
度
・
二
十
九
年
度
定
期
無
料
法
律

相
談
会

平
成
二
十
七
年
度
・
二
十
八
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会
は
、
校
友
弁



三
一
八

護
士
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
定

期
無
料
法
律
相
談
会
の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生

達
の
法
学
の
実
践
教
育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時

【
平
成
二
十
八
年
度
】

（
第
五
回
）平
成
二
十
九
年 

二 

月
二
十
五
日（
土
）

【
平
成
二
十
九
年
度
】

（
第
一
回
）平
成
二
十
九
年 

六 

月
二
十
四
日（
土
）

（
第
二
回
）平
成
二
十
九
年 
七 

月 

十
五 

日（
土
）

（
第
三
回
）平
成
二
十
九
年 
九 
月 
十
六 

日（
土
）

（
第
四
回
）平
成
二
十
九
年
十
一
月 
十
一 

日（
土
）

（
第
五
回
）平
成
二
十
九
年
十
二
月　

九　

日（
土
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
一
時
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
五
号
館

三
、
参
加
者（
敬
称
略
：
五
十
音
順
）

（
専
任
教
員
）

帷
子　

翔
太
・
佐
々
木
良
行
・
清
水　

恵
介
・
田
中　

夏
樹

野
中　

貴
弘
・
長
谷
川
福
造
・
藤
村　

和
夫
・
古
里　

健
治

（
校
友
弁
護
士
）

大
塚　

康
貴
・
神
頭　

正
光
・
田
口　

晃
子
・
鶴
岡　

拓
真

西
中　

詩
帆
・
野
中　

英
匡

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等　

各
回
四
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数 

五
十
三
件

②
内
容

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
） 

十
四
件

貸
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収 

十
件

借
地
借
家 

四
件

不
法
行
為（
名
誉
毀
損
・
器
物
損
壊
な
ど
） 

五
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
） 

五
件

労
働
関
係（
従
業
員
の
ト
ラ
ブ
ル
・
解
雇
な
ど
） 

一
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
） 

三
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係 

一
件

消
費
者
問
題（
訪
問
販
売
・
マ
ル
チ
商
法
な
ど
） 

一
件

交
通
事
故 

三
件

刑
事
事
件 

一
件

行
政
事
件（
行
政
に
よ
る
許
認
可
な
ど
） 

二
件

税
務
事
件 

一
件

そ
の
他（
震
災
・
復
興
に
関
す
る
事
項
含
む
） 

二
件

（
※
平
成
二
十
九
年
二
月
〜
平
成
三
十
年
一
月
末
日
現
在
）
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平
成
二
十
九
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

平
成
二
十
九
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
長
野
県
長
野
市
の
長
野

市
勤
労
者
女
性
会
館
し
な
の
き
に
お
い
て
、
県
・
市
当
局
並
び
に
地
元
校

友
会
・
校
友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
九
日

（
日
）に
開
催
さ
れ
た
。

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
の
趣

旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教
育
を

行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
九
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

長
野
県
長
野
市　

長
野
市
勤
労
者
女
性
会
館
し
な
の
き

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

清
水　

恵
介
・
田
中　

夏
樹
・
野
中　

貴
弘
・
長
谷
川
福
造

田
村　
　

武
・
戸
塚　

浩
行
・
髙
倉　

久
弥
・
緒
方　

雅
弘

（
現
地
弁
護
士
）

有
吉
美
知
子
・
池
田　
　

礼
・
宮
下　

将
吾
・
山
際　

悟
郎

（
校
友
弁
護
士
）

今
井　

勇
太
・
小
林　

芽
未
・
坂
井　
　

愛
・
鮫
島　

千
尋

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
六
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数 

十
七
件

②
内
容

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
） 

一
件

借
地
借
家 

一
件

建
築
関
係 

一
件

近
隣
問
題（
道
路
、
境
界
、
騒
音
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
な
ど
）二

件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係 

三
件

家
族
関
係（
離
婚
、
Ｄ
Ｖ
、
児
童
虐
待
な
ど
） 

二
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
） 

七
件

平
成
二
十
九
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談

平
成
二
十
九
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談
は
、
法
桜
祭
期
間
に
合
わ
せ
て

開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

行
政
相
談
に
本
学
部
の
学
生
を
陪
席
さ
せ
、
行
政
相
談
を
通
じ
て
日
本
の

現
代
行
政
を
理
解
す
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
及
び
そ
の

解
決
方
法
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日（
金
）〜
十
一
月
五
日（
日
）



三
二
〇

※
時
間
は
、
午
前
十
時
〜
午
後
三
時

（
但
し
、
五
日
は
午
前
の
み
・
午
後
は
相
談
委
員
と
の
懇
親

会
）

二
、
場
所　

法
学
部
十
号
館
二
階　

学
生
ホ
ー
ル

三
、
主
催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

四
、
後
援　

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会

五
、
協
力　

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

六
、
相
談
員

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会
行
政
相
談
委
員

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
官

七
、
補
助
学
生　

 

行
政
科
研
究
室
所
属
学
生
及
び
公
募
に
て
募
集
の
法
学

部
生

八
、
相
談
項
目

・
行
政
制
度
に
つ
い
て

・
道
路
の
整
備
等
に
つ
い
て

・
駐
車
・
駐
輪
等
に
つ
い
て　
　
　

等
々

九
、
相
談
件
数　

四
十
一
件

平
成
二
十
九
年
度
法
律
討
論
会

第
四
十
回
法
律
討
論
会
は
、
日
本
大
学
法
学
会
と
日
本
大
学
法
曹
会
に

よ
る
共
同
開
催
、
並
び
に
日
本
大
学
法
学
部
校
友
会
と
日
本
大
学
法
学
部

法
学
研
究
所
の
後
援
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
八
日（
土
）十
二

時
三
十
分
か
ら
法
学
部
十
号
館
一
階
一
〇
一
一
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。（

出
題
者
）

髙
世　

三
郎
教
授

（
審
査
員
）

永
澤　

靖
識
検
察
官
・
寺
田
さ
や
子
裁
判
官

田
原　

直
樹
弁
護
士

（
進
行
・
時
計
）

田
口　

晃
子
弁
護
士
・
小
針　

一
浩
弁
護
士

◆
問
題（
民
法
）

検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
現
行
民
法
を
前
提
と
す
る
こ
と
。

1　

Ａ
は
、
建
築
設
計
事
務
所
を
営
む
一
級
建
築
士
で
あ
る
が
、
自
己
所

有
の
土
地
に
建
物
を
建
築
す
る
計
画
を
立
て
、
自
ら
建
物
の
設
計
、
施

工
監
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
、
建
築
会
社
Ｂ
に
対
し
、
請
負
代
金

五
〇
〇
〇
万
円
で
建
物
を
建
築
す
る
工
事（
以
下
「
本
件
工
事
」
と
い

う
。）を
発
注
し
、
Ｂ
と
の
間
で
本
件
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｂ

は
、
本
件
工
事
を
施
工
し
、
建
築
し
た
建
物（
以
下
「
本
件
建
物
」
と
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い
う
。）に
つ
い
て
Ａ
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
。

と
こ
ろ
で
、
付
近
に
河
川
が
あ
り
、
か
つ
て
こ
の
河
川
が
氾
濫
し
て

洪
水
被
害
が
発
生
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
Ａ
は
、
洪
水
対
策
と
し

て
地
盤
に
か
さ
あ
げ
し
て
本
件
建
物
を
建
築
す
る
設
計
を
し
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
設
計
図
書（
以
下
「
本
件
設
計
図
書
」
と
い
う
。）を
作
成
し

た
。
Ａ
は
、
検
査
を
行
っ
た
際
、
本
件
建
物
の
一
階
床
仕
上
げ
面
が
設

計
図
書
で
指
示
さ
れ
た
高
さ
よ
り
も
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
低
い
こ
と

に
気
付
き
、
Ｂ
に
対
し
、
こ
れ
を
指
摘
し
た
。

Ａ
は
、
Ｂ
に
対
し
て
損
害
賠
償
債
務
相
当
額
を
考
慮
し
て
請
負
代
金

を
減
額
す
る
よ
う
求
め
、
交
渉
し
た
結
果
、
Ｂ
と
の
間
で
上
記
施
工
上

の
過
誤
に
よ
る
損
害
賠
償
相
当
額
を
一
二
〇
〇
万
円
と
査
定
し
て
請
負

代
金
か
ら
同
額
を
減
額
す
る
こ
と
で
合
意
に
達
し
、
合
意
書（
以
下

「
本
件
合
意
書
」
と
い
う
。）を
取
り
交
わ
し
た
。
Ａ
も
Ｂ
も
、
弁
護
士

に
依
頼
せ
ず
に
、
合
意
に
至
る
ま
で
の
交
渉
及
び
本
件
合
意
書
の
作
成

を
行
っ
た
。

そ
の
後
、
本
件
工
事
は
完
成
し
た
。
Ａ
は
、
Ｂ
に
対
し
、
上
記
の
と

お
り
減
額
し
た
請
負
代
金
三
八
〇
〇
万
円
を
支
払
っ
た
。

2　

そ
の
後
、
Ｂ
は
、
①　

本
件
設
計
図
書
の
こ
の
点
に
関
す
る
表
示
が
、

一
見
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
な
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
お
ら
ず
わ
か
り

に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
Ｂ
の
担
当
者
が
誤
読
し
て
本
件

建
物
の
一
階
床
仕
上
げ
面
が
設
計
図
書
で
指
示
さ
れ
た
高
さ
よ
り
も

二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
低
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
②　

Ａ
は
、
誤

読
を
招
か
な
い
よ
う
に
設
計
図
書
に
明
確
に
分
か
り
や
す
く
表
示
す
べ

き
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
怠
り
、
Ｂ
の
担
当
者
に
対
す
る
説
明
も
怠
っ

た
こ
と
、
加
え
て
、
③　

Ａ
は
、
Ｂ
が
本
件
工
事
を
開
始
す
る
前
に
Ａ

に
対
し
て
提
出
し
た
図
面
を
精
査
す
れ
ば
Ｂ
が
こ
の
点
を
誤
解
し
て
い

る
こ
と
を
読
み
取
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
り
、
上
記
図
面

を
承
認
し
た
た
め
、
Ｂ
は
上
記
図
面
に
基
づ
い
て
施
工
し
た
こ
と
、
以

上
の
と
お
り
主
張
し
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
上
記
施
工
上
の
過
誤
に
よ

る
損
害
賠
償
相
当
額
一
二
〇
〇
万
円
の
う
ち
五
割
相
当
額
は
設
計
及
び

施
工
監
理
を
し
た
Ａ
が
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
Ｂ
は
Ａ
に
こ
の

点
に
落
ち
度
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
本
件
合
意

書
を
取
り
交
わ
し
て
上
記
の
と
お
り
合
意
し
た
の
で
あ
っ
て
、
本
件
合

意
書
に
よ
る
合
意
は
効
力
が
な
い
と
の
主
張
を
し
て
、
Ａ
に
対
し
、
本

件
工
事
の
請
負
代
金
残
金
一
二
〇
〇
万
円
か
ら
Ｂ
が
損
害
賠
償
債
務
相

当
額
と
し
て
自
認
す
る
六
〇
〇
万
円
を
控
除
し
た
六
〇
〇
万
円
の
支
払

を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た
。

3　

Ｂ
の
右
記
主
張
は
、
ど
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
か
。
Ｂ
の
右
記
主
張
に
理
由
は
あ
る
か
。

討
論
会
は
三
人
一
組
で
十
組
が
出
場
し
、
各
チ
ー
ム
一
人
の
立
論
者
が

十
分
以
内
の
論
旨
を
発
表
し
、
他
の
二
人
が
他
の
出
場
チ
ー
ム
や
傍
聴
者



三
二
二

の
質
疑
に
対
し
て
五
分
間
で
応
答
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。

討
論
に
先
だ
ち
、
日
本
大
学
法
学
会
会
長
の
代
わ
り
に
、
日
本
大
学
法

学
部
法
学
研
究
所
所
長
で
あ
る
清
水
恵
介
教
授
並
び
に
日
本
大
学
法
曹
会

会
長
鈴
木
三
郎
弁
護
士
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て
進
行
の
田
口
晃
子
弁
護

士
か
ら
発
表
の
手
順
と
審
査
基
準（
論
旨
内
容
六
十
点
、
発
表
態
度
十
点
、

質
疑
応
答
内
容
・
態
度
三
十
点
）等
の
説
明
が
な
さ
れ
た
あ
と
討
論
会
が

開
始
さ
れ
た
。

討
論
終
了
後
、
審
査
員
を
代
表
し
て
田
原
直
樹
弁
護
士
か
ら
審
査
結
果

の
発
表
が
あ
り
、
続
い
て
寺
田
さ
や
子
裁
判
官
及
び
永
澤
靖
識
検
察
官
か

ら
講
評
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
法
曹
会
、
法
学
部
校
友

会
か
ら
優
勝
チ
ー
ム
に
法
曹
杯
・
法
学
部
校
友
会
杯
、
法
曹
会
か
ら
優
勝
、

準
優
勝
、
第
三
位
の
各
チ
ー
ム
に
盾
、
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
副
賞

と
し
て
図
書
カ
ー
ド
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
出
場

者
全
員
に
メ
ダ
ル
及
び
図
書
カ
ー
ド
、
優
秀
質
問
者
に
は
法
学
部
校
友
会

か
ら
図
書
カ
ー
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
た
。
本
年
度
か
ら
鋭
い
意
見
が

記
載
さ
れ
た
論
評
シ
ー
ト
を
提
出
し
た
傍
聴
者
に
図
書
カ
ー
ド
を
授
与
し

た
。
ま
た
、
来
場
者
全
員
に
法
学
部
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
記
念
品
を
贈
呈
し
た
。

な
お
、
法
律
討
論
会
終
了
後
、
本
館
地
下
食
堂
に
お
い
て
出
場
者
・
関

係
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
。

成
績
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学
科
・
学
年
）

優　

勝（
第
八
組
）

青
木
悠
一
郎（
法
律
四
年
）・
岩
瀬　

蒼
弥（
法
律
四
年
）

鈴
木　
　

翼（
法
律
四
年
）

準
優
勝（
第
十
組
）

山
形　

悠
輔（
法
律
四
年
）・
赤
瀬　

寛
大（
法
律
四
年
）

佐
々
木
文
香（
法
律
四
年
）

第
三
位（
第
五
組
）

濱
田　

悠
司（
法
律
三
年
）・
村
田　

和
規（
法
律
三
年
）

鰺
坂
虎
士
龍（
法
律
三
年
）

参
加
賞（
順
不
同
）

大
沼　

光
貴（
法
律
四
年
）・
長
谷
川
周
真（
法
律
四
年
）

霧
生　

圭
代（
法
律
四
年
）・
渡
邊　

桃
子（
法
律
三
年
）

今
井　

綾
香（
法
律
三
年
）・
桑
山　

千
里（
政
治
経
済
三
年
）

二
瓶　

真
和（
法
律
一
年
）・
佐
々
木　

樂（
法
律
一
年
）

國
松　

一
樹（
法
律
一
年
）・
早
川　

大
也（
法
律
三
年
）

川
島
渉
太
郎（
経
営
法
三
年
）・
斉
藤　

秋
里（
法
律
三
年
）

濱
田　

悠
司（
法
律
三
年
）・
村
田　

和
規（
法
律
三
年
）

鰺
坂
虎
士
龍（
法
律
三
年
）・
藤
田　

蘭
丸（
法
律
一
年
）

佐
伯　

直
哉（
法
律
一
年
）・
飯
田　

武
尊（
法
律
一
年
）

後
藤
満
里
奈（
法
律
三
年
）・
奥
田　

桃
子（
法
律
三
年
）

北　

恵
里
乃（
政
治
経
済
三
年
）・
青
木
悠
一
郎（
法
律
四
年
）
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岩
瀬　

蒼
弥（
法
律
四
年
）・
鈴
木　
　

翼（
法
律
四
年
）

吉
田　

暁
栄（
法
律
三
年
）・
中
西
祐
希
美（
法
律
三
年
）

高
橋　
　

毅（
法
律
三
年
）・
山
形　

悠
輔（
法
律
四
年
）

赤
瀬　

寛
大（
法
律
四
年
）・
佐
々
木
文
香（
法
律
四
年
）

優
秀
質
問
賞（
五
十
音
順
）

岩
瀬　

蒼
弥（
法
律
四
年
）・
大
沼　

光
貴（
法
律
四
年
）

後
藤
満
里
奈（
法
律
三
年
）・
中
田　

智
紀（
法
律
四
年
）

藤
田　

蘭
丸（
法
律
一
年
）

校
友
会
会
長
賞（
五
十
音
順
）

石
橋　

功
規（
経
営
法
一
年
）・
北　

彗
里
乃（
政
治
経
済
二
年
）

藤
田　

蘭
丸（
法
律
一
年
）・
保
科　

麻
衣（
法
律
四
年
）

両
村　

泰
成（
経
営
法
三
年
）

平
成
二
十
九
年
度
国
家
試
験
合
格
者

◆
司
法
試
験
予
備
試
験　

二
名

齋
藤　
　

廉（
平
成
二
十
九
・
法
律
学
科
卒
業
）

白
石　

裕
俊（
平
成
二
十
二
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

◆
弁
理
士
試
験　

一
名

村
越　

亮
太（
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
二
年
在
学
中
）

◆
税
理
士
試
験　

二
名

鈴
木　

晴
妃（
大
学
院
法
学
研
究
科
二
年
在
学
中
）

藤
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